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(注１)　本書において、別段の記載がある場合を除き、「提出会社」、「当行」又は「UBS」とはユービーエス・エイ・ジーを、「スイス」

又は「スイス連邦」とはスイス連邦共和国を、また「グループ」とはUBSグループを指す。

(注２)　本書に記載されている日本円の換算は、平成24年６月１日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行本店の対顧客電信直物売買相場の仲値

（１スイス・フラン＝80.87円及び１米ドル＝78.69円）により行われている。

(注３)　本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入している場合がある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。

また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合、四捨五入してある。した

がって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

(注４)　本書の中で、事業年度とは１月１日に始まり12月31日に終わる一年を指す。
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第一部　【企業情報】

第１　【本国における法制等の概要】

１【会社制度等の概要】

(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】

当行は、アクティエンゲセルシャフト(Aktiengesellschaft)又はソシエテ・アノニム(Société

Anonyme)又はソシエタ・アノニマ（Società Anonima）(一般に「株式会社」と翻訳されている。)であり、

一般にドイツ語では「AG」の文字で、又はフランス語若しくはイタリア語では「SA」の文字で表示されてお

り、他の事業組織体と同様、銀行の業務に多くの点で影響を与えているスイス連邦法である1911年３月30日

スイス連邦債務法（改正済）、並びに1934年11月８日連邦銀行法(改正済)及び1972年５月17日付施行規則

（改正済）(以下「連邦銀行法」という。)により規制されている。これらは、銀行に関するスイス連邦法のう

ち最も重要なものである。以下、スイス連邦債務法の規定に従って設立された株式会社としての銀行に適用

されるスイス連邦債務法の規定を要約する。

(a)株式会社

株式会社（Aktiengesellschaft）は、商号を有し、単位（株式）に分割される資本金を有する法人であ

り、その責任の限度を、法人の資産とする。

(b)設立

創立総会の決議については、公正証書が用意されなければならない。当該公正証書には基本的な書類が添

付される。定款の変更、とりわけ資本の増減及び解散決議についても同様である。設立時には少なくとも一

人の株主がいることを要する。原則として、株主の国籍については制約はない。

(c)定款

定款は、とりわけ、会社の商号、会社の登記上の事務所、目的、株式資本金額、払込資本金額、株式数、株式の

額面及び種類、株式総会招集手続、株式の議決権等に関する規定、取締役会及び監査役に関する規定、並びに

会社による通知公告の様式に関する規定を備えていなければならない。株主が金銭以外の資産によって株

式に関わる支払を行う場合、その手続の細目は定款に規定されなければならず、また会社が設立時に資産を

株主又は第三者から取得する場合、その手続の細目も定款に規定されなければならない。これは、会社設立

時に会社の発起人、設立者及びその他の者に対し認められる特権に関しても適用される。設立時に、設立発

起人又はその他の者が特別の権利を受領する旨合意される場合、定款にはかかる者の氏名並びに当該権利

の正確な内容及び価値が規定されなければならない。

会社は、本拠地とする地域の商業登記簿に登録されなければならない。特に、次の事項は商業登記簿に登

録されなければならない。すなわち、定款の日付、会社の商号、会社の登記上の事務所、会社の目的及び定款

に規定ある場合には会社の存続期間、株式資本金額、払込済資本、株式数、株式の額面及び種類、いずれかの

種類の株式に関わる譲渡制度及び優先権、資産としての出資金の内容及びその見返りとして発行された株

式、会社の取得資産の内容、会社により約定された対価又は支払われた対価の内容、並びに特別の権利の内

容及び価値。

会社は、商業登記への登記により設立される。登記以前に発行された株式は無効である。

(d)免許

銀行は、連邦銀行法のもとでの免許を受けなければならない。

(e)株式

株式は記名式又は無記名式で発行される。会社は記名株式の所有者の名簿、いわゆる株主名簿を作成しな

ければならない。両方の形式の株式は、定款で定められた割合で同時に発行することができる。

定款はまた、二つの種類の株式の間の違いについても規定することができ、優先権を有する株式について

も規定することができる。企業再編の場合を除いて、株式の額面は0.01スイス・フラン以上でなければなら

ない。定款は利益配当、清算の場合の分配、新たに発行された株式の申込みにつき優先権を持つ株式（優先

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

  3/432



株式）を定めることができる。また、定款は利益配当優先権付証券若しくは利益分配証書について規定する

ことができる。

株券には「株式」の文字、会社の名前、登記上の事務所の所在地、額面及び固有の特徴（番号又はアル

ファベット）について記載しなければならない。株券にはまた、異なる種類がある場合の当該株式の種類が

表示されていることが望ましい。株券は取締役会の構成員の一人以上によって署名されなければならない。

大量の株式発行の場合には、複写式署名の使用が認められる。株式の譲渡に関して、株式は有価証券として

の法的性格を有する。無記名株式は株券の引渡しによって譲渡され、記名株式は裏書又は書面譲渡及び株主

名簿への登録によって譲渡される。定款により譲渡制限について特別の規定を定めることができる。

(f)株主

スイス連邦債務法と定款の規定に基づく株主の基本的な権利には、平等な取扱い、議決権、株主総会に出

席する権利、株主総会で配当が決議された場合に利益配当を受ける権利、清算の場合に資産の分配を受ける

権利が含まれる。ただし、定款に異なる定めがある場合を除く。株主の責任については、会社の債務に関し

て、株主が個人責任を負うことはない。株主総会は会社の最高機関である。株主総会は定款を変更すること

ができ、取締役会の構成員及び監査役を選任・解任し、貸借対照表及び損益計算書を承認し、利益配当を決

定する。株主総会は通常毎事業年度終了後６か月以内に取締役会によって招集され、また必要であれば監査

役、清算人及び社債権者の代表者によっても招集される。合計で全株式の10％以上を表章する株主は、株主

総会の招集を要求できる。定款に別段の規定がない場合、合計で100万スイス・フラン以上の額面総額を表

章する株式を有する株主は、提案事項が議題に入れられるよう要求することができる。株主総会を招集し、

議案を議題に追加する旨の要求は書面によるものとし、また株主総会に提出される議題項目及び提案を特

定しなければならない。株主総会の招集通知は20日以上前に発せられなければならない。ただし、全株式資

本を有する株主又はその代理人が会議に出席し、異議のないときは、この限りではない。

スイス連邦債務法上、株主総会が開催されるべき場所については規定がない。定款に別段の規定がない場

合、株主総会は会社の登記上の事務所の所在地において、又は会社の主たる営業所若しくは取締役会によっ

て指定された場所で開催される。

定款に別段の規定がない限り、記名株主は（株主である必要はない）第三者に書面による委任状を発行

できる。

無記名株式の場合には、その株券の所持により議決権が付与される。当該資格は、無記名株券を呈示又は

取締役会により定められたその他の方法で証明される。

(g)外国人株主

スイス連邦会社法は原則として、外国人又は非居住者の株式保有を制限していない。

(h)経営及び営業

取締役会は少なくとも一人の構成員で構成される。会社を代表する権限ある少なくとも一人はスイスに

居住していなければならない。

定款上異なる権利を有する数種の株式が認められている場合、定款においてそのような株式の種類ごと

に、取締役会の構成員の少なくとも一人を輩出することを要する旨規定しなければならない。取締役会の構

成員は株主総会で選任され、解任される。定款は各取締役の在任期間について定めなければならない。定款

に別段の規定がない限り、取締役会の構成員は３年を任期として選任される。いかなる場合も当該任期は６

年を超えてはならない。欠員は株主総会によってのみ選任され補充される。

連邦銀行法に基づき、取締役会は、監督権限を有し、スイス連邦会社法上、取締役会は会社の業務執行のた

めの会社機関として行為することができる(ただし、株主総会又は他の機関が監督権限を有する事項は除か

れる。)が、業務執行機関とは分離されている。

定款及び組織規則は、経営の全部若しくは一部、又は会社の代表について、取締役会の一若しくは複数の

構成員に対し事業の監督権限を付与することができる。取締役会の少なくとも一人の構成員(又は連署が必

要ならば、二人の構成員)は、会社を代表する権限がなければならない。定款又は組織規則に該当する規定が

ない場合、会社の経営と代表は経営構成員各人が行うことができる。会社を拘束する署名権限を有する者に

は、会社の名で会社の目的上必要な全ての行為を遂行する権限が与えられる。会社を代表する権限を与えら

れた者は、その署名を会社名に付加することによって署名する。取締役会の職務は委任不能かつ譲渡不能と

する。かかる職務とは、会社の最終的指令及び必要な指示の行使、会社組織の決定、会計処理、財務管理及び

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

  4/432



会社の経営上必要な範囲内での財務計画、会社の経営及び代表を委任される者の選任及び解任、会社の経営

を委任された者に対する法律、定款、付属定款及び指示の遵守の観点からの最終的な監督、年次報告書の作

成、株主総会の準備、並びに株主総会による採択決議の実施及び負債が資産を上回る場合の裁判所通告の実

施をいう。

監査役についてみると、株主総会は一又は複数の監査役を選任する。監査役は、会計処理、年次決算報告書

及び利益処分案が法律及び定款を遵守しているか否か並びに内部統制システムが構築されているか否かを

確認する。

監査役は独立していなければならない。その独立性は見かけ上又は事実上のものであってはならない。

監査役は監査結果を要約した報告書を株主総会に提出する。監査役は年次決算報告書の限定付若しくは

無限定の承認又は不承認を勧告する。

監査報告書においては首席監査役の氏名が記載され、資格上及び独立上の必要条件が充足されている旨

確認される。

監査役は、会計、内部統制システム並びに監査の実施及び結果について述べた包括的な報告書を取締役会

に提出する。

監査役がその監査中に法律又は定款若しくは組織規則の違反を確認した場合、監査役は取締役会に書面

により通知する。監査役は、定款の違反が重大なものであり又は取締役会が監査役から書面による通知を受

けても適切な対応を講じない場合、当該違反を株主総会に通知する。

資産に対する負債の明白な超過がある場合、監査役は取締役会が通告しない場合にはその事実を裁判所

に通告する。

(i)帳簿及び記録

会社は、その事業の性格や規模から要求される正確な帳簿及び記録を維持しなければならない。かかる帳

簿及び記録においては、事業の財務状況が反映され、各事業年度にかかる業績、債務及び債権が確定されて

いなければならない。貸借対照表及び損益計算書に適用される原則は、法律により規定されている。

(j)資本

ア．資本の増加

株式資本の増加には株主総会の決議を必要とする。通常の増資の場合、取締役会は３か月以内に増資

を行う。定款の変更により、株主総会も２年を超えない期間内に株式資本を増加することを取締役会に

対し授権することができ（授権資本）、また株主総会は会社若しくはその関連会社の従業員に対し又

はこれらの会社の新規債券若しくは類似の債務証券の所持人に対し新株の受領権（転換権又は新株引

受権）を付与することによって、条件付で増資することができる。（条件付資本）。

イ．資本の減少

同時に新たに全額払い込まれた資本により、元の資本を増加することなくしてなされる資本の減少

に関する株主総会の決議は、特別の監査を必要とする。その監査において全ての債権者の債権が資本減

少にもかかわらず満足されることが確認されなければならない。

株主総会の決議は、スイス官報（Swiss Official Gazette of Commerce）に３回、及び定款に定める

公告方法によって公告されなければならない。

それらの公告の中で、債権者に対し、スイス官報での３回目の公告から２か月以内に債権者は債権を

届け出て、支払を要求するか、又は担保を要求することができる旨を公告しなければならない。

監査報告書を含む認証された書類は、上記の規定の遵守を証明しなければならない。

債権者に対する公告、債権者への履行及び債権者への担保の供与は、資本の減少が損失によって生じ

た資本の欠損を填補する目的のためにのみ行われる場合には省略することができる。ただし、減少額は

当該欠損額を超えない。

(2)【提出会社の定款等に規定する制度】

当行の2012年５月３日付定款（「定款」）の規定の要約は、以下の通りである。

(a)株式資本

株主総会の決議により、記名株式は無記名株式に、無記名株式は記名株式に転換することができる。

当行の株式資本は、383,212,189.90スイス・フランであり、額面金額0.10スイス・フランの全額払込済記
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名株式3,832,121,899株に分割されている。

株式資本は、従業員並びに当行及びその子会社の執行役員及び取締役会構成員に発行された従業員オプ

ション権の行使により、一株当たり額面金額0.10スイス・フランの全額払込済記名株式を最高148,639,326

株発行することにより、14,863,932.60スイス・フランまで増加することができる。株主の新株予約権及び

新株引受権は除外される。当該オプション権は、従業員並びに当行及びその子会社の執行役員及び取締役会

構成員に対して、取締役会及びその報酬委員会により公布される持株プラン規定に従い発行される。オプ

ション権の行使による株式の取得及びその後の当該株式の全ての譲渡は、定款第５条に規定される登録要

件に従うものとする。

スイス国立銀行がSNBスタブファンド・リミテッド・パートナーシップ・フォー・コレクティブ・イン

ベストメント（SNB StabFund Limited Partnership for Collective Investment）に提供した貸付金に関

連してスイス国立銀行に付与されたワラントの行使により、額面金額0.10スイス・フランの全額払込済記

名株式の100,000,000株を上限として発行することにより、上限10,000,000スイス・フランの株式資本の増

加を行うことができる。

株主の新株予約権及び新株引受権は、スイス国立銀行へのワラントの付与に関連して除外される。スイス

国立銀行は、ワラント所有者として新株を引き受けることができる。ワラントの条件は取締役会により定め

られる。ワラントは、12年以内に行使できるものとし、スイス国立銀行がSNBスタブファンド・リミテッド・

パートナーシップ・フォー・コレクティブ・インベストメントへの貸付金について損失を被っている場合

に限り行使することができる。ワラントの行使価格は、最低新株の額面金額とする。

ワラントの行使による株式の取得及びその後の株式譲渡は、定款第５条に規定される登録要件に従うも

のとする。

株式資本は、当行又は当行グループ会社のうち１社が国内外の資本市場で発行する社債又は同種の金融

商品に関連して付与された転換権及び／又はワラントの任意行使又は強制行使により、一株当たり額面金

額0.10スイス・フランの全額払込済記名株式を最高380,000,000株発行することにより、38,000,000スイス

・フランまで増加することができる。株主の新株引受権は除外される。転換権及び／又はワラントの当該時

点での所有者は、新株を引き受ける権利を有する。転換権及び／又はワラントの条件は、取締役会が決定す

る。

転換権及び／又はワラントの任意行使又は強制行使による株式の取得は、その後の株式の各譲渡と同様

に、定款第5条に規定する登録要件に服する。

転換社債、ワラント付社債又は同種の金融商品の発行については、取締役会は、当該商品が（ⅰ）国内外

の資本市場で、又は（ⅱ）１以上の金融投資家に対して発行される場合、株主の新株予約権を制限又は除外

する権限を有する。新株予約権が取締役会によって制限又は除外される場合、以下が適用される　－　当該商

品は実勢の市場条件で発行され、新株は当該金融商品の関連ある条件に従って発行される。転換権の行使期

間はその発行日から最長10年であり、ワラントの行使期間はその発行日から最長7年である。転換権及び／

又はワラントの任意行使又は強制行使による新株の発行は、株式の時価及び／又は類似証券の関連ある金

融商品の発行時の時価を考慮した条件でなされる。

(b)株主名簿及び登録名義人

記名株式については、株主名簿が作成され、所有権者及び用益権者の氏名、住所及び国籍（法人について

は登記上の事務所）が記入される。全ての登録された株式保有者が下記第３段落で記載された宣言を行っ

た場合には、共同勘定で保有される株式を議決権付きのものとして、共同名義で株主名簿に記載することが

できる。

株主が郵送先住所を変更した場合、新住所を当行に通知しなければならない。これを行わない限り、全て

の書面による通知は、法律上の要求に従い有効である、株主名簿に記載のある住所宛てに送付される。

記名株式を取得した者は、その名義及び勘定で当該記名株式を取得した旨明示的に宣言することにより、

議決権を有する株主として株主名簿に記入される。株式取得者がかかる宣言を行う用意ができていない場

合、取締役会は、当該株式を議決権付きのものとして記載することを拒否することができる。

上記の登録制限は、新株引受権、選択権又は転換権の行使により取得する株式にも適用がある。

取締役会は、詐欺により記入が行われた場合、影響を受ける登録された保有者又は登録名義人の事情に関

する聴聞を行った後、記入の日に遡って、当該株主名簿から議決権を有する株主としての記載を削除する権

限を有する。影響を受ける当事者は、直ちにかかる措置の通知を受けるものとする。
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取締役会は、受任者／登録名義人の登録に関する一般的規則を制定し、上記規定に沿うように必要な規則

を発するものとする。

(c)株式の形態

当行の記名株式は、次段落を条件として、株券の発行されない証券（スイス連邦債務法の意味におけ

る。）及び間接保有証券（間接保有証券法の意味における。）の形態とする。

記名株式について株主名簿に記載した後、株主は、いつでも当行に対し、当該株主の保有する記名株式に

関して記載された書面の発行を請求することができる。ただし、当該株主は、株券の印刷や交付を行う権限

はない。一方、当行はいつでも記名株式の株券（単一株式を表章する株券、複数の株式を表章する株券及び

大券の券面）を印刷、交付することができる。これにより、間接保有証券として発行された記名株式は、それ

ぞれの保管システムから引き揚げられる可能性がある。株主の同意により、当行は、株券の発行を取り消し、

引き替えなしに株券の返還を受けることができる。

(d)当行の機関

当行の機関は、株主総会、取締役会、グループ執行役員会及び監査役により構成される。

(e)株主総会の招集

株主総会は、当行の最高会社機関である。

株主総会は、会日より少なくとも20日前までに、取締役会又は必要に応じて監査役が招集するものとす

る。株主総会は、当行の指定する記録用の公的刊行物において単一の通知を公告することにより招集され

る。招集通知は、全ての記名株主に送付される。

株主総会の招集通知には、議題、取締役会の議案及び株主の提案、並びに取締役等の選任の場合は提案に

かかる候補者の氏名を特定するものとする。

額面総額62,500スイス・フラン相当を表章する株式を保有する株主は、年次株主総会の審議に付すべき

事項の提案を行うことができる。ただし、当該提案は、当行の公表した期限までに、書面で、審議に付すべき

具体的な動議を示してこれを行う。

適切に議題として示された事項以外については決議を行わない。ただし、株主総会による臨時株主総会を

招集すべき旨の議事又は特別監査を行うべき旨の議事については、この限りでない。

(f)議長、集計係、議事録

取締役会の会長、又は会長に支障のある場合は副会長若しくは取締役会の指名する他の取締役が、株主総

会の議長を務め、秘書役及び必要な集計係を選任する。

議事手続について議事録を作成し、議長を務める取締役及び秘書役の署名を付すことを要する。

(g)株主代理

取締役会は、株主総会における株主の参加及び代理に関する手続についての規則を制定する。

株主総会においては、株主の法定代理人若しくは書面による委任状に基づいて投票を行うことのできる

他の株主、会社代理人、独立代理人、又は保管代理人のみが株主を代理することができる。

議長を務める取締役は、委任状を承認するか否か決定する。

(h)定足数及び議決

株主総会における決議及び選任は、強行法規に従うことを条件として、白紙投票及び無効投票を除く投票

された議決権の絶対多数決により議決される。

(i)議決権

一株当り一議決権を付与される。

当行は、一株当り一代理のみを認める。

議決権及び付随的権利は、議決権を有するものとして株主名簿に記入された当事者により、当行に関する

ものに限り行使することができる。
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(j)特別決議

スイス連邦債務法第704条に基づき、当行の目的の変更、特別議決権付株式の創設導入、授権資本又は条件

付資本の増加、及び清算を伴わない当行の解散等の重要な決議は、議決権の３分の２以上が出席する株主総

会において、出席額面株式の絶対多数が当該決議に賛成することにより採択される。

定款の第18条を変更する決議、取締役会の構成員の４分の１以上を解任する決議、又は定款第16条第２項

を削除若しくは変更する決議には、株主総会で代表される議決権の少なくとも３分の２の賛成投票を要す

る。

(k)議決及び選任の投票

議長を務める取締役は、決議及び選任にかかる投票を電子的方法によって行うか又は挙手によって行う

かを決定する。通常書面投票を採用することもできる。株主総会への出席議決権の少なくとも３％を表章す

る株主は、投票又は選任を電子的方法又は書面投票によって行うことをいつでも請求できる。

書面投票の場合、議長を務める取締役は、投票の集計を促進するため、投票を差し控える株主又は反対投

票を投じる株主の投票のみを収集し、投票時に株主総会で代表される他の株式を全て賛成投票として集計

する旨定めることができる。

(l)年次株主総会

年次株主総会は、毎年事業年度末から６か月以内に開催する。会日の少なくとも20日前までには、株主が、

当行の登記上の事務所において年次報告書及び監査報告書を閲覧することができるようにしなくてはなら

ない。

(m)臨時株主総会

臨時株主総会は、取締役会又は監査役が必要とみなすときに随時開催する。

臨時株主総会は、株主総会決議又は株式資本の少なくとも10分の１以上を代表する一若しくは複数の株

主の議題及び議案を特定した書面による請求により、招集されることを要する。

(n)株主総会の機能

株主総会は、下記の権限を有する。

ア) 定款の作成及び改正

イ) 取締役会の構成員及び監査役の選任

ウ) 年次報告書及び連結財務諸表の承認

エ) 年次決算の承認及び貸借対照表に表示された純収益の処分の決定

オ) 取締役会及びグループ執行役員会の構成員に対する管理事務に関する免除の付与

カ) 法律若しくは定款により株主総会に留保された全ての事項又は取締役会が株主総会の議事に付した

全ての事項についての決定

(o)取締役会

選任、任期及び資格

取締役会は、６名以上12名以下で構成する。

取締役会の構成員の任期は１年であり、任期との関係上、次回の年次株主総会までの期間は１年間とみ

なされる。

任期を終了した構成員は、直ちに再任されることができる。

組織

取締役会は、その構成員の中から会長及び一名以上の副会長を選任する。

取締役会は、秘書役を選任するものとし、秘書役は、取締役会の構成員であることを要しない。

招集、参加

取締役会長は、業務上の必要に応じ、少なくとも１年に６回、取締役会を招集するものとする。

取締役会は、取締役会の構成員又はグループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサーが書面により取

締役会開催を取締役会長に請求した場合、招集される。
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決議

取締役会の決議は、議決権の絶対多数決による。賛否同数の場合、議長を務める取締役が決定票を投じ

る。

定足数を構成する出席構成員数及び決議の議決方法は、取締役会が組織規則に規定する。かかる定足数

は、資本増加にかかる確認及び修正決議については要求されない。

報酬

取締役会は、その構成員の報酬について定める。

職責及び権限

取締役会は、当行の経営並びに経営管理の監督及び管理に対する最終責任を担う。

取締役会は、法律又は定款により株主総会その他の会社機関に明示的に留保されていない全ての事項

についても決定を行うことができる。

当行の経営に対する最終責任は、とりわけ下記により構成される。

ア) 株主総会の議事に付する提案についての準備及び決定

イ) 業務の執行及び権限の概要決定に必要な規則、とりわけ組織規則及びグループ内部監査に適用の

ある規則の制定

ウ) 会計、財務及びリスク管理、並びに財務計画、とりわけ業務運営のための資本資源及びリスク資本

の配分に関する原則の設定

エ) グループ戦略及び組織規則上取締役会に留保されたその他の事項についての決定

オ) (ⅰ) グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー、(ⅱ) 組織規則が取締役会による任命を

要求しているその他のグループ執行役員会の構成員及び (ⅲ) グループ内部監査の長の任命並びに

解任

カ) 取締役会の権限(スイス連邦債務法第651条第４項)内における株式資本の増加、資本の増加に関す

る報告(スイス連邦債務法第652e条)並びに資本増加の確認及びその旨の定款改正についての決定

監督、管理

業務運営の監督及び管理は、とりわけ下記の事項により構成される。

ア) 年次報告書、連結財務諸表、当行の財務諸表、及び四半期財務諸表の精査

イ) 業務の遂行過程、グループの状態、各国、契約の相手方及び市場リスクの現状及び進展、並びに業務

運営により発生する資本及び資本リスクの程度について記述する定例報告書の受理

ウ) 監査役が年次財務諸表に関して作成した報告書の検討

取締役会は、定款第24条及び第25条の規定に従い、その権限の一部を一又は複数の取締役会構成員に委

任することができる。権限及び機能の配分は、組織規則に規定される。

署名

当行の名義で署名を行い、拘束力を有するためには、授権された二名の者による署名を要する。詳細は

全て、組織規則及び特別のグループ指令で決定される。

(p)グループ執行役員会

グループ執行役員会は、組織規則で詳述されるとおり、グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

及び少なくとも３名の他の構成員により構成される。

グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサーの指揮の下で行為するグループ執行役員会は、グルー

プの経営について責任を負う。グループ執行役員会は、連邦銀行法で規定される最高業務執行機関に相当す

る。グループ執行役員会は、取締役会の決定するグループ戦略を実施し、取締役会の決定の執行を確保する。

グループ執行役員会は、グループの業績について責任を負う。

グループ執行役員会及び取締役会により任命された他の管理部門の責任及び権限は、組織規則に規定さ

れている。

(q)監査役
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法定の政府当局監督に従って、監査法人が監査役に任命される。

株主総会は、１年を任期として、監査役を選任することができる。監査役の権利及び職責は、法律の規定に

より定められる。

株主総会は、３年の任期で、増資に必要な証明書を提供する特別監査役を任命することができる。

(r)財務諸表、利益処分、準備金

連結財務会計及び当行財務会計は、毎年12月31日を決算日とする。

一般法定準備金の額が株式資本の20％に達するまでの間、各年の利益の少なくとも５％が当該準備金に

充当される。

残余の利益は、スイス連邦債務法及び連邦銀行法に従い、株主総会における株主の処分に委ねられる。か

かる株主は、任意準備金及び特別準備金の積立てのためにこれを使用することもできる。

株主総会は、取締役会の推薦に基づき、法律の規定に従って、一般準備金の使用について決定を行う。

(s)存続期間

当行の存続期間について、時間的制限はない。

(t)公告

公告は、スイス官報に掲載される。

取締役会は、他の刊行物を指定することもできる。

(u)管轄

会社関係から生じる紛争の管轄は、当行の二つの登記上の事務所とするが、株主総会決議を争うもの又は

株主総会決議若しくは取締役会決議の無効に関する訴訟は、例外的にチューリッヒの裁判所の専属的管轄

権に服する。

２【外国為替管理制度】

日本の居住者による証券投資及びスイスにおける証券投資の手取金又は利益配当の送金については為替管

理上の制限はない。適用ある法律上、連邦政府又はスイス中央銀行には、一般的な外国為替規制を導入する権

限はない。

国際連合（以下「国連」という。）による経済制裁は、最も一般的な国際的報復行為である。国連憲章に従

い、安全保障理事会は、平和を脅かす若しくは混乱させる、又は侵略行為を犯す国に対して経済的措置の行使

を命じる権限を有する。国連加盟以来、スイスは、国際公法上、当該制裁措置を行使するよう義務づけられてい

る。

スイスにおいては、国際的制裁の行使に関する連邦法（通商禁止法）が、国際公法の遵守及び特に人権の尊

重を回復することを目的として、国連、OSCE（ヨーロッパ安全保障協力機構）又は欧州連合により発せられる

制裁を行使するため、高圧的措置を採択する法的根拠となっている。当該措置は、連邦議会が公布する規則の

様式で採択される。

銀行及びその他の金融機関は、スイス中央銀行に関する連邦法（以下「スイス中央銀行法」という。）に基

づき、スイス中央銀行が、スイスの金融市場の状況を調査し、把握できるよう、スイス中央銀行に統計資料を提

出するよう義務づけられている。

スイス中央銀行法上、スイスの銀行は、金融市場の機能を促進するため、最低限の準備金を保有するよう義

務づけられている。

スイス中央銀行は、現金の供給と分配を確保する。法律上、社債発行の特権が付与されている。

金融政策を行う中で、スイス中央銀行は、法律上、金融制度の安定性に寄与するよう義務づけられている。

スイス中央銀行は、連邦政府のための銀行でもある。

３【課税上の取扱い】

(1) 二重課税回避条約

1971年12月26日施行の所得に対する租税に関する二重課税の回避のためのスイスと日本との間の条約

（「条約」）（2010年５月21日に改正済）は、とりわけ、源泉徴収税及び株式譲渡益にかかる税金を含むス
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イスの所得税に関して適用される。条約は、日本の居住者(個人及び法人)に適用がある。

(2) スイスの所得税の取扱い

(a) 原則

日本の居住者は、スイスの恒久的施設(permanent establishment)を通じて商業活動又は事業活動を行

わない限り、スイスの所得税を課せられない。

(b) 利益配当に対する源泉徴収税

UBSが支払う利益配当（清算手取金に係る配当金及び株式配当を含む。）は、株主の居住地又は国籍にか

かわらず、原則として税率35％のスイス連邦源泉徴収税が課される。

2010年度末までは額面主義が適用された。額面主義に基づいて、株式の額面の払戻とされない配当は、ス

イス連邦源泉徴収税に服した。

2011年１月１日、額面主義は資本拠出主義に変更となった。資本拠出主義に基づいて、1996年12月31日よ

り後に株主が行った資本拠出（資本剰余金を含む。）の払戻は、当該資本拠出の帳簿記入に関する一定要

件を満たしている場合には、原則として、もはやスイス連邦源泉徴収税に服さない。スイス連邦税務局は、

資本拠出主義の適用方法に関するガイドラインを発行したが、一部の内容は未だに不明確であり、個別に

検討されている。

条約の規定により、日本の居住者はスイスの配当金総額の25％の還付請求を行うことができる。かかる

スイスの源泉徴収税の還付請求は、遅くとも配当金の発生した暦年末の後３年目の12月31日までに、スイ

ス連邦税務局に対して、Form R93を提出して行うことを要し、これを行わないときは、還付請求権は消滅す

る。

配当金総額の残り10％についてスイスにおける還付が不可能であるときは、これを外国税額控除として

日本の所得税から控除することができる。

(c) 当行の株式の売却益

日本の居住者がスイスの恒久的施設を通して商業活動又は事業活動を行わない限り、同人によって現金

化された当行株式の譲渡益はスイスにおいて課税されない。

(3) その他のスイスの税金

(a) 有価証券取引にかかる印紙税

スイス又はリヒテンシュタイン公国の居住者である銀行又はブローカー又はその他の証券ディーラー

が仲介者又は本人として、スイス印紙税法に関連するような取引に関与している場合にのみ、スイスの有

価証券取引にかかる印紙税が課される。

(b) 相続税及び贈与税

死亡者又は贈与者がスイスの居住者である場合にのみ、当行株式の移転はスイスの課税対象となること

がある。

(4) 日本での課税上の取扱い

(a) 配当所得

株主に支払われるべき配当は、日本の税法上、配当所得として取扱われる。個人株主が、日本における支

払の取扱者を通じて当行株式の配当の交付を受ける場合は、スイスにおいて当該配当の支払の際に源泉徴

収されたスイスの国又は地方公共団体の源泉徴収税額（もしあれば）をスイスにおける当該配当の支払

額から控除した後の金額に対して、通常は、平成25年12月31日以前は10％（所得税７％及び住民税３％）、

平成26年１月１日以後は20％（所得税15％及び住民税５％）の税率で、源泉徴収（住民税については特別

徴収）により課税される。なお、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、所得税及び住民税に

加えて、復興特別所得税（所得税額の2.1％）も併せて源泉徴収される。（配当金交付時になされるこれら

の源泉徴収（住民税については特別徴収）を、以下「支払取扱者源泉徴収」という。）

個人株主が受領した当行株式の配当については、日本で累進税率（所得税と住民税を合計した最高限界

税率は50％であるが、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税（所得税額の

2.1％）も併せて課される。）により総合課税の対象となる配当所得として確定申告を要する所得となる。

ただし、支払取扱者源泉徴収がなされた場合には、個人株主のうち、当行の発行済株式の総数の３％以上を

有する個人株主以外の者が支払を受ける当該配当の金額については、確定申告を要する所得に含めないこ

とができ（これを「配当申告不要制度」という。）、かかる個人株主が当行株式について受領する配当に
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関しては支払取扱者源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができる。

個人株主は、当行株式の配当を含む上場株式等の配当所得について、課税年度毎に、適用法令の定めると

ころに従って、上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度（以下「配当申告分離課税」という。）を

選択することができる。配当申告分離課税が選択された場合、配当申告分離課税の対象となる上場株式等

の配当所得は、上記に記載した総合課税の対象となる課税所得には含まれないこととなり、後述するよう

に、当該配当所得と上場株式等の譲渡損失との損益通算が認められる。他方、個人株主が、当行株式につい

て受けた配当について上記の総合課税による課税に服することになる場合には、当該配当と譲渡損失との

損益通算は認められない。個人株主が、当行株式の配当を含む上場株式等の配当所得について配当申告分

離課税を選択した場合における税率は、平成25年12月31日以前は10％（所得税７％及び住民税３％）、平

成26年１月１日以後は20％（所得税15％及び住民税５％）である。なお、平成25年１月１日から平成49年

12月31日までの間は、所得税及び住民税に加えて、復興特別所得税（所得税額の2.1％）も併せて課され

る。

所得税の総合課税を受ける場合の確定申告及び配当申告分離課税を選択する場合の確定申告において、

上記に述べたスイスの源泉徴収税額（もしあれば）は、適用法令に定める要件及び制限に従って、外国税

額控除の対象となり、また、日本における支払の取扱者から交付を受ける際に源泉徴収された所得税額は、

適用ある法令に定める要件及び制限に従って、申告納付すべき所得税の額から控除される。

法人株主（公共法人等を除く。）が、日本における支払の取扱者を通じて当行株式の配当の交付を受け

る場合は、スイスにおいて当該配当の支払の際に源泉徴収されたスイスの国又は地方公共団体の源泉徴収

税額（もしあれば）をスイスにおける当該配当の支払額から控除した後の金額に対して、平成25年12月31

日以前は７％（所得税）、平成26年１月１日以後は15％（所得税）の税率で、源泉徴収により課税される。

なお、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、所得税に加えて、復興特別所得税（所得税額の

2.1％）も併せて源泉徴収される。法人株主が受領した当行株式の配当は、法令上非課税とされる場合を除

き、法人税の課税標準である所得の金額の計算上、益金の額に算入される。ただし、法人税の確定申告にお

いて、スイスにおいて当該配当の支払の際に徴収された源泉徴収税額（もしあれば）については外国税額

控除を、日本における支払の取扱者から交付を受ける際に源泉徴収された所得税については所得税額控除

を、それぞれ適用ある法令に定める要件及び制限に従って受けることができる。

資本拠出の払戻は、個人株主及び法人株主の双方にとって、資本収益として取扱われる。ただし、日本の

租税において当該資本拠出の払戻が配当とみなされる場合を除く。配当とみなされる場合は、配当に関す

る日本の租税に服する。配当とみなされない場合（資本収益として取り扱われる。）は、当行株式の売却と

して取り扱われ、下記（b）の租税に服する。

(b) 当行株式の売却

個人株主による当行株式の売却による損益に対する課税は、内国法人の上場株式の売買損益課税と原則

として同様である。

すなわち、個人株主が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等は、原則として20％（所得税15％及び住民税

５％）の税率による申告分離課税の対象となる。株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金

額があるときは、原則として当該損失の金額は生じなかったものとみなされる。ただし、上場株式等を金融

商品取引業者等を通じて譲渡した場合は、上場株式等の譲渡に係る以下の特例が適用される。

①　平成25年12月31日以前の譲渡に限り、申告分離課税の上記20％の税率は10％（所得税７％及び住民税

３％）とされる。

②　上場株式等に係る譲渡損失は、適用法令に定める要件及び制限に従って、原則として申告によりその

譲渡日の属する年分における上場株式等の配当所得の金額（配当申告分離課税を選択した場合に限

る。）から控除することができる。そして上場株式等の配当所得の金額から控除しきれなかった場合

には、適用法令に定める要件及び制限に従って、申告を要件にこの譲渡損失を翌年以降３年間にわた

り繰り越し、株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等の配当所得の金額（配当申告分離課税

を選択した場合に限る。）から控除することができる。

③　金融商品取引業者等における特定口座のうち源泉徴収選択口座内に保管の委託等がされている上場

株式等に係る譲渡所得等については、源泉徴収を受けて申告不要制度を選択することができる。源泉

徴収税率は、平成25年12月31日以前の譲渡に対しては10％（所得税７％及び住民税３％）、平成26年

１月１日以後の譲渡に対しては20％（所得税15％及び住民税５％）である。なお、金融商品取引業者

等における特定口座のうち源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択

したときは、適用法令に定める要件及び制限に従って、この源泉徴収選択口座内における上場株式等
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の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額をこの源泉徴収選択口座内における上場株式等の配

当等から控除することができる。

法人株主による当行株式の売却による損益に対する課税は、内国法人の上場株式の売買損益課税と原則

として同様であり、法人株主による当行株式の売却に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、法令上非課税と

される場合を除き、法人税の課税標準である所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入される。

(c) 相続税と贈与税

日本に住所を有する個人、又は日本に住所を有しない個人のうち日本国籍を有する個人（当該個人又は

相続若しくは遺贈に係る被相続人（遺贈をした者を含む。）が、相続又は遺贈に係る相続の開始前５年以

内のいずれかの時において日本に住所を有したことがある場合に限る。）が、当行株式を相続した場合又

は当行株式の遺贈を受けた場合には、原則として日本の相続税法に基づき相続税が課されるが、一定の要

件を満たしている場合には、外国税額控除が認められる場合がある。

生存贈与により当行株式を取得した実質株主は、日本の相続税法に従い贈与税支払の義務を負う。

４【法律意見】

法律意見書は、マネージング・ディレクター兼リーガル・カウンセルであるダニエル・モラレス氏により

提出され、その内容は次の通りである。

(1) 当行は、スイス法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である。

(2) 有価証券報告書中のスイスの法令に関する記述は、真実、正確かつ誤りのないものである。
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第２　【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) ＵＢＳグループ(連結ベース)

（単位：百万スイス・フラン（億円））

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

営業収益合計 31,721 796 22,601 31,994 27,788

(25,653) (644) (18,277)(25,874)(22,472)

営業費用合計 35,463 28,555 25,162 24,539 22,439

(28,679)(23,092)(20,349)(19,845)(18,146)

継続事業からの税引前営業利益 -3,742 -27,758 -2,561 7,455 5,350

(-3,026)(-22,448)(-2,071)(6,029) (4,327)

UBS株主に帰属する当期純利益 -5,247 -21,292 -2,736 7,534 4,159

(-4,243)(-17,219)(-2,213)(6,093) (3,363)

資産合計 2,274,8912,014,8151,340,5381,317,2471,419,162

(1,839,704)(1,629,381)(1,084,093)(1,065,258)(1,147,676)

UBS株主に帰属する持分 36,875 32,531 41,013 46,820 53,447

(29,821)(26,308)(33,167)(37,863)(43,223)

利益剰余金 35,795 14,487 11,910 19,444 23,603

(28,947)(11,716)(9,632)(15,724)(19,088)

資本金 207 293 356 383 383

(167) (237) (288) (310) (310)

UBS株主に帰属する株主資本利益率

（％）（注１） -10.5 -58.7 -7.8 16.7 8.5

希薄化後１株当たり利益

（スイス・フラン（円））（注２）

-2.41 -7.63 -0.75 1.96 1.08

(-195) (-617) (-61) (159) (87)

BIS Tier 1 比率（バーゼル2.5）

（％）（注３） - - - - 15.9

BIS Tier 1 比率（バーゼルⅡ）

（％）（注３） 9.1 11.0 15.4 17.8 19.6

BIS総自己資本比率（バーゼル2.5）

（％）（注３） - - - - 17.2

BIS総自己資本比率（バーゼルⅡ）

（％）（注３） 12.2 15.0 19.8 20.4 21.6

BISリスク加重資産（バーゼル2.5） - - - - 240,962

（注３） (194,866)

BISリスク加重資産（バーゼルⅡ） 374,421 302,273 206,525 198,875 198,494

（注３） (302,794)(244,448)(167,017)(160,830)(160,522)

１株当たり配当金

（スイス・フラン（円））（注４）

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 0.10

(8)

配当性向（％）（注４） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 9.1
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営業活動による正味キャッシュ・フ

ロー（注５）

-52,078 77,007 86,723 13,385 -14,241

(-42,115)(62,276)(70,133)(10,824)(-11,517)

投資活動による正味キャッシュ・フ

ロー（注５）

2,753 -1,676 -78,812 4,097 19,377

(2,226)(-1,355)(-63,735)(3,313)(15,670)

財務活動による正味キャッシュ・フ

ロー（注５）

74,568 -5,557 -54,183 1,764 2,670

(60,303)(-4,494)(-43,818)(1,427) (2,159)

期末現金及び現金同等物（注５） 149,105 179,693 72,868 79,934 85,612

(120,581)(145,318)(58,928)(64,643)(69,234)

従業員数（人）（正社員相当） 83,560 77,783 65,233 64,617 64,820

（注１）UBS株主に帰属する当期純利益/UBS株主に帰属する平均持分。計算においては、支払配当又は資本準備金に係る控除見込額を除く。

（注２）１株当たり利益の計算については、本書「第６　経理の状況　１　財務書類」記載の「連結財務書類に対する注記」の注記８参照。

（注３）2011年12月31日現在の資本管理データは、バーゼル2.5の枠組みに従って開示されている。新枠組みに基づく前期との比較データを

開示できないため、バーゼルⅡの枠組みに基づく比較情報が提供されている。2007年12月31日現在の計算は、バーゼルⅠアプローチ

に基づいている。

（注４）支払配当又は資本準備金は、通常、報告年度の翌年に承認され、支払われる。2011年度については、2012年５月３日開催の年次株主総

会にて株主の承認を得た上で、2012年５月10日に資本準備金から１株につき0.10スイス・フランが支払われた。2007年度について

は、2008年５月19日に98,698,754株の新株発行による株式配当を20対１の交換比率でUBS株主に分配した。

（注５）2011年度において、当行は現金及び現金同等物の定義を修正した。2009年度及び2010年度の数値は、当該修正に従って調整されてい

る。詳細については、本書「第６　経理の状況　１　財務書類」記載の「連結財務書類に対する注記」の注記１参照。

(2) ＵＢＳ ＡＧ（親銀行）

(単位：百万スイス・フラン(億円))

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

営業利益
2,643 -6,880 -1,763 4,601 5,333

(2,137) (-5,564)(-1,426) (3,721) (4,313)

特別項目及び

税引前利益

-8,797 -36,852 -5,600 2,369 4,434

(-7,114)(-29,802)(-4,529) (1,916) (3,586)

当期純利益（損失）
-4,251 -36,489 -5,041 6,123 5,440

(-3,438)(-29,509)(-4,077) (4,952) (4,399)

営業収益
21,339 5,648 11,759 19,402 18,023

(17,257) (4,568) (9,510) (15,690)(14,575)

資産合計
1,598,0721,189,356847,543 863,495 846,085

(1,292,361)(961,832)(685,408)(698,308)(684,229)

株主持分合計

（利益分配前）

33,990 29,706 28,569 34,719 40,174

(27,488) (24,023)(23,104)(28,077)(32,489)

資本金
207 293 356 383 383

(167) (237) (288) (310) (310)

２【沿革】

　当行の法律上及び商業上の名称は、ユービーエス・エイ・ジー（ユービーエス・エス・エイ／ユービーエス

・インク）である。当行は、スイス・ユニオン銀行（1862年設立）及びスイス銀行コーポレイション（1872年

設立）が合併しユービーエス・エイ・ジーとなった1998年６月29日に設立された。
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３【事業の内容】

ウェルス・マネジメント

40を超える国々に進出し、スイスに本店を置くウェルス・マネジメント部門は、個々のニーズに合った金融

アドバイス、金融商品、及び金融ツールを富裕層個人顧客に提供している。

事業

ウェルス・マネジメント部門は、世界中の富裕な個人顧客（ウェルス・マネジメント・アメリカズの顧客を

除く。）に対して総合的な金融サービスを提供している。当部門は、2011年度末時点で、7,500億スイス・フラン

の運用資産を有しており、世界最大手のウェルス・マネジメント会社の一つである。当部門の顧客は、下記に概

説する個別のウェルス・マネジメント商品及びサービスに加え、アセット・マネジメントから相続計画・企業

金融アドバイスまでに及ぶUBSの資源の全領域から利益を享受している。開放的な商品プラットフォームによ

り、顧客は、当部門独自の商品ラインを補完する、第三者である提供者からの多様な商品にアクセスできる。

戦略及び顧客

当部門は、世界中の富裕な個人顧客に選ばれる銀行となることを目標としている。当部門は、特に超富裕層顧

客（5,000万スイス・フランを超える投資対象資産を有する顧客）及び富裕層顧客（200万スイス・フラン乃

至5,000万スイス・フランの投資対象資産を有する顧客）を中心とする個人顧客に対して商品とサービスを提

供している。また、金融仲介機関に対しても、ウェルス・マネジメントに係るソリューション、商品及びサービ

スを提供している。

当部門は、自身のウェルス・マネジメント事業の長期成長見通しを引き続き確信しており、ウェルス・マネ

ジメント市場については世界の全地域の国内総生産の２倍の成長を見込んでいる。顧客層の成長見込みに関し

ては、世界の超富裕層市場が最も高く、その次に富裕層市場が高い。当部門は、広範な顧客基盤及び世界各地の

確固とした拠点により、この成長見込みが示す実質的な成長機会を利用できる優れた立場にある。特に、アジ

ア、ラテンアメリカ、中東並びに中・東欧といった、経済発展と企業家による富の形成に基づいて市場の急成長

が予想される地域においてこの傾向が顕著である。当部門が事業を拡大している主要なオンショア拠点では、

当部門が現地のインベストメント・バンク事業及びグローバル・アセット・マネジメント事業との関係を確

立したことにより、自らその恩恵を受けている。

当部門は、引き続き、総合的な顧客サービス・モデルに基づいてUBSグループ全体の能力を集結し、あらゆる

市況の投資機会の獲得及び個人顧客のニーズに合った商品の開発に取り組んでいる。当部門は、新興市場及び

アジア太平洋の成長拡大地域に特に重点を置いて、顧客アドバイザーを中期的には約4,700名まで拡大する予

定である。当部門は、世界各地にブッキング・センターを設置したことにより、顧客の資産を複数の拠点で計上

できる強力な基盤を現地に構築している。規制環境がますます複雑になる中で、当部門は、競合他社と差をつけ

るために、高度かつ健全なコンプライアンス体制の確立を目指している。コンプライアンスの水準を可能な限

り最高レベルに高めるために、当部門は、継続的に行われている投資のリスク管理プロセスの最適化に努め、ま

た、広範な社員教育を行っている。当部門は、現地のノウハウと経験を活かして、各地域における規制上及び適

合性の要件に対する変更に速やかに適応できるよう努力している。

アジア太平洋では、当部門は、当該地域の主要な金融センターである香港及びシンガポール並びに主要なオ

ンショア市場の特定の拠点に引き続き重点を置いている。現在、幾つかの市場に進出しており、日本、台湾等の

幾つかのオンショア拠点でかなり大規模な事業を築いている。当部門は、引き続き、中国及びインドの現地拠点

への投資を行い、長期的な成長機会の獲得を目指す。

新興市場においては、中東、ラテンアメリカ及び中・東欧に重点を置いており、既に20ヶ国を超える国々に進

出している。新興市場からの顧客の大半が既存の金融センターで資産を計上することを好むため、新興市場の

業務の取扱いを米国、英国及びスイスにある当部門のブッキング・センターを通じて行うことが強化されてい

る。当部門は、例えば、アドバイザリー・オフィスの開設（最近イスラエルに開設されたオフィス等）を通じ

て、今後も、適宜、現地進出を拡大していく予定である。

ヨーロッパでは、全ての主要なブッキング・センター及び広範なフランチャイズが既に構築されており、当

部門の成長意欲の拠り所となっている。当該地域における顧客の複合的ニーズを反映するために、当部門は、

ヨーロッパのオフショア事業とオンショア事業の管理運営の一体化を行っている。この組織再編により、当部

門の広範なスイスの商品群の活用が可能となった。その一方で、規模の経済が実現され、増加する規制上の要件
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に対してより効率的に対応できるようになった。

スイスでは、当部門の主要事業であるリテール事業、コーポレート事業、アセット・マネジメント事業及びイ

ンベストメント・バンク事業と当部門のウェルス・マネジメント事業との密接な提携が拠り所となり、当部門

のウェルス・マネジメントに係るフランチャイズのマーケット・シェアが高まった。また、かかる提携により、

顧客は、投資判断及び調査、商品、資本市場及び取引実行並びにアドバイザリー・サービス及びその他サービス

にアクセスできるようになった。当行の広範な支店ネットワーク（100を超えるウェルス・マネジメント・オ

フィスを含む。）により、スイスのコーポレート及びリテール顧客基盤からの紹介が促進されているだけでな

く、リテール顧客の富の増加に伴い、リテール顧客のウェルス・マネジメント業務への拡大が促進されている。

当部門は、成長が相当程度見込めると考える超富裕層顧客セグメントにおいて、マーケットリーダーとして

の地位を築くことを目指して、サービス及び製品の品揃えを継続して向上させている。例えば、当部門の慈善事

業分野において、最近、「インパクト・インベスティング（Impact Investing）」という新しい商品グループ

を発売した。これは、投資家のために投資収益を生み出すと同時に、非常に重要で、好ましい、社会的な及び環境

上のインパクトを与えることを目的としている。更に、世界最大規模の250の同族事務所のニーズに対応するた

めに、当部門は、ウェルス・マネジメント部門とインベストメント・バンク部門との合弁事業「グローバル・

ファミリー・オフィス・グループ」を設立した。ウェルス・マネジメント部門とインベストメント・バンク部

門の双方から熱心な専門家チームを迎え、グローバル・ファミリー・オフィス・グループは、当部門の統合銀

行がこの高度なニーズを有する顧客グループに提供しなければならない一連のサービスを全て提供する。

当部門のグローバル・ファイナンシャル・インターミディアリーズ（以下「グローバルFIM」という。）事

業は、約1,700のアセット・マネジャーにサービスを提供している。確定されたビジネスモデルに基づき、グ

ローバルFIMは、戦略的なビジネス・パートナーとしての金融仲介機関をサポートしている。その一環として、

金融仲介機関が顧客により効果的な助言を行えるよう、専門的な投資顧問サービス及び顧客のニーズに応じた

ソリューションを提供している。グローバルFIMは、スイスの11の拠点及び世界の14の拠点に代理店を構えてい

る。当部門は、金融仲介機関を、高い成長が見込める魅力的な顧客セグメントとみなしている。

組織構造

ウェルス・マネジメント部門はスイスに本店を置き、40ヶ国以上の国々に約200のウェルス・マネジメント

事務所及び代理店を構えている。これらの事務所及び代理店の半数はスイス国外にあり、主にヨーロッパ、アジ

ア太平洋、ラテンアメリカ及び中東にある。2011年度末現在、ウェルス・マネジメント部門の従業員数は、全世

界で約16,000名（約4,200名の顧客アドバイザーを含む。）である。ウェルス・マネジメント部門は執行委員会

によって管理運営されており、主として、当事業分野を有する地域ライン、具体的には、アジア太平洋、ヨーロッ

パ、グローバル新興市場、スイス及びグローバル超富裕層顧客に沿って主として組織されている。当部門の事業

は、チーフ・インベストメント・オフィサー及びグローバルなインベストメント・プロダクト・アンド・サー

ビス部門並びに中枢部門によりサポートされている。

競合企業

当事業部門の主要な国際的競合企業は、クレディ・スイス、ジュリアス・ベア、HSBC、ドイツ銀行、JPモルガン

及びシティグループ等である。ヨーロッパの国内市場において、当部門は、主として英国のバークレーズ、ドイ

ツのドイツ銀行、及びイタリアのウニクレディト等の大手地方銀行のプライベート・バンク部門と競合してい

る。HSBC、シティグループ及びクレディ・スイスのプライベート・バンキング・フランチャイズは、アジア太平

洋における当部門の主要な競合会社である。

商品及びサービス

グローバルな総合企業として、UBSは、顧客のために適切な投資機会を捕らえるのに必要な専門知識を有して

おり、顧客に適時に助言できる現地の拠点を有している。当部門は、顧客に対して、個々のニーズに最適な金融

アドバイス、金融商品及び金融ツールを提供している。顧客の個々のニーズに対応するため、当部門は単なる投

資の実行から一任勘定委託に至るまで、全ての投資領域にわたるサービスを提供する。一任勘定委託を選択し

た顧客は、自己の保有資産の運用を専門的なポートフォリオ・マネジャーのチームに委託する。自己の保有資

産の運用に積極的に関わりたい顧客は助言の委託を選択することができ、この場合には、投資専門家がポート

フォリオの分析・監視及び投資判断をサポートするテーラーメードの提案を行う。顧客は、株式や債券等の単

一証券から様々な投資信託、仕組商品、及びオルタナティブ投資商品に至るまで、あらゆる種類の金融商品を取

引することができる。ウェルス・マネジメント部門は、この他に、仕組み貸付、コーポレート・ファイナンス、並
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びに教育資金の調達、相続、及び承継等、顧客のニーズに基づくウェルス・プラニングのアドバイスを行ってい

る。超富裕層顧客に対しては、インベストメント・バンク及びグローバル・アセット・マネジメントのサービ

スを特別に利用できる、機関投資家と同様のサービスを提供する。

過去数年にわたり金融市場は根本的変容を遂げ、非常に不確実で変動の激しい市場として特徴付けられてい

る。このような厳しい市況において、当部門の顧客は資産保護を重視するようになり、投資決定を行う際にも強

力な助言サポートを期待している。このような状況の下、当部門は、ウェルス・マネジメントのビジネスモデル

を、従来型のプライベート・バンクからアドバイザリー能力の高い投資マネジャーへと展開するための取組み

を継続的に行っている。こうした取組みは当部門の質の高い顧客アドバイザーと顧客との積極的な関係を示唆

している。コミュニケーションの迅速化とコミュニケーションの重視、新しい投資のアイディア、成長市場への

アクセス及び富の保護が当部門の顧客の成功に不可欠である。こうした目的を達成するため、また、顧客の運用

実績の改善を究極の目標として、当部門は、チーフ・インベストメント・オフィサーの指揮の下に新チームを

編成した。当該新チームは、全事業部門及び世界中から集められた当部門の投資スペシャリストのリサーチ力

及び専門知識を統合して投資推奨案を策定する。この「UBSハウス・ビュー」に基づき、当部門の顧客アドバイ

ザーは、金融市場の動向に関する当部門の意見を積極的かつ定期的に顧客に提供する。顧客は、当部門のハウス

ビューに直接関係する投資案を受領する。また、顧客が市況について異なる見解を有する場合には、顧客は、別

のシナリオに関するソリューションを受領する。

当部門のインベストメント・プロダクト・アンド・サービスは、当部門の商品をチーフ・インベストメント

・オフィサーの投資推奨と整合させることにより、当部門の提供サービス及び商品が市況に一貫して適合する

よう確保する。ウェルス・マネジメント部門は、この他に、グローバル・アセット・マネジメント及びインベス

トメント・バンクから提供される知識並びに商品及びサービスを顧客が利用できるようにするだけでなく、こ

れらを補完するものとして、第三者から提供される広範囲な商品にアクセスできる開放的な商品プラット

フォームも備えている。個人投資家の投資フローを機関投資家規模の投資フローに統合することにより、当部

門は、ウェルス・マネジメントの顧客に対し、本来は機関投資家顧客のみが利用できる投資対象へのアクセス

を提供することができる。

当部門の総合的な顧客サービス・モデルにより、顧客アドバイザーは、顧客の財務状況を分析し、かつ、体系

的で、個々のニーズに応じた投資戦略を開発及び実行することができる。これらの戦略は、個々の顧客のプロ

フィール（特定の顧客のライフサイクルにおけるニーズ、リスク選好、及び実績の期待値等、全ての重要な投資

基準からなる。）に基づいて定期的に見直される。当部門は、顧客に対して最良のソリューションを提示できる

よう、顧客アドバイザーに対する教育及び継続的な支援を引き続き行う。

リテール＆コーポレート

スイスにおける主導的なリテール＆コーポレート・バンク事業として、当部門は、当部門のリテール顧客、法

人顧客及び機関投資家である顧客に対して総合的な金融商品及びサービスを提供すること、UBSグループのた

めに安定的かつ相当な利益を提供すること、並びに、UBSグループ内の他の事業のために収益の機会を創造する

ことを目的とする。

事業

リテール＆コーポレート部門は、スイス国内のリテール顧客、法人顧客及び機関投資家である顧客に総合的

な金融商品及びサービスを提供し、これらの顧客セグメントにおいて主導的地位を維持している。リテール＆

コーポレート部門は安定的な利益を計上し、UBSグループ全体の業績に大きく貢献している。当部門はスイスの

リテール顧客及び法人顧客向け貸付市場のリーダーであり、2011年12月31日現在、高度な担保付貸出ポート

フォリオは1,350億スイス・フランであった。このポートフォリオは、マーケット・シェアを維持するためでは

なく、収益性を維持するために管理運用されている。

リテール＆コーポレート部門は、UBSスイスのユニバーサル・バンク・モデルの中枢である。リテール＆コー

ポレート部門は、他の事業部門を支援しており、その一環として、他の事業部門に顧客を紹介し、また、リテール

顧客がウェルス・マネジメント部門で運用できる水準まで富を増やすことができるようこれらの顧客を支援

している。更に、リテール＆コーポレート部門は、アセット・ギャザリング事業及びインベストメント・バンク

事業により提供される商品及びサービスの抱合せ販売を行う機会を追求している。この他に、リテール＆コー

ポレート部門は、スイスのインフラの重要部分（約300の支店を含む。）及びスイスの銀行商品プラットフォー

ムを提供し、その支払いを行っている。
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戦略及び顧客

当部門は、付加価値のあるサービスを提供することにより、スイス国内のリテール顧客に選ばれる銀行とな

ることを目指している。約300の支店、1,250の現金自動預け払い機、セルフサービス端末及び顧客サービス・セ

ンター並びに電子銀行業務及びモバイル銀行業務で構成されるネットワークを有する当部門は、スイスで３世

帯のうちの１世帯にサービスを提供している。当部門は、ライフサイクルに合わせた一連のサービスを提供す

るために常に改良を行っており、顧客のニーズの変化に対応した商品及び専用サービスを提供している。体系

的かつ一貫した販売管理を通じて、当部門は、効率的かつ均一の販売プロセスを確保している。顧客に提供する

銀行業務が改善されるよう、当部門は、支店及び電子通信チャネルへの投資を今後も継続して行い、従来の支店

網を交換するのではなく補完するための技術を使用する。

スイスにおける当部門の規模及び当部門が運営している多様な事業により、当部門は、顧客の複雑な金融

ニーズの全てに対応できるユニークな存在である。当部門の目的は、中小企業から多国籍企業、年金基金及び商

品取引業者から銀行及び保険会社に及ぶ法人及び機関投資家である顧客のメインバンクとなることである。当

部門がサービスを提供している割合は、スイス企業のうちのおよそ２社に１社（スイスの大手企業1,000社の

うちの85％超を含む。）、及びスイス国内の年金基金の３社に１社（大手基金100基金のうちの75基金を含

む。）である。当部門は、トランザクション・バンキング能力（例えば、支払及びキャッシュ管理サービス、カス

トディ・ソリューション、トレード及び輸出金融）の一層の向上及び活用に向けて努力する。更に、当部門は、

商品取引金融事業におけるシェアの拡大及び事業の成長を計画している。ユニバーサル・バンクとしてのアプ

ローチと当部門のスイス全域における現地市場のノウハウとを組み合わせることにより、抱合せ販売を行う機

会が生じ、紹介が増える一方で、当部門の顧客は、UBSの全てのサービスを利用できるようになり、最高のサービ

スを受けられるようになる。

当部門は、スイスで最大のリテール＆コーポレート事業として、顧客のニーズを支援する役割の重要性を認

識している。2011年、当部門は、事業全体のサービス・コミットメントを改善し、かつ、合理化するために必要な

措置に着手した。かかる措置には、プロセスの合理化、顧客アドバイザーの管理事務負担の軽減及びリスク基準

の低下を伴わない生産性の向上が含まれる。

組織構造

リテール＆コーポレート部門は、UBSスイスのユニバーサル・バンクとしての業務提供モデルの中枢である。

これにより、当部門は、銀行全体の専門知識をスイスのリテール顧客、法人顧客及び機関投資家である顧客にま

で拡大して提供することができる。

スイス全域の一貫したサービスの提供を確保するため、スイス国内のネットワークが10の地域に編成され

た。全事業分野から選出された各地域及び各支店の専任マネジメント・チームは、ユニバーサル・バンク・モ

デルの実行に責任を負っており、その一環として、事業部門を越えた連携を促進し、一般公衆と顧客が単一の企

業イメージ及び共通のサービス基準に基づいて統一的なサービスを受けられるよう取り組んでいる。

競合企業

スイスのリテール・バンキング事業における競合企業は、クレディ・スイス、ライファイゼン、州立銀行及び

ポストファイナンス並びにその他スイスの地域銀行又は地方銀行である。

スイスの法人及び機関投資家向け事業における主要な競合企業は、クレディ・スイス、州立銀行、及びスイス

国内の外国銀行である。

商品及びサービス

リテール部門の顧客は、現金取引口座、支払、貯蓄、退職関連ソリューション、投資信託商品、住宅ローン並び

に生命保険及びアドバイザリー・サービスを含む、ライフサイクルに基づく、総合的なサービスを利用するこ

とができる。これらのサービスは、顧客の個別のニーズ及び要件に応じて提供される。当部門は、法人顧客に対

して、金融ソリューションを提供しており、資本市場（株式及び債券）、シンジケート・ローン及び仕組信用商

品、私募発行、リース並びに従来型の資金調達への利用機会を提供している。当部門のトランザクション・バン

キングは、支払及びキャッシュ管理サービス、トレード及び輸出金融、債権金融に対するソリューションを提供

するだけでなく、機関投資家である顧客に対してグローバル・カストディ・ソリューションを提供している。

当部門とインベストメント・バンクとの密接な提携は、外国為替サービス、ヘッジ戦略（通貨、利率及び商品）

並びにトレーディング（株式及び債券、通貨並びに商品）等のキャピタル・マーケット商品の提供を可能に
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し、また、中規模市場の吸収合併及び新設合併、法人の事業承継計画並びに不動産等の分野での法人向け金融ア

ドバイスの提供を可能にした。当部門は、この他に、ポートフォリオの運用委託、戦略の実行及び資金の配分を

行うことにより、機関投資家である顧客の資産管理ニーズを満たしている。

ウェルス・マネジメント・アメリカズ

ウェルス・マネジメント・アメリカズは、富裕層及び超富裕層の個人や家族の顧客ニーズに応えるために策

定された、完全に統合された一連のウェルス・マネジメント・ソリューションを提案するファイナンシャル・

アドバイザーを通して、アドバイス・ベースの関係を提供している。

事業

ウェルス・マネジメント・アメリカズは、金融アドバイザーの生産性及び運用資産において南北アメリカの

主要なウェルス・マネジャーの一つであり、その対象事業は、米国及びカナダの国内事業のみならず、米国で計

上された国際事業も含んでいる。2011年12月31日現在、当事業部門の運用資産は7,090億スイス・フランであっ

た。

戦略及び顧客

当事業部門は、南北アメリカでトップのウェルス・マネジメント事業となることを目指している。この目標

を達成するために、当事業部門は、顧客を重視し、かつ、アドバイザーを中心に据えた方針を継続しなければな

らない。当事業部門は、その対象とする顧客層、すなわち富裕層顧客（投資可能資産100万米ドルから1,000万米

ドル）及び超富裕層顧客（投資可能資産1,000万米ドル超）のニーズに応えるため、主要な大都市市場のファ

イナンシャル・アドバイザーを通して、完全に統合された一連のアドバイス・ベースのウェルス・マネジメン

ト・ソリューション及び銀行業務を提供している。その一方で、中核富裕層（投資可能資産25万米ドルから100

万米ドル）のニーズにも対応している。当事業部門は、業界で最も優秀な専門家を雇用し、最高基準の執行サー

ビスを提供し、合理的かつ効率的な事業を行うことによって、全ての金融ニーズを満たす質の高いアドバイス

を顧客に提供することに取り組んでいる。

当事業部門は、世界最大のウェルス市場の富裕層及び超富裕層の投資家に対してサービスを提供するユニー

クな存在であると確信している。約7,000名のファイナンシャル・アドバイザーのネットワークを有し、運用資

産に7,090億スイス・フランを投じている当事業部門は、関連性を維持するのに十分な大きさであるが、融通性

を維持するには手頃な規模であり、大規模及びブティック型双方のウェルス・マネジャーの利点を組み合わせ

ることが可能となった。当事業部門は、競合他社と差をつけ、顧客に金融アドバイス及びソリューションを提供

する信頼ある主要なプロバイダーとなるために、ファイナンシャル・アドバイザーに対してUBSの全資源（当

事業部門のアセット・ギャザリング事業及びインベストメント・バンクからのウェルス・マネジメント・リ

サーチ並びにグローバル・ソリューションへの唯一のアクセスを含む。）の利用を認めた。これらの資源は、

オープン・アーキテクチャーへの取組み及び世界の主要な第三者機関投資家とのパートナーシップにより増

大する。更に、ウェルス・マネジメント・サービスは、銀行、住宅ローン、金融に係るソリューションによって補

完されており、これにより、当事業部門は、顧客の貸借対照表の資産及び負債の双方について助言することが可

能となった。

当事業部門は、ウェルス・マネジメント事業の長期成長見込みにおいて南北アメリカが魅力的であると考え

ている。当該地域は、運用資産の観点から富裕層及び超富裕層が最も高い成長率を示すことが予想される地域

である。2011年、当事業部門の戦略及び絞込みにより、経営成績が改善し、質の高いファイナンシャル・アドバ

イザーが確保され、新規純資金が増加した。当事業部門は、かかる進歩からの更なる継続的成長を目指してい

る。この目標を達成するために、ファイナンシャル・アドバイザーによるアドバイス・ベースのソリューショ

ンへの取組みが拡大され、インベストメント・バンク及びグローバル・アセット・マネジメントとの連携によ

り顧客に対するUBSのグローバルなサービス提供能力が高められ、銀行業務及び貸付業務の提供により当事業

部門のウェルス・マネジメント・ソリューションが補完されている。更に、当事業部門は、プラットフォーム及

び技術の改善に向けた投資を引き続き行うことを計画している。これらの取組みにより、当事業部門は、顧客の

満足度を高め、顧客との関係性を強化し、ファイナンシャル・アドバイザー間の収益の生産性及び事業の採算

性を高めることができると期待している。

組織構造
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ウェルス・マネジメント・アメリカズは、2011年12月31日現在6,967名のファイナンシャル・アドバイザー

を擁する、米国、プエルトリコ、及びカナダの支店網で構成されている。当事業部門の本店機能及び業務機能の

大半は、ニュージャージー州ウィーホーケンの本店内に置かれている。

ウェルス・マネジメント・アメリカズは、米国及びプエルトリコにおいて、UBS AGの直接子会社及び間接子

会社を通じて運営されている。証券業務及び運用業務は、主として、登録ブローカー・ディーラー２社（UBS

ファイナンシャル・サービシズ・インク及びUBSファイナンシャル・サービシズ・インコーポレーテッド・オ

ブ・プエルトリコ）を通じて行われている。当事業部門の米国における銀行業務には、UBS AGの支店及びUBSバ

ンクUSA（連邦政府により規制されるユタ州の銀行であり、連邦預金保険機構（以下「FDIC」という。）の保証

付預金口座、高度な担保付貸出業務、及び住宅ローンを提供している。）が含まれている。

カナダにおけるウェルス・マネジメント業務及び銀行業務は、UBSバンク（カナダ）を通じて行われている。

過去数年間の主な事業譲渡には、2009年におけるシュティーフェル・ニコラウス・アンド・カンパニー・イ

ンコーポレーテッドに対する56支店の売却及びUBSのブラジルにおける金融サービス事業、UBSパクチュアルの

BTGインベストメンツ・エルピーへの売却が含まれる。

競合企業

ウェルス・マネジメント・アメリカズは、米国及びカナダの個人顧客、並びに米国内でウェルス・マネジメ

ント・サービスの提供を求める非居住者の外国人顧客に対してウェルス・マネジメント・サービスを提供す

る、国営のフル・サービス・ブローカー、国内外のプライベート・バンク、地域ブローカー・ディーラー、独立

ブローカー・ディーラー、登録投資顧問会社、信託会社、及びその他の金融サービス会社と競合している。当事

業部門の主要な競合企業には、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー、及びウェルズ・ファーゴの

ウェルス・マネジメント事業が含まれる。

商品及びサービス

ウェルス・マネジメント・アメリカズは、各顧客の個々の金融ニーズに的を絞ったあらゆる種類のソリュー

ションを顧客に提供している。総合プランニングは、教育資金、慈善事業への寄付、税務管理戦略、不動産戦略、

保険、退職、信託及び財団等の人生の様々な段階において、それにふさわしい商品を提供して、顧客をサポート

するものである。当事業部門のアドバイザーは、ウェルス・プランニング、ポートフォリオ戦略、退職金及び年

金、オルタナティブ投資商品、運用勘定、仕組商品、バンキング及び貸付、株式、並びに債券等の分野で、社内のコ

ンサルタントと緊密に協力している。顧客は、顧客の投資決定をサポートするためにリサーチに基づくアドバ

イスを提供する専用のウェルス・マネジメント・リサーチ・チームも利用することができる。

当事業部門のサービス提供は、富の蓄積と維持、所得創出、及びポートフォリオの分散を含む、様々な投資目

的を充足するよう策定されている。顧客のあらゆる種類の金融ニーズに応えるため、当事業部門は、証券担保貸

付、リソース・マネジメント・アカウント、FDIC保証付預金口座、住宅ローン、及びクレジット・カード等の、競

争力のある貸付サービス及び資金管理サービスも提供している。

また、当事業部門の事業単位である会社従業員向けファイナンシャル・サービスは、米国の最大手企業及び

その経営幹部の多くに、総合的な、個別の株式給付プラン及び関連サービスを提供している。当事業部門は、法

人及び機関投資家顧客に対して、エクイティ報酬、管理、投資コンサルティング、確定給付・拠出型年金制度、及

び資金管理を含む、一連の強固なソリューションを提供している。

当事業部門の顧客は、資産ベース、取引ベース、又は両方を組み合わせた価格設定を選択することができる。

資産ベース勘定を選択した顧客は、一任勘定及び非一任勘定の両方の投資顧問プログラムを利用することがで

きる。非一任勘定の顧問プログラムでは顧客が勘定内の全ての取引を自分で管理することができ、一任勘定の

顧問プログラムを選択した顧客は、自己の代理としてポートフォリオを運用するよう投資専門家に指図する。

顧客は、一任勘定プログラムの種類に応じて、資格を有するファイナンシャル・アドバイザー、当事業部門の投

資専門家、又は第三者の投資マネジャーに投資指図を与えることができる。これとは別個に投資信託に関する

顧問プログラムも提供されており、ファイナンシャル・アドバイザーが顧客と協力して、リサーチ重視の資産

配分枠組みを指針として投資信託による分散型ポートフォリオを作り上げる。

当事業部門は、個別証券を好む顧客にエクイティ及び債券商品等の幅広い商品を提供している。また、資格の

ある顧客は、ポートフォリオ戦略を補完するため、仕組商品及びオルタナティブ投資を利用することができる。

これらのソリューションは全て、専属の市場決済グループによるサポートを受けている。このグループは、会

社全体並びに第三者である投資銀行及び資産運用会社の資源にアクセスすることを目的として、インベストメ

ント・バンク及びグローバル・アセット・マネジメントと連携している。
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グローバル・アセット・マネジメント

グローバル・アセット・マネジメントは、各地域、各サービス内容及び各販売チャネルに業務を適切に分散

した大規模な資産運用部門である。当事業部門は、第三者の機関投資家及びホールセール対象顧客並びにUBSの

ウェルス・マネジメント事業の顧客に対して、全ての主要な従来型及び代替的な資産クラスについて広範囲な

投資運用能力及び手法を提供している。

事業

グローバル・アセット・マネジメントの投資運用サービスは、株式、債券、通貨、ヘッジ・ファンド、不動産、

インフラ及びプライベート・エクイティの運用を対象とする。当事業部門は、顧客が、マルチ・アセット戦略を

通じて異なる資産クラスの組合せに投資することも可能にしている。当事業部門のファンド・サービスを担当

するグローバルなファンド管理運営事業は、法的なファンドの設立、会計及び報告を含む専門的サービスを提

供している。2011年12月31日現在の運用資産の総額は5,740億スイス・フランであり、管理資産は3,750億スイ

ス・フランである。グローバル・アセット・マネジメントは、ヨーロッパの主要なファンド・ハウスであり、ス

イスでトップのミューチュアル・ファンド・マネジャーでもあり、世界大手のファンド・オブ・ヘッジ・ファ

ンズ及び不動産投資マネジャーの一つでもある。

戦略

当事業部門は、長期的実績を重視しながら、顧客と密接な協力関係を構築して顧客の運用目標の達成を追求

している。特に、先進国市場及び新興国市場の双方で当事業部門の堅調な事業である第三者機関投資家事業の

拡大を進めている。その一方で、アジア太平洋及びスイスにおけるホールセール販売網の強みを足がかりに、南

北アメリカ及びヨーロッパの第三者ホールセール対象顧客への販売を拡大している。また、UBSのウェルネス・

マネジメント事業の顧客に対して独自の商品及びソリューションを提供することにも引き続き注力している。

乱高下の激しい市況では、投資家は、パッシブ投資から市場と連動したリターン（「ベータ」）を追求し、そ

れを補完する形で、リスクの高い投資（オルタナティブ投資を含む。）から高いリターン（「アルファ」）を

追求する。当事業部門は、これに対応するため、不動産ヘッジ・ファンド・ビジネス及びファンド・オブ・ヘッ

ジ・ファンド・ビジネスの既存のポジションに基づき、当事業部門の優れたオルタナティブ・プラットフォー

ムを引き続き拡大している。更に、当事業部門で急成長を遂げているパッシブ投資商品（上場ファンド及び戦

略追跡型ノンスタンダード・インデックスを含む。）に対する投資も引き続き行っている。

現在の市況及び短期見通しの特徴として、市場の不確実性、投資リスクの回避及び金利の低下が挙げられる。

このような状況において、当事業部門の事業の多様化は、当事業部門を、市場力学のシフトから恩恵を受ける有

利な立場に置き、業界の成長機会を捕えるための確固たる基盤を提供している。

アセット・マネジメント業界の長期的見通しは、以下の３つの事由により、引き続き堅調である。①金融危機

により退職者及び就労者双方の資産が減少したため、貯蓄率を高める緊急の必要性が生じたこと。②新興市場

は、同市場内のミューチュアル・ファンド業界及び退職金スキームの成長を今後も推し進めることが見込まれ

ること。③各国政府は、赤字削減を重視して、社会保障及び年金支援を削減しなければならず、インフラ資産の

民営化圧力をこれまで以上に受けることが見込まれること。

組織構造

当事業部門は、26ヵ国で3,800名の従業員を雇用しており、ロンドン、シカゴ、フランクフルト、ハートフォー

ド、香港、ニューヨーク、パリ、シンガポール、シドニー、東京及びチューリッヒに主たる事務所を有している。グ

ローバル・アセット・マネジメントは、UBS AG又はその子会社を通して営業している。

最近の主な買収、事業譲渡及びその他の動き

－　2011年11月、プライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズ投資運用責任が、ウェルス・マネジメ

ント＆スイス・バンクからグローバル・アセット・マネジメントに移管された。

－　2011年10月、グローバル・アセット・マネジメントが、INGインベストメント・マネジメント・リミテッド

のオーストラリアの事業の買収を完了した。同社は、現在、UBSグローバル・アセット・マネジメント

（オーストラリア）リミテッドの子会社として営業しており、2012年に完全統合される予定である。

－　2011年７月、インフラ事業及びプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズ事業が、当事業部門
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のオルタナティブ及びクオンツ投資分野から当事業部門のインフラ投資分野に移管された。その結果、名

称が「インフラ及びプライベート・エクイティ」に変更された。

－　2011年１月、マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ファンド投資運用責任が、ウェルス・マネジメント＆

スイス・バンクからグローバル・アセット・マネジメントに移管された。

－　2010年10月、UBSは、ドイツのミュンヘンにあるシーメンスとグローバル・アセット・マネジメントとの合

弁事業であるUBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH (KAG)の所有比率を51.0％から94.9％に

引き上げた。

－　2010年９月、ウェルス・マネジメント・アメリカズの米国ヘッジ・ファンド事業に対する投資運用責任が、

グローバル・アセット・マネジメントのオルタナティブ及びクオンツ投資部門に移管された。これら二つ

の事業部門間で設立された合弁事業は、ウェルス・マネジメント・アメリカズの顧客に対してヘッジ・

ファンド及びファンド・オブ・ヘッジ・ファンズの魅力あるソリューションを提供することを目的とし

ている。

－　2009年12月、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクの不動産投資運用事業が、グローバル・アセット・

マネジメントに譲渡された。

－　2009年９月、UBSは、ブラジルの金融サービス事業（同社のアセット・マネジメント事業であるUBSパクチュ

アル・アセット・マネジメントを含む。）の売却を完了した。

競合企業

当事業部門の競合企業は、フィデリティ・インベストメンツ、アライアンスバーンスタイン・インベストメ

ンツ、ブラックロック、JPモルガン・アセット・マネジメント及びゴールドマン・サックス・アセット・マネ

ジメント等の、幅広い能力を有するグローバル企業を含む。当事業部門のその他の競合企業のほとんどは、特に

不動産、ヘッジ・ファンド又はインフラ投資部門の単一の資産クラスに主な重点を置く、地域的及び現地スペ

シャリストの性質が強いニッチ企業である。

顧客及び市場

グローバル・アセット・マネジメントは、第三者の機関投資家及びホールセール対象顧客並びにUBSのウェ

ルス・マネジメント事業の顧客に対してサービスを提供している。2011年12月31日現在、運用資産の約66％が、

機関投資家である顧客（例えば、企業年金制度、公的年金制度、政府及びその中央銀行）並びにホールセール対

象顧客（例えば、金融仲介機関及び販売パートナー）の資産を原資とする。更に、34％がUBSのウェルス・マネ

ジメント事業の資産を原資とする。

商品及びサービス

グローバル・アセット・マネジメントの業務分野は、従来型の投資（株式、債券及びグローバル・インベス

トメント・ソリューション）、オルタナティブ及びクオンツ投資、グローバルな不動産、インフラ及びプライ

ベート・エクイティ並びにファンド・サービスに分類される。収益及び主要な業績指標はこれらの業務分野に

従って報告される。

当事業部門のサービスは、分離、合同及びアドバイザリー型の運用委託方式で、様々な法域及び全ての主要な

資産クラスを対象とした1,000を超える登録済投資ファンド、上場ファンド及びその他投資ビークルと共に提

供することができる。

－　株式運用部門は、様々なリスク・リターン選好に応じることのできるあらゆる種類の投資手法を提供して

いる。当部門の運用は、コア／バリュー（本来価値に対する価格の理論に従って運用されるポートフォリ

オ）、グロース（市場において過小評価されていると当事業部門が判断する質の高い成長企業からなる

ポートフォリオ）及びストラクチャード（独自の分析論と定量法を活用する、パッシブ運用を含む戦略）

を含む、戦略の異なる三つの手法に分類される。

－　債券運用部門は、グローバル運用、地域・国別特化運用、市場別特化運用等、多様な投資戦略を提供してい

る。その利用可能なサービスには、国債及び社債ポートフォリオ等のシングルセクター戦略、コア・ボン

ド、コア・プラス・ボンド等のマルチセクター戦略、ハイイールド債及び新興市場債等の拡張セクター戦

略が含まれる。かかる一連の従来型債券運用戦略に加え、本部門担当チームは、制約のない債券、通貨戦略

及びカスタマイズ・ソリューションも扱っている。

－　グローバル・インベストメント・ソリューションズ部門は、アクティブ運用に基づくアセット・アロケー

ション、為替、マルチ・マネジャー、ストラクチャード・ソリューション、リスク管理及び戦略的投資に係
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るアドバイザリー・サービスを提供している。当部門は、全ての投資ユニバース及びリスク/リターン・ス

ペクトラムを対象とした様々な地域的及びグローバルなマルチ資産運用戦略、ストラクチャード・ポート

フォリオ、転換社債並びに絶対的リターン戦略といった多彩な戦略を管理運用している。当部門は、リスク

管理及び戦略的投資顧問サービスを通じて、顧客の広範囲な投資関連業務を支援している。

－　オルタナティブ及びクオンツ投資部門は、オルタナティブ・インベストメント・ソリューションズ（以下

「AIS」という。）とオコナーという二つの主要な業務ラインに分類される。AISは、全スペクトラムのヘッ

ジ・ファンド・ソリューション及びアドバイザリー・サービス（マルチ・マネジャー戦略を含む。）を提

供している。オコナーは、シングル・マネジャー型の世界的なヘッジ・ファンドの主要なプロバイダーで

ある。

－　グローバル不動産投資部門は、アジア、ヨーロッパ、スイス及び米国内の不動産を、主要な不動産セクターを

対象に、グローバル及び地域的に積極的に運用している。本部門のサービスは、コア戦略及び付加価値戦略

に重点を置いているが、リスク／リターン・スペクトラムにおけるその他の戦略も含んでいる。本部門は、

直接的及び間接的な投資戦略、マルチ・マネジャー戦略並びに不動産証券戦略を提供している。

－　インフラ及びプライベート・エクイティ部門は、機関投資家及び富裕層投資家双方のために、直接的なイン

フラ投資及びマルチ・マネジャー型のインフラ並びにプライベート・エクイティ戦略を管理運用してい

る。インフラ資産運用は、コアのインフラ資産に対する直接的投資をグローバルに管理運用している。オル

タナティブ・ファンド・アドバイザリー（以下「AFA」という。）のインフラ部門及びAFAのプライベート

・エクイティ部門は、それぞれ、インフラ部門及びプライベート・エクイティ部門の資産クラス全体を対

象に広く分散投資されたファンド・オブ・ファンズを構築している。

－　ファンド・サービス部門は、世界的な投資ファンド管理運用事業部門であり、リテール顧客向け及び機関投

資家向けの投資ファンド、ヘッジ・ファンド及びその他オルタナティブ・ファンドの法的設立、報告及び

会計を含む専門的なサービスを提供している。

サービス等の提供区分

当事業部門の運用能力及びサービスは、当事業部門の地域別事業ストラクチャー（南北アメリカ、アジア太

平洋、ヨーロッパ及びスイス）を通じて提供される。

地域別提供により、当事業部門は、適切な投資運用商品及びサービス、アフターサービス並びに報告業務を現

地レベルで顧客に提供するためにグローバルな投資プラットフォーム及び機能の全資源を活用することがで

きる。

当事業部門は、また、グローバルなソブリン市場専任グループを編成した。その編成目的は、かかるソブリン

顧客層に対し一貫したアプローチを提供すること、並びに、ソブリン関係機関が自ら必要とする適切な助言、投

資、及び研修に関するソリューションを確実に受け取れるようにすることにある。

インベストメント・バンク

インベストメント・バンクは、株式、債券、外国為替及びコモディティーズ業務において、法人及び機関投資

家顧客、ソブリン及び政府機関、金融仲介機関、オルタナティブ資産運用会社並びにUBSのウェルス・マネジメ

ント事業の顧客に対して、幅広い商品及びサービスを提供している。インベストメント・バンクは、様々な種類

の有価証券の販売、取引及びマーケット・メイキングを含む、資本市場のフロー活動への積極的な参加者であ

る。インベストメント・バンクは、幅広い顧客に対して金融ソリューションを提供しており、全ての主要な資本

市場でアドバイザリー・サービス及び分析サービスを行っている。

事業

インベストメント・バンクは、当行のサービスの提供及び当行の戦略の実行を当行の顧客のニーズと合致さ

せるために、異なる三つの部門で構成されている。

－　株式部門

－　フィクスト・インカム・カレンシー・コモディティー（以下「FICC」という。）部門

－　投資銀行部門

株式部門及びFICC部門は、販売及び取引における協力体制を高度化するために、証券事業と連携している。株

式部門及びFICC部門は、連携して、証券の発行市場・流通市場、為替及びプライム・ブローカレッジ・サービス

へのアクセス、株式、債券及びコモディティーズに関するリサーチ並びに経済的・定量的リサーチを提供して
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いる。投資銀行部門は、M&Aに関するアドバイスを提供し、債券・株式市場において法人顧客、機関投資家顧客及

びソブリン顧客のために資金調達を行っている。加えて、投資銀行部門は、UBSの企業へのマーケティングにお

いて古くからの顧客関係を活用することにより、主導的な役割を担っている。

戦略

インベストメント・バンクは、UBSの戦略の成功には欠かせない存在である。インベストメント・バンクは、

多くの事業及び地域の中で好位置につけている。例えば、当行は株式、株式デリバティブ及び外国為替の市場

リーダーであり、アジアの全ての事業にわたって強いプレゼンスを示している。

当行は、当行の事業を当行の主要な顧客のニーズ及びウェルス・マネジメントの事業基盤とより密接に連携

させるために、また業界全体に影響を与える経済及び規制の変更に対処するために、インベストメント・バン

クを再構築している。当行のビジネスモデルは、戦略の三つの支柱、すなわち(ⅰ)フロー、(ⅱ)ソリューション

及び(ⅲ)アドバイザリー及び分析、による当行の戦略の効果的な実行に基づき得られるリターンを最大限に活

用することを目的として、より単純で、かつより集中的であることを目指している。各支柱は、類似の取引上の

特徴及び成功要因を有する事業を象徴している。

当行は、三つの支柱はいずれも、それだけでは当行の事業基盤を支え、又は十分なリターンを挙げることはで

きないが、よく均衡の取れた組合せにすることで、顧客の要望、費用又は市場の動きにおける変動から、当行の

収益性をより良く保護することができると考えている。冒すリスクを減らしながら、集中化かつ単純化する当

行の目標を後押しするために、当行は当行の資本効率を高め、またリスク加重平均資産を積極的に減らす取組

を強化している。この戦略に合わせて、当行は、2016年度末までに、主要な事業におけるリスク加重平均資産を

約３分の１減少し、かつ旧来のポートフォリオ（2012年度第１四半期からコーポレート・センターで管理及び

報告されている）を90％近くまで減少する計画を立てている。当行の実行計画では、当行の主要な事業におけ

るリスク加重平均資産の減少から生じる潜在的な収益の損失を、年間約５億スイス・フランと見積もってい

る。この目的を達成するために、当行は、顧客に最も関連のある商品及びサービスに有利となるように当行の事

業構成を最大限に活用し、最善の成長機会を提供し、資本集約度を低下させる予定である。

－　当行の証券事業を再形成するに当たり、当行は、FICCの資本証券化、複雑な仕組商品、FICCのマクロ・ディレ

クショナル及び株式自己勘定取引を含む、一定の領域から身を引きつつある。マクロ・ディレクショナル

及び株式自己勘定取引を除いて、当行が身を引こうとしている領域に関係のある資産は旧来の資産ポート

フォリオで管理される予定であり、これは2012年度第１四半期からコーポレート・センターで報告される

予定である。

－　当行はまた、長期流量金利のデリバティブ等、リターンに対して資本集約度の高いその他の事業に対する当

行の取組を見直しており、当該事業の規模は大幅に縮小される。それでもなお、当行は、当行が強いプレゼ

ンスを示している事業、並びに現金及び株式デリバティブ、外国為替、一定のクレジット業務及びコモディ

ティーズ等、魅力的なリスクとリターンの特徴を提供する事業には継続的に投資する。

－　アドバイザリー及び資本市場においては、当行は世界的な足跡をより効果的に利用するために、当行の事業

範囲の強化を図っている。これには南北アメリカにおける当行のプレゼンスの強化、ヨーロッパ、中東及び

アフリカにおける当行の地位の復興、並びにアジア太平洋地域における市場での当行の主導的地位の拡充

が含まれている。

インベストメント・バンク全体にわたり、当行は、当行の戦略を成功裏に実行するために、インフラ、技術、当

行行員の雇用及び成長、並びに主要な分野における有能な人材の雇用への投資を継続的に行う予定である。イ

ンベストメント・バンクはまた、内部のリスク管理システムの改善に投資しており、またコーポレート・ガバ

ナンスへの関心も高めている。2011年度において、当行は引き続き、数多くの政策により、当行のコスト基盤の

効率化に重点的に取り組んでおり、2012年度及び2013年度中に当行の活動の効果が完全に現れることを期待し

ている。これらの政策には、人員削減、顧客収益を生み出している活動への任意支出の再集結、並びに当行の経

営モデル及びプロセスの効率改善が含まれている。

組織構造

インベストメント・バンクは、上記「事業」の項にある三つの事業分野で構成されている。更に、グローバル

な資本市場業務は、証券事業部門と投資銀行部門のジョイント・ベンチャーであり、二つの異なる分野、すなわ

ち株式資本市場業務及び債券資本市場業務で構成されている。グローバル・レバレッジド・ファイナンス業務

は、投資銀行部門とFICC部門のジョイント・ベンチャーであり、グローバルなシンジケート・ローン業務を含

んでいる。当行は、30を超える国々で約17,000名の従業員を雇用している。インベストメント・バンクは、UBS
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AGの支店及び子会社を通じて業務を行っている。米国における証券業務は、登録ブローカー・ディーラーであ

るUBSセキュリティーズ・エルエルシーを通じて行われている。

最近の主な買収、処分及び事業譲渡

2009年９月、UBSはブラジルの金融サービス事業であるUBSパクチュアルの売却を完了した。

2010年４月、UBSはブラジルの金融サービス事業者であるリンク・インベスティメントスの買収契約を締結

した。

競合企業

当事業部門の主な競争相手は、バンク・オブ・アメリカ／メリル・リンチ、バークレーズ・キャピタル、シ

ティグループ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース及びモルガン

・スタンレーを含む大手のグローバル投資銀行である。その他の競合企業は、当行が参加している事業及び市

場の多くで事業活動を行っている。

商品及びサービス

証券部門

　証券部門は、クロス・アセット・デリバリー及び専門的能力を強化した組織的な販売プラットフォームを提

供している。証券に関するリサーチでは、一貫してトップクラスであり、世界の3,400社を超える企業（50以上

の市場の時価総額の約85％）に関する様々な資産クラスについて綿密な投資分析を提供している。加えて、当

行は、定量分析、社会的責任投資、オルタナティブ・リサーチ、評価及び会計並びに特殊状況分析の分野におい

て、専門家によるリサーチ・サービスを提供する機能を有している。

株式部門

当事業部門は、上場オプション、仕組商品、エクイティ・リンク証券、スワップ、先物及び店頭取引（OTC）デ

リバティブ商品契約を含む、現物株式及び株式派生商品の発行・流通市場における世界最大の参加者の一つで

ある。当行の株式部門の事業基盤では、世界中のヘッジ・ファンド、資産運用会社、ウェルス・マネジメント・

アドバイザー、銀行、年金基金及び企業への業務提供において顧客中心のモデルを活用している。当行は、新し

い株式及び株式派生債券の販売に加え、現物株式及び株式派生商品の仕組み、作成、販売、資金調達及び決済を

行う。当行の主要な業務の事業基盤には、プライム・ブローカレッジ並びに作成及び決済業務が含まれており、

これにより、顧客はOTCデリバティブ市場における規制の変更に対処することができる。

株式部門の主要な業務分野の概要は以下の通りである。

－　現物株式業務は、流動性、投資に関するアドバイス、売買執行及びこれに関連するコンサルタント業務、並び

に発行市場、企業管理及び対象分野の専門家への包括的アクセスを顧客に提供している。現物株式業務は、

資本参加、ブロック・トレーディング、小型株取引サービス及び手数料管理サービスを含む、個別株式及び

ポートフォリオに関するフル・サービスの売買執行を提供している。また当業務は、高度な電子取引アル

ゴリズム、戦略及び分析ツール一式を顧客に提供している。

－　デリバティブ及びエクイティ・リンク債業務は、全種類のフロー商品、仕組商品、シンセティック商品及び

エクイティ・リンク商品を、発行・流通市場へのグローバルアクセスとともに提供している。当業務の事

業基盤により、顧客は上場商品、OTC商品、証券化商品及びファンドラップ商品という幅広い商品によりリ

スクをヘッジ及び管理することができる。当業務は、機関投資家及び個人投資家のために、リターンが多数

の資産クラスにわたる個々の会社、セクター及び指数に連動したテーラーメードの仕組商品を作成してい

る。

－　プライム・サービス業務は、マルチ資産クラスの決済及び保管、資金調達コンサルティング、資金調達、有価

証券貸付、及び株式スワップ執行を含む統合されたグローバル・プライム・ブローカレッジ・サービスを

提供している。加えて、当業務は、世界中の70以上の取引所において、株式、債券及びコモディティーズを含

む全ての資産クラスの先物及びオプション契約に関する執行及び決済能力を、顧客に提供している。

フィクスト・インカム・カレンシー・コモディティー（FICC）部門

FICC部門は、全ての主要市場の法人顧客、機関投資家顧客及び公共部門顧客に対して、また特定の仲介機関経

由で個人顧客に対して、商品とソリューションを提供している。FICC部門の主要な業務分野の概要は以下の通

りである。
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－　マクロ業務は、キャッシュ・アンド・コラテラル・トレーディングに加えて、外国為替、マネー・マーケッ

ト及び金利のセールス及びトレーディング業務で構成されている。当業務は、機関投資家顧客及び（特定

の仲介業者経由で）個人顧客に対して、外国為替、貴金属、財務、及び流動性管理に関する幅広いソリュー

ションを提供している。金利業務には、金利デリバティブ取引、引受、及び政府・政府機関発行証券の取引

等、標準的な金利連動商品及びサービスが含まれる。

－　クレジット業務の販売及び取引には、キャッシュ取引及びクレジット・スペクトルにわたるシンセティッ

ク商品（債券、デリバティブ、社債及びローン）の組成、引受、売買及び販売が含まれる。当業務は、全ての

主要な市場において、フロー及びストラクチャード・クレジット・インスツルメント、証券化商品、ローン

の流通取引及びマーケット・メイキングを行っており、当行の顧客に対し市場の流動性及びテーラーメー

ドのソリューションを提供することに注力している。当事業はまた、投資銀行部門と協力して、キャピタル

・マーケット・デット・ファイナンス及び負債のリスク・マネジメント・ソリューションを企業及び機

関投資家顧客に対して提供している。

－　新興市場業務は、中・東欧、中東、ラテンアメリカ及びアジアの一部の国の投資家に対して国際市場へのア

クセスを提供し、また海外の投資家に対しては、主要拠点における当業務のオンショア・プレゼンスを通

してエクスポージャーを増加する機会を提供している。当業務はまた、外国為替商品、クレジット商品、金

利商品、及び仕組商品について、ローカル市場における流動性を提供している。

－　コモディティーズ業務には、農業、卑金属及びエネルギーにおけるフロー取引と組み合わさった、市場を

リードする指数及び貴金属の提供が含まれている。コモディティーズ業務は、多くの機関投資家顧客及び

法人顧客に対して、リスク管理から直接投資又は仕組投資までを提供しており、当該顧客が複雑さのレベ

ルにかかわらず取引を組み立て、また取引時間内外に、かつ時差にかかわらず、流動性にアクセスすること

を可能にしている。2012年度第１四半期から、当業務はマクロ業務の一部となる。

投資銀行部門

投資銀行部門は、法人顧客、金融機関、資金提供者、ソブリン顧客、及びヘッジ・ファンドに対して、戦略的ア

ドバイスと資本市場における幅広い執行サービスを提供している。投資銀行部門は、あらゆる主要な金融市場

に進出しており、その業務は、国、セクター及びプロダクト・バンキングの専門家による土台の上に築かれてい

る。

投資銀行部門の主要な業務分野の概要は以下の通りである。

－　アドバイザリー・グループは、買収及び売却のプロセスをサポートし、また、戦略的見直し及び企業の再編

ソリューションについてアドバイスを行っている。

－　グローバル資本市場業務は、証券業務とのジョイント・ベンチャーであり、全ての形態の資金調達を対象と

する財務サービス及びアドバイザリー・サービス並びにリスク管理ソリューションを提供している。当業

務は、株式業務と連携した株式資本市場業務（新規株式公開、株式の売出し、及びエクイティ・リンク取引

等の商品が含まれる。）及びFICC部門の業務と連携した債券資本市場業務（コマーシャル・ペーパー、ミ

ディアム・ターム・ノート、上位債、ハイイールド債、劣後債、及びハイブリッド債等の商品が含まれる。）

で構成されている。当業務の全ての資金調達商品は、リスク管理ソリューション（デリバティブ、仕組金

融、格付けに関するアドバイザリー・サービス、及び負債管理を含む。）とともに提供されている。

－　グローバル・レバレッジド・ファイナンス業務は、法人顧客及び資金提供者に対して、イベントドリブン

（買収、レバレッジド・バイアウト）ローン及び債券並びにメザニン・レバレッジド・ファイナンスを提

供している。

コーポレート・センター

コーポレート・センターは、各事業部門及びUBSグループに対してサポート機能と管理機能を提供し、これを

運用することにより、UBSがまとまりのある効率的な運営を行うことを可能にしている。コーポレート・セン

ターは、リスク、財務（資金調達、資本及びバランスシート管理並びに非トレーディング・リスク管理を含

む。）、法務及びコンプライアンス、情報技術、人材、不動産、調達、コミュニケーション及びブランド確立、経営

企画、証券並びにオフショアリングの分野において、サービスを提供している。

目標と目的
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コーポレート・センターは、財務、リスク、法務及びコンプライアンス、並びにサポート機能及びロジス

ティック機能を含む世界的な全社共有のサービス組織の分野をグループレベルで管理することによって、事業

部門を創出している。コーポレート・センターは、リスクとリターンの適切なバランスを確保しながら、効果的

なコーポレート・ガバナンス・プロセス（関連規則の遵守を含む。）の維持に努めている。コーポレート・セ

ンターの各職務責任者は、各自が責任を負う分野の全ての事業に関する権限（当該分野に関するグループ全体

の方針を打ち出す権限を含む。）を有している。

グループ・チーフ・オペレーティング・オフィサー（グループCOO）の主導の下に行われた、グループ全体

で共有するサービス機能（情報技術、人材、不動産、調達、コミュニケーション及びブランド確立、経営企画、証

券並びにオフショアリング）のコーポレート・センターへの統合は、2009年度に完了した。同時に、管理機能

は、グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（グループCFO）、グループ・チーフ・リスク・オフィ

サー（グループCRO）、及びグループ・ジェネラル・カウンセル（グループGC）の下にそれぞれ集約された。

コーポレート・センターは、効率性、取引の執行及びサービスの質を向上させた。当行は、世界的な、かつグ

ループレベルのコスト責務に関して、コスト・マネジメントを改善し、明確な責任分担の下に単純化された

サービス提供モデルを実施した。当行のインベストメント・ガバナンス・プロセスは、事業ポートフォリオ及

びパイプライン中のプログラムに関する監視、検討及び承認を行っている。これはグローバル・サービス・レ

ベルの合意枠組みの一部であり、投資対象とUBSグループの戦略上の優先事項との合致を図るものである。

全体的には、統合された構造は、当行が独立した管理機能の維持、並びに増収への相乗効果の創出及び株主価

値の増大を可能とする中心的な基盤の維持の一助となっている。

コーポレート・センターはまた、SNBスタブファンドのオプション及び（2012年度第１四半期からは）かつ

てはインベストメント・バンク事業の下にあった旧来のポートフォリオを含む、一定の集中管理されたポジ

ションを網羅している。

2011年度において、コーポレート・センターは、戦略変更プログラムを実施し、業務の質を向上させながら、

組織の更なる合理化に注力した。年度末において、コーポレート・センター全体の機能の従業員は約19,300人

であった。コーポレート・センターの資金運用収益、経費及び人員の大半は、各サービスが実施される事業部門

に再配分される。

組織構造

コーポレート・センターは、共通のサービス機能に加えて、管理機能であるグループ・ファイナンス、グルー

プ・リスク及びグループ・ジェネラル・カウンセルで構成されている。

グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

グループCFOは、UBSグループ及びその事業部門の財務実績、並びにUBSグループの財務に関する報告、予測、計

画立案、及び管理プロセスにおける透明性と評価について、また戦略的プロジェクト及び取引に関する財務面

のアドバイスを提供することについて、責任を負う。グループCFOは、事業部門及びUBSグループの財務管理機能

を管理する。グループCFOは、当行の税務問題の管理統制、並びに財務及び資本管理（資金調達リスク及び流動

性リスク並びに規制上の資本比率を含む。）の管理統制を行う。グループCFOは、取締役会の監査委員会と協議

の上、当行が適用している会計方針について取締役会に提案を行い、また財務報告及び開示の方針を定める。グ

ループCFOは、グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（「CEO」）とともに2002年サーベンス・オク

スリー法第302条及び第404条に基づく外部証明書を作成し、またグループCEOと協力してアナリスト、投資家及

び格付機関との関係を管理する。

グループ・チーフ・オペレーティング・オフィサー

グループCOOは、UBSグループ共有のサービス機能の管理、実行について責任を負う。これには、グループ全体

の情報技術、調達、不動産・企業管理サービス、人材、戦略、コミュニケーション及びブランド確立のほか、物的

セキュリティ及び情報セキュリティ並びにオフショアリングの管理統制が含まれる。更に、グループCOOは、当

行の戦略開発及び主要な戦略的問題への取組においてグループCEOをサポートする。グループCOOはまた、コー

ポレート・センターのCEOとして活動し、共有サービスの業務及び戦略に係る計画を監督する。

グループ・チーフ・リスク・オフィサー

グループCROは、UBSグループ内の信用リスク、市場リスク、カントリー・リスク、及びオペレーショナル・リ

スクに対する方針及び適切な独立した統制枠組みを構築し、実施する。特に、グループCROは、リスク許容度及び
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選好、リスク測定、ポートフォリオ管理並びにリスク報告の枠組みを構築及び実施、また事業部門とUBSグルー

プのリスク統制機能を管理する責任を負う。グループCROは、取締役会、取締役会リスク委員会又はグループCEO

が決定する通り、リスク統制構造を導入する。加えて、グループCROは、委任されたリスク統制権限に従って、取

引、ポジション、エクスポージャー、ポートフォリオ制限、及び引当てについて承認し、また当行のリスク・テー

キングを監視し、これに挑戦する。

グループ・ジェネラル・カウンセル

グループGCは、法務及びコンプライアンスに関する問題、方針、及びプロセスについて、また法務及びコンプ

ライアンス機能の管理ついて、UBSグループに対する責任を負う。グループGCは、グループCRO及びグループCFO

（関連がある場合）と緊密に協力して、当行と規制当局との関係のためにグループ全体の管理統制プロセスを

確立すること、並びに法務及びコンプライアンス問題に関して当行の主要な規制当局との関係を維持すること

について責任を負う。グループGCは更に、法的リスクやコンプライアンス関連リスク及び重要な訴訟について

報告すること、訴訟及び規制当局の特別調査に対処すること、並びに当行が事業の遂行において関連する規制

上及び職業上の基準を満たすよう確保することについて責任を負う。

４【関係会社の状況】

(1) 親会社

2011年12月31日現在、当行に親会社はない。

(2) 子会社

2011年12月31日現在、重要な子会社は以下の通りである。

会　　社　　名 所 在 地

資　　本　　金

百万（自国通貨）

議決権

所有割合

(％)

(当行直接

所有分) 事　業　内　容

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク

トップカード・サービス・エイ・

ジー

グラットブルグ、

スイス

0.2

(スイス・フラン)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS（バハマ）リミテッド ナッソー、バハマ 4.0

(米ドル)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS（フランス）エス・エイ パリ、フランス 125.7

(ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS（イタリア）エス・ピー・エイミラノ、イタリア 60.0

(ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS（ルクセンブルク）エス・エイルクセンブルク、

ルクセンブルク

150.0

(スイス・フラン)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS（ルクセンブルク）エス・エイ、

オーストリア支店

ウィーン、

オーストリア

0.0

(スイス・フラン)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS（モナコ）エス・エイ モンテカルロ、

モナコ

9.2

(ユーロ)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSアセソレス・メキシコ・エス・

エイ・デ・シー・ヴィー

メキシコシティ、

メキシコ

233.6

(メキシコ・ヌエボ・

ペソ)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSアセソレス・エス・エイ パナマ、パナマ 0.0

(米ドル)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS バンク（ネザーランズ）ビー・

ヴィー

アムステルダム、

オランダ

0.2

(ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS バンク・エス・エイ マドリッド、

スペイン

82.2

(ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク
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UBSベルギー・エス・エイ／

エヌ・ヴィー

ブリュッセル、

ベルギー

28.0

(ユーロ)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSブラジル・アドミニストラドー

ラ・デ・バロレス・モビリアリオス

・エルティディエイ

サンパウロ、ブラジル 46.5

（ブラジル・レアル）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSカード・センター・エイ・ジーグラットブルグ、

スイス

0.1

(スイス・フラン)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSカストディ・サービシズ・シン

ガポール・ピーティーイー・リミ

テッド

シンガポール、

シンガポール

5.5

(シンガポール・ドル)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSドイチェランド・エイ・ジー フランクフルト・アム

・マイン、ドイツ

176.0

（ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSフィデュシアリア・エス・ピー

・エイ

ミラノ、イタリア 0.2

(ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBS グローバル・ライフ・

エイ・ジー

ファドゥーツ、

リヒテンシュタイン

5.0

（スイス・フラン）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSグローバル・トラスト・

コーポレーション

セント・ジョン、

カナダ

0.1

(カナダ・ドル)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSヒポテーケン・エイ・ジー チューリッヒ、スイス 0.1

(スイス・フラン)

98.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSインターナショナル・

ライフ・リミテッド

ダブリン、

アイルランド

1.0

(ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSリーシング・エイ・ジー チューリッヒ、スイス 10.0

(スイス・フラン)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSライフ・エイ・ジー チューリッヒ、スイス 25.0

(スイス・フラン)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSプライベート・エクイティ・コ

ンプレメンテール・ゲーエムベー

ハー

バートホムブルグ、

ドイツ

0.0

（ユーロ）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSスイス・フィナンシャル・アド

バイザーズ・エイ・ジー

チューリッヒ、スイス 1.5

（スイス・フラン）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSトラスティーズ（バハマ）リミ

テッド

ナッソー、バハマ 2.0

(米ドル）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSトラスティーズ（ケイマン）リ

ミテッド

ジョージタウン、

ケイマン諸島

2.0

(米ドル）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSトラスティーズ（ジャージー）

リミテッド

セント・ヘリアー、

ジャージー

0.0

(英ポンド）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSトラスティーズ(シンガポール)

リミテッド

シンガポール、

シンガポール

3.3

(シンガポール・ドル)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSウェルス・マネジメント・オー

ストラリア・リミテッド

シドニー、

オーストラリア

53.9

(オーストラリア・

ドル)

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

UBSウェルス・マネジメント・イス

ラエル・リミテッド

ヘルズリアピチュア

チ、イスラエル

3.5

（イスラエル・

シュケル）

100.0ウェルス・マネジメント＆スイ

ス・バンク

ウェルス・マネジメント・アメリカズ

UBS バンク(カナダ） トロント、カナダ 8.5

(カナダ・ドル)

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSバンク・ユーエスエイ ソルトレイクシティ、

ユタ、アメリカ

1,880.0
（注）

（米ドル）

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSフィナンシャル・サービシズ

（ウルグアイ）ソシエダッド・デ・

レスポンサビリダッド・リミテッダ

モンテビデオ、ウルグ

アイ

0.1

(ウルグアイ・ペソ)

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ
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UBSフィナンシャル・サービシズ・

インク

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

4,172.5
（注）

(米ドル)

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSフィナンシャル・サービシズ・

インコーポレイテッド・オブ・プエ

ルトリコ

ハト・レイ、

プエルトリコ

31.0
（注）

(米ドル)

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSファンド・アドバイザー・エル

エルシー

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.0
（注）

(米ドル)

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSインターナショナル・ホンコン

・リミテッド

香港、中国 1.7

（米ドル）

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSインベストメント・マネジメン

ト・カナダ・インク

トロント、カナダ 0.0

（カナダ・ドル）

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSライフ・インシュアランス・カ

ンパニー・ユーエスエイ

サクラメント、カリ

フォルニア、アメリカ

39.3
（注）

（米ドル）

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

UBSトラスト・カンパニー・ナショ

ナル・アソシエーション

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

55.0
（注）

（米ドル）

100.0ウェルス・マネジメント・アメ

リカズ

インベストメント・バンク

ルクセンブルク・フィナンシャル・

グループ・アー・ゲー

ルクセンブルク、

ルクセンブルク

2.1

（ユーロ）

100.0インベストメント・バンク

ルクセンブルク・フィナンシャル・

グループ・アセット・マネジメント

・エス・エイ

ルクセンブルク、

ルクセンブルク

0.2

（ユーロ）

100.0インベストメント・バンク

OOO UBSバンク モスクワ、ロシア 3,450.0

（ロシア・ルーブル）

100.0インベストメント・バンク

PT UBSセキュリティーズ・インドネ

シア

ジャカルタ、

インドネシア

118,000.0

(インドネシア・

ルピア)

98.6インベストメント・バンク

UBS（グランド・ケイマン）リミ

テッド

ジョージタウン、

ケイマン諸島

0.0

（米ドル）

100.0インベストメント・バンク

UBSアメリカズ・インク ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.0

(米ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSバンク・メキシコ・エス・エイ、

インスティトゥシオン・デ・バンカ

・ムルティプル、UBSグルーポ・フィ

ナンシエロ

メキシコシティ、

メキシコ

706.4

（メキシコ・ヌエボ・

ペソ）

100.0インベストメント・バンク

UBSカーサ・デ・ボルサ・エス・エ

イ・デ・シー・ヴィー

メキシコシティ、

メキシコ

114.9

（メキシコ・ヌエボ・

ペソ）

100.0インベストメント・バンク

UBSコマーシャル・モーゲージ・セ

キュリタイゼーション・コーポレー

ション

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.0

(米ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSデリバティブズ・ホンコン・リ

ミテッド

香港、中国 880.0

(香港ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSファイナンス(デラウェア)エル

エルシー

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

37.3
（注）

(米ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSファンズ・オーストラリア・リ

ミテッド

シドニー、オーストラ

リア

5.0

(オーストラリア・

ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSフューチャーズ・シンガポール

・リミテッド

シンガポール、

シンガポール

39.8
（注）

（米ドル）

100.0インベストメント・バンク

UBSイタリア・エス・アイ・エム・

エスピーエイ

ミラノ、イタリア 15.1

（ユーロ）

100.0インベストメント・バンク

UBSリミテッド ロンドン、イギリス 153.7

(英ポンド)

100.0インベストメント・バンク

UBSローン・ファイナンス・エルエ

ルシー

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

16.7
（注）

(米ドル)

100.0インベストメント・バンク
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UBSメンクル・デガーラー・エイ・

エス

イスタンブール、

トルコ

30.0

（トルコ・リラ）

100.0インベストメント・バンク

UBSニュージーランド・リミテッドオークランド、

ニュージーランド

7.5

(ニュージーランド・

ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSリアル・エステート・セキュリ

ティーズ・インク

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

1,300.4
（注）

(米ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSサウジアラビア リヤド、サウジアラビ

ア

110.0

（サウジアラビア・

リヤル）

73.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ（タイラン

ド）リミテッド

バンコク、タイ 500.0

（タイ・バーツ）

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・アジア・リ

ミテッド

香港、中国 20.0

(香港ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・オーストラ

リア・リミテッド

シドニー、

オーストラリア

209.8
（注）

(オーストラリア・

ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・カナダ・イ

ンク

トロント、カナダ 10.0

(カナダ・ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・エスパー

ニャ・ソシエダード・デ・バロレス

・エス・エイ

マドリッド、スペイン 15.0

(ユーロ)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・フランス・

エス・エイ

パリ、フランス 22.9

(ユーロ)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・ホンコン・

リミテッド

香港、中国 430.0

(香港ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・インディア

・プライベート・リミテッド

ムンバイ、インド 140.0

(インド・ルピー)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・インターナ

ショナル・リミテッド

ロンドン、イギリス 18.0

(英ポンド)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・イスラエル

・リミテッド

ヘルズリアピチュア

チ、イスラエル

0.0

（イスラエル・

シュケル）

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・ジャパン・

リミテッド

ジョージタウン、

ケイマン諸島

60,000.0

(円)

100.0インベストメント・バンク

UBS証券準備株式会社 東京、日本 8,505.0

(円)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・エルエル

シー

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

22,205.6
（注）

（米ドル）

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・マレーシア

・センディリアン・バーハッド

クアラルンプール、

マレーシア

80.0

（マレーシア・

リンギット）

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・フィリピン

・インク

マカティシティ、

フィリピン

190.0

(フィリピン・ペソ)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・ピーティー

イー・リミテッド

シンガポール、

シンガポール

311.5

(シンガポール・ドル)

100.0インベストメント・バンク

UBSセキュリティーズ・ピーティー

イー・リミテッド、ソウル支店

ソウル、韓国 150,000.0

(韓国ウォン)

100.0インベストメント・バンク

UBSサウス・アフリカ(プロプリエタ

リー)リミテッド

サンドトン、

南アフリカ

0.0

(南アフリカ・ランド)

100.0インベストメント・バンク

UBSユー・ケイ・プロパティーズ・

リミテッド

ロンドン、イギリス 132.0

（英ポンド）

100.0インベストメント・バンク

グローバル・アセット・マネジメント
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APPIAゼネラル・パートナーS.à.r.

l.

ルクセンブルク、

ルクセンブルク

0.0

（ユーロ）

60.0グローバル・アセット・マネジ

メント

CCRアセット・マネジメント・エス

・エイ

パリ、

フランス

5.3

（ユーロ）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

フォンドセンター・エイ・ジー チューリッヒ、スイス 0.1

（スイス・フラン）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

INGインベストメント・マネジメン

ト・リミテッド

シドニー、オーストラ

リア

7.7

（オーストラリア・

ドル）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

トランバル・プロパティ・グロース

・アンド・インカム・ファンド・

ジーピー・エルエルシー

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.3

（米ドル）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBS AFS コントロールド・サブシ

ディアリー・１・リミテッド

ジョージタウン、

ケイマン諸島

0.0

（米ドル）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBS AFS コントロールド・サブシ

ディアリー・２・リミテッド

ジョージタウン、

ケイマン諸島

0.0

（米ドル）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSオルタナティブ・アンド・クオ

ンティタティブ・インベストメンツ

・リミテッド

ロンドン、

イギリス

0.3

（英ポンド）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBS オルタナティブ・アンド・クオ

ンティタティブ・インベストメンツ

・エルエルシー

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.1

（米ドル）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSファンド・マネジメント（ルク

センブルク）エス・エイ

ルクセンブルク、

ルクセンブルク

10.0

(ユーロ)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSファンド・マネジメント（ス

イッツァランド）エイ・ジー

バーゼル、スイス 1.0

(スイス・フラン)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSファンド・サービシズ（ケイマ

ン）リミテッド

ジョージタウン、

ケイマン諸島

5.6

(米ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBS ファンド・サービシズ（アイル

ランド）リミテッド

ダブリン、

アイルランド

1.3

（ユーロ）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSファンド・サービシズ（ルクセ

ンブルク）エス・エイ

ルクセンブルク、

ルクセンブルク

2.5

(スイス・フラン)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・

マネジメント（アメリカズ）インク

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.0

(米ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・

マネジメント（オーストラリア）リ

ミテッド

シドニー、

オーストラリア

40.0

(オーストラリア・

ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・

マネジメント（カナダ）インク

トロント、カナダ 117.0

(カナダ・ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・

マネジメント（チャイナ）リミテッ

ド

北京、中国 20.5

(中国元)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（ドイチェランド）ゲーエム

ベーハー

フランクフルト・アム

・マイン、ドイツ

7.7

（ユーロ）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（香港）リミテッド

香港、中国 25.0

(香港ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（イタリア）エス・ジー・

アール・エス・ピー・エー

ミラノ、イタリア 5.1

（ユーロ）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（ジャパン）リミテッド

東京、日本 2,200.0

(円)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（シンガポール）リミテッド

シンガポール、

シンガポール

4.0

(シンガポール・ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（台湾）リミテッド

台北、台湾 340.0

(台湾ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント
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UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（ユー・ケー）リミテッド

ロンドン、イギリス 125.0

（英ポンド）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント（ユーエス）インク

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

17.2
（注）

(米ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント・ファンズ・リミテッド

ロンドン、イギリス 26.0

（英ポンド）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント・ホールディング・リミテッ

ド

ロンドン、イギリス 151.4

(英ポンド)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSグローバル・アセット・マネジ

メント・ライフ・リミテッド

ロンドン、イギリス 15.0

（英ポンド）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSハナ・アセット・マネジメント

・カンパニー・リミテッド

ソウル、韓国 45,000.0

（韓国ウォン）

51.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSオコナー・リミテッド ロンドン、イギリス 8.8

（英ポンド）

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSオコナー・エルエルシー ドーバー、デラウェア、

アメリカ

1.0

(米ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSリアル・エステート・カピタル

アンラーゲゲゼルシャフト・エム

ベーハー

ミュンヘン、ドイツ 7.5

（ユーロ）

94.9グローバル・アセット・マネジ

メント

UBSリアルティ・インベスターズ・

エルエルシー

ボストン、マサチュー

セッツ、アメリカ

9.3

(米ドル)

100.0グローバル・アセット・マネジ

メント

コーポレート・センター

UBSキャピタル・セキュリティーズ

（ジャージー）リミテッド

セント・ヘリアー、

ジャージー

0.0

（ユーロ）

100.0コーポレート・センター

UBSファイナンス(キュラソー)エヌ

・ヴィ

ウィレムスタッド、

オランダ領アンティル

0.1

(米ドル)

100.0コーポレート・センター

UBSインターナショナル・ホール

ディングス・ビー・ヴィー

アムステルダム、

オランダ

6.8

（ユーロ）

100.0コーポレート・センター

UBSプリファード・ファンディング

（ジャージー）リミテッド

セント・ヘリアー、

ジャージー

0.0

（ユーロ）

100.0コーポレート・センター

UBSプリファード・ファンディング

・カンパニー・エルエルシーⅣ

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.0

(米ドル)

100.0コーポレート・センター

UBSプリファード・ファンディング

・カンパニー・エルエルシーⅤ

ウィルミントン、デラ

ウェア、アメリカ

0.0

（米ドル）

100.0コーポレート・センター

UBSサービス・センター（ポーラン

ド）エスピーz.o.o.

クラクフ、ポーランド 1.4

（ポーランド・

ズロチ）

100.0コーポレート・センター

(注) 資本金及び資本剰余金

５【従業員の状況】

(1) 従　業　員　数（2011年12月31日現在の正社員相当）

(人)

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク 27,334

ウェルス・マネジメント・アメリカズ 16,207

グローバル・アセット・マネジメント 3,750

インベストメント・バンク 17,256

コーポレート・センター 274

UBSグループ 64,820

(2) 人　　件　　費
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2011年度の人件費総額は、155億9,100万スイス・フラン（約１兆2,610億円）（事業再編費用２億6,100万

スイス・フラン（約210億円）を含む。）であった。

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

 35/432



第３　【事業の状況】

１【業績等の概要】

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク

ウェルス・マネジメント

営業実績

2011年度の業績

2011年度の税引前利益は、2010年度の23億800万スイス・フランに対し、26億7,600万スイス・フランとなっ

た。これには戦略的投資ポートフォリオの売却による利得４億3,300万スイス・フラン及びコスト削減プログ

ラムに付随する事業再編費用8,200万スイス・フランが含まれている。これら２項目の影響を調整した後の税

引前利益は23億2,500万スイス・フランであり、前年度をやや上回った。これは、継続中のコスト管理の効果

が、為替差損と顧客活動の減退の影響を相殺し、更に上回ったためである。

営業収益

営業収益は、前年度の73億5,600万スイス・フランに対し、76億4,500万スイス・フランであった。戦略的投

資ポートフォリオの売却の影響を調整した後の営業収益合計は、前年度から２％減の72億1,200万スイス・フ

ランであった。

受取利息純額は13％増加したが、これには資金業務関連の収益が含まれており、2010年度後半に取得した戦

略的投資ポートフォリオからの受取利息及びウェルス・マネジメント部門とリテール＆コーポレート部門の

間で行われた資金業務関連の収益の配分に伴う調整により一部相殺されている。更に、受取利息純額は平均貸

付金残高の10％増から恩恵を受けたが、市場の低金利がマージンを圧迫したことで相殺された。

受取報酬及び手数料純額は12％減少した。これは、主に平均運用資産ベースが440億スイス・フラン減少し

たことを受けて資産ベースの報酬が減少したためである。平均運用資産ベースの減少は、主にスイス・フラン

高と資本市場の業績不振によるものであった。顧客活動は特に2011年度下半期に減退し、手数料収入に影響を

与えた。トレーディング収益は36％増加したが、これは外国為替及び貴金属の顧客のトレーディング活動に関

する収益が増加したことと、インベストメント・バンク＆サービス部門に関する収益分配契約の変更、及び資

金業務関連収益の増加によるものであった。2011年度のその他の収益は、上述した戦略的投資ポートフォリオ

の売却により、４億2,500万スイス・フランとなった。

営業費用

営業費用は前年度から２％減少し、コスト削減プログラムに付随する事業再編費用を除くと３％減少した。

人件費は、前年度を３％上回った。事業再編費用を除くと人件費は１％増加したが、これは主に平均人員数

の４％増によるものであり、賞与の見越計上額の減少により一部相殺されている。一般管理費は、2010年度の

12億6,400万スイス・フランに対し、2011年度は11億9,200万スイス・フランであった。前年度の一般管理費に

は、訴訟引当金4,000万スイス・フランと、米国のクロスボーダー事件に関してスイス政府に返済する費用

4,000万スイス・フランが含まれていた。他の事業部門からの費用請求額は、前年度の４億4,900万スイス・フ

ランから大幅減の３億1,800万スイス・フランとなった。これは主にインベストメント・プロダクツ＆サービ

ス部門に関連して、他の事業部門への費用請求額が増加したためである。減価償却費は、前年度の１億6,300万

スイス・フランに対して、2011年度は１億6,500万スイス・フランであった。無形資産償却費は、2010年度の

1,900万スイス・フランから3,700万スイス・フランまで増加した。これは主に英国での過去の買収に関する

無形資産の減損によるものであった。

運用資産の動向

新規純資金

2011年度には新規純資金の状況が大幅に改善された。全ての地域及び顧客層において新規純資金の状況が

改善したため、2010年度には121億スイス・フランの純資金流出額を計上したのに対し、2011年度には235億ス

イス・フランの純資金流入額を計上した。国際ウェルス・マネジメント部門の新規純資金は、前年度は129億
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スイス・フランの流出を計上したのに対し、2011年度は224億スイス・フランのプラス計上となった。純資金

流入額が最も多かったのは、アジア太平洋地域と新興市場において、また、世界中の超富裕層顧客からであっ

た。ヨーロッパでは純資金流出額を計上したが、これは主にスイス近隣諸国とのオフショア事業に関するもの

であり、ヨーロッパのオンショア事業からの純資金流入額により一部相殺された。スイスのウェルス・マネジ

メント部門は、前年度は８億スイス・フランの純資金流入額を計上したのに対し、2011年度は11億スイス・フ

ランの純資金流入額を計上した。

運用資産

2011年12月31日現在の運用資産は、2010年12月31日現在から180億スイス・フラン減少して、7,500億スイス

・フランとなった。株式市場業務の業績の低迷と、主にユーロの対スイス・フラン相場が３％下落したことに

よる為替差損が、新規純資金流入額と債券市場の好業績の効果を相殺し、更に上回った。

運用資産の粗利益率

運用資産の粗利益率は101ベーシス・ポイントであった。上述した戦略的投資ポートフォリオの売却に関す

る調整後の粗利益率は96ベーシス・ポイントで、前年度を４ベーシス・ポイント上回った。粗利益率の計算

は、不動産ファンドに関する損益の効果を除いて行っている。

リテール＆コーポレート

営業実績

2011年度の業績

2011年度の税引前利益は19億1,900万スイス・フランであった。これには戦略的投資ポートフォリオの売却

による利得２億8,900万スイス・フラン及びコスト削減プログラムに付随する事業再編費用3,200万スイス・

フランが含まれている。これら２項目の影響を調整した後の税引前利益は16億6,200万スイス・フランであ

り、2010年度の17億7,200万スイス・フランを下回った。これは、低金利の環境が続いたために受取利息が減少

したことが主な要因である。

営業収益

営業収益合計は、前年度の38億7,000万スイス・フランから40億8,500万スイス・フランまで増加した。これ

には上述した戦略的投資ポートフォリオの売却による利得が含まれている。この利得の影響を調整した後の

営業収益は、前年度から２％減の37億9,600万スイス・フランであった。

受取利息純額は前年度から４％減少した。これは、市場の低金利が預金残高の増加分を相殺して更に上回っ

た結果、預金利ざやが大幅に減少したことが主な要因であった。更に、受取利息純額は、ウェルス・マネジメン

ト部門とリテール＆コーポレート部門の間で行われた資金業務関連の収益の配分に伴う調整により影響を受

けた。市場の低金利は複製ポートフォリオからの収益にも影響を与え、受取利息純額は減少した。これらの効

果は、2010年度後半に取得した戦略的投資ポートフォリオからの受取利息の増加分を相殺し、更に上回った。

受取報酬及び手数料純額は2010年度の11億7,800万スイス・フランとほぼ同じ11億7,500万スイス・フランで

あった。これは、投資信託に関する手数料の減少が、信用関連手数料の増加と取引ベース手数料の増加により

ほとんど相殺されたためである。トレーディング収益純額は、前年度の２億4,900万スイス・フランから３億

3,300万スイス・フランまで増加した。これは主に資金業務関連の収益の増加と、顧客のトレーディング活動

に結び付いた外国為替収益の増加を反映したものである。その他の収益は、上述した戦略的投資ポートフォリ

オの売却により、2010年度の9,700万スイス・フランに対し、2011年度は３億5,000万スイス・フランとなっ

た。貸倒引当金繰入額は、2010年度の7,600万スイス・フランに対し、2011年度は１億100万スイス・フランで

あった。これはほとんど、一般貸倒引当金の8,200万スイス・フランの増加（主に2011年第３四半期に計上さ

れた。）によるものであった。

営業費用

営業費用は、上述の事業再編費用が一因となり、前年度の20億9,800万スイス・フランから2011年度には21

億6,600万スイス・フランとなった。これらの費用を除くと営業費用は２％増加した。人件費は、前年度の16億

2,500万スイス・フランから16億6,600万スイス・フランまで増加した。事業再編費用を除いた人件費は16億

3,700万スイス・フランであり、2010年度とほぼ同じであった。これは、給与の増加が、2011年度の平均人員数
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が４％減少したことと、賞与の見越計上額が2010年度に比べて減少したことによりほとんど相殺されたため

である。一般管理費は、2010年度の８億3,600万スイス・フランに対し、2011年度は８億3,400万スイス・フラ

ンであった。他の事業部門への正味費用請求額は、前年度の５億900万スイス・フランから８％減の４億7,000

万スイス・フランとなった。これは、リテール＆コーポレート、ウェルス・マネジメント及びその他の部門間

のサービス・レベルに関する合意と配分の見直しに伴い、費用配分キーを改良したことが主な要因であった。

減価償却費は、前年度の１億4,600万スイス・フランに対して、2011年度は１億3,600万スイス・フランであっ

た。

ウェルス・マネジメント・アメリカズ

営業実績

2011年度の業績

ウェルス・マネジメント・アメリカズは、2010年度には１億3,000万スイス・フランの税引前損失を計上し

たのに対し、2011年度には５億3,400万スイス・フランの税引前利益を計上した。このように業績が改善した

のは、手数料、受取利息及び売却可能ポートフォリオの投資利得の増加により、米ドル建て収益が12％増加し

た結果である。営業費用は、訴訟引当金の大幅減と事業再編費用の減少により、米ドル建てで１％減少した。

ウェルス・マネジメント・アメリカズの事業再編費用は、2010年度の１億6,200万スイス・フランに対し、

2011年度は1,000万スイス・フランであった。更に、2011年度には、発生基準で計上されるミューチュアル・

ファンドの一定の手数料について会計上の見積りが変更されたことに関連して、報酬費用控除後で3,000万ス

イス・フランの税引前利益を計上した。

営業収益

2011年度の営業収益は、2010年度の55億6,400万スイス・フランを５％下回る52億9,500万スイス・フラン

であったが、米ドル建てでは12％増加した。受取利息純額は２億2,600万スイス・フラン減の40億1,800万スイ

ス・フランとなったが、米ドル建てでは12％増加した。経常収益は、運用資産残高の増加に伴う管理口座及び

ミューチュアル・ファンドによる収益の増加を受け、米ドル建てで15％増加した。更に、経常収益には、上述の

通りミューチュアル・ファンドの一定の手数料の認識について会計上の見積りが変更されたことに関する

4,500万スイス・フランが含まれていた。取引ベース収益は10％減少したが、米ドル建てでは６％増加した。こ

れは、保険及び年金保険、オルタナティブ投資及び株式商品からの収益が増加したためである。受取利息は

５％増（米ドル建てでは24％増）の７億2,900万スイス・フランとなった。これは、証券ベース貸付及び抵当

貸付の顧客残高が増加したことと、貸付商品の利回りの上昇によるものであった。更に2011年度には、実効利

率法に基づく予測将来キャッシュ・フローを適切に反映するために、売却可能ポートフォリオの不動産担保

証券に関して、2,000万スイス・フランをその他の包括利益から再分類したことによるプラスの調整額が含ま

れていた。この調整額は過去においては重大な金額ではなかった。トレーディング収益は21％減（米ドル建て

では７％減）の４億5,000万スイス・フランとなった。これは、課税債券及び地方債のトレーディング収益の

減少によるものであり、仕組債のトレーディング収益の増加により一部相殺されている。その他の収益は84％

増の１億300万スイス・フランとなった。これはUBSバンクUSAの売却可能ポートフォリオの金融投資の売却に

よる実現利得が、前年度の400万スイス・フランに対し、8,100万スイス・フラン増加したためである。これら

の利得は、リスク管理を目的として当行の運用方針のパラメーターの範囲内で投資ポートフォリオのリバラ

ンスを実施した結果である。更に、2010年度のその他の収益には、シカゴ・オプション取引所の株式会社化に

係るウェルス・マネジメント・アメリカズ持分からの利得700万スイス・フランが含まれていた。

営業費用

営業費用は、人件費以外の費用が減少したため、2010年度の56億9,400万スイス・フランから16％減の47億

6,000万スイス・フランとなった。米ドル建てでは１％の減少であった。2011年度の営業費用には1,000万スイ

ス・フラン、2010年度には１億6,200万スイス・フランの事業再編費用が含まれていた。

2011年度の人件費は、前年度の42億2,500万スイス・フランを９％下回る38億4,000万スイス・フランで

あった。人件費に含まれる事業再編費用は、2010年度の3,500万スイス・フランに対し、2011年度は500万スイ

ス・フランであった。米ドル建てでは、人件費は７％増加した。この増加は、収益の増加に伴ってファイナン

シャル・アドバイザー報酬が13％増加したことと、ファイナンシャル・アドバイザーの採用に関連する報酬
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支払義務及び前払金のための費用が６％増加したことによる。給与及びその他の人件費は15％減少したが、米

ドル建てでは2010年度とほぼ同じであった。2011年12月31日現在の前払報酬の残高は、2010年12月31日現在か

ら15％増の35億8,400万スイス・フランであったが、米ドル建てでは14％増加した。この増加には、グロースプ

ラス・プログラムの第二回目のトランシュに関連して2011年度初期に行った予定通りの支払額が含まれてい

る。前払報酬は、従業員の契約の存続期間にわたり、定額法で償却される。

人件費以外の費用は、2010年度の14億7,000万スイス・フランから37％減の９億2,000万スイス・フランで

あった。米ドル建てでは26％増加した。人件費以外の費用に関連する事業再編費用は、前年度の１億2,700万ス

イス・フランに対して、2011年度は500万スイス・フランであった。一般管理費は36％（米ドル建てでは

24％）減少した。これは、訴訟引当金が３億2,000万スイス・フランから7,000万スイス・フランまで減少した

ことと、不動産の評価減に関連する事業再編費用の減少によるものであった。この減少は、専門家費用（弁護

士費用及びコンサルティング料）の増加により一部相殺された。減価償却費は50％（米ドル建てでは41％）

減少した。これは、不動産の減損に関連して事業再編費用が減少したことと、コーポレート・センターの共通

業務からの配分が減少したことによるものであった。

運用資産の動向

新規純資金

新規純資金は、前年度の61億スイス・フランの流出に対して、2011年度は121億スイス・フランの流入で

あった。かかる回復は、経験豊富なファイナンシャル・アドバイザーの採用による流入額の増加と、ファイナ

ンシャル・アドバイザーの削減による流出額の減少を含む、ファイナンシャル・アドバイザーの正味の採用

からの純資金流入額が増加したためであった。UBSに１年超勤めているファイナンシャル・アドバイザーから

の新規純資金は引き続きプラスであったが、2010年度より減少した。利息及び配当収入を算入すると、ウェル

ス・マネジメント・アメリカズの新規純資金流入額は、2010年度の130億スイス・フランに対し、2011年度は

304億スイス・フランであった。

運用資産

ウェルス・マネジメント・アメリカズの2011年12月31日現在の運用資産は、2010年12月31日現在の6,890億

スイス・フランを３％上回る7,090億スイス・フランであった。米ドル建てでは、利息及び配当収入を含むプ

ラスの新規純資金が、市場動向の低迷により一部相殺された結果、運用資産は２％増加した。2011年12月31日

現在の運用勘定資産は、１年前から７％増の1,900億スイス・フランであった。米ドル建ての運用勘定資産は

６％増加し、運用資産に占める割合は、2010年12月31日現在の26％に対して27％となった。

運用資産の粗利益率

運用資産の粗利益率は、2010年度の80ベーシス・ポイントから、2011年度には79ベーシス・ポイントに低下

した。この低下は、平均運用資産の３％減に対し、収益が５％減少した結果である。米ドル建てでは、運用資産

の粗利益率は２ベーシス・ポイント上昇して、2011年度は80ベーシス・ポイントとなった。この上昇は、平均

運用資産の10％増に対し、収益が12％増加した結果である。受取利息純額、受取報酬及び手数料純額並びにそ

の他の収益の増加は、粗利益率にそれぞれ１ベーシス・ポイント寄与したが、トレーディング収益の減少に伴

う１ベーシス・ポイントの低下により一部相殺されている。

グローバル・アセット・マネジメント

営業実績

2011年度の業績

2011年度の税引前利益は、2010年度の５億1,600万スイス・フランに対し、４億2,800万スイス・フランで

あった。運用手数料純額の減少と、主にオルタナティブ投資及びクオンツ投資における実績報酬の減少は、費

用の減少によって部分的にしか相殺されなかった。費用には、コスト削減プログラム及びINGインベストメン

ト・マネジメントのオーストラリア事業の買収の両方に関連する事業再編費用2,600万スイス・フランが含

まれていた。

営業収益
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営業収益合計は、2010年度の20億5,800万スイス・フランに対し、2011年度は18億300万スイス・フランで

あった。この減少は、市場動向の低迷と、ほぼ年間を通してスイス・フラン高であったことにより、平均運用資

産が減少した結果である。実績報酬も、特にオルタナティブ投資及びクオンツ投資において減少した。

営業費用

営業費用合計は、2010年度の15億4,200万スイス・フランに対し、2011年度は13億7,500万スイス・フランで

あった。これは主に人件費の減少と一般管理費の減少によるものであり、これらはいずれも、スイス・フラン

高とコスト削減プログラムに伴う経費削減が一因となった。2011年度には合計2,600万スイス・フランの事業

再編費用を計上したが、このうち1,900万スイス・フランはコスト削減プログラム、700万スイス・フランは

INGインベストメント・マネジメントの事業の買収に関するものであった。

人件費は、2010年度の10億9,600万スイス・フランに対し、2011年度は９億5,500万スイス・フランであっ

た。これは主に、利益が減少した結果、変動報酬の見越計上が減少したことと、スイス・フラン高、及びコスト

削減プログラムに伴う経費削減によるものであった。

一般管理費は、2010年度の４億スイス・フランに対し、2011年度は３億7,500万スイス・フランであった。こ

れは主に、建物費用、IT及び広告費用の減少、並びに過去の事業閉鎖に関して以前計上した費用900万スイス・

フランの戻入によるものであった。

他の事業部門への正味費用請求額は、2010年度の500万スイス・フランに対し、2011年度は100万スイス・フ

ランであった。

運用資産の動向

新規純資金

マネー・マーケット・フローを除き、2011年度における第三者からの新規純資金流入額は122億スイス・フ

ランであり、2010年度の純資金流入額は162億スイス・フランであった。2011年度におけるUBSのウェルス・マ

ネジメント事業の顧客からの純資金流出額は31億スイス・フランであり、2010年度の純資金流出額は81億ス

イス・フランであった。UBSのウェルス・マネジメント事業からのフローには、ウェルス・マネジメント＆ス

イス・バンクからグローバル・アセット・マネジメントへの以下の２つの資産運用とリサーチに関する責任

の移管が含まれている。18億スイス・フランのマルチ・マネジャー・オルタナティブ・ファンドが、オルタナ

ティブ及びクオンツ投資に移管され、29億スイス・フランのプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・

ファンズがインフラ及びプライベート・エクイティに移管された。ウェルス・マネジメント＆スイス・バン

クが当該ファンドの顧客に対する助言を継続しているため、これらの資産は、両事業部門で運用資産として計

上されている点に注意が必要である。

第三者からのマネー・マーケットの純資金流入額は、2010年度の20億スイス・フランに対して、２億スイス

・フランとなった。UBSのウェルス・マネジメント事業の顧客からのマネー・マーケットの純資金流出額は、

2010年度の83億スイス・フランに対して、50億スイス・フランとなった。

運用資産

運用資産合計額は、2010年12月31日現在の5,590億スイス・フランから、2011年12月31日現在は5,740億スイ

ス・フランまで増加した。これは主にINGインベストメント・マネジメントの事業の買収に伴う250億スイス

・フランの増加によるものであり、市場動向の低迷により一部相殺されている。当該買収前の合意に基づき、

買収した運用資産の一部は2012年度上半期に売却又は償還される。このような追加の活動により、買収した運

用資産のおよそ半分が2012年度上半期中に正味で売却される見込みである。

当年度中、運用資産はかなり変化したが、市場の変動や為替の動きにより、平均としては前年度を下回った。

2011年通年では、運用資産に対する為替の影響は均一であったが、市場動向の低迷がプラスの新規純資金を相

殺し、更に上回った。

運用資産の粗利益率

粗利益率は、2010年度の36ベーシス・ポイントに対し、2011年度は33ベーシス・ポイントであった。これは

主にオルタナティブ投資及びクオンツ投資の実績報酬の減少を反映したものである。

事業分野別業績
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従来型運用業務

収益は、2010年度の12億5,900万スイス・フランに対し、2011年度は10億9,700万スイス・フランとなった。

この減少の大部分は、市場動向の低迷と、ほぼ年間を通してスイス・フラン高となったことにより、平均運用

資産が減少した結果である。

粗利益率は、2010年度の25ベーシス・ポイントに対し、23ベーシス・ポイントとなった。これは主に資産構

成の変化によるものであった。

新規純資金流入額は、前年度には42億スイス・フランの流入額を計上したのに対し、2011年度は計上がな

かった。マネー・マーケット・フローを除くと、新規純資金流入額は、前年度の106億スイス・フランに対し、

47億スイス・フランであった。株式部門の純資金流入額は、前年度の75億スイス・フランに対し、47億スイス

・フランであった。債券部門の純資金流入額は、前年度の97億スイス・フランに対し、57億スイス・フランで

あった。マルチアセット部門の純資金流出額（オルタナティブ投資及びクオンツ投資、グローバル不動投資産

又はインフラ及びプライベート・エクイティによる運用ではないオルタナティブ投資に関連するフローを含

む。）は、前年度の66億スイス・フランに対し、57億スイス・フランであった。

運用資産は、2010年12月31日現在の4,870億スイス・フランに対し、2011年12月31日現在は4,970億スイス・

フランであった。この増加は主にINGインベストメント・マネジメントの事業の買収によるものであり、市場

動向の低迷により一部相殺されている。マンデートの種類別では、運用資産のうち1,410億スイス・フランは

株式運用、1,410億スイス・フランは債券、920億スイス・フランはマネー・マーケット、1,230億スイス・フラ

ン（オルタナティブ投資及びクオンツ投資、グローバル不動産投資又はインフラ及びプライベート・エクイ

ティによる運用ではないオルタナティブ投資60億スイス・フランを含む。）はマルチアセットに関するもの

であった。

オルタナティブ投資及びクオンツ投資

2011年度の収益は、前年度の３億2,500万スイス・フランに対し、２億5,300万スイス・フランであった。こ

れは主に実績報酬が5,000万スイス・フラン減少したことによるものであり、同時に粗利益率も88ベーシス・

ポイントから76ベーシス・ポイントに低下した。運用手数料も、主に平均運用資産の減少に伴って減少した。

新規純資金流出額は、前年度の32億スイス・フランから８億スイス・フランとなった。このフローには、マ

ルチ・マネジャーによるオルタナティブ・ファンドの運用とリサーチに関する責任がウェルス・マネジメン

ト＆スイス・バンクから移管されたことに関する18億スイス・フランが含まれている。

運用資産は、2010年12月31日現在の340億スイス・フランに対し、2011年12月31日現在は310億スイス・フラ

ンであった。グローバル・アセット・マネジメント内で実施されたインフラ事業及びプライベート・エクイ

ティ・ファンド・オブ・ファンズ事業からインフラ及びプライベート・エクイティへの移管（2011年７月１

日付）は、上述したウェルス・マネジメント＆スイス・バンク事業部門からの移管により、一部相殺された。

グローバル不動産投資

収益は、前年度の２億5,800万スイス・フランに対し、２億6,300万スイス・フランであった。これは主に、取

引手数料及び実績報酬の増加が、スイス・フラン高による為替の影響を相殺し、更に上回ったためである。結

果として、粗利益率は68ベーシス・ポイントから72ベーシス・ポイントまで上昇した。

新規純資金流入額は、2010年度の６億スイス・フランに対し、16億スイス・フランであった。

運用資産は、主として新規純資金流入額により、2010年12月31日現在の360億スイス・フランから、2011年12

月31日現在では380億スイス・フランまで増加した。

インフラ及びプライベート・エクイティ

収益は、前年度の1,400万スイス・フランに対し、2,400万スイス・フランであった。この増加は、UBSイン

ターナショナル・インフラストラクチャー・ファンドに対する共同投資からの一時的分配手数料と、オルタ

ナティブ投資及びクオンツ投資からのインフラ事業及びプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファ

ンズ事業の移管が主な要因であった。この移管の結果、この事業分野の名称は、インフラ及びプライベート・

エクイティに変更された。

新規純資金流入額は、前年度の１億スイス・フランに対し、35億スイス・フランであった。これは主に、ウェ

ルス・マネジメント＆スイス・バンク事業部門からプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズ

事業の運用とリサーチに関する責任が移管された結果生じた29億スイス・フランの流入によるものであっ

た。
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運用資産は、2010年12月31日現在の10億スイス・フランに対し、2011年12月31日現在は80億スイス・フラン

であった。この増加は、主として、上述したウェルス・マネジメント＆スイス・バンク事業部門からの移管と、

グローバル・アセット・マネジメント内で実施したインフラ事業及びプライベート・エクイティ・ファンド

・オブ・ファンズ事業のオルタナティブ投資及びクオンツ投資からの移管（2011年７月１日付）に関するも

のであった。

ファンド・サービス

収益は、前年度の２億200万スイス・フランに対し、１億6,500万スイス・フランであった。これは主に、管理

資産の平均金額の減少に伴う管理報酬の減少と、受取利息の減少によるものであった。

管理資産に対する粗利益率は、前年度の５ベーシス・ポイントに対し、４ベーシス・ポイントであった。

新規管理資産の純流出額は、前年度の８億スイス・フランに対して、55億スイス・フランとなった。

管理資産総額は、3,900億スイス・フランから3,750億スイス・フランとなった。これは市場動向の低迷と為

替の影響及び純資金流出額によるものであった。

運用実績

2011年度はマクロ経済の不確実性が広範囲に及んで市場のボラティリティが高まり、ファンダメンタル分

析に基礎を置くマネジャーにとっては厳しい年となった。従来型ストラテジーのアクティブ運用はこの環境

下で苦闘したが、オルタナティブ・ストラテジーは全般的に好調であった。

コア／バリュー株式ストラテジーは、2011年度は全般的にベンチマークの実績を下回った。これは、特に第

３四半期の困難な市場により、ポジションが不利になったことが主な要因であった。主要なグローバル、ヨー

ロッパ及び米国の大型株ストラテジーはベンチマーク及びピアグループの平均を下回った。一方、集中型汎

ヨーロッパ・ストラテジーは、ほとんどのアジア及び新興市場ストラテジーと同様、ベンチマーク及びピアグ

ループの平均を上回った。特に、集中型汎ヨーロッパ、新興市場及びグローバル・サステナブル・レスポンシ

ブル・ストラテジーは全て、過去３暦年の各年においてそれぞれのベンチマークを上回った。小型株ストラテ

ジーの中では、2011年度はオーストラリアの実績が特に好調で、ヨーロッパ及びスイスの小型株と同様、やは

り過去３暦年の各年においてベンチマークを上回った。過去３年間において、主要なグローバル、グローバル

（米国を除く）、汎ヨーロッパ、アジア、新興市場及びオーストラリアの大型株は、年換算ベースでそれぞれの

ベンチマークを明らかに上回った。一方、米国大型株はベンチマークを下回った。

2010年度に好調であったグロース株ストラテジーは、2011年度はそれに匹敵する利益を挙げるため苦闘し

た。最も重要な米国大型株セレクト・ストラテジーは、2011年度はベンチマークをやや下回ったにもかかわら

ず、ピアグループはかなり上回った。特に、ベンチマークとピアグループを上回ったのは米国小型株グロース

で、過去３暦年の各年においてベンチマークを上回った。主要なグロース株ストラテジーの大部分は、2011年

末までの３年間において、ベンチマークをかなり上回った。

ストラクチャード・エクイティ・ストラテジーの2011年度実績は入り混じったものとなった。一部のグ

ローバル、米国、英国及び日本のアクティブ・ストラテジーはベンチマークを上回った。米国アクティブ（ク

オンツ大型株ストラテジー）の実績は、ベンチマークとピアグループを十分上回り、過去３暦年の各年におい

てベンチマークを上回った。米国市場ニュートラル（オルタナティブ・ファンダメンタルベース大型株スト

ラテジー）は、2011年度は現物株式を上回る堅調なプラスのリターンを上げた。アクティブ・ストラクチャー

ド・エクイティ・ストラテジーの大部分は、３年間にわたってベンチマークを上回った。パッシブ・ストラテ

ジー及び上場ファンドは、市場の不安定さにもかかわらず高い追跡精度を維持して、2011年度の目標値を達成

した。

2011年度の債券市場を支配した要因は、ヨーロッパ周辺国のソブリンを取り巻く不確実性であった。当事業

部門の債券ストラテジーの多くが2011年度はベンチマークを下回ったが、３年間の実績は比較的好調を維持

した。この１年間の低迷はほとんどの地域及びストラテジーで一貫しており、従来型グローバル・ストラテ

ジーと地方債ストラテジー（オーストラリア、カナダ、スイス、英国及び米国等）の両方において、またいくつ

かの広範な部門（新興市場、ハイ・イールド及びアジア債券）において明らかであった。高アルファ・ストラ

テジー（グローバル・フィクスト・インカム・オポチュニティー及び米国コア・プラス等）の一部、及び個

別地域ストラテジー（ユーロ企業及び日本債券等）の一部は、2011年度はベンチマークを上回った。多くのス

トラテジーが2011年度はピアグループの平均を下回ったが、ピアグループにおける３年間の順位は上昇した。

マネー・マーケット・ファンドは、引き続き元本確保の目標を達成した。
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グローバル・インベストメント・ソリューションズ部門が運用する主要なマルチアセット・ストラテジー

の絶対的パフォーマンスは、2011年度はマイナスとなり、相対的パフォーマンスはベンチマークをわずかに下

回った。長期実績は好調を維持し、主要ストラテジーの大部分は３年間にわたってピアグループの上位４分の

１以内を維持した。2011年度上半期の堅調な実績を受けてストラテジーのポジションは下半期には守勢に

回ったが、これが市場の反発に伴い相対的パフォーマンスを下げる結果となった。単独型アクティブ通貨スト

ラテジーのリターンは１年間ではマイナスであったが、より長期ではプラスであった。

グローバル・インベストメント・ソリューションズ部門が運用する絶対収益ストラテジーは引き続きポジ

ションを強化しており、３年間にわたってピアグループの上位４分の１以内を維持している。景気循環重視ス

トラテジーの実績は堅調で、１年間の実績はほぼ横ばいとなり、ピアグループの上位４分の１以内を維持し

た。転換社債ストラテジーは、絶対的、相対的いずれも全体的に困難な年となったが、長期業績は好調を維持し

た。

オルタナティブ投資及びクオンツ投資では、ヘッジ・ファンドが引き続き困難な市場環境をうまく切り抜

けた。オコナーのシングル・マネジャー・ファンドはプラスの収益を上げ、絶対的及びリスク調整後ベースで

ほとんどのピアグループ会社の実績を上回った。マルチ・マネジャー業務の収益は、ストラテジー毎にまちま

ちであった。市場中立型以外のポートフォリオの実績はわずかにマイナスとなったが、相対的価額及び債券裁

定取引型ポートフォリオの当年度の実績はプラスとなった。

グローバル不動産部門では、直接ヨーロッパ・ストラテジーの大半が、2011年度にはプラスの絶対収益を上

げた。スイス・コンポジットの2011年度の実績はベンチマークを上回った。英国の最重要ファンドの2011年度

の実績はベンチマークを上回り、ピアグループの上位４分の１以内を維持した。米国の不動産及び農地ストラ

テジーは、2011年度において好調な絶対収益を上げた。日本では、最重要J-REITの実績はベンチマークを下

回った。不動産証券ストラテジーでは、グローバル・ストラテジーの実績がベンチマークを下回ったが、スイ

スの最重要ストラテジーはベンチマークを上回った。マルチ・マネジャー・ストラテジーの当年度の絶対リ

ターンはプラスとなった。

インフラ及びプライベート・エクイティ部門では、2011年６月に世界最大のオフショア・ガス輸送システ

ムであるガスレッドの重要な持分を取得したが、これにより最も重要な直接インフラ・ストラテジーが、ほぼ

完全に投資された。この戦略の実績は収益目標に合致するものとなった。インフラストラクチャー・ファンド

・オブ・ファンズ・ストラテジーの実績は年間を通じて上昇した。プライベート・エクイティ・ファンド・

オブ・ファンズ・ストラテジーの実績はほぼ期待に沿うものとなった。

インベストメント・バンク

営業実績

2011年度の業績

2011年度の税引前収益は、2010年度の21億9,700万スイス・フランに対し、１億5,400万スイス・フランで

あった。2011年度における自己クレジット利得15億3,700万スイス・フラン及び不正取引事件に関する損失18

億4,900万スイス・フラン、並びに2010年度における自己クレジット損失５億4,800万スイス・フランを除く

と、2011年度の税引前収益は、2010年度の27億4,500万スイス・フランに対し、４億6,600万スイス・フランで

あった。これは、全ての事業分野における収益の減少と、スイス・フラン高によるものであった。

営業収益合計の報告額

2011年度の営業収益合計は、前年度の120億1,000万スイス・フランを25％（米ドル建てでは11％）下回る

90億4,000万スイス・フランであった。当年度中、株式部門において不正取引事件による損失18億4,900万スイ

ス・フランが発生した。当年度は、堅調なスタートを切った後、ユーロ圏の不安定性の高まりと米国債の格下

げにより流動性が不足してクレジット業務に影響を与えたが、一方でマクロ業務はボラティリティの高まり

から恩恵を受けた。更に、取引高の減少と顧客活動の減退が株式部門に影響を与えた。

貸倒引当金繰入額／戻入額

2010年度には正味貸倒引当金繰入額のゼロ計上となったのに対し、2011年度は1,200万スイス・フランの正

味貸倒引当金戻入額を計上した。2011年度の戻入額は、主に再分類証券及び同様の取得証券に関連するもので

あった。
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自己クレジット

公正価値での測定を指定された金融負債に関する自己クレジット利得は、2011年度は15億3,700万スイス・

フランであった。これは主に当年度中の当行の信用スプレッドの拡大によるものであった。2010年度には、主

に当行の信用スプレッドの縮小により、自己クレジットに関する損失５億4,800万スイス・フランを計上し

た。

事業部門別の営業収益

2011年度、当行は事業部門において２つの構造上の変更を実施した。リスク管理プレミアムを株式部門及び

FICC部門から投資銀行部門に移管したことと、コモディティ事業（以前は株式部門に計上されていた。）を

FICC部門に移管したことである。当該変更は重大なものではなく、従って部門レベルでの修正再表示は不要で

あった。しかし、事業分野別成績の説明を補足するため、関連箇所において当該変更に言及した。

投資銀行部門

2011年度の投資銀行部門の収益は、前年度の24億1,400万スイス・フランから43％減の13億7,100万スイス

・フランであった。世界資本市場における活動の減退やリスク管理プレミアム（2010年度に比べて増加し

た。）の配分の変更及びスイス・フラン高の影響が、この主な要因となった。米ドル建てでは33％の減収と

なった。

アドバイザリー業務収益は、2011年度上半期に市場がより堅調となった結果、前年度の８億4,600万スイス

・フランから14％増加して、９億6,400万スイス・フランとなった。当行の市場シェアは2010年度に比べて若

干上昇した。

資本市場業務収益は、前年度の19億9,400万スイス・フランに対し、2011年度は13億2,900万スイス・フラン

であった。この一因となったのは、ヨーロッパにおける政府債務危機が深まったことと、米国の経済成長の鈍

化が市場活動の水準を低下させたことであった。株式資本市場業務の収益は、前年度の10億2,000万スイス・

フランから44％減の５億7,400万スイス・フランとなった。これは、米ドル建て手数料収入プールの25％減に

対し、全ての地域で収益と市場シェアが低下したためであった。債券資本市場業務の収益は、米ドル建ての市

場手数料収入プールが12％増加した一方で市場シェアが低下したため、前年度の９億7,400万スイス・フラン

から22％減の７億5,500万スイス・フランとなった。

その他の手数料収入及びリスク管理収益は、前年度のマイナス４億2,600万スイス・フランに対し、2011年

度はマイナス９億2,100万スイス・フランとなった。この減少は、リスク管理プレミアムの増加及び投資銀行

部門への同プレミアムの配分変更によるものであった。

証券部門

証券部門の収益は、2010年度の101億4,400万スイス・フランに対し、2011年度は79億6,900万スイス・フラ

ンであった。米ドル建てでは７％の減収となった。

株式部門

株式部門の収益は、主にスイス・フラン高により、2010年度の44億6,900万スイス・フランから17％減の36

億9,800万スイス・となった。米ドル建てでは２％の減収であった。

現物株式業務の収益は、前年度の17億7,600万スイス・フランから17％減の14億8,000万スイス・フランで

あった。米ドル建てでは２％の減収であった。この減少は、主に取引高と顧客活動の減少によるものであった。

ただし、現物株式取引市場における当行のシェアは2010年度に比べて若干上昇した。

デリバティブ及び株式連動収益は、前年度の15億8,000万スイス・フランに対し、2011年度は10億3,500万ス

イス・フランであった。ヨーロッパ・中東・アフリカ地域におけるデリバティブ収益の減少は、アジア太平洋

地域及び南北アメリカ地域での増収分を相殺して更に上回った。これに加えて、トレーディング収益は市場に

おけるボラティリティの継続の影響を受けた。株式連動収益は、株価と取引高が低下したことと、発行市場に

おける活動の減退が流通市場に影響を与えたことにより、減少した。

プライム・サービス業務の収益は、当行の残高の大部分が米ドル建てのところにスイス・フラン高となっ

たため、３％減の10億900万スイス・フランとなった。証券貸付業務収益が改善された結果、米ドル建ての収益

は15％増加した。

その他の株式業務収益は、主に上述したリスク管理プレミアムの配分変更により、前年度の7,700万スイス
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・フランから１億7,500万スイス・フランとなった。自己勘定取引業務の収益は、2010年度よりは減少したも

のの、プラスを維持した。

フィクスト・インカム・カレンシー・コモディティ（FICC）部門

FICC部門の収益は、主にスイス・フラン高により、前年度の56億7,500万スイス・フランから25％減の42億

7,100万スイス・フランとなった。米ドル建てでは11％の減収であった。クレジット業務、マクロ業務及び新興

市場を合算した収益は、前年度の50億9,300万スイス・フランから11％減の45億5,800万スイス・フランと

なったが、マクロ業務の業績が改善したため、米ドル建てでは６％増加した。

クレジット業務の収益は、主にフロー業務の時価評価損失により、2010年度の23億400万スイス・フランか

ら15億4,800万スイス・フランまで減少した。ユーロ圏や世界の経済見通しに関する懸念が市場の変動、流動

性及び顧客活動に大きな影響を与え、フロー・トレーディングにとっては厳しい状況となったが、クレジット

・ソリューションズの業績が上向いたことで一部相殺された。

マクロ業務の収益は、2010年度の22億6,800万スイス・フランから26億1,500万スイス・フランまで増加し

た。収益は金利業務の全てのラインで増加した。外国為替業務は、2011年度下半期の市場の変動や、当行の新し

い電子株取引プラットフォームから恩恵を受けた。非線型金利取引業務収益は、前年度のマイナス計上から

2011年度にはプラス計上に転じた。

新興市場業務の収益は、前年度の５億2,100万スイス・フランから３億9,500万スイス・フランまで減少し

た。これは、クレジット業務及び金利業務の減収分が、外国為替業務の増収分を相殺し、更に上回ったためであ

る。ラテンアメリカでは収益が改善したが、アジアとヨーロッパはともに減収となった。

その他のFICC部門の収益は、主に残余リスク・ポジションからの損失により、2010年度のプラス５億8,100

万スイス・フランから、2011年度はマイナス２億8,800万スイス・フランとなった。2011年度の収益には、残余

リスク・ポジションからのマイナス２億9,600万スイス・フラン（2010年度はプラス７億3,700万スイス・フ

ラン）が含まれていたが、これは、モノライン保険会社との間で一時金換算の可能性について原則的合意に達

した後の信用評価調整スプレッドの拡大と信用評価調整額の増加によるものであった。

当行は、デリバティブ・ポートフォリオに関する借方評価調整により、2010年度には１億5,500万スイス・

フランの利益を計上したのに対し、2011年度は２億4,400万スイス・フランの利益を計上した。これは、UBSの

クレジット・デフォルト・スワップのスプレッドが両期間において拡大したためであった。

営業費用

2011年度の営業費用合計は、主にスイス・フラン高により、前年度の98億1,300万スイス・フランから９％

減の88億8,600万スイス・フランとなった。コスト削減プログラムに付随する事業再編費用２億1,600万スイ

ス・フランを除くと、営業費用は12％減少した。米ドル建てでは営業費用は４％増加した。

人件費は、前年度の67億4,300万スイス・フランから14％減の58億100万スイス・フランとなった。これは、

変動報酬の見越計上額の減少と、スイス・フラン高の有利な影響によるものであった。更に、2010年度の人件

費には、英国銀行賞与特別税にかかる費用１億9,000万スイス・フランが含まれていた。

一般管理費は、前年度の26億9,300万スイス・フランから26億3,700万スイス・フランまで減少した。これ

は、スイス・フラン高と英国の付加価値税の戻入によるものであり、英国銀行税１億600万スイス・フランに

より一部相殺されている。

他の事業部門からの正味費用請求額は、前年度の6,400万スイス・フランに対し、2011年度は１億6,100万ス

イス・フランであった。これは、2011年度初期に、インベストメント・プロダクツ＆サービス部門の形成の一

環として約280名がウェルス・マネジメント＆スイス・バンクへ異動となったためである。

2011年度の減価償却費は、主にITハードウェアの減価償却費の減少により、2010年度の２億7,800万スイス

・フランから９％減の２億5,400万スイス・フランとなった。

無形資産償却費は、2010年度と同水準の3,400万スイス・フランであった。

コーポレート・センター

2011年度の業績

コーポレート・センターの税引前損益は、2010年度は７億9,500万スイス・フランの利益を計上したのに対

し、2011年度は３億6,300万スイス・フランの損失計上であった。これはSNBスタブファンド株式を取得する当
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行オプションの価値の低下と、2011年度における不動産売却益の減少を主に反映している。

営業収益

コーポレート・センターの営業収益は、2010年度には11億3,500万スイス・フランのプラス計上であった

が、2011年度は8,000万スイス・フランのマイナス計上となった。SNBスタブファンド株式を取得する当行オプ

ションの再評価により2011年度に１億3,300万スイス・フランの損失を計上したが（2010年度は７億4,500万

スイス・フランの利益を計上した。）、これは予測キャッシュ・フローの減少と、ファンド資産のリスク・プ

レミアムの増大を反映したものであった。

事業部門への配分後にコーポレート・センターに残存する資金業務関連収益は、2010年度には１億5,200万

スイス・フランの利益計上であったのに対し、2011年度は3,800万スイス・フランの利益計上となった。更に、

2010年度の収益には、ニューヨークに事務所スペースを保有する関連会社に対する投資の売却に係る利得１

億8,000万スイス・フラン及びスイスの不動産の売却による利得１億5,800万スイス・フランが含まれていた

のに対し、2011年度の収益にはスイスの不動産の売却による利得7,800万スイス・フランが含まれていた。

営業費用

コーポレート・センターの営業費用は、事業部門にサービスを配分する前の合計ベースでは、2010年度の82

億200万スイス・フランから77億6,200万スイス・フランまで減少した。この減少は、スイス・フランに対する

米ドルと英ポンドの値下りによる為替差益６億4,700万スイス・フランに加え、UBSの不動産統合戦略の実行

とIT費用の削減に伴う約４億スイス・フランの効率性向上イニシアチブ及びその他のコスト削減プログラム

の効果によるものであった。これは、事業再編費用１億9,600万スイス・フラン、技術への集中的投資、規制要

件の拡大に対応するために必要となった管理部門の能力拡大、及びコーポレート・センターにおける継続的

なサービスの統合に伴う約４億スイス・フランの費用の増加により一部相殺された。

人件費は前年度から１億8,600万スイス・フラン減の36億8,400万スイス・フランとなった。これは主に為

替差益２億9,800万スイス・フランによるものであり、2011年度下半期のコスト削減プログラム、規制要件に

対応する能力の拡大、及び他の事業部門からの従業員の異動に伴う従業員関連の事業再編費用5,500万スイス

・フランにより一部相殺されている。

一般管理費は、為替差益３億スイス・フランが、コスト削減プログラムの一環として行った不動産ポート

フォリオの統合による事業再編費用１億1,300万スイス・フランにより一部相殺されたため、前年度の33億

5,100万スイス・フランから１億7,200万スイス・フラン減少した。更に、効率性向上イニシアチブ及びその他

のコスト削減の効果は、上述の業務需要の増大（グループ・テクノロジーに影響を与えた。）及びコーポレー

ト・センターにおけるサービスの統合により相殺された。

減価償却費は、主に為替差益4,900万スイス・フランと減損損失の戻入により、前年度から8,100万スイス・

フラン減の７億2,800万スイス・フランとなった。この減少は、主に上述した2011年度における不動産の統合

に関連する事業再編費用2,800万スイス・フランにより一部相殺された。

事業部門に請求された共通業務費用純額は、前年度を３億8,000万スイス・フラン下回る74億7,900万スイ

ス・フランであった。事業部門への配分後に残存する営業費用合計は、前年度の３億4,300万スイス・フラン

に対し、２億8,300万スイス・フランであった。この減少は、2011年度における付加価値税引当金の取崩2,200

万スイス・フランと変動報酬の見越計上額の戻入1,900万スイス・フランによるものであった。更に、2011年

度の費用には、訴訟引当金の減少が含まれており、インベストメント・バンク及び「大き過ぎてつぶせない」

(too-big-to fail)プログラムから移管されたSNBスタブファンドの投資管理チームに関する追加費用により

一部相殺されている。

従業員

2011年度末現在のコーポレート・センターの従業員数は19,270名であり、このうち18,996名は、使用した

サービスに基づいて各事業部門に配分された。前年度からの202名の減少は、主に上述した2011年度下半期の

コスト削減プログラムに関するものであり、規制要件の追加への対応に要した人員増と、コーポレート・セン

ターにおけるサービスの統合を進めたことにより一部相殺された。

残りの274名は、グループのガバナンス部門及びその他のコーポレート項目に関連する従業員であった。前

年度からの80名の増加は、主にインベストメント・バンク及び「大き過ぎてつぶせない」プログラムから移

管されたSNBスタブファンドの投資管理チームに関連する従業員であった。
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２【生産、受注及び販売の状況】

該当事項なし。

３【対処すべき課題】

UBSは、あらゆる事業分野で激しい競争に直面している。当行は、スイス国内外において、資産運用会社、商業

銀行、投資銀行及びプライベート・バンキング、ブローカー並びにその他の金融サービス提供会社と競争関係

に立つ。競合会社には、現地の銀行のみならず、UBSとその規模及び提供業務が類似する世界的な金融機関が含

まれる。

また、世界的な金融業部門における統合の流れは、新たな競争を生み出し、商品及び業務範囲の拡大並びに

資本調達の増加及び効率性の上昇により、価格に大きな影響を与える可能性がある。

４【事業等のリスク】

本項には将来に関する事項が含まれているが、当該事項は2011年12月31日現在において判断したものであ

る。

以下の記載を含む一定のリスクは、当行の戦略遂行の可否に影響するかもしれず、当行の事業活動、財政状

況、業績及び見通しに直接影響するかもしれないものである。当行のような広範な基盤を持つ国際的な金融

サービス企業のビジネスは、本質的に、事後的にのみ明らかとなるリスクにさらされるため、現在当行が認識

していない又は重大であると考えていないリスクもまた、当行の事業活動、財務状況、業績及び見通しに重大

な影響を及ぼす可能性がある。以下のリスク要因の記載順は、その発生可能性又は財務面の影響の潜在的な重

大さの順を示すものではない。

規制及び法制変更は、当行の事業及び当行の事業戦略上の計画を実行する能力に悪影響を及ぼす可能性があ

る。

金融機関に影響を与える法令等の根本的な変更は、当行の事業に重大な悪影響を及ぼしうる。近年の金融危

機を受けて、また世界的な金融市場の現在の不安定さに鑑み、監督機関、規制当局及び立法関係者は、さまざま

な法令等の変更について、提案や採用を行ってきており、また積極的に検討を続けている。対応策は、一般的

に、認識済みの危機の原因について対処をするためのものや、主要金融機関が引き起こすシステミック・リス

ク（金融システム全体が連鎖的に機能不全に陥るリスク）を制限するためのものである。そうした対応策に

は以下のものがある。

－　著しく厳格な自己資本比率規制

－　UBS及び他の銀行が発行する特定の資本調達商品の資本の取扱い方等における必要自己資本の定義及び算

定方法の変更

－　リスク加重資産の計算方法の変更（RWA）

－　新たな又は著しく強化された所要流動性

－　活動が行われる及び登記されているさまざまな法域において流動性と資本基盤を維持するための要件

－　主要取引又は及びその他の活動における制限

－　新たな免許、登録及びコンプライアンス規制

－　リスク集中及びリスクの最高水準の制限

－　資産の増加を効果的に制限する税金及び賦課金

－　報酬に関する追加的な要件について抑制、課税又は強制するさまざまな措置

－　システミック・リスクを縮減し、主要な金融機関をより容易に縮小又は解体できるように策定された構造

変化及びその他の変更を採用するための要件

これまでに多くの措置が採用され、それらは今後数年の間に実施されていくことになる。場合によっては法

令化や規制当局による規則の追加が行われたうえで実施に至ることもあると思われる。従って、上記の措置に

ついては実施の時期や方法も含め、かなり不確実な面もある。

かかる取組みを調整するための規制当局の試みにもかかわらず、提案内容は法域によって異なるため、世界

的な金融機関に対しては、事業運営が困難になるほど強化された規制が課される可能性がある。また、法域間

で規制方法が調整されていないと、UBSなど特定の銀行は、規制のより緩やかな金融機関や規制のないノンバ

ンクと競争するという不利益をこうむる可能性がある。2011年９月、スイス連邦議会は、大銀行より提起され
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た問題への対応策として、「大き過ぎてつぶせない」(too-big-to fail)法を採択し、当該法律は2012年３月

１日付で有効となった。これにより、スイスにおける規制変更への取組みは全般的に他の主要な法域よりも急

速に進んでおり、スイス金融市場監査機関（FINMA）、スイス国立銀行（SNB）及びスイス上院は、UBSなどスイ

スの主要銀行向けとして、他の主要なグローバル・バンキングの中心地で規制当局が採用、提案又は広く支持

しているものよりも著しく更に面倒で規制的な要件を実施している。スイス連邦財務省は、銀行規則及び自己

資本比率規則について提案された変更に取り組んでいる。かかる規則が確定すれば、公的に議論されているよ

うに、自己資本比率の要件が、RWAの19％より事実上高くなる結果となり得る。具体的には、事実上のより高い

所要自己資本（UBSグループ及び親会社のシステミックに関連する部門の持分レベルで満されるべきもの）

は、現在の提案どおりに実施された場合のレバレッジ比率の結果かもしれず、又はスイスおいて早期実施が計

画された、バーゼル銀行監督委員会の勧告による反周期的なバッファ要件の結果かもしれない。また、スイス

政府が提案した住宅モーゲージのリスク加重平均の変更は、当行のスイス・モーゲージ勘定の自己資本比率

を著しく増大する。

新規則は、とりわけ、一定の自己資本基準値を割り込んだ場合に発動される、重要なシステミック部門のた

めの緊急計画、回復解決計画及び介入措置に関連する条項が含まれている。かかる介入の水準は、現在の法律

のもとでの自己資本水準より高く設定されるかもしれず、銀行が、厳密なスイス要件（システミッック・リス

クをカバーするために必要となった６％で、バーゼルⅢ及び「スイス・フィニッシュ（“Swiss finish

”）」が組み合わされた結果、13%に対して追加される。）を満たすために発行しなければならない資本構造

及び資本バッファの種類によるかもしれない。スイス上院は、修正した規則を、承認のためにスイス連邦議会

に提出しなければならず、かかる規則は、2013年１月１日付で効力を生じると予想されている。

仮に、スイス国内でシステミックに関連している当行の部門が、決済不能のおそれにさらされたとしてもか

かる部門を維持することは可能であると当行が実証しえなかった場合には、FINMAは、より面倒な要求を当行

に課すと思われる。FINMAがそのような状況で講ずる可能性がある処置はまだ定義されていないが、例えば、当

行の法人体制の変更（各業務ラインをそれぞれ別法人化するとともに、UBSグループ内の資金調達や保証を制

限する可能性等。）又は事業リスクの水準を縮小するための方策が、当行に対して直接的又は間接的に要求さ

れる可能性がある。

当行が営業する他の地域での規制変更により、当行は、UBS AGの支店から子会社へと活動を移動させる必要

にさらされ、その結果、営業、リスク管理、資本及び税金の無駄のみならず、より高い現地の所要自己資本並び

に子会社の信用度に対する顧客及びカウンターパーティの潜在的な懸念を創出する可能性がある。当該変更

はまた、当行の資金調達モデルにマイナスの影響を与え、当行における帳簿上の柔軟性を厳しく制限する可能

性がある。例えば、当行の英国における営業は著しく、ロンドンを多くの種類の製品のグローバル・ブッキン

グ・センターとして利用している。英国の独立銀行委員会（ICB）は、金融の安定化及び競争を促進するため

に、銀行セクターの構造変革及び非構造変革を勧告している。提案された主要な措置は、英国におけるリテー

ル活動のリングフェンシング、リテール銀行に対するTier １普通資本の所要自己資本をRWAの３％までとす

る追加の自己資本規制、及び「ベイル・イン」条項付債務の発行を含んでいる。当該措置は、英国内に拠点を

置き又は登記された当行の事業に重大な影響を及ぼす可能性があるものの、外国銀行の営業所及び子会社に

対するかかる変更の適用可能性及びその影響は、まだ完全に明らかではない。既に当行は、当行の英国銀行子

会社であるUBSリミテッドの自己資本を増強するよう規制当局より要求されており、更には当行の帳簿実務を

変更し、UBS AGロンドン支店をインベストメント・バンクのグローバル・ブッキング・センターとして利用

することを縮小し又は消失させることさえも要求されるかもしれないと予想している。

米国のドッド・フランク法の採用もまた、当行の数多くの活動のみならず、他行の活動にも影響を及ぼす。

例えば、2012年７月付のボルカー・ルールの実施は、当行が公表した、当行がインベストメント・バンク内の

自己勘定取引事業セグメントの株式を回収するという決定の理由の一つである。他のトレーディング活動に

関しては、当行は、各トレーディング勘定における詳細な計算の指標を含むコンプライアンス規制を実施する

ことが求められ、コンプライアンス計画をグローバルに実施することを要求される可能性がある。最終的な規

則の性質及びその実施方法により、ボルカー・ルールは市場の流動性及びマーケット・メイキング活動の経

済状態へ、本質的な衝撃をもたらす可能性がある。ボルカー・ルールは、銀行とカバード・ファンド間の投資

及び他の取引活動を広く制限している。提案された施行規制は、カバード・ファンドの範囲を拡大し、米国外

でのUBSの活動を、わずかな例外のみに限ると規定する。もし提案通りに採用されたら、規制は、当行の一定の

ファンド（特に米国外でのもの）に関する活動を制限する可能性がある。

ドッド・フランク法を施行するために採用されるべき規制の多くは未だ完成していないため、米国外でUBS

により登記され又は行われている事業の全部又は一部へドッド・フランク法が及ぼす影響は、まだ完全には
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判断できない。

更に、2009年にG20加盟国は、取引所において全ての標準化された店頭デリバティブ(OTC)契約に移行し、

2012年の終わりまでにセントラル・カウンターパーティを通じて清算することを約束した。かかる約束は、米

国のドッド・フランク法を通じて実施され、また欧州連合及び他の法域の法令にも対応しており、当行の店頭

デリバティブ事業、主にインベストメント・バンクに、重大な衝撃を与える。例えば、殆どの店頭デリバティブ

のトレーディングは、中央清算モデルへと移行し、取引所又はスワップ執行施設を通じてのトレーディングは

透明性を増す。当行は、これらの主題的なマーケット変化に備えているものの、かかる変化は、大部分の市場参

加者にとって一定の業務ラインの収益可能性を縮小するおそれがあり、当行も悪影響を受ける可能性がある。

ドッド・フランク法の一端として米国のスワップ及びデリバティブ市場で採用されている規則に関連し

て、UBS AGは、米国において2012年の間はスワップ・ディーラーとしての登録が必要となる可能性がある。新

規制は登録されたスワップ・ディーラーに、実質的に新たな要件を課すものだが、米国外でのスワップ・

ディーラーの活動へのかかる規制の適用については、未だ何らの指針も発行されていない。新規則の潜在的な

適用除外は、運用上及びコンプライアンス上の多大な負担、並びに規制の潜在的な重複及び矛盾を創出し得

る。

当行は、現在米国、英国、及びスイスにおいて回復解決計画を作り出すことを求められている。ももし当局に

受け入れ難いような障害が当行の分析により認められた場合、解決計画は、構造変化への圧迫を増すものとな

る可能性がある。当該構造変化は、事業単位間の相乗作用から利益を得る当行の能力にマイナスの影響を与え

る可能性がある。

スイス及び当行が事業を行う他の法域において計画され及び予測される規制並びに立法の変化は、当行の

事業戦略上の計画を実行する能力、世界的な若しくは特定の地域における特定の事業分野の収益性又は継続

性、及び、場合によっては、他の金融機関との競争力に重大な悪影響を与える可能性がある。また、それらを実

施するには費用が高くなるおそれがあり、当行の法体制又はビジネスモデルにもマイナスの影響を与える可

能性がある。最後に、法規制上の変化に関する不確実性は、顧客と当行との関係及び魅力あるクライアント・

ビジネスにおける当行の成功にマイナスの影響を及ぼすかもしれない。

最近のスイスにおける規制要件の変更、及び当行がその活動法域において課せられている流動性要件によ

り、当行はこれまで、当行が通常行っている水準より著しく高い水準を流動性全体に維持する必要に迫られて

きた。自己資本規制の増大と同様に、より高い流動性への要求は、特定の事業、特にインベストメント・バンク

事業の魅力を損なうものであり、当行の利益を生み出す全般的な能力を低下させるかもしれない。

当行の評判は、当行の事業の成功にとって重要なものである。

当行の評判に対するダメージは、当行の事業及び将来性に重大な悪影響を及ぼしかねない。当行の評判は当

行の戦略プランの成功に不可欠なものである。評判のダメージを覆すことは困難で、その改善には時間がかか

りがちであり、対策が難しい。このことは近年の事象が示している。金融危機の間の非常に大きな損失と米国

の国際的問題及びその他の事象は当行の評判に深刻なダメージを与えた。評判へのダメージは、2008年及び

2009年において当行の資産受入れ事業全般にわたって顧客及び顧客の資産が減少したことの大きな要因であ

り、また、従業員が辞めていくのを止められなかったことの要因の一部となっている。こうした事象が当行の

財務実績に及ぼした悪影響は短期的なものもあれば、より根強いものもある。評判を回復することは、顧客、投

資家、規制当局及び一般市民との関係のみならず、従業員との関係維持にとっても重要であることを当行は認

識した。当行が2011年９月に公表した不正取引事件もまた、当行の評判に悪影響を及ぼした。これ以上評判が

傷つけば、当行の経営実績及び財務状態、更に事業戦略の目標達成能力は重大な悪影響をこうむりかねない。

当行の強固な資本基盤は、当行の戦略、顧客及び競争力のある事業基盤を支えるにあたり重要である。

BIS Tier１比率及び総自己資本比率により評価される当行の資本基盤は、(ⅰ)RWA（規制基準に従い評価さ

れ、リスク加重される、信用リスク・ポジション、非カウンターパーティに関連するリスク・ポジション、市場

リスク・ポジション及びオペレーショナル・リスク・ポジション）及び(ⅱ)適格資本により算定される。RWA

及び適格資本はいずれも変動・変更の影響を受ける。もし当行が純損失を計上すれば、必要自己資本算定上、

適格資本が低下する恐れがある。適格資本が低下する原因はほかにもある。証券化エクスポージャーの格付け

における低下、株価に直接影響する為替の不利な動き、及び特定のポジションに係る評価が不確実な場合の慎

重を期した調整などである。一方、RWAは当行の事業活動及び当行のエクスポージャーのリスク・プロファイ

ルにおける変化に左右される。例えば、市場のボラティリティの高さ、（当行のVaRの主な要因である）信用ス

プレッドの拡大、特定のポジションに対する規制上の取扱いの変更（2011年の第４四半期に採用されたバー
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ゼル2.5に従って適用された市場ストレス等)、不利な為替の動き、取引先リスクの増大、又は経済環境の悪化

などがRWAの増大につながる。適格資本の低下やRWAの増大は当行の自己資本比率を深刻に引き下げる恐れが

ある。

当行の必要自己資本の算定及びRWAの算定の要件となる水準もまた、規制要件の変更又はその解釈の影響を

受ける可能性がある。

当行はFINMAが課した規制上の自己資本要件に従っており、その下で、BISガイドラインに従った場合よりも

高いリスク加重資産を有している。バーゼルⅢ及びFINMAの要件の下でのRWA計算における今後の変更は当行

のRWAを著しく増大させ、自己資本比率に不利な影響を及ぼすことになろう。当行は、RWAを著しく縮小し、RWA

計算における変化の影響を緩和するための計画を公表した。しかし、当行の計画への取り組みが失敗に終わる

リスクも負っている。というのも、その方策を全て計画どおりには実施できないか、又は当行の活動を幾分か

減殺するような事業や規制が生まれてくるからである。

FINMAはリスク対応自己資本規制に加え、最小レバレッジ比率を導入し、これを2013年１月１日までに達成

することを義務づけている。最小レバレッジ比率の規制はリスク対応自己資本規制とは別に運用されるため、

仮に当行がリスク対応自己資本規制を守れたとしても、一定の環境下では最小レバレッジ比率が当行の事業

活動を抑制するものとなりかねない。

リスク対応自己資本規制や最小レバレッジ比率など、スイスにおける規制の変更は、それがスイスの大手銀

行の最低必要水準に関するものであろうが、あるいは、その計算に関するもの（「大き過ぎてつぶせない」措

置に基づく銀行法の変更を含む）であろうが、いずれにしても当行の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性が

あり、また、異なる政権下で規制される金融機関と比較しても国際的にも競争的な当行の地位に影響を及ぼす

可能性がある。更に、当行は、規制及び事業の変更に対応して撤退を計画する特定の事業を最近確認したが、算

定法や所要自己資本の水準の変更及び他の規制変更は、インベストメント・バンク又は他の事業部門に対し

て収益性の低い他の事業を強いることになるか、又はその他の方法で当該インベストメント・バンク又は他

の事業部門の実行可能性を弱体化させる恐れがある。インベストメント・バンクがいくつかの事業ラインを

縮小又は廃止するようなことがあれば、当行の競争的地位が悪影響をこうむることになる。特に競争相手がそ

れぞれ、事業の持続可能性を保てるような規制下にある場合はなおさらである。

金融サービス業界における業績は市場状況及び経済環境に影響される。

金融サービス業界は、経済成長、安定した地政学的状況、透明、流動的かつ上昇傾向にある資本市場並びにポ

ジティブな投資家心理がそろった状況において好調となる。経済の下降局面、インフレ又は厳しい金融危機

は、当行の収益に、そして最終的には当行の資本基盤に悪影響を及ぼすおそれがある。

市場の低迷は、地政学的事由、金融又は財政政策の変更、貿易不均衡、自然災害、疾病、市民暴動、戦争又はテ

ロを含む様々な要因により生じる可能性がある。金融市場は全世界的なものであり、また高度な相関性がある

ため、地方及び地域の事象であってもその発生国にとどまらず広範にさまざまな影響を及ぼす可能性がある。

マクロ経済及び政治的展開に対して影響を受けやすい新興市場の崩壊により、又は主要な市場参加者の破綻

により、地域的に又は世界的に危機が拡大するおそれがある。当行は特定の新興市場国に対し、ウェルス・マ

ネジャーとして、また投資銀行として重大なエクスポージャーを有している。新興市場における当行のプレゼ

ンス及び事業が拡大するにつれて、また当行の戦略プランが、その依存度を新興市場での成長と利益を生み出

す能力へと強めるにつれて、当行がこれらのリスクにさらされる可能性は高くなる。継続中のユーロ圏内の危

機は、予測不能な不安定が比較的先進的な市場においても同様に発生するものであることを示している。こう

した低迷傾向は当行の事業に様々な悪影響を及ぼしており、下記の通り、当行の事業を更に不利へと導くおそ

れがある。

－　事業活動及び市場取引規模の全般的な縮小は、最近の四半期において当行が体験したように、マーケット

・メイキング並びにクライアント主導の取引及び取引活動からの報酬、手数料及びマージンに影響を及

ぼすであろう。継続中のユーロ圏内のソブリン債務及び銀行業界の懸念のような現地又は地域の経済要

因もまた、当行に影響を与える。

－　市場の低迷は、当行が顧客のために運用する資産の規模及び評価を低下させ、当行の資産ベース及び業績

ベースの手数料を減少させる可能性が高い。

－　市場の流動性の減少は、トレーディング及び裁定取引（アービトラージ）の機会を制約し、当行のリスク

管理能力を妨げ、トレーディング収益及び業績ベースの報酬に影響を及ぼす。

－　当行が保有し、投資対象又はトレーディング・ポジションとして計上する資産の価値は、下落する可能性

がある。
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－　信用エクスポージャー並びに取引ポジション及び投資ポジションの悪化並びにデフォルトが増加し、担保

価値の下落により損失が拡大することがある。

－　各国が国際的支払又はその他の為替取引若しくは資本規制に対し制限を課した場合、又は通貨の変更（例

えば、１国以上の国がユーロを脱退する場合）があった場合、当行は、カウンターパーティの強制執行さ

れる債務不履行により損失を被り、自己の資産を使用することができず、又は自己のリスクを管理するこ

とを妨げられる可能性がある。

当行は他の主要金融機関に対してきわめて大きなエクスポージャーを有しており、そのため、それらの金融

機関のうち一機関又はそれ以上に不履行でもあれば当行は重大な影響をこうむることになりかねない。

上記の展開は、当行の事業部門及びUBS全体のパフォーマンスに、そして究極的には当行の財務状況に、重大

な影響を及ぼす可能性がある。また、ある事業部門ののれんの帳簿価額が悪化し、繰延税金資産のレベルの調

整が必要となるかもしれない何らかの関連リスクが存在する。

当行は、金融市場の状況に悪影響を受けるおそれのある残存リスク及び他のリスク・ポジションを有してい

る。残存リスク・ポジションは清算するのが困難かもしれない。

UBSは、他の金融市場参加者と同様、2007年に始まった金融危機の深刻な影響を受けた。金融市場は金融危機

の発生当初から過去の水準に比べて極めて深刻な悪化を示し、当行のフィックスト・インカム・トレーディ

ング・ポジションは、特に2008年において著しい損失を計上することになった（2009年においては程度は低

かった）。2008年より、当行のリスク・エクスポージャーは著しく縮小し始めたものの（一部には、2008年と

2009年に行われたスイス国立銀行が管理するファンドへの譲渡による。）、当行は、実質的な残存リスク・ポ

ジションを引き続き有しており、金融危機により、著しく価値が低下している。多くの場合、当該リスク・ポジ

ションはその流動性を欠き、失われた価値は殆ど回復されていない。2008年の第４四半期及び2009年の第１四

半期に、一定の当該ポジションは会計上の目的により、公正価値から償却原価へと再分類され、かかる資産は

市場金利等の変動によって減損する可能性がある。

当行は、残存リスク・ポジションに関連するリスク加重平均資産を、徹底的に減少させるための計画を、公

表し及び実施し始めた。しかし、多くの残存リスク・ポジションは流動性を欠いたまま複雑性を有し、売却又

は当該エクスポージャーの流動化を困難にしている。同時に、当行が、受け入れ難い損失を負うことなく将来

の主要な目標及び必要条件を実現するには、当該エクスポージャーに関連するリスク加重平均資産を急激に

縮小することができるような当行の戦略能力に負うところが大きい。

当行は、様々な国における不動産関連のポジションを有しており（極めて大規模なスイスのモーゲージ・

ポートフォリオを含む。）、かかるポジションについて損失を被る可能性がある。当行はまた、当行が融資を行

う資産の価値又は流動性が急速に下落する可能性があるため、プライム・ブローカレッジ、リバース・レポ及

びロンバード貸出におけるリスクにもさらされている。

当行はその世界的プレゼンスにより、為替変動のリスクを免れ得ない。

当行はスイス・フランによって連結財務諸表を作成している。しかし、当行の資産、負債、運用資産、損益の

大部分は米ドル、ユーロ、英ポンドをはじめとする外貨建てである。従って、外国為替相場の変動、特にスイス

・フランと米ドル間の変動（当行のスイス・フラン以外の収益の大部分は米ドル勘定の収益である）は当行

の報告利益及び費用、並びに投資資産、貸借対照表の資産、RWA及びTire1資本のような他の報告数値に影響を

及ぼす。例えば、2011年中には、スイス・フランが、特に米ドルとユーロに対して強くなり、当行の損益及び運

用資産に不利な影響を及ぼした。為替レートは常に変動するものであるため、時にはまったく予期しない原因

により当行の業績が通貨の相対価値の変動に係るリスクに影響されることがある。

当行の取引及びカウンターパーティの信用事業において、当行は、潜在的な損失の回避又は制限のため自己の

リスク管理・統制プロセスに依拠する。

統制されたリスクを取ることは、金融サービス企業の事業の重要な一部である。与信業務は、当行のリテー

ル業務、ウェルス・マネジメント業務及びインベストメント・バンク業務の多くにおいて不可欠な部分を占

めている。これには、貸付業務、引受業務及びデリバティブ業務並びにそれらのポジションが含まれる。利率、

信用スプレッド、株価、流動性及び外国為替水準の変動並びにその他の市場変動は、当行の収益に悪影響を及

ぼす可能性がある。リスクを取る活動からの損失の中には避けられないものもあるが、長期的に成功するため

には、取るリスクと得られるリターンとのバランスを保たなければならない。したがって、通常の市況におけ

る場合だけでなく、エクスポージャーの集中が深刻な損失を生じさせる可能性のある、より極端な「ストレス
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のある」状況においてリスクが生じる場合にも、自己のリスクを精緻に見極め、評価し、管理し、統制しなけれ

ばならない。

2007年から2009年の金融危機の間に見られた通り、当行は、当行のリスク測定及びシステムでは予想するこ

とのできない急激又は突発的な市場事由から発生する深刻な損失を常に回避できるわけではない。市場リス

クの統計的な計測であるバリュー・アット・リスクは、過去の市場データから得られるため、本質的に、金融

危機のストレスのある状況において見舞われた損失を予想することができなかった。更に、ストレス・イベン

トに起因する損失及び集中の統制並びに潜在的に高い相関性を有するエクスポージャーを見極めるために当

行がリスクを統合する範囲は、不適切であることが判明した。当行のリスク管理・統制体制を強化するために

当行が講じてきた措置にかかわらず、当行は、将来、例えば以下のような場合に、さらなる損失を被る可能性が

ある。

－　特定のリスク集中及び相関性あるリスクにおいて、自己のポートフォリオのリスクを完全に見極めていな

かった場合。

－　見極めていたリスクの評価、又は不利な動向に対する対応が不適切又は妥当でないことが明らかになった

場合。

－　市場が、その速度、方向性、深刻さ又は相関関係という点において当行の予期しない方向に動き、結果的に

生じた環境において当行のリスク管理能力が悪影響を受けた場合。

－　当行が信用エクスポージャーを有する第三者又はその証券を当行の勘定で保有する第三者が、当行のモデ

ルにより予想されなかった事由により深刻な影響を受け、これにより当行がそのリスク評価により示さ

れた水準を超えるデフォルト及び損害を受けた場合。

－　カウンターパーティから提供されている担保物又はその他の担保が、カウンターパーティの不履行時点

で、債務を補填するには不十分であることが明らかになった場合。

当行はまた、アセット・マネジメント事業及びウェルス・マネジメント事業において顧客のためにリスク

を管理している。かかる業務におけるパフォーマンスは、同一の要因により損害を受ける可能性がある。顧客

が損失を被った場合、又は顧客が当行において保有する資産のパフォーマンスが投資パフォーマンスを評価

するためのベンチマークに追随しなかった場合、当行は、手数料収入が減少し、運用資産が減少し、又は運用委

託を解消される可能性がある。

当行は、当行のアセット・マネジメント事業又はウェルス・マネジメント事業において出資するファンド

又は他の投資（ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクがエクスポージャーを有するプロパティ・ファン

ド等）を支援することを決定した場合、事実と状況により、重大なレベルまで増加する可能性のある費用を負

担する可能性がある。

戦略的イニシアチブの一部として行われる株式保有及び当行により運用される投資信託の設定時に行われ

る当初資金投資等の投資ポジションもまた、市場リスク要因の影響を受ける可能性がある。かかる投資対象

は、多くの場合、流動性を持たず、一般的に、通常の取引量とは異なる保有が意図され又は要求されるものであ

る。かかる投資対象は、明確な管理体制に従う。かかるポジションの公正価値の下落は、当行の収益にマイナス

の影響を及ぼすおそれがある。

特定の資産の評価は、モデルに依拠している。かかるモデルについては制限が内在し、測定可能なソースが存

在しないインプットを利用する可能性がある。

当行は、可能な場合、実際の市場において付けられた市場価格で自己のトレーディング勘定資産を評価す

る。特定の投資対象に関するかかる価格情報を入手することは不可能な場合もあるため、当行は、当該投資対

象を評価するための評価技法を適用している。かかる評価技法は、入手可能な場合、類似する実際の市場にお

いて類似の資産、類似商品の最近の取引価格その他の測定可能な市場データから得られる「市場で測定可能

なインプット」を活用する。評価技法に必要なインプットのポジションの一部又は全部が測定可能でないか、

又は測定が限られている場合は、当行は、市場で測定不能なインプットを利用する評価モデルを活用してい

る。かかるタイプの評価モデルに関する単一の市場基準は存在しない。かかるモデルには固有の限界があり、

異なる前提及びインプットは異なる結果を生み出し、かかる相違は当行の業績に重大な影響を及ぼす可能性

がある。当行は、価格決定において市場参加者が検討しうるあらゆる要因を組み入れるため、その評価モデル

を定期的に見直し、更新している。これには、現在の市況におけるファクタリングも含まれる。判断は、本プロ

セスの重要な要素である。モデルへのインプットの変更又はモデル自体の変更、あるいは変化し続ける市場環

境を反映するうえで必要な変更の不履行は、当行の業績に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
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当行は、当行のウェルス・マネジメント業務及びアセット・マネジメント業務において見込まれる顧客資産

の流出にさらされている。

2008年及び2009年において、当行はウェルス・マネジメント業務及びアセット・マネジメント業務におけ

る相当量の顧客資産の純流出を経験した。これは、当行の巨額の損失、当行の評判に対するダメージ、顧客アド

バイザーの喪失、有能な顧客アドバイザーを勧誘する難しさ、及び当行の国際的なプライベート・バンキング

業務に関する展開などさまざまな要因から生じた。当該要因の多くは、2011年における当行の総合的な新規純

資金流入額により証明されるようにうまく対処できているが、それ以外の要因、例えば国際的なプライベート

・バンキング業務に影響する長期的変化などは引き続き顧客資産の純流出を生じさせる可能性がある。もし、

再び大量顧客資産が純流出した場合は、当行のウェルス・マネジメント業務及びアセット・マネジメント業

務の業績は悪影響をこうむるものと思われる。

流動性及び資金調達管理は当行の業績を推進するうえで不可欠である

当行の事業の実行可能性は、資金達能力に依拠しており、その成功は、全ての市場状況において当行の資産

ベースを効果的に補強することが可能となる額、期間及び利率にて時期に応じ資金を獲得する能力に依拠し

ている。当行の流動性及び資金需要の本質的部分は、大口預金及び小口預金並びに短期金融商品の通常発行を

含む、短期かつ無担保の資金源を活用して充足される。かかる資金源の容量は通常安定しているが、将来、特に

一般的な市場混乱により変化する可能性はあり、資金調達にも影響が及ぶ可能性がある。短期の資金調達の利

用における変化は突然起こる可能性がある。

当行の信用格付の引下げは、特にホールセール無担保資金源からの資金調達に関し資金調達費用を増加さ

せる可能性があり、特定の資金調達の利用に影響が及ぶ可能性がある。更に、当行が近年経験したように、格付

の引下げの際には、当行のデリバティブ業務に係る主契約に従い、追加現金の支払又は追加担保の差入れを要

求されることもあり得る。当行の信用格付は、当行の強固な資本基盤及び評判とともに、顧客及びカウンター

パーティの信頼の維持に貢献するものでもあり、格付の変更は当行のいくつかの事業の業績に影響を与える

可能性がある。

バーゼルⅢのより厳格な所要自己資本及び所要流動性は、担保付資金源及び安定的な資金源としての預金

双方の競争を増し、資金調達コストの増大へ結びつくと思われる。

オペレーショナル・リスクは、当行の事業に影響を及ぼすことがある。

当行の事業は全て、異なる通貨による複数かつ様々な市場において大量の複雑な取引を処理する当行の能

力及び当行が従う多くの様々な法的体制及び規制体制の要件に準拠し、また不正な、架空の又は詐欺の取引を

防止し、直ちに発見し及び停止するする能力に依拠している。当行のオペレーショナル・リスクの管理及び統

制システム及びプロセスは、当行の活動に伴うリスク（処理過程のミス、実行ミス、不正取引、詐欺行為、シス

テム障害、サイバー攻撃、セキュリティ障害及び物理的防御の失敗から生じるリスクを含む。）の適切な管理

の確保を助けることが企図されている。これらの内部統制がかかるリスクの特定及び是正を行えず又は行え

ないことが判明した場合、当行は、業務支障をきたし、2011年９月に公表された不正取引事件による損失のよ

うな多額の損失を招くおそれがある。

一定の種類のオペレーショナル・コントロールの弱点及び瑕疵もまた、正確且つ適時に財務報告書を準備

し公表する当行の能力に悪影響を与える可能性がある。当行は、2011年９月に公表された不正取引事件の後、

統制体制の弱点を確認し、経営陣は、2010年末及び2011年末の時点において、いずれの年度の財務諸表への信

頼度にも影響は及ばないものの、当行の財務報告における内部統制に重大な欠陥があると判断した。

当行の事業遂行においては法的請求権、規制上のリスク及び制限が発生する。

当行の事業の性質上、当行は規制上の監視及び責任負担のリスクに服する。これは、当行の活動法域におけ

る様々な請求、紛争、法的手続及び政府の調査を伴う。かかる手続により、当行は、当行の事業に対する規制上

の制限を受ける可能性のほか、著しい金銭的損害、法的防御費用、差止措置、刑事上の罰金及び民事上の違約金

にさらされている。かかる事象の結果は予想不可能であり、かかる事象は当行の将来の事業及び財務成績に悪

影響を及ぼすおそれがある。当行は、政府の取調べ及び調査に引き続き対応しており、2007年から2009年の金

融危機から多く発生する訴訟及び紛争に関与している。2011年９月に公表された不正取引事件は、FINMA及び

英国金融庁（FSA）の合同調査及び当該監督機関による個別の執行手続の引き金となった。当行にはまた、米

国の住宅担保ローン証券（RMBS）及び抵当貸付の販売、マドフの投資詐欺、リーマン・ブラザーズの元本保証

債、LIBORレート呈示、その他多くの件に内在する重大なエクスポージャーがある。
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当行は、オペレーショナル・コントロール及びリスク管理のプロセス並びにシステムを改善するため自ら

が講じる措置につき、規制当局との話合いを積極的に進めている。2007年及び2008年の損失以来、当行は、規制

当局の非常に高度な監視に服し、一定の規制措置は当行の戦略の柔軟性を抑制するものだった。一方、当行は、

最近の金融危機の間の重大な損失の原因となった瑕疵を大幅に修復したと確信しているものの、2011年９月

に公表された不正取引事件は当行の別の欠陥を明らかにし、当行はかかる欠陥に緊急に取り組んでいる。不正

取引事件は、当行の経営戦略の実行への更なる試練と潜在的な制約の可能性を示したため、当行は、運用及び

統制上の体制を増強し且つ監督機関に対しその有効性を実証することを再度追求する。当行が既に完成し及

び手続中の改善策であっても、進行中の当該事件の当局審査及び当該事件より発生する執行手続が予測不可

能な影響を及ぼすかもしれない。

当行は、収益機会又は競争機会を見極め又は捉えることができず、又は有能な従業員を勧誘し雇用することが

できない可能性がある。

金融サービス業界は、激しい競争、継続的な改革、詳細な（ただ細かいだけの場合もあるが）規制及び統合

の進行という特徴を有する。当行は、地方市場レベル及び個々の事業レベルでの競争、並びにその規模及び範

囲においてUBSに匹敵する世界的な金融機関からの競争に直面している。個々の市場に対する参入障壁は、新

たな手法により徐々になくなりつつある。当行は、このような動向が継続し、競争関係が増加すると予想して

いる。

当行が市場の動向及び展開を見極めることができず、適切な事業戦略を考案し実施することによりかかる

市場動向及び展開に対応せず、又はかかる戦略を実施する有能な人材を勧誘し若しくは雇用することができ

ない場合、当行の競争力及び市場における地位は、徐々に侵食されるおそれがある。

当行の従業員報酬の金額及び構成は当行の業績のほかに競争的要素と規制的考察の影響も受けている。従

業員報酬額に対する規制圧力、繰延報酬やクローバックの多さ、業務成績条件などが、当行の重要な従業員を

つなぎ止め惹き付ける当行の能力に悪影響を及ぼし、業績に影響を及ぼしているかもしれない。2009年の業績

年度より、後配株の形式で付与される変動報酬の割合は過去より非常に高かった。同時期には同業者の繰延報

酬の割合も高かったものの、当行は、重要な従業員が競合他社の勧誘を受けUBSを退職する決断を行うリスク、

又は当行が競合他社に比べての勧誘に成功しないリスクに引き続きさらされている。規制的抑制、規制当局や

その他の利害関係者による圧力はUBSのみでなく他の大手国際銀行にも加えられるものではあるが、要件や圧

力の強度は法域によって異なるため、同業者によってはこれによって競争が有利になるかもしれないのであ

る。

当行の財務成績は、会計基準の変更からマイナスの影響を受ける可能性がある。

当行は、国際会計基準審議会の発行する国際財務報告基準(IFRS)に従い、当行の財務成績及び財務状況を報

告することを求められている。IFRSの変更は、当行の報告済みの財務成績及び財務状況が今後、予想と異なる

ものとなり得ることを意味する。かかる変更はまた、当行の必要自己資本及び自己資本比率に影響を及ぼす可

能性がある。会計制度の変更が成立した場合、UBSはその潜在的な影響を分析し、当行の財務書類における今後

の重大な変更について開示する。現在、成立済みの会計制度の変更及び成立の可能性のある会計制度の変更は

数多くあり、当行の報告済みの財務成績、財務状況及び将来の必要自己資本に影響を及ぼすと予想される。

当行の財務成績は、のれん価値を支持する想定の変化からマイナスの影響を受ける可能性がある。

当行が貸借対照表に認識するのれんは、少なくとも年に一度、減損テストを受ける。2011年12月31日付で認

識された当行の資産に関する減損テストでは、当行ののれんの価値の損失は示されなかった。減損テストは、

のれんに関連する各セグメントの回収可能価額に影響を及ぼす推定収益、割引率及び長期成長率の見積り、並

びにかかるセグメントの推定帳簿価額を前提としている。今後、推定収益及び他の見積額が現在の前提から逸

脱する場合は、当行ののれんの価値は将来減損となる可能性があり、損益計算書における損失を拡大する。

当行は、当行の世界的な事業に適用のある様々な規制上の法律及び課税制度から生じるリスクにさらされる。

当行は、50を超える国々で業務を行い、多数の異なる通貨建てで収益を獲得し、資産及び負債を保有し、多数

の異なる法律、税金及び規制の体制に服している。グローバルな戦略を実施する当行の能力は、現地の規制当

局の認可の取得及び維持に依拠する。これには、買収その他の取引の認可及び現地市場での運営に必要となる

許認可を取得し、維持する能力が含まれる。現地の税法又は税規制の変更並びにその実施は、当行の顧客が当

行と事業を行うことの可否若しくは当行と事業を行う意思又は当行の戦略及びビジネスモデルの実行可能性
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に影響を及ぼす可能性がある。

当行の財務実績への課税は繰延税金資産及び税務当局の監査結果に大きく左右される。

当行の2011年12月31日現在の貸借対照表に認識した繰延税金資産は過年度における税務上の欠損金に係る

もので、５年スパンによる将来の収益性を前提にしている。将来の事業年度において事業計画上の収益や仮定

が現在の予測から大きくずれた場合は、その際に繰延税金資産の金額を修正する必要が生じる。この修正で

は、実績が事業計画の予測を大きく下回った場合や、将来において事業計画を下方修正した場合（又はその両

方が該当する場合）には損益計算書によって繰延税金資産を償却することもある。

今後数年間、当行の実効税率は、業績及び新たな事業計画上の予測の影響をきわめて敏感に反映するように

なる。英国や、特に米国には現在未認識にしてある繰延税金資産があるが、これらの国における当行の実績と

業績予測が堅調で、それぞれの国の一般的な会計基準に適っていれば、繰延税金資産として追加認識する予定

である。近年における当行の業績からわかることは、繰延資産認識額の変化が決算書に及ぼす影響は大きいと

いうことである。例えば、もしUBSグループの業績が英国や、特に米国で堅調であれば、次年度以降に米国や英

国における繰延税金資産を追加計上するのは当然である。そして、これによってUBSグループの実効税率は、計

上された年度において著しく減少した。逆に、英国と米国での業績が、繰延税金資産を追加認識できる基準に

は達していないものの、当期の繰延税金の水準は維持できるという場合は、UBSグループの実効税率は20％か

ら25％（ただし、一般的に、主としてスイスの課税対象資産（例えば自己クレジット損益）に影響するような

帳簿上の大幅な税額調整があった場合には、税率は異なる。）又はそれを少し上回るものと思われる。

更に、当行の実効税率は特に米国とスイスにおいて、将来の税率の引き下げに敏感である。かかる引き下げ

は、当該地域において、税務上の繰越欠損金のような項目から節税が期待される値を今後縮小させる可能性が

ある。このことは、ひいては繰延税金資産の評価切り下げを引き起こすと思われる。なお、所得税の最終的な税

効果会計が確定するのは税務監査の終了後（通常は数年を要する）か、又は時効成立後である。更に、税法又

は課税方針の変更や法解釈及び税務当局の取扱い方によって、UBSが最終的に納付する金額はと税効果会計の

金額とが大きく食い違ってくる可能性もある。

2011年に、英国政府は、英国で営業し及び／又は拠点を置く銀行が支払うべき税金に基づく貸借対照表を導

入した。2011年の第４四半期においては、年間費用として、営業費用（税引前利益の範囲内）中１億900万スイ

ス・フランが認識されている。2011年11月に英国政府は、2012年１月１日より税率を17％まで増加させる意向

を表明した。UBSグループの今後の年間の銀行税費用は各年度末における率及びUBSグループの課税対象英国

負債の両方に依存し、いずれの要因の変化も費用を増加させる可能性がある。未だ定かではないが、年間の銀

行税費用は、IFRSの計算上これからも、通年で生じるものではなく各会計年度の最終四半期に発生した偶発的

費用として認識され、年度末の貸借対照表の状況に対して課されると当行は予想している。

５【経営上の重要な契約等】

事業の多角的性質により該当事項なし。

６【研究開発活動】

該当事項なし。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本項には将来に関する事項が含まれているが、当該事項は2011年12月31日現在において判断したものであ

る。

UBSの業績

2011年度のUBS株主に帰属する当期純利益は、2010年度の75億3,400万スイス・フランに対して、41億5,900

万スイス・フランであった。税引前利益は、74億5,500万スイス・フランから53億5,000万スイス・フランに減

少したが、かかる減少は、コスト削減により一部は相殺されたものの、主にインベストメント・バンクにおい

て営業収益が減少したことによる影響であった。当行は、2010年度に３億8,100万スイス・フランの税金便益

純額を計上したが、2011年度は９億2,300万スイス・フランの純税金費用を計上した。
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税引前の業績

継続事業からの税引前利益は、74億5,500万スイス・フランから減少して53億5,000万スイス・フランと

なったが、これは、21億スイス・フランのコスト削減により一部は相殺されたものの、営業収益が42億600万ス

イス・フラン減少したことが主因であった。

営業収益

2011年度の営業収益合計は、2010年度の319億9,400万スイス・フランから42億600万スイス・フラン減少し

て277億8,800万スイス・フランとなった。かかる減少は、引受手数料と資産ベースの報酬の減少による19億

2,400万スイス・フランの受取報酬及び手数料純額の減少、不正取引事件に関する18億4,900万スイス・フラ

ンの損失、並びに（不正取引事件の影響を除外しても）株式部門とフィックスト・インカム・カレンシー・

コモディティ（FICC）部門においてトレーディング収益が減少したことが主な原因であった。かかる減少は、

公正価値での測定を指定された金融負債に関する15億3,700万スイス・フランの自己クレジット利得（前年

度は５億4,800万スイス・フランの損失）により一部相殺された。加えて、2011年度に、SNBスタブファンド株

式を取得する当行のオプションの評価による１億3,300万スイス・フランの損失（2010年度は７億4,500万ス

イス・フランの利得）が発生した。更に、2011年度に、当行は戦略的投資ポートフォリオの売却による利得７

億2,200万スイス・フランを計上した。

受取利息純額及びトレーディング収益純額

受取利息純額及びトレーディング収益純額は、前年度から25億1,700万スイス・フラン減少して111億6,900

万スイス・フランとなった。2011年度に、当行は不正取引事件に関する18億4,900万スイス・フランの損失を

計上したが、当年度中の信用スプレッドの拡大による15億3,700万スイス・フランの自己クレジット利得によ

り一部が相殺された。2010年度の自己クレジットは、当該年度中の信用スプレッドの縮小により５億4,800万

スイス・フランの損失であった。

FICC部門における受取利息純額及びトレーディング収益純額（自己クレジットを除く。）は、スイス・フラ

ン高の影響を幾分か受けて、16億2,100万スイス・フラン減少した。クレジット・トレーディング収益は、ユー

ロ圏を取り巻く懸念と世界経済の一般的な見通しから、市場変動が拡大し、流動性と顧客活動に大きな影響を

与えたために減少した。新興市場の受取利息及びトレーディング収益も減少した。更に、当行は、モノラインの

信用プロテクションに係る信用評価調整(CVA)について、2010年度には６億6,700万スイス・フランの利得を

計上したが、2011年度には２億8,400万スイス・フランの損失を計上した。かかる減少は、金利及び外国為替の

事業分野でマクロの受取利息純額及びトレーディング収益純額が増加したことから一部相殺された。

株式部門の受取利息及びトレーディング収益（自己クレジット及び不正取引事件を除く。）は、スイス・フ

ラン高並びにデリバティブ事業及びエクイティ・リンク事業における収益減を反映して５億2,300万スイス

・フランの減少となった。

ウェルス・マネジメントにおける受取利息純額は、低い市場金利に起因するマージンの圧迫が、資金業務関

連の収益の増加と平均貸付高の10％増により解消されたことを主因として、２億3,100万スイス・フラン増加

した。更に、受取利息純額は、2011年度第３四半期までに戦略的投資ポートフォリオから生じた収益によりプ

ラスの影響を受けた。2010年度に戦略的投資ポートフォリオから生じた収益は、当該ポートフォリオが当該年

度の第４四半期にしか設定されなかったため、著しく低かった。ウェルス・マネジメントにおけるトレーディ

ング収益純額も、資金業務関連の収益から幾分か影響を受けて、２億3,100万スイス・フラン増加した。

リテール＆コーポレートにおける受取利息純額は、マージンの圧迫が取引高の増加により幾分かは緩和さ

れたものの、当該マージンの圧迫の影響により9,400万スイス・フラン減少した。

ウェルス・マネジメント・アメリカズにおけるトレーディング収益純額は、仕組債のトレーディング収益

の増加により一部は相殺されたが、スイス・フラン高並びに課税に服する債券及び地方債のトレーディング

収益の減少から影響を受けて、１億2,000万スイス・フラン減少した。

コーポレート・センターのトレーディング収益には、SNBスタブファンド株式を取得する当行のオプション

の評価による１億3,300万スイス・フランの損失（2010年度は７億4,500万スイス・フランの利得）が含まれ

ている。

貸倒引当金繰入額/戻入額
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当行は、2011年度に8,400万スイス・フランの正味貸倒引当金繰入額を計上したが、これは主に、金融ポジ

ションがスイス・フラン高の影響を受けたために重大な外貨関連リスクにさらされることとなったスイスの

法人顧客に主に起因する信用リスクの増加に対応した一般貸倒引当金の増加によるものであった。2010年度

に計上された当行の正味貸倒引当金繰入額は6,600万スイス・フランであり、これには、有価証券を再分類及

び取得したことによる減損損失１億7,200万スイス・フランが含まれているが、一定のローン・ポジションの

回復により一部が相殺された。

受取報酬及び手数料純額

受取報酬及び手数料純額は、前年度の171億6,000万スイス・フランに対して、152億3,600万スイス・フラン

となった。

引受手数料は、株式引受手数料及び債券引受手数料の両方で減少したことから、７億3,200万スイス・フラ

ン（38％）減少して、11億8,000万スイス・フランとなった。株式引受手数料の減少は、資本市場の変動による

全体的な市場の減退と市場手数料のプールの減少からも影響を受けた。債券引受手数料は、ヨーロッパのソブ

リン債の懸念が市場に及ぼした影響を幾分か反映して、インベストメント・バンクの債券資本市場業務での

収益が低下したことから減少した。

仲介報酬純額における６億100万スイス・フランの減少は、市場の低迷により、取引高が減少し、顧客活動水

準が低下したためであった。

UBSグループのポートフォリオの運用及びアドバイザリー報酬は、スイス・フラン高を主因として７％（４

億800万スイス・フラン）減少して55億5,100万スイス・フランとなった。

投資信託報酬は、スイス・フラン高を主因として平均運用資産ベースが低下したことから資産ベースの報

酬が減少したため、３億2,100万スイス・フラン（８％）減少して35億7,700万スイス・フランとなった。

M&A及びコーポレート・ファイナンス報酬は、複数の大型取引が完了し、2011年度のM&A環境が幾分か改善さ

れたことから、１億3,500万スイス・フラン（16％）増加した。

その他の収益

その他の収益は、前年度の12億1,400万スイス・フランに対して、14億6,700万スイス・フランとなった。

2011年度の売却可能金融投資からの純利得は、2010年度の１億3,200万スイス・フランに対して、８億8,700

万スイス・フランとなった。2011年度の利得には、戦略的投資ポートフォリオの売却による７億2,200万スイ

ス・フラン及びウェルス・マネジメント・アメリカズの売却可能ポートフォリオからの利得8,100万スイス

・フランが含まれている。

2011年度のその他の収益には、貸出金及び債権の売却による利得３億4,400万スイス・フラン（2010年度は

３億2,400万スイス・フラン）も含まれている。2011年度の利得は、トレーディング目的保有から貸出金及び

債権に既に再分類されたローン担保証券（「CLO」）の売却に主に関連したものであったが、トレーディング

収益純額に計上された関連あるヘッジ解約損により一部が相殺された。したがって、当行は、スイスでの財産

の売却について、2010年度は１億5,800万スイス・フランの利得を、2011年度は7,800万スイス・フランの利得

を計上した。

2010年度には、主にニューヨークに事務所スペースを保有する関連会社に対する投資の売却に係る利得１

億8,000万スイス・フランが含まれていたため、関連会社に対する投資の売却に係る純利得は、２億3,600万ス

イス・フラン減少した。更に、2010年度のその他の収益には、シカゴ・オプション取引所の株式会社化に係る

当行持分からの利得6,900万スイス・フランが含まれている。

営業費用

2011年度の営業費用合計は、2010年度の245億3,900万スイス・フランに対して、224億3,900万スイス・フラ

ンとなった。2011年の営業費用には、３億8,000万スイス・フラン（2010年度は１億1,300万スイス・フラン）

の正味再編費用が含まれている。

人件費

人件費は、スイス・フラン高により13億2,900万スイス・フラン（８％）減少して155億9,100万スイス・フ

ランとなった。当行は、前年度の200万スイス・フランの正味戻入に対して、2011年度の人事に関する正味再編

費用として２億6,100万スイス・フランを計上した。

給与コストは、スイス・フラン高の影響を受けて、１億7,400万スイス・フラン（２％）減少した。
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任意変動報酬費用は、33億9,200万スイス・フランとなり、前年度から６億9,000万スイス・フラン（17％）

減少した。2011年度の業績年度に計上された2011年度の賞与に関する費用は、2011年度の業績年度に関する賞

与プール総額が40％減少したことを反映して、前年度から８億400万スイス・フラン（31％）減少して、18億

700万スイス・フランとなった。過年度からの繰延株式報酬の償却費は、１億1,400万スイス・フラン（８％）

増加して、15億8,500万スイス・フランとなった。

その他の変動報酬は、再編関連の退職金支払費用の増加を主因として、8,600万スイス・フラン増加した。

ウェルス・マネジメント・アメリカズのファイナンシャル・アドバイザーの報酬は、１億4,900万スイス・

フラン減少して25億1,800万スイス・フランとなった。米ドルによるファイナンシャル・アドバイザーの報酬

は、収益の増加と、採用したファイナンシャル・アドバイザーに関連する報酬支払義務及び前払金の増加を受

けて増加した。

前年度には、主に英国銀行賞与特別税に係る２億スイス・フランの費用が含まれていたため、その他の人件

費は、３億6,900万スイス・フラン減少した。

一般管理費

一般管理費は、2010年度の65億8,500万スイス・フランに対して、2011年度は59億5,900万スイス・フランと

なった。スイス・フラン高が大きく影響して全体的に減少した。

施設費は、事務所の空きスペースが前年度に準備されていたこと、また、賃借料の減少と為替のプラスの影

響を主因として、１億9,300万スイス・フラン（15％）減少した。

機械設備の使用料及び維持管理費は、主にITメンテナンス・サービス費の削減により１億2,600万スイス・

フラン（23％）減少した。通信費及び市場データ・サービス費は、主に市場データ・サービス費の削減により

4,800万スイス・フラン（７％）減少した。

管理費は、英国銀行税に関する費用１億900万スイス・フランにより大きく相殺されたが、英国での付加価

値税の見越計上の戻入及びスイス・フラン高のプラスの影響から、4,800万スイス・フラン（７％）減少し

た。前年度には、米国のクロスボーダー事件に関してスイス政府に返済する費用4,000万スイス・フランが含

まれている。

マーケティング及び広報費用は、スポンサー活動及びマーケティングに関連する費用増を主因として5,400

万スイス・フラン（16％）増加した。専門家報酬は、主に弁護士費用の増加により、6,800万スイス・フラン

（９％）増加した。

IT及びその他の業務の外部委託費用は、IT事業の需要の高まりと、規制要件の拡大に対応するために必要と

なった管理部門の能力拡大により、7,300万スイス・フラン（７％）増加した。

訴訟及び規制上の問題に関する費用は、３億5,500万スイス・フラン（56％）減少したが、これは主にウェ

ルス・マネジメント・アメリカズ及びインベストメント・バンクにおける訴訟引当金の減少によるもので

あった。

その他の一般管理費は、前年度の7,900万スイス・フランに対して2011年度には9,300万スイス・フランと

なった不動産に関する再編費用の増加により一部相殺されたが、スイスの付加価値税に対する引当金の取崩

と為替のプラスの影響により、5,300万スイス・フラン（30％）減少した。

減価償却費及び償却費

有形固定資産減価償却費は、前年度から１億5,700万スイス・フラン（17％）減少して７億6,100万スイス

・フランとなった。スイス・フラン高が大きく影響して全体的に減少した。

ITその他の機器の減価償却費は、資産の一部の耐用年数が延長されたことが一因となって減少した。当行

は、2011年度に3,400万スイス・フランの財産の減損損失の戻入を計上したが、2,600万スイス・フランの再編

に関する不動産の減損により一部相殺された。前年度には、ウェルス・マネジメント・アメリカズにおける再

編に係る減損損失3,700万スイス・フランが含まれている。

無形資産償却費は、2010年度の１億1,700万スイス・フランに対して、１億2,700万スイス・フランとなっ

た。無形資産の減損損失の増加は、英国での過去の買収に関する無形資産の減損が主な理由であるが、通貨に

よるプラスの影響を受けて無形資産の償却費が減少したことによって、一部だけ相殺された。

法人所得税

当行は、当年度の損益計算書において９億2,300万スイス・フランの法人所得税費用純額を計上した。これ

には、税務上の欠損金が事業運営から生じる利益と相殺されるため、繰延税金資産の償却費に関する９億
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4,900万スイス・フランの税金費用を反映した10億6,300万スイス・フランのスイスの繰延税金費用純額が含

まれる。また、これは、不正取引事件に関する１億3,100万スイス・フランの税効果により一部は相殺された

が、繰延税金資産の再評価に関する２億4,500万スイス・フランの税負担（予想される地域別融合を含む最新

の予想利益を反映している。）を反映している。更に、これには、２億4,600万スイス・フランの外国の繰延税

金便益純額が含まれており、かかる金額には、過年度に主に親会社であるユービーエス・エイ・ジーで発生し

た米国での税務上の欠損金に関する繰延税金資産の評価増しに主に関連する４億スイス・フランの米国の税

務上の便益が含まれている。これは、税務上の欠損金が様々な地域における利益と相殺されるため、法定税率

と損失相殺規則の変更に起因して日本の繰延税金資産の再評価が下方修正されたことに関する4,100万スイ

ス・フランの税金費用、及び繰延税金資産の償却費に関する１億1,300万スイス・フランの税金費用により、

一部相殺された。また、これには、グループ会社の課税所得に関する２億7,700万スイス・フランの税金費用を

反映する１億600万スイス・フランの当期税金費用も含まれるが、過年度に係る１億7,100万スイス・フラン

の当期税金便益により一部相殺されている。

当行は、2010年度の損益計算書において３億8,100万スイス・フランの所得税便益純額を計上した。これは、

主に税務上の欠損金に関する繰延税金資産の追加計上に関する繰延税金便益を反映しているが、グループ会

社の課税所得に関する当期税金費用により一部が相殺された。

2012年度上半期において、当行は、当行の税率が20％から25％の範囲となると予想している。しかしながら、

当該税率は大幅な帳簿上の税金の調整により変動する可能性があり、かかる税金の調整は、一般的に、自己ク

レジット損益といったスイスの課税所得に主に影響を与える。2012年度下半期においては、当行は、これまで

の慣行に従って、最新の事業計画の見通しを考慮した将来の収益性の再評価に基づいて、繰延税金資産を再評

価する予定である。

非支配持分に帰属する当期純利益

2011年度の非支配持分に帰属する当期純利益は、2010年度の３億400万スイス・フランに対して、２億6,800

万スイス・フランとなった。これは主に、優先証券について支払われた配当と、2011年度の複合Tier 1証券の

繰上償還に起因する未払配当額を反映している。

UBS株主に帰属する包括利益

UBS株主に帰属する包括利益には、株主による投資及び株主に対する分配並びに持分決済型株式報酬による

ものを除く、一定期間のUBS株主に帰属する持分（純利益を含む。）全ての変動が含まれている。包括利益に含

まれる項目（ただし、純利益には含まれない。）は、その他の包括利益（以下「OCI」という。）として計上さ

れる。かかる項目のほとんどは、基本的な項目が売却又は実現された場合に純利益に計上される。

2011年度のUBS株主に帰属する包括利益は68億9,600万スイス・フランであり、これには、UBS株主に帰属す

る当期純利益41億5,900万スイス・フラン及びUBS株主に帰属するその他の包括利益27億3,700万スイス・フ

ランが含まれている。

UBS株主に帰属するOCIには、為替差益７億600万スイス・フラン、売却可能金融投資の公正価値利得４億

9,500万スイス・フラン、及びキャッシュ・フロー・ヘッジに指定される金利スワップの公正価値利得15億

3,700万スイス・フランが含まれている。

為替差益７億600万スイス・フランは、主に米国の在外営業活動体への純投資額に関するものであり、2011

年度下半期に米ドル高となったことから利益となった。売却可能金融投資の公正価値利得４億9,500万スイス

・フランの殆どは、戦略的投資ポートフォリオに関する５億4,500万スイス・フランの純利得によるもので

あった。市場金利の低下は、12億6,700万スイス・フランの公正価値の増加と、2011年度第３四半期のポート

フォリオ売却以前のその他の包括利益の増加をもたらし、かかる増加は、2010年度にOCIに認識された５億

4,500万スイス・フランの未実現損失を上回った。売却後、７億2,200万スイス・フランの実現利益が損益計算

書のその他の収益に認識されたため、その他の包括利益は減少した。キャッシュ・フロー・ヘッジに指定され

た純固定金利受取スワップにかかる15億3,700万スイス・フラン公正価値利得は、全ての主要通貨において長

期金利が低下したためであった。

2010年度におけるUBS株主に帰属するOCIは、マイナス16億5,900万スイス・フランであったが、これは主に

９億900万スイス・フランの為替差損と、６億700万スイス・フランの売却可能金融投資の公正価値損失を反

映したものであった。

運用資産の状況
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新規純資金

ウェルス・マネジメントにおいて、新規純資金は、2010年度が121億スイス・フランの純資金流出額であっ

たのに対して、全ての地域及び顧客層で増加したことから235億スイス・フランの純資金流入額となり、大幅

に増加した。純資金流入額が最も多かったのは、アジア太平洋地域と新興市場において、また、世界中の超富裕

層顧客からであった。ヨーロッパでは純資金流出額を計上したが、これは主にスイス近隣諸国とのオフショア

事業に関するものであり、ヨーロッパのオンショア事業からの純資金流入額によって一部相殺された。

ウェルス・マネジメント・アメリカズについては、2010年度の61億スイス・フランの純資金流出額に対し

て、121億スイス・フランの新規純資金流入額となった。かかる回復は、経験豊富なファイナンシャル・アドバ

イザーの採用による流入額の増加と、ファイナンシャル・アドバイザーの削減による流出額の減少を含む、

ファイナンシャル・アドバイザーの正味の採用からの純資金流入額が増加したためであった。UBSに１年超勤

めているファイナンシャル・アドバイザーからの新規純資金は引き続きプラスであったが、2010年度より減

少した。

グローバル・アセット・マネジメントでは、マネー・マーケット・フローを除き、2011年度における第三者

からの新規純資金流入額は122億スイス・フランであり、2010年度の純資金流入額は162億スイス・フランで

あった。2011年度におけるUBSのウェルス・マネジメント事業の顧客からの純資金流出額は31億スイス・フラ

ンであり、2010年度の純資金流出額は81億スイス・フランであった。UBSのウェルス・マネジメント事業から

のフローには、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクからグローバル・アセット・マネジメントへの以

下の２つの資産運用とリサーチに関する責任の移管が含まれている。18億スイス・フランのマルチ・マネ

ジャー・オルタナティブ・ファンドが、オルタナティブ及びクオンツ投資に移管され、29億スイス・フランの

プライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズがインフラ及びプライベート・エクイティに移管さ

れた。ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクが当該ファンドの顧客に対する助言を継続しているため、こ

れらの資産は、両事業部門で運用資産として計上されている点に注意が必要である。

第三者からのマネー・マーケットの純資金流入額は、2010年度の20億スイス・フランに対して、２億スイス

・フランとなった。UBSのウェルス・マネジメント事業の顧客からのマネー・マーケットの純資金流出額は、

2010年度の83億スイス・フランに対して、50億スイス・フランとなった。

運用資産

2011年12月31日現在の運用資産合計は２兆1,670億スイス・フランであり、2010年12月31日現在の２兆

1,520億スイス・フランから微増となった。新規純資金流入額420億スイス・フランと、INGインベストメント

・マネジメントの買収に係る運用資産の追加分250億スイス・フランは、市場の悪影響により大部分が相殺さ

れた。

2011年度の業績に影響を及ぼした事項

コスト削減プログラム

2011年７月、当行は、市場環境の変化に即したコストベースを設定することを目的として、コスト削減プロ

グラムを公表した。当該プログラムの一環として、当行は８月に、約3,500人の人員削減と不動産要件の合理化

を公表した。その結果、当行は、再編費用として合計約５億5,000万スイス・フランの計上を予定し、そのうち

４億300万スイス・フランは2011年度に計上された。

８月に公表された人員削減には、余剰人員の削減と自然減が含まれている。予定された3,500人の人員のう

ち、約45％がインベストメント・バンク、35％がウェルス・マネジメント＆スイス・バンク、10％がグローバ

ル・アセット・マネジメント、10％がウェルス・マネジメント・アメリカズから削減される予定である。該当

する人員の大部分が2011年度に退職した。

UBSは、成長分野への投資を継続しつつ、コストベースの管理を怠ることなく継続していく予定である。

不正取引事件

2011年９月、当行は、インベストメント・バンクが不正取引事件により19億5,100万スイス・フラン（22億

2,900万米ドル）の損失を受けた旨を公表した。株価指数先物ポジションの多くは、当行のシステムによって、

先渡決済される上場投資信託（以下「ETF」という。）の架空のポジションにより相殺された。かかる架空の

ETFポジションは、先物ポジションに関するリスクと、最終的には当該ポジションから生じる実質的な損失を
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隠した。当行のリスク及び運用システムは、未承認の又は説明のない動きを検出したが、十分に調査されな

かった上、既存の管理を確実に実行するための適切な措置もとられなかった。

これにより発生した損失は、当年度のUBSグループの税引前利益に18億4,900万スイス・フランのマイナス

の影響を及ぼした。残りの１億200万スイス・フランの損失は、事業活動が外国でスイス・フラン以外の機能

通貨により行われたために発生した為替差損であり、資本（その他の包括利益）に直接計上された。

取締役会の特別委員会が設置され、未承認の取引活動の調査、及び当該未承認の取引活動と管理環境との関

係の調査を行っている。別の調査は、スイス金融市場監査機関（以下「FINMA」という。）と英国金融庁（以下

「UK FSA」という。）が合同で行っており、そのためにKPMGを雇っている。更に、FINMAとUK FSAは、本件につい

て、UBSに対して強制手続きを開始した旨を公表した。当行は、かかる調査に全面協力しており、当行と株主を

より良い方法で保護するリスク管理体制を有していることを示すために、調査結果は全て提出することを確

約している。

戦略的投資ポートフォリオの売却

当行は、2011年度第３四半期に、額面94億米ドルの長期固定利付米国財務省証券及び額面29億英国ポンドの

英国債から構成される戦略的投資ポートフォリオを売却した。当該売却による７億2,200万スイス・フランの

利得は、その他の収益に計上された。かかる利得のうち、４億3,300万スイス・フランはウェルス・マネジメン

トに、２億8,900万スイス・フランはリテール＆コーポレートに割り当てられた。

かかるポートフォリオは、長期間にわたって金利利回りが非常に低迷していることから生じた、銀行の受取

利息純額に及ぼすマイナスの影響をヘッジするために2010年度第４四半期に設定された。当該ポジションの

市場利回りが下落し、目標水準を下回ったことから、当行は、利益を実現するために当該ポジションを閉鎖し

た。

第４四半期報告書の発行後に行った2011年度の業績に対する調整

2012年２月７日に2011年度第４四半期の財務報告書を発行した後、経営陣は、その後に発生した事象を反映

するために2011年度の業績を調整した。かかる調整の税引後の影響額の純額は、UBS株主に帰属する当期純利

益を7,400万スイス・フラン減少させ、基本的１株当たり利益及び希薄化後１株当たり利益を0.02スイス・フ

ラン減少させた。

主な変更は、2012年３月に当行がモノライン保険会社と締結した原則合意に関連するものである。当該合意

に基づいて、当行は、現金純額の支払いに代えて、一定のクレジット・デフォルト・スワップ契約を交換する

ことに同意した。これによって、インベストメント・バンクの2011年度のトレーディング収益純額が１億

6,700万スイス・フラン減少した。また、決済の完了には、訴訟の解決、相互の請求権の放棄、合計で約150億ス

イス・フランのバーゼルⅢリスク加重平均資産を反映した不良資産のUBSによる再編又は売却において存在

する一定の障害の排除が含まれる。当該取引は、将来の自己資本規制を見越して、バーゼルⅢリスク加重平均

資産を削減する当行の戦略に沿ったものである。当行は、原資産がいつ、いかなる価格で再編又は売却可能か

予想できない。

貸借対照表

2010年12月31日現在と2011年12月31日現在の比較

当行の総資産は、2010年12月31日現在の１兆3,170億スイス・フランから1,020億スイス・フラン（８％）

増加し、2011年12月31日現在で１兆4,190億スイス・フランとなった。かかる増加は、主に再調達価額が850億

スイス・フラン増加して4,870億スイス・フランとなり、プラスとなったことから生じた。

再調達価額－借方を除く当行の資産は、160億スイス・フラン増加して9,330億スイス・フランとなった。担

保付トレーディング資産は、670億スイス・フラン増加して2,720億スイス・フランとなり、中央銀行への現金

預金を含む貸付資産は、250億スイス・フラン増加して3,410億スイス・フランとなった。かかる増加は、ト

レーディング・ポートフォリオ資産が470億スイス・フラン減少して1,820億スイス・フランとなったこと、

売却可能金融投資が220億スイス・フラン減少して530億スイス・フランとなったこと、及びその他の資産の

プライム・ブローカレッジ債権が100億スイス・フラン減少して60億スイス・フランとなったことにより一

部相殺された。

2010年12月31日から2011年12月31日までの為替変動による貸借対照表上の資産への影響は限定的であり、
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20億スイス・フランの純増となった。

インベストメント・バンクでは総資産が大幅に増加したが、これは上記の再調達価額と担保付トレーディ

ング資産のプラスの変動が大きく影響し、当該事業部門で1,070億スイス・フラン増加して、１兆740億スイス

・フランとなったためであった。ウェルス・マネジメント及びウェルス・マネジメント・アメリカズは融資

業務を強化したことで、ウェルス・マネジメントの貸借対照表上の資産は70億スイス・フラン増加して1,010

億スイス・フランに、また、ウェルス・マネジメント・アメリカズの貸借対照表上の資産は40億スイス・フラ

ン増加して540億スイス・フランとなった。コーポレート・センターの貸借対照表は、2011年度第３四半期の

戦略的投資ポートフォリオの売却により、100億スイス・フラン減少して270億スイス・フランとなった。リ

テール＆コーポレートの資産は、純額で40億スイス・フラン減少して1,490億スイス・フランとなったが、こ

れは中央銀行での現金預金の減少が貸付勘定の増加を上回ったためであった。グローバル・アセット・マネ

ジメントの貸借対照表の規模は比較的安定を維持し、150億スイス・フランであった。

本項において開示された貸借対照表上のポジションは年度末のものであり、四半期中の貸借対照表上のポ

ジションと異なる場合がある。

貸付及び借入れ

貸付（現金及び中央銀行預け金を含む。）

現金及び中央銀行預け金は、前年度末から140億スイス・フラン増加し、2011年12月31日現在で410億スイス

・フランとなった。銀行間貸付は、主にインベストメント・バンクによる短期融資業務が増加したことで60億

スイス・フラン増加して230億スイス・フランとなった。顧客貸出金は、純額で40億スイス・フラン増加して

2,670億スイス・フランとなったが、これは主に当行のウェルス・マネジメント事業において、期限付貸出金、

ロンバード貸出、コール・ローン及びLIBORモーゲージを含む複数の商品で140億スイス・フランの取引高増

となったためであった。かかる増加は、インベストメント・バンクの残余リスク・ポジションを引き続き処分

したことによる約100億スイス・フランで一部相殺された。

借入れ

全体としては、当行の無担保資金調達は比較的安定しており、30億スイス・フラン減少して6,020億スイス

・フランとなったが、商品については若干変更があった。

次の区分については、残高が減少した。（ⅰ）公正価値での測定を指定された金融負債について、既発行の

エクイティ・リンク債の評価減及び（より影響は少なかったが）既発行のクレジットリンク債の満期到来に

より、2011年12月31日現在において120億スイス・フラン減少して890億スイス・フランとなった。（ⅱ）短期

銀行間借入（銀行預り金）について、インベストメント・バンクによる銀行借入の減少により、2010年12月31

日現在から110億スイス・フラン減少して2011年12月31日現在では300億スイス・フランとなった。（ⅲ）長

期債について、満期が到来する上位債及び上位債より少額のTier 2 劣後債が新規のカバード・ボンドの発行

を上回ったために、50億スイス・フラン減少して690億スイス・フランとなった。

かかる減少は、顧客預金（顧客預り金）の増加及び短期金融商品の発行増により殆どが相殺された。顧客預

金は、2011年12月31日現在で3,420億スイス・フランであり、2010年12月31日現在から純額で100億スイス・フ

ラン増加した。これは、ウェルス・マネジメント事業及びリテール業務における主に当座預金、貯蓄口座及び

個人口座への現金預金の流入額230億スイス・フランによるものであり、インベストメント・バンクのホール

セールの顧客預金の減少110億スイス・フランにより一部が相殺された。短期金融商品の発行額は、コマー

シャル・ペーパーの残存高が増加し、ウェルス・マネジメント事業の顧客向けの利回り強化商品の発行が増

加したことを主因として、前年度末から150億スイス・フラン増加し、2011年度末で710億スイス・フランと

なった。

トレーディング・ポートフォリオ

トレーディング・ポートフォリオ資産は470億スイス・フラン減少し、2011年12月31日現在で1,820億スイ

ス・フランとなった。インベストメント・バンクは、一部の負債性商品を減らして、流動性のある担保付ト

レーディング投資を増加させた。次の商品が減少した　－　スイス国債及び日本国債を主とする短期金融商品

200億スイス・フラン、企業及び銀行の負債性商品120億スイス・フラン、並びに発行済みエクイティ・リンク

債のヘッジに関する評価減を主因としたエクイティ証券100億スイス・フラン。

リバース・レポ契約及び借入有価証券に係る担保金
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借入有価証券に係る担保金及びリバース・レポ契約は、前述したトレーディング・ポートフォリオ資産か

らの変更及びインベストメント・バンクにおける全般的なトレーディング業務の増加を主因として、670億ス

イス・フラン増加し、2,720億スイス・フランとなった。

再調達価額

デリバティブ商品のプラス及びマイナスの再調達価額は、貸借対照表の資産の部及び負債の部の両方にお

いて再調達価額が同程度に増加し、それぞれ850億スイス・フラン（21％）及び800億スイス・フラン

（20％）増加して、2011年度末現在でそれぞれ4,870億スイス・フラン及び4,730億スイス・フランとなった。

再調達価額－借方は、主に、金利契約において利息利回り曲線が横ばいとなったことから920億スイス・フラ

ン増加し、また、クレジット・デリバティブ契約において信用スプレッドの全体的な緩和から110億スイス・

フラン増加したことから、増加した。かかる増加は、為替変動を主因として160億スイス・フラン減少した外国

為替契約の減少により一部が相殺された。

売却可能金融投資

売却可能金融投資は、2011年度第３四半期の戦略的投資ポートフォリオの売却を主に反映して、2011年度に

220億スイス・フラン減少して530億スイス・フランとなった。

その他の資産及びその他の負債

プライム・ブローカレッジ債権は、主にユーロ圏に関する顧客の懸念とその他の不安が残っていることか

ら、100億スイス・フラン減少して60億スイス・フランとなった。デリバティブに係る受入担保金は、店頭デリ

バティブから生じた当座預金の増加により80億スイス・フラン増加した。

資本

2011年12月31日現在のUBS株主に帰属する持分は、2010年12月31日現在から66億スイス・フラン増加し、534

億スイス・フランとなった。かかる増加は、（ⅰ）42億スイス・フランの当期純利益、（ⅱ）キャッシュ・フ

ロー・ヘッジに指定された金利スワップに係る15億スイス・フランの公正価値利得について資本に認識され

たプラスの正味影響額27億スイス・フラン、通貨換算による影響額７億スイス・フラン、及び売却可能金融投

資の公正価値利得５億スイス・フラン、並びに（ⅲ）主に株式報酬制度に関する資本剰余金の純増額２億ス

イス・フランを反映したものであった。かかる増加は、自己株式の買い戻しに係る純額５億スイス・フランに

より一部相殺された。非支配持分に帰属する持分は、６億スイス・フラン減少して44億スイス・フランとなっ

たが、これは主にトラスト優先証券の償還に関するものであった。

オフバランスシート

オフバランス取引

当行は、通常の業務過程において、当行が関連あるリスクとリターン（金融資産）を移転していないこと若

しくは引き受けていないこと及び／又は金融商品の契約条項の当事者となっていないことを理由として、国

際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に従って貸借対照表に計上されない取引を行う。かかるオフバラン

ス取引は、顧客の金融ニーズを充足するもの、又は当行の支配下にない会社を通じた投資の機会を提供するも

のである。当該取引には、デリバティブ商品、保証及び類似の取引、非連結会社に譲渡された資産に関する留保

権益及び条件付持分、並びに非連結会社の留保権益による債務及び負債（偶発債務を含む。）が含まれる。

当行がかかる取引を通じて債務を負担し、又は資産に対する権利を取得した場合、当行はこれらを貸借対照

表に計上する。貸借対照表上で認識される金額は、一定の場合、当該取引に内在する潜在的な利得又は損失の

全額を表示していないことに留意する必要がある。

当行は、トリガー事由により、特別目的事業体（以下「SPE」という。）への関与の開始時に決定された連結

を再検討する必要があるか否かを継続して評価する。2011年12月31日現在、連結評価の再検討を必要とする保

有は存在しない。

以下は、様々な異なるオフバランス取引についての記述である。

非連結証券化ビークル及び債務担保証券
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2011年12月31日現在、非連結SPEに関する購入済の留保権益及び債務担保証券（以下「CDO」という。）の帳

簿価額は、合計で107億スイス・フランとなっており、そのうち71億スイス・フランはトレーディング・ポー

トフォリオ資産で保有され、公正価値で測定されており、36億スイス・フランは貸出金において償却原価で保

有されている。更に、当行は、再調達価額－貸方純額（主に金利スワップとクレジット・デフォルト・スワッ

プ）の形態でSPEと関与しており、2011年12月31日現在の当該純額は６億スイス・フランであった。当行の潜

在的な損失の上限は、一般的には、非連結のSPEへの関与を限度とする。

2011年度中、当行は、主に商業用モーゲージ・ローンの証券化を円滑に行うためのSPEの数を絞り、その設立

に対し出資を行った。かかる証券化取引では、通常、有価証券形式の発行済受益権と引き換えに、資産が信託又

は法人に譲渡される。かかる信託及び法人に譲渡された金融資産は、認識の中止に関する会計上の要件（当該

資産に関するリスクとリターンの実質的全ての移転を含む。）が充足されると、当行の連結財務書類には計上

されなくなる。UBSは、かかるSPEに一定の関与があった。UBSは、2011年12月31日現在において、かかるSPEを支

配していなかったため、それらを連結しなかった。

当行は、2011年度も証券化取引に継続して取り組んだことに加え、主に旧来のポジションである、UBS又は第

三者が行った過去の証券化発行への関与を継続している。かかるポジションの取引高と規模は、その大部分が

米国のモーゲージ市場に連動するものであり、前年度と比較して、2011年12月31日現在で更に減少した。

本項に記載されている当行の非連結証券化ビークル及びCDOへの関与は、通常、ヘッジ及びその他の相殺金

融商品とともにポートフォリオベースで管理される。

流動性ファシリティ及び類似の債務

2011年12月31日及び2010年12月31日現在、当行において、ストラクチャード投資ビークル、導管体及びその

他類似の種類のSPEに対する流動性ファシリティ及び保証について重大なエクスポージャーは存在しない。

2011年度及び2010年度に当該債務から発生した損失に重大なものはなかった。

非連結投資信託への支援

当行は、通常の業務過程で、第三者に対し、非連結投資信託のパフォーマンスに連動する投資証書を発行し

ている。かかる投資信託は、当行又は第三者により創設される。通常、当行は、ヘッジ目的で当該証書の債務が

連動する投資信託に投資する。当該投資信託の完全なパフォーマンスが、プラスであるかマイナスであるかを

問わず、第三者に転嫁されるため、かかる契約から生じるリスクはわずかと考えられる。

主に金融市場危機による限られた状況下で、UBSは、一定の非連結投資信託に対して、担保付融資、ファンド

・ユニットの直接取得及び投資信託からの資産購入の形態で支援を行った。かかる投資信託は、当行のウェル

ス・マネジメント事業及びアセット・マネジメント事業で運営され、規制要件、法的要件又はその他の特別な

事情がある場合に支援が行われた。2011年度を通じて、当行は、取得したファンド・ユニット又は資産におけ

る当行のポジションを削減し続け、2011年12月31日現在において、取得したファンド・ユニットと当該投資信

託から購入した資産の帳簿価額は、合計で３億スイス・フランとなった。

2011年度のファンド・ユニットの直接取得は多くはなかった。また、当行が運営する投資信託からの資産の

購入、及び当該非連結投資信託に関連して第三者に対し付与された保証も多くはなかった。通常の業務過程で

非連結投資信託に提供された担保付融資は、2011年12月31日現在で７億スイス・フランであった。2011年度に

おいて、通常は売却可能金融投資として計上されるファンド・ユニットにより生じた純損失は多くなかった。

また、当行のウェルス・マネジメント事業及びアセット・マネジメント事業は、標準的な業界の慣行に従っ

て、償還と募集の合間を埋めるために、一定の投資信託に対し短期の資金調達ファシリティを随時提供する。

かかるファシリティについて、2011年度に損失は発生しなかった。

保証及び類似義務

当行は、通常の業務過程において、様々な保証、信用供与コミットメント、顧客支援のためのスタンドバイ信

用状及びその他の信用状、先スタート条件付取引のコミットメント、債券発行ファシリティ並びにリボルビン

グ引受ファシリティを発行する。関連するプレミアムを除き、通常、かかる保証及び類似義務は、潜在的な損失

を埋め合わせる引当金が要求されない限り、オフバランスシートの項目として維持される。

信用保証及び類似商品の信用リスクに対するエクスポージャー（総価値からサブ・パーティシペーション

を差し引く。）は、2010年12月31日現在で154億スイス・フランであったのに対し、174億スイス・フランと

なった。保証の発行による手数料収入が2011年度の収益全体に占める割合は多くはなかった。
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保証は、一定の条件を充足することを条件に、顧客が第三者に対する義務を履行しなかった場合に当行が支

払を行う旨の取消不能の保証を表章する。当行はまた、顧客の流動性需要を確保する目的で利用できる信用枠

により信用供与コミットメントを行う。未使用の信用枠の大部分は１ヶ月から５年を満期とする。顧客が義務

を履行しなかった場合、当行の信用リスクのエクスポージャーは、かかる商品の契約金額を上限とする。かか

るリスクは、融資の拡大に伴うリスクに類似しており、それと同一のリスク管理及び統制の枠組みに服する。

当行は、保証及び融資コミットメントの負担に関連して、2010年12月31日に終了した年度については4,300万

スイス・フランの正味貸倒引当金繰入額を、2011年12月31日に終了した年度については2,200万スイス・フラ

ンの正味貸倒引当金戻入額を計上した。保証及び融資コミットメントに関して認識された引当金は、2010年12

月31日現在では１億3,000万スイス・フランであったが、2011年12月31日現在では9,300万スイス・フランと

なった。

一定の債務について、当行は、保証及び融資コミットメントから発生する様々なリスクを軽減するため、一

部でサブ・パーティシペーションを行う。サブ・パーティシペーションとは、債務者により債務が履行されな

かった場合に損失の一部を負担する旨、及び該当する場合にはクレジット・ファシリティの一部の資金を調

達する旨の第三者による同意である。当行は、債務者との間で契約関係を有し、サブ・パーティシペーション

参加者は、間接的な関係のみを有する。当行は、債務者と同等又はそれ以上の信用格付を有すると当行が認め

る銀行との間でのみサブ・パーティシペーション契約を締結する。

更に、当行は、通常の業務過程で、第三者に対し表明、保証及び補償を提供する。

決済機関及び取引所の会員

当行は、様々な証券取引所、デリバティブ取引所及び決済機関の会員である。かかる会員資格の一部に関し、

当行は、他の不履行会員の金融債務の一部の支払を余儀なくされ、又はその他これに起因する追加の金融債務

にさらされる可能性がある。会員規則は変更されるものの、債務は、通常、取引所又は決済機関がそのリソース

を使い果たした場合にのみ発生する。当行は、かかる債務により重大な損失が発生する可能性はほとんどない

と考えている。

スイスの預金保険

スイスの銀行法及び預金保険制度は、スイスの銀行及び証券ディーラーに対し、スイスの銀行又は証券

ディーラーが破産した場合の優先顧客預金として60億スイス・フランを上限とする金額を共同で保証するよ

う求めている。FINMAは、2011年７月１日から2012年６月30日までの期間について当行が預金保険制度に納付

する保険料は、10億スイス・フランになると見積もっている。預金保険は保証であり、当行を追加のリスクに

さらす。2011年12月31日現在、当行は、かかる債務により重大な損失が発生する可能性はほとんどないと考え

ている。

引受コミットメント

株式引受コミットメント総額は、2010年12月31日現在においては４億スイス・フラン、2011年12月31日現在

においては11億スイス・フランであった。債券及びプライベート・エクイティ引受コミットメント総額は、

2010年12月31日現在及び2011年12月31日現在において多くはなかった。

契約債務

（当行が一定量の商品及びサービスの購入を約束した場合）購入債務を除く全ての契約は、当行の貸借対

照表上で負債として認識されている。

（当行が退職する従業員に対する契約上で合意した給与の支払を要求される）通知期間中の従業員債務

は、購入債務に含まれない。

キャッシュ・フロー

グローバルな金融機関である当行のキャッシュ・フローは複雑であり、当行の純利益及び純資産と殆ど関

係がない。したがって、当行の流動性ポジションを評価するにあたり、従来のキャッシュ・フロー分析は、流動

性、資金調達及び資本管理方針よりも意味がないと当行は考えている。しかしながら、キャッシュ・フロー分

析は、一定のマクロトレンドと当行事業への戦略的なイニシアチブを浮き彫りにすることには役立つ可能性
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がある。

2011年度において、当行は、現金及び現金同等物の定義を変更し、当初満期が３ヶ月以下の残高に限定した。

前期の金額は修正再表示されている。

現金及び現金同等物の合計は、2010年12月31日現在から57億スイス・フラン増加し、2011年12月31日現在で

856億スイス・フランとなった。

営業活動

2011年12月31日に終了した年度に営業活動で流出した正味キャッシュ・フローは142億スイス・フランで

あったが、2010年度においては、営業活動で流入した正味キャッシュ・フローが134億スイス・フランであっ

た。2010年度に流入した正味キャッシュ・フローは88億スイス・フランであったが、2011年度に営業活動で流

出した正味キャッシュ・フロー（営業活動に係る資産、営業活動に係る負債及び支払税金（還付後）調整

前）の合計は７億スイス・フランであった。

2011年度に、473億スイス・フランの現金純額が、営業活動に係る資産の全体的な増加に使用された。当該現

金の使用は主に、670億スイス・フランの担保付トレーディング・ポジション（リバース・レポ契約及び借入

有価証券に係る担保金）の増加と、143億スイス・フランの銀行預け金/銀行預り金純額の増加によるもので

あった。かかる流出は、正味トレーディング・ポートフォリオ、再調達価額純額及び公正価値での測定を指定

された金融資産の減少、並びに貸出金/顧客預り金純額、未収収益、前払費用及びプライム・ブローカレッジ活

動を含むその他の資産の減少により生じた、営業活動に係る資産からの340億スイス・フランの資金流入によ

り一部相殺された。

法人所得税の純納税額を含む営業活動に係る負債の全体的な増加により、338億スイス・フランの純資金流

入が生じた。これは主に、レポ契約及び貸付有価証券に係る担保金（担保付トレーディング）の291億スイス

・フランの増加を反映している。

投資活動

投資活動で流入した正味キャッシュ・フローは、2010年度が41億スイス・フランであったのに対して、194

億スイス・フランとなった。2011年度の資金流入は、売却可能金融投資に係る売却純額203億スイス・フラン

を主に反映しており、これには戦略的投資ポートフォリオの売却による142億スイス・フランが含まれてい

る。

財務活動

UBSの資金調達活動による正味キャッシュ・フローは、27億スイス・フランであり、153億スイス・フランの

短期社債発行による純資金流入を反映しているが、長期債の償還金の純額（償還額から発行額を差し引く。）

100億スイス・フラン、自己株式及び自己の株式デリバティブ事業の取得に係る純額19億スイス・フラン、並

びに非支配持分に反映された優先証券の償還及び配当支払７億スイス・フランに関する資金流出により相殺

された。2010年度において、資金調達活動は、18億スイス・フランの純資金流入であった。

リスク管理及び統制

2011年度中、当行は継続して当行のリスク・プロフィールを当行の顧客本位の戦略と合致させることに重

点を置いた。2011年度後半には、市場リスク・エクスポージャーを大幅に低下させる措置をとった。2011年12

月31日におけるバリュー・アット・リスクは、前年の6,800万スイス・フランから約半分に減少し、3,600万ス

イス・フランであった。信用リスク・エクスポージャーは、当行の国際的ウェルス・マネジメント部門におけ

る貸付が特にアジア太平洋地域で増加したことを反映して、わずかに上昇した。当行はまた、モノライン保険

会社及び学生ローン・オークション・レート証券に対するエクスポージャーを更に減少させた。2011年度中、

上記のポジションが減少したことで、数々のストレス・シナリオにおける当行のリスクが減少した一方、当行

は、常に当行の市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク及びビジネス・リスクに対する潜在的ス

トレス・シナリオの影響に大きくさらされている。

統制のとれたリスク管理及び統制は、当行の成功にとって不可欠である。2011年度においては、当行のリス

ク対応策が当行の業務への期待及びリスク選好をサポートするために十分強固であることを確保するため、
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当行は当行のインフラ、プロセス、手法及び人材に対して多額の投資を続けた。当行のリスク選好は、UBS全体

での一連の相補的なリスク評価基準により決定される当行のリスク許容量内で設定されており、また、取締役

会（BoD）の権限に基づき承認されている。これは、グループ及び事業部門レベルの両方において、ポートフォ

リオの詳細な枠組み及びポジション制限により運営及び執行されている。当行のリスク統制枠組みの各要素

は、当行の意思決定プロセスにおける重要な役割を担っている。全ての重要な事実は、それぞれの権限を持つ

者に少なくとも月１回報告される。不正取引事件は、強固なオペレーショナル・リスク枠を確保することの重

要性を強調した。当該事件の発生によって確認された複数の弱点は、完全に又は大部分改善されたが、より幅

広い内部統制環境の改善のためには、さらなる取り組みが必要である。当行は、2011年度に当行のオペレー

ショナル・リスク枠及び内部統制を拡大するプログラムを開始した。この広範なプログラムは、2012年度にか

けて継続される。

2011年度の主な動向の概要

リスク管理及び統制に関する2011年度の主な動向は、以下の通りである。

－　当行の期末におけるバリュー・アット・リスクは、2010年12月31日における6,800万スイス・フランから

2011年12月31日には3,600万スイス・フランに減少した。この大幅な減少は主に、より集中的であり、より

簡単な、資本集約的ではないインベストメント・バンクを運営するという当行の戦略に沿って、取引業務

において協調的にリスクが減少したことに起因するが、2011年末に見られた市況も反映している。

－　インベストメント・バンクにおける残余リスク・エクスポージャーは、2011年に更に減少した。この減少

は、原資産（主にローン担保証券）の売却及び一定の学生ローン・オークション・レート証券ポート

フォリオの売却と相まって発生したモノライン保険の転換に続くものであった。ネガティブ・ベーシス

・トレードに関する及び信用評価調整後のモノライン保険会社に対するネット・エクスポージャーは、

16億米ドルから10億ドル米ドルに減少した。当行の学生ローン・オークション・レート証券ポートフォ

リオは、98億米ドルから57億米ドルに減少した。

－　USBグループの新しい貸倒引当金繰入額マイナス貸倒引当金戻入額は、2010年の6,600万スイス・フランか

ら合計8,400万スイス・フランとなった。この変動は主に、2011年第３四半期における一般貸倒引当金が

増加したことによる。この増加は、スイス・フランが財務状態において強くなり、スイスの企業顧客が大

きな外国為替関連リスクにさらされるようになったことから生じた信用リスクの高まりに起因する。

－　当行の減損貸出金ポートフォリオは、主に残余リスク・エクスポージャーの売却により、2011年12月31日

において、20億スイス・フラン減少して21億スイス・フランとなった。

－　2011年において、当行は特にインベストメント・バンクにおけるリスク・IT・プラットフォームに対して

多額の投資を継続して行った。当行は、インベストメント・バンクにおける、リスク集約のための新しい

プラットフォームを改善した。ウェルス・マネジメント拠点の全域におけるクレジット・モニタリング

のための標準化された方法、プロセス及びツールの展開もまた順調に進展し、当行はグローバル・アセッ

ト・マネジメントにおける第三者によるリスク評価適用を完了した。

－　2011年第１四半期にスイス金融市場監査機関（FINMA）により、オペレーショナル・リスクのためのUSB高

度測定方法モデルの重要な発展が承認され、自己資本報告において実施されている。

－　当行は、グループのチーフ・リスク・オフィサーに直接報告できる会社全体のトレジャリー・リスク管理

機能を設けた。

－　FINMAは、スイスの大手銀行２行に対して半年毎にマクロ・エコノミック・ストレス・テストを実施する。

FINMAは、深刻な世界規模の景気停滞及び特定の国々に非常に鋭いショックが生じたことを仮定してスト

レス・テストを実施する。直近の査定は、2011年第３四半期に実施され、FINMAは、当行の自己資本比率に

対するストレス・テストの影響を分析し、当行がFINMAの特定のシナリオにおける規制最低要件を満たし

ていることを確認した。

－　昨年にかけて当行は、当行の補償枠組みにリスクに関する検討事項を更に組み込んだ。特に、当行は、業界

の慣行に合わせて、当行における重要なリスク・テイカー（当行組織において、その性格上又はその役割

から、当行の財源の設定、コミットメント若しくは管理を行える、又は、当行のリスク・プロフィールに影

響を与えることができる者）を特定するためのアプローチを適用した。

リスク管理及び統制の原則

五つの柱が、リスクとリターンの適切なバランスを達成できるよう当行をサポートしている。

１　全てのリスク・タイプにおいて、当行のリスク・エクスポージャーを管理し、個別のエクスポージャー・
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レベル、特定のポートフォリオ・レベル及び会社全体のレベルで、潜在的なリスク集中を回避することに

より、財務の健全性を保護する。

２　リスクに対する全体的かつ総合的見解、パフォーマンス及び報酬並びに当行の業務行動倫理規範を初めと

する基準及び原則の完全な遵守により特徴づけられる健全なリスク文化を通じて、レピュテーションを

保護する。

３　経営管理は、リスク管理委員会とは対照的に、当行全体の推定される全てのリスクに対し説明責任を負い、

また、リスクとリターンのバランスを確保するため、全てのリスク・エクスポージャーを継続的かつ積極

的に管理する責任を負う。

４　リスク統制機能は、事業のリスク管理の有効性及び事業のリスク・テーキングを監督する。

５　上級役員、取締役会、株主、規制当局、格付機関及びその他の利害関係者に対して包括的かつ透明なリスク

開示を行う。

当行のリスク管理及び統制の原則は、リスク管理及び統制の枠組みを通して実施されている。当該枠組み

は、方針、手続及び権限等の定性的要素と、リスク測定方法やリスク制限等の定量的要素からなるものである。

当該枠組みは動的なものであり、当行の事業や市場環境の展開に合わせて継続的に変化する。当該枠組みに

は、新規事業の開始や、大規模かつ複雑な取引を行うための明確に規定されたプロセスが含まれている。

リスク管理及び統制の責任

リスク管理及び統制の主要な役割及び責任は、以下の通りである。

－　取締役会は、当行のリスク原則、リスク選好、及び主なポートフォリオ制限（事業部門への配分を含む。）

の決定について責任を負う。取締役会によるリスク評価及びリスク管理の監督は、最良の慣行の展開を考

慮し、本項目における関連する開示内容のとおり、法定要件を遵守する意図がある。取締役会は、取締役会

のリスク委員会（当行のリスク特性及び取締役会が承認したリスク統制枠組みの実施を監視、監督す

る。）のサポートを受ける。取締役会のリスク委員会は、当行の主要なリスク測定手法及び統制原則の評

価、承認も行う。

－　グループ執行委員会（GEB）は、リスク統制枠組みを実施し、当行のリスク特性を統制し、また主なリスク

方針を承認する。

－　グループのチーフ・エグゼクティブ・オフィサー（グループCEO）は、当行の業績について責任を負い、取

引、ポジション、及びエクスポージャーに関するリスク権限を有し、また各事業部門内において取締役会

により承認されたポートフォリオ制限の配分を行う。

－　各事業部門のチーフ・エグゼクティブ・オフィサー（CEO）は、その事業部門の業績について説明責任を

負う。当該責任には、リスク・エクスポージャーを積極的に管理すること及びリスクとリターンのバラン

スを確保することを含む。

－　グループのチーフ・リスク・オフィサーは、グループCEOに直接報告を行い、会社全体のリスク統制に関す

る機能上・管理上の権限を有する。リスク統制部門は独立の立場でリスクを監督し、また信用リスク、カ

ントリー・リスク、市場リスク、投資リスク、及びオペレーショナル・リスクに関するリスク統制プロセ

スの実施について責任を負う。これには、リスクの測定・評価手法の確立、リスク制限の設定、並びに適切

なリスク統制基盤の開発及び運営が含まれる。リスク統制プロセスは、方針と権限（専門知識、経験及び

責任に従ってリスク・コントロール・オフィサーに委任される。）の枠組みによってサポートされる。

－　グループ・チーフ・フィナンシャル・オフィサー（グループCFO）は、当行の財務実績の開示の明確性及

び透明性、並びに規制上の要件及びコーポレート・ガバナンス基準の遵守を確保することについて責任

を負う。グループCFOは、会社全体のトレジャリー・リスクの管理並びに税務に関するリスク管理及び統

制の枠組みの実施についても責任を負う。

－　グループ・ジェネラル・カウンセルは、法律問題及び法令遵守に対する当行のリスク管理及び統制の原則

を実施することについて責任を負う。

リスク区分

当行の事業が直面するリスクは、三つの異なる区分に分類することができる。すなわち、主要リスク、付随リ

スク、及びビジネス・リスクである。

主要リスク及び付随リスクは当行の事業活動から生じるリスクであり、独立したリスク統制に従っている。

主要リスクは、信用リスク、カントリー・リスク、市場リスク、発行体リスク、及び投資リスクからなる。付随リ

スクは、オペレーショナル・リスク（法的リスク、コンプライアンス・リスク及び税務リスクを含む。）及び
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流動性リスク及び資金調達リスクからなる。一定のビジネス・リスクは、当行の事業活動に内在するコマー

シャル・リスク、戦略リスク及び経済リスクから発生するものである。これらのリスクは、当行の各事業及び

グループの管理により監視及び管理される。

主要リスク及び付随リスクの定義は以下の通りである。

－　信用リスク ： 顧客又はカウンターパーティの契約上の義務の不履行によって損失を被るリスク。

－　カントリー・リスク ： 各国特有の事象に起因する損失を被るリスク。ある国の監督機関が債務の支払い

を防止又は制限するトランスファー・リスク、及びある国特有の政治動向又はマクロ経済動向によって

生じるシステミック・リスク事象を含む。

－　市場リスク、発行体リスク及び投資リスク ： 市場の変動要因が当行のトレーディング・ポジション又は

金融投資に損失を与えるリスク。

－　オペレーショナル・リスク ： 意図的、偶発的、又は当然であるかを問わず、不適切又は機能しない社内手

続き、人員、及びシステムにより生じる損失を被るリスク、又は外的要因により生じる損失を被るリスク。

法的事項及びコンプライアンス関連事項、並びに税務事項に関するリスクを含む。

－　流動性リスク及び資金調達リスク ： 支払期日に支払義務を履行できないか、又は実際の若しくは提案さ

れたコミットメントの資金を賄うために、市場において受諾可能な価格で資金の借入れを行うことがで

きないリスク。

リスク測定

当行のポートフォリオのリスク及びリスク集中の定量化については、様々な方法論や測定法が適用されて

いる。標準的な測定法において完全に反映されないリスクは、追加の統制（取引及び特別なリスク制限の事前

承認を含む場合がある。）の対象とされる。リスクの定量化モデルは、通常、統制機能内の専任部門により確立

される。当行の帳簿及び記録に影響を与え得る評価モデル及びリスク対応モデルは、独立して検証され、かつ

グループCRO及びグループCFO組織による継続的な監視及び統制に従う。

基準となる測定は、ポジション・レベルによる市場リスクの感応度及び信用リスク・エクスポージャーで

あり、これらは、合計すると当行の取引全体のリスクの概要を示す。ポートフォリオ・レベル統計測定及びス

トレス損失測定がこれらの測定を補完する。これらの測定は、当行が将来の潜在的損失を総合的に測るために

採用している二つの相補的種類のリスク測定である。

統計的損失

統計的損失測定には、バリュー・アット・リスク（VaR）、期待損失及びアーニング・アット・リスク

（EaR）が含まれる。VaRは、特定の期間内に特定の信頼水準で実現される可能性のある市場リスクにより生じ

る損失を見積もるものである。期待損失は、当行の信用ポートフォリオ及びオペレーショナル・リスクからの

発生が予想される平均年間費用を測定する。EaRは、特定の期間内に特定の信頼水準で実現される可能性のあ

る当行の利益における潜在的不足額を測定し、経営陣の評価により補完される中核的な統計的測定法から成

る。

ストレス損失

ストレス損失は、特定のシナリオにおける極端な事象から発生し得る損失である。当行は、統計的損失測定

を補完するため、また、当行のリスク許容量とリスク選好をより良く理解するため、ストレス・テストを実施

する。ストレス・テストは、一見合理的だが極端又は異常な市場の動きに対する当行のエクスポージャーを定

量化し、また当行の潜在的な脆弱性及びリスク集中の特定、理解、及び管理を可能とする。当行のストレス・テ

ストの枠組みは、広範囲にわたるポートフォリオ別のストレス・テスト及び会社全体を対象とする総合スト

レス・テストを取り入れている。

ポートフォリオ別のストレス・テストは、事業部門内の特定のポートフォリオのリスクに重点を置いた測

定法である。当行のポートフォリオのストレス損失測定は、過去の事象の測定に特徴があるだけでなく、将来

の見通しに関する要素も含んでいる。当行のトレーディング・リスクに関するストレス・シナリオは、市場と

ポジションにより異なる流動性の特徴を捕捉する。当行のストレスの枠組みには、例として、金融危機が極み

に達した2008年第４四半期に経験したような極端な市況を反映したシナリオが含まれている。

当行の総合ストレス・テスト（CST）の枠組みは、多くの世界的なシステミック事象（2008年に見られた市

場事象に類似した深刻な市場事象により生じた深刻な世界的景気後退を含む。）に対する当行のエクスポー

ジャーを捕捉する。その他、過去２年間の間に生じた時事的な将来を見通したシナリオには、ユーロ圏危機が
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含まれる。このストレス・テストは、将来を見通した市場事象及びマクロ経済シナリオに基づくものであり、

深刻さの度合いにより異なっている。これらのシナリオにおいては、市場の先行きを表す指標や経済変数の変

化の意味が定義され、当行全体のリスク・ポートフォリオに当てはめられる。主要リスク、付随リスク、及びビ

ジネス・リスクの影響は、かかるストレス・シナリオが生じた場合の損失及び資本にもたらす影響を計算す

るという目的で評価される。

ストレス・テストの結果はリスク報告に盛り込まれる。これは当行のリスク管理プロセス、リスク選好プロ

セス、及び事業企画プロセスにとって重要な情報である。全社対象のストレス・テストは各事業部門の全ての

主要な特定済リスクを捕捉するものであり、当行のリスク特性に関して上層部経営陣や取締役会と規制当局

との間で行われる議論において、重要な情報の一つである。FINMAの要請に従い、当行は引き続き、詳細なスト

レス分析結果をFINMAに提供している。

ストレス・シナリオは、各事業部門、リスク統制部門、及び経済研究部門の代表者の委員会によって、マクロ

経済環境及び地理的環境との関連で定期的に見直され、更新され、拡大される。このように、当行のストレス・

テストは、将来を見通し、かつ変化する市況に対応した統制枠組みの提供を試みている。しかしながら、現実の

ストレス事象発生時における市場の動きは、当行のシナリオ設計において予想される動きとは異なる可能性

がある。

大手金融機関のほとんどはストレス・テストを採用しているが、その手法は非常に多様であり、ストレス・

シナリオを定めた業界基準や、各行のポジションへの適用方法は存在しない。従って、金融機関同士のストレ

ス・テスト結果の比較は誤解を招く恐れがあるため、当行は、ほとんどの同業他社と同様、数値化されたスト

レス・テスト結果を公表していない。

グループのリスク選好の枠組み

当行のリスク選好の枠組みは、一定の期間にわたって多大な損失が生じた後でも維持することを目指す収

益水準及び資本水準という観点から、リスク選好の目的を規定する。当行のリスク特性をリスク選好に照らし

て監視するため、当行は、会社全体を対象とする二つの相補的なリスク測定枠組み、すなわちアーニング・

アット・リスク（これを拡張したキャピタル・アット・リスク(CaR)とともに）及び総合ストレス・テスト

（CST）を使用している。この二つの枠組みは、各事業部門のリスク及び全ての主要なリスク区分（主要リス

ク、付随リスク、及びビジネス・リスクを含む。）におけるリスクの捕捉を意図するものである。これらの測定

は当行のリスク統制プロセス、資本管理プロセス、及び事業企画プロセスの重要な要素であり、詳細は以下の

通りである。

－　アーニング・アット・リスクは、95％の信頼水準で収益の潜在的不足額を測定するものであり、３ヶ月間

及び１年間の両期間について評価される。

－　キャピタル・アット・リスクはアーニング・アット・リスクを拡張して、より深刻な収益不足がBISに基

づくTier１資本に及ぼす影響を検討したものであり、95％から99.9％の信頼水準で測定される。

－　総合ストレス・テストは、アーニング・アット・リスク及びキャピタル・アット・リスクを補足する。上

記「ストレス損失」に記載した通り、当行の全社対象のストレス・テストは、特定のストレス・シナリオ

に基づいて、ストレス・テストがもたらし得る当行のリスク・ポートフォリオへの（ひいては当行の収

益及び資本への）潜在的影響を評価するものである。

当行のリスク選好は取締役会の承認を受けている。リスク選好は、当行のリスク許容量、ひいては当行の資

本及び見積収益といった資源に基づいて決定される。当行全体のリスク選好は、リスク選好の各目的物に関す

るリスク・エクスポージャーの総計（極端な市場事象及び経済事象に重点を置いたリスク・エクスポー

ジャー測定の精度には限度があり、これが考慮される。）をカバーする上限値として設定される。リスク限度

の枠組みは、当行のリスク・エクスポージャーと現在の支配的な事業環境におけるリスク許容量の比較並び

に将来の事業計画に基づく。この比較結果は、当行のリスク特性の調整の可能性について経営陣が判断する際

の重要なサポートの手段でもある。

リスク集中

リスク集中は、(ⅰ)金融商品のポジションが一群の相関要因の変更による影響を受ける場合又は一群のポ

ジションが同じリスク要因若しくは一群の相関要因の変更による影響を受ける場合、また(ⅱ)エクスポー

ジャーが、広範囲であるが妥当と思われる厳しい状況において、多大な損失をもたらす可能性がある場合に起

こる。
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リスク集中の見極めは、今後の展開の可能性を予測することができず、また年度毎に変動する可能性がある

ため、判断することを要する。当行にリスク集中があるか否か判断する場合、当行は、多数の要素を個別に又は

併せて考慮する。かかる要素には、商品及び取引先の共有の特徴、ポジション又は一群のポジションの規模、リ

スク要因の変更に対するポジション又は一群のポジションの感応度並びに当該要因のボラティリティ及び相

関性が含まれる。当行の評価の際に重視すべき事項は、商品の取引市場の流動性並びにヘッジ又はその他の潜

在的リスクの軽減要素の利用可能性及びその効果である。ヘッジ商品の価格は、常にポジションのヘッジによ

り変動するわけではなく、この不一致はベーシス・リスクといわれる。

当行がリスク集中を認識した場合、当行はリスクが削減されるか又は軽減されるか否かを判断し、またその

ために利用できる方法を評価する。当行が認識したリスク集中に対しては厳しい監視を行う。一度認識された

リスク集中は、さらなる監視の対象となる。

現在の環境に関連するストレス・シナリオにおける重要な損失に係る潜在性との当行のポートフォリオ及

び資産クラスの評価に基づき、当行は、以下に記載され、論じられるモノライン保険会社及び学生ローン・

オークション・レート証券に対する当行のエクスポージャーは、上述の定義に従い、2011年12月31日現在にお

いて、考慮されるべきリスク集中と考える。

特に、厳しい環境で生じた相関関係が当行の予想する相関関係と大きく異なる場合、重大な損失が、上述し

たものを除く資産クラス、ポジション及びヘッジにおいて発生する可能性がある。当行は、価格リスク、ベーシ

ス・リスク、信用スプレッド・リスク及びデフォルト・リスク、その他当行の株式及び債券の棚卸資産に係る

固有かつ相関的なリスクにさらされている。当行は、SNBスタブファンド株式を取得するオプションに係る価

格リスクにもさらされている。

また、当行は、経済状況が悪化する場合に重大な損失を被る可能性のある貸付リスク・エクスポージャー、

カウンターパーティ・リスク・エクスポージャー及びカントリー・リスク・エクスポージャーを有してい

る。

リスク開示

当行のリスク・エクスポージャーの測定法は、エクスポージャーを計算する目的（例えばIFRS）に基づく

財務会計、要求される規制上の資本の決定、又は当行の内部管理の目的）に応じて異なる可能性がある。「信

用リスク」及び「市場リスク」に詳述するエクスポージャーは、通常、リスク・エクスポージャーに関する当

行経営陣の内部見解に基づくものである。

信用リスク

信用リスクは、顧客又はカウンターパーティの契約上の義務の不履行により損失を被るリスクである。これ

には、決済リスク（（例えば、当行がその義務を履行したものの、カウンターパーティが外国為替取引の対価

を提供しない場合）が含まれる。また、信用損失は、カウンターパーティ若しくは証券の発行体が拠点を置い

ている国、又は相当量の資産を有している国の経済的又は政治的な問題により発生する（カントリー・リス

ク）。

信用リスクの発生源

信用リスクは、貸出金、貸出コミットメント、及び保証（例えば信用状）等の伝統的なバンキング商品から

発生する。また、信用リスクは、トレーディング商品（店頭デリバティブ取引（OTC）を含む）、為替取引デリ

バティブのほか、証券金融取引（現先取引（レポ及びリバース・レポ）、有価証券借入及び貸付取引等）から

発生する。これらの商品については、商品の種類及びエクスポージャーの性質に応じて償却原価（貸出金及び

債権）、損益を通じた公正価値（トレーディング目的で保有された商品、公正価値での測定を指定された商

品）又はその他包括収益を通じた公正価値（売却可能商品）で計上することができるなど、会計処理は異な

るものの、適用されるリスク統制プロセスは基本的に同一である。信用リスクは、有価証券及びその他市場性

のある形式の債務にも内在している。これは、発行体による義務の不履行の確率についての予測が変化するこ

とにより、又は発行体が実際にその義務を履行しないときに、その公正価値が影響を受けるためである。この

ような有価証券及び債務がトレーディング業務に関連して保有されている場合、当行は当該リスクを発行体

リスクとみなしている。トレーディング業務に関連して保有されていない債務証券は、債券投資として報告さ

れており、本項の末尾において論じられている。当行は、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク及びイン

ベストメント・バンクの多くの事業活動によって信用リスクにさらされている。ウェルス・マネジメント・
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アメリカズ及びグローバル・アセット・マネジメントにおける信用リスク・エクスポージャーの重要性はこ

れより低い。

信用リスク統制

制限及び統制

当行は、個々のカウンターパーティ及びカウンターパーティ・グループについて、バンキング商品及びト

レーディング商品を対象とする制限及び決済金額の制限を設けている。これらの制限は、債務の未払額だけで

なく、偶発的なコミットメント及びトレーディング商品に関する潜在的な将来のエクスポージャーにも適用

されるものである。与信契約は、適切な承認を受け、かつこれらの制限を遵守しない限り、締結することができ

ない。

インベストメント・バンクでは、償還期限までの保有を意図するエクスポージャー（取得保有エクスポー

ジャー）と、分配又はリスク移転がなされるまでの間の短期的保有を意図するエクスポージャー（一時的エ

クスポージャー）を区別している。

顧客が同種の事業活動に従事している場合や、同一の地理的地域に拠点を置いている場合、又は顧客の契約

上の義務の履行能力が経済的、政治的又はその他の条件の変化により同様の影響を受ける等、類似した経済的

特徴を有している場合には、信用リスクの集中が発生する可能性がある。信用リスク集中を避けるため、当行

は、セクター・エクスポージャー、カントリー・リスク、及び特定の商品のエクスポージャーについて、ポート

フォリオ及びサブ・ポートフォリオのレベルのリスク集中を制約する制限及び/又はオペレーショナル・コ

ントロールを設けている。

リスク軽減

当行は、エクスポージャーに対する担保設定及びクレジット・ヘッジの活用により、ポートフォリオに内在

する信用リスクを積極的に管理している。ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクでは、貸付の大部分は担

保を取って実行されている。不動産による資金調達の場合、当該不動産の抵当権は、債権担保のために供され

る。商業貸付も、事業所建物又はその他の不動産にかかる抵当権によって担保されることがある。当行は、担保

物件を評価し、貸出対総額比率（LTV）の最大値を決定するため、インカムカバーの評価を含む測定法を適用

している。

ロンバード貸出は、適格で市場性のある有価証券、保証及びその他の形式の担保の差入れと引き換えに行わ

れる。また、インベストメント・バンクは、店頭デリバティブ業務及び証券金融事業において、市場性のある有

価証券及び現金の形で担保を設定する。ディスカウント（ヘアカット）は、通常、原担保の性質、流動性、及び

ボラティリティを反映する担保の市場価格に適用される。エクスポージャーと担保の価値は絶え間なく監視

され、証拠金請求や決済手続は、担保の時価が所定のトリガー事由発生レベルを下回った場合に実行される。

また、各担保のポートフォリオ内の集中及び顧客間の集中は、該当する場合に監視され、特定の担保プールに

適用されるヘアカットに影響を及ぼすことがある。

当行の店頭デリバティブ取引は、通常、国際スワップデリバティブ協会（ISDA）又はISDAに相当する機関の

二者間のマスター・ネッティング契約に基づいて行われ、債務不履行の場合には全取引の清算及びネッティ

ング決済が認められる。当行はまた、主要な市場参加者との間で相互担保差入れ契約を締結しているが、当該

契約の下では、エクスポージャーが所定のレベルを上回った場合には、いずれの当事者も、現金又は市場性の

ある有価証券の形で担保を提供するよう要求される可能性がある。ヘッジ・ファンドのような特定のカウン

ターパーティについては、当行は相互担保差入れ契約も使用することがある。当行は、支払不能の場合には関

連管轄区域において契約が強制力を有するという法律意見書を要求することを含め、ネッティング契約及び

担保契約の締結に係る手続きを明確に定めている。

当行は、主にインベストメント・バンクにおいて、特定のカウンターパーティ、セクター、又はポートフォリ

オからのリスク集中を低減する目的で、ポートフォリオの信用リスクを積極的に管理している。使用される

ヘッジの手段には、シングルネームのクレジット・デフォルト・スワップ（以下「CDS」という。）、インデッ

クスCDS及びトータル・リターン・スワップ等がある。シングルネームCDSは、優良な市場カウンターパーティ

との間で、通常、二者間のネッティング契約及び担保契約に基づいて実行される。当行は、クレジット・ヘッジ

の認識について、厳格な基準を遵守している。例えば、当行は限度額に対するエクスポージャーを監視する際、

通常、プロキシー・ヘッジ（相関性があるが異なる銘柄に対する信用プロテクション）又はインデックスCDS

等の信用リスク軽減策を認めていない。信用プロテクションを購入することにより、ヘッジ提供者に対する信

用エクスポージャーが発生する。当行は、信用プロテクション提供者に対するエクスポージャー、及びクレ
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ジット・ヘッジの有効性を、関連するカウンターパーティに対する当行全体の信用エクスポージャーの一部

として監視している。更に、当行は、カウンターパーティとヘッジ提供者の間にエクスポージャー及び実質的

な相関関係があると当行が考える場合（いわゆる誤方向（ウロング・ウェイ）リスク）、ポジションを認識

し、監視する。当行は、当該活動を止めることを方針としているが、いずれにせよ、又は市場の相関関係が変化

した場合、カウンターパーティ制限及び資本計算においてロング・ウェイ・リスク・ヘッジの利益は認識し

ない。

信用リスク測定

当行は、信用リスクを測定するための手段及びモデルを開発してきた。各カウンターパーティへのエクス

ポージャーは、一般に認められた三つのパラメーターに基づいて測定される。すなわち、デフォルト確率、デ

フォルト時エクスポージャー、及びデフォルト時損失率である。かかるパラメーターは、大部分の信用リスク

の内部測定において基礎をなすものであり、また、自己資本比率に関する国際統一基準を規定するバーゼル

2.5枠組みの先進的内部格付手法に従って規制上の資本を計算する際の重要な入力情報である。当行はまた、

ポートフォリオの信用リスク測定値（期待損失、統計的損失、及びストレス損失）を得るためにモデルを使用

する。

デフォルト確率（PD）

デフォルト確率は、カウンターパーティが契約上の義務の不履行を起こす可能性を予測するものである。か

かる確率は、様々な区分のカウンターパーティに合わせた評価ツールを用いて評価される。これらの区分は更

に、各カウンターパーティ間のデフォルト確率の一貫性ある評価を確保するために策定された、当行内部の信

用格付スケール（マスタースケール）に調整される。当行は、当行の評価ツールのパフォーマンスを定期的に

評価し、必要に応じてモデル・パラメーターを調整している。当行は、信用リスク測定のために評価結果を使

用するほか、信用リスクの承認権限を定める際の重要な入力情報として使用している。

インベストメント・バンクでは、評価ツールは、銀行、ソブリン、法人、ファンド、ヘッジ・ファンド、及び商

業用不動産を含む幅広いセグメントに用いられている。各評価ツールのための関連評価基準（例えば財務比

率及び質的要因）の選択は、様々な統計的分析、外部から入手可能な情報、及び専門家の判断に基づいて決定

される。

スイス国内のリテール及び法人向け銀行事業では、統計的に開発されたスコアカードを用いて、中小企業セ

グメントの企業・法人顧客を評価している。当行のスコアカードに用いる基礎データのほとんどは、顧客の財

務情報、質的基準、及び数年間の貸倒引当金履歴に基づくものである。スイス居住者である大企業顧客の評価

については、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクは、インベストメント・バンクが当該セグメントのた

めに確立したひな形を使用している。所有者占有不動産又は投資用不動産により担保設定されている貸出金

のデフォルト確率は、貸出対総額比率及び債務者の債務返済能力を考慮したモデルを用いて評価される。ロン

バード貸出に対するエクスポージャーは、担保価値の潜在的な変動及び貸出金額を下回る確率をシミュレー

トするモデルを用いて評価される。

当行のマスタースケールは、当行が様々な評価ツールを用いて明確なクラス分け（各クラスにはデフォル

ト確率の範囲が組み込まれる。）に基づいて決定したデフォルト確率を表したものである。カウンターパー

ティは、当行によるデフォルト確率の評価の変動に伴い、評価クラス間を移動する。

デフォルト時エクスポージャー（EaD）

デフォルト時エクスポージャーは、発生する可能性があるデフォルト発生時にカウンターパーティが支払

うべき予想金額を表わしたものである。デフォルト時エクスポージャーは、カウンターパーティに対するカレ

ント・エクスポージャー及びその潜在的な将来の動向から求められる。

貸出金のデフォルト時エクスポージャーは、当該貸出金の実行金額又は額面金額である。融資コミットメン

ト及び保証については、デフォルト時エクスポージャーには、実行金額のほか、将来実行される可能性がある

潜在的金額（過去の観測実績に基づいて見積られる。）が含まれる。

トレーディング商品については、様々な時点における潜在的なエクスポージャーの増減範囲をモデリング

して、デフォルト時エクスポージャーを求めている。証券金融取引については、他社が当行に又は当行が他社

に支払う純額が、当行の全てのポジションの清算に要するであろう潜在的期間における市場動向の影響を考

慮した上で評価される。上場デリバティブのデフォルト時エクスポージャーは、当初及び日々の変動マージン

を勘案して算出される。店頭デリバティブ商品のデフォルト時エクスポージャーは、カウンターパーティとの
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ポートフォリオ取引の再調達価額の潜在的変動（潜在的信用エクスポージャー）から法的強制力を有する

ネッティング契約を差し引いてモデリングして算定している。担保付店頭デリバティブに関しては、当行の潜

在的信用エクスポージャーは、再調達価額及び担保価値のの潜在的変動のモデリングと、様々な商品間の価格

相関モデルを基礎としている。

与信限度に対する各カウンターパーティのエクスポージャーを測定する場合、当行は、債務残高の高い信頼

水準で測定された最大期待エクスポージャーを考慮に入れている。ただし、ポートフォリオ・リスクを測定す

るために異なるカウンターパーティへのエクスポージャーを合算する際には、一定の対象期間（通常１年

間）における各カウンターパーティへの期待エクスポージャー（同じモデルにより算定されたもの）を使用

している。

当行はエクスポージャー・モデルのパフォーマンスをバック・テスティングとベンチマーキングによって

監視しており、これらによって、当行の内部実績及び外部から観察された実績に基づいて、モデル結果が実際

の結果と比較される。

カウンターパーティの信用度に影響を与える要因と、当行のトレーディング商品のエクスポージャーの潜

在的な将来価値に影響を与える要因との間に実質的な相関関係がある場合（誤方向（ウロング・ウェイ）リ

スク）には、当行は当該エクスポージャーを評価しており、またこのようなリスクに対処する特別な管理方法

を定めている。

デフォルト時損失率（LGD）

デフォルト時損失率（LGD）は、デフォルト時に起こりえる損失の度合いである。LGDの推定値には、元本及

び利息の損失、並びにその他の金額（ワークアウト期間中の減損ポジションの負担費用を含むワークアウト

費用等）などの回収の可能性が低いものが算入される。

当行は、デフォルトが発生したカウンターパーティに対する債権の回収可能性（カウンターパーティの種

類及び担保又は保証による信用軽減に依拠）に基づいて、LGDを算定する。当行のインベストメント・バンク

は、主要なリスク要因（業界セグメント、債権の担保及び優先順位、並びに国の法的環境及び破産手続き等）

の評価に基づいてデフォルト時損失率を推定し、社内の損失データ及び外部の情報（入手可能な場合）で裏

付けを行っている。当行の貸出ポートフォリオにおいては、デフォルト時損失率はカウンターパーティ及び担

保の種類により異なり、社内の損失データに基づいて統計的に推定されている。市場性のある有価証券や担保

不動産等の担保がある場合には、貸出対総額比率（LTV）もデフォルト時損失率算定の重要な要因となる。

期待損失（EL）

貸倒引当金は事業運営に内在する費用であるが、その発生は不規則で金額は大きく変動する。当行は、現在

のポートフォリオに潜在する将来の貸倒引当金を数値化するため、期待損失の概念を使用している。

期待損失は統計的評価基準の一つであり、現在の信用ポートフォリオ・ポジションの減損により発生が期

待される平均年間費用を見積るために使用されている。一定の信用枠にかかる期待損失は、上記の三つの要素

（デフォルト確率、デフォルト時エクスポージャー、及びデフォルト時損失率）の関数である。ポートフォリ

オ全体の予測貸倒引当金は、各カウンターパーティの期待損失額を合算して算出する。

期待損失は当行の全ポートフォリオの信用リスクを定量化するための基準であり、ポートフォリオの統計

的損失及びストレス損失の測定の起点でもある。また、一定の商品を評価するための入力情報として使用され

る場合もある。

統計的損失及びストレス損失

当行は、ある１年間における当行の信用ポートフォリオの損失プロフィールを特定の信頼水準で測定する

ため、統計的モデリング手法を使用している。この損失配分の平均値が期待損失である。平均値から逸脱して

いる損失推定値は、デフォルトしているカウンターパーティにおける統計的不確実性及びセグメント内（及

びセグメント間）のカウンターパーティ間の体系的なデフォルト関係に起因する。また当該推定値は、個々の

カウンターパーティ及びカウンターパーティ・グループへの集中リスクに敏感に反応する。この結果は当行

のポートフォリオのリスク水準及びその長期的動向を示すものである。

ストレス損失はシナリオに基づく評価基準であり、統計的モデリング手法を補完するものである。当行は、

三つの主な信用リスク・パラメーターの一つ以上が大幅に悪化すると仮定して、様々なストレス・シナリオ

における当行の潜在的損失を評価するために、ストレス損失を使用している。当行はストレス・テストを定期

的に実施し、ポートフォリオの監視と潜在的なリスク集中の特定のために使用している。一定のポートフォリ
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オ及びセグメントについては、ストレス損失が制限を受けることもある。

信用リスクの構成 － UBSグループ

主要な顧客が前年にレバレッジを解消したことを受けて、2011年、当行の貸付事業に増加が見られた。

2011年12月31日現在の控除前信用エクスポージャーの総額は、2010年度末は4,450億スイス・フランであっ

たのに対し、4,760億スイス・フランであった。バンキング商品に係るエクスポージャーは、中央銀行との取引

の残高並びにウェルス・マネジメント＆スイス・バンク及びウェルス・マネジメント・アメリカズへの貸出

金残高が増加したことを主な理由として、3,560億スイス・フランから3,940億スイス・フランに増加した。当

行のトレーディング商品のエクスポージャー（大部分はインベストメント・バンクで生じたもの）は、70億

スイス・フラン下回る820億スイス・フランとなった。2011年12月31日現在の控除前信用エクスポージャーの

最大の要素は、貸出ポートフォリオであり、当行の信用エクスポージャー総額の54％(2,570億スイス・フラ

ン)を占めていた。このうち2,100億スイス・フランはウェルス・マネジメント＆スイス・バンクに帰属する

ものであった。

以下本項において、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクの貸出ポートフォリオ、並びにインベストメ

ント・バンクのバンキング商品・ポートフォリオ及び店頭デリバティブ・ポートフォリオの構成と信用の質

について更に詳述する。当行のエクスポージャーの大半は担保又は担保不動産によって保証されているため、

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク及びインベストメント・バンクのポートフォリオ分析は、ネット

・エクスポージャー（信用ヘッジ及び引当金控除後並びに信用評価調整後のエクスポージャー）を基礎とし

て行われる。これは、当行がこれらのポートフォリオに関するリスク管理においてクレジット・ヘッジを積極

的に利用しているためである。

信用リスクの構成 － 事業部門別

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクのバンキング商品に係るグロス・エクスポージャーの総額は、

2010年12月31日は2,330億スイス・フランであったのに対して、2011年12月31日現在は2,380億スイス・フラ

ンであった。

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクの総貸出ポートフォリオは2,100億スイス・フランであり、前年

の2,020億スイス・フランから増加した。この増加は主にアジア太平洋地域及びスイスにおけるウェルス・マ

ネジメント事業に起因するものである。ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクの貸出ポートフォリオの

93％は、担保（そのうち75％が不動産により担保されており、残りの25％は、市場性のある有価証券、保証及び

その他の形により担保されている。）により保証されている。不動産エクスポージャーの大部分は、一般的に

低いリスク特性を示してきたスイスの居住用不動産（一戸建て及び共同住宅）によって保証されている。

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクの無担保ローンのグロス・ポートフォリオは、149億スイス・フ

ランであり、この45％は投資適格とされていた。更に、無担保ポートフォリオの67％は企業であるカウンター

パーティへのキャッシュ・フローに基づく貸出に関するものであり、20％はスイスを中心とする国家の諸機

関への貸付に関するものであった。

ウェルス・マネジメント・アメリカズ

ウェルス・マネジメント・アメリカズのバンキング商品に係るグロス・エクスポージャーの総額は、2010

年12月31日現在の260億スイス・フランから、2011年12月31日現在では330億スイス・フランまで増加した。こ

のエクスポージャーは、三つの主要な商品項目（市場性のある有価証券により担保された貸出金、住宅ローン

貸出金及びクレジットカード）から生じた。

市場性のある有価証券により担保された貸出金の多く（88％（2010年は93％））が投資適格をとされる高

い質を有するものであった。ウェルス・マネジメント・アメリカズの抵当貸付ポートフォリオは主に、米国全

州において提供される住宅ローンで構成される。2011年12月31日現在のエクスポージャーは、前年の11億スイ

ス・フランから継続して増加し18億スイス・フランとなった。当該ポートフォリオは、総合的に高い質を保っ

ており、当行は、抵当貸付プログラムを開始してから信用損失を経験していない。クレジットカード事業から

生じる信用リスク・エクスポージャーは、2011年12月31日において１億3,500万スイス・フランであった。

インベストメント・バンク
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インベストメント・バンクの正味店頭デリバティブ・ポートフォリオの約94％は、投資適格のカウンター

パーティ（この大部分は、主に担保付きでトレーディングを行う銀行及び規制金融機関であった。）との取引

であった。インベストメント・バンクの正味バンキング商品ポートフォリオの約67％は投資適格であり、その

エクスポージャーの大部分は企業及びその他のノンバンクに関する貸出に関するものであった。

2011年12月31日現在のインベストメント・バンクが有するバンキング商品のネット・エクスポージャー

は、2010年度末の416億スイス・フランから524億スイス・フランまで増加した。インベストメント・バンクは

このポートフォリオに係る信用リスクを引き続き積極的に管理しており、2011年12月31日現在、企業及びその

他のノンバンクへのエクスポージャーに対して、シングルネームCDSのヘッジ230億スイス・フランを保有し

ていた。

インベストメント・バンクが有する企業及びその他のノンバンクに対するバンキング商品のネット・エク

スポージャーは、産業部門間で引き続き分散された当行の評価によれば、本ポートフォリオの投機的格付への

エクスポージャーの大半は、2011年12月31日現在、デフォルト時損失率は０～50％であった。

ブラックロック・ファンドへの融資

2008年第２四半期、当行は、米国の住宅モーゲージ担保証券（以下「RMBS」という。）のポートフォリオを、

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクが管理する特別目的事業体、RMBSオポチュニ

ティーズ・マスター・ファンド・エルピー（以下「RMBSファンド」という。）に、150億米ドルで売却した。

RMBSファンドは、ブラックロックが第三者投資家から調達した自己資本約37億5,000万米ドルと、UBSが提供し

た８年の自己償還型112億5,000万米ドル優先担保付きローンをその資本とした。

RMBSファンドは、原資産からの回収金から引き出された月々の支払金額によりローンを償還している。当該

回収金は、融資契約の条項に従い、ローンの元利金の支払いと、RMBSファンドの持分利益の保有者に配分され

る。ポートフォリオの想定残高総額が一定額減少した場合、持分保有者への配分は減額又は停止され、想定残

高が更に一定額減少した場合は、当行が原資産の管理を引き受ける可能性がある。

2011年12月31日現在の融資残高は、エスクロー勘定の考慮後で、2010年12月31における57億米ドルに対し

て、47億米ドルであった。当該融資の担保となっているRMBSファンドの資産の想定残高総額は、2011年12月31

日現在、115億米ドルであった。想定残高に基づけば、当該ポートフォリオは、オルトA（54％）及びサブプライ

ム（33％）の格付で主に構成されていた。また優先順位でいえば、ほとんどが上位（96％）であった。

RMBSファンドは当行の財務書類に連結計上されていない。当行は、RMBSファンドとそのパフォーマンスを継

続的に監視しており、RMBSファンドの持分投資家がリスクとリターンの大部分をこれ以上受領しないことが、

各種の事象に基づいて確実となり、またRMBSの原モーゲージ・プールの悪化により示唆された時点で、RMBS

ファンドの連結について改めて評価する予定である。当行はまた、減損の有無を判断するために、RMBSファン

ドへの融資を継続的に評価している。2011年12月31日に終了した年度の動向によれば、連結は不要で融資の減

損は認められないとの当行の結論に変更はない。

学生ローン・オークション・レート証券に対するエクスポージャー

当行は、継続して学生ローン・オークション・レート証券の在庫を「リスク集中」とみなしている。2011年

12月31日現在における全体的なエクスポージャーは、本年度中の売却後、2010年12月31日における98億米ドル

から、57億米ドルまで減少した。

2011年末、残りの学生ローン・オークション・レート証券の在庫の棚卸資産の担保の約77％は、連邦家庭教

育ローンプログラム（FFELP）により保証されている担保であり、その元本及び利息の97％以上が米国教育省

により再保証されている。当行の学生ローン・オークション・レート証券のポジションは全て、貸出金及び債

権として保有されており、各発行トラストの実績報告の精査を含む四半期毎の減損テストを前提としている。

モノライン保険会社に対するエクスポージャー

当行は、継続して当行のモノライン保険会社に対するエクスポージャーを「リスク集中」とみなしている。

このエクスポージャーの大部分は、店頭デリバティブ契約（主に一定のポジションをヘッジするために購入

されるクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）プロテクション）から生じる。

2011年12月31日おいて、公正価値に基づき、保険付資産の41％が商業用不動産ローン担保証券（CMBS）であ

り、31％が債務担保証券であり、21％がその他の資産担保証券であり、７％は米国サブプライム住宅ローン担

保証券の優良な債務担保証券であった。

モノライン保険会社から購入したCDSプロテクションに係る公正価値の総額は、14億米ドルのCVA累積後、10
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億米ドルであった。

減損及びデフォルト ― 不良債権

当行は、バンキング商品に起因する不良債権を、「延滞」貸出金と「減損」貸出金に分類している。貸出金

は、契約上の返済が行われないときに延滞とみなされる。利用可能な担保の処分後に借り手がその義務を履行

できない、又はその意思がない結果、当行が当該貸出金に基づいて期日の到来した契約上の全ての返済額を完

全に回収できない可能性がある場合、当該貸出金は減損したとみなされる。90日超延滞している貸出金は、減

損について個別に評価される。しかし、減損分析は、その他の客観的証拠が貸出金の減損の可能性を示唆して

いる場合、貸出金が遅滞しているか否かを問わず実施される。延滞しているが減損の生じていない貸出金は、

当行が貸出金の契約条件に基づいて支払われるべき金額（又は担保の清算からのその相当額）を全額回収で

きると予想しているため、未払分はあるが減損が生じているとみなされていない。当行はまた、証券金融取引

に係る債権については、そのデフォルトや減損を、バンキング商品に使用するのと同じ原則及びプロセスを使

用して評価している。

当行は、減損債権の簿価が、IFRSの要件に従って決定されるよう確保するプロセスを定めた。評価及び処理

に適用される与信管理は、減価償却費と公正価値の両方の信用商品について同一である。担保ポートフォリオ

の一部及び少額の非担保リテール・アカウント当座貸越を除き、当行は確認された各案件を個別に評価する。

当行の処理戦略及び回収可能見積額を個別に承認している。

類似する信用リスク特性を有し、償却原価で計上されている債権ポートフォリオについても、かかるポート

フォリオに減損の個別項目を特定できない減損債務が含まれているかを考慮するために当行はこれを評価す

る。上述のとおり、スイスにおける当行のリテール及び企業向け銀行事業では、当行は通常、当該支払いが一定

期間遅延した後に限り、各ポジションの減損について見直しを行っている。減損事由の発生とその特定との時

間差をカバーするため、当行は、トリガー事由と各減損の特定との間の平均期間中に当該ポートフォリオの期

待損失に基づき、一般貸倒引当金を設定する。減損事由を早期に特定するために各カウンターパーティ及びエ

クスポージャーを継続的に監視しているため、当行のインベストメント・バンク事業には、通常、この種の一

般貸倒引当金は必要とされない。

当行は更に、全てのポートフォリオに関して、減損をもたらす可能性があるが直ちに明らかにはならない、

予期せぬ何らかの動向があるか否かを評価している。かかる事由は、天災若しくは国家の危機等のストレス状

態であるか、又は法的環境若しくは規制環境の構造的な変化から発生する可能性がある。当行は、事由に起因

する総合的な減損が存在するか否かを判断するため、最も不安定な国々を定期的に評価し、また特定の潜在的

な減損事由の影響について検討するために、一連の世界的経済要因を使用している。

財務書類における減損の認識は、当該債権の会計処理により異なる。償却原価で計上されている商品の減損

は引当金又は準備金の設定により認識され、損益計算書の貸倒引当金繰入額に計上される。公正価値で計上さ

れるデリバティブ等の商品については、信用度の悪化は信用評価調整を通じて認識され、損益計算書のトレー

ディング収益純額に計上される。

減損の生じている貸出金、引当金、及び準備金

2011年12月31日現在の貸倒引当金の額（一般貸倒引当金１億3,100万スイス・フランを除く。）は、2010年

度末の11億9,300万スイス・フラン（一般貸倒引当金4，700万スイス・フランを除く。）から33％減少し、８

億400万スイス・フランとなった。

当行は再分類証券については、貸借対照表の日付現在の簿価が再分類の日付現在の簿価（償還に係る調整

後）を累積ベースで５％以上下回った場合には、減損の生じた貸出金と考える。

2011年12月31日現在、減損の生じている貸出ポートフォリオ総額は、41億7,200万スイス・フランから21億

3,500万スイス・フランまで減少した。

減損の生じている貸出ポートフォリオが貸出ポートフォリオ総額（いずれも測定された総額）に占める割

合は、主に減損再分類資産の売却により、2010年12月31日現在の1.6％から半減し、0.8％であった。証券以外の

貸出については、その割合は0.9％に対し、0.6％であった。

貸出金（簿価１億8,600万スイス・フラン）及び受取債権（簿価２億4,200万スイス・フラン）は、2011年

度及び2010年度中に減損貸出金から正常貸出金に再分類された。2010年度の数値は、3,900万スイス・フラン

から２億4,200万スイス・フランに修正された。これらの再分類は、当該貸出金の再協議によって新しい条件

が債務者の質及び貸出金の種類に関する通常の市場基準を満たしたか、又は、債務者の財務状態が改善されて

過去の延滞金を返済することが可能となったために今後の元本及び利息が原契約条件に従い全額回収可能と
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みなされたか、のいずれかを理由として行われた。

2011年12月31日において、減損の生じている貸出ポートフォリオに対する担保は、主に不動産と証券で構成

されている。

当行の方針は、担保権を実行された不動産を可及的速やかに処分することである。担保権実行不動産につい

て貸借対照表のその他の資産に計上された簿価は、2011年度末現在は5,800万スイス・フラン、2010年度末現

在は9,000万スイス・フランであった。

当行は、金融資産の形式で保有する担保を迅速に、かつ公正とみなされる価格で清算するよう努力してい

る。これにより当行は、法律上認められる場合、秩序ある清算中に、自らの勘定で資産を購入しなければならな

い場合がある。

2011年12月31日現在の当行の減損資産は、主に残存ローン・ポジションの売却により、前年度末から20億ス

イス・フランと下回る45億スイス・フランであった。

配分された特定の引当金、準備金、及び信用評価調整（23億スイス・フラン）、並びに担保の見積清算手取

金（９億スイス・フラン）の控除後における2011年12月31日現在の純減損資産は、13億スイス・フランで

あった。

延滞しているが減損の生じていない貸出金

当行は現在、インベストメント・バンクには延滞しているが減損の生じていない貸出金を有していない。

当行の延滞しているが減損の生じていない貸出金のエクスポージャーの増加は、１日以上60日以下の遅滞

のカテゴリーにおける僅かな増加が主な要因であった。90日超延滞しているが減損の生じていない貸出金は、

主として抵当貸付に関するものであった。しかしながら、抵当貸付に関して延滞しているが減損の生じていな

い貸出金の総額は、抵当貸付ポートフォリオ全体の規模との比較では重大ではなかった。

決済リスク

決済リスクは、当行が最初に対価を受領できると確実に判断できないうちに自らの義務を履行しなければ

ならない価値の交換を伴う取引において発生する。当行は、カウンターパーティとの多国間協定及び二者間協

定を利用して、実際の決済高を減少させている。

当行の決済リスクの最も重要な発生源は、外国為替取引である。UBSは、外国為替決済機関である多通貨同時

決済のメンバーであり、取引は同時決済ベースで決済され、外国為替関連の決済リスクは取引量に比較して大

幅に削減されている。

外国為替取引に係る信用リスクは、それが決済前の外国為替相場の変動に起因する場合は、多通貨同時決済

のメンバーであること及びその他の手段（ペイメントネッティング等）による決済リスクの緩和によって排

除されない。当行は、先物為替取引に関するかかるカウンターパーティ・リスクを、店頭デリバティブ商品の

信用リスク管理全体の一部として測定、統制している。

カントリー・リスク

カントリー・リスクは、各国特有の事象に起因する損失を被るリスクである。当行は、ある特定の国々に対

する当行のエクスポージャーが、当行がその国に与える信用格付と釣り合いのとれたものであり、かつそれぞ

れのカントリー・リスク特性に対して不釣り合いとならないよう確保するために、カントリー・リスク統制

の枠組みを確立している。

当行は、エクスポージャーを有する全ての国について格付を行っている。ソブリン格付は、当行の債権の減

損につながるカントリー・リスク事由の発生可能性を示すものである。

当行は、３以下の格付を受けた全ての国について、カントリー・リスク・シーリング（上限）を定める。こ

れは取締役会により、又はグループCEO若しくはグループ・チーフ・リスク・オフィサーによって委任された

権限に基づいて承認される。カントリー・リスク・シーリングは、該当国のカウンターパーティ又は証券発行

体及び金融機関に対する当行の全てのエクスポージャーに適用される。当行は、あるカウンターパーティにつ

いて、カントリー・シーリングがなければエクスポージャーを引き受けられる場合でも、信用供与、トレー

ディング商品の取引、及び証券ポジションを、カントリー・シーリングに基づいて制限することがある。

カウンターパーティ又は発行体のデフォルトに起因する損失のうち、複数の支払不能によるもの（システ

ミック・リスク）又は監督機関による一般的な支払いの防止若しくは制限によるもの（トランスファー・リ

スク）は、ある国の危機がもたらす最も重大な影響である。カントリー・リスクの内部測定及び統制のため、

当行は、国家の危機の発生前、発生中、及び発生後に生じる市場の混乱について、その財務上の影響も検討す
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る。市場の混乱は、ある国の債券・株式市場及び資産価格の大幅な悪化、又は通貨の急落という形をとる場合

がある。

当行は、新興市場の深刻な危機による潜在的な財務上の影響額を評価するために、ストレス・テストを使用

している。これには、危機事由が発生する可能性がある国を特定することや、潜在的損失額の算定、並びに関連

信用取引の種類に応じた回収率及び影響を受けた国の経済的な重要性に関して仮定を行うことが含まれる。

当行の市場リスクに対するエクスポージャーは、主要なグローバル・シナリオをカバーするストレス・テ

ストの対象であり、当該テストにより当行は、全ての関連する国々における株式指数、金利及び為替レートの

市場にショックを与える要因を適用し、金融商品の清算の可能性を考慮している。

継続中の欧州国家債務危機に関連して、当行は、監視を強化し、当行が保有する担保の質に重点を置いてい

る。

カントリー・リスク・エクスポージャー

商品項目

当行の内部リスク管理の見解（予想回収金額を認識しない）に基づくエクスポージャーのプレゼンテー

ション。

バンキング商品は、貸出金（償却原価）、未実行融資コミットメント（想定ベース）及び金融保証（想定

ベース）であり、売却可能債務及び株式ポジション（公正価値）の重要でない額が含まれる。

取引商品は、店頭デリバティブ及び有価証券による金融取引から生じるカウンターパーティ・リスクが含

まれ、効力を有するマスター・ネッティング契約を考慮した上で再調達価額－借方純額に表示される。

トレーディング滞留資産には、社債や株式等の有価証券の他に、当行が売買する信用プロテクションに関連

するものを含むデリバティブ・ポジションに係る原対象資産に関するリスクが含まれる。トレーディング滞

留資産のエクスポージャーは、有価証券の価値又はデリバティブの場合は原対象資産の価値が、即時にゼロま

で下落した場合の公正価値の変動を表す。当行はネット・ベースでトレーディング滞留資産を管理すると同

時に、同一の原発行者のショート・ポジションに対するロング・ポジションの価値をあげている。これは、法

人毎のネット・ロング・エクスポージャーの報告された合計が一定のヘッジ及び発行者全体のショート・ポ

ジションの相殺利益を認識しないことから、保守的なアプローチである。これは、一般的なカントリー信用ス

プレッドの変動に対する潜在的エクスポージャーを見積る際に特に関連性が高い。

カントリー・アロケーション手法

バンキング商品又は取引商品のエクスポージャーからのカントリー・エクスポージャーのプレゼンテー

ションに係る基礎は、内部のリスク分析において使用される居住地分配である。通常、当行の契約上の取引先

である法人（親会社又は子会社）の居住地である国は、エクスポージャーが示される国として決定される。例

えば、その居住地地がＸである銀行に対する貸出金は、Ｘに対するエクスポージャーとして示される一方、銀

行の子会社がＹを居住地とする場合、当該子会社に対するエクスポージャーは、Ｙに対して示される。

資産又は収益源といった経済的財産を異なる国に有する取引先に関して、エクスポージャーは、当該異なる

国のリスクに分配される。これは例えば、金融オフショア・センターに設立された法人で、その主要な資産及

び収益が居住地である国の外に流れている場合である。エクスポージャーに対して、当行が保有する第三者保

証又は担保にも同様の原則が適用される。このような場合、原有価証券の保証人若しくは発行者いずれかの居

住地である国に対するエクスポージャー、又は担保物的資産がある国に対するエクスポージャーを報告する。

その法人の居住地である国以外の国にある金融機関の支店に対するバンキング商品エクスポージャー（マ

ネー・マーケット・デポジット、貸出金）には特別な規則が適用される。このような場合、エクスポージャー

は、その会社の居住地である国に対して全額記録され、追加で支店がある国に対して全額記録される。

デリバティブ・エクスポージャーに関して当行は、取引商品における取引先の（リスク）居住地である国

に対するカウンターパーティ・リスクを示す。更に、当行は、トレーディング滞留資産における原対象資産の

価値の変動によるデリバティブの公正価値の変動により生じる利益/債務を反映し、これらは、関連する対象

資産を発行した法人の（リスク）居住地に対して反映される。基本的な例として、その居住地がＸである取引

先から購入した名目価値100のCDSプロテクションで、かつその居住地がＹである発行者の債務を参照するCDS

プロテクションが20の再調達価額を有する場合、当行は、（ⅰ）（取引商品における）Ｘに対するCDS（20）

の公正価値、及び（ⅱ）（トレーディング滞留資産における）Ｙに対するCDSのヘッジ利益（名目－公正価

値）（100-20＝80）を記録する。購入したプロテクションの例においては、80ヘッジ利益は、同一の発行者に

より原資産として保有及び発行される有価証券から生じるエクスポージャーに対して相殺され、発行体毎に
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ゼロまで低下する。売却したプロテクションの場合、同一の発行者により原資産として保有及び発行される有

価証券から生じるエクスポージャーに加えて、80のリスク・エクスポージャーとして反映される。

トレーディング滞留資産において保有される有価証券に関するカントリー・リスクは、当行の内部リスク

居住地分析に基づき配分される。通常、発行者の居住地である国は、エクスポージャーが示される国を決定す

る。例えば、Ｘを居住地とする会社により発行された株式は、かかる株式が登録された取引から独立して、Ｘに

対して表示される。発行者の金融財産が主に異なる国にある場合、又は当行が第三者保証を有している場合、

バンキング商品について上述したとおり、同一の原則がトレーディング滞留資産エクスポージャーに対して

適用される。

新興市場国に対するエクスポージャー

主要国の格付区分に基づけば、2011年12月31日現在の当行の新興市場国へのエクスポージャーのうち、86％

（2010年12月31日現在は87％）は投資適格であった。

債券投資

IFRSに基づいて売却可能金融投資に分類される債券投資は、株式を通じて記録される公正価値における変

動と共に公正価値で測定され、主として法律上、規制上、又は流動性を理由として保有されるマネー・マー

ケット商品及び債務証券に広く分類することができる。売却可能な債券投資には、インベストメント・バンク

が流通市場で購入した不良債権も含まれる場合がある。

売却可能金融投資に分類された債券に適用されたリスク統制の枠組みは、商品の性質と保有目的により異

なる。当行のエクスポージャーは、市場リスク制限に組み入れられ、又は金利の感応度分析、会社全体のアーニ

ング・アット・リスク、キャピタル・アット・リスク、及び合算ベースのストレス・テストによる評価基準な

どの特別な監視を受ける可能性がある。

債券投資の構成

売却可能金融投資に分類された負債性金融商品は、2010年12月31日現在の739億スイス・フランから減少し

て、2011年12月31日現在では525億スイス・フランとなった。これらの商品は、主として政府及び政府系機関が

発行した流動性の高い短期有価証券で構成されている。この減少は主に、戦略的投資ポートフォリオの売却に

よるものである。

市場リスク

市場リスクとは、市場の変動要因により被りうる損失のリスクである。市場リスクには、大別して、「一般的

な」市場リスク要因と「固有の」要因の二つの変動要因がある。「一般的な」市場リスク要因とは、金利、株

式指数の水準、為替相場、コモディティ価格及び一般の信用スプレッドが含まれる。これらのリスク要因のボ

ラティリティやリスク要因間の相関性も「一般的な」市場リスク要因である。「固有の」要因とは、個別の企

業若しくは団体に特有の要因や事象に起因する債務証券及びエクイティ証券の価格に関連するものである。

市場リスクの原因

当行は、そのトレーディング業務及び非トレーディング業務の一部において「一般的な」市場リスクと

「固有の」市場リスクの両方のリスクを取っている。

トレーディング・ポートフォリオ

当行の市場リスクのほとんどが、インベストメント・バンクにおけるトレーディング業務から生じている。

当該トレーディング業務には、株式、債券、金利、為替及びコモディティの現物市場とデリバティブ市場におけ

るマーケット・メイキング、顧客向け事業の促進及び関連ポジションの取得が含まれている。

当行のトレーディング業務は様々な市場リスク制限を受ける。トレーダーはそれぞれが取るリスクをこの

制限内におさめることを要し、これによりトレーダーはヘッジ戦略やリスク軽減戦略を用いることになる。か

かる戦略は、ヘッジ商品とヘッジされたポジションとが常に連動しないことから生じる追加のリスクにUBSを

さらす可能性がある（ベーシス・リスクともいわれる。）。また、当行は、かかるベーシス・リスクを積極的に

管理する。経営陣及びリスク統制部門は、制限を超えていない場合でも、リスクを削減するよう指図を行うこ

ともある。
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当行のアセット・マネジメント事業及びウェルス・マネジメント事業は、主に顧客活動を支援するために

小規模のトレーディング・ポジションを保有している。かかるポジションに起因する市場リスクは、UBS全体

で見れば大きくはない。

非トレーディング・ポートフォリオ

市場リスク・エクスポージャー（主に一般的な金利及び為替リスク）は、スイスにおける当行のウェルス

・マネジメント業務、リテール及びコーポレート・バンキング業務でのリテール・バンキング及び貸付、イン

ベストメント・バンクの融資業務並びに主に資金調達、貸借対照表、流動性及び資本管理の必要性からの当行

の資金業務等の非トレーディング業務から生じる可能性がある。株式及び一定の債券投資もまた、固有の市場

リスクを生じる可能性がある。

非トレーディング為替リスクは、グループ財務部門が管理する連結資本業務を除き、市場リスク制限に基づ

いて管理される。また、非トレーディング金利リスクは、市場リスク制限に基づいて管理されるか、又は一定の

監視下に置かれ、UBS全体でのアーニング・アット・リスク、キャピタル・アット・リスク及び総合ストレス

・テスト測定での報告がなされる。

市場リスク制限

当行は、市場リスクを管理するリスク枠を採用している。当行は、市場リスクに関して、バリュー・アット・

リスク（VaR）及びストレス損失という二つの主要なポートフォリオ測定法を用いている。これらは、双方と

もに当行の全ての事業部門について共通で、かつ、取締役会が承認した制限に従う。

インベストメント・バンクにおいては、かかるポートフォリオ測定法は、ポートフォリオ、資産クラス及び

商品に対する集中リスク及びその他の補足制限により補完され、また、一般的な市場リスク要因及びシングル

ネーム・リスクに対するエクスポージャーをカバーする。シングルネーム・リスク（又は発行体リスク）と

は、単独の発行体（又は発行体グループ）が債務不履行を含む信用事象に服することになる場合、当該発行体

の取引可能な商品（債券、株式及びデリバティブ）に対する当行のエクスポージャー量である。当行の集中リ

スク及びその他の補足制限は、価額（時価総額又は名目金額）及びリスク感応度（金利、信用スプレッド、株

式指数、外国為替又はボラティリティといった一定のリスク要因に対するエクスポージャー量）といった

様々な形式で表示される。かかる制限では、市場の流動性及びボラティリティ、利用可能な業務遂行能力、及び

評価の不透明さの程度、並びに当行のシングルネーム・エクスポージャーについては発行体の信用度を考慮

している。

当行の証券引受コミットメントからのエクスポージャーは、流通市場のポジションと同様の集中リスクの

測定法及び統制に従うものとする。また、引受コミットメントは、委任されたリスク管理権限及びリスク統制

権限に基づいて承認される。同様に、一定のより大規模な又は複雑な取引は、事業部門及び統制部門両方から

の代表者を含むコミットメント委員会による承認が必要となる。

市場リスク制限は、各事業部門及びコーポレート・センターのそれぞれについて設定されている。インベス

トメント・バンクのリスク枠は、部門がとるリスクの性質及び規模に鑑みて、他の事業部門のリスク枠に比べ

て詳細に設定されている。

トレーディング・ポートフォリオ

当行の開示のため、当行のトレーディング・ポートフォリオでは、市場リスク・エクスポージャーを数値化

するためにVaRが用いられる。

バリュー・アット・リスク（VaR）の定義及び限界

当行は、信頼水準及び保有期間は異なるが、内部管理上及び市場リスクに係る規制上の所要自己資本を決定

する目的上、共通のVaRモデルを使用する。

当行のVaRモデルは、FINMAが承認するものとし、また、当行のVaR手法及びVaRモデルの現在行われている重

要な改訂も規制当局の承認を必要とする。

当該モデルは、過去５年間のデータを使用し、当行の内部管理上、保有期間を１日、信頼水準を95％として測

定される。ただし、バーゼル2.5及びFINMAの要件に従い、当行は保有期間を１日、信頼水準を99％とするVaRを

バック・テスティングのために、また、保有期間を10日、信頼水準を99％とするVaRを市場リスクに係る必要自

己資本の決定に用いる。当行は、日々その日の終了時点でのポジションのVaRを算出する。当行のVaRの算出は、

市場リスク要因の過去の変動を当行の現在のポジションに直接当てはめて（ヒストリカル・シミュレーショ
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ン法）行っている。

VaRにおいて使用される時系列データの定期的なアップデートの一環として、より包括的にカバーされる個

体数及びより綿密に追跡された外部の指標シリーズに基づく改善された信用スプレッドの時系列データ源

が、2011年第３四半期に導入された。

実際に実現した損失は、VaRが示唆する損失と異なる可能性がある。VaR測定には全て限界があり、このこと

を踏まえて解釈されなければならない。VaRの限界には以下が含まれる。

－　過去５年間を対象とすることによって、過去５年未満の期間を対象とした観測よりも、市場ボラティリ

ティの急激な上昇がVaRの増加に適時に反映されない傾向があるが、かかる上昇の影響は、より長期にお

いては当行のVaRに影響を与える。

－　VaR測定は、指定された信頼水準に基づいて行われ、かかる信頼水準を超える潜在的な損失を示すことはで

きない。

－　VaR測定における保有期間を１日（又は規制上のVaRにおいては10日）とした場合、指定期間内に決済又は

ヘッジできないポジションの市場リスクを完全にとらえることはできない。

－　一定の場合のVaRの算出では、ポジション及びポートフォリオの価値に係るリスク要因の変動による影響

を概算することとなる。これは、VaRモデルに含まれるリスク要因の数がやむを得ず制限されるためであ

る。例えば、イールドカーブ・リスク要因は、将来において常に存在するものではない。

－　極端な市場変動の影響については、非線型リスク感応度並びに実際のボラティリティ及び相関レベルが

VaRの算出で用いた前提と異なりうることから、概算に誤りが生じる可能性がある。

当行は、VaRに含まれないリスクの見直しを含み、VaR手法の実績を継続的に見直す。当行は、当行のリスク・

ポジションに関連する市場リスク間の関係、更に特定のトレーディング・ポジションにおける大幅な市場変

動が収益に与える影響をより正確にとらえるために、今後もVaRモデルを向上させる。

2011年のVaRの推移

UBSグループの管理VaRは、2010年12月31日における6,800万スイス・フランに対して、2011年12月31日には

3,600万スイス・フランまで減少した。この顕著な減少は主に、より集中的であり、より簡単な、資本集約的な

インベストメント・バンクを運営するという当行の戦略に沿って、2011年下半期に全事業で協調的にリスク

が減少したことに起因するが、2011年末に見られた市況も反映している。2011年第３四半期における不正取引

事件の影響を除いた平均管理VaRは、2010年には5,700万スイス・フランであったのに対して、2011年は、6,000

万スイス・フランであった。信用スプレッド・リスクは、今後も継続して当行のVaRの主要な要素の一つであ

る。金利リスクは、信用スプレッド・リスクの優勢性が減少した結果、追加的に当行のVaRの主要な要素となっ

た。

バック・テスティング

バック・テスティングは、ポジションについて各営業日の終了時に保有期間１日及び信頼水準99％で算出

される規制上のVaRを、当該ポジションについて翌営業日に生じる実際の収益と比較するものである。当行の

バック・テスティング上の収益は、報酬及び手数料等の非トレーディング収益並びに日中取引の予測収益を

除いて計算される。バック・テスティング上の収益がマイナスで、かかる収益の絶対値が前日のVaRを超える

場合に、バック・テスティングの超過事象が発生する。

当行におけるバック・テスティングの超過事象は、2010年には１回発生したのに対し、2011年は３回であっ

た。かかる３つの超過事象は全て、市場が激しく動いたこと及び不正取引事件により2011年第三四半期に発生

した。

当行は、バック・テスティングの超過事象及びVaR分布の利益部分からの超過収益を全て調査する。また、当

行は、バック・テスティングの全結果を、事業グループの上級役員、グループ・チーフ・リスク・オフィサー

及び事業部門のチーフ・リスク・オフィサーに対して報告する。

バック・テスティングの超過事象は、内部監査人及び社外監査人、並びに関連する規制機関に報告される。

非トレーディング・ポートフォリオ

当行の開示のため、当行の非トレーディング・ポートフォリオに関連する市場リスクは感応度分析を用い

て数量化される。これには、バンキング勘定における金利リスクへの当行のエクスポージャー測定の総数並び

に重要なポートフォリオ及び当行の管理VaR又はバンキング勘定における金利リスクには含まれないポジ

ションの追加情報が含まれる。

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

 82/432



バンキング勘定における金利リスク

バンキング勘定は、売却可能商品、貸出金及び債権、特定の損益を通じて公正価値での測定を指定された商

品、損益を通じて公正価値で測定されたデリバティブ及びキャッシュ・フロー・ヘッジ会計のために適用さ

れたデリバティブ、並びに関連する資金調達取引で構成される。かかるポジションは、会計処理の相違により、

その他の包括的な収入又は損益に影響を与える可能性がある。

全ての金利リスクは、独立したリスク管理を受ける。当行のVaR測定に含まれない場合、金利リスクは特定の

監視を受けることとなり、それには金利感応度分析、アーニング・アット・リスク、キャピタル・アット・リ

スク及び総合ストレス・テスト測定が含まれる場合がある。金利リスク感応度の数値は、会計処理に関係な

く、将来のキャッシュ・フローの現在価値における利回り曲線の１ベーシス・ポイントの平行増加及び

＋/-100ベーシス・ポイントの平行変動の影響を表す。

当行で最大のバンキング勘定の金利リスク・エクスポージャーは、主として当行のウェルス・マネジメン

ト＆スイス・バンク部門におけるリテール・バンキング及び融資などの業務並びに当行の財務業務に起因

し、大部分はリスク・ヘッジされる。

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクで生じる金利リスクは、バック・ツー・バック取引、又は、契約

満期日又は市場連動相場の存在しない商品の場合、発生事業からのポートフォリオを２つのグループ財務部

門又はインベストメント・バンクのフィックスト・インカム・カレンシー・コモディティ（FICC）ユニット

の金利リスク集中管理ユニットのうちの１つに「複製」する方法のいずれかによって移転される。かかるユ

ニットは、さまざまな情報源から金利リスク全体のネッティングの可能性を有効に利用して割り当てられた

市場リスク制限及び統制の範囲内でリスク・ポートフォリオの一環としてリスクを管理する。

2008年第４四半期及び2009年第１四半期に貸出金及び債権からトレーディング目的保有に分類を組み替え

られたインベストメント・バンクの資産ポートフォリオ、及び貸出金及び債権として保有されたその他の特

定の債務証券もまた、非トレーディング金利リスクを生じさせる。

ウェルス・マネジメント・アメリカズにおける金利リスクは、顧客に提供した貸付及び預金商品に加え、事

業部門の投資ポートフォリオから生じる。

金利リスクは、リスクを自然に相殺するウェルス・マネジメント・アメリカズの貸借対照表項目を勘案し、

承認されたリスク制限及び統制の範囲内で厳密に測定、監視及び管理される。

契約上の満期が存在しない商品の金利感応度は、完全な金利サイクルから過去の変動パターンを使って作

られた。

グループ財務部門は、主に２つの金利リスク・ポジションを管理している。１つは、ウェルス・マネジメン

ト＆スイス・バンクの銀行業務（上述）から移転されたリスクである。もう一方は、企業の貸借対照表の投資

又は資金調達の非金銭項目で株式やのれん等無期限のものから生じる。かかる項目について、当行は、当行が

規定どおりに資金調達及び投資できる特定の対象となる期間を定めた。かかる対象期間は複製ポートフォリ

オによって定められ、これに対して実行するためにローリング基準を確立する。

通常のリスク管理業務に加え、グループ財務部門は、異常に利益の少ない環境から生じるUBSの受取利息純

額へのマイナスの影響を経済的にヘッジすることを目的とする当行のポートフォリオを管理している。かか

る活動は、2011年第３四半期中に売却した戦略的投資ポートフォリオを含む。当該ポートフォリオの売却は、

2010年度末と比較した際の感応度における減少の主要な要因である。

低金利により、下向の動きは、結果として生じる金利がネガティブにならないようにするため制限された。

この影響は、米国のモーゲージ商品における期限前返済リスク及び顧客預金に対する低金利の影響と相まっ

て、エクスポージャーの非線型行為となった。

当行のバンキング勘定の金利リスク・エクスポージャーにおける金利の200ベーシス・ポイントのマイナ

スの平行移動の影響は、規制機関により特定された適格な必要自己資本の20％の閾値を大幅に下回る。

売却可能債券投資の金利感応度

売却可能金融投資に分類された負債性金融商品は、2010年12月31日現在で739億スイス・フランであったの

に対して、2011年12月31日現在で525億スイス・フランであった。会計上の観点から、それぞれの金融商品の利

回りにおける１ベーシス・ポイントの平行増加に対する当該ポジション（ヘッジを除く）の感応度は、約

-600万スイス・フランであり、これは、その他の包括的利益に記載される。

キャッシュ・フロー・ヘッジで示された金利スワップの金利感応度
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有効な範囲内で、キャッシュ・フロー・ヘッジで示された金利スワップは、IFRSに基づいて株式を通じて公

正価値で計上される。株主資本に繰り延べられた金額は、ヘッジの対象となる基礎的金利キャッシュ・フロー

の発生における損益計算書に開示された。キャッシュ・フロー・ヘッジで示された金利スワップは、米ドル、

ユーロ、英国ポンド、スイス・フラン及びカナダ・ドルで表示される。2011年12月31日現在、金利スワップの公

正価値は、75億スイス・フラン（プラスの再取得価額）及び36億スイス・フラン（マイナスの再取得価額）

であった。基礎的なロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の金利曲線が１ベーシス・ポイント増加することに

よってIFRSに基づくその他の包括的収益に与える影響は、約2,500万スイス・フランの株式の減少となるであ

ろう。

非トレーディング・ポートフォリオ － 商品カテゴリーによる評価及び感応度情報

本項は、特定の重要な商品カテゴリー並びに関連する評価技術及び評価モデルの説明を含んでいる。また、

特定の重要な商品カテゴリーで管理VaR及びバンキング勘定における金利リスクから除かれているものにつ

いて感応度情報を提供する。数値は、米ドルで表示され、比較目的のためスイス・フランにおける相当額が括

弧内に表示されている。

モノライン信用保証の信用評価調整(CVA)

ネガティブ・ベーシス・トレードは、当行の残余リスク・ポジションに含まれる。これにより当行は、住宅

モーゲージ担保証券（RMBS）債務担保証券（COD）及び商業モーゲージ担保証券（CMBS）CDO（債務担保証券

及び資産担保証券CDOの取引）を含むUBSが有する資産に対するクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）

プロテクションをモノラインから購入した。金融危機の始まり以来、これらのモノライン・エクスポージャー

に関連する信用評価調整（CVA）は、評価の不確実性、既存市場の流動性及び他のモノライン関連商品に関連

したエクスポージャーの契約条項を生み出してきた。

モノライン信用保証に関連したCVA量は、予想損失の潜在レベルを決定するための重要な入力情報としてモ

ノラインのCDSスプレッドを用いる方法に基づいている。モノラインが観測可能なCDSスプレッドを有しない

場合は、最も類似するモノライン又はモノラインの組み合わせにより決定され、対応するスプレッドが代わり

に用いられる。RMBS CDO、CMBS CDO及びローン担保証券資産カテゴリーについては、将来の予想エクスポー

ジャー・レベルの見積もりを提供するため、原資産の現在公正価値と併せてキャッシュ・フロー・プロジェ

クションが用いられる。

代替的前提に関するモノラインCVA計算の感応度を評価するために、モノライン・クレジット・デフォルト

・スワップ・スプレッドの10％の増加（例えば特定のモノラインについて1,000ベーシス・ポイントから

1,100ベーシス・ポイント）が考慮された。2011年12月31日現在、そのような増加は、2010年12月31日現在の

4,500万米ドル（4,200万スイス・フラン）と比較して、モノライン信用評価調整における約3,900万米ドル

（3,700万スイス・フラン）の増加という結果をもたらした。潜在的転換取引の影響を勘案した後の当該感応

度は、3,900万米ドル（3,700万スイス・フラン）から3，300万米ドル（3,100万スイス・フラン）にそれぞれ

減少する。

モノライン・リカバリー・レート・アサンプションにおける１パーセンテージ・ポイントの減少（例えば

特定のモノラインについて債務不履行を条件とする30％から29％への減少）に対するモノラインCVAの感応

度は、2010年12月31日における900万米ドル（800万スイス・フラン）と比べて、CVAにおける約1,100万米ドル

（1,000万スイス・フラン）の増加をもたらすと見積もられた。潜在的転換取引の影響を勘案した後の当該感

応度は、1,100万米ドル（1,000万スイス・フラン）から300万米ドル（300万スイス・フラン）にそれぞれ減

少する。信用スプレッド及びリカバリー・レートに対する感応度は、実質的には直線上である。

米国レファレンス・リンク債

米国レファレンス・リンク債（RLN）は、概念上の債券資産のポートフォリオにより、UBSが主に債券の形式

で信用保証を購入するという一連の取引から構成される。参照資産は米国ドル建て資産担保証券から構成さ

れる。これらは主に、全ての格付カテゴリーにわたるCMBS、サブプライムRMBS並びに/又は社債及び貸出であ

る。このポートフォリオにおける資産は時価評価されるため、RLNに組み込まれた信用保証は、ポートフォリオ

信用保証評価の市場における標準的アプローチ（Gaussian copula）を用いて公正価値で評価される。このア

プローチは、ポートフォリオにおける相関性のあるデフォルトを効果的にシミュレートすることを目的とし

ており、個々の資産の予想損失及びデフォルトは、これらの資産の観察された市場価格（スプレッド・レベ

ル）に密接に結びつけられる。このモデルの重要な前提には、相関性及びリカバリー・レートが含まれる。当
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行は、これらのパラメーターごとに、その一部しか観察することができない潜在的不確実性に関連した公正価

値調整を適用している。また、当行は主要な入力情報としての、観察されたスプレッド・レベルの使用に関連

した不確実性について、公正価値調整を適用している。これらの公正価値調整は、信用保証を再評価し、関連す

るパラメーターにショックを適用することにより計算される。相関性、リカバリー及びスプレッドにおける

ショックは、資産のタイプ及び/又は地域により様々なレベルに設定されており、関連した取引及び管理を行

うモノの裁量の判断により時間とともに変化しうる。相関性ショック及びリカバリー・ショックは、一般的に

５パーセンテージ・ポイントから15パーセンテージ・ポイントという合理的に可能な範囲内にある。スプ

レッド・ショックは、より大きく変化し、キャッシュ又は総合的なベーシス・エフェクトを反映するために原

保証が調達されているか否かに依拠する。

2011年12月31日現在の米国RLN信用保証の公正価値は、2010年12月31日には６億2,900万米ドル（５億8,800

万スイス・フラン）であったのに対し、約３億1，900万米ドル（2億9,900万スイス・フラン）であった。保証

価値の低下は主に、RLN取引全体において対象資産がライトダウンされたことによる債権の名目価値の低下に

よるものであった。当該公正価値は、上記記載のショックを適用して計算された公正価値調整額である約

2,200万米ドル（2,100万スイス・フラン）を含む。これに対し、2010年12月31日現在の公正価値調整額は

3,100万米ドル（2,900万スイス・フラン）であった。当該公正価値調整額は感応度の大きさとしても考慮さ

れうる。

非米国レファレンス・リンク債

上記の米国RLN信用保証と同じ評価モデル及び市場価値調整の計算方法は、非米国RLN信用保証にも適用さ

れる。ただし、欧州の企業名については10％のスプレッド・ショックが与えられる。

非米国RLN信用保証の公正価値は、2010年12月31日現在６億6,000万米ドル（６億1,600万スイス・フラン）

であったのに対し、2011年12月31日現在約４億6,800万米ドル（４億3,900万スイス・フラン）であった。当該

公正価値は、上記記載のショックを適用して計算された公正価値調整額である約4,600万米ドル（4,300万ス

イス・フラン）を含む。当該公正価値調整額は、2010年12月31日現在7,200万米ドル（6,700万スイス・フラ

ン）であった。当該調整額は、感応度の大きさとしても考慮されうる。

SNBスタブファンド株式を取得するオプション

SNBスタブファンド株式を購入するという当行のオプションは、貸借対照表上は、公正価値におけるデリバ

ティブ（再調達価額－借方）として認識されており、公正価値の変化は損益において認識される。UBSの保有

するコール・オプションの公正価値（調整後）は、2010年12月31日現在19億600万米ドル（17億8,100万スイ

ス・フラン）であったのに対し、2011年12月31日現在約17億3，600万米ドル（16 億2,900万スイス・フラ

ン）であった。このオプションの価値の低下は、キャッシュ・フローが低く予測されたこと及びファンドの資

産に係るリスク・プレミアが増加したことによる。

このモデルは、様々なシナリオにわたり、ファンドにおける全ての資産のキャッシュ・フロー・プロジェク

ションを組み込んでおり、原資産プールのモデル作成価格が当行により評価された原資産プールの公正価値

と等しくなるように将来キャッシュ・フローを割り引くために使われる１ヶ月LIBORレートを超えたスプ

レッドを設定することにより、市場レベルに調整される。この調整における潜在的不確実性に対処するため、

このモデルはモデル・リザーブ（公正価値調整）を組み込んでいる。当該調整額は、2010年12月31日現在２億

5,000万米ドル（２億3,400万スイス・フラン）であったのに対し、2011年12月31日現在１億3,100万米ドル

（１億2,300万スイス・フラン）であった。この準備金額の低下は、将来キャッシュ・フローの予測にかかる

評価への依存がより軽くなったことと合致して、シナリオ全体で評価がより統合されたことを反映している。

割引レートにおける100ベーシス・ポイントの増加は、2010年12月31日現在では、約１億6,700万米ドル（１

億5,600万スイス・フラン）のオプション価値の減少をもたらしたのに対して、2011年12月31日現在では、約

１億3,900万米ドル（１億3,000万スイス・フラン）のオプション価値の減少をもたらし、また、100ベーシス

・ポイントの減少は、2010年12月31日現在では、１億8,800万米ドル（１億7,600万スイス・フラン）のオプ

ション価値の増加をもたらしたのに対して、2011年12月31日現在では、約１億5,500万米ドル（１億4,500万米

ドル）のオプションの価値の増加をもたらす。

市場リスク・ストレス損失

VaR及びその他の市場リスクの測定を補完するために、当行は、最も一般的なタイプの潜在的なストレス事

象を組み込んだ、様々な市場変動を組み合わせたマクロ・ストレス・シナリオ、並びに当行の集中的なエクス
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ポージャー及び影響を受けやすいポートフォリオに関する対象を絞り込んだストレス・テストを実施する。

対象を絞り込んだストレス・テストは、通常、特定の資産クラス又は特定の市場及び商品に適用される。当行

は、分析の範囲と詳細さを拡大するために、引き続き2011年において市場リスクのストレスの枠組みを強化し

た。当行のシナリオは、異なる市場、資産クラス及びポジションの流動性の性質をとらえる。

当行の市場リスクのストレス・テストの枠組みは、将来の予想を含み、かつ、変化する市況に反応する統制

の枠組みを提供するために設計された。したがって、当行のストレス・シナリオは、リスク統制部門及び経済

研究部門の代表者により構成される委員会によって、マクロ経済及び地政学的環境に照らして定期的に見直

される。当行は、市場の状況変化及び世界の新たな開発に応じて、当行のポートフォリオへの潜在的影響を評

価するために特別ストレス・シナリオを開発し、適用する。

株式投資

IFRSに基づき、トレーディング・ブックに含まれない株式投資は、売却可能金融投資、損益を通じて公正価

値での測定を指定された金融資産又は関連会社投資に分類される場合がある。

当行は、収益を生み出すために又は戦略的イニシアチブの一環として等、様々な目的で投資を行う。その他

の投資（取引所会員及び決済機関メンバーシップ等）は、当行の事業活動を支えるために保有されている。当

行は、当行が管理するファンドについては、当該ファンドの設定時に資金を提供若しくは「当初資金を投入」

する目的又は当行の利益と投資家の利益が合致していることを証明する目的で投資を行うこともある。当行

は、自ら顧客に販売したファンドから証券及び受益証券を購入し、また契約要件により購入することもある。

かかる購入の対象には、ヘッジ・ファンドの持分等、流動性を欠いている資産も含まれる可能性がある。

当行は、投資が流動性に欠ける場合、様々な事業体への直接投資や、上場・非上場企業の持分の購入を行う

ことができる。投資株式の公正価値は、各株式固有の要因に支配される傾向にあり、また、当行の株式投資は、

通常、中長期での保有が意図され、ロックアップ契約に従うことがある。これらの理由により、当行は、通常、取

引活動に適用される市場リスク測定を利用してかかるエクスポージャーを管理しないが、かかる株式投資は、

経営幹部及びリスク管理委員会による新規投資の事前承認及びリスク管理を含む様々な範囲の統制並びに定

期的な監視及び報告の対象とされる。また、これらは、UBS全体のアーニング・アット・リスク、キャピタル・

アット・リスク及び総合ストレス・テスト測定にも含まれる。

継続的な事業の一環として投資が行われる場合、かかる投資も、ポートフォリオ制限及び集中リスク制限を

含む当行の標準的な統制に従う。例えば、当初資金及びグローバル・アセット・マネジメントにより行われる

UBS運用ファンドへの共同投資は、ポートフォリオ制限に従う。全ての投資は、授権に基づく承認を義務とし、

かつ、監視され、上級役員に対し報告される。

株式投資の構成

2011年12月31日現在、当行は、合計22億スイス・フランの株式投資を行っており、うち７億スイス・フラン

は売却可能金融投資に分類され、７億スイス・フランは公正価値での測定を指定された金融資産に分類され、

８億スイス・フランは関連会社投資に分類された。

これは、2010年12月31日現在、当行が、合計26億スイス・フランの株式投資を行ったことと比較され、うち９

億スイス・フランは売却可能金融投資に分類され、９億スイス・フランは公正価値での測定を指定された金

融資産に分類され、８億スイス・フランは関連会社投資に分類された。

公正価値での測定を指定された金融資産として分類された７億スイス・フランのうちの大部分が、従業員

報奨制度に関連する信託事業体の資産である。当該資産は、その他の負債に含まれるプラン参加者に対する負

債により広範に相殺される。2010年12月31日現在の同ポジションは、９億スイス・フランであった。

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクは、不適切な又は機能しない社内手続、人為的ミス及びシステム故障又は（意図

的、偶発的又は自然発生的な）外的要因により生じるリスクである。リスクによる事象は、直接的な財務上の

損失を引き起こす可能性又は営業停止による利益の逸失として間接的に現れる可能性がある。かかる事象は

また、当行の評判及び営業網を傷つけ、より長期的な財政的影響をもたらす可能性がある。オペレーショナル

・リスクは事業を行う上で避けられないリスクであり、オペレーショナル・リスクの管理は、当行の事業活動

の中核的要素である。
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オペレーショナル・リスクのあらゆる原因を取り除くことは不可能であるが、リスクとリターンの適切な

バランスをとるために、全ての主要なオペレーショナル・リスク及びかかる集中リスクの可能性を認識及び

評価する助けとなる対応策を提供することが当行の目的である。当行は、全従業員が、潜在的及び実際のオペ

レーショナル・リスクを認識、検討、管理及び改善する、安定的かつ包括的なリスク意識の高い企業風土の育

成に努めている。

組織構造及びガバナンス

事業部門のチーフ・エグゼクティブ・オフィサー及びコーポレート・センター部門の責任者は、オペレー

ショナル・リスク管理の有効性及び必要な対応策実施についての最高責任者である。

全ての部門（業務、物流及び管理部門）の経営陣は、確固とした内部統制及びリスクに対する強固な企業風

土の確立及び保守を含め、適切なオペレーショナル・リスク管理の環境を確立する責任を負っている。設計及

び運営効果を確認するため、ポジティブ・ネガティブ両方のエビデンスを利用し、統制を定期的に評価しなけ

ればならない。

オペレーショナル・リスク・コントロールは、経営陣が重大なオペレーショナル・リスクを適切に管理し

ているか否かについて、独立した客観的視点を提供する。オペレーショナル・リスク・コントロールは、オペ

レーショナル・リスク管理委員会により運営され、グループ・チーフ・リスク・オフィサーの監督下にあり、

リスク・エグゼクティブ委員会のメンバーであるオペレーショナル・リスク統制委員会のグローバル責任者

が委員長を務める。オペレーショナル・リスク管理委員会は、オペレーショナル・リスク・フォーラム及び業

務の流れを監督し、オペレーショナル・リスク対応策の実施に対する監視を確実にし、効果的かつ独立したオ

ペレーショナル・リスク・プロフィールの評価を行う。

オペレーショナル・リスク対応策

オペレーショナル・リスク対応策は、UBSにおけるオペレーショナル・リスクを管理及び統制するための一

般的な要件を定めている。当該対応策は、2011年に大きく改善されており、改善プロセスは現在も進行中であ

る。改善された対応策の主な要素は、以下の４つの柱に基づいている。

1．オペレーショナル・リスク分類法による固有リスクの識別

2．内部統制評価プロセスによる統制の設計及び運営効果に対する評価

3．オペレーショナル・リスク評価プロセスによる残余リスクの評価

4．残余リスクの許容水準の範囲外で特定された欠陥に対応するための改善

当行の事業活動の結果として生じる固有のオペレーショナル・リスクの領域は、オペレーショナル・リス

ク分類法により定められる。かかる分類法により、オペレーショナル・リスクについての明確で論理的な分類

が可能となり、全事業部門にわたるオペレーショナル・リスクに対する共通理解が容易になる。対応策では、

組織内の主要な手続上の統制に係る中核的統制が、オペレーショナル・リスク分類法の領域ごとに定義され

ることが求められている。中核的統制の完全性は、ストレス・シナリオ及びテールリスク等の固有リスクが実

現され得るシナリオの使用によりテストすることができる。

中核的統制とは、効果的に設計・運営された場合、当行のオペレーショナル・リスク・プロファイルを実質

的に確実に許容範囲内に留まらせる重要な統制である。部門は、中核的統制を支える活動に関連する主要な手

続上の統制を認識する必要がある。かかる主要な手続上の統制は、部門が担当する役割及び責任の統制を可能

とする、部門の統制環境の主要な一部である。シナリオ、中核的統制及び

主要な手続上の統制の完全実施及び統合により、銀行横断的な固有リスク（オペレーショナル・リスク分

類法）から機能的に運営される手続上の統制まで、統制のヒエラルキーは完全なものとなる予定である。2011

年９月に公表された不正取引事件により、特に中核的統制の定義、主要な手続上の統制との関連性及び四半期

毎のポジティブ・エビデンスに基づく統制運営の評価実施の取組みを完了させる要求等、修正後のオペレー

ショナル・リスク対応策の実施が促進されることとなった。

主要な手続上の統制の設計及び運営効果の評価中に発覚する重大な統制の不備は、オペレーショナル在庫

リスク及び対応する改善策として報告されなければならない。統制の不備による全体的な影響及び改善に向

けた適切な取組みは、オペレーショナル・リスク評価プロセスの一環として、全ての関連するオペレーショナ

ル・リスク分類法のカテゴリーに対するオペレーショナル・リスク・コントロールにより評価される。この

前後プロセスは、専門家の意見により補完され、現在のオペレーショナル・リスク・エクスポージャー又はオ
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ペレーショナル残余リスクに対する透明性のある評価を可能にする。現在当行は、各オペレーショナル・リス

ク分類法のカテゴリーに対するオペレーショナル残余リスクの許容水準の決定に取り組んでいる。その結果

としてのオペレーショナル・リスク選好は、営業活動に係る制限等の定量的制約又は方針の形式をとった定

性的報告書の確立を通して示すことができる。オペレーショナル残余リスクがオペレーショナル・リスク選

好を超えた場合、経営陣は、事業活動を適応させるか、内部統制環境を適宜調整しなければならない。

オペレーショナル・リスク評価プロセスにより、経営陣は、適時の、十分な、そして特に持続可能な改善に対

する責任も負うこととなる。UBS全体のオペレーショナル・リスク管理実績の全体的評価及び効果的管理に対

するインセンティブを提供するため、四半期毎のオペレーショナル・リスク実績基準が設けられている。かか

る基準は、認識されていない統制の不備及び不十分な改善に焦点を当てるものである。

上記の評価プロセスは最終的に、各オペレーショナル・リスク分類法のカテゴリーにかかる選好に対する

オペレーショナル・リスク・エクスポージャーに関する、様々な利害関係者及び政府機関への定期的かつ重

要な報告となる。既存のオペレーショナル・リスクが具体化したものと考えられる金融上及び非金融上の事

象についても、リスク評価及び報告の目的が考慮される。当行のグループ執行役員会及び取締役会リスク及び

監査委員会の報告は、オペレーショナル・リスク実績基準及びグループの重大なオペレーショナル・リスク

課題についての報告を含むため、2011年に拡大された。かかる課題は、UBSに対して最大のリスク影響を及ぼす

か又は高度の規制対象となるため、最高レベルの優先順位及びスポンサー活動が必要となる。

オペレーショナル・リスクの定量化

改善されたオペレーショナル・リスク対応策は、オペレーショナル・リスクの定量化及び効果的な管理イ

ンセンティブの設定に向けた当行の取組みにおいて大きな進歩を示す能率的な資本の算定と連動している。

上記のプロセスは、オペレーショナル・リスクの定量化並びにオペレーショナル・リスク対応策及び資本の

算定の統合に不可欠である。

当行は、FINMAの要件に従い、先進的計測手法（以下「AMA」という。）を利用して、オペレーショナル・リス

クのエクスポージャーを測定し、オペレーショナル・リスクの規制上の所要自己資本を計算している。規制子

会社については、現地の規制機関の承認に従い、基本的指数又は標準的手法が採用されている。

不正取引事件後、当該AMAカテゴリーの臨時レビューが完了した。その結果、95億スイス・フランのオペレー

ショナル・リスクのRWA（リスク加重資産）が増加し、2011年第４四半期に実行された。

測定アプローチモデル

AMAモデルには、２つの主要な要素がある、歴史的要素とは、2002年１月以降の当行のオペレーショナル・リ

スク損失（極度の内部損失を除く。これは重複を避けるため、シナリオ要素に割り当てられる。）の経緯に基

づく回顧的視点である。歴史的要素においては、過去の出来事が将来の出来事の適当な代理となるということ

が重要な前提となっている。一年以上累積した損失の分配は、規模及び頻度を個別に設計し、またそれらを統

合することで引き出される。したがって、これを損失分布手法という。過去の経験に基づき将来の損失合計を

予想し、当行の資本要件について予想される損失額の判断に利用されるものである。

シナリオ要素とは、銀行が直面するオペレーショナル・リスク課題に基づき発生し得る潜在的オペレー

ショナル損失についての将来予測である。予期しない損失又はテールロスのエクスポージャー（低頻度／高

重要度の事象に対応する。）を合理的に予想することを意図したものである。当行は、20種類のAMAカテゴリー

を使用しており、各カテゴリーにつき、ベース時、ストレス時及び最悪の事態を表す３つの頻度／重要度の組

合せが定められている。測定は、内部の極度な損失、99の競合銀行からの損失データ、事業環境及び内部統制要

因並びに当行のリスク分類に対する特定のエクスポージャーについての内部問題の専門家の見解による、年

次の広範な検証に基づいている。

当行のAMAモデルは、全体的な損失分配の99.9％の分位に相当する必要自己資本額を引き出すために、歴史

的要素及びシナリオ要素から抽出された損失を追加する。現在、当行は、AMAモデルにおける保証を通じた軽減

又はその他のいかなるリスク移転メカニズムも反映していない。

2010年及び2011年中に、データの質の向上、要素間に残る重複の除去、データへの依存の見直し及び分類評

価についての主要な問題の専門家の利用の改善／拡大により、AMAモデルは更に改善された。

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

 88/432



第４　【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

下記２を参照のこと。

２【主要な設備の状況】

当行の設備は、継続的に保守及び改良が行われており、現在の業務及び予想される業務に適切かつ適当であ

るものとみなされる。

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項なし。

第５　【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

UBSの普通株式は、１株当たりの額面0.10スイス・フランの記名株式であり、全額払込済みである。普通株式

は、全株主に直接かつ平等の所有権を与える証券であるグローバル・レジスタード・シェアの形式で発行さ

れる。グローバル・レジスタード・シェアは、異なる証券取引所において異なる通貨間で取引される同一の証

券と、転換によらずに全世界的に取引及び譲渡することができる。例えば、ニューヨーク証券取引所（NYSE）

で購入した同一の証券は、スイス証券取引所（SIX Swiss Exchange）においても売却することができ、またそ

の反対の取引も可能である。

(1) 【株式の総数等】（2011年12月31日現在）

①【株式の総数】

授　権　株　数　(株) 発 行 済 株 式 総 数 (株) 未 発 行 株 式 数 (株)

記　名　式

4,460,761,225

記　名　式

3,832,121,899

記　名　式

628,639,326

(注)　上記記名株式は額面金額0.10スイス・フランである。

資本の額（2011年12月31日現在／財務諸表に基づく）

額　面　価　額

スイス・フラン 株式数

資本金

スイス・フラン （百万円）

発行済払込済株式資本 0.10 3,832,121,899383,212,190(30,990)

②【発行済株式】

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別 種　類 発行数(株)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協

会名

内容

記名式額面株式

(額面金額0.10スイス・フラン)
普通株式 3,832,121,899

スイス証券取引所

ニューヨーク証券取引所
（注）

(注)　株式１株につき１議決権を有する。

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。
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(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】（2011年12月31日現在）

株　式　資　本

（単位：スイス・フラン(百万円)）

年　月　日
発行済株式総数

増減数(数)

発行済株式総数

残高(株)
資本金増減額 資本金残高 摘　　　　要

2007年１月１日

～12月31日

1,294,0582,106,567,344129,406210,656,734新株引受権行使による

株式発行(10) (17,036)

同　　上 -33,020,0002,073,547,344-3,302,000207,354,734減資（株式消却）

(-267) (16,769)

2007年12月31日 - 2,073,547,344 - 207,354,734

(16,769)

2008年１月１日

～12月31日

98,698,7542,172,246,0989,869,875217,224,609株式配当

(798) (17,567)

同　　上 760,295,1812,932,541,27976,029,518293,254,128増資

(6,149) (23,715)

同　　上 39,2702,932,580,5493,927 293,258,055新株引受権行使による

株式発行(0) (23,716)

2008年12月31日 - 2,932,580,549 - 293,258,055

(23,716)

2009年１月１日

～12月31日

332,225,9133,264,806,46233,222,591326,480,646強制転換社債の転換

(2,687) (26,402)

同　　上 293,258,0503,558,064,51229,325,805355,806,451株式募集

(2,372) (28,774)

同　　上 48,2413,558,112,7534,824 355,811,275従業員オプションの行

使(0) (28,774)

2009年12月31日 - 3,558,112,753 - 355,811,275

(28,774)

2010年１月１日

～12月31日

272,651,0053,830,763,75827,265,100383,076,375強制転換社債の転換

(2,205) (30,979)

同　　上 76,7553,830,840,5137,676 383,084,051従業員オプションの行

使(1) (30,980)

2010年12月31日 - 3,830,840,513 - 383,084,051

(30,980)

2011年１月１日

～12月31日

1,281,3863,832,121,899128,139383,212,190従業員オプションの行

使(10) (30,990)

2011年12月31日 - 3,832,121,899 - 383,212,190

(30,990)

（注）2011年度中の条件付資本における新株予約権行使による株式発行

年　　　月 発行株式数（株） 増／減資額（スイス・フラン）

2011年１月 32,826 3,282.60
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2011年２月 59,862 5,986.20

2011年３月 636,785 63,678.50

2011年４月 172,814 17,281.40

2011年５月 165,887 16,588.70

2011年６月 94,772 9,477.20

2011年７月 39,495 3,949.50

2011年８月 20,073 2,007.30

2011年９月 17,983 1,798.30

2011年10月 9,130 913.00

2011年11月 9,258 925.80

2011年12月 22,501 2,250.10

2011年合計 1,281,386 128,138.60

条件付資本 その他の新株予約権

新株予約権の残高 114,357,473個200,401,890個

新株予約権が全て行使された場合の行使価額の総額

（スイス・フラン）
18.14 31.13

（加重平均の行使価額（スイス・フラン）） (1,467) (2,517)

新株予約権が全て行使された場合の資本組入額（ス

イス・フラン）
11,435,747.30 －

(4) 【所有者別状況】

上場会社の議決権を3％、5％、10％、15％、20％、25％、33 1/3％、50％又は66 2/3％に達して、それを超えて

又はそれを下回って保有することとならない限り、スイス証券取引所法上、株主の氏名は公衆に対して公開

されない。

(a) 株主のタイプによる分布（2011年12月31日）

株　主　数

全株主数に対する

パーセンテージ 保有株式数

全株式に対する

パーセンテージ

個人 337,602 97.6 665,300,452 17.4

法人 7,569 2.2 704,903,448 18.4

ノミニー、受託者 561 0.2 1,207,927,706 31.5

無記名式 － － 1,253,990,293 32.7

計 345,732 100.0 3,832,121,899100.0

スイス 309,443 89.5 835,304,519 21.8

ヨーロッパ 19,060 5.5 915,253,433 23.9

北米 9,252 2.7 489,932,937 12.8

その他 7,977 2.3 337,640,717 8.8
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無記名式 － － 1,253,990,293 32.7

計 345,732 100.0 3,832,121,899100.0

(b) 保有規模による分布（2011年12月31日）

全株式に対する

保有割合(株数) 株　主　数

全株主数に対する

パーセンテージ 保有株式数

全株式に対する

パーセンテージ

１％以下

(1-100)38,987 11.3 2,274,547 0.1

(101-1,000)190,899 55.2 88,190,965 2.3

(1,001-10,000)104,519 30.3 290,072,681 7.6

(10,001-100,000)10,448 3.0 263,182,320 6.9

(100,001-1,000,000)749 0.2 187,940,646 4.9

(1,000,001-5,000,000)96 0.0 204,778,874 5.3

(5,000,001－38,321,218)28 0.0 273,827,225 7.1

１％超２％以下 1 0.0 72,243,657 1.9

２％超３％以下 1 0.0 98,879,288 2.6

３％超４％以下 0 0.0 0 0.0

４％超５％以下 1 0.0 160,917,513 4.2

５％超 3
(注１) 0.0 935,823,890 24.4

記　　名　　式 345,732 100.0 2,578,131,606 67.3

無 記 名 式
(注2) 1,253,990,293 32.7

計 3,832,121,899 
(注3) 100.0

(注１)　2011年12月31日現在、受託者／ノミニーであるロンドンのチェース・ノミニーズ・リミテッドは、UBS発行済全株式の

10.95％を保有する者として登録されている。しかしながら、UBSの規定により、受託者／ノミニーの議決権は、UBS発行済全

株式の５％を上限として制限されている。米国証券決済機関であるニューヨークのDTC(Cede & Co.)は、UBS発行済全株式

の7.07％を保有する者として登録されているが、証券決済機関には５％の議決制限は適用されない。実質所有者であるシ

ンガポールのシンガポール政府投資公社は、UBS発行済全株式の6.41％を保有する者として登録されており、同様の取扱が

適用される。

(注２)　2011年12月31日において株式登録簿に記載されていない株式である。

(注３)　合計数のうち、396,311,882株の記名株式は、議決権を有さない。

(5) 【大株主の状況】

スイス証券取引所法に基づき、UBSは、総議決権の3％、5％、10％、15％、20％、25％、33 1/3％、50％又は66

2/3％に達して、それを超えて又はそれを下回って保有することとはならない株主の氏名を開示する義務

を負わない。

2011年12月31日現在、受託者／ノミニーであるロンドンのチェース・ノミニーズ・リミテッドは、UBS

発行済全株式の10.95％を保有する者として登録されている。米国証券決済機関であるニューヨークの

DTC(Cede & Co.)は、発行済全株式の7.07％を保有する者として登録されている。シンガポールのシンガ

ポール政府投資公社は、発行済全株式の6.41％を保有する者として登録されている。ロンドンのノートラ

スト・ノミニーズ・リミテッド(Nortrust Nominees Ltd.)は、発行済全株式の4.20％を保有する者とし

て登録されている。

大株主

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

チェース・ノミニーズ・リミテッド ロンドン　EC2Y 5AJ 419,533,402
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DTC(Cede & Co.)
ニューヨーク州　10274　ニューヨーク　ボー

リング・グリーン・ステーション
270,808,806

シンガポール政府投資公社 シンガポール　068912 245,481,682

ノートラスト・ノミニーズ・リミテッド

(Nortrust Nominees Ltd.)
ロンドン　E14 5NT 160,917,513

２【配当政策】

(1) 配当方針

配当支払の決定及び配当の水準は、とりわけ、UBSの目標自己資本比率及びそのキャッシュ・フローの

創出に依拠する。

(2) １株当たり配当等の推移

（単位：スイス・フラン(円)）

決　算　年　月 2007年12月2008年12月2009年12月2010年12月2011年12月

１株当たり配当額
20株につき

１株
（注１） － － －

0.10

(8)

配　当　性　向（％） － － － － 9.1

(注１) 株式配当

３【株価の推移】

次の表は、各期間における当行のスイス証券取引所（SWXヨーロッパ
（注）

）及びニューヨーク証券取引所

における高値及び安値を示している。なお、当行株式のニューヨーク証券取引所上場は2000年５月16日であ

る。

（注）スイス証券取引所に上場されていたスイスのブルーチップ株式の取引は、ロンドンのSWXヨーロッパを

通じて行われていた。しかしながら、2009年５月４日付で、全てのスイス株式は、再び、スイス証券取引所

を通じて取引されている。

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

スイス証券取引所(SWXヨーロッパ)(データソース：ブルームバーグ)

（単位：スイス・フラン(円)）

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

最　高
80.90 85.40 19.65 18.60 18.93

(6,542) (6,906) (1,589) (1,504) (1,531)

最　低
48.00 49.80 8.20 13.31 9.66

(3,882) (4,027) (663) (1,076) (781)

ニューヨーク証券取引所(データソース：ブルームバーグ)

（単位：米ドル(円)）

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

最　　高
66.15 68.16 18.98 18.33 20.00

(5,205) (5,364) (1,494) (1,442) (1,574)
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最　　低
43.68 38.00 7.24 12.39 10.56

(3,437) (2,990) (570) (975) (831)

(2) 【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

スイス証券取引所(SWXヨーロッパ)(データソース：ブルームバーグ)

（単位：スイス・フラン(円)）

月　別 2011年７月2011年８月2011年９月2011年10月2011年11月2011年12月

最　高
15.69 12.10 11.66 11.97 11.19 11.47

(1,269) (979) (943) (968) (905) (928)

最　低
13.11 10.03 9.66 10.09 9.8 10.8

(1,060) (811) (781) (816) (793) (873)

ニューヨーク証券取引所(データソース：ブルームバーグ)

（単位：米ドル(円)）

月　別 2011年７月2011年８月2011年９月2011年10月2011年11月2011年12月

最　高
18.60 16.47 14.35 14.04 12.75 12.49

(1,464)(1,296)(1,129)(1,105)(1,003) (983)

最　低
16.19 13.19 10.63 10.56 10.64 11.38

(1,274)(1,038) (836) (831) (837) (895)

４【役員の状況】（提出日現在。ただし、株式所有数については2011年12月31日現在）

(1) 取締役会

氏名 役職名 生年月日 主要略歴 任期
所有株式数

（普通株式）

アクセル A. ウェーバー

(Axel A. Weber)

当行取締役会会長

ガバナンス・指名

委員会委員長

企業責任委員会委

員

1957年３月８日2002年～2004年　ドイツ政

府経済諮問委員会委員

2004年～2011年　ドイツ連

邦銀行総裁

2011年～2012年　シカゴ大

学経営大学院客員教授

職務：グループ・オブ・

サーティ、ヨーロピアン・

マネー・アンド・ファイナ

ンス・フォーラム及び社会

政策学会のメンバー、並び

にドイツ市場経済基金及び

ヨハン・ヴォルフガング・

ゲーテ大学の諮問委員会委

員

１年 該当なし

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

 94/432



ミシェル・デマレー

(Michel Demaré)

当行独立副会長

監査委員会委員

ガバナンス・指名

委員会委員

1956年８月31日2005年　アセア・ブラウン

・ボヴェリ(ABB)（スイ

ス）入社

2005年～　グループ執行委

員会及びチーフ・ファイナ

ンシャル・オフィサー

2008年2月～9月　臨時CEO

2008年～2011年　グローバ

ル・マーケット部門社長

職務：ローザンヌのIMD

ファウンデーション理事会

メンバー及びシンジェンタ

の取締役会構成員

１年 76,334株

デイヴィッド・

シドウェル

(David Sidwell)

上級独立取締役

リスク委員会委員

長

ガバナンス・指名

委員会委員

1953年３月28日2004年～2007年　モルガン

・スタンレーの執行副社長

兼CFO

職務：ワシントンDCの連邦

住宅抵当公庫（ファニー・

メイ）の取締役、ニュー

ヨークのオリバー・ワイマ

ンの上級顧問、ロンドンの

国際会計基準委員会財団の

理事、ニューヨークのビ

レッジ・ケアの取締役会会

長、ワシントンDCの全米高

齢者問題協議会の理事

１年 100,247株

レイナー－マーク・

フレー

(Rainer-Marc Frey)

人事・報酬委員会

委員

リスク委員会委員

1963年１月10日2004年～　ホライズン21

アーゲーの会長、創業者

職務：チューリッヒのDKSH

グループの取締役会構成員

及びフライエンバッハのフ

ライ・チャリタブル・ファ

ウンデーションの理事会メ

ンバー

１年 100,042株
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アン F. ゴッドビア

(Ann F. Godbehere)

人事・報酬委員会

委員長

監査委員会委員

1955年４月14日1996年～2007年　スイス・

リー・グループ

2001年～2003年　プロパ

ティ＆カジュアルティ・ビ

ジネス・グループ・スイス

のチーフ・ファイナンシャ

ル・オフィサー

2003年～2007年　スイス・

リー・グループ・スイスの

チーフ・ファイナンシャル

・オフィサー

2008年～2009年　ノーザン

・ロックのチーフ・ファイ

ナンシャル・オフィサー兼

執行役員

職務：ロンドンのプルデン

シャル・ピーエルシー、リ

オ・ティント・ピーエル

シー及びリオ・ティント・

リミテッドの取締役会構成

員、ロンドンのアトリウム

・アンダーライターズ・リ

ミテッド、アトリウム・ア

ンダーライティング・グ

ループ・リミテッドの取締

役会構成員、バミューダの

アーデン・ホールディング

ス・リミテッドの取締役会

構成員、並びにブリティッ

シュ・アメリカン・タバコ

・ピーエルシーの取締役会

構成員

１年 41,441株
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アクセル P. レーマン

(Axel P. Lehmann)

ガバナンス・指名

委員会委員

リスク委員会委員

1959年３月23日1996年～　チューリッヒ・

ファイナンシャル・サービ

シズ

2004年～　チューリッヒ・

アメリカン・インシュラン

ス・カンパニー及びシャウ

ムブルク（イリノイ）の

ノース・アメリカ・コマー

シャル事業部門のCEO

2008年～　チューリッヒ・

ファイナンシャル・サービ

シズのグループ・チーフ・

リスク・オフィサー

2011年～　チューリッヒ・

ファイナンシャル・サービ

シズのヨーロッパ地域会

長、ファーマーズ・グルー

プ・インクの取締役会会長

（2008年～2010年　グルー

プIT担当）

現在　チューリッヒ・ファ

イナンシャル・サービシズ

のグループ執行委員会委員

職務：ザンクトガレン大学

保険経済学研究所の理事

長、チーフ・リスク・オ

フィサー・フォーラムの理

事、インターナショナル・

フィナンシャル・リスク・

インスティチュート・ファ

ウンデーションの執行委員

会委員

１年 89,971株

ヴォルフガング・

マイヤーフーバー

(Wolfgang Mayrhuber)

企業責任委員会委

員長

人事・報酬委員会

委員

1947年３月22日2003年～2010年　ドイチェ

・ルフトハンザ・アーゲー

の執行委員会会長及びCEO

職務：インフィニオン・テ

クノロジーズ・アーゲーの

監査役会会長、ミュンヘン

・リー・グループ、BMWグ

ループ、ルフトハンザ・テ

クニック・アーゲー、オー

ストリアン・エアラインズ

・アーゲーの監査役会構成

員、フロリダ州ハリウッド

のHEICOコーポレーション

の取締役会構成員、Acatech

の執行委員会、アメリカン

・アカデミー・オブ・ベル

リンの理事

１年 15,050株
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ヘルムート・パンケ

(Helmut Panke)

人事・報酬委員会

委員

リスク委員会委員

1946年８月31日1982年～2006年　BMWグルー

プ

1993年～1996年　BMWホール

ディング・コーポレーショ

ン（アメリカ）の会長兼

CEO

2002年～2006年　BMWエイ・

ジーの取締役会長

職務：マイクロソフト・

コーポレーション、シンガ

ポール・エアラインズ・リ

ミテッドの取締役会構成

員、バイエル・アーゲーの

監査役会構成員

１年 109,332株

ウィリアム G. パレット

(William G. Parrett)

監査委員会委員長

企業責任委員会委

員

1945年６月４日1967年～2007年　デロイト

1999年～2003年　デロイ

ト＆トゥシュ USA LLPのマ

ネージング・パートナー

1999年～2007年　デロイト

のグローバル執行委員

2003年～2007年　デロイト

のチーフ・エグゼクティブ

・オフィサー

職務：イーストマン・コ

ダック・カンパニー、ブ

ラックストーン・グループ

・エルピー、サーモフィッ

シャーサイエンティフィッ

ク・インクの独立取締役、

米国国際ビジネス委員会の

旧理事長及びユナイテッド

・ウェイ・ワールドワイド

の直近の前取締役会会長、

カーネギー・ホール理事会

メンバー

１年 62,618株

イザベル・ロミー

(Isabelle Romy)

監査委員会委員

ガバナンス・指名

委員会委員

1965年１月４日1995年～2003年　ニーデ

ラー・クラフト・アンド・

フライ（Niederer Kraft &

Frey）のアソシエイト

2003年～2012年　ニーデ

ラー・クラフト・アンド・

フライ（Niederer Kraft &

Frey）のパートナー

2012年～　フロリープ・レ

ングリ（Froriep

Renggli）のパートナー

2006年～　フライブルク大

学及びローザンヌの連邦工

科大学の准教授

職務：スイス証券取引所の

制裁委員会の副会長

１年 該当なし
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ビアトリス・ウェーダー・

ディ・マウロ

(Beatrice Weder di 

Mauro)

監査委員会委員

企業責任委員会委

員

1965年８月３日2001年～　ヨハネス・グー

テンベルク大学マインツの

経済学、経済政策及び国際

マクロ経済学の教授

2004年～2012年　ドイツ政

府経済諮問委員会委員

職務：ロシュ・ホールディ

ング・リミテッドの取締役

会構成員、ティッセンク

ルップ・アーゲーの監督委

員会委員、ドイツ投資開発

会社の取締役会構成員

１年 該当なし

ジョセフ・ヤム

(Joseph Yam)

企業責任委員会委

員

リスク委員会委員

1948年９月９日1991年　為替基金局局長

1993年～2009年　香港金融

管理局の最高責任者

2009年～　中国金融学会の

執行副理事、中国人民銀行

の顧問

職務：マクロプルデンシャ

ル・コンサルタンシー・リ

ミテッド取締役会会長、中

国建設銀行理事会メンバー

及びジョンソン・エレクト

リック・ホールディングス

・リミテッドの取締役会構

成員

１年 ０株

(2) グループ執行役員会

氏名 役職名 生年月日 主要略歴 任期
所有株式数

（普通株式）

セルジオ P. エルモッティ

(Sergio P. Ermotti)

グループ・チー

フ・エグゼク

ティブ・オフィ

サー

1960年５月11日2011年～　グループ執行役

員、グループ・チーフ・エグ

ゼクティブ・オフィサー

定め

なし

0株

マーカス U. ディートヘルム

(Markus U. Diethelm)

グループ・ジェ

ネラル・カウン

セル

1957年10月22日2008年～　グループ執行役員

及びグループ・ジェネラル

・カウンセル

定め

なし

449,548株

ジョン　A.　フレイザー

(John A. Fraser)

グローバル・ア

セット・マネジ

メント会長兼

CEO

1951年８月８日2001年～　グローバル・ア

セット・マネジメント会長

兼CEO

2002年～　グループ執行役員

定め

なし

741,121株

ルーカス・ゲーヴィラー

(Lukas Gähwiler)

UBSスイスCEO

UBSリテール＆

コーポレート

CEO

1965年５月４日2010年～　グループ執行役員

及びUBSスイスCEO

2012年～　UBSリテール＆

コーポレートCEO

定め

なし

289,810株

カーステン・ケンゲター

(Carsten Kengeter)

インベストメン

ト・バンクCEO

1967年３月31日2009年～　グループ執行役員

2012年～　インベストメント

・バンクCEO

定め

なし

1,527,591株
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ウルリッヒ・ケルナー

(Ulrich Körner)

グループ・チー

フ・オペレー

ティング・オ

フィサー

コーポレート・

センターCEO

UBSグループ・

ヨーロッパ・ミ

ドル・イースト

・アンド・アフ

リカCEO

1962年10月25日2009年～　グループ執行役員

及びグループ・チーフ・オ

ペレーティング・オフィ

サー及び

コーポレート・センターCEO

2011年～　UBSグループ・

ヨーロッパ・ミドル・イー

スト・アンド・アフリカCEO

定め

なし

484,687株

フィリップ J. ロフツ

(Philip J. Lofts)

グループ・チー

フ・リスク・オ

フィサー

1962年４月９日2008年～　グループ執行役員

2011年～　グループ・チーフ

・リスク・オフィサー

定め

なし

528,386株

ロバートＪ．マカン

(Robert J. McCann)

ウェルス・マネ

ジメント・アメ

リカズCEO

UBSグループ・

アメリカズCEO

1958年３月15日2009年～　グループ執行役員

及びウェルス・マネジメン

ト・アメリカズCEO 

2011年～　UBSグループ・ア

メリカズCEO

定め

なし

330,047株

トム・ナラティル

(Tom Naratil)

グループ・チー

フ・ファイナン

シャル・オフィ

サー

1961年12月１日2011年～　グループ執行役員

及びグループ・チーフ・

ファイナンシャル・オフィ

サー

定め

なし

415,074株

ユン・チウォン

(Chi-Won Yoon)

UBSグループア

ジア太平洋地域

CEO

1959年６月２日2009年～　グループ執行役員

2012年～　UBSグループアジ

ア太平洋地域CEO

定め

なし

656,826株

ユルグ・ツェルトナー

(Jürg Zeltner)

UBSウェルス・

マネジメント

CEO

1967年５月４日2009年～　グループ執行役員

及びUBSウェルス・マネジメ

ントCEO

2009年２月～2012年１月

ウェルス・マネジメント＆

スイス・バンク共同CEO

定め

なし

318,243株

(3) 監査役

氏　　名　　及　　び　　社　　名 住所又は所在地 略　　　　歴 任命年

社外監査人

アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド

（Ernst & Young Ltd．）

バーゼル UBS及びグループの監査人 1998年

社外監査人

BDOアーゲー

（BDO AG）

チューリッヒ 特別監査人 2006年

報酬

取締役会の全取締役に対する2011年度中の支払総額は、8,494,568スイス・フランであった。2011年12月31日

現在在職するグループ執行役員会の全執行役員に対する2011年12月31日現在の報酬総額は、70,134,314スイス

・フランであった。2011年12月31日現在、取締役会の全取締役に総額1,648,000スイス・フラン及びグループ執

行役員会の全執行役員に総額17,539,601
（注）

スイス・フランの貸付が行われている。

（注）330万スイス・フランの貸付を含む。当該貸付は、グループ執行役員会の執行役員がUBSに継続して常勤
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しており、当該執行役員の成績が十分であり、かつ、その責務に相応していることを条件として、翌３年

間で３回に等分することが許可される。

以下は、下記「非独立取締役に関する報酬の詳細及び追加情報」及び「独立取締役に関する報酬の詳細及び

追加情報」中の表に関する注記である。

a　現地通貨からスイス・フランへの換算に使用される為替レートの詳細は、本書「第６　経理の状況　１　財

務書類」記載の「連結財務書類に対する注記」の注記38に記載されている。

b　福利厚生費及び一般手当等の現物給付は全て市場価値で評価されている。

c　スイスの会社幹部は、その他全ての従業員と同じ年金制度に加入している。かかる制度に基づいて、UBSは

当該制度への拠出を行っており、これにより最高835,200スイス・フランが支給される。退職給付は、年

金、つなぎ年金及び備蓄資本の一時支払金からなる。

非独立取締役に関する報酬の詳細及び追加情報

スイス・フラン（別段の記載がある場合を除く。）
a

氏名及び役職
1 年度 基本給 年間ボーナス

（現金）

年間株式報酬 現物給付
b

退職給付制度
c

に対する拠出

合計

カスパー・フィリガー

取締役会会長

2011 850,000 0 500,000
2 144,568 0 1,494,568

(注１)　カスパー・フィリガーは、2011年12月31日現在、唯一の在職中の非独立取締役であった。

(注２)　かかる株式は４年間の制限期間が付されている。

独立取締役に関する報酬の詳細及び追加情報

スイス・フラン（別段の記載がある場合を除く。）
a

氏名及び役職
1 年次株主総会間

の期間

基本報酬 委員報酬 現物

給付

追加報酬 合計 株式比率
2

株式数
3、4

ミシェル・デマレー

副会長

2011/2012325,000300,0000 250,000
5 875,000 50 39,845

デイヴィッド・

シドウェル

上級独立取締役

2011/2012325,000500,0000 250,000
5 1,075,00050 48,952

レイナー－マーク・

フレー

取締役

2011/2012325,000400,0000 0 725,000 100 62,635

ブルーノ・ゲーリッグ

取締役

2011/2012325,000200,0000 0 525,000 50 23,907

アン F. ゴッドビア

取締役

2011/2012325,000550,0000 0 875,000 50 39,845

アクセル P. レーマン

取締役

2011/2012325,000250,0000 0 575,000 100 49,632

ヴォルフガング・

マイヤーフーバー

取締役

2011/2012325,000200,0000 0 525,000 50 23,907

ヘルムート・パンケ

取締役

2011/2012325,000300,0000 0 625,000 50 28,460

ウィリアム G. 

パレット

取締役

2011/2012325,000300,0000 0 625,000 50 28,460

ジョセフ・ヤム

取締役

2011/2012325,000250,0000 0 575,000 50 26,183

2011年度合計 7,000,000

(注１)　2011年12月31日現在、在職中の独立性を有する取締役会の構成員は10名であった。ジョセフ・ヤムは、2011年４月28日に開
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催された年次株主総会で指名された。

(注２)　報酬は、50％が現金で、50％が制限期間付きUBS株式で支払われる。ただし、独立取締役は、自身の報酬の全てにつき、制限期

間付きUBS株式による支払いを選択することができる。

(注３)　2011年度につき、12.92スイス・フラン（スイス証券取引所における2012年２月の最後の10取引日にかかるUBS株式の平均

株価）で評価された株式には、15％の値引き（値引きによる新株価10.98スイス・フラン）が含まれた。かかる株式は４年

間の制限期間が付されている。

(注４)　株式数は、報酬の全てを株式とする場合、社会保障費用を控除するため減少する。報酬の支払いは全て、社会保障費用/源泉

徴収税が控除される。

(注５)　かかる支払いは、副会長又は上級独立取締役の役職に関するものである。

保有株式

2011年12月31日現在、取締役会の非独立取締役及びグループ執行役員会の執行役員が保有している株式総数

は、2,863,887株であった。2011年12月31日現在、取締役会の独立取締役は698,884株を保有していた。2011年12

月31日現在、取締役、グループ執行役員のいずれもグループ株式の１％以上の実質保有者はいない。

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当行のコーポレート・ガバナンス原則は、当行の持続可能な収益性の目標をサポートし、株主と利害関係

者のために価値を創造し、かつ、それらの利益を保護することにある。当行は、「コーポレート・ガバナンス

（企業統治）」という用語を、当行の組織及び経営に関する機能について用いる。

　当行は、適用ある全ての法律の中でも特にスイスの法令上のコーポレート・ガバナンスに関する全ての関

連ある要件、スイス証券取引所の「コーポレート・ガバナンスに関わる情報に関する準則」、及び経営陣へ

の報酬についての別紙を含む「スイス連邦コーポレート・ガバナンス・ベスト・プラクティス」に規定さ

れる基準に服しており、これらを遵守している。

　また、ニューヨーク証券取引所（以下「NYSE」という。）に上場している外国会社として、当行は外国上場

会社に適用ある全ての関連あるコーポレート・ガバナンスの基準を遵守している。

　取締役会は、2012年１月１日に発効済みで、当行のコーポレート・ガバナンスの指針となるUBS AGの組織

規則（Organization Regulations of UBS AG）（以下「組織規則」という。）の改訂を承認した。また、取

締役会は、UBSの業務行動倫理規範（UBS Code of Business Conduct and Ethics）（以下「本規範」とい

う。）も承認した。

米国上場企業に関するコーポレート・ガバナンス基準との相違

　NYSEのコーポレート・ガバナンスに関する上場基準に従って、外国民間証券発行者は、自身のコーポレー

ト・ガバナンスの慣行と米国内の企業が服する慣行との重要な相違点を開示する義務を負う。

独立監査人の指名、報酬、維持及び監督に関する監査委員会の責任

　監査委員会は、スイス連邦会社法に従って株主により選任される独立監査人の指名を除き、上記の責任を

全て負っている。監査委員会は、社外監査人の実績と能力を評価し、その指名、再指名又は解任を取締役会の

全構成員に対して提案し、取締役会は、当該提案を年次株主総会で株主の投票に付す。

リスク委員会によるリスク評価及びリスク管理方針の検討

　組織規則に従って、リスク委員会は当行のリスク原則とリスク許容度を規定する権限を有している。リス

ク委員会は、当行による当該リスク原則の厳守と、事業部門及び管理部門がリスク管理及び統制において適

切なシステムを運営しているかについて、モニタリングする義務を負う。

内部監査機能の監督

　取締役会会長、リスク委員会及び監査委員会は、内部監査機能への責任、及び内部監査機能を監督する権限

を共有する。

取締役会による管理及び評価を監視する人事・報酬委員会の責任

　当行の上級役員であるグループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（以下「グループCEO」とい

う。）及びグループ執行役員会の構成員の業績評価は、取締役会会長及び人事・報酬委員会により行われ、
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取締役会の全構成員に報告される。全ての取締役会委員会は、その活動について自己査定を行い、取締役会

の全構成員に報告する。取締役会は、その業績の評価について、取締役会委員会により調整が行われること

なく、直接的に責任と権限を有する。

監査委員会と人事・報酬委員会の議決権代理行使に係る参考資料

　スイス連邦会社法上、株主宛の報告書は全て、取締役会の全構成員により提供され、署名される。取締役会

の全構成員は、株主に対して最終的な責任を負っている。監査委員会及び人事・報酬委員会は、各々の報告

書を取締役会の全構成員に提出する。

株式報酬制度に対する株主の議決権

　スイス連邦会社法に基づき、取締役会は報酬制度を承認する権限を有する。スイス法上、年次株主総会がか

かる権限を有することはないが、スイス企業は自身の定款において資本の種類と内容を定めることが義務

づけられており、増資の都度、株主の承認を必要とする。これは、株式ベースの報酬制度により増資が必要と

なった場合に年次株主総会の承認が必須であることを意味している。しかし、当該制度に係る株式が市場で

調達される場合、株主は承認を決議する権限を有さない。

グループの構成及び株主

UBSグループの法人としての構成

　UBS AGは、スイス連邦会社法に基づく、投資家に対して普通株式を発行する有限責任会社として組織され

ている。UBS AGは、UBSグループの親銀行である。

　当行の法人としての構成は、有効な法律上、規制上、税務上及び資金調達の枠組みの範囲内で当行の事業を

支援するよう設計されている。当行の各事業部門も、コーポレート・センターも、別個の法人格を有さずに、

主に親銀行であるUBS AGに拠点を置きつつ、世界中の支店網を通じて活動している。この構成は、単一の法

的基盤を利用することによって増加する事業機会及び費用効率を利用し、資本の柔軟かつ効率的な利用を

行うことができるような設計となっている。法律上、税務上若しくは規制上要求される場合又は買収を通じ

て別の法人がグループに新たに加わった場合等、親銀行を拠点として活動することが不可能又は非効率的

であるときには、各事業は現地の子会社を通じて行われる。

事業グループの構成

　2011年12月31日現在、UBSグループの運営組織は、コーポレート・センター並びにウェルス・マネジメン

ト＆スイス・バンク、ウェルス・マネジメント・アメリカズ、グローバル・アセット・マネジメント及びイ

ンベストメント・バンクの４つの事業部門で構成されている。

UBSグループの上場及び非上場会社

　UBSグループには、数多くの連結法人が含まれているが、UBS AGを除き、いずれも上場されていない。

主要株主

　1995年３月24日付の証券取引所及び証券トレーディングに関する連邦法（その後の改正を含み、以下「ス

イスの証券取引所法」という。）に従い、スイスにおいて上場している会社の株式を保有する者又は当該会

社の株式に関連する派生的権利を保有する者は、かかる保有がそれぞれ以下のいずれかの割合に達した場

合、下回った場合又は超過した場合に、当該会社及びスイス証券取引所に通知しなければならない。その割

合は議決権の行使可能性にかかわらず、総議決権割合の３％、５％、10％、15％、20％、25％、33 1/3％、50％又

は66 2/3％である。詳細な開示要件及び上記保有割合の計算方法は、「証券取引所及び証券トレーディング

に関するスイス金融市場監査機関命令」（以下「当該命令」という。）に記載されている。特に、当該命令

は、偶発的か否かを問わず、将来において株式に関連して発生しうるあらゆる債務を考慮に入れており、買

いポジション（特に株式、転換権及び取得の権利義務）と売りポジション（売却する権利又は義務）との

ネッティングを禁じている。さらに、かかる各ポジションを個別に計算し、それぞれが上記割合の一つに達

した場合は可及的速やかに、これを報告するよう義務付けている。議決権の行使方法を独自に決定できない

ノミニー会社は、上記割合に達した場合、それを超過した場合又はそれを下回った場合でも、UBS及びスイス

証券取引所に通知する義務を負わない。

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

103/432



　さらに、スイス連邦債務法に従って、UBSは、財務書類に対する注記において、UBS AGの総株式資本の５％超

を保有する株主の身元を開示しなければならない。

　UBS AG及びスイス証券取引所へ届け出られた開示書類に基づいて、オスロのノルウェー銀行（ノルウェー

中央銀行）は、2011年９月30日、スイスの証券取引所法に従って、UBS AGの総株式資本の3.04％の保有を開

示した。2011年４月15日、ロサンゼルスのザ・キャピタル・グループ・カンパニーズ・インクは、スイスの

証券取引所法に従って、保有割合が2010年６月８日に開示したUBS AGの総株式資本の4.90％から減少し、基

準値である３％を下回った旨を開示した。2010年３月12日、シンガポール政府は、実質所有者として、スイス

の証券取引所法に従って、シンガポール政府投資公社を通じたUBS AGの総株式資本の6.45％の保有を開示

した。2009年12月17日、ニューヨークのブラックロック・インクは、スイスの証券取引所法に従って、UBS AG

の総株式資本の3.45％の保有を開示した。スイスの証券取引所法に従って、上記割合は、各々の開示書類時

点の「UBS AGの定款」（以下「定款」という。）に反映されている株式資本を基に計算された。スイスの証

券取引所法に基づく開示情報は、スイス証券取引所のウェブサイトで閲覧可能である。

株式の持合い

　当行は、他社との間で、相互に５％を超える資本又は議決権の株式持合関係を有さない。

資本構成

資本

　スイス連邦会社法によれば、普通株式資本の増加によるか、条件付資本又は授権資本の設定によるかにか

かわらず、発行済株式総数の増加は、株主総会における株主承認を条件とする。2011年度末において、

3,832,121,899株が１株当たり額面0.10スイス・フランで発行されており、普通株式資本は、

383,212,189.90スイス・フランであった。

条件付株式資本

　2011年度末において、取締役会においては、以下の条件付株式資本が利用可能とされた。

－　2006年の年次株主総会において、株主は、従業員オプション付与に使用される150,000,000株（全額払込

済記名株式で、１株当たり額面0.10スイス・フラン）を上限とする条件付資本を承認した。オプション

は、権利確定日から満期日までの間いつでも行使可能である。株主は優先引受権を保有しない。2011年度

には、オプション・プランに基づいて1,281,386株に係るオプションが行使され、合計148,639,326株の

条件付資本株式がさらなるオプション行使を充足するために利用可能となった。

－　2009年の年次株主総会において、当行株主は、スイス国立銀行からSNBスタブファンドに提供された貸付

に関連してスイス国立銀行に付与されたワラントが行使された場合に発行される可能性のある１億株

（全額払込済記名株式で、１株当たり額面0.10スイス・フラン）にかかる条件付資本の設定を承認し

た。

－　2010年の年次株主総会において、株主は、UBSが発行した社債又は類似の金融商品に関連して付与された

転換権及び/又はワラントの行使により、380,000,000株を上限とする額面0.10スイス・フランの全額払

込済記名株式による条件付資本を承認した。株主は優先引受権を保有しない。転換権及び/又はワラント

の所有者は、新株を引き受ける権利を付与されうる。2011年度末において、取締役会は、条件付株式資本

によりカバーされる転換権付の社債又はワラントを発行するための積立金を使用していない。

授権株式資本

　取締役会は、利用可能な授権株式資本を保有していない。

株主資本及び株式の変更

　国際財務報告基準によれば、2011年12月31日においてUBS株主に帰属する持分は、534億スイス・フラン

（2010年は468億スイス・フラン、2009年は410億スイス・フラン）であった。UBSグループの株主資本は、

2011年12月31日現在で発行済株式3,832,121,899株（2010年は3,830,840,513株、2009年は3,558,112,753

株）であった。

株券及び参加証書
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　当行には単一クラスの発行済株式しか存在しない。当行株式は記名式で発行され、記名株式大券として売

買され決済される。各記名株式の額面は0.10スイス・フランであり、下記「譲渡性、議決権及びノミニー登

録」に記載された制限に服する議決権が１個付されている。記名株式大券は、売買される国及び証券取引所

に関係なく、全ての株主に直接かつ同等の所有権を与える。

　UBS株式は、幅広い層の投資家により所有されている。「議決権保有株主」として株主名簿に記載された株

主のみが議決権を行使する権利を有する。

　2011年12月31日現在、2,181,819,724株が議決権付きであり、396,311,882株が議決権なしの状態で株主名

簿に記載されており、1,253,990,293株については登録されていない。全3,832,121,899株が全額払込済みで

あり、配当を受領する資格がある。株主に優先権は存在せず、親銀行によって発行されるその他の種類の株

式はない。

　2011年度末の時点で、当行は、UBS AGの総株式資本の2.2％に相当するUBSの記名株式を有していた。同時

に、当行は、UBS AGの議決権467,465,923個（UBS AGの総議決権の12.20％に相当）に関する売りポジション

を保有していた。かかるポジションは主に、従業員の賞与に関連して交付される株式に係る議決権の9.12％

で構成されていた。売りポジションの計算方法は、交付が偶発的か否かを問わず、将来発生しうる株式交付

にかかる債務を考慮に入れた、証券取引所及び証券トレーディングに関するスイス金融市場監査機関命令

に基づいている。

　当行には、未償還の参加証書は存在しない。

譲渡性、議決権及びノミニー登録

　当行は、株式の譲渡性に関し、いかなる規制も制限も課していない。議決権は、定款の規定に従って株主が

実質的所有権を明示的に表明することを条件として、株主名簿に記載された株主によって何らの制限なく

行使することができる。

　当行は、受託者又はノミニーの登録について特別条項を規定している。受託者及びノミニーは、全UBS株式

の0.3％以上を所有する実質的所有者を当行からの要請に従って開示することに同意した場合、全発行済株

式の合計５％を上限とする議決権をもって株主名簿に記載される。かかる５％の議決権上限ルールは、

ニューヨークのDTC等の証券決済機関については適用されない。

資本調達商品

　2011年12月31日現在、偶発的な資本証券又は新株発行を必要とする未償還の転換社債は存在しない。当行

は額面金額44億スイス・フランの非常に劣後する未償還の資本調達商品を有し、これらはスイスの規制

ルール上では複合Tier １資本に分類される。また、当行は額面金額71億スイス・フランの未償還のTier ２

資本証券（主に劣後債）を有している。資本調達商品の仕組みに関する規制要件が進化しているため、2011

年度において当行は資本調達商品を発行しなかった。

　2012年２月22日、UBSはバーゼルⅢ適格損失吸収Tier ２社債を20億米ドル発行した。7.25％利付10年債で

ある当該社債は、銀行の株主が保有する株式の価値を希薄化せず、システミック・バンク（systemic

banks）に関するスイスの規制に基づいて革新的なバッファー資本とみなされる。

オプション

　スイス国立銀行からSNBスタブファンドに提供された貸付に関連して、当行は、当行株主が承認した１億株

にかかる条件付資本を原資としてスイス国立銀行に付与されるワラントを発行した。ワラントは、スイス国

立銀行が当該ファンドへの貸付において損失を生じた場合にのみ行使可能となる。

　2011年12月31日現在、従業員オプション（発行済の株式騰貴権を含む。）は235,017,185個であった。

10,544,604株に相当する株式交付債務が行使可能であった。当行は、UBS株を市場で購入するか又は条件付

資本を原資として新株を発行するかのいずれかの方法によるオプション・ベースの報酬制度を提供する。

2011年12月31日現在、自己株式75,674,805株が当該目的のために利用可能であり、将来的な従業員オプショ

ンの権利行使に対応するために、条件付株式資本のうち148,639,326株の未発行株式が追加割当された。

2011年度末において、利用可能な株式は、全ての行使可能な従業員債務に対応可能であった。

取締役会
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　取締役会は、取締役会会長の指揮の下で、グループCEOの推薦に基づくUBSグループの戦略の決定、最終的な

上級役員の監督及びグループ執行役員会の全構成員の指名を行う。取締役会はまた、全ての財務諸表の作成

を承認する。株主は、取締役会の各構成員を選任し、取締役会は、取締役会会長、副会長、上級独立取締役並び

に取締役会委員会の構成員、その委員長及び会社秘書役を指名する。

取締役会の構成員

　サリー・ボットは辞職届を提出し、2011年２月11日に発効した。2011年４月28日に開催された年次株主総

会において、カスパー・フィリガー、ミシェル・デマレー、デイヴィッド・シドウェル、レイナー－マーク・

フレー、ブルーノ・ゲーリッグ、アン F. ゴッドビア、アクセル P. レーマン、ヴォルフガング・マイヤー

フーバー、ヘルムート・パンケ及びウィリアム G. パレットは、それぞれ任期が満了したため重任された。

ジョセフ・ヤムは初めて取締役に選任された。上記選任後、取締役会は、ミシェル・デマレーを副会長に、デ

イヴィッド・シドウェルを上級独立取締役に指名した。2011年７月１日、取締役会はドイツ連邦銀行の旧総

裁であったアクセル A. ウェーバーを2012年５月３日の年次株主総会の取締役の選任候補に指名し、その

選任を見越して、彼を非独立取締役会副会長に指名することを計画した。2011年11月、取締役会会長である

カスパー・フィリガーは、UBSのリーダーシップの交代を促進するために、2012年の年次株主総会で取締役

会の再選に立候補しないことを決定した。その時点で、アクセル A. ウェーバーは、2012年の年次株主総会

で選任された場合、フィリガー氏の後継として取締役会会長となることが提案された。2012年２月３日、UBS

は、ブルーノ・ゲーリッグが再選に立候補しないことを発表した。取締役会は、ヨハネス・グーテンベルク

大学マインツの経済学、経済政策及び国際マクロ経済学の教授であるビアトリス・ウェーダー・ディ・マ

ウロ及びスイスの法律事務所ニーデラー・クラフト・アンド・フライ（Niederer Kraft & Frey）のパー

トナーであるイザベル・ロミーを2012年の年次株主総会の取締役の選任候補に指名した。

　取締役会は、現在の社外取締役全員が、直接的に又はUBSと関係を有する会社の共同経営者、支配権を有す

る株主若しくは執行役員として、UBSと重要な関係にないことを確認している。現在、取締役会会長を除く取

締役会の全構成員が社外取締役である。2011年12月31日に、取締役会は、非独立取締役会会長であるカス

パー・フィリガーを除く取締役会の全構成員が独立性を有しているとみなした。

役員の選任及び任期

　定款第19条（第１項）に従い、取締役会の全構成員は、１年間の任期で個別に選任される。したがって、株

主は、取締役会の全構成員を年次株主総会で１年ごとに承認しなければならない。直近の年次株主総会は、

2012年５月３日である。

　取締役会の構成員は、通常、最低３年間就任することが予定されている。取締役会のいずれの構成員も、65

歳の誕生日より後の暦年に開催される年次株主総会以後は就任し続けることができない。取締役会は、カス

パー・フィリガー及びウィリアム G. パレットに対する年齢制限の延長を許可した。

組織原則及び組織構成

　組織規則は改訂され、2012年１月１日現在で有効である。当該改訂には、当行の内部統制の規制と監督に関

する規定の文言を、銀行の監督及び内部統制に関するスイス金融市場監査機関通達08/24とより一致させる

ための修正、及びグループ執行役員会の中から副CEOを指名する制度の開始が含まれた。

　各年次株主総会後に、取締役会は、会長、副会長、上級独立取締役並びに取締役会委員会の構成員及びその

委員長を指名するために開催される。同総会において、取締役会は、取締役会及びその委員会の秘書役とし

て行為する会社秘書役を指名する。

　定款によれば、取締役会は、業務上必要な場合、ただし少なくとも年６回以上、開催されなければならない。

2011年度には取締役会は全部で23回開催され、うち９回はグループ執行役員会の役員を含めて開催され、14

回はグループ執行役員が出席せずに開催された。平均して、取締役会の構成員の96％がグループ執行役員が

出席しない取締役会に出席しており、グループ執行役員が出席する取締役会では97％の出席率であった。各

取締役会の開催時間は平均で３時間であった。さらに、取締役会は１日間の取締役会セミナーも開催した。

　各取締役会において、各委員会の委員長は、当該委員会が現在行っている活動及び当該委員会の重要な問

題についての定期的な進捗報告を全取締役会に対して行う。

　少なくとも年１回以上、取締役会は、それ自体の業績及び各委員会の業績を見直す。かかる見直しは、ガバ

ナンス・指名委員会が主導する取締役会の評価及び取締役会の各委員会の自己査定に基づき、取締役会及

びその委員会が効率良くかつ効果的に機能しているか否かの判断を行う。
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　以下の各委員会は取締役会の責任の遂行を支援している。各委員会及び各委員会規程については、UBSの公

式ウェブサイトに公表されている組織規則に記載されている。

監査委員会

　監査委員会は、その全員が独立性を堅持し、財務に精通していると取締役会が判断する３名以上の取締役

会の構成員で構成される。2011年12月31日現在、ウィリアム G. パレットが監査委員会の委員長を務めてお

り、ミシェル・デマレー、レイナー－マーク・フレー及びアン F. ゴッドビアが委員を務める。全委員は、会

計及び財務管理の専門知識を有しており、2002年米国サーベンス・オクスリー法により制定された規則に

基づく「財務専門家（financial experts）」であるとみなされる。

　監査委員会は、それ自体が監査業務を行うのではなく、UBS及びUBSグループの財務諸表の監査及び四半期

財務諸表の審査を行う責任を担う社外監査人であるバーゼル所在のアーンスト・アンド・ヤング・リミ

テッドによる監査を監視する。監査委員会は、取締役会会長及びリスク委員会と協働して、(ⅰ) UBSグルー

プの会計方針、財務報告及び開示統制手続き、(ⅱ)外部監査の質、妥当性及び範囲、(ⅲ) UBSの財務報告要件

の遵守、(ⅳ)財務諸表の作成と完全性及び業績の開示に関する内部統制に対する経営陣のアプローチ並び

に(ⅴ)グループ内部監査部門の実績を監督する独立性及び客観性を有する機関としての役割を果たす。か

かる目的上、監査委員会は、グループCEOと協議の上、業務監査機関及び外部機関と会議を行う権限を有す

る。

　監査委員会は、経営陣が取締役会にその承認（監査委員会が適切と考える調整を含む。）を促すために社

外監査人及びグループ内部監査部門とともに提案したUBS及びUBSグループの年次報告書及び四半期財務諸

表を審査する。

　定期的かつ最低年１回、監査委員会は、社外監査人の指名又は解任及び主席監査パートナーのローテー

ションについての取締役会の判断をサポートするために、社外監査人及び主席監査パートナーの適格性、専

門知識、有効性、独立性及び業務の遂行状況を評価する。その結果を受けて、取締役会は、当該提案を年次株

主総会に提出する。2011年度中、監査委員会は、合計で７回の会議と11回の電話会議を行った。会議の平均開

催時間は４時間で、電話会議は約１時間行われた。出席率は100％であった。また、会議には、グループ・チー

フ・ファイナンシャル・オフィサー（以下「グループCFO」という。）、グループ内部監査部門長、グループ

・タックス・アンド・アカウンティング・ポリシー部門責任者、グループ・コントローリング・アンド・

アカウンティング部門責任者、及びアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドが出席した。電話会議は、監

査委員会の構成員、グループCFO及び選抜された経営幹部で行われた。監査委員会とリスク委員会の共同会

議は、最低でも四半期毎に１回は開催されている。さらに、監査委員会はFINMAと１度会議を行った。

　監査委員会は、当行の社外監査人との協議内容について、取締役会に対して報告を行う。FINMAが義務付け

るところに従い、年に１回、社外監査人の主席代表者が取締役会に対し、社外監査人の長文の様式の報告書

を提出する。

　NYSEは、監査委員会の構成員についてより厳格な独立性の要件を設定している。当行の監査委員会の構成

員は、４名とも社外取締役であり、当行の独立性の基準を充足しており、取締役としての権能以外でUBSから

コンサルティング報酬、アドバイザリー報酬又はその他の補償費を直接的にも間接的にも受領しておらず、

発行済み資本の５％超のUBS株式を直接的にも間接的にも保有しておらず、（以下に注記される場合を除

き）その他の公開会社２社超の監査委員会に所属していない。NYSEの指針では、監査委員会の構成員は、志

願者がその義務を果たす時間と能力を有していると取締役会の全構成員が判断した場合、３社超の公開会

社の監査委員会に所属することが認められている。ウィリアム G. パレットの資格と、執行役員としての職

務を退いた事実を考慮して、取締役会は、ウィリアム G. パレットにその許可を与えた。

企業責任委員会

　企業責任委員会は、責任ある企業行動についてのUBSグループの評判を守りかつ向上させるために自己の

職務を全うするにあたり、取締役会をサポートする。企業責任委員会は、責任ある企業行動に関する利害関

係者の懸念及び期待、並びにそれによりUBSが被りうる影響を検討・評価し、取締役会に対して適切な行動

を勧める。企業責任委員会は、３名以上の独立性を有する取締役会の構成員で構成され、2011年12月31日現

在、ヴォルフガング・マイヤーフーバーが委員長を務め、カスパー・フィリガー、アン F. ゴッドビア及び

ジョセフ・ヤムが委員を務める。企業責任委員会は、複数の企業の上級代表者から助言及びサポートを受け

ている。委員会は2011年度に平均で約２時間の開催時間で２回開催されており、企業責任委員会委員の

100％が出席した。

ガバナンス・指名委員会
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　ガバナンス・指名委員会は、UBSグループ内のコーポレート・ガバナンスに関するベスト・プラクティス

を確立するため、取締役会が自身の年次査定を行うため、取締役会の新構成員の選任手順を確立し維持する

ため、並びに取締役会会長及びグループCEOの後継手続を管理するため職務を全うするにあたり、取締役会

をサポートする。ガバナンス・指名委員会は、４名の独立性を有する取締役会の構成員で構成され、2011年

12月31日現在、カスパー・フィリガーがガバナンス・指名委員会の委員長を務め、ミシェル・デマレー、ブ

ルーノ・ゲーリッグ、アクセル P. レーマン及びデイヴィッド・シドウェルが委員を務める。2011年度に９

回の会議と３回の電話会議が開催され、平均出席率は委員数の94％で平均開催時間は１時間30分であった。

外部アドバイザーが同席した会議は２回であった。

人事・報酬委員会

　人事・報酬委員会は、(ⅰ)報酬及び福利厚生に関するガイドラインの策定についての取締役会の職務のサ

ポート、(ⅱ)取締役会会長及び非独立取締役の報酬総額についての承認、(ⅲ)取締役会会長と協働して、独

立性を有する取締役会の構成員及びグループCEOの個別の報酬総額について取締役会の承認を得るために

提案を行うこと、並びに(ⅳ)グループCEOの薦めにより、グループ執行役員の個別の報酬総額について承認

を得るために取締役会に提案を行うこと、といった役割を果たす責任を担っている。人事・報酬委員会はま

た、2011年度年次報告書に記載された報酬開示情報を審査する。

　人事・報酬委員会は、４名の独立性を有する取締役会の構成員で構成され、2011年12月31日現在、アン F. 

ゴッドビアが人事・報酬委員会の委員長を務め、ブルーノ・ゲーリッグ、ヴォルフガング・マイヤーフー

バー及びヘルムート・パンケが委員を務める。2011年度に８回の会議と５回の電話会議が開催され、平均開

催時間は100分であり、平均出席率は96％であった。かかる会議及び電話会議のうち、９回に外部アドバイ

ザー、10回に取締役会会長、及び11回にグループCEOが同席した。

リスク委員会

　リスク委員会は、(ⅰ)信用リスク、市場リスク、カントリー・リスク及びオペレーショナル・リスクを含む

リスク管理及び統制、(ⅱ)資金調達、流動性及び持分帰属を含む財務管理及び資本管理、並びに(ⅲ)バラン

スシート管理（上記のいずれの場合においてもその結果として評判の面でのリスクを含む。）の分野にお

いて、適切なリスク管理及び統制の原則を管理及び設定するために自己の職務を全うするにあたり、取締役

会を監督し、サポートする責任を担っている。かかる目的上、リスク委員会は、グループ執行役員会から関連

する全ての情報を受領し、グループCEOと協議の上、業務監査機関及び外部機関と会議を行う権限を有する。

2011年12月31日現在、リスク委員会は、５名の独立性を有する取締役会の構成員で構成され、デイヴィッド

・シドウェルがリスク委員会の委員長を務め、レイナー－マーク・フレー、アクセル P. レーマン、ヘル

ムート・パンケ及びジョセフ・ヤムが委員を務める。2011年度中、リスク委員会は、合計で８回の会議と５

回の電話会議を行い、平均出席率は委員数の95％であった。会議の平均開催時間は５時間30分で、電話会議

は約１時間30分行われた。

　監査委員会の委員長は、監査委員会の会議の一部又は全てに定期的に出席する。2011年度において、取締役

会会長、グループCEO、グループCFO、グループ・チーフ・リスク・オフィサー、グループ・ジェネラル・カウ

ンセル、インベストメント・バンクのCEO、グループ内部監査部門長、及びアーンスト・アンド・ヤング・リ

ミテッドも定期的に出席した。さらに、リスク委員会と人事・報酬委員会は、共同で会議を開催し、責任を共

有した事項について協議する。スイス国立銀行の運営委員会（Governing Board）との会合及びFINMAとの

会合がそれぞれ毎年１回開かれている。ニューヨークの連邦準備銀行との会議が１回行われた。

独立した内部調査を行う特別委員会

　2011年９月14日に発覚した不正取引事件を踏まえて、取締役会は、2011年９月16日に、リスク委員会及び監

査委員会の独立性を有する構成員３名による特別委員会を設置した。特別委員会の役割は、グループ内部監

査部門からの協力を得て、当該事件、その原因、懲罰の結果及び救済活動案について独立した内部調査を行

い、取締役会にこれを報告することである。第二次調査は、FINMAと連合王国金融サービス機構が合同で実施

しており、そのためにKPMGを雇っている。特別委員会は、取締役会に代わって、当該不正取引事件に関して

FINMAと連合王国金融サービス機構の調整窓口を務めており、上記規制当局からの要求により、自身の調査

についてKPMGから定期的な更新を受けた。

　2011年12月31日現在、デイヴィッド・シドウェルが特別委員会の委員長を務め、アン F. ゴッドビア及び

ジョセフ・ヤムが委員を務める。特別委員会は、その設置以降、10回の電話会議と４回の会議を行い、また、

特別委員会の委員長は、独立して連合王国金融サービス機構と会議を行った。当該電話会議と会議におい

て、特別委員会の委員数の100％が出席し、会議は平均で１時間行われた。また、特別委員会は、FINMAとも会
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議を行った。

取締役会会長の役割及び責任

　取締役会会長であるカスパー・フィリガーは、取締役会に対して提供している業務に関連してUBSとの間

で常勤の雇用契約を締結している。

　取締役会会長は、取締役会内の業務の調整、取締役会の招集及び議案の設定を行う。取締役会会長の指揮の

下、取締役会は、グループCEOの推薦に基づくUBSグループの戦略の決定、最終的な経営陣の監督及びグルー

プ執行役員会の全構成員の指名を行う。

　取締役会会長は、年次株主総会及び臨時株主総会の全てにおいて議長を務め、委員会の委員長と協働して

全委員会の業務の調整を行う。取締役会会長は、グループCEOとともに、株主との間で、並びに政府官僚、業務

監査機関及び公的機関を含む他の利害関係者との間で、効率的なコミュニケーションを確保する責任を担

う。これは、グループCEO及び他のグループ執行役員との緊密な業務上の関係の確立及び維持に追加される

ものであり、日常の事業運営責任はグループ執行役員会に委ねられているという事実を尊重しつつ助言と

サポートを提供するものである。

副会長及び上級独立取締役の役割及び責任

　取締役会は、副会長１名以上と上級独立取締役１名を指名する。取締役会が複数の副会長を指名する場合、

副会長のうち１名は、独立性を有していなければならない。副会長は、取締役会会長が欠席の場合に取締役

会を主導し、また、取締役会会長に対してサポートと助言を提供する義務を負う。上級独立取締役は、独立性

を有する取締役会の構成員による取締役会会長が出席しない会議を、少なくとも年２回計画し、開催する。

2011年度には、独立取締役会が２回開催され、開催時間はそれぞれ３時間30分であった。上級独立取締役は、

独立取締役会の構成員の問題点と懸念事項を取締役会会長に伝達し、独立取締役会の構成員との協議を希

望する株主及び利害関係者の窓口となる。

UBSと独立性を有する取締役会の構成員との間の重要なビジネス関係

　当行は、スイスに拠点を置く大手銀行であり、かつ、グローバルに展開する金融サービスのプロバイダーと

して、当行の取締役会の構成員が経営に関与している又は独立性を有する取締役会の役員を兼務している

会社を含む多くの大企業との間でビジネス上の関係を有している。ガバナンス・指名委員会は、UBSとUBSの

取締役会の構成員が会長、最高責任者又はその他の役員を兼務する企業との間の関係は、取締役会の構成員

の独立した判断能力を危うくするものではないと判断した。また、いずれの独立性を有する取締役会の構成

員も、その独立性を侵しうる個人的なビジネス上の関係をUBSとの間で有していない。

　UBSの取締役会の構成員と同構成員が関係する会社との間の関係及び取引は全て、通常の業務の範囲内で

行われ、関係を有していない者との間における類似の取引についてその時点で適用される条件と同じ条件

で行われる。

チェック・アンド・バランス機能 － 取締役会とグループ執行役員会

　当行は、スイス連邦銀行法により要求される、厳格な二重取締役会構造の下で経営されている。取締役会と

グループ執行役員会の間の職務分掌が組織規則に明確に定義されている。取締役会はグループCEOの推薦に

基づくUBSグループの戦略を決定し、事業の監督・監視を行っており、グループCEOが率いるグループ執行役

員会は、事業運営に対する最終的な責任を担っている。取締役会会長とグループCEOには異なる２名の人間

が就任しており、権限の分離が確保されている。こうした構造により、互いのチェック・アンド・バランス

機能が保たれ、グループCEOの指揮の下グループ執行役員会にその責任が委ねられた当行の日常の事業運営

から、取締役会の組織としての独立性が維持されている。取締役会とグループ執行役員会の構成員は、他方

の構成員とはならない。

　グループ執行役員会の監督及び管理は取締役会が担っている。取締役会及びグループ執行役員会の各組織

の権限及び責任は、定款及び組織規則（「別紙B　‐　責任及び権限」を含む。）に準拠している。

グループ執行役員会との情報共有及び管理ツール

　取締役会は、グループ執行役員会が行う活動について、様々な方法で報告を受けている。グループ執行役員

会の議事録は、取締役会の構成員の閲覧に供される。取締役会では、グループCEOやグループ執行役員会の構

成員が重要な事項について取締役会に定期報告を行う。
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　取締役会において、取締役会の構成員は、その職務を全うするために必要とされるUBSに関する事項に係る

情報の提供を、取締役会又はグループ執行役員会の構成員に対して求めることができる。取締役会以外の場

でも、取締役会の構成員は、他の取締役会及びグループ執行役員会の構成員に対して情報提供を求めること

ができるが、かかる要求は取締役会会長の承認を要する。

　グループ内部監査部門は、独立して、客観的及び体系的に当行の戦略の遵守、ガバナンスの有効性、事業部

門別及び地域別のUBSグループのリスク管理及び制御プロセスを評価し、かつ、法律上、規制上及び法定上の

要件並びに社内方針及び契約の遵守状況を監視している。かかる内部監査組織は、経営から独立して機能

し、その重要な発見について取締役会会長及びリスク委員会に報告を行っている。監査委員会は内部監査結

果の報告を受けなければならない。

　2011年２月、当行の内部コンプライアンス部門が取締役会に対して年次コンプライアンス報告書を提出し

た。かかる報告書は、銀行業の監督及び内部統制に関するFINMA通達08/24の第109条及び第112条への対応で

ある。

グループ執行役員会

　UBSは、スイス連邦銀行法により要求される、厳格な二重構造の下で経営されている。事業運営は、取締役会

からグループ執行役員会に委ねられている。

グループ執行役員会の構成員及び2011年における変更

　2010年12月３日、取締役会は、セルジオ P. エルモッティを2011年４月１日付でUBSグループ・ヨーロッパ

・ミドル・イースト・アンド・アフリカの会長兼CEO及びグループ執行役員会の構成員に指名し、また、ト

ム・ナラティルを2011年６月１日付でグループCFO及びグループ執行役員会の構成員に指名した。ジョン・

クライアンは、2011年６月１日にグループCFOの地位とグループ執行役員会を退いた。2011年９月24日、セル

ジオ P. エルモッティは、オズワルド J. グリューベルが辞任した後、暫定的にグループCEOに指名された。

2011年11月15日、取締役会はエルモッティ氏を正式なグループCEOに指名した。

　2011年12月１日、UBSは以下の複数の上級執行役員の変更を発表した。

UBSグループ・アメリカズCEOのフィリップ J. ロフツは、モウリーン・ミスコヴィッチの退任を受けて、以

前就いていたグループ・チーフ・リスク・オフィサーの役職に復帰した。ロバートＪ．マカンは、現在の

ウェルス・マネジメント・アメリカズCEOの地位に加えて、UBSグループ・アメリカズCEOの役職に就いた。

ウルリッヒ・ケルナーは、現在のグループ・チーフ・オペレーティング・オフィサー及びコーポレート・

センターCEOの地位に加えて、UBSグループ・ヨーロッパ・ミドル・イースト・アンド・アフリカCEOの役職

を引き継いだ。

グループ執行役員会の職責、権限及び組織原則

　グループCEOの指揮の下、グループ執行役員会は、UBSグループ及びその事業に対する経営管理上の責任を

担っている。グループ執行役員会は、UBSグループ及び各事業部門の戦略の展開並びに承認された戦略の実

施につき、全責任を担う。グループ執行役員会は、UBSグループのリスク・カウンセルとしての任務を担って

いる。この機能において、グループ執行役員会は、リスク管理及びリスク統制の原則の実施を確立し監督す

る全責任、中核となるリスク方針を承認する全責任、並びに取締役会及びリスク委員会が決定したUBSグ

ループ全体のリスク特性を統制する全責任を担っている。2011年度に、グループ執行役員会は合計で18回開

催された。

グループ・アセット・アンド・ライアビリティー・マネジメント・コミッティの職責及び権限

　2009年にグループ執行役員会によって設置されたグループ・アセット・アンド・ライアビリティー・マ

ネジメント・コミッティ（以下「グループALCO」という。）は、UBSグループの財務実績を最大化するため

の戦略を定める責任を担っており、取締役会が定めたガイドライン、制約及びリスク許容度に従っている。

グループALCOはまた、配分による各事業部門の貸借対照表の管理、限度額の監視並びに資本金、流動性及び

資金調達の管理について責任を担っており、さらに、組織ごとに財務管理を行う文化を推進する責任も担っ

ている。組織規則には、グループ執行役員会のいずれの権限がグループALCOに委譲されたかが追加で規定さ

ている。2011年度に、グループALCOは会議を９回開催した。
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経営契約

　当行は、その経営について、第三者と契約を締結していない。

(2) 【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

千スイス・フラン（百万円）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

UBSグループ
65,768 1,673 66,030 2,504

(5,319) (135) (5,340) (202)

②【その他重要な報酬の内容】

上記に加え、UBSの投資ファンド（その多くは独立したファンドの役員会又は受託者を有する。）のため

に実施されたサービスの対価として、アーンスト・アンド・ヤング・リミテッドに対し、2011年度に

30,106,000スイス・フラン（24億3,500万円）（2010年度は33,206,000スイス・フラン（26億8,500万

円））が支払われた。

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

税務サービスには、アーンスト・アンド・ヤング・リミテッドの税務部門に所属する専門スタッフが行

うサービス、並びに当社事業にかかる税務コンプライアンス、税務コンサルティング及び税務プランニン

グが含まれる。

その他のサービスは、例外的な場合にのみ認められる。その多くはオンコール助言サービスであり、加え

て、2010年度及び2011年度には臨時経費が含まれた。

④【監査報酬の決定方針】

該当事項なし。
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第６　【経理の状況】

(a) 本書記載のユービーエス・エイ・ジー（UBS AG、以下「UBS」という。）及び子会社（以下併せて「当グルー

プ」という。）の連結財務書類は、スイスにおいて公表されたUBSの原文（英文）の2011年度年次報告書（以下

「UBSの年次報告書」という。）に含まれている国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に従って作成され

た2011年12月31日終了事業年度の原文（英文）の連結財務書類（以下「原文の連結財務書類」という。）の日

本語訳（以下「邦文の連結財務書類」という。）である。また、本書記載のUBS（親銀行）の個別財務書類（す

なわち、親銀行財務書類）は、UBSの年次報告書に含まれているスイス連邦銀行法に従って作成された2011年12

月31日終了事業年度の原文（英文）の個別財務書類（以下「原文の個別財務書類」という。）の日本語訳（以

下「邦文の個別財務書類」という。）である。当グループの連結及びUBSの個別財務書類は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）第129

条第１項の規定が適用されている。

なお、当グループ及びUBSが採用する会計処理の原則及び手続のうち日本で一般に公正妥当と認められている

ものと相違するもので重要なものは、財務諸表等規則の規定に準拠して、それぞれ第６の４.「Ⅰ.連結財務書

類：IFRSと日本における会計原則及び会計慣行の相違」及び「Ⅱ.親銀行財務書類：スイスと日本における会

計原則及び会計慣行の相違」に説明されている。

(b) 当グループの原文の連結財務書類及びUBSの個別財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23

年法律第103号）第１条の３第７項に規定されている外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・

ヤング・エルティーディー（スイスにおける法定監査人）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）

第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その同意書

及び監査報告書の原文及び訳文は本書に掲載されている。

(c) 邦文の連結財務書類及び個別財務書類には、財務諸表等規則の規定に従って、原文の連結財務書類及び個別

財務書類中のスイス・フラン表示の金額の主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算に

は１スイス・フラン＝80.87円（2012年6月1日現在の三菱東京ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物売買相場の

仲値）の換算レートが使用されている。億円未満の端数は四捨五入されている。

(d) 円換算額及び第６の２.から４.までに関する記載は、原文の連結財務書類及び個別財務書類には含まれてお

らず、当該事項における原文の連結財務書類及び個別財務書類への参照事項を除き、上記（b）の監査の対象に

含まれていない。

財務報告に係る内部統制に関する経営者の報告書

財務報告に係る内部統制に関する経営者の責任

UBSの取締役会及び経営者は、財務報告に対して適切な内部統制を確立し、維持する責任を負っている。財

務報告に係るUBSの内部統制は、国際会計基準審議会（IASB）が公表する国際財務報告基準（IFRS）に準拠

して公表された財務書類が作成され、かつ適正に表示されていることについて、合理的な保証を提供するた

めに整備されている。

財務報告に係るUBSの内部統制には、次の方針及び手続が含まれる。

－　合理的な詳細さで資産の取引及び処分を、正確かつ公正に反映する記録の維持に関する方針及び手続

－　財務書類を作成し適正に表示できるよう、諸取引が記録されること、並びに会社の収入と支出は、UBSの経営者

の承認によってはじめて実行されることについて、合理的な保証を提供する方針及び手続

－　財務書類に重要な影響を及ぼす可能性がある会社の資産について未承認の取得、使用または処分を防止、ある

いは適時に発見することについて合理的な保証を提供する方針及び手続

固有の限界により、財務報告に係る内部統制は虚偽表示を防止または発見できない可能性がある。また、将

来の期間に対する有効性の評価の予測は、状況の変化のため統制が不十分になるかもしれないリスク、ある

いは方針や手続への遵守の程度が低下しているかもしれないリスクにさらされている。
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経営者は事業年度末毎に、財務報告に係るUBSの内部統制が有効であったかどうか、又は当該内部統制上重

要な欠陥があったかどうかの判断を求められる。重要な欠陥とは、登録者の財務書類の重要な虚偽表示が防

止又は適時に発見されない合理的な可能性がある、財務報告に係る内部統制の不備又は不備の組み合わせを

いう。

2011年12月31日現在の財務報告に係る内部統制に関する経営者の評価

当行のロンドンのグローバル・シンセティック・エクイティ部門における未承認取引及び架空取引が

2011年９月に発覚したことに伴い、経営者は、未承認取引及び架空取引の実施を防止又は適時に発見するた

めの特定の統制が有効に運用されていなかったと判断した。特に、(ⅰ)当行のインベストメント・バンクの

株式部門において、約定日から決済日までの期間が15日を超える取引について取引相手先との相互確認を要

求する統制が運用されておらず、また当該取引が取消、再記帳又は修正された場合に、これらの変更の正当性

を確保するための関連したモニタリング統制が有効に運用されなくなっており、かつ(ⅱ)インベストメント

・バンクの株式部門及びフィクスト・インカム・カレンシー・コモディティー部門において、内部取引が正

当であり、かつ当行の帳簿及び記録文書に正確に記録されていることを確保するためのデスク間の照合プロ

セスにおける統制（管理者によるレビュー、調整及び解決を要する、内部取引の取消及び修正に係る統制を

含む。）が有効に運用されていなかった。

UBSの経営者は、トレッドウェイ委員会支援組織委員会（COSO）が「内部統制‐統合的枠組み」で定めて

いる基準に基づき、2011年12月31日現在の財務報告に係るUBSの内部統制の有効性を評価した。この評価に基

づき、経営者は、上記の内部統制上の不備から生じている財務報告に係るUBSの内部統制上の重要な欠陥はま

だ改善されていないという結論を下し、従って2011年12月31日現在の財務報告に係るUBSの内部統制は有効

でないと評価した。

2011年12月31日現在の財務報告に係るUBSの内部統制の有効性は、UBSの独立登録公認会計士事務所である

アーンスト・アンド・ヤング・エルティーディーが監査し、285ページから286ページ（訳者注：原文のペー

ジ）に掲載されている監査報告書で記載されているように、経営者の評価と整合するものであり、2011年12

月31日現在の財務報告に係るUBSの内部統制の有効性について、不適正意見が表明されている。
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１【財務書類】

損益計算書

終了事業年度 変化率

注記 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

対2010年

12月31日

継続事業

百万

スイス・

フラン

億円

百万

スイス・

フラン

億円

百万

スイス・

フラン

億円 ％

受取利息 3 17,969 14,532 18,872 15,262 23,461 18,973 (5)

支払利息 3 (11,143)(9,011)(12,657)(10,236)(17,016)(13,761)(12)

受取利息純額 3 6,826 5,520 6,215 5,026 6,446 5,213 10

貸倒引当金(繰入額)／戻入額 (84) (68) (66) (53) (1,832)(1,482) 27

貸倒引当金繰入額控除後受取利

息純額 6,742 5,452 6,149 4,973 4,614 3,731 10

受取報酬及び手数料純額 4 15,236 12,321 17,160 13,877 17,712 14,324 (11)

トレーディング収益純額 3 4,343 3,512 7,471 6,042 (324) (262) (42)

その他の収益 5 1,467 1,186 1,214 982 599 484 21

営業収益合計 27,788 22,472 31,994 25,874 22,601 18,277 (13)

人件費 6 15,591 12,608 16,920 13,683 16,543 13,378 (8)

一般管理費 7 5,959 4,819 6,585 5,325 6,248 5,053 (10)

有形固定資産減価償却費 15 761 615 918 742 1,048 848 (17)

のれんの減損 16 0 0 0 0 1,123 908 

無形資産償却費 16 127 103 117 95 200 162 9

営業費用合計 22,439 18,146 24,539 19,845 25,162 20,349 (9)

継続事業からの税引前営業利益 5,350 4,327 7,455 6,029 (2,561)(2,071)(28)

税金費用／（税務上の便益） 22 923 746 (381) (308) (443) (358)

継続事業からの当期純利益 4,426 3,579 7,836 6,337 (2,118)(1,713)(44)

非継続事業 　 　 　

非継続事業からの税引前営業利

益
36

0 0 2 2 (7) (6) (100)

税金費用 22 0 0 0 0 0 0 

非継続事業からの当期純利益 0 0 2 2 (7) (6) (100)

当期純利益 4,427 3,580 7,838 6,339 (2,125)(1,718)(44)

非支配持分に帰属する当期純利

益 268 217 304 246 610 493 (12)

継続事業 268 217 303 245 600 485 (12)

非継続事業 0 0 1 1 10 8 (100)

UBS株主に帰属する当期純利益 4,159 3,363 7,534 6,093 (2,736)(2,213)(45)

継続事業 4,158 3,363 7,533 6,092 (2,719)(2,199)(45)

非継続事業 0 0　 1 1　 (17) (14) (100)

１株当たり利益

(単位：スイス・フラン、円) 　 　 　

基本的１株当たり利益 8 1.10 88.96 1.99 160.93 (0.75) (60.65)(45)

継続事業 1.10 88.96 1.99 160.93 (0.74) (59.84)(45)

非継続事業 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

希薄化後１株当たり利益 8 1.08 87.34 1.96 158.51 (0.75) (60.65)(45)

継続事業 1.08 87.34 1.96 158.51 (0.74) (59.84)(45)

非継続事業 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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包括利益計算書

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン
2011年12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

合計 UBS株主 非支配持分

当期純利益 4,427 4,159 268 7,838 (2,125)

その他の包括利益

為替換算調整

為替換算調整の変動、税効果前 995 703 292 (951)2 (35)

資本から損益計算書に振り替えられた為替換算額 8 8 237 (259)

為替換算調整の変動に関連する法人所得税 (6) (6) 121 22

為替換算調整の変動、税効果後小計
1 998 706 292 (593)2 (272)

売却可能金融投資

売却可能金融投資に係る未実現利得／(損失)純額、

税効果前 1,458 1,458 (499) 157

資本から損益計算書に振り替えられた減損損失 39 39 72 70

資本から損益計算書に振り替えられた実現利得 (950) (950) (357) (147)

資本から損益計算書に振り替えられた実現損失 24 24 153 1

売却可能金融投資に係る未実現利得／(損失)純額

に関連する法人所得税 (76) (76) 13 (54)

売却可能金融投資に係る未実現利得／(損失)純額、

税効果後小計
1 495 495 (618) 27

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデ

リバティブの公正価値の変動の有効部分、税効果

前 3,093 3,093 927 78

資本から損益計算書に振り替えられた(利得)／損

失純額
(1,140) (1,140) (1,108) (756)

キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する税効果 (417) (417) 38 257

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデ

リバティブの公正価値の変動、小計
1 1,537 1,537 (143) (421)

その他の包括利益合計 3,030 2,737 292 (1,354)2 (667)

当期包括利益合計 7,457 6,896 560 6,484 2 (2,792)

非支配持分に帰属する包括利益合計 560 609 2 484

UBS株主に帰属する包括利益合計 6,896 5,875 (3,276)

1 
UBS株主に帰属するその他の包括利益のうち、為替換算調整に関連するものは、2010年度ではマイナス909百万スイス・フラン及び2009年度

ではマイナス136百万スイス・フランであった。UBS株主に帰属するその他の包括利益のうち、売却可能金融投資に関連するものは、2010年度

ではマイナス607百万スイス・フラン及び2009年度では17百万スイス・フランであった。その他の包括利益のうち、キャッシュ・フロー・

ヘッジに関連するものは、全表示年度においてUBS株主に帰属するものであった。
2 
優先証券の償還に関連する前年度の表示が変更されてい

る。詳細については「注記１b　会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。

包括利益計算書

終了事業年度

単位：億円
2011年12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

合計 UBS株主 非支配持分

当期純利益 3,580 　 3,363 　 217 　 6,339 　 (1,718)
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その他の包括利益
　 　 　 　 　 　 　 　 　

為替換算調整 　 　 　 　 　 　 　 　 　

為替換算調整の変動、税効果前 805 　 569 　 236 　 (769)2 (28)

資本から損益計算書に振り替えられた為替換算額 6 　 6 　 　 　 192 　 (209)

為替換算調整の変動に関連する法人所得税 (5)　 (5)　 　 　 98 　 18 

為替換算調整の変動、税効果後小計
1 807 　 571 　 236 　 (480)2 (220)

売却可能金融投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　

売却可能金融投資に係る未実現利得／(損失)純額、

税効果前 1,179 　 1,179 　 　 　 (404)　 127 

資本から損益計算書に振り替えられた減損損失 32 　 32 　 　 　 58 　 57 

資本から損益計算書に振り替えられた実現利得 (768)　 (768)　 　 　 (289)　 (119)

資本から損益計算書に振り替えられた実現損失 19 　 19 　 　 　 124 　 1 

売却可能金融投資に係る未実現利得／(損失)純額

に関連する法人所得税 (61)　 (61)　 　 　 11 　 (44)

売却可能金融投資に係る未実現利得／(損失)純額、

税効果後小計
1 400 　 400 　 　 　 (500)　 22 

キャッシュ・フロー・ヘッジ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデ

リバティブの公正価値の変動の有効部分、税効果

前 2,501 　 2,501 　 　 　 750 　 63 

資本から損益計算書に振り替えられた(利得)／損

失純額
(922)　 (922)　 　 　 (896)　 (611)

キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する税効果 (337)　 (337)　 　 　 31 　 208 

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデ

リバティブの公正価値の変動、小計
1 1,243 　 1,243 　 　 　 (116)　 (340)

その他の包括利益合計 2,450 　 2,213 　 236 　 (1,095)2 (539)

当期包括利益合計 6,030 　 5,577 　 453 　 5,244 2 (2,258)

非支配持分に帰属する包括利益合計 453 　 　 　 　 　 492 2 391 

UBS株主に帰属する包括利益合計 5,577 　 　 　 　 　 4,751 　 (2,649)

1 
UBS株主に帰属するその他の包括利益のうち、為替換算調整に関連するものは、2010年度ではマイナス909百万スイス・フラン及び2009年度

ではマイナス136百万スイス・フランであった。UBS株主に帰属するその他の包括利益のうち、売却可能金融投資に関連するものは、2010年度

ではマイナス607百万スイス・フラン及び2009年度では17百万スイス・フランであった。その他の包括利益のうち、キャッシュ・フロー・

ヘッジに関連するものは、全表示年度においてUBS株主に帰属するものであった。
2 
優先証券の償還に関連する前年度の表示が変更されてい

る。詳細については「注記１b　会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。

貸借対照表

変化率

注記 2011年12月31日現在2010年12月31日現在2009年12月31日現在

対2010年

12月31日

現在

百万

スイス・

フラン

億円

百万

スイス・

フラン

億円

百万

スイス・

フラン

億円 ％

資産

現金及び中央銀行預け金 40,63832,864 26,93921,786 20,89916,901 51

銀行預け金 9a 23,21818,776 17,13313,855 16,80413,589 36

借入有価証券に係る担保金 10 58,76347,522 62,45450,507 63,50751,358 (6)

リバース・レポ契約 10 213,501172,658 142,790115,474 116,68994,366 50

トレーディング・ポートフォリオ資産 11 181,525146,799 228,815185,043 232,258187,827 (21)

内、担保差入資産 39,93632,296 61,35249,615 44,22135,762 (35)

再調達価額―借方 23 486,584393,500 401,146324,407 421,694341,024 21

デリバティブに係る差入担保金 10 41,32233,417 38,07130,788 53,77443,487 9

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

116/432



公正価値での測定を指定された金融資

産 12 10,336 8,359 8,504 6,877 10,223 8,267 22

貸出金 9a 266,604215,603 262,877212,589 266,477215,500 1

売却可能金融投資 13 53,17443,002 74,76860,465 81,75766,117 (29)

未収収益及び前払費用 6,327 5,117 5,466 4,420 5,816 4,703 16

関連会社投資 14 795 643 790 639 870 704 1

有形固定資産 15 5,688 4,600 5,467 4,421 6,212 5,024 4

のれん及び無形資産 16 9,695 7,840 9,822 7,943 11,008 8,902 (1)

繰延税金資産 22 8,526 6,895 9,522 7,700 8,868 7,172 (10)

その他の資産 17 12,46510,080 22,68118,342 23,68219,152 (45)

資産合計 1,419,1621,147,676 1,317,2471,065,258 1,340,5381,084,093 8

負債 　 　 　

銀行預り金 18 30,20124,424 41,49033,553 31,92225,815 (27)

貸付有価証券に係る担保金 10 8,136 6,580 6,651 5,379 7,995 6,466 22

レポ契約 10 102,42982,834 74,79660,488 64,17551,898 37

トレーディング・ポートフォリオ負債 11 39,48031,927 54,97544,458 47,46938,388 (28)

再調達価額―貸方 23 473,400382,839 393,762318,435 409,943331,521 20

デリバティブに係る受入担保金 10 67,11454,275 58,92447,652 66,09753,453 14

公正価値での測定を指定された金融負

債 19 88,98271,960 100,75681,481 112,65391,102 (12)

顧客預り金 18 342,409276,906 332,301268,732 339,263274,362 3

未払費用及び繰延収益 6,850 5,540 7,738 6,258 8,689 7,027 (11)

社債 19 140,617113,717 130,271105,350 131,352106,224 8

その他の負債 20, 2161,69249,890 63,71951,530 72,34458,505 (3)

負債合計 1,361,3091,100,891 1,265,3841,023,316 1,291,9051,044,764 8

資本 　 　 　

資本金 383 310 383 310 356 288 0

資本剰余金 34,61427,992 34,39327,814 34,82428,162 1

自己株式 (1,160) (938) (654) (529) (1,040) (841) 77

買戻し義務付自己株式 (39) (32) (54) (44) (2) (2) (28)

利益剰余金 23,60319,088 19,44415,724 11,910 9,632 21

資本に直接認識された純利益累積額、

税効果後 (3,955)(3,198)(6,693)(5,413)(5,034)(4,071)(41)

UBS株主に帰属する持分 53,44743,223 46,82037,863 41,01333,167 14

非支配持分に帰属する持分 4,406 3,563 5,043 4,078 7,620 6,162 (13)

資本合計 57,85246,785 51,86341,942 48,63339,330 12

負債及び資本合計 1,419,1621,147,676 1,317,2471,065,258 1,340,5381,084,093 8

次へ 
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持分変動計算書

単位：百万スイス・フラン 資本金 資本剰余金 自己株式

買戻し

義務付

自己株式 利益剰余金

為替換算

調整

売却可能

金融投資

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ

UBS株主に

帰属する

持分合計

非支配

持分 資本合計

2009年１月１日現在残高 293 25,288(3,156) (46) 14,487(6,309) 347 1,627 32,531 8,002 40,533

会計方針の変更
1 159 (159) 0 0

株式発行 63 63 63

自己株式の取得 (476) (476) (476)

自己株式の売却 2,592 2,592 2,592

自己株式処分益／（損）及び自己持分のデリバ

ティブ契約に係るプレミアム／（ディスカウ

ント）純額、税効果後 (1,268) (1,268) (1,268)

株式発行及びワラント行使に係るプレミアム 10,599 10,599 10,599

従業員持株制度及び株式オプション制度 291 291 291

繰延株式報酬に伴う税務上の便益 1 1 1

株式発行に関連する取引費用、税効果後 (87) (87) (87)

配当金
2 0 (849) (849)

買戻し義務付自己株式―変動 44 44 44

優先証券 0 (7) (7)

新規連結及びその他の増加 0 3 3

連結除外及びその他の減少 0 (13) (13)

資本に認識された当期の包括利益合計 (2,736)(136) 17 (421) (3,276) 484 (2,792)

2009年12月31日現在残高 356 34,824(1,040) (2) 11,910(6,604) 364 1,206 41,013 7,620 48,633

株式発行 27 27 27

自己株式の取得 (1,574) (1,574) (1,574)

自己株式の売却 1,960 1,960 1,960

自己株式処分益／（損）及び自己持分のデリバ

ティブ契約に係るプレミアム／（ディスカウ

ント）純額、税効果後 (43) (43) (43)

株式発行及びワラント行使に係るプレミアム／

（ディスカウント） (27) (27) (27)

従業員持株制度及び株式オプション制度 (104) (104) (104)

繰延株式報酬に伴う税務上の便益 (8) (8) (8)

株式発行に関連する取引費用、税効果後 (113) (113) (113)

配当金
2 0 (305) (305)

買戻し義務付自己株式―変動 (52) (52) (52)

優先証券 0 (2,622)3 (2,622)
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新規連結及びその他の増加 (136) (136) 6 (130)

連結除外及びその他の減少 0 (264) (264)

資本に認識された当期の包括利益合計 7,534 (909) (607) (143) 5,875 6093 6,484

2010年12月31日現在残高 383 34,393 (654) (54) 19,444(7,513)(243) 1,063 46,820 5,043 51,863

持分変動計算書（続き）

単位：百万スイス・フラン 資本金 資本剰余金 自己株式

買戻し

義務付

自己株式 利益剰余金

為替換算

調整

売却可能

金融投資

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ

UBS株主に

帰属する

持分合計

非支配

持分 資本合計

株式発行 0 0

自己株式の取得 (2,455) (2,455) (2,455)

自己株式の売却 1,949 1,949 1,949 

自己株式処分益／（損）及び自己持分のデリバ

ティブ契約に係るプレミアム／（ディスカウ

ント）純額、税効果後 188 188 188 

株式発行及びワラント行使に係るプレミアム 10 10 10 

従業員持株制度及び株式オプション制度 19 19 19 

繰延株式報酬に伴う税務上の便益 9 9 9 

株式発行に関連する取引費用、税効果後 0 0 

配当金
2 0 (269) (269)

買戻し義務付自己株式―変動 15 15 15 

優先証券 0 (882) (882)

新規連結及びその他の増加 (5) (5) 1 (4)

連結除外及びその他の減少 0 (47) (47)

資本に認識された当期の包括利益合計 4,159 706 495 1,537 6,896 560 7,457 

2011年12月31日現在残高 383 34,614(1,160) (39) 23,603(6,807) 252 2,600 53,447 4,406 57,852

1
 2011年度において、当社は会計方針の変更を反映し、2009年度の利益剰余金期首残高を貸方で159百万スイス・フラン及びこれに対応する為替換算調整を借方で159百万スイス・フラン修正した。詳細は「注

記１b　会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。
2
 優先証券に対する配当金の支払債務を表す。

3 
優先証券の償還に関連する前年度の表示が変更されている。詳細は「注記１b　会計方針の変

更、比較可能性及びその他の修正」を参照。

持分変動計算書（続き）

単位：億円 資本金 資本剰余金 自己株式

買戻し

義務付

自己株式 利益剰余金

為替換算

調整

売却可能

金融投資

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ

UBS株主に

帰属する

持分合計

非支配

持分 資本合計

2009年１月１日現在残高 237 20,450(2,552) (37) 11,716(5,102) 281 1,316 26,308 6,471 32,779

会計方針の変更
1 129 (129) 0 0

株式発行 51 51 51

自己株式の取得 (385) (385) (385)
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自己株式の売却 2,096 2,096 2,096

自己株式処分益／（損）及び自己持分のデリバ

ティブ契約に係るプレミアム／（ディスカウ

ント）純額、税効果後 (1,025) (1,025) (1,025)

株式発行及びワラント行使に係るプレミアム 8,571 8,571 8,571

従業員持株制度及び株式オプション制度 235 235 235

繰延株式報酬に伴う税務上の便益 1 1 1

株式発行に関連する取引費用、税効果後 (70) (70) (70)

配当金
2 0 (687) (687)

買戻し義務付自己株式―変動 36 36 36

優先証券 0 (6) (6)

新規連結及びその他の増加 0 2 2

連結除外及びその他の減少 0 (11) (11)

資本に認識された当期の包括利益合計 (2,213)(110) 14 (340) (2,649) 391 (2,258)

2009年12月31日現在残高 288 28,162 (841) (2) 9,632 (5,341) 294 975 33,167 6,162 39,330

株式発行 22 22 22

自己株式の取得 (1,273) (1,273) (1,273)

自己株式の売却 1,585 1,585 1,585

自己株式処分益／（損）及び自己持分のデリバ

ティブ契約に係るプレミアム／（ディスカウ

ント）純額、税効果後 (35) (35) (35)

株式発行及びワラント行使に係るプレミアム／

（ディスカウント） (22) (22) (22)

従業員持株制度及び株式オプション制度 (84) (84) (84)

繰延株式報酬に伴う税務上の便益 (6) (6) (6)

株式発行に関連する取引費用、税効果後 (91) (91) (91)

配当金
2 0 (247) (247)

買戻し義務付自己株式―変動 (42) (42) (42)

優先証券 0 (2,120)3 (2,120)

新規連結及びその他の増加 (110) (110) 5 (105)

連結除外及びその他の減少 0 (213) (213)

資本に認識された当期の包括利益合計 6,093 (735) (491) (116) 4,751 4923 5,244

2010年12月31日現在残高 310 27,814 (529) (44) 15,724(6,076)(197) 860 37,863 4,078 41,942

持分変動計算書（続き）
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単位：億円 資本金 資本剰余金 自己株式

買戻し

義務付

自己株式 利益剰余金

為替換算

調整

売却可能

金融投資

キャッシュ

・フロー・

ヘッジ

UBS株主に

帰属する

持分合計

非支配

持分 資本合計

株式発行 0 0

自己株式の取得 (1,985) (1,985) (1,985)

自己株式の売却 1,576 1,576 1,576

自己株式処分益／（損）及び自己持分のデリバ

ティブ契約に係るプレミアム／（ディスカウ

ント）純額、税効果後 152 152 152

株式発行及びワラント行使に係るプレミアム 8 8 8

従業員持株制度及び株式オプション制度 15 15 15

繰延株式報酬に伴う税務上の便益 7 7 7

株式発行に関連する取引費用、税効果後 0 0

配当金
2 0 (218) (218)

買戻し義務付自己株式―変動 12 12 12

優先証券 0 (713) (713)

新規連結及びその他の増加 (4) (4) 1 (3)

連結除外及びその他の減少 0 (38) (38)

資本に認識された当期の包括利益合計 3,363 571 400 1,243 5,577 453 6,030

2011年12月31日現在残高 310 27,992 (938) (32) 19,088(5,505) 204 2,103 43,2233,563 46,785

1
 2011年度において、当社は会計方針の変更を反映し、2009年度の利益剰余金期首残高を貸方で159百万スイス・フラン及びこれに対応する為替換算調整を借方で159百万スイス・フラン修正した。詳細は「注

記１b　会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。
2
 優先証券に対する配当金の支払債務を表す。

3
 優先証券の償還に関連する前年度の表示が変更されている。詳細は「注記１b　会計方針の変

更、比較可能性及びその他の修正」を参照。

次へ 

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

121/432



非支配持分に帰属する持分

終了事業年度

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

百万

スイス・フラン 億円

百万

スイス・フラン 億円

百万

スイス・フラン 億円

優先証券
1

期首残高　 4,907 3,968 7,254 5,866 7,381 5,969 

償還
2 (882) (713) (2,622)4 (2,120) (7) (6)

為替換算調整
3 334 270 275 4 222 (120) (97)

期末残高 4,359 3,525 4,907 3,968 7,254 5,866 

その他の非支配持分期末残高 47 38 136 110 366 296 

非支配持分に帰属する持分合計 4,406 3,563 5,043 4,078 7,620 6,162 

1
 配当による増加及びそれを相殺する減少は表中には含まれていない。

2 
取引時の為替レートで換算された額面金額を表す。

3 
2011年度の為

替差損121百万スイス・フランは、トラスト型優先証券の償還に関連する累積為替差損455百万スイス・フランの認識の中止によって相殺さ

れた。これは、発行時の為替レートと償還時の為替レートとの間の差額を表す。
4
 優先証券の償還に関連する前年度の表示が変更されてい

る。詳細は「注記１b　会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。

終了事業年度 変化率(％)

単位：株 2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日対2010年12月31日

発行済株式

期首残高 3,830,840,513 3,558,112,7532,932,580,549 8 

株式発行 1,281,386 272,727,760625,532,204 (100)

期末残高 3,832,121,899 3,830,840,5133,558,112,753 0 

自己株式

期首残高 38,892,031 37,553,87261,903,121 4 

取得 155,636,639 105,824,81633,566,097 47 

売却 (109,573,119)(104,486,657)(57,915,346) 5 

期末残高 84,955,551 38,892,03137,553,872 118 

条件付資本金
2011年12月31日に、UBSの従業員株式オプション・プログラムに充当するために追加で148,639,326株が発行さ
れていた可能性があった。さらに、最大100,000,000株の条件付資本が、スイス国立銀行（以下「SNB」という。）
との取り決めに関連して使用することが可能であった。SNBは同行が所有及び支配しているファンド（以下「SNB
スタブファンド」という。）に対して貸付を行った。UBSは当該ファンドに一定の流動性が欠如した証券及びその
他のポジションを譲渡した。この取り決めの一環として、UBSはSNBに対してワラントを付与した。これらのワラン
トはSNBが当該SNBスタブファンドへの貸付に関して損失を被った場合に行使可能となる。
また、2010年４月14日に、UBS AGの年次株主総会で、社債又は同様の金融商品の発行に関連して付与された転換
権／ワラントのために最大380,000,000株の条件付資本の設定が承認された。これらのポジションは、UBS AG（親
銀行）の開示では条件付資本金として表示されている。

キャッシュ・フロー計算書

終了事業年度

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

百万

スイス・

フラン 億円

百万

スイス・フ

ラン 億円

百万

スイス・フ

ラン 億円

営業活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

当期純利益 4,427 3,580 7,8386,339 (2,125)(1,718)

当期純利益から営業活動によるキャッシュ・フロー収入／

（支出）への調整

　 　 　

当期純利益に含まれている非資金項目及びその他の調整：

有形固定資産減価償却費 761 615 918 742 1,048 848 

のれんの減損／無形資産償却費 127 103 117 95 1,323 1,070 
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貸倒引当金繰入額／（戻入額） 84 68 66 53 1,832 1,482 

関連会社持分純利益 (42) (34) (81) (66) (37) (30)

繰延税金費用／（税務上の便益） 817 661 (605) (489) (960) (776)

投資活動から生じた純損失／（利得） (996) (805) (531) (429) 425 344 

財務活動から生じた純損失／（利得） (5,856)(4,736)1,125 910 8,355 6,757 

営業活動に係る資産の（増加）／減少純額：

銀行預け金／銀行預り金純額 (14,296)(11,561)9,0227,296 (41,766)(33,776)

リバース・レポ契約及び借入有価証券に係る担保金 (67,020)(54,199)(25,048)(20,256)162,822 131,674 

トレーディング・ポートフォリオ、再調達価額純額及び

公正価値評価での測定を指定された金融資産 17,257 13,956 22,63418,304 43,344 35,052 

貸出金／顧客預り金 6,298 5,093 (3,429)(2,773) (316) (256)

未収収益、前払費用及びその他の資産 10,428 8,433 608 492 (4,208) (3,403)

営業活動に係る負債の増加／（減少）純額：

レポ契約及び貸付有価証券に係る担保金 29,119 23,549 9,2777,502 (41,351)(33,441)

デリバティブに係る担保金純額 7,050 5,701 (988) (799)(11,916)(9,636)

未払費用、繰延収益及びその他の負債 (2,049)(1,657)(7,039)(5,692)(29,242)(23,648)

支払税金、還付金控除後 (349) (282) (498) (403) (505) (408)

営業活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） (14,241)(11,517)13,38510,824 86,72370,133 

投資活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

子会社、関連会社及び無形資産取得 (58) (47)　 (75) (61)　 (42) (34)　

子会社、関連会社及び無形資産処分 50 40 307 248 296 239 

有形固定資産購入 (1,129) (913) (541) (438) (854) (691)

有形固定資産処分 233 188 242 196 163 132 

売却可能金融投資に係る（投資）／売却純額 20,281 16,401 4,1643,367 (78,376)(63,383)

投資活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 19,377 15,670 4,0973,313 (78,812)(63,735)

財務活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

短期借入債務発行／（償還）純額 15,338 12,404　 4,4593,606　 (60,040)(48,554)　

自己株式及び自己持分のデリバティブ契約に係る変動純額 (1,885)(1,524)(1,456)(1,177) 673 544 

株式発行 0 0 (113) (91) 3,726 3,013 

公正価値での測定を指定された金融負債を含む

長期借入債務発行 52,590 42,530 78,41863,417 67,062 54,233 

公正価値での測定を指定された金融負債を含む

長期借入債務償還 (62,626)(50,646)(77,497)(62,672)(65,024)(52,585)

非支配持分増加 1 1 6 5 3 2 

非支配持分に対する配当金支払／非支配持分の減少 (749) (606) (2,053)(1,660) (583) (471)

財務活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 2,670 2,159 1,7641,427 (54,183)(43,818)

為替変動による影響 (2,129)(1,722)(12,181)(9,851)5,5294,471 

現金及び現金同等物の増加／（減少）純額 5,678 4,592 7,0665,714 (40,744)(32,950)

現金及び現金同等物期首残高 79,93464,643 72,868 58,928 113,61191,877 

現金及び現金同等物期末残高 85,612 69,234 79,934 64,643 72,86858,928 

現金及び現金同等物の構成：
1 　 　

現金及び中央銀行預け金 40,638 32,864 26,939 21,786 20,899 16,901 

マネー・マーケット・ペーパー
2 3,900 3,154 17,110 13,837 6,327 5,117 

銀行預け金
3 41,074 33,217 35,885 29,020 45,642 36,911 

　 　 　

合計 85,612 69,23479,934 64,64372,868 58,928

1 
2011年度において、当社は現金及び現金同等物の定義を再考した。これに従って過年度の数値が修正されている。詳細は「注記１　重要な会

計方針の概要」を参照。
2 
マネー・マーケット・ペーパーは、貸借対照表上では、「トレーディング・ポートフォリオ資産」（2011年12月31

日現在：1,783百万スイス・フラン、2010年12月31日現在：11,750百万スイス・フラン）及び「売却可能金融投資」（2011年12月31日現

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

123/432



在：2,117百万スイス・フラン、2010年12月31日現在：5,360百万スイス・フラン）に計上されている。2011年12月31日及び2010年12月31日

現在、マネー・マーケット・ペーパーのそれぞれ０百万スイス・フラン及び9,941百万スイス・フランが担保に供されていた。
3 
貸借対照表

の「銀行預け金」（2011年12月31日現在：18,733百万スイス・フラン、2010年12月31日現在：15,655百万スイス・フラン）及び銀行が契約

相手先の「デリバティブに係る差入担保金」（2011年12月31日現在：22,341百万スイス・フラン、2010年12月31日現在：20,230百万スイス

・フラン。注記10を参照。）に認識されたポジションを含む。

キャッシュ・フロー計算書（続き）

終了事業年度

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

百万

スイス・

フラン

億円

百万

スイス・

フラン

億円

百万

スイス・

フラン

億円

追加情報

利息として受領した現金 16,669 13,48017,34414,02623,84419,283

利息として支払った現金 9,845 7,962 12,60610,19419,59715,848

株式投資に係る配当として受領した現金（関連会社を含む。） 1,343 1,086 1,395 1,128 1,090 881

重要な投資及び財務活動の非資金項目

2011年度及び2010年度に重要な項目はなかった。

終了事業年度

2009年12月31日

百万

スイス・

フラン

億円

UBS　パクチュアル（UBS Pactual）の連結除外

売却可能金融投資 14 11

有形固定資産 31 25

のれん及び無形資産 731 591

社債 1,393 1,127

次へ 
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連結財務書類に対する注記

注記１ 重要な会計方針の概要

a）重要な会計方針

当連結財務書類の作成に適用された主要な会計方針は、以下に記載されている。当該方針は、別途記載のある場
合を除き、表示された全ての年度に継続適用されている。

1）会計の基礎
ユービーエス・エイ・ジー及び子会社（以下「UBS」又は「当グループ」という。）は、全世界におけるアドバ
イザリー・サービス、証券引受、融資、マーケット・メーキング、資産管理、及び仲介、並びにスイスにおけるリ
テール・バンキング等の広範な金融サービスを提供している。当グループは、1998年６月29日にスイス銀行コー
ポレイションとスイス・ユニオン銀行が合併した際に設立された。合併は持分プーリング法により、会計処理さ
れた。
UBSの連結財務書類（以下「当財務書類」という。）は、国際会計基準審議会（以下「IASB」という。）が発行
する国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成されており、UBS AGの設立国スイスの通貨であ

るスイス・フランで表示されている。2012年３月13日、当連結財務書類の発表が承認された
1
。連結財務書類は、類

似の状況における同様の取引及び他の事象に関し、統一した会計方針を用いて作成される。当グループ会社間の
取引及び残高は消去されている。
当財務書類の一部である「リスク、財務及び資本管理」のセクション（訳者注：原文の「Risk, treasury and
capital management」のセクション。以下同じ。）に組み込まれている開示は、監査済として表示されている。こ
れらの開示は、IFRS第７号「金融商品：開示」及びIAS第１号「財務書類の表示」の下での規定に関連しており、
「財務情報－連結財務書類」のセクション（訳者注：原文の「Financial Information － consolidated
financial statements」のセクション。以下同じ。）には繰り返して記載されていない。

1
 取締役会が当連結財務書類の発表を承認する。2012年３月８日に、当連結財務書類をレビューし発表を承認するために取締役会が開催さ

れ、モノライン保険会社との原則的な合意（当時交渉の最終段階であった。）が署名されるかどうかに基づき、最終的な承認を与える権限

が監査委員会の委員長に委任された。原則的な合意は2012年３月12日に署名され、当連結財務書類は2012年３月13日に発表を承認された。

追加情報については、「注記32 決算日後の状況」を参照。

2）当財務書類作成における見積りの使用
当財務書類をIFRSに準拠して作成するに当たり、経営者は見積りや仮定をする必要があり、それらは報告され
た収益、費用、資産、負債並びに偶発資産及び偶発負債の開示に影響を与えている。入手可能な情報の使用及び判
断の適用は、見積りの形成に固有のものである。将来における実際の結果は、当該見積りと相違する場合があり、
これらの相違は、当財務書類に重要な影響を与える場合がある。

3）子会社
当財務書類は、親会社（UBS AG）と支配する特別目的事業体（以下「SPE」という。）を含むその子会社の財務
書類から成り、単一の経済実体として表示されている。UBSは、事業体の財務及び経営の方針を左右するパワーを
有する場合に事業体を支配している。これは一般に議決権の過半数の直接的な株式所有により示される。当グ
ループにより支配されているSPEを含む子会社は、支配が当グループに移転した日から連結され、支配が消滅した
日から連結除外される。
非支配持分に帰属する持分は、連結貸借対照表の資本に表示されており、UBS株主に帰属する持分と区分されて
いる。非支配持分に帰属する当期純利益は、損益計算書に区分して表示されている。

特別目的事業体
当グループは、一定の限定的で明確な目標を達成するために、様々な理由でSPEを組成するための出資を行って
いる。多くのSPEは、倒産隔離されたものとして設立される。これは、SPEの資産が当該SPEに対する投資家の便益の
ためにのみ使用可能であり、当該投資家にはUBSに対する遡及権がないことを意味している。信託を含むSPEは、当
グループと当該SPEの関係の実体が当グループが当該SPEを支配していることを示す場合に連結される。以下の状
況は、UBSが実体としてSPEを支配しているためこれを連結する、という関係を示すことがある。
－UBSがSPEの営業活動から便益を得るよう、当該SPEの活動が、UBSの特定事業の必要に従ってUBSのために遂行さ
れている。
－UBSがSPEの活動による便益の過半を獲得できる意思決定の権限を有しているか、もしくは「自動操縦」のメカ
ニズムを確立することにより、UBSが意思決定の権限を委譲している。
－UBSは、SPEの便益の過半を獲得する権利を有しているため、SPEの活動に関連するリスクにさらされる場合があ
る。
－UBSは、SPEの活動から便益を得るために、当該SPEもしくはその資産に関連する残余価額もしくは所有に伴うリ
スクの過半を留保している。
顧客が投資を保有しやすくするために組成されたSPEは、単独の顧客又は複数の顧客が特定の資産又はリスク
及び経済価値の特性に投資することを可能にする組織である。一般に、UBSは、SPEの組成に対して、又は投資運用
会社としてのサービスに対して、保管会社又はその他の役割に対して、サービス料及び手数料を受け取る。当該
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SPEの一部は単一の投資家の信託又は家族信託であり、その他は、株式、債券又は証書による多様な資産ベースに
対して多数の投資家が投資することを可能にしている。顧客の投資のために組成されたUBSのSPEの大半は、連結
されない。ただし、UBSは、支配関係が存在する場合、例えばUBSがリスク及び経済価値の過半を吸収するか、又は一
方的な清算権を有する場合においてSPEを連結する。
UBSがSPEに資産を売却する（例えば貸出金のポートフォリオ）か、又はSPEに代わって資産の購入を促進する
際に、証券化に使用されるSPEが組成され、次にSPEが資産に対する持分を有価証券として投資家に販売する。これ
らのSPEの連結は、UBSがSPEの資産のリスク及び経済価値の過半を留保しているかどうかによって主に決定する。
UBSが資産に対する支配権を有しておらず、かつSPEに売却した資産に係る収益もしくは投資収益又は清算の収入
金に対して重要な（利得又は損失に対する）エクスポージャーを有していない場合、UBSは証券化のために使用
されるSPEを連結しない。
信用プロテクションに使用されるSPEは、UBSが単独の投資家又は複数の投資家との間で、ポートフォリオ（UBS
が保有している場合もあれば保有していない場合もある。）に係る信用リスクを売買することを可能にするため
に組成される。通常UBSは、例えば、UBSが資金提供により便益を受けるか、又は一方的な清算権を有する場合に、信
用プロテクションに使用されるSPEを連結する。
従業員給付信託は、株式報酬制度及び繰延報酬制度に関連して利用される。UBSと当該事業体の関係の実体が
UBSが当該事業体を支配していることを示す場合に、このような信託は連結される。
トリガー事象により、特定のSPEとの関与の開始時に下した連結に関する判定の再検討が必要となるか否かに
ついて、UBSは引き続き評価を行う。これは特に証券化ビークルに関連する場合である。トリガー事象は、通常、事
業再編、潜在的な権利の確定及び持分の取得、処分又は失効により発生する。SPEは、変化の事実及び状況に応じて
連結される場合があり、連結除外される場合もある。

企業結合
IFRS第３号「企業結合」の適用に伴い、2009年12月31日より後に完了した企業結合は、取得法を用いて会計処
理されている。取得日において、UBSは、識別可能な取得した資産及び引き受けた負債を取得日公正価値で認識す
る。企業結合それぞれについて、UBSは、（現在の所有持分であり、清算された場合に被取得企業の純資産に対する
比例持分への権利を提供する）被取得企業に対する非支配持分を、公正価値又は被取得企業の識別可能な純資産
に対する比例持分のいずれかで測定する。
取得原価は、取得日公正価値で測定された、移転した資産、被取得企業の旧所有者が負う負債及び発行された資
本性金融商品の合計である。取得関連費は発生時に費用処理される。UBSにより移転される可能性のある条件付対
価は全て、取得日に公正価値で認識される。条件付対価が資産又は負債に分類される場合、当該条件付対価の公正
価値のその後の変動は損益計算書に認識される。条件付対価が資本に分類される場合、最終的に決済されるまで
再測定されない。
移転された対価と非支配持分に関して認識された金額の合計額が、識別可能な取得した資産及び引き受けた負
債の純額を超過する額は、のれんとみなされ、当初取得原価で測定されて、貸借対照表に独立した資産項目として
認識される。取得した子会社の純資産の公正価値が、移転された対価と非支配持分に関して認識された金額の合
計を超過する場合、差額は取得日に損益計算書に認識される。
2010年１月１日より前に完了した企業結合に関する会計処理は、主として以下の点において異なっていた。
－取得に直接起因する取引費用は、取得原価の一部を形成していた。
－非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の一部として測定された。
－条件付対価は、UBSに現在の債務があり、経済的な流出が発生する可能性が高く、かつ信頼できる見積額が算定
可能な場合においてのみ認識された。条件付対価のその後の修正はのれんの一部として認識された。

4）関連会社及び共同支配企業
UBSが重要な影響力を行使できる関連会社投資は、持分法に基づいて会計処理されている。重要な影響力は、通
常、UBSが会社の議決権の20％超を保有している場合に有するとされる。関連会社投資は、当初取得原価で計上さ
れ、帳簿価額は取得日後の被投資会社の純損益（資本に直接計上された純損益を含む。）に対する当グループの
持分相当額を認識して増減する。共同支配企業の持分も、持分法に基づいて会計処理されている。共同支配企業
は、その経済活動に係る共同支配を規定する、UBSと単独又は複数の第三者との契約上の合意に従うものとする。
当該企業の持分は、貸借対照表上及び開示上、関連会社投資に分類されている。
関連会社又はジョイント・ベンチャーの報告日がUBSの報告日と異なる場合、関連会社又はジョイント・ベン
チャーの入手可能な最新の財務書類が持分法の適用対象として使用される。関連会社又はジョイント・ベン
チャーの報告日とUBSの報告日との間に発生しうる重要な取引又は事象の影響に対して修正が加えられる。
関連会社投資及び共同支配企業の持分は、これらの帳簿価額が、継続的な使用を通じてではなく、主に売却取引
を通じて回収されることになる場合には「売却目的保有」として分類する。20）及び29）の項を参照。

5）金融商品の認識及び認識の中止
UBSは、当グループが金融商品に関する契約条項の当事者になった場合、当該商品を貸借対照表上で認識してい
る。
UBSは、受託者及びその他の信託に基づく役割を果たしているため、個人、信託、退職給付制度及びその他の機関
の代理として資産の保有又は売却を行う。当該資産及び関連収益は、当該資産について認識に関する基準が満た
されていない場合、UBSの資産ではなく、UBSの財務書類に含まれていない。

金融資産
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UBSは、貸借対照表上で認識されていた金融資産を譲渡するが、かかる譲渡金融資産のリスク及び経済価値の全
て又は一部を留保するような一定の取引を行っている。リスク及び経済価値の全て又は実質的に全てを留保する
場合、かかる譲渡金融資産は、貸借対照表における認識の中止の対象とならない。金融資産の譲渡の結果、UBSがリ
スク及び経済価値の全て又は実質的に全てを留保することになる取引は、13）及び14）の項で説明する有価証券
貸付及びレポ取引や、金融資産を第三者に売却すると同時に、当該譲渡資産に係るトータル・リターン・スワッ
プによってリスク及び経済価値の全て又は実質的に全てをUBSが留保する取引も含まれる。このような種類の取
引については、有担保金融取引として会計処理を行う。
金融資産の所有に伴う実質的に全てのリスク及び経済価値を留保も譲渡もしない取引においては、UBSは、当該
金融資産への支配が喪失された場合にその資産の認識を中止するものとしている。譲渡の際に留保される権利及
び義務は、それぞれ資産及び負債として認識されている。金融資産に対する支配が留保される譲渡の場合、当グ
ループは、継続的関与の程度に応じて当該資産を継続的に認識し、その程度は当グループが譲渡資産価値の変動
の影響を受ける程度により決定される。こうした取引の例には、プット・オプションの売建て、コール・オプショ
ンの買建て、又は金融資産のパフォーマンスにリンクしたその他の商品が含まれる。

金融負債
UBSでは、金融負債が消滅する場合、すなわち契約中に特定された債務が免責されたか、取消されたか、又は失効
した時に、当該金融負債を貸借対照表から除去している。既存の金融負債が同一の貸手からの著しく異なる条件
による新たな金融負債と交換された場合、又は既存の負債の条件が大幅に変更された場合に、そのような交換又
は変更は、従前の負債の認識の中止及び新しい負債の認識として処理される。それぞれの帳簿価額の差異は、損益
計算書に認識される。

6）公正価値の決定
公正価値とは、独立第三者間取引において、取引の知識がある自発的な当事者の間で、資産が交換され、又は負
債が決済されうる金額である。公正価値の決定は、当グループにとって重要な会計方針であると考えられ、詳細
は、注記26に開示されている。

7）トレーディング・ポートフォリオ資産及び負債
デリバティブ以外の金融商品及び金融負債は、(a)主として短期的に売却又は買戻しを行う目的で取得又は発
生させたものである場合、又は(b)まとめて管理され、かつ、最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの
証拠がある識別された金融商品のポートフォリオの一部である場合、取得時にトレーディング目的保有として分
類され、トレーディング・ポートフォリオに表示される。
トレーディング・ポートフォリオには、デリバティブ以外の金融商品（デリバティブが組み込まれているもの
を含む。）及びコモディティが含まれる。全体としてデリバティブとみなされる金融商品は、再調達価額－借方又
は再調達価額－貸方として貸借対照表に表示されている（15）の項を参照）。トレーディング・ポートフォリオ
には、自己ポジションの取引、ヘッジ及び顧客関連事業に関して認識された資産及び負債が含まれる（詳細につ
いては注記11を参照）。
トレーディング・ポートフォリオ資産には、当グループの保有する負債性商品（有価証券、マネー・マーケッ
ト・ペーパー、企業融資及び銀行貸出によるものを含む。）、資本性金融商品、ユニット連動型契約に基づいて保
有する資産、貴金属、及びその他のコモディティ（「ロング」ポジション）が含まれる。トレーディング・ポート
フォリオ負債には、当グループが第三者に対して売却したが保有していない（「ショート」ポジション）負債性
商品及び資本性金融商品等の金融商品を引渡す義務が含まれる。
トレーディング・ポートフォリオの資産及び負債は、公正価値で測定される。これらの資産及び負債の売却又
は償還による実現利得及び損失、並びに当該資産及び負債の公正価値の変動による未実現利得及び損失は、ト
レーディング収益純額として報告されている。これらの資産及び負債に係る受取利息及び受取配当金並びに支払
利息及び支払配当金は、受取利息及び受取配当金又は支払利息及び支払配当金に含まれている。
トレーディング・ポートフォリオの資産及び負債を認識する際、当グループは、決済日基準で会計処理してい
る。UBSは、購入取引が行われた日（約定日）から決済日まで、この取引の公正価値への再測定から生じる未実現
利得及び損失をトレーディング収益純額に認識している。対応する未収金又は未払金は、それぞれ再調達価額－
借方又は再調達価額－貸方として貸借対照表に表示される。決済日に、その結果としての金融資産は、提供又は受
領した対価の公正価額と、約定日以降の当該契約の公正価値の変動との合計額又は差引額で貸借対照表上に認識
される。売却取引の約定日以降、未実現利得及び損失の認識は中止され、当該資産の認識は決済日に中止される。
外部に譲渡したものの認識の中止に該当しないトレーディング・ポートフォリオ資産（5）の項を参照）は、
その売却又は再担保差入を行う権利が譲受人に与えられている場合、UBSの貸借対照表上では、トレーディング・
ポートフォリオ資産として分類され、担保差入トレーディング・ポートフォリオ資産として識別される。これら
の資産は引き続き公正価値で測定される。

8）純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融資産及び金融負債（「公正価値オプション」）
金融商品を純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定できるのは当初だけで、その後指定を変更する
ことはできない。公正価値での測定を指定された金融資産（注記12を参照）及び金融負債（注記19を参照）は貸
借対照表上で独立項目で表示されている。どのような場合に公正価値オプションを適用可能であるかについては
制約がある。公正価値オプションを適用する条件として、以下の基準のいずれかを満たすことが必要である。
－当該金融商品が組込デリバティブを含む混合金融商品であること。
－公正価値に基づいてリスクを管理し、経営幹部にもそのように報告されるポートフォリオに組入れられている
金融商品であること。
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－公正価値オプションの適用がなければ発生すると思われる会計上のミスマッチを低減するか、又は排除する場
合。
UBSは、混合負債性商品が組込デリバティブを含んでいるという理由、又は主に以下に示す通り、公正価値に基
づいて管理されるという理由で、当該商品の殆どに公正価値オプションを適用し、純損益を通じて公正価値での
測定を指定された金融負債に指定している。
－信用連動型債券又は手形：単名（企業又は国家）又は参照企業のバスケットのパフォーマンス（クーポン及
び／又は償還金額）に連動している。
－株価連動型債券又は手形：単一の株式、株式バスケット又は株式指数に連動している。
－金利連動型債券又は手形：基準金利、金利スプレッド又は金利計算式に連動している。
主にクレジット・デリバティブでヘッジしている一定の貸出金及び貸出コミットメントに対しても、公正価値
オプションを適用している。当該クレジット・デリバティブは純損益を通じて公正価値で測定するデリバティブ
として会計処理されるため、公正価値オプションを適用することによって会計上のミスマッチは低減される。
UBSはまた、公正価値に基づいて管理するポートフォリオに組入れられている特定の仕組ローン及びリバース
・レポ契約及び有価証券借入契約、並びに現金決済型の繰延従業員報酬報奨をヘッジするために保有する資産に
対しても、会計上のミスマッチを低減するために公正価値オプションを適用している。
純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融商品の公正価値の変動は、トレーディング収益純額で認識
される。純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融資産及び金融負債に係る受取利息及び支払利息は、
公正価値での測定を指定された金融資産に係る受取利息又は公正価値での測定を指定された金融負債に係る支
払利息勘定に認識される（注記３を参照）。
UBSは、公正価値での測定を指定された金融商品に対して、トレーディング・ポートフォリオの金融商品におけ
る認識及び認識の中止の原則と同様の原則を適用している（5）及び7）の項を参照）。

9）売却可能金融投資
売却可能金融投資とは、トレーディング目的保有の金融資産、純損益を通じて公正価値での測定を指定された
金融資産、貸出金及び債権のいずれにも分類されていないデリバティブ以外の金融資産を指している。これらは
決済日基準で認識される。
売却可能金融投資には流動性準備の一環として保有する負債証券（主に政府及び政府系機関が発行したも
の）、戦略的資本性金融商品、不動産ファンドに対する特定の投資、プライベート・エクイティ投資を含む特定の
資本性金融商品並びに負債性商品及び流通市場で取得された不良債権が含まれる。
売却可能金融投資は、当初、直接的な取引費用控除後の公正価値で計上され、当初認識後に公正価値で測定され
る。売却可能金融投資の税引後未実現利得又は損失は、当該投資が売却、回収、もしくは処分されるか、又は減損し
ていると判断されるまで、資本に計上される。税引前未実現利得又は損失は、注記13で個別に開示されている。貨
幣性商品（負債証券等）に関連する為替換算差損益は、当該商品の償却原価を参照して決定され、トレーディン
グ収益純額に認識される。公正価値のその他の変動に関連する為替換算差損益はその他の包括利益に認識され
る。非貨幣性商品（持分証券等）に関連する為替換算差損益は当該資産の公正価値の変動全般の一部であり、そ
の他の包括利益に直接認識される。売却可能金融投資の処分時に、資本に計上された関連する累積未実現利得又
は損失は、損益計算書に振り替えられ、その他の収益として計上される。処分に係る利得及び損失は、平均原価法
を使用して決定される。売却可能金融投資に係る受取利息及び受取配当金は、売却可能金融投資からの受取利息
及び受取配当金として計上される。受取利息は、実効金利を使用した、当該商品の償却原価を参照して決定され
る。
UBSでは、売却可能金融投資の減損の兆候の有無を、各貸借対照表日に評価している。売却可能金融投資の当初
認識後に発生した１つ又は複数の事象の結果として当該投資の見積将来キャッシュ・フローが減少したという
客観的証拠がある場合に、当該投資は減損している。持分投資については、取得原価を下回る公正価値の著しい下
落、又は長期にわたる下落（例えば、20％又は６ヶ月間）が減損の客観的証拠とみなされうる。負債性投資につい
ては、減損の客観的証拠には、発行体もしくは契約相手先の重大な財政的困難、利息もしくは元本の支払不履行も
しくは延滞、又は借主の倒産もしくは財務再編の可能性が含まれる。売却可能金融投資が減損していると判断さ
れた場合、それまでに資本に認識された関連する累積未実現純損失は損益計算書のその他の収益に計上される。
資本性金融商品については、追加の損失は全て、損益計算書に直接認識されるが、負債性商品については、減損に
関する追加的な客観的証拠があれば、追加の損失は全て、損益計算書に認識される。売却可能金融投資の減損が認
識された後は、公正価値の増加が減損損失計上後に発生した事象に関連しているならば、資本性金融商品の場合
は、公正価値の増加が資本に計上され、負債性商品の場合は、公正価値の増加は、元の通貨による償却原価を上限
として、その他の収益で認識される。
UBSは、売却可能金融資産に対して、トレーディング・ポートフォリオ内の金融商品（5）及び7）の項を参照）
に対する認識及び認識の中止の原則と同様の原則を適用している。ただし、約定日から決済日までの未実現利得
又は損失は損益計算書でなく資本に認識される点についてはこの限りではない。

10）貸出金及び債権
貸出金及び債権は、支払額が固定であるか又は決定可能なデリバティブ以外の金融資産で、活発な市場におけ
る相場価格がなく、トレーディング目的保有に分類されておらず、純損益を通じて公正価値での測定を指定され
たものでも売却可能の区分のものでもなく、また、信用の悪化以外の理由で当初の純投資のほぼ全額が回収でき
ない可能性のある資産でもない。貸出金及び債権として分類される金融資産には、以下が含まれる。
－実行する貸出金で、借主に直接資金を供給する貸出金、他の貸主からの貸出金への参加、並びに購入した貸出
金。
－オークション・レート証券等、取得日に貸出金及び債権として分類された証券。
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－それまでトレーディング・ポートフォリオに含まれていた証券で、貸出金及び債権に分類変更されたもの（注
記28bを参照）。
－それまでトレーディング・ポートフォリオに含まれていて分類変更された、レバレッジ・ファイナンス・ロー
ン等の貸出金（注記28bを参照）。
貸出金及び債権として会計処理されている金融資産の概要については、注記28に記載された償却原価で計上さ
れる金融資産の測定の区分を参照。
貸出金及び債権は、借主への現金引渡し時点で認識され、当初は公正価値、すなわち当該貸出金を実行又は購入
するために投入した現金に直接的な取引費用を上乗せした価額で計上される。その後、実効金利（以下「EIR」と
いう。）法を使用した償却原価で測定される。貸出金及び債権の利息は、貸出金及び前渡金に係る受取利息に含
め、発生主義で認識される。貸出の実行、借換又は条件緩和、並びに貸出コミットメントに係る手数料及び直接費
用は、繰り延べられ、EIR法を用いて貸出期間にわたって貸出金及び前渡金に係る受取利息として償却されてい
る。貸出には至らないと見込まれるか、又は貸出が行われない場合、手数料は以下の通りに認識される。すなわち、
貸出には至らないと見込まれる貸出コミットメントに係る手数料は、当該コミットメント期間にわたり信用関連
報酬及び手数料に認識され、UBSが保有していない貸出シンジケーション部分の手数料は、サービスが提供された
時点でその他のサービスからの受取手数料に貸方計上される。

貸出金及び債権に分類変更された金融資産
金融資産がトレーディング目的保有から貸出金及び債権に分類変更される際、当該金融資産の分類変更は、分
類変更日の公正価値で行われる。分類変更前に損益計算書に認識された利得又は損失は、一切戻入れされない。分
類変更日の金融資産の公正価値は、その後の原価の基準額となる。2008年度及び2009年度において、UBSは、トレー
ディング目的保有として分類している金融資産の一部が、短期的に売買する目的で保有するものではなくなり、
かつ、当グループは当該資産を予見可能な将来まで（分類変更から約12ヶ月間と考えられる。）保有する意思及
び能力を有すると判断した。従って、当該資産はトレーディング目的保有から貸出金及び債権に分類変更された
（注記28b並びに注記９a及び注記９bを参照）。

条件緩和貸出金
個別に評価することを条件として、UBSは、貸出金の条件緩和又は担保の占有を行う場合がある。条件緩和には
返済期間の延長又は新たな貸出条件への同意が含まれることがある。条件が緩和されると、減損は条件変更前に
計算されたEIRを使用して測定される。貸出金の条件が緩和されたため、当該貸出金は延滞していないとみなされ
る。経営者は、条件緩和貸出金を継続的に見直して、全ての基準が満たされ、将来支払いが行われるようにしてい
る。当該貸出金は、引き続き、貸出金の当初のEIRを用いた計算によって減損について評価される。変動金利による
貸出金の場合、減損損失を測定するための割引率は最新のEIRである。

11）貸倒引当金
貸倒引当金は、当初の契約条件による債権に基づく金額（又は同等の額）の一部を、当グループが回収できな
い客観的証拠がある場合に計上される（注記９bを参照）。「債権」とは、償却原価で計上される貸出金もしくは
債権、又は信用状、保証、もしくはその他の類似の商品等のコミットメントである。減損の客観的証拠には、発行体
又は契約相手先の重大な財政的困難、利息又は元本の支払不履行もしくは延滞、又は借主が倒産もしくは財務再
編となる可能性が含まれる。
貸倒引当金は、貸借対照表上の債権の帳簿価額の減少として計上されるが、コミットメント等のオフ・バラン
ス項目に対する貸倒引当金はその他の負債として計上されている。貸倒引当金の追加は、貸倒引当金繰入額とし
て認識されている。
貸倒引当金は、以下の方針に基づき契約相手先別の個別に及び集合的に評価される。

契約相手先別の個別貸倒引当金：当グループが、当初の契約条件に基づく金額（又は同等の額）の一部を回収
できない可能性が高いと経営者が判断する場合、債権は減損しているとみなされる。個々の信用エクスポー
ジャーは、借主の性質、全般的な財政状態、財源及び支払記録、財政上責任を持つ保証人の援助見込み、及び該当す
る場合には担保の実現可能価額を基礎に評価される。見積回収可能価額は、貸出金の当初EIRを使用して計算し
た、条件緩和又は担保の清算から生じる金額を含む予想将来キャッシュ・フローの現在価値である。減損が測定
され、帳簿価額と見積回収可能価額との差額に対して貸倒引当金が計上されている。減損発生時、債権の当初の条
件に基づく受取利息の発生は停止されるが、時間の経過による減損後の債権の現在価値の増加分は受取利息とし
て計上される。
全ての減損後の債権は通常、少なくとも一年に一度、見直され、分析される。過去の見積りと比較した場合の、予
想将来キャッシュ・フローの金額及びタイミングのその後の変動は、貸倒引当金の変動をもたらし、貸倒引当金
繰入額／戻入額が計上される。減損引当金は、当該債権の当初の契約条件に基づく元本及び利息、又は同等の額の
適時の回収が合理的に保証される程度まで、信用度が改善されている場合にのみ、戻入される。債権の全部又は一
部が回収不能であると考えられる場合、又は免除される場合、当該部分は償却される。償却により債権の元本は減
少し、過去に計上された貸倒引当金が取崩されるか、又は過去に引当金が設定されていない場合には直接貸倒引
当金繰入額／戻入額に計上される。過去に償却済の債権の全部又は一部が回収された場合、貸倒引当金繰入額／
戻入額に貸方計上される。
金融資産の条件緩和の結果、当初の貸出金の認識が中止され、新規の貸出金が認識されることがある。新規の貸
出金は、当初認識時に公正価値で測定される。当初の貸出金に対して計上された引当金は全て除去され、償却とし
て認識される。ただし、条件緩和の前に存在していた権利が法的に放棄されていない場合、新たな貸出金が認識さ
れても元の契約相手先のエクスポージャー総額はそのまま残る。
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貸出金は、利息、元本又は手数料の支払いが90日超延滞しており、かつ、後の支払いもしくは担保の清算により
補償されるという確固たる証拠が存在しない場合、会社に対する破産手続が開始された場合、又は譲歩条件に基
づいて債務の条件が緩和された場合、不良債権として分類される。90日間延滞している貸出金は減損について個
別に評価されるが、減損の分析は他の客観的証拠が貸出金の減損の兆候を示す場合にはより早期に行われること
がある。

一般貸倒引当金：契約相手先別の個別に減損が特定されない貸出金は全て、資産の種類、業種、地理的所在地、
担保の種類、延滞の状況及びその他の関連要素等の信用リスク特性を考慮した当行内部の信用格付システムに基
づいてグループ分けされ、ポートフォリオ内に減損が生じているか否かを集合的に評価される。減損について集
合的に評価される金融資産グループの将来キャッシュ・フローは、当該資産グループの信用リスク特性と類似し
た信用リスク特性を有する資産の過去の損失実績に基づいて見積られる。過去の損失実績は、過去の損失実績の
基になる金融資産グループの現在の状況の影響額を反映し、現在はポートフォリオ内に存在していない過去の期
間の状況の影響額を取り除くために、最新の観察可能なデータに基づいて調整する。金融資産グループの将来
キャッシュ・フローの見積りの変更は、年ごとの関連する観察可能なデータの変動を反映し、当該データの変動
とその方向性において整合的である。金融資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りに使用される手法及
び仮定は、損失見積額と実際の損失実績との差異を低減するために定期的に見直される。減損の集合的評価によ
る引当金は、貸倒引当金繰入額／戻入額として認識され、貸出金ポジション合計と相殺される。引当金を貸出金ご
とに配分できないため、貸出金は減損しているとみなされず、また利息も、契約条件に従って貸出金ごとに未収計
上される。個別の金融資産の減損の兆候を示す客観的証拠が入手可能になった場合、当該金融資産は、減損につい
て集合的に評価された金融資産グループから除外され、契約相手先別の個別引当金の対象として個別に評価され
る。
償却原価で計上される、分類変更された有価証券及び取得された有価証券：上記10の項における要求に従って
トレーディング目的保有から貸出金及び債権に分類変更された金融資産及びその後に取得したその他の類似の
資産に関連する見積キャッシュ・フローは、定期的に修正される。信用事象に関連するキャッシュ・フローの見
積りのマイナスの修正は、貸倒引当金繰入額として純損益に認識される。分類変更された有価証券について、回収
可能性の増加による将来に受領する現金の見積額の増加は、貸出金に係るEIRの修正として、変更日から認識され
る（注記９a、注記９b及び注記28bを参照）。

12）UBSが設定した証券化ストラクチャー
UBSは、様々な金融資産を証券化し、その結果、通常は、特別目的事業体に対して当該資産を売却し、特別目的事
業体は投資家に対して証券を発行する。UBSでは、それぞれの特別目的事業体の連結の要否に関する判断の際には
3）の項に詳述された方針を、及び譲渡金融資産の認識の中止に関する妥当性に関する判断の際には5）の項に詳
述された方針を適用している。以下の記述は、主に認識の中止の要件を満たす金融資産の譲渡に適用される。
証券化に関連する金融資産の売却に係る利得又は損失は、通常、認識の中止の要件が満たされたときに認識さ
れ、トレーディング収益純額に分類される。
証券化された金融資産に対する持分は、シニアもしくは劣後トランシェ、金利ストリップ又はその他の残余持
分（以下「留保持分」という。）の形態で留保される場合がある。留保持分は、主に、トレーディング・ポート
フォリオ資産として、公正価値で計上される。シンセティック型証券化ストラクチャーは、通常15）の項に詳述さ
れた原則が適用されるデリバティブ金融商品を内包している。
UBSは、様々なモーゲージ担保証券（以下「MBS」という。）及びその他の資産担保証券（以下「ABS」とい
う。）の証券化で、ストラクチャラー及びプレイスメント・エージェントとしての役割を果たしている。そのよう
な立場において、UBSは、自己のために又は顧客に代わり、証券化の前に担保を購入することがある。UBSは通常、次
に証券化のクローズ時に担保を指定された信託に売却する。その他の証券化において、証券化の前に指定された
信託による担保の購入のために資金調達することを目的として、UBSは当該信託に資金の供与のみを行うことが
ある。UBSは、投資家に対する募集の引受けを行い、そのプレイスメント及びストラクチャー・サービスについて
は報酬を受け取っている。類似の保有金融商品の評価と一貫して、留保トランシェの公正価値は、当初及びその
後、入手可能な場合には市場相場価格により、又はイールドカーブ、期限前償還速度、デフォルト率、予想損失、金
利ボラティリティ及びスプレッドなどの変数を用いる内部価格モデルにより決定している。留保持分の公正価値
の決定には、可能な場合、観察可能な取引に基づく仮定が使用されるが、持分の一部については観察可能な情報を
入手することは実質的にできない。

13）有価証券貸借
有価証券貸借取引は、通常、担保付で締結される。こうした取引においては、通常UBSは、有価証券又は現金の担
保と引き換えに、持分証券及び負債証券を貸借する。その他、UBSは、貸借料を支払う代わりに、顧客の保護預り勘
定からも有価証券を借り入れる。貸借取引は、通常、UBSの通常の信用リスク統制プロセスが適用される取引相手
との間で、金融市場参加者が採用する標準的な契約に従って実行される。UBSは、受領又は提供する有価証券の市
場価値を日々監視しており、基礎となる契約に従って、追加担保の要求もしくは提供、又は余剰担保の返却もしく
は回収を行う。
現金担保受取額は、それに対応する返還義務（貸付有価証券に係る担保金）とともに認識され、現金担保提供
額は認識が中止され、それに対応する、UBSの返還を受ける権利を反映する受取債権が計上される（借入有価証券
に係る担保金）。所有に伴うリスク及び経済価値も移転しない限り、譲渡された有価証券は貸借対照表上での認
識、又は認識の中止の対象とはならない（5）の項を参照）。UBSが所有する有価証券を譲渡し、譲渡証券の売却又
は再担保差入を行う権利が借主側に与えられている取引の場合、当該有価証券は、貸借対照表上では、トレーディ
ング・ポートフォリオ資産－内、担保差入資産として表示される。借入取引で受け取る有価証券は、UBSがその転
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売又は再担保差入を行う権利を有する場合には、オフ・バランス・シート項目として開示され、UBSが実際に転売
又は再担保差入を行った有価証券も追加して開示される（注記24参照）。貸借取引で受け取った有価証券を売却
した場合には、通常それを機にトレーディング負債が認識される（空売り）。
金融取引に係る未収利息又は未払利息は、発生主義で損益計算書に認識され、受取利息又は支払利息として計
上される。

14）レポ及びリバース・レポ取引
売戻条件付有価証券購入契約（以下「リバース・レポ契約」という。）及び買戻条件付有価証券売却契約（以
下「レポ契約」という。）は、有担保金融取引として処理される。ほぼ全てのレポ契約及びリバース・レポ契約
は、債券、手形、マネー・マーケット・ペーパーなどの負債性商品に係わるものである。当該取引は、通常、UBSの通
常の信用リスク統制プロセスが適用される取引相手との間で、金融市場参加者が採用する標準的な契約に従って
実行される。UBSは、受領又は提供する有価証券の市場価値を日々監視しており、基礎となる契約に従って、追加担
保の要求もしくは提供、又は余剰担保の返却もしくは回収を行う。
リバース・レポ契約の場合、現金差入額は認識が中止され、経過利息を含めた対応する受取債権は、UBSの返金
を受ける権利を認識するため、貸借対照表上、リバース・レポ契約として計上される。レポ契約の場合、現金受取
額が認識され、経過利息を含めた対応する義務は、貸借対照表上、レポ契約として計上される。リバース・レポ契
約に基づいて受領する有価証券及びレポ契約に基づいて提供する有価証券は、所有に伴うリスク及び経済価値の
取得又は移転を伴わない限り、貸借対照表上での認識又は認識の中止の対象とならない。UBSが所有する有価証券
を譲渡し、受取側にその転売又は再担保差入を行う権利が与えられるようなレポ契約の場合、かかる有価証券は、
貸借対照表において、トレーディング・ポートフォリオ資産－内、担保差入資産に表示される。リバース・レポ契
約において受け取る有価証券は、UBSがその転売又は再担保差入を行う権利を有する場合には、オフ・バランス項
目として開示し、UBSが実際に転売又は再担保を行った有価証券も追加して開示される（注記24参照）。さらに、
リバース・レポ取引で受け取った有価証券を売却した場合には、通常それを機にトレーディング負債が認識され
る（空売り）。
リバース・レポ契約の受取利息及びレポ契約の支払利息は、各契約期間にわたって受取利息又は支払利息とし
て計上される。
当グループは、関連する会計上の要求に従って、同一の相手先、満期、通貨及び債券集中保管機関（CSD）のリ
バース・レポ契約及びレポ契約を相殺している。

15）デリバティブ及びヘッジ会計
デリバティブは、デリバティブ契約の締結日の公正価値で当初認識され、その後公正価値で再測定される。公正
価値測定による利得又は損失を認識する方法は、デリバティブがトレーディング目的で保有されているか、又は
ヘッジ手段として指定されかつ有効であるかによって決定する。ヘッジ手段として指定されている場合、利得又
は損失の認識方法はヘッジ対象のリスクの性質によって決定する。
デリバティブは通常、貸借対照表上、再調達価額－借方又は再調達価額－貸方として報告される。取引所におい
て、又は清算機関を通じて取引されるデリバティブは通常、デリバティブに係る差入／受入担保金として分類さ
れる。当該商品の公正価値の変動が、変動証拠金の現金払いを通じて、経済上日次で決済されているため、当該商
品は再調達価額には分類されない。このように処理する商品は、先物契約、日次で全額の証拠金を入れる取引所取
引オプション、ロンドン清算機構との金利スワップ及び特定のクレジット・デリバティブ契約である。デリバ
ティブの公正価値の変動はトレーディング収益純額に計上される。ただし、デリバティブがヘッジ会計における
ヘッジ関係の特定の種類においてヘッジ手段として指定され、かつ有効である場合を除く。

ヘッジ会計
当グループは、特に、予定取引から生じるエクスポージャーを含む、金利リスク及び為替リスクへのエクスポー
ジャーを管理するため、その資産及び負債管理業務の一部として、デリバティブも利用している。デリバティブ及
びデリバティブ以外の商品が下記で特定された一定の基準を満たす場合、認識されている資産又は負債の公正価
値の変動のヘッジ（以下「公正価値ヘッジ」という。）、認識されている資産もしくは負債又は可能性の非常に
高い予定取引に起因する将来キャッシュ・フローの変動可能性のヘッジ（以下「キャッシュ・フロー・ヘッ
ジ」という。）、又は在外営業活動体に対する純投資のヘッジ（以下「純投資のヘッジ」という。）におけるヘッ
ジ手段として指定される。
金融商品がヘッジ関係に指定されるとき、当グループは、ヘッジ手段とヘッジ対象項目との関係を正式に文書
化している。この文書化には、ヘッジ取引実施におけるリスク管理目的及び戦略並びにヘッジ関係の有効性評価
に使用される方法が含まれる。従って、当グループは、ヘッジ開始時及びその後継続して、ヘッジ手段（主にデリ
バティブ）が、ヘッジ対象項目の指定されたリスクに関連する公正価値又はキャッシュ・フローの変動を相殺す
るにあたり「高い有効性」があるか否かを評価している。UBSでは、a）ヘッジ対象のリスクに起因する公正価値
又はキャッシュ・フローの変動を相殺するにあたり、ヘッジ取引開始時及び取引期間を通してヘッジの有効性が
高いと予想され、かつ、b）ヘッジの実際の結果は80％から125％の範囲内である、という条件が満たされている場
合に限り、ヘッジの有効性が高いとみなしている。予定取引をヘッジする場合、当該取引は、その発生可能性が非
常に高くなければならず、報告される純損益に最終的に影響を与える可能性があるキャッシュ・フローの変動に
対するエクスポージャーを表すものでなければならない。当グループは、任意に、又はヘッジ手段にヘッジとして
高い有効性がない、もしくはなくなったと判断する場合、デリバティブが失効、売却、終了、もしくは実行された場
合、ヘッジ対象項目が満期を迎え、売却もしくは返済された場合、又は予定取引の発生可能性が非常に高いとはみ
なされない場合、ヘッジ会計の適用を中止する。
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ヘッジの非有効性は、ヘッジ対象のリスクに起因するヘッジ手段の公正価値の変動とヘッジ対象項目の公正価
値の変動との差額、又はヘッジ手段の将来キャッシュ・フローの現在価値の変動がヘッジ対象項目の将来キャッ
シュ・フローの現在価値の変動（又は予測される変動）を超過する額を意味する。こうした非有効性は、当期の
損益としてトレーディング収益純額に計上される。有効なヘッジ関係においてヘッジ手段として指定されたデリ
バティブに係る受取利息及び支払利息は、受取利息純額に計上される。

公正価値ヘッジ
適格な公正価値ヘッジの場合、ヘッジ手段の公正価値変動は、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象項目
の公正価値変動とともに損益計算書に認識される。金利リスクの公正価値ヘッジにおいて、ヘッジされたリスク
に起因するヘッジ対象項目の公正価値変動は、ヘッジ対象項目の帳簿価額に反映される。金利リスクに関する
ポートフォリオ・ヘッジの場合、公正価値の同額の変動がその他の資産又はその他の負債の独立項目に反映され
る。ヘッジ対象項目の認識の中止以外の理由によりヘッジ関係が終了した場合、その時点のヘッジ対象項目の帳
簿価額とヘッジが存在しなかった場合の帳簿価額との差額（以下「未償却公正価値修正額」という。）は、償却
されて満期までの残存期間にわたり損益計算書に計上される。

キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの有効部分に関連した公正価値測定による利得
又は損失は、当初は、資本に認識される。デリバティブがヘッジするキャッシュ・フローが実現され、損益に計上
される際、ヘッジ手段のデリバティブに関連する利得又は損失は、同時に、資本から関連する損益項目に振り替え
られる。
予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジが、既に有効でないとみなされる場合、又はヘッジ関係が終了した場
合、それまでに資本に計上されたヘッジ手段のデリバティブに係る利得又は損失の累積額は、確約又は予定取引
が発生するまで、資本に計上される。予定取引の発生がもはや見込まれない場合、繰り延べられた利得又は損失は
直ちに純損益に振り替えられる。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
在外営業活動体に対する純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に会計処理される。ヘッジの
有効部分に関連する、ヘッジ手段の商品に係る利得又は損失は、資本に直接認識され（そして持分変動計算書及
び包括利益計算書の為替換算調整に表示される。）、非有効部分及び／又は指定されていない部分（例えば、先渡
契約の金利の構成要素）に関連する利得又は損失は損益計算書に認識される。在外営業活動体を処分する際、当
該事業体に関連して資本に直接認識された利得又は損失の累積額は、損益計算書に振り替えられる。

ヘッジ会計に適格でない経済的ヘッジ
経済的にはヘッジとして取引されるが、ヘッジ会計に適格でないデリバティブは、トレーディング目的で使用
されるデリバティブと同様に処理される。すなわち、実現及び未実現利得及び損失は、トレーディング収益純額と
して認識される。ただし、短期外国為替取引のフォワード・ポイントが受取利息純額に計上される場合は、この限
りではない。「経済的ヘッジ」に関する詳細情報は、注記23を参照。

組込デリバティブ
デリバティブは、「主契約」に組み込まれている場合がある。このような組み合わせは、混合金融商品として知
られており、主に、一定の仕組債の発行から発生している。(a)主契約が、公正価値で評価されず、公正価値変動が
損益計算書に計上されない場合、(b) 組込デリバティブの経済的特徴及びリスクが、主契約の経済的特徴及びリ
スクに密接に関連しない場合、及び(c)組込デリバティブが、実質的にはデリバティブの定義を満たす場合、組込
デリバティブは、一般的に主契約とは分離して処理される必要があり、純損益を通じて公正価値で測定される単
独のデリバティブとして会計処理される。分離された組込デリバティブは、貸借対照表上で主契約と同じ項目に
表示され、注記28の「トレーディング目的保有」の区分で説明されているように適用される測定及び認識基準で
反映される。
一般的に、 UBSは混合金融商品に対して公正価値オプションを適用しているため（8）の項を参照）、組込デリ
バティブ部分を分離して会計処理する必要はない。

16）貸出コミットメント
貸出コミットメントは、規定された条件で顧客が融資を受けることができる、規定の金額（未使用の与信枠又
は与信枠の未実行部分）である。
通常の条件に従って、UBSがいつでも（理由を告げずに）取消可能な貸出コミットメントは、貸借対照表に認識
されず、オフ・バランス・シート項目の開示にも含まれない。契約相手先による借入の実行時に、貸出の金額が貸
出金及び債権と同様に会計処理される（10）の項を参照）。
取消不能の貸出コミットメント（いったん受取者に通知されるとUBSには取り消す権利がないか、又は借主の
信用度が悪化した際の自動取消によってのみ取消可能である。）は、以下の区分に分類される。
－デリバティブ貸出コミットメント（現金での純額決済が可能であるか、又は他の金融商品の引渡もしくは発行
により決済が可能である貸出コミットメント）、又は貸出コミットメントから生じた類似の貸出金を実行前又
は実行の直後にUBSが売却しているという証拠がある場合（15）の項を参照）。
－純損益を通じて公正価値での測定を指定された貸出コミットメント（「公正価値オプション」）（8）の項を
参照）。
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－その他の全ての貸出コミットメント。これらは貸借対照表に計上されない。ただし、損失がすでに発生している
可能性が高く、かつ当該債務の金額を信頼性をもって見積ることができる場合、引当金が認識される（27）の
項を参照）。その他の貸出コミットメントには、取消不能な先日付のリバース・レポ契約及び取消不能な有価
証券借入契約が含まれる。これらのその他の貸出コミットメントに関連する負債の増加は、損益計算書の貸倒
引当金繰入額／戻入額に計上される。

17）金融保証契約
金融保証契約は、特定の債務者が特定の負債性商品の条件に従った期日の到来時に支払いを行わないことによ
り保証契約保有者に発生する損失を、その保有者に対し補償することを契約発行者に要求する契約である。UBS
は、借入金、当座借越及びその他の銀行融資枠を担保するために、顧客に代わり、銀行、金融機関及び他の当事者に
対する金融保証を発行している。
公正価値に基づいて管理される一定の引受金融保証は、純損益を通じて公正価値での測定を指定される（8）
の項を参照）。公正価値に基づいて管理されない金融保証は、財務書類において当初公正価値で認識される。当初
認識後、これらの金融保証は、償却累計額控除後の当初認識額と貸借対照表日に当該金融債務を決済するために
必要な支出の最善の見積額のいずれか高い方の金額で測定される。保証に関連する負債の増加は、損益計算書の
貸倒引当金繰入額／戻入額に計上される。

18）現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー計算書の目的上、現金及び現金同等物は、当初の満期が３ヶ月以内の残高から成り、現金、
マネー・マーケット・ペーパー並びに中央銀行及びその他の銀行への預け金を含む。現金及び現金同等物の定義
に関する情報は、注記１bを参照。

19）現物商品（コモディティ）
ブローカー・トレーダー業務によりUBSが保有する現物商品（貴金属、ベースメタル、エネルギー、その他の商
品）は、公正価値から売却費用を差し引いた額で会計処理され、トレーディング・ポートフォリオ資産に認識さ
れる。公正価値から売却費用を差し引いた額の変動は、トレーディング収益純額に計上される。

20）有形固定資産
有形固定資産は、自己使用不動産、投資不動産、リース物件改良費、ITハードウェア、外部から購入したか又は内
部で開発したソフトウェア及び通信機器、並びにその他の類似の機器を含む。投資不動産を除き、有形固定資産
は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で計上され、定期的に減損の可能性を検討し
ている。有形固定資産の耐用年数の見積りについては、資産の経済的使用に基づいている。

自己使用不動産の分類
自己使用不動産は、サービスの提供又は管理目的に使用され、当グループ保有不動産として定義される。一方、
投資不動産は、賃貸収益及び/又は資本増価を稼得するために保有する不動産として定義される。当グループの不
動産に、自己使用の部分と、賃貸収益又は資本増価を稼得するために保有する部分がある場合、その分類は、それ
ぞれの部分が個別に売却可能であるか否かに基づくことになる。当該不動産の両部分が個別に売却可能である場
合、それぞれ自己使用不動産及び投資不動産として会計処理される。それぞれの部分が個別に売却できない場合、
当グループによる使用部分が僅かな場合を除き、自己使用不動産として分類される。不動産の分類は、その使用方
法の大きな変更を考慮するために、定期的に見直される。不動産の用途が自己使用から投資不動産に変更された
場合、当該不動産は公正価値に再測定され、投資不動産に分類変更される。再測定より生じる利得は、特定の不動
産に係る従前の減損損失を戻入れできる範囲で純損益に認識されるが、残りの利得はその他の包括利益に認識さ
れ、資本の再評価準備金に表示される。損失は直ちに純損益に認識される。

投資不動産
投資不動産は公正価値で計上され、公正価値の変動は変動のあった期間の損益計算書のその他の収益に認識さ
れる。UBSは、広く認められた評価手法を採用して投資不動産の公正価値を決定するために内部の不動産専門家を
利用している。同等の物件の最近の市場取引価格が入手可能である場合、公正価値は、これらの取引を参照して決
定される。不動産の用途が変更され、当該不動産が自己使用不動産に分類変更される場合、分類変更が行われた日
の公正価値がその後の会計上の取得原価となる。

リース物件改良費
リース物件改良費は、オペレーティング・リース契約に基づき使用する建物及び事務所を使用目的に合致する
ようにカスタマイズするための投資である。必要な場合には、リース満了時にリース物件をその当初の状況に戻
すための見積原状回復費用の現在価値が、リース物件改良費合計額の一部として資産計上され、対応する負債が、
その義務の発生を反映して認識される。原状回復費用は、見積耐用年数にわたり資産計上されたリース物件改良
費の減価償却を通して純損益に認識される。

売却目的で保有する不動産
不動産又は設備等の非流動資産について、UBSが売却を決定していて、かつ当該売却が12ヶ月以内に実行される
可能性が非常に高い場合、これらを売却目的で保有する非流動資産として分類し、その他の資産に計上している。
売却目的保有という分類に基づいて、かかる資産は減価償却の対象外となり、帳簿価額と公正価値から売却費用
を差し引いた額のいずれか低い方の金額で計上される。
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ソフトウェア
ソフトウェア開発費用は、プログラムがUBSのための将来の経済的便益をいかに生み出すかについて当行が評
価し、これらの経済的便益をUBSが獲得する期間を決定し、また、資産計上が可能な費用を追跡して信頼性のある
測定値を決定することが可能である場合に資産計上される。このような基準を満たす自己創設ソフトウェア及び
購入したソフトウェアは、IT機器、ソフトウェア及び通信機器に分類される。

有形固定資産の見積耐用年数
有形固定資産は、以下の見積耐用年数にわたり定額法で減価償却される。

不動産（土地を除く） 50年以内

リース物件改良費 残存リース期間

（10年以内）

その他の機械設備 10年以内

ITハードウェア、ソフトウェア及び通信機器 5年以内

21）のれん及び無形資産
のれんとは、取得日における被取得企業の識別可能資産（純額）の公正価値に対する当グループの持分相当額
を取得原価が超過する部分を示している。のれんは償却されず、毎年減損テストを実施し、さらに合理的な減損の
兆候がある場合には追加的にテストを実施している。のれんの減損テストの目的上、UBSは、注記２a 「セグメン
ト報告」で報告するセグメントを個別の資金生成単位として考えている。これは、経営者がセグメント・レベル
で投資パフォーマンスの見直し及び評価を行うからである。セグメントの回収可能価額は使用価値に基づいて決
定される。詳細は注記16を参照。
無形資産は、企業結合から生じる個別に識別可能な無形資産項目、また一部の購入商標及び類似の項目から成
る。無形資産は取得原価で認識される。企業結合の際に取得された無形資産の取得原価は、取得日における公正価
値である。耐用年数を確定できる無形資産は、一般に20年以下の見積経済耐用年数にわたって定額法で償却され
る。耐用年数を確定できない無形資産は、償却されない。一般的に、UBSの識別された無形資産のすべてに確定でき
る耐用年数がある。各貸借対照表日に、無形資産は、減損の兆候又は見積将来便益の変動について見直される。か
かる兆候が存在する場合、無形資産の分析を行って、帳簿価額が全額回収可能であるか否かを評価する。帳簿価額
が回収可能価額を上回る場合、減損損失が認識される。
無形資産は、a）インフラストラクチャー、及びb）顧客関係、契約上の権利及びその他、という２つのカテゴ
リーに分類される。インフラストラクチャーは、ペインウェバー・グループ・インクの取得に関連して認識した
無形資産から成り立っている。顧客関係、契約上の権利及びその他の主な内訳は、企業結合で取得した顧客関係、
競業禁止規定、有利な契約、商標及び商号に関する無形資産である。

22）法人所得税
利益に対する法人所得税負担額は、各租税管轄区で適用される税法により計算された、利益が発生する期間の
費用として認識される。税務上の繰越欠損金に対する税効果は、将来その使用対象となる課税所得（利益予想の
仮定に基づく。）が稼得される可能性が高い場合には、繰延税金資産として認識される。
繰延税金資産は、将来の期間に減算金額となる一時差異について、十分な課税所得がそれら差異を使用できる
ように生じる可能性が高い範囲でのみ、認識される。繰延税金負債は、将来の期間に加算金額となる、貸借対照表
の資産及び負債の帳簿価額とそれらの税務上の測定額との間の一時差異に対して認識される。
繰延税金資産及び負債は、制定されている税率に基づき、資産が実現するか、又は負債が決済される期間に適用
されると予想される税率で測定される。
同種類の税金資産及び税金負債（当期又は繰延）は、それらが同一の税務申告グループから生じたもので、同
一の税務当局に関連し、相殺する法的権利が存在し、かつ純額での精算又は同時に実現を意図する場合に相殺さ
れる。
当期税金及び繰延税金は、以下のものを除いて、税務上の便益又は税金費用として認識される。すなわち、（i）
子会社の取得時に、（ii）売却可能金融投資の未実現利得又は損失、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定さ
れたデリバティブの公正価値の変動、及び在外営業活動体の特定の外国為替の換算に対して、（iii）繰延報酬に
対する特定の税務上の便益に対して、並びに（iv）自己株式の売却による利得及び損失に対して認識される当期
税金及び繰延税金。企業結合において認識される繰延税金（項目（i））は、のれんの決定時に考慮される。項目
（ii）、（iii）及び（iv）については、資本に直接計上された純利益に計上される。

23）社債
社債は償却原価で計上される。当グループの資産負債管理業務の一環として公正価値ヘッジ会計が償却原価で
計上される固定利付負債性商品に適用される場合、社債の帳簿価額は、ヘッジ対象エクスポージャーに係る公正
価値の変動に応じて修正される。ヘッジ会計に係る詳細については、15）の項を参照。通常、仕組債は、公正価値オ
プションを利用して、純損益を通じて公正価値での測定を指定される。これは、仕組債が公正価値に基づいて管理
されているため、及び／又は仕組債が組込デリバティブを含んでいるためである。公正価値オプションに関する
詳細は、8）の項を参照。公正価値オプションは、為替レート及び貴金属の価格を参照する組込デリバティブを含
む特定の仕組債には適用されない。これらの商品については、組込デリバティブの要素は公正価値に基づいて測
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定され、関連する原債務の主契約要素は償却原価に基づいて測定される。また、両要素は合わせて社債に表示され
る。
マーケット・メーキング又はその他の活動に関連して、UBSが発行して、買い戻した社債は全て、償還されたも
のとして処理される。償還に係る利得又は損失は、社債の買戻価格がその帳簿価額と比較して高いか低いかによ
り計上される。その後の市場における自己社債の売却は、社債の再発行として処理される。償却原価で測定される
負債性商品の支払利息は、社債利息に含まれる。社債の詳細については注記19を参照。

24）年金及びその他の退職後給付制度
UBSは、全世界においてその従業員のために、多数の退職後給付制度を提供している。これら制度は、確定給付型
制度と確定拠出型制度、並びに医療給付及び生命保険給付等のその他の退職後給付を含んでいる。

確定給付型制度
一般に、確定給付型制度では、従業員が退職時に受領する年金給付額が確定しており、当該金額は通常、年齢、勤
続年数及び報酬金額などの１つ又は複数の要素によって決定する。
貸借対照表に認識される確定給付負債は、貸借対照表日の確定給付債務の現在価値から貸借対照表日の制度資
産の公正価値を控除した金額で、未認識の数理計算上の差異及び未認識の過去勤務費用について修正される。確
定給付負債がマイナスの場合(すなわち確定給付資産である場合)、当該資産の測定は、a）確定給付資産と、b）未
認識の数理計算上の差損の正味累積額に未認識過去勤務費用と制度からの払戻し又は制度への将来の掛金の減
額の形で利用可能な経済的便益の現在価値を加えた合計額とのどちらか低い方の金額に制限されている。UBSは、
確定給付債務の現在価値、関連する当期の勤務費用及び適切な場合は過去勤務費用を算定するために予測単位積
増方式を適用している。これらの金額は、独立したアクチュアリーにより年次で計算される。使用される主要な数
理計算上の仮定は、注記29に記載している。
UBSは、報告期間期首の未認識の数理計算上の差異の正味累積額が、回廊として定義される以下の大きい方の金
額を超える場合には、数理計算上の差異部分を損益として認識する。

a)報告期間期首現在の確定給付債務の現在価値（制度資産の公正価値控除前）の10％

b)報告期間期首現在の制度資産の公正価値の10％

上記の２つの金額のうち大きい方の金額を超える未認識数理計算上の差異は、制度に加入している従業員の予
測平均残存勤務年数にわたって損益計算書で認識される。

確定拠出型制度
確定拠出型制度は、UBSが固定額の掛金を別個の事業体に支払う年金制度である。当該制度が、当期及び過年度
の従業員の勤務に関連する給付金を従業員に支払うために十分な資産を保有していないとしても、UBSには、追加
の掛金を支払う法的義務も推定的義務もない。UBSの掛金は、当該掛金と交換に従業員が勤務を提供したとき（通
常は拠出した年度）に費用計上される。前払掛金は、現金の払戻し又は将来の支払いの減額として使用可能な範
囲で資産として認識される。

その他の退職後給付
さらに、UBSは、米国及び英国の一定の退職者向けの退職後医療給付及び生命保険給付も提供している。これら
の給付の予想費用は、確定給付年金制度に使用されるものと同じ会計処理方法を用いて、雇用期間にわたり認識
される。

25）持株参加制度及びその他の報酬制度
持株参加制度
UBSは、持株制度、オプション制度及び株式決済型の株式増価受益権（以下「SAR」という。）制度の形式で、複
数の持株参加制度を設立している。UBSの持株参加制度は、強制的、自由裁量的及び任意の制度を含む。UBSは、付与
日に算定される株式、オプション及びSAR報奨の公正価値を、従業員が当該報奨を得るために勤務する必要のある
期間にわたり報酬費用として認識する。
退職給付の受給資格のある従業員に付与される報奨等、従業員が報奨の受給資格を得るために将来勤務する必
要がない報奨は、付与日に権利確定するとみなされる。報酬費用は、付与日に全額認識されるか、又は当行が、当該
報奨は過去の勤務に起因することを実証可能であり、かつ報奨の金額を合理的に信頼性をもって見積ることがで
きる場合には、付与日より前の期間に認識される。一定の条件が充足されない場合、このような報奨は法的な権利
確定日まで失効可能な状態である。関連する勤務の提供を受けているため、付与日後に発生した失効の事象によ
る報酬費用の戻入は発生しない。
権利確定条件のある制度は、段階的に権利が確定する仕組みになっている制度（特定の期間にわたり徐々に権
利確定する。）と、権利が一括確定する仕組みになっている制度（特定の期間の終了時に権利決定する。）のいず
れかである。報酬費用は、段階的に権利が確定する仕組みになっている報奨に関しては段階的に認識され、権利が
一括確定する仕組みになっている報奨に関しては定額法で認識される。制度が、退職給付の受給資格の獲得によ
り、又は余剰人員を理由とする雇用の終了時に必要な勤務期間を短縮する規定を含む場合がある。その場合、UBS
は、付与日から従業員の退職給付の受給資格の取得日又は余剰人員を理由とする雇用の終了日までの期間にわた
り報酬費用を認識する。勤務期間中の当該報奨の失効により報酬費用の戻入が発生する。
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持分決済型の報奨は資本性金融商品として分類される。持分決済型の報奨の公正価値は、付与日に決定され、そ
の後に再測定されない。ただし、条件が修正され、修正直後の公正価値が、修正直前の公正価値を上回る場合を除
く。修正の結果、公正価値が増加する場合、残存勤務期間にわたって、又は権利確定した報奨については直ちに、当
該増加分を報酬費用として認識する。
現金決済型の報奨は負債として分類され、未決済である限り、各貸借対照表日に公正価値への再測定が行われ
る。公正価値の減少は報酬費用の減少につながり、累積ベースでの報酬費用は、行使されず無価値となった報奨、
又は未行使のまま残る報奨については認識されない。
持株参加制度の公正価値の算定方法の詳細については、注記30d)に開示されている。

その他の報奨制度
UBSは、その価値がUBSの自己株式に連動していない、その他の固定又は変動繰延報酬制度を設立している。UBS
の繰延現金報奨制度は、強制的又は自己裁量的な制度である。繰延報酬制度には名目上の現金の額に基づく報奨
が含まれ、この場合、最終的な支払額は固定であるか、又は業績条件の達成に応じて変動することがある。UBSは、
従業員が当該報奨を得るために勤務する必要のある期間にわたり報酬費用を認識する。勤務期間に認識された金
額は、当行が当該制度に基づいて支払うことを見込んでいる見積額に基づいており、認識した費用の累積額は最
終的に従業員に分配した現金の額と等しくなる。さらに、UBSは、オルタナティブ投資商品(以下「AIV」という。)
の形で繰延報酬制度を提供している。AIVの付与日の公正価値は、原資産(すなわちマネー・マーケット・ファン
ド、UBS及びUBS以外のミューチュアル・ファンド、並びにUBSが提供するその他のファンド)の付与日の公正価値
に基づき、その後、報奨が分配されるまで各報告日に時価評価される。当該報奨の失効により費用の戻入が発生す
る。持株参加制度及びその他の報酬制度についての詳細は、注記30を参照。

26）ユニット連動型投資契約未払額
UBSのユニット連動型契約による金融負債は、貸借対照表においてその他の負債（注記20を参照）として表示
されている。当該契約により、投資家は、UBSの子会社が発行する投資ユニットを通じて資産プールへの投資が可
能となる。ユニット所有者は、参照資産プールに付随する全ての経済価値を享受し、また全てのリスクを負う。金
融負債は、ユニット所有者に対する未払額に相当するもので、参照資産プールの公正価値に等しい。
ユニット連動型投資契約により保有する資産は、トレーディング・ポートフォリオ資産として表示されてい
る。注記11を参照。

27）引当金
引当金は、UBSが過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を有し、当該債務を決済又は履行するため
に資源の流出が必要となる可能性が高く、債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識される。
事業再編に対する引当金は、UBSが詳細で正式な事業再編計画を承認し、かつ、当該計画の開始又は影響を受ける
従業員への告知のいずれかを通じて、事業再編に関する妥当な見込みを高めている場合に認識される。
引当金が認識される際、通常は厳密な債務金額が不明であるため、その金額を見積る必要がある。見積りは、あ
らゆる入手可能な情報に基づき、経営者の判断において当該債務を決済又は履行するために必要な支出の最善の
見積りを表す金額を反映している。UBSでは、既存の引当金について、より正確に定量化できた場合には直ちに金
額を増減させ修正を行っている。貨幣の時間的価値の影響が重要である場合、引当金は貨幣の時間的価値の現在
の市場評価とその債務に固有のリスクを反映した割引率を用いて、債務の決済又は履行に見込まれる支出の現在
価値で測定される。
UBSの引当金の大半は、オペレーショナル・リスク、訴訟及び規制関連事項、事業再編費用並びに貸出コミット
メント及び保証に対する引当金に関連している。引当金は、貸借対照表のその他の負債に反映されている。UBSが
過去の事象の結果としての現在の債務を有しているか否かについて未確認で、現在の債務を決済又は履行するた
めに資源の流失が必要となる可能性が高くないか、又は債務の金額について十分に信頼性のある見積りができな
い場合には、引当金は認識されないが、偶発負債が開示される。注記21を参照。

28）資本、自己株式及びUBS AG株式に係る契約
株式発行に関連する取引費用
　新株の発行又は強制的な現物グロス決済を伴う契約（資本性金融商品として分類される。）に直接起因する増
分取引費用は、資本において「株式発行に関連する取引費用、税効果後」として認識され、資本から控除される。

非支配持分
当期純利益及び資本は、非支配持分損益及び非支配持分を含めて表示されている。当期純利益は、UBS株主に帰
属する当期純利益と、非支配持分に帰属する当期純利益に分けられる。資本は、UBS株主に帰属する持分と、非支配
持分に帰属する持分に分けられる。

UBS AG株式の所有（「自己株式」）
当グループの所有するUBS AG株式は、取引費用を含む取得原価で自己株式として資本に表示される。自己株式
は、消却又は再発行されるまで資本から控除される。自己株式の売却収入と加重平均原価との差額（該当する場
合は税引後）は、資本剰余金として計上される。

現金純額決済契約又は現金純額決済の選択権のある契約
現金純額決済を要求するか、又は契約相手先もしくはUBSに決済方法の選択権（現金純額決済の選択を含む。）
を与えるUBS AG株式に係る契約は、トレーディング商品として分類され、公正価値の変動は、トレーディング収益
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純額として損益計算書に計上される。

強制的現物グロス決済契約（売建プット・オプション及び先渡株式購入契約を除く。）
UBS AG株式での現物グロス決済を必要とする契約は、資本剰余金として資本に表示され（一定数量の株式に対
して一定額の現金又は他の金融資産を交換することを条件とする。）、原価で会計処理される。これは適宜資本に
加算又は資本から控除される。当該契約の決済時に、手取金と原価の差額（該当する場合、税引後）は、資本剰余
金として計上される。

現物決済される売建プット・オプション契約及び先渡株式購入契約
現物グロス決済が代替決済方法となる契約を含めた、現物グロス決済される売建プット・オプション契約及び
先渡株式購入契約により、資本項目の対照勘定として金融負債が認識される。契約開始時に、現金で自己株式を購
入する義務の現在価値は、資本から振り替えられ負債として認識される。その後、かかる負債は、支払利息を認識
することにより、EIR法を用いて契約期間にわたって名目購入債務まで増額される。契約の決済時点で、かかる負
債の認識が中止され、当初負債として認識された持分額は、資本の中で自己株式に振り替えられる。プット・オプ
ションの売建てについて受け取ったプレミアムは、直接資本剰余金で認識される。

トラスト優先証券
UBSは、UBS発行の債券を保有する連結対象の優先ファンディング・トラストを通して、トラスト優先証券を発
行している。UBS AGは、当該証券全てに対して完全かつ無条件の保証を供与している。こうした保証に基づくUBS
の債務は、UBSの預金負債及びUBSのその他全ての負債全額に対する優先返済に劣後する。トラスト優先証券とは、
第三者が所有する資本性金融商品である。UBSの連結財務書類では非支配持分として処理される。当該トラスト優
先証券に係る配当金支払債務の全額は、クーポンの支払いが義務づけられた時点、すなわち契約で規定された事
象によりその義務が発生した際に、資本から関連する負債に振り替えられる。その際、損益計算書においては、支
払配当金全額が、UBS株主に帰属する当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益に振り替えられる。

29）非継続事業及び売却目的で保有する非流動資産
UBSでは、個々の金融以外の非流動資産及び処分グループが、通常かつ慣例的な条件で、現状のままで直ちに売
却可能であり、かつ売却の発生可能性が非常に高いと考えられる場合、こうした資産又は処分グループを売却目
的保有に分類している。売却の発生可能性が非常に高いとするためには、経営者は当該資産の売却計画を確約し
て積極的に買手を探さなければならない。さらに、当該資産がその公正価値と比較して合理的な売却価格で活発
に取引されており、売却が１年以内に完了することが見込まれなければならない。これらの資産（処分グループ
の場合には負債も含む。）は、帳簿価額又は売却費用控除後公正価値のどちらか低い方の金額で測定され、その他
の資産及びその他の負債に表示される（注記17及び注記20を参照）。子会社の非流動資産及び負債は、その帳簿
価額が継続的使用を通じてではなく主に売却取引を通じて回収される場合には「売却目的保有」として分類さ
れる。
UBSでは、企業もしくは企業の一構成単位が既に処分されている、又は売却目的保有に分類されており、同企業
もしくは同構成単位が、ａ）独立の主要な事業分野もしくは営業地域を表す場合、ｂ）独立の主要な事業分野も
しくは営業地域を処分する、統一された計画の一部である場合、又はｃ）転売のためだけに取得した子会社（例
えば特定のプライベート・エクイティ投資）にあたる場合、損益計算書において非継続事業を独立項目で表示し
ている。非継続事業からの当期純利益には、非継続事業の税引前営業損益（税引前売却に係る利得もしくは損失
純額、又は公正価値の測定値から売却費用を控除した金額を含む。）と非継続事業の税金費用の純額合計が含ま
れる。企業の一構成単位とは、営業上並びに財務報告目的上、残りのUBSの事業及びキャッシュ・フローとは明ら
かに区別できる事業及びキャッシュ・フローを形成するものである。企業又は企業の一構成単位が非継続事業に
分類された場合、UBSは、損益計算書では過年度の金額を修正再表示している。詳しくは注記36を参照。

30）リース
UBSは、リース賃貸人並びにリース賃借人として、主に施設及び設備のリース契約を締結している。これらの契
約の条件を評価した上で、当該リースは経済的実態に応じて、オペレーティング・リース又はファイナンス・
リースに分類される。評価時には、当グループでは、ａ）リース期間満了時に、当該資産の所有権はリース賃借人
に譲渡されるか、ｂ）リース賃借人は割安購入選択権を保有しているか、c）リース期間は当該資産の経済的耐用
年数の大部分を占めているか、ｄ）最低リース料総額の現在価値は、リース期間開始時のリース資産の公正価値
と実質的に同等か、及びｅ）リース賃借人のみが大規模な変更をせずに使用可能であるような特殊な性質を当該
資産が有しているか、という点を重視している。これらの条件のうち、１つ以上に当てはまる場合には、通常、リー
スはファイナンス・リースに分類され、また、１つも当てはまらない場合、通常、オペレーティング・リースに分
類される。
UBSがリース賃借人となっているオペレーティング・リースに分類されるリース契約については、注記25で開
示している。こうした契約には、大半のUBSの拠点におけるオフィスビルの解約不能長期リース契約が含まれてい
る。オペレーティング・リースの支払リース料は、リース期間（賃借人が物件の物理的使用を支配する際に開始
する。）にわたり定額法で費用として認識される。リースのインセンティブは、リース料の控除項目として処理さ
れ、リース期間にわたり定額法で認識される。
特定の契約には、リースの法的形式を取らないが、１回の支払い又は複数回の支払いと引き換えに資産の使用
権を移転するものがある。そのような契約に関して、UBSは、当該契約の履行が特定の資産（単数又は複数）の使
用に依存しているかどうかを当該契約の開始日に判断する。契約が資産の使用権を移転する場合、当該契約は
リースとして会計処理される。
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UBSが、全体としてリースとはみなされないがリース要素を含む契約を締結する場合、当該契約のリース要素に
はリースに関する一般的な規定が適用される。
UBSがリース賃貸人となっているオペレーティング・リースに分類されるリース契約及びUBSがリース賃貸人
又はリース賃借人となっているファイナンス・リース契約には、重要性はない。
リース契約による不可避な費用が、当該契約のもとで享受することが見込まれる便益を超過する場合（不利な
リース契約）、UBSは、施設のリース契約に対する引当金を認識する。これは、例えば長期間にわたり賃借スペース
にかなりの空き部分が見込まれる場合に発生する。

31）受取報酬
UBSは、顧客に対する多様なサービス提供から報酬を受け取る。受取報酬は、大きく２種類に区分が可能である。
ひとつは、一定期間に提供されるサービスから発生する報酬で、もうひとつは取引型サービスから発生する報酬
である。一定期間に提供されるサービスから発生する報酬は、サービス提供期間に比例して認識される。ただし、
パフォーマンスの基準が満たされた時点で認識される、パフォーマンスに連動して発生する報酬又は特定のパ
フォーマンス基準を伴う報酬の構成要素を除く。取引型サービスから発生する報酬は、当該サービスの提供が完
了した時点で認識される。貸出契約に係る貸出コミットメント報酬は、貸出が実行されるまで繰り延べられ、その
後、貸出期間にわたり実効利回りへの修正として認識される。コミットメントが失効して貸出が実行されない場
合、報酬はコミットメントの失効時に収益として認識される。
以下の受取報酬は、主に一定期間に提供されるサービスから発生する。それらの受取報酬とは、投資信託報酬、
ポートフォリオの運用及びアドバイザリー報酬、保険関連報酬、並びに信用関連報酬が含まれる。主に取引型サー
ビスから発生する手数料には、引受手数料、コーポレート・ファイナンス手数料、及び仲介手数料が含まれる。

32）為替換算
外貨建取引は、取引日の直物為替レートで報告単位の機能通貨に換算される。貸借対照表日において、非貨幣性
項目を除く外貨建資産及び負債は、全て決算日の為替レートで換算される。取得原価で測定される非貨幣性項目
は、取引日の為替レートで換算される。その結果生じる為替差損益は、通常トレーディング収益純額に認識され
る。非貨幣性の売却可能金融投資に係る為替差損益は、当該資産が売却されるか、又は減損処理されるまで直接資
本に計上される。ただし、非貨幣性の金融投資が為替リスクに対する公正価値ヘッジの対象である場合には、ヘッ
ジ対象リスクに起因する公正価値の変動はトレーディング収益純額に計上される。
連結の際、在外営業活動体の資産及び負債は、貸借対照表日の為替レートでUBSの表示通貨であるスイス・フラ
ン（CHF）に換算され、損益項目は、期中平均レートで換算される。異なる為替レートの使用から生じる差額は、資
本の為替換算調整に直接認識される。
在外営業活動体が処分され、支配、重要な影響力又は共同支配が喪失された場合、UBSに帰属する在外営業活動
体に関連する資本の為替換算調整の累積額は処分に係る利得又は損失の一部として純損益に振り替えられる。
UBSが在外営業活動体を含む子会社に対する持分の一部を支配を喪失せずに処分する場合、為替換算調整の累積
残高のうち関連する部分は非支配持分に帰属させられる。重要な影響力又は共同支配を留保したままで在外営業
活動体を含む関連会社又はジョイント・ベンチャーに対する投資の一部をUBSが処分する場合、為替換算調整の
累積残高のうち関連する部分は純損益に振り替えられる。

33）１株当たり利益（EPS）
基本的１株当たり利益は、事業年度の普通株主に帰属する純損益を当該事業年度中に社外流通していた普通株
式の加重平均株式数で除することにより計算される。
希薄化後１株当たり利益は、基本的１株当たり利益の場合と同一の方法を用いて、オプション、ワラント、転換
社債又は普通株式を発行するその他の契約が転換又は行使されて普通株式が発行される場合の潜在的希薄化を
反映するために、事業年度の普通株主に帰属する純損益及び加重平均社外流通普通株式数を調整して計算され
る。

34）セグメント報告
UBSの事業は、世界的規模で４つの事業部門、すなわちウェルス・マネジメント＆スイス・バンク、ウェルス・
マネジメント・アメリカズ、グローバル・アセット・マネジメント及びインベストメント・バンクで構成され、
コーポレート・センターによるサポートを受けている。
セグメント報告の目的上、事業部門のウェルス・マネジメント＆スイス・バンクが２つの別個の報告セグメン
ト、すなわちウェルス・マネジメント及びリテール＆コーポレートに分割されている。５つの報告セグメント及
びコーポレート・センターが、内部的な経営上の構造及び責任を反映している。グループ執行役員会（IFRS第８
号「事業セグメント」における「最高経営意思決定者」であると考えられる。）への内部の経営者向け報告書に
おいて、５つの報告セグメント及びコーポレート・センターに関する財務情報は、区分表示されている。
コーポレート・センターは、IFRS第８号「事業セグメント」に基づく事業セグメントとはみなされていない。
これには、例えば、構造的な為替リスク及び金利リスクの管理による財務活動の結果、グループ執行役員会及び取
締役会の役割に関連するその他の営業費用、当行組織の経営に関連するその他の費用並びに限られた数の個別に
定められた項目が主に含まれる。これらの項目には、SNBスタブファンドの株式を取得するUBSのオプション、資本
税等の費用が含まれる。コーポレート・センターは、定期的に調整した定額料金を事業部門に費用配分すること
に合意しているため、実際に発生した費用と費用配分された金額との間に差異が生じる。リスク統制、財務、法務
及びコンプライアンス、コミュニケーション及びブランド化、人事、情報技術、不動産、調達、経営企画並びにサー
ビス・センター等の共通の業務及び管理機能に関連してコーポレート・センターで発生するその他の費用は全
て、社内の会計方針に基づいて報告セグメントに費用配分される。コーポレート・センターが管理する共通の業
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務及び管理機能の費用は、社内で決定された配分キーに基づいて、各報告セグメントの損益計算書上、直接費の科
目である、人件費、一般管理費及び減価償却費に配分されている。経営者向け報告用の会計方針及びサービス・レ
ベルに関する合意を含むUBSの社内の会計方針は、各報告セグメントに直接帰属する収益及び費用を決定する。内
部費用及び振替価格調整は、報告セグメントの業績に反映されている。
収益分配契約は、外部顧客収益を報告セグメントに配分するために使用される。収益分配契約による現在の取
り決めにより、UBSのセグメント間収益合計額に重要性はないと考えられている。
受取利息純額は、貸借対照表のポジションに基づいて報告セグメントに配分される。報告セグメントの資産及
び負債は、各事業部門の財務部門を通じて資金供給され、同部門により投資される。これらの財務部門は、各報告
セグメントの業績に反映される売上高純利益率をもって、コーポレート・センターのグループ財務部門によりサ
ポートされる。コーポレート・センターは、UBSの連結持分の運用から稼得した受取利息を平均帰属持分に基づき
報告セグメントに還元して振り替えている。
手数料は、対応する顧客関係に基づいて報告セグメントに貸方計上される。収益分配契約は、複数の報告セグメ
ントが一連の価値の創出に関与する場合、顧客収益の配分に使用される。
内部の経営者向け報告に従い、セグメント資産は、連結会社間残高を消去して第三者の視点に基づいて報告さ
れる。詳細については注記２a「セグメント報告」を参照。IFRS第８号に基づくセグメント報告の目的上、非流動
資産は、関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資、のれん、その他の無形資産並びに有形固定資産から
成る。

35）ネッティング
UBSが認識した金額を相殺する現在法的に実行可能な権利を有し、かつ純額で決済するか、又は資産の実現と負
債の決済を同時に実行する意図を有する場合、UBSは貸借対照表上の資産と負債を相殺する。相殺されたポジショ
ンには、満期日にわたり通貨ごとに相殺される、ロンドン清算機構と取引したOTC金利スワップ、並びに取引相手
先、通貨、債券集中保管機関（CSD）及び満期日ごとに相殺される、ロンドン清算機構及び債券清算機関（Fixed
Income Clearing Corporation）の両組織と締結したレポ取引及びリバース・レポ取引が含まれている。

b) 会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正

2011年度に発効

連結投資信託に対する持分

2011年度に、UBSは、IAS第32号の定義による資本性金融商品とはみなされない連結投資信託に対する投資に関

する会計方針を変更した。2011年度より、当該投資信託に対する当行の投資の換算からの為替差損益は、当該投資

持分が連結投資信託の金融負債であるため、損益計算書において計上される。従来、これらの投資からの為替換算

差損益は、当該投資持分が残余資産に対する権利を表すことから非貨幣性項目とみなされていたため、その他の

包括利益の為替換算調整に表示されていた。

変更後の会計方針は、子会社に対する投資に関して発生する為替差損益の処理と投資持分の処理との整合性を

高めるため、より適切であると考えられる。

この会計方針の変更は遡及的に適用されたため、2009年１月１日現在の開始貸借対照表に修正が生じた。資本

に直接認識された純利益累積額、税効果後の為替換算調整に159百万スイス・フランが借方計上され、利益剰余金

に159百万スイス・フランが貸方計上されて、持分変動計算書に同額の影響が生じた。2009年度、2010年度及び

2011年度の当期純利益の報告額への影響はなかった。

非連結投資信託に対する持分

上記の会計方針の変更に関連して、IAS第32号「金融商品：表示」の基準と整合させるために、注記11「トレー

ディング・ポートフォリオ」及び注記13「売却可能金融投資」における非連結投資信託に対する投資の分類が

修正された。これらの持分の資本性金融商品から負債性商品への分類変更は、UBSの損益計算書及び貸借対照表に

影響を及ぼさない。これに伴い、注記11及び注記13において過年度は修正再表示されている。

自己創設ソフトウェアの資産計上

2011年度第３四半期に、新たな長期IT投資計画の承認に伴って、UBSは、自己創設コンピュータ・ソフトウェア

に関する資産計上の実務を見直した。この見直しの結果、UBSは、ソフトウェア・プログラムがUBSのための将来の

経済的便益をいかに生み出すかについて評価し、これらの経済的便益をUBSが獲得する期間を決定し、また償却可

能資産の信頼性のある測定値を決定するために様々なプログラムに関連する、資産計上が可能な費用を追跡する

能力をUBSが向上するためのプロセスを導入した。この変更は将来に向かって適用されたため、2011年度下半期に

コンピュータ・ソフトウェア開発費106百万スイス・フランが追加で資産計上された。

優先証券の償還の表示
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2010年度第３四半期に、UBSは、非支配持分として分類したトラスト優先証券15億米ドルを償還した。これに関

して、1,093百万スイス・フランの為替換算差損が累積的に計上されていた。償還時に、これらの為替換算差損の

累積額の戻入れは、持分変動計算書の非支配持分における優先証券の変動の一部として表示された。この為替換

算差損の戻入れは、包括利益計算書の非支配持分における為替換算調整の変動として表示された方がより適切で

あった。この変更は、関連する優先証券の表にも影響を与える。これは、持分変動計算書及び包括利益計算書上の

非支配持分における表示にのみ関連する問題であり、貸借対照表及び損益計算書の項目は影響を受けず、UBS株主

に帰属する持分に変動はなかった。2010年度の比較数値は、この表示の改善を反映して以下の通りに修正された。

－包括利益計算書において、2010年12月31日終了事業年度に為替換算調整の変動、税効果前が1,093百万スイス・

フラン変動し、マイナス951百万スイス・フランとなった。非支配持分に帰属する包括利益合計は、2010年12月

31日終了事業年度に1,093百万スイス・フラン変動し、プラス609百万スイス・フランとなった。

－2010年12月31日終了事業年度の持分変動計算書の非支配持分の項目において、優先証券が1,093百万スイス・

フラン減少し、資本に認識された当期の包括利益合計が1,093百万スイス・フラン増加した。

－2010年12月31日終了事業年度の優先証券の表において、償還が1,093百万スイス・フラン変動し、マイナス

2,622百万スイス・フランとなった。また、為替換算調整は1,093百万スイス・フラン変動し、プラス275百万ス

イス・フランとなった。

現金及び現金同等物の定義

キャッシュ・フロー計算書の目的上、UBSは現金及び現金同等物の定義の精度を高め、現金、マネー・マーケッ

ト・ペーパー並びに中央銀行及びその他の銀行への預け金を含む、当初の満期が３ヶ月以内の残高に制限した。

この定義の精緻化により、キャッシュ・フロー計算書の目的上、より適切で比較可能な情報となると考えられる。

現金及び現金同等物は、2010年12月31日現在で60,888百万スイス・フラン減少し、2009年12月31日現在で92,105

百万スイス・フラン減少して、それぞれ79,934百万スイス・フラン及び72,868百万スイス・フランとなり、営業

活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローに関連する変動が生じた。ただし、

キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物から現在除外されている金額は、引き続き当行の流動性ポジ

ションの一部である。

レガシー・ポートフォリオのインベストメント・バンクからコーポレート・センターへの移管

2011年12月30日に、レガシー資産のポートフォリオが、インベストメント・バンクからコーポレート・セン

ターに移管された。内部報告上必要な変更が全て実施される予定の2012年度第１四半期から、UBSは、SNBスタブ

ファンドの株式を購入するオプションと共に、レガシー・ポートフォリオをコーポレート・センターの別個のセ

グメントとして報告する。修正再表示後の過去のセグメント情報は、2012年度第１四半期の当行の財務報告の公

表より前に提供される予定である。

人件費

2011年度に、UBSは、変動報酬に関するFINMAの定義に表示を一致させるため、任意の従業員株式所有制度（株式

プラス）に関連する費用を変動報酬－その他からその他の人件費に振り替えた。従って、「注記６ 人件費」にお

いて過去の期間は修正再表示されている。その結果、2010年12月31日及び2009年12月31日終了事業年度のその他

の人件費は、それぞれ80百万スイス・フラン及び132百万スイス・フラン増加し、変動報酬－その他が同額減少し

た。この表示の変更は人件費の合計額に影響を及ぼさなかった。

「2010年IFRSの改善」
IASBは、2010年５月に年次改善プロジェクトの一環として７つのIFRS基準書の修正を公表した。UBSは、2011年
１月１日現在で「2010年IFRSの改善」を適用した。この修正基準の適用により、注記28cに記載されている、信用
リスクに対する最大エクスポージャーの開示にのみ変更が生じた。
2011年度に発効した会計基準の修正のうち、UBSに重要な影響を及ぼすものはこれのみであった。

2010年度以前に発効

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクの再編

2010年度以降、グループ執行役員会に対するウェルス・マネジメント＆スイス・バンクの内部報告は、経営上

の構造及び責任をよりよく反映させるために改定された。財務情報の内訳は、現在以下の部門について報告され

ている。

－「ウェルス・マネジメント」は、スイスを拠点として行われる全てのウェルス・マネジメント事業、並びにア
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ジア及びヨーロッパのブッキング・センターにおける全てのウェルス・マネジメント事業を含む。

－「リテール＆コーポレート」は、スイスのリテール個人顧客、中小企業、並びに法人及び機関投資家に提供され

るサービスを含む。

改定後の内部報告制度及びIFRS第８号「事業セグメント」に従って、ウェルス・マネジメント及びリテール＆

コーポレートは、現在、対外財務報告において、別個の事業単位及び報告セグメントとして表示されている。表示

された過去の期間は、新たな表示形式と一致するよう修正再表示されている。

コーポレート・センターの追加費用の報告セグメントへの配分

2010年度以降、共通業務及び管理機能に関連してコーポレート・センターで発生したほぼ全ての費用は、費用

全額の回収と定期的に合意された定額料金のいずれかに基づき、直接的及び間接的に当該業務の価値を受け取る

報告セグメントに配分されている。配分された費用は、注記２a「セグメント報告」、及び当報告書(訳者注：原文

の報告書。以下同じ。)の「財務実績及び営業実績」において、報告セグメントの各費用項目に表示されている。

2009年度まで、コーポレート・センターで発生した一定の費用は、コーポレート・センターの費用として表示

され、事業部門には費用配分されていなかった。この配分方針の変更は将来に向かって適用され、過年度の数値は

修正再表示されていない。

2010年度に、事業部門に費用配分された費用の増加分は、主に管理機能に関連している。2009年度各四半期の数

値が、2010年度に適用された配分方法に基づいて表示された場合には、営業費用及び税引前の業績に対する見積

影響額は、下記の表に示された通りであった。

2009年度の数値に対するコーポレート・センターの費用配分の影響額

ウェルス・マネジメント＆

スイス・バンク

ウェルス・マ

ネジメント・

アメリカズ

グローバル・

アセット・マ

ネジメント

インベストメ

ント・バンク

事業部門

合計

コーポレート・

センター

単位：百万スイス・フラン

ウェルス・

マネジメント

リテー

ル＆コー

ポレート

2009年度の営業費用における見積増加

額

及び税引前の業績における見積減少額 128 96 84 44 288 640 (640)

資本及びその他の包括利益

2010年度に、UBSは、資本の構成要素の一部を見直し、数年前の期間に関連する重要でない誤謬を訂正するため

の修正を行った。以下の段落では、2010年12月31日現在のUBSの財務書類に対する変動の影響について述べてい

る。

UBSの為替換算調整の残高は592百万スイス・フランの貸方計上によって修正された。163百万スイス・フラン

の損失が損益計算書に振り替えられたため、この修正により、その他の包括利益合計が592百万スイス・フラン、

包括利益合計が429百万スイス・フラン増加した。

さらに、UBSは、213百万スイス・フランを非支配持分に帰属する持分からその他の負債に振り替えた。これは、

当該金額が償還可能なものとして識別されており、従って、IFRSに基づく資本性金融商品の基準を満たしていな

いためである。また、持株参加制度に関連する134百万スイス・フランが資本剰余金からその他の負債に振り替え

られた。これは、当該金額が株式決済型報奨に関連しないことが確認されたためである。両項目について、損益計

算書に対する影響は重要でなかった。

さらに、UBSは、貸借対照表の項目である段階取得による再評価準備金、税効果後を資本剰余金に統合した。この

結果、資本剰余金が38百万スイス・フラン増加した。これに伴い、2009年及び2008年12月31日現在の貸借対照表並

びに2009年度及び2008年度の持分変動計算書が修正された。

人件費

2010年度に、UBSは、変動報酬に関する最新のFINMAによる定義に表示を一致させるため、その他の人件費の一定

の項目を変動報酬－その他に振り替えた。

さらに、従来給与及び変動報酬において報告されていた金額が初めて、給与、変動報酬－変動賞与、変動報酬－

その他、及びウェルス・マネジメント・アメリカズ：ファイナンシャル・アドバイザーの報酬に個別表示され

た。
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さらに、UBSは、賞与に関連する年金費用を年金及びその他の退職後給付制度に振り替えた。従来、当該金額は社

会保険料で報告されていた。これに伴い、過年度の金額は修正されている。この表示の変更はUBSの人件費に影響

を及ぼさなかった。

「2009年のIFRSの改善」
IASBは、2009年４月に年次改善プロジェクトの一環として、12のIFRSの基準書の修正を公表した。UBSは、2010年
１月１日に「2009年IFRSの改善」を適用した。これらの修正基準の適用は、UBSの財務書類に重要な影響を及ぼさ
なかった。

IAS第39号「金融商品：認識及び測定－適格ヘッジ対象項目」の修正
IAS第39号の修正は2008年７月に公表された。この修正は、ヘッジ対象項目の指定に係る追加の指針を提供し、
ヘッジ会計の基礎をなす現行の原則が次の２つの特定の状況にいかに適用されるべきかを明確にしている。すな
わち、ａ)ヘッジ対象項目における片側リスク、及びｂ)金融商品であるヘッジ対象項目のインフレーション、であ
る。UBSは、IAS第39号の修正を2010年１月１日に適用した。IAS第39号の修正の適用はUBSの財務書類に重要な影響
を及ぼさなかった。

IFRS第３号「企業結合」、IAS第27号「連結及び個別財務書類」及びIAS第21号「為替レート変動の影響」
IASBは、2008年１月、改訂IFRS第３号「企業結合」並びにIAS第27号「連結及び個別財務書類」及びIAS第21号
「為替レート変動の影響」の修正を公表した。
IFRS第３号の改訂基準の最も重要な変更は以下の通りである。
―条件付対価は、取得日に移転された対価の一部として公正価値で認識されなければならない。従来、条件付対
価は、UBSが現在の債務を有し、経済上の流出が発生する可能性の方が高く、かつ信頼できる見積りが算定可
能な場合においてのみ認識された。
―現在の所有持分であり、清算された場合に純資産に対する比例持分への権利を提供する、被取得企業に対す
る非支配持分は、公正価値、又は被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配持分の比例持分
として測定されなければならない。非支配持分の他の構成要素は全て取得日公正価値で測定される。この選
択は、取引ごとに行うことが可能である。
―取得企業に発生した取引費用は、発生時に費用処理されなければならない。
IAS第27号の修正及びその結果としてのIAS第21号の修正は、支配に変更がない場合に、非支配持分との全取引
の影響額（為替換算差損益を含む。）を資本に計上することを要求している。さらに、当該基準は、支配が喪失さ
れた場合の会計処理、すなわち当該事業体に対する残余持分は公正価値で再測定され、利得又は損失（為替換算
差損益を含む。）は純損益に認識されなければならないことを規定している。IAS第21号の修正はさらに、支配の
喪失を伴わない子会社の資本金の一部払戻しの際に繰り延べられた為替換算差損益は純損益に振り替えるべき
でないことを明確にしている。
UBSは、IFRS第３号、IAS第27号及びIAS第21号の修正を2010年１月１日に将来に向かって適用した。修正後の指
針の適用は、UBSの財務書類に重要な影響を及ぼさなかった。

IAS第１号（改訂）「財務書類の表示」
2009年１月１日付で適用された国際会計基準（以下「IAS」という。）第１号の改訂は、所有者持分変動の表示
及び包括利益の表示に影響を及ぼした。UBSでは、引き続き、所有者持分の変動は「持分変動計算書」において表
示しているが、為替換算、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び売却可能金融投資等の所有者以外の持分の変動に関
連する場合の詳細な情報については、「包括利益計算書」に表示された。
2009年１月１日付でこれらの改訂基準を適用した際、UBSはまた、「持分変動計算書」の形式を修正し、過年度
の財務書類における「認識収益費用計算書」を「包括利益計算書」に差し替えた。
さらに、UBSは、トラスト優先証券からの配当金の会計処理を再評価した。トラスト優先証券の資本性金融商品
としての分類に従って、UBSは、クーポンの支払いが義務づけられた時点、すなわち契約上決定された事象により
その義務が発生した際に、配当金全額の支払義務に対する負債を認識する。損益計算書においては、同額がUBS株
主に帰属する当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益に振り替えられる。

IFRS第８号「事業セグメント」
UBSは、2009年１月１日付でIFRS第８号「事業セグメント」を適用した。同基準は、IAS第14号「セグメント報
告」を差し替えるものである。新しい基準の規定に基づき、現在、UBSの外部向けセグメント報告は、経営資源の配
分方法を決定し、報告セグメントの業績を評価するグループ執行役員会 (又は「最高経営意思決定者」)への内
部の経営者向け報告に基づいている。詳細については34)の項及び注記２を参照。

IFRS第７号（改訂）「金融商品：開示」
この基準は、国際会計基準審議会（以下「IASB」という。）が「金融商品に関する開示の改善」の修正を公表
した2009年３月に改訂された。当該修正は、2009年１月１日付で適用され、公正価値測定及び流動性リスクに関す
る開示の改善を要求している。
改善後の公正価値測定の開示規定には以下が含まれる。すなわち、公正価値ヒエラルキー（つまり、全ての金融
商品の、関連する定義に基づいたレベル１、２、及び３への分類）、レベル１とレベル２との間の重要な振替、レベ
ル３商品の期首残高から期末残高への調整（レベル３変動表）、貸借対照表日現在まだ保有しているポジション
に係るレベル３の利益又は損失、並びにレベル３商品のポジション合計についての感応度の情報及び当該情報の
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計算の基礎が含まれる。
修正後の流動性リスクの開示規定は、デリバティブ以外の金融負債に関する満期情報については以前の規定を
ほとんど引き継いでいるが、デリバティブ金融負債に関する満期情報の規定については修正している。

IFRIC第16号「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」
IFRIC第16号は2008年10月１日に公表され、2009年１月１日付で適用となった。IFRIC第16号は、在外営業活動体
に対する純投資のヘッジにおいて、ヘッジされるリスクとして適格な為替リスクの識別、ヘッジ会計に適格とな
るためには、在外営業活動体に対する純投資のヘッジであるヘッジ手段を企業集団の中のどこで保有できるの
か、及びヘッジ手段とヘッジ対象の双方について、資本から純損益に振り替える金額を企業がどのように算定す
べきかに関する指針を提供している。この解釈指針は、UBSの財務書類に重要な影響を及ぼさなかった。

IAS第24号「関連当事者についての開示」
IASBは、2009年11月にIAS第24号「関連当事者についての開示」を修正した。当該修正は、遅くとも2011年１月
１日付で適用される。UBSは、2009年度の年次財務書類に改訂後の規定を早期適用した。当該改訂基準は、関連当事
者、特にUBSとUBSの主要な経営者個人又はその近親者の関連会社との関係の定義を修正している。UBSとUBSの主
要な経営者個人が支配又は共同支配を有さない関連会社との間の取引は、関連当事者間取引とはみなされなく
なった。

c) 2012年度以後に適用される国際財務報告基準及び解釈指針

IAS第12号「法人所得税」の修正
2010年12月に、IASBは、IAS第12号「法人所得税」の修正を公表した。この修正は、SIC解釈指針第21号「法人所
得税－再評価された非減価償却資産の回収」における従前の指針の原則を組み込み、当該解釈指針は廃止され
た。
IAS第12号は、一般に企業が資産の帳簿価額の回収を見込んでいる方法（例えば、売却又は使用）に伴って生じ
る税効果を反映して、当該資産に係る繰延税金を測定することを企業に要求している。ただし、この修正の下で
は、投資不動産は売却を通じて回収されるという反証可能な推定がある。当該修正は、公正価値モデルを使用して
投資不動産を測定する際の、繰延税金負債及び繰延税金資産の測定のための実際的な方法を提供している。
当該修正は、2012年１月１日以降開始する事業年度に適用され、早期適用も可能である。当該修正基準は、UBSの
財務書類に重要な影響を及ぼさないと予想される。

IFRS第９号「金融商品」
IASBは、2009年11月、IFRS第９号「金融商品」を公表した。当該基準には、金融資産の分類及び測定に関する指
針の改訂が含まれている。2010年10月、IASBは、金融負債及び金融商品の認識の中止に関する指針を含めるために
IFRS第９号を更新した。IFRS第９号の公表は、IAS第39号「金融商品：認識及び測定」を置き換える、多段階プロ
ジェクトの最初の部分の完了を表している。
当該基準は、金融資産の管理に関する企業の事業モデル及び金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に
基づいて全ての金融資産を純損益を通じて公正価値により測定する金融資産又は償却原価で測定される金融資
産として分類することを要求している。金融資産が償却原価による測定のための基準を満たす場合、会計上のミ
スマッチを大幅に低減又は排除するのであれば、公正価値オプションに基づいて当該資産を純損益を通じて公正
価値により測定するものとして指定することができる。トレーディング目的保有でない資本性金融商品は、その
他の包括利益(以下「OCI」という。)を通じて公正価値で会計処理することができる。
金融負債の会計処理に関する当該指針には、１つの例外、すなわち純損益を通じて公正価値での測定を指定さ
れた金融負債に関連する企業自身の信用リスクの変動による公正価値の変動は、純損益でなくOCIに直接認識さ
れる点を除いて変更はない。実現利得又は損失のOCIから純損益へのその後のリサイクリングはない。
UBSは現在、財務書類に対する当該新基準の影響を評価している。2011年12月に、IASBは、強制適用の発効日を
2013年１月１日から2015年１月１日に延期する、IFRS第９号「金融商品」の修正を公表した。さらに、当該修正
は、IFRS第９号を適用する影響に関して比較財務書類を修正再表示する要求からの救済措置を提供している。
IFRS第９号の早期適用は依然として認められている。

IFRS第７号「金融商品：開示」の修正
2010年10月に、IASBは、IFRS第７号「金融商品：開示」の修正を公表し、報告日現在で事業体が譲渡資産に対し
て継続的関与を留保する譲渡を含む、金融資産の譲渡に係る追加的な開示を提供している。当該修正は、資産を譲
渡した企業に残っている可能性のあるリスクの潜在的な影響を理解することを含む、金融資産の譲渡取引につい
て財務書類利用者が理解を深められるようにすることを可能にすることを目的としている。強制適用の発効日
は、2011年７月以降開始する事業年度であり、早期適用も認められている。UBSは、2012年１月１日付でこの新基準
を適用する予定である。

IFRS第10号「連結財務書類」
2011年５月に、IASBはIFRS第10号「連結財務書類」を公表した。これは、ある企業が他の企業を連結すべきかど
うかを評価するために、支配に基づく単一のモデルを確立している。IFRS第10号は、全ての種類の企業に適用さ
れ、SIC第12号「連結―特別目的事業体」及びIAS第27号「連結及び個別財務書類」の一部を置き換えている。
IFRS第10号は、企業は、自身が支配する他の全ての企業を連結しなければならないという現行の原則に基づいて
いる。IFRS第10号における支配の定義は、パワーの存在、変動リターンに対するエクスポージャー及び企業自身の
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リターンに影響を及ぼすようにパワーを用いる能力に重点を置いている。支配の決定は現在の事実及び状況に基
づいており、継続的に評価される。議決権又は契約上の権利がパワーの証拠となり得る場合があり、又は、これら
二つの組み合わせにより、投資企業がパワーを有することになる場合がある。支配が存在するために、パワーは行
使されている必要はない。議決権の過半数を保有する投資企業は、制約もしくはその他の状況がない場合、パワー
の基準を満たすとされる。
当該基準は、この評価の実施が困難な状況における支配の決定を支援する追加的な指針を提供している。例え
ば、IFRS第10号は、本人である企業だけが支配を有することができることから、意思決定権を有する企業が本人で
あるか又は代理人であるかの評価に関する指針を取り入れている。
UBSは現在、当該新基準の当行の財務書類に対する影響を評価している。強制適用の発効日は2013年１月１日で
あり、早期適用も認められている。

IFRS第11号「共同支配の取決め」
2011年５月に、IASBはIFRS第11号「共同支配の取決め」を公表した。これによりIAS第31号「ジョイント・ベン
チャーに対する持分」及びSIC第13号「共同支配企業―共同支配投資企業による非貨幣性資産の拠出」は廃止さ
れる。IFRS第11号に基づく共同支配の取決めの区分は、（現行の様に）共同支配の取決めの法的形式ではなく、そ
の権利及び義務によって決定される。当該基準は、比例連結アプローチを廃止し、共同支配企業に対する持分を持
分法にて会計処理することを求めることによって、共同支配の取決めの報告における矛盾点に対処している。
UBSは、現在比例連結アプローチを適用していないため、当該新基準が当行の財務書類に重要な影響を及ぼすと
見込んでいない。強制適用の発効日は2013年１月１日であり、早期適用も認められている。

IFRS第12号「他の企業への関与の開示」
2011年５月に、IASBはIFRS第12号「他の企業への関与の開示」を公表した。この基準は、IFRS第10号「連結財務
書類」及びIFRS第11号「共同支配の取決め」の２つの新基準に基づいて報告する全ての企業に対する新しい包
括的な開示規定に係る指針を提供している。これは、IAS第28号「関連会社に対する投資」に含まれている現行の
開示規定を置き換えるものである。当該基準は、子会社、関連会社、共同支配の取決め及び特に非連結の組成され
た企業に対する企業の関与に関連する、性質、リスク及び財務的影響を財務書類利用者が評価することができる
ような情報を開示することを企業に要求している。
UBSは現在、当該新基準の当行の財務書類に対する影響を評価している。強制適用の発効日は2013年１月１日で
あり、早期適用も認められている。

IFRS第13号「公正価値測定」
2011年５月に、IASBはIFRS第13号「公正価値測定」を公表した。この基準により、IFRS及び米国GAAPを改善し、
両基準のコンバージェンスを実施する、IASBと米国財務会計基準審議会（以下「FASB」という。）の主要なプロ
ジェクトの１つが完了することとなる。この新基準は、公正価値を定義し、公正価値の決定に関する指針を提供
し、公正価値測定に関する一貫性のある開示規定を織り込んでいる。当該基準は、新しい公正価値測定を導入する
ものでも、公正価値測定に対する実行可能性上の例外を排除するものでもない。
IFRS第13号は、公正価値を、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却して受け取るで
あろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格（すなわち、出口価格）として、初めて明確に定義す
ることにより、整合性を高め複雑性を低減している。当該定義では、公正価値は市場に基づく測定値であって、企
業固有の測定値ではないことを強調していることから、資産を保有する又は負債を決済するもしくは義務を履行
する企業の意図は、公正価値の測定にあたっては関連性がない。IFRS第13号は、特定の市場リスク又は契約相手先
の信用リスクのポジションを相殺する金融資産グループ及び金融負債グループを保有し、いずれかのリスクに対
する企業のネット・エクスポージャーに基づきこれらの保有を管理している報告企業に対して、基本的な公正価
値の測定原則についての限定的な例外を認めている。この例外は、一定の要件が満たされる場合に、市場参加者に
よるネット・リスク・ポジションの価格決定方法と整合する方法で、報告企業が資産又は負債のネット・ポジ
ションの公正価値を測定することを認めている。
基準設定主体は、依然としてIAS第39号の指針が適用されている「取引初日」の損益の扱いに関するコンバー
ジェンスを達成していない。UBSは現在、当該新基準の当行の財務書類に対する影響を評価している。強制適用の
発効日は2013年１月１日であり、早期適用も認められている。

IAS第１号「財務書類の表示」
2011年６月に、IASBはIAS第１号（改訂）「財務書類の表示」を公表した。当該改訂基準は、表示上、その他の包
括利益（以下「OCI」という。）の項目をその後の期間に純損益にリサイクルされる可能性のあるものとそうで
ないものにグループ化することを要求している。また、当該改訂基準は、OCI項目と純損益項目は単一の計算書又
は２つの連続した計算書のいずれかにおいて表示されなければならないとする現行の規定を再確認している。現
在、当行のOCI項目は全て純損益にリサイクルされているが、IAS第19号（改訂）「従業員給付」及びIFRS第９号
「金融商品」の適用に伴い、これは変更される。両会計基準の適用により、その後の期間に純損益にリサイクルさ
れないOCI項目が生じるためである。強制適用の発効日は2013年１月１日であり、早期適用も認められている。

IAS第19号（改訂）「従業員給付」
2011年６月に、IASBはIAS第19号「従業員給付」の改訂（以下「IAS第19号Ｒ」又は「当該改訂基準」とい
う。）を公表した。当該改訂基準は、退職後給付の認識、表示及び開示の変更を導入している。IAS第19号Ｒは、数理
計算上の差異の認識を繰り延べる「回廊法」を廃止している。代わりに、数理計算上の差異は、全て直ちにその他
の包括利益（OCI）に認識される。さらに、IAS第19号Ｒは、確定給付債務の測定に使用される割引率を用いて求め
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られた確定給付債務（資産）の純額に係る利息の純額を損益計算書に認識することを求めている。この影響によ
り、制度資産に係る期待収益を認識する現行の概念は排除された。この改訂基準はまた、確定給付型制度の開示規
定を強化し、確定給付型制度の特性及びこれらの制度に加入することによって企業がさらされるリスクについて
のより多くの情報が提供されることになる。強制適用の発効日は2013年１月１日であり、早期適用も認められて
いる。UBSは、強制適用の発効日より前にIAS第19号Ｒを適用すべきかについて評価している。
IAS第19号Ｒの適用による主な影響は、UBSがその他の資産及びその他の負債に含まれる繰延年金費用及び未払
年金負債の認識を中止し、確定給付型制度の会計上の積立不足の合計額をその他の負債に認識することである。
損益計算書における変更は、利息費用、制度資産の期待収益及び数理計算上の差異の償却費がなくなることであ
る。これは、確定給付債務純額に割引率を適用して計算した利息純額に置き換えられることになる。
仮にUBSが2011年度財務書類にIAS第19号Ｒを適用していた場合、年度末においてその他の資産は約33億スイス
・フラン減少し、その他の負債は約31億スイス・フラン増加し、繰延税金資産は約12億スイス・フラン増加して
いたことになる。これらの変動の影響は、適用時に資本項目を通じて反映される。これらの見積額には、スイスの
年金制度におけるリスク分担の特徴を反映するための確定給付債務の潜在的な減少額は考慮されていない。これ
は、そのような減少額を決定することが実行可能でないためである。さらに、UBSの規制自己資本に対するこれら
の変動の影響は、引き続きFINMAからの明確な指針の対象である。UBSがIAS第19号Ｒを強制適用の発効日より早期
に適用することを選択した場合、UBSは今後2012年度内にさらに情報を開示する予定である。

IAS第32号「金融商品：表示」及びIFRS第７号「金融商品：開示」
2011年12月に、IASBは、IAS第32号「金融商品：表示」及びIFRS第７号「金融商品：開示」の修正を公表し、金
融資産及び金融負債の相殺に関連する、会計上の要求及び開示を修正した。
IAS第32号の修正は、貸借対照表上での相殺を行うために、取決めが、通常の業務過程においてのみならず、債務
不履行、倒産又は支払不能が発生した場合にも法的強制力がなければならないことを要求することにより、現行
の実務を変更している。さらに、相殺の権利は全当事者の間で相互性があることが実証されなければならない。ま
た、当該修正は、総額決済システムがどのような場合に純額決済と同等の機能を有効に果たすかを判断するため
の追加的な指針を提供している。
さらに、IASBは同時に、企業の財務ポジションに係る契約の相殺による影響（又は潜在的な影響）を利用者が
評価できるようにすることを目的とした開示規定を公表した。IFRS第７号「金融商品：開示」の修正は、貸借対
照表において純額表示しているかどうかにかかわらず、マスター・ネッティング契約及び類似の契約に関連する
総額及び純額の両方（金融担保の影響を含む。）を開示することを企業に要求している。
UBSは、当該修正基準が財務書類に及ぼす影響を現在評価している。IAS第32号の修正は、2014年１月１日以降開
始する事業年度に適用される。IFRS第７号の修正は、2013年１月１日以降開始する事業年度に適用される。

次へ 
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注記２a セグメント報告

UBS AGは、UBSグループ（以下「当グループ」という。）の親会社である。当グループの運営組織は、コーポレー
ト・センター及び次の４つの事業部門、すなわちウェルス・マネジメント＆スイス・バンク、ウェルス・マネジ
メント・アメリカズ、グローバル・アセット・マネジメント及びインベストメント・バンクから構成されてい
る。セグメント報告目的で、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク事業部門は、ウェルス・マネジメント及び
リテール＆コーポレートの２つの報告セグメントに分割されている。そのため財務書類に表示されるのは、コー
ポレート・センター（内部の管理組織及び責任を反映する。）の他に全部で５つの報告セグメントになる。コー
ポレート・センターは、事業セグメントとみなされていない。

ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク
ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク事業部門は、世界中の富裕層及び超富裕層の個人顧客（ウェルス・
マネジメント・アメリカズがサービス提供する顧客を除く。）、並びにスイスにおける個人顧客及び法人顧客に
包括的な金融サービスを提供することに重点を置いている。当行のウェルス・マネジメント事業部門は、スイス
を含む、40を超える国々において、それぞれのニーズに合わせた、金融についての助言、商品及びツールを顧客に
提供している。当社のリテール＆コーポレート事業部門は、個人及び法人顧客に、預金及び貸出等の一連の銀行
サービスを提供しており、スイスにおいて、全ての顧客セグメントにわたり主導的な立場を維持している。2012年
度第１四半期より、ウェルス・マネジメント及びリテール＆コーポレートを別個の事業部門として表示し、事業
部門ではなくなるウェルス・マネジメント＆スイス・バンクは報告されなくなる。

ウェルス・マネジメント・アメリカズ
ウェルス・マネジメント・アメリカズ事業部門は、超富裕層及び富裕層の個人顧客並びにその家族のニーズに
応えるよう特に企画された、総合的な一連の商品及びサービスを提供するファイナンシャル・アドバイザーを通
じて、助言に基づくソリューションを提供している。これには、米国内の事業、カナダ国内の事業及び米国で記帳
される国際事業が含まれる。

グローバル・アセット・マネジメント
グローバル・アセット・マネジメント事業部門は、地域、投資能力及び販売経路にわたって分散化された事業
を有し、大規模な資産運用を行っている。同事業部門は、主要な従来型の資産クラス及びオルタナティブ資産クラ
スの全てにわたる、投資能力及び投資スタイルを提供している。これには、株式、債券、通貨、ヘッジ・ファンド、不
動産、インフラストラクチャー及びプライベート・エクイティが含まれ、マルチ・アセット戦略による組み合わ
せも可能である。ファンド・サービス事業は専門的なサービスを提供しており、これには従来型投資ファンド及
びオルタナティブ・ファンドの法的な設立手続及び会計・報告業務が含まれる。

インベストメント・バンク
インベストメント・バンク事業部門は、株式、債券、為替及びコモディティに関する広範な商品及びサービス
を、法人、機関投資家、ソブリン及び政府機関、金融仲介機関、オルタナティブ資産運用会社並びにUBSのウェルス
・マネジメントの顧客に提供している。インベストメント・バンク事業部門は、キャピタル・マーケットにおけ
るフロー取引のアクティブな参加者であり、その取引には販売、トレーディング、及び様々な有価証券のマーケッ
ト・メイキングを含む。幅広い層の顧客に金融ソリューションを提供し、助言及び分析サービスを全ての主要な
資本市場において行っている。

コーポレート・センター
コーポレート・センターは、財務サービスを提供し、リスク管理、財務、法務及びコンプライアンス、資金調達、
自己資本及びバランスシート管理、非トレーディング・リスクの管理、コミュニケーション及びブランド化、人
事、情報技術、不動産、購買、経営企画、並びにサービス・センターなどの分野において、事業部門及び当グループ
のために、支援及び管理機能を運営している。コーポレート・センターは、これらの活動に関連する財務収益、営
業費用及び人件費の大部分を、資金及びサービスの利用レベルに基づいて事業部門に配分している。また、コーポ
レート・センターは、SNBスタブファンドのオプション及び以前はインベストメント・バンク事業部門で取り
扱っていたレガシー・ポートフォリオ（2012年度第１四半期より開始）などの中央管理しているポジションを
含む。

報告セグメント間の取引は、内部で合意済みの価格で又は独立第三者間取引として実施され、各セグメントの
業績に反映されている。収益分配契約は、外部顧客収益をセグメントに配分するために使用され、費用配分契約は
セグメント間の分担費用を配分するために使用されている。

ウェルス・マネジメント＆

スイス・バンク

ウェルス・

マネジメント・

アメリカズ

グローバル・

アセット・

マネジメント

インベスト

メント・

バンク

コーポ

レート・

センター UBS

単位：百万スイス・フラン

ウェルス・

マネジメント

リテール＆

コーポレート

2011年12月31日終了事業年度
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受取利息純額 1,968 2,328 729 (15) 1,933(117) 6,826

受取利息以外 5,666 1,858 4,571 1,817 7,096 37 21,046

収益
1,2,3 7,634 4,186 5,300 1,803 9,029 (80) 27,872

貸倒引当金(繰入額)／戻入額 11 (101) (6) 0 12 (1) (84)

営業収益合計 7,645 4,085 5,295 1,803 9,040 (80) 27,788

人件費 3,258 1,666 3,840 955 5,801 71 15,591

一般管理費 1,192 834 783 375 2,637 139 5,959

他の事業部門(に対する)／
からのサービス 318 (470) (9) (1) 161 3 0

有形固定資産減価償却費 165 136 99 38 254 70 761

無形資産償却費
4 37 0 48 8 34 0 127

営業費用合計
5,6 4,969 2,166 4,760 1,375 8,886 283 22,439

継続事業からの税引前業績 2,676 1,919 534 428 154 (363) 5,350

非継続事業からの税引前業績 0 0 0 0 0 0 0

税引前業績 2,676 1,919 534 428 154 (363) 5,350

継続事業に係る税金費用／(税務上の
便益) 923

非継続事業に係る税金費用 0

純利益 4,427

追加情報

資産合計
7,8 100,598148,697 54,150 15,3521,073,59026,7751,419,162

非流動資産への追加 5 22 25 18 110 1,012 1,192

1
2011年12月31日終了事業年度の売却可能金融投資の減損は、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクが28百万スイス・フラン、インベス

トメント・バンクが12百万スイス・フランであった。
2
当グループのセグメント間収益の合計は、収益の大部分が収益分配契約により事業部

門全体にわたって配分されるため、重要ではない。
3
インベストメント・バンクの自己クレジットについての追加情報に関しては、「注記26 

金融商品の公正価値」を参照。
4
事業部門別ののれん及びその他の無形資産についての追加情報に関しては、「注記16　のれん及び無形資

産」を参照。
5
事業再編費用についての追加情報に関しては、「注記37 事業再編及び処分」を参照。

6
2010年からの追加的なコーポレート・セ

ンターの費用の事業部門に対する配分についての追加情報に関しては、「注記１b) 会計方針の変更、比較可能性、及びその他の修正」を参

照。
7
セグメント資産は第三者の観点に基づいている。すなわち当該金額には連結会社間残高は含まれていない。

8
2011年12月30日に、レガシー

・ポートフォリオをインベストメント・バンクからコーポレート・センターに移すことが合意された。内部報告上必要な変更がすべて実施

されることになる2012年度第１四半期から、レガシー・ポートフォリオは、コーポレート・センターの報告セグメントとして表示される。

報告セグメント間の取引は、内部で合意済みの価格で又は独立第三者間取引として実施され、各セグメントの
業績に反映されている。収益分配契約は、外部顧客収益をセグメントに配分するために使用され、費用配分契約は
セグメント間の分担費用を配分するために使用されている。

ウェルス・マネジメント＆

スイス・バンク

ウェルス・

マネジメント・

アメリカズ

グローバル・

アセット・

マネジメント

インベスト

メント・

バンク

コーポ

レート・

センター UBS

単位：百万スイス・フラン

ウェルス・

マネジメント

リテール＆

コーポレート

2010年12月31日終了事業年度

受取利息純額 1,737 2,422 695 (17) 2,235(858) 6,215

受取利息以外 5,608 1,524 4,870 2,075 9,7751,993 25,845

収益
1,2,3 7,345 3,946 5,565 2,058 12,0101,135 32,060

貸倒引当金(繰入額)／戻入額 11 (76) (1) 0 0 0 (66)

営業収益合計 7,356 3,870 5,564 2,058 12,0101,135 31,994

人件費 3,153 1,625 4,225 1,096 6,743 78 16,920

一般管理費 1,264 836 1,223 400 2,693 168 6,585

他の事業部門(に対する) ／
からのサービス 449 (509) (6) (5) 64 8 0

有形固定資産減価償却費 163 146 198 43 278 89 918

無形資産償却費
4 19 0 55 8 34 0 117

営業費用合計
5 5,049 2,098 5,694 1,542 9,813 343 24,539

継続事業からの税引前業績 2,308 1,772 (130) 516 2,197 793 7,455

非継続事業からの税引前業績 0 0 0 0 0 2 2
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税引前業績 2,308 1,772 (130) 516 2,197 795 7,457

継続事業に係る税金費用／(税務上
の便益) (381)

非継続事業に係る税金費用 0

純利益 7,838

追加情報

資産合計
6 94,056 153,101 50,071 15,894966,94537,1801,317,247

非流動資産への追加 25 12 48 8 32 467 593

1
2010年12月31日終了事業年度の売却可能金融投資の減損は、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクが45百万スイス・フラン、グローバ

ル・アセット・マネジメントが２百万スイス・フラン、インベストメント・バンクが41百万スイス・フラン、コーポレート・センターが

(16)百万スイス・フランであった。
2
当グループのセグメント間収益合計は、収益の大部分が収益分配契約により事業部門全体にわたって配

分されるため、重要ではない。
3
インベストメント・バンクの自己クレジットについての追加情報に関しては、「注記26 金融商品の公正価

値」を参照。
4
事業部門別ののれん及びその他の無形資産についての追加情報に関しては、「注記16 のれん及び無形資産」を参照。

5
2010年か

らの追加的なコーポレート・センターの費用の事業部門に対する配分についての追加情報に関しては、「注記１b) 会計方針の変更、比較可

能性及びその他の修正」を参照。
6
セグメント資産は第三者の観点に基づいている。すなわち当該金額には連結会社間残高は含まれていな

い。

報告セグメント間の取引は、内部で合意済みの価格で又は独立第三者間取引として実施され、各セグメントの
業績に反映されている。収益分配契約は、外部顧客収益をセグメントに配分するために使用され、費用配分契約は
セグメント間の分担費用を配分するために使用されている。

ウェルス・マネジメント＆

スイス・バンク

ウェルス・

マネジメント・

アメリカズ

グローバル・

アセット・

マネジメント

インベスト

メント・

バンク

コーポ

レート・

センター UBS

単位：百万スイス・フラン

ウェルス・

マネジメント

リテール＆

コーポレート

2009年12月31日終了事業年度

受取利息純額 1,853 2,681 800 2 2,339(1,229)6,446

受取利息以外 5,574 1,415 4,746 2,134 2,4941,623 17,987

収益
1,2,3 7,427 4,096 5,546 2,137 4,833 394 24,433

貸倒引当金(繰入額)／戻入額 45 (178) 3 0 (1,698)(5) (1,832)

営業収益合計 7,471 3,918 5,550 2,137 3,135 389 22,601

人件費 3,360 1,836 4,231 996 5,568 551 16,543

一般管理費 1,182 835 1,017 387 2,628 199 6,248

他の事業部門(に対する)／からの
サービス 428 (518) 4 (74) (147) 306 0

有形固定資産減価償却費 154 136 170 36 360 193 1,048

のれんの減損 0 0 34 340 749 0 1,123

無形資産償却費 67 0 62 13 59 0 200

営業費用合計
4 5,191 2,289 5,518 1,698 9,2161,250 25,162

継続事業からの税引前業績 2,280 1,629 32 438 (6,081)(860) (2,561)

非継続事業からの税引前業績 0 0 0 0 0 (7) (7)

税引前業績 2,280 1,629 32 438 (6,081)(867) (2,569)

継続事業に係る税金費用／(税務上
の便益) (443)

非継続事業に係る税金費用 0

純利益 (2,125)

追加情報

資産合計
5 109,627138,513 53,197 20,238991,96426,9991,340,538

非流動資産への追加 13 30 59 11 81 745 939

1
2009年12月31日終了事業年度の売却可能金融投資の減損は、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンクが158百万スイス・フラン、グロー

バル・アセット・マネジメントが20百万スイス・フラン、インベストメント・バンクが142百万スイス・フラン、コーポレート・センターが

29百万スイス・フランであった。
2
当グループのセグメント間収益合計は、収益の大部分が収益分配契約により事業部門全体にわたって配分

されるため、重要ではない。
3
インベストメント・バンクの自己クレジットについての追加情報に関しては、「注記26 金融商品の公正価値」

を参照。
4
2010年からの事業部門に対する追加的なコーポレート・センターの費用の配分についての追加情報に関しては、「注記１b) 会計

方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。
5
セグメント資産は第三者の観点に基づいている。すなわち当該金額には連結会社間残

高は含まれていない。
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注記２b 地域別セグメント報告

営業収益及び非流動資産の地域別分析は、取引及び資産が計上されている事業体の所在地を基礎としている。
当グループの部門は、商品ラインごとに当グループにとって最大限可能な収益性を生み出すために、部門相互の
協力及び当行の顧客の利益に重点を置きながら、世界中で自主的に運営されている。営業収益及び非流動資産の
地域別分析は、IFRSに準拠して記載されている。

2011年12月31日終了事業年度

営業収益合計 非流動資産合計

単位：

百万スイス・フラン 割合％

単位：

百万スイス・フラン 割合％

スイス 11,494 41 5,045 31

英国 1,385 5 653 4

その他欧州 1,638 6 1,026 6

米国 9,324 34 8,617 53

アジア太平洋 3,689 13 407 3

その他国外 258 1 429 3

合計 27,788 100 16,177 100

2010年12月31日終了事業年度

営業収益合計 非流動資産合計

単位：

百万スイス・フラン 割合％

単位：

百万スイス・フラン 割合％

スイス 12,670 40 4,922 31

英国 2,791 9 594 4

その他欧州 1,514 5 1,078 7

米国 10,752 34 8,673 54

アジア太平洋 3,796 12 394 2

その他国外 470 1 418 3

合計 31,994 100 16,080 100

2009年12月31日終了事業年度

営業収益合計 非流動資産合計

単位：

百万スイス・フラン 割合％

単位：

百万スイス・フラン 割合％

スイス 11,939 53 5,137 28

英国 (3,999) (18) 743 4

その他欧州 1,264 6 1,266 7

米国 9,333 41 9,928 55

アジア太平洋 3,770 17 451 2

その他国外 294 1 565 3

合計 22,601 100 18,090 100

損益計算書の注記

注記３　受取利息純額及びトレーディング収益純額

下記の「事業活動別の内訳」の表では、受取利息純額及びトレーディング収益純額をそれらを獲得する事業ご
とに分析している。トレーディング業務からの純利益は、貸出業務を含む、インベストメント・バンクによる受取
利息とトレーディング収益の両方、及び他の事業部門によるトレーディング収益を含んでいる。マージン業務か
らの純利益は、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク及びウェルス・マネジメント・アメリカズのローン・
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ポートフォリオからの受取利息で構成されている。資金業務及びその他からの純利益は、当グループの集約され
た財務部門からの全収益を反映している。

終了事業年度 変化率（％）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

対2010年

12月31日

受取利息純額及びトレーディング収益純額

受取利息純額 6,826 6,215 6,446 10

トレーディング収益純額 4,343 7,471 (324) (42)

受取利息純額及びトレーディング収益純額合計 11,169 13,686 6,122 (18)

事業活動別の内訳

トレーディング業務からの純利益
1 5,964 7,508 382 (21)

マージン業務からの純利益 4,874 4,624 5,053 5

資金業務及びその他からの純利益 332 1,554 687 (79)

受取利息純額及びトレーディング収益純額合計 11,169 13,686 6,122 (18)

受取利息純額
2

受取利息

貸出金及び前渡金に係る受取利息
3,4 9,925 10,603 13,202 (6)

借入有価証券及びリバース・レポ契約に係る

受取利息 1,716 1,436 2,629 19

トレーディング・ポートフォリオからの受取利息

及び受取配当金 5,466 6,015 7,150 (9)

公正価値での測定を指定された金融資産に係る

受取利息 248 262 316 (5)

売却可能金融投資からの受取利息及び受取配当金 615 557 164 10

合計 17,969 18,872 23,461 (5)

支払利息

銀行及び顧客への支払利息
5 2,040 1,984 3,873 3

貸付有価証券及びレポ契約に係る支払利息 1,352 1,282 2,179 5

トレーディング・ポートフォリオからの支払利息

及び支払配当金 2,851 3,794 3,878 (25)

公正価値での測定を指定された金融負債に係る

支払利息 1,993 2,392 2,855 (17)

社債利息 2,907 3,206 4,231 (9)

合計 11,143 12,657 17,016 (12)

受取利息純額 6,826 6,215 6,446 10

1
インベストメント・バンクの貸出業務を含む。

2
利息には、外貨建ての貸出金及び預金の短期金利リスクの管理に用いる通貨スワップのフォ

ワード・ポイントが含まれている。
3
減損が認められた貸出金及び前渡金に係る受取利息について、2011年度は20百万スイス・フラン、2010

年度は37百万スイス・フラン、2009年度は66百万スイス・フランを含む。
4
デリバティブに係る差入担保金の受取利息が含まれている。

5
デリ

バティブに係る受入担保金の支払利息を含んでいる。

終了事業年度 変化率（％）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

対2010年

12月31日

トレーディング収益純額
1

インベストメント・バンクの株式及びインベストメント・

バンキング 601 2,356 2,462 (74)

インベストメント・バンクの債券、通貨及びコモディティ 2,183 2,000 (5,455) 9

その他の事業部門及びコーポレート・センター 1,559 3,115 2,668 (50)
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トレーディング収益純額 4,343 7,471 (324) (42)

内、公正価値での測定を指定された金融資産からの

純利得／(損失) 419 465 678 (10)

内、公正価値での測定を指定された金融負債から

の純利得／(損失)
2 7,437 (1,001) (6,741)

1
トレーディング業務からの純利益については、前頁（訳者注：原文の頁）の「受取利息純額及びトレーディング収益純額」の表を参照

（説明については、関連する序文コメントを参照）。
2
公正価値での測定を指定された金融負債に関連するヘッジの公正価値の変動も、ト

レーディング収益純額に報告されている。自己クレジットに関する追加情報に関しては、「注記26 金融商品の公正価値」を参照。

2011年度のトレーディング収益純額には、未承認取引による1,849百万スイス・フランの損失が含まれており、
インベストメント・バンクの株式に反映されている。
2011年度のトレーディング収益純額には、モノラインの信用プロテクションに係る信用評価調整284百万スイ
ス・フランの損失が含まれており、インベストメント・バンクの債券事業、為替事業及びコモディティ事業に反
映されている。2010年度は667百万スイス・フランの利得であった。
→モノラインへのエクスポージャーについての詳細は当報告書（訳者注：原文の年次報告書。以下同じ。）の

「リスク管理及び統制」のセクション（訳者注：原文の「Risk management and control」のセクション。以下
同じ。）を参照。

2011年度のトレーディング収益純額には、SNBスタブファンドの株式を取得する当行のオプションの評価によ
る133百万スイス・フランの損失が含まれていたのに対し、2010年度には745百万スイス・フランの利得が含まれ
ていた。これらは、その他の事業部門及びコーポレート・センターに反映されている。
→モノラインへのエクスポージャー及びSNBスタブファンドの株式を取得するオプションについての詳細は

当報告書の「リスク管理及び統制」のセクションを参照。

注記４ 受取報酬及び手数料純額

終了事業年度 変化率（％）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

対2010年

12月31日

株式引受報酬 626 1,157 1,590 (46)

債券引受報酬 554 755 796 (27)

引受報酬合計 1,180 1,912 2,386 (38)

M&A及びコーポレート・ファイナンス報酬 992 857 881 16

仲介報酬 4,169 4,930 5,400 (15)

投資信託報酬 3,577 3,898 4,000 (8)

ポートフォリオの運用及びアドバイザリー報酬 5,551 5,959 5,863 (7)

保険関連及びその他の報酬 368 361 264 2

有価証券取引及び投資活動に係る報酬合計 15,837 17,918 18,794 (12)

信用関連報酬及び手数料 438 448 339 (2)

その他サービスからの手数料 827 850 878 (3)

受取報酬及び手数料合計 17,102 19,216 20,010 (11)

支払仲介手数料 933 1,093 1,231 (15)

その他 933 964 1,068 (3)

支払報酬及び手数料合計 1,866 2,057 2,299 (9)

受取報酬及び手数料純額 15,236 17,160 17,712 (11)

内、仲介報酬純額 3,236 3,837 4,169 (16)

注記５ その他の収益

終了事業年度 変化率（％）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

対2010年

12月31日

関連会社及び子会社
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連結子会社処分純利得／(損失)
1 (18) (7) 96 157

関連会社投資処分純利得／(損失) 20 256 (1) (92)

関連会社の純利益に対する持分 42 81 37 (48)

合計 44 331 133 (87)

売却可能金融投資

処分純利得／(損失) 926 204 110 354

減損損失 (39) (72) (349) (46)

合計 887 132 (239) 572

不動産収益純額
2 38 53 72 (28)

不動産投資純利得／(損失)
3 9 8 (39) 13

その他
4 490 690 672 (29)

その他の収益合計 1,467 1,214 599 21

1
子会社の処分又は連結除外の際に資本から振り替えられた為替換算損益を含む。

2
第三者から受け取った賃貸料純額及び営業費用純額を含

む。
3
公正価値で評価された投資不動産及び担保権実行資産からの未実現及び実現利得／損失を含む。

4
貸出金及び債権並びに自己使用不動産

の処分による純利得／損失を含む。

　2011年度の売却可能金融投資の処分純利得には、当行の戦略的投資ポートフォリオの売却による722百万スイス
・フランの利得、及びウェルス・マネジメント・アメリカズの売却可能ポートフォリオに係る81百万スイス・フ
ランの利得が含まれている。
　その他には、貸出金及び債権の売却による利得が、2011年度に344百万スイス・フラン、2010年度に324百万スイ
ス・フラン及び2009年度に205百万スイス・フラン含まれている。2011年度の利得は主に、2008年度にトレーディ
ング目的保有から貸出金及び債権に分類変更されたローン担保証券の売却によるものであるが、その大部分がト
レーディング収益純額に認識された関連するヘッジの終結による損失によって相殺されている。また、スイスの
不動産の売却に係る利得が、2011年度には78百万スイス・フラン含まれていたのに対し、2010年度には158百万ス
イス・フラン含まれている。2009年度には、劣後債を元本金額より低い対価で買い戻したことによる利得が304百
万スイス・フランが含まれている。2010年度の関連会社投資処分純利得には、ニューヨークに事務所スペースを
保有する関連会社に対する投資の売却に係る利得180百万スイス・フランが含まれている。
　2009年度の売却可能金融投資の減損損失には、グローバル不動産ファンドの155百万スイス・フラン、アジアの
負債性商品の86百万スイス・フラン、及びプライベート・エクイティ投資の55百万スイス・フラン含まれてい
る。

注記６ 人件費

終了事業年度 変化率（％）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

対2010年

12月31日

給与 6,859 7,033 7,383 (2)

変動報酬－裁量的賞与
1 3,392 4,082 2,809 (17)

変動報酬－その他
1,2 316 230 699 37

内、報酬の補填
3 121 107 41 13

　内、新規採用者に対する保証 173 135 56 28

　内、失効による貸方計上額 (215) (167) (81) 29

　内、退職手当
4 216 69 433 213

　内、リテンション・プランの支払金
5 21 85 250 (75)

契約社員給与 217 232 275 (6)

社会保険 743 826 804 (10)

年金及びその他の退職後給付制度
6 788 724 988 9

ウェルス・マネジメント・アメリカズ：

ファイナンシャル・アドバイザー報酬
1,7 2,518 2,667 2,426 (6)

その他の人件費
2 758 1,127 1,159 (33)

人件費合計 15,591
8 16,920 16,543 (8)

1
追加情報に関しては、当報告書の「注記30 持株参加制度及びその他の報酬制度」を参照。

2
2011年度において、当行の任意の従業員持株制度

（株式プラス）に関連する費用を、「変動報酬－その他」から「その他の人件費」に振り替えた。過年度については、この変更が調整されて
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いる。その結果、「その他の人件費」が、2010年12月31日終了事業年度に80百万スイス・フラン及び2009年12月31日終了事業年度に132百万

スイス・フラン増加し、「変動報酬－その他」が同額減少している。
3
報酬の補填は、UBSに入社したことによって失効した繰延報酬を従業員

に補填するための支払である。
4
法律上義務付けられた標準的な退職手当が含まれている。

5
リテンション・プランの支払は、戦略的な人材を

引き止めるプログラムに関連するものである。
6
追加情報に関しては、当報告書の「注記29 年金及びその他の退職給付制度」を参照。

7
ファイ

ナンシャル・アドバイザー報酬は、ファイナンシャル・アドバイザーが直接上げた収益に基づく評価表を基礎とした報酬、並びにファイナ

ンシャル・アドバイザーの生産性、在職期間、資産及びその他の変数に基づき算定される補助報酬により構成されている。これには、権利確

定要件を条件とした、報酬コミットメント及び採用時にファイナンシャル・アドバイザーに付与された前払金に関連する費用も含まれてい

る。
8
再編費用261百万スイス・フランが含まれている。追加情報に関しては、「注記37 事業再編及び処分」を参照。

注記７ 一般管理費

終了事業年度
変化率

（％）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

対2010年

12月31日

賃借料 1,059 1,252 1,420 (15)

ITその他の機器の使用料及び維持管理費 429 555 623 (23)

通信及び市場データサービス費用 616 664 697 (7)

管理費 621 669 695 (7)

マーケティング及び広報費用 393 339 225 16

旅費及び交際費 470 466 412 1

専門家報酬 822 754 830 9

IT及びその他のサービスの外部委託費用 1,151 1,078 836 7

訴訟及び規制上の問題
1 276 631 233 (56)

その他
2 122 175 279 (30)

一般管理費合計 5,959 6,585 6,248 (10)

1
損益計算書で認識された訴訟及び規制上の問題に対する引当金の純増加／取崩及び第三者からの回収が反映されている。

2
主として不動産

に関連した再編費用が2011年12月31日、2010年12月31日及び2009年12月31日終了事業年度において、それぞれ93百万スイス・フラン、79百万

スイス・フラン及び256百万スイス・フラン含まれている。追加情報に関しては、「注記37 事業再編及び処分」を参照。

注記８ １株当たり利益（以下「EPS」という。）及び社外流通株式数

現在又は終了事業年度
変化率

（％）

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

対2010年

12月31日

基本的利益（単位：百万スイス・フラン）

UBS株主に帰属する当期純利益 4,159 7,534 (2,736) (45)

継続事業 4,158 7,533 (2,719) (45)

非継続事業 0 1 (17) (100)

希薄化後利益（単位：百万スイス・フラン）   

UBS株主に帰属する当期純利益 4,159 7,534 (2,736) (45)

控除：株式デリバティブ契約に係る(利益)／損失 (3) (2) (5) 50

希薄化後EPS算定のためのUBS株主に帰属する当期純利益 4,156 7,532 (2,741) (45)

継続事業 4,155 7,531 (2,724) (45)

非継続事業 0 1 (17) (100)

加重平均社外流通株式数

基本的EPS算定のための加重平均社外流通株式数 3,774,036,4373,789,732,9383,661,086,2660

受給権未確定の発行済転換可能株式、

イン・ザ・マネー・オプション及び

ワラントによる潜在的希薄化普通株式数
1 61,259,378 48,599,111 754,948 26
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希薄化後EPS算定のための加重平均社外流通株式数 3,835,295,8153,838,332,0493,661,841,2140

逆希薄化効果を有するため考慮されていない

未行使の従業員株式及びイン・ザ・マネー・

オプションによる潜在的普通株式数 0 0 20,166,373

１株当たり利益（単位：スイス・フラン）

基本的 1.10 1.99 (0.75) (45)

継続事業 1.10 1.99 (0.74) (45)

非継続事業 0.00 0.00 0.00

希薄化後 1.08 1.96 (0.75) (45)

継続事業 1.08 1.96 (0.74) (45)

非継続事業 0.00 0.00 0.00

社外流通株式数

発行済普通株式数 3,832,121,8993,830,840,5133,558,112,7530

自己株式数 84,955,551 38,892,03137,553,872118

社外流通株式数 3,747,166,3483,791,948,4823,520,558,881(1)

強制転換社債及び転換可能株式
2 509,243 580,261273,264,461(12)

EPS算定のための社外流通株式数 3,747,675,5913,792,528,7433,793,823,342(1)

1
当該各期間においては希薄化されないが将来における１株当たり利益を潜在的に希薄化させる可能性のあるアウト・オブ・ザ・マネー・

オプションに係る社外流通株式相当数合計は、2011年12月31日、2010年12月31日及び2009年12月31日終了事業年度において、それぞれ

244,151,646株、241,320,185株及び288,915,585株であった。表示期間において、SNBとの取引に関連する追加的な普通株式100百万株（「条

件付株式発行」）には希薄化効果はないが、将来１株当たり利益を潜在的に希薄化させる可能性がある。
2
2009年12月31日には、2008年３月

に２名の投資家へ発行された強制転換社債に関連する272,651,005株が含まれている。残りの株式数は転換可能株式に関連していた。

貸借対照表の注記：資産

注記９a 銀行預け金及び貸出金（償却原価で保有）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

エクスポージャータイプ別

銀行、総額 23,235 17,158 

貸倒引当金 (17) (24)

銀行預け金純額 23,218 17,133 

貸出金、総額  

　住宅モーゲージ 125,775 122,499 

　商業用モーゲージ 21,247 20,362 

当座預金及び貸出金
1 108,887 99,710 

有価証券
2 11,520 21,392 

小計 267,429 263,964 

貸倒引当金 (825) (1,087)

　内、有価証券関連 (83) (273)

貸出金純額 266,604 262,877 

銀行預け金及び貸出金純額（償却原価で保有） 289,822 280,010 

地域別（借主の所在地に基づく）

スイス 161,365 161,108

英国 8,222 6,978

その他欧州 24,396 21,257
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米国 48,542 50,701

アジア太平洋 20,645 16,614

その他国外 27,494 24,464

小計 290,664 281,121

貸倒引当金 (842) (1,111)

銀行預け金及び貸出金（償却原価で保有） 289,822 280,010

担保タイプ別

不動産担保 148,319 144,403

有価証券担保 56,613 46,565

保証及びその他の担保 32,201 29,303

無担保 53,532 60,851

小計 290,664 281,121

貸倒引当金 (842) (1,111)

銀行預け金及び貸出金（償却原価で保有） 289,822 280,010

1
2011年12月31日現在、トレーディング目的保有から分類変更されたレバレッジ・ファイナンス・ローンが４億スイス・フラン（貸倒引当

金控除前）（2010年12月31日は５億スイス・フラン）含まれている。分類変更された資産についての追加情報に関しては、注記１a)10)及び

注記28bを参照。分類変更された資産に係る引当金についての追加情報に関しては、注記９bを参照。
2
2011年12月31日現在、トレーディング目

的保有から分類変更された米国学生ローン・オークション・レート証券（以下「ARS」という。）が28億スイス・フラン（貸倒引当金控除

前）（2010年12月31日は43億スイス・フラン）、2011年12月31日現在、トレーディング目的保有から分類変更されたその他の有価証券が22

億スイス・フラン（貸倒引当金控除前）（2010年12月31日は74億スイス・フラン）、及び顧客から取得した類似証券が65億スイス・フラン

（貸倒引当金控除前）（2010年12月31日は97億スイス・フラン） 含まれている。分類変更された資産についての追加情報に関しては、注記

１a)10)及び注記28bを参照。分類変更された資産に係る貸倒引当金についての追加情報に関しては、注記９bを参照。

注記９b 貸倒引当金

単位：百万スイス・フラン 個別引当金

集合貸倒

引当金 引当金
1

2011年

12月31日現在

合計

2010年

12月31日現在

合計

期首残高 1,109 47 130 1,287 2,820

償却／引当金の取り崩し (486) (1) (14) (501) (1,505)

戻入 51 0 0 51 79

損益計算書に認識された貸倒引当金の増加／(減少) 22 84 (22) 84 66

為替換算及びその他の調整額 18 0 (2) 17 (173)

期末残高 714 131 93 938 1,287

　内、銀行預け金の引当額 17 0 17 24

　内、貸出金の引当額 694 131 825 1,087

　内、借入有価証券に係る担保金の引当額 3 0 3 46

1
貸出コミットメント及び保証に対する引当金であり、「その他の負債」に含まれている。追加情報に関しては、「注記21 引当金及び偶発負

債」を参照。貸出コミットメント及び保証の取消不能額の上限については、当報告書の「財務及び経営成績」のセクションを参照。
2
トレー

ディング目的保有から分類変更された米国学生ローン・オークション・レート証券に関連した貸倒引当金が43百万スイス・フラン（2010

年12月31日は157百万スイス・フラン）、トレーディング目的保有から分類変更されたその他の有価証券に関連した貸倒引当金が25百万ス

イス・フラン（2010年12月31日は63百万スイス・フラン）、 取得した類似証券に関連した引当金が15百万スイス・フラン（2010年12月31

日は52百万スイス・フラン）及びトレーディング目的保有から分類変更されたレバレッジ・ファイナンス・ローンに関連した貸倒引当金

が32百万スイス・フラン（2010年12月31日は33百万スイス・フラン）含まれている。分類変更された資産についての追加情報に関しては、

注記１a)10)及び注記28bを参照。

注記10 有価証券貸借取引、リバース・レポ契約及びレポ契約並びにデリバティブに係る担保金

当グループは、取引の相手方が契約義務の履行不能な場合に、信用エクスポージャーが顕在化する可能性があ
る有担保リバース・レポ及びレポ契約、有価証券貸借取引並びにデリバティブ取引を締結している。当グループ
は、取引の相手方の信用エクスポージャー及び担保価値を日々監視し、必要な場合に、当グループに対して追加担
保の差入又は返還を要求することによって、これらの取引に関連する信用リスクを管理している。
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貸借対照表上の資産

単位：百万スイス

・フラン

2011年12月

31日現在

借入有価証券

に係る担保金

2011年12月

31日現在

リバース・

レポ契約

2011年12月

31日現在

デリバティブに

係る差入担保金

2010年12月

31日現在

借入有価証券

に係る担保金

2010年12月

31日現在

リバース・

レポ契約

2010年12月

31日現在

デリバティブに

係る差入担保金

相手先別

銀行 17,236 133,010 22,341 20,302 91,788 20,230

顧客 41,527 80,491 18,980 42,153 51,002 17,841

合計 58,763 213,501 41,322 62,454 142,790 38,071

貸借対照表上の負債

単位：百万スイス

・フラン

2011年12月

31日現在

貸付有価証券

に係る担保金

2011年12月

31日現在

レポ契約

2011年12月

31日現在

デリバティブに

係る受入担保金

2010年12月

31日現在

貸付有価証券

に係る担保金

2010年12月

31日現在

レポ契約

2010年12月

31日現在

デリバティブに

係る受入担保金

相手先別

銀行 7,601 16,986 38,890 5,820 28,201 34,930

顧客 536 85,443 28,224 831 46,595 23,994

合計 8,136 102,429 67,114 6,651 74,796 58,924

注記11 トレーディング・ポートフォリオ

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

発行体タイプ別トレーディング・ポートフォリオ資産

負債性商品

政府及び政府機関 62,118 83,952 

　内、スイス 418 13,292 

　内、米国 22,958 19,843 

　内、日本 14,258 25,996 

　内、英国 3,709 2,707

　内、ドイツ 3,547 3,679

　内、オーストラリア 3,540 4,463

銀行 10,597 14,711 

企業及びその他
1 36,330 48,818 

負債性商品合計
1 109,045 147,481

資本性金融商品
1 37,400 44,335

ユニット連動型投資契約による金融資産 16,376 18,056 

トレーディング目的保有金融資産 162,821 209,873 

貴金属及びその他のコモディティ 18,704 18,942 

トレーディング・ポートフォリオ資産合計 181,525 228,815 

発行体タイプ別トレーディング・ポートフォリオ負債

負債性商品

政府及び政府機関 18,913 29,628 

　内、スイス 261 237 

　内、米国 5,634 11,729 

　内、日本 3,894 7,699 
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　内、英国 1,946 3,103

　内、ドイツ 2,492 2,350

　内、オーストラリア 756 953

銀行 1,913 3,107 

企業及びその他
1 4,716 5,474

負債性商品合計
1 25,542 38,209

資本性金融商品
1 13,937 16,765

トレーディング・ポートフォリオ負債合計 39,480 54,975 

1
投資信託受益証券は、2011年度より「負債性商品」の「企業及びその他」に分類変更されている。それまで、これらの投資信託受益証券は

「資本性金融商品」に分類されていた。比較期間の表示はそれに応じて修正されている。追加情報に関しては、「注記１b) 会計方針の変更、

比較可能性及びその他の修正」を参照。

     2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

単位：百万スイス・フラン レベル１ レベル２ レベル３ 合計

商品タイプ別トレーディング・ポートフォリオ資産

負債性商品

国債 34,449 10,753 95 45,297 66,435

社債及び地方債（金融機関が発行した債券を含む） 695 29,699 2,371 32,765 47,237

貸出金 0 2,698 1,390 4,088 5,543

投資信託受益証券
1 3,779 6,048 33 9,859 13,171

資産担保証券 9,513 3,785 3,737 17,035 15,098

　内、不動産担保証券 9,513 2,673 1,684 13,868 10,355

負債性商品合計
1 48,436 52,983 7,625 109,045 147,481

資本性金融商品
1 35,312 1,933 155 37,400 44,335

ユニット連動型投資契約による金融資産 15,616 760 0 16,376 18,056

トレーディング目的保有金融資産 99,363 55,677 7,781 162,821 209,873

貴金属及びその他のコモディティ 18,704 18,942

トレーディング・ポートフォリオ資産合計 181,525 228,815

商品タイプ別トレーディング・ポートフォリオ負債

負債性商品

国債 15,418 1,608 0 17,026 26,650

社債及び地方債（金融機関が発行した債券を含む） 471 6,315 335 7,122 10,525

投資信託受益証券
1 921 161 1 1,083 834

資産担保証券 0 17 296 312 200

　内、不動産担保証券 0 9 278 287 123

負債性商品合計
1 16,809 8,101 632 25,542 38,209

資本性金融商品
1 13,621 313 3 13,937 16,765

トレーディング・ポートフォリオ負債合計 30,430 8,414 636 39,480 54,975

1
投資信託受益証券は、2011年度より「負債性商品」に分類変更されている。それまで、これらの投資信託受益証券は「資本性金融商品」に

分類されていた。比較期間の表示はそれに応じて修正されている。追加情報に関しては、「注記１b) 会計方針の変更、比較可能性及びその他

の修正」を参照。

注記12 公正価値での測定を指定された金融資産

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在
1

貸出金 2,358 2,173
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ストラクチャード・ローン 960 833

リバース・レポ契約及び有価証券借入契約 6,071 4,383

内、銀行 3,514 3,038

内、顧客 2,557 1,345

その他の負債性商品 218 258

公正価値での測定を指定された金融資産－負債性商品 9,607 7,647

投資信託受益証券及びその他 730 856

公正価値での測定を指定された金融資産の合計 10,336 8,504

1
2011年度に、当行は2010年12月31日現在の表示金額を修正した。その結果、「貸出金」が158百万スイス・フランの減少、「ストラクチャー

ド・ローン」が96百万スイス・フランの減少となり、「リバース・レポ契約及び有価証券借入契約」の内、「銀行」が254百万スイス・フラ

ンの増加となった。

「公正価値での測定を指定された金融資産－負債性商品」の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、
「その他の負債性商品」を除き、公正価値に等しい。最大エクスポージャーは担保によって軽減されている。担保
は主に「ストラクチャード・ローン」及び「リバース・レポ契約及び有価証券借入契約」に関連するものであ
り、2011年12月31日及び2010年12月31日においてそれぞれ6,919百万スイス・フラン及び3,929百万スイス・フラ
ンである。これらの担保の価値は、担保の対象である信用リスクに対する最大エクスポーシャーを上限としてい
る。
「その他の負債性商品」は主に、公正価値での測定を指定された貸出コミットメント及び信用状を反映してお
り、それらの信用リスクに対する最大エクスポージャーは、2011年12月31日現在及び2010年12月31日現在におい
てそれぞれ4,423百万スイス・フラン及び2,198百万スイス・フランである。これらの商品の信用リスクに対する
最大エクスポージャーは、通常デリバティブ取引を通じてヘッジされている。「投資信託受益証券及びその他」
は、信用リスクに直接さらされていない。
ストラクチャード・ローン以外の貸出金の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、通常クレジット・デ
リバティブ又はそれに類する金融商品によって軽減される。以下の表は、これらの金融商品及びこれらの金融商
品が軽減するエクスポージャーについての情報を、想定元本ベースで示している。

公正価値での測定を指定された貸出金及び関連するクレジット・デリバティブの想定元本

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

貸出金－想定元本 2,595 2,204

貸出金に関連するクレジット・デリバティブ－想定元本
1 1,404 1,730

貸出金に関連するクレジット・デリバティブ－公正価値
1 37 (5)

1
クレジット・デリバティブ契約には、クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップ、及びこれらの類似商品が含ま

れる。

以下の表は、信用リスクの変動が貸出金の公正価値に及ぼす影響を、表示期間及び開始からの累計額により示
している。同様に、これらの貸出金をヘッジするために使用されるクレジット・デリバティブ及び類似商品の公
正価値の変動額も示している。

信用リスクの変動に起因する公正価値の変動

終了事業年度 開始から期末までの累計

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

信用リスクの変動に起因する公正価値での測定を指定された貸

出金の公正価値変動
1 (15) 100 (49) (27)

公正価値での測定を指定された貸出金の信用リスクに対する最

大エクスポージャーを軽減するクレジット・デリバティブ及び

類似商品の公正価値変動
1 35 (94) 37 (5)

1
信用リスクの変動に起因する公正価値での測定を指定された貸出金の公正価値の当期変動額及び変動累計額は、貸借対照表日現在の貸出

金残高のみに関して算出したものである。そのような貸出金をヘッジ対象とするクレジット・デリバティブの公正価値の当期変動額及び変

動累計額には、公正価値での測定を指定されて以来、同貸出金の信用リスク軽減のために用いられてきたデリバティブ全てが網羅されてい

る。公正価値オプションを適用して計上された貸出金に関して、借主の信用状況の変化に起因する公正価値の変動額は、独立した立場の市場

筋から入手した取引相手方の信用状況に関する情報に基づき算出したものである。

注記13 売却可能金融投資
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単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

発行体タイプ別売却可能金融投資

負債性商品

政府及び政府機関 47,144 67,552 

　内、スイス 357 3,206 

　内、米国 25,677 38,070 

　内、日本 8,854 6,541

　内、英国 3,477 8,303

　内、フランス 2,170 3,005

銀行 4,271 5,091 

企業及びその他
1 1,060 1,206 

負債性商品合計
1 52,475 73,850 

資本性金融商品
1 699 918 

売却可能金融投資合計 53,174 74,768 

未実現利得－税引前 477 514 

未実現(損失)－税引前
2 (55) (662)

純未実現利得／(損失)－税引前 422 (148)

純未実現利得／(損失)－税引後 250 (243)

1
投資信託受益証券は、2011年度より「負債性商品」の「企業及びその他」に分類変更されている。それまで、これらの投資信託受益証券は

「資本性金融商品」に分類されていた。比較期間の表示はそれに応じて修正されている。追加情報に関しては、「注記１b) 会計方針の変更、

比較可能性及びその他の修正」を参照。
2
2011年12月31日現在、期間が12ヶ月を超える損失が、28百万スイス・フラン含まれている（2010年

12月31日は31百万スイス・フラン）。

　　　2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

単位：百万スイス・フラン レベル１ レベル２ レベル３ 合計

商品別売却可能金融投資

負債性商品

国債 33,999 868 33 34,899 57,642

社債及び地方債（金融機関が発行した債券を含む） 632 7,881 77 8,590 11,670

投資信託受益証券
1 24 416 5 445 441

資産担保証券 0 8,541 0 8,541 4,097

　内、不動産担保証券 0 8,541 0 8,541 4,093

負債性商品合計
1 34,654 17,706 115 52,475 73,850

資本性金融商品

株式 155 30 296 481 690

プライベート・エクイティ投資 0 1 216 218 227

資本性金融商品合計
1 155 32 512 699 918

売却可能金融投資合計 34,810 17,738 627 53,174 74,768

1
投資信託受益証券は、2011年度より「負債性商品」に分類されている。それまで、これらの投資信託受益証券は「資本性金融商品」に分類

されていた。比較期間の表示はそれに応じて修正されている。追加情報に関しては、「注記１ 重要な会計方針の概要」を参照。

注記14 関連会社投資

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

期首帳簿価額 790 870 
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取得 1 19 

処分 (4) (93)

利益 42 86 

その他の包括利益 (27) (1)

減損 0 (6)

支払配当金 (28) (29)

為替換算調整 21 (55)

期末帳簿価額 795 790 

当グループの重要な関連会社の貸借対照表及び損益計算書の合算値（当グループの比例持分調整前）は、以下
の通りである。「注記33 重要な子会社及び関連会社」を参照。

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

資産 5,806 6,391 

負債 3,789 4,391 

収益 1,356 1,371 

純利益 181 239 

注記15 有形固定資産

減価償却累計額控除後の取得原価

単位：百万スイス・フラン

自己使用

不動産

リース物件改

良費

IT機器、

ソフト

ウェア

及び

通信機器

その他の機

械設備

仕掛中プロ

ジェクト

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

取得原価

期首残高 8,617 2,832 4,002 700 213 16,364 17,169
1

取得 62 76 393 55 542 1,129 538

被取得企業からの取得 0 1 1 0 0 2 0

処分／除却
2 (69) (336) (357) (29) 0 (791) (629)

1

振替 67 93 5 11 (216) (40) (132)

為替換算調整 1 8 5 (1) 6 19 (583)

期末残高 8,679 2,674 4,049 736 545 16,683 16,364
1

減価償却累計額        

期首残高 4,844 2,005 3,625 518 0 10,991 11,073
1

減価償却費
3 194 217 293 57 0 761 918

処分／除却
2 (69) (327) (328) (28) 0 (752) (575)

1

振替 (34) 23 0 (1) 0 (12) 12

為替換算調整 (2) 12 5 1 0 16 (437)

期末残高 4,934 1,930 3,596 546 0 11,005 10,991
1

期末帳簿価額
4 3,745 744 453 190 545 5,678 5,373

1
2011年度に、取得原価及び減価償却累計額の両方に関する2010年度の表示金額を修正した。期末の正味帳簿価額には影響しなかった。

2
償却

済資産の除却を含む。
3
2011年度は、自己使用不動産の減損損失戻入純額22百万スイス・フラン、リース物件改良費の減損損失純額29百万ス

イス・フラン、及びその他の機械設備の減損損失純額３百万スイス・フランを含む。
4
有形固定資産の火災保険額は13,075百万スイス・フラ

ン（2010年度は13,092百万スイス・フラン）であり、その大部分は不動産に関するものである。

投資不動産の公正価値

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日
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期首残高 94 116

取得 0 3

売却 (87) (23)

再評価 4 2

振替 (1) 6

為替換算調整 (1) (10)

期末残高 10 94

注記16 のれん及び無形資産

はじめに
2011年12月31日現在、次の４つのセグメントがのれんを計上していた。すなわち、ウェルス・マネジメント（13
億スイス・フラン）、ウェルス・マネジメント・アメリカズ（33億スイス・フラン）、グローバル・アセット・
マネジメント（14億スイス・フラン）及びインベストメント・バンク（30億スイス・フラン）である。UBSでは、
のれんの減損テストのため、「注記２a セグメント報告」で報告したセグメントを個別の資金生成単位であると
考え、使用価値に基づいてセグメントの回収可能価額を算定している。後述する減損テストの手法に基づき、UBS
は、セグメントに配分したのれんの2011年度末残高は引き続き回収可能であるという結論に達した。

のれん減損テストの手法
回収可能価額は、バンキング事業及びその規制環境の特色を考慮したインプットを用いる、割引キャッシュ・
フロー・モデルを使用して算定している。セグメントの回収可能価額は、今後５年間の各事業年度からの株主に
帰属する予想収益の割引現在価値及びターミナル・バリューの合計額である。５年目を超える全ての期間を反映
するターミナル・バリューは、５年目の利益、割引率及び長期成長率の予測を用いて算出される。
各セグメントの帳簿価額は、持分帰属（Equity Attribution）の枠組みを参照して算定される。当報告書の
「資本管理」のセクション（訳者注：原文の「Capital Management」のセクション。）で説明している当該枠組
みにおいて、経営者は、リスク・エクスポージャー、RWAの比率、資産規模、のれん及び無形資産を考慮後、各事業に
持分を帰属させている。この枠組みは主に事業の業績評価のために使用されるものであり、一定の経営者の仮定
を含んでいる。帰属持分は、事業を遂行するためにセグメントが必要とする資本相当であり、そのセグメントの帳
簿価額を決定する際の適切な起点と考えられる。この帰属持分の手法は、事業計画の過程にそったものであり、当
該過程からのインプットが各資金生成単位の回収可能価額を計算するために使用されている。

仮定
当グループの減損テスト・モデルで用いる評価パラメーターは、適用できる場合は外部の市場情報に連動す
る。回収可能価額の算定に使用されるモデルは、１年目から５年目までの予想株主配当可能利益、割引率の変動及
び長期成長率の変動に最も敏感に反応する。適用する長期成長率は、世界のさまざまな地域の長期経済成長率に
基づいている。株主配当可能利益は、取締役会により承認された事業計画の一部をなす予想業績に基づいて見積
られる。割引率は、資本資産価格モデルに基づくアプローチを適用して決定され、その際には内外のアナリストに
よる定量的及び定性的なインプットと、UBSの経営者の見解が考慮される。
各セグメントの回収可能価額を算定するために用いる重要な仮定は、合理的な変動可能性をその仮定に当ては
めることにより、感応度をテストされる。予想株主配当可能利益は20％を上限として変動され、割引率は１％、長
期成長率は0.5％変動された。１つのシナリオを除いて、各セグメントの回収可能価額はそれぞれの帳簿価額を超
過しており、重要な仮定の合理的な変動可能性により減損の状況が生じることはない。インベストメント・バン
クからの予想収益が20％変動した場合、インベストメント・バンクの帳簿価額は回収可能価額を上回る。2011年
12月31日現在、インベストメント・バンクの回収可能価額は帳簿価額を38億スイス・フラン上回っている。イン
ベストメント・バンクの予想収益が約12％変動すると、インベストメント・バンクの回収可能価額は帳簿価額と
等しくなると想定される。
将来の期間についての収益の見積り及びその他の仮定が、現在の見通しから外れた場合、のれんの価値は将来
減損し、損益計算書に損失を計上することになる可能性がある。銀行業界に対する規制上の圧力がさらに強まり、
金融市場の状況により当行の業績が予測より悪化すれば、起こり得るケースである。のれんの減損を認識した場
合、IFRSのもとでのUBS株主に帰属する持分及び当期純利益は減少するが、キャッシュ・フローには影響しない。
また、バーゼルの自己資本の枠組みの下ではのれんを自己資本から差し引くことが要求されるため、UBSグループ
のBIS Tier１比率及びBIS総自己資本比率にも影響を及ぼさない。

割引率及び成長率

割引率 成長率

単位：％

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

ウェルス・マネジメント 10.7 9.0 1.7 1.2

ウェルス・マネジメント・アメリカズ 10.0 9.0 2.4 2.4
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グローバル・アセット・マネジメント 10.0 9.0 2.4 2.4

インベストメント・バンク 12.0 11.0 2.4 2.4

のれん 無形資産

単位：百万スイス・フラン 合計

インフラ

ストラク

チャー

顧客関係、

契約上の

権利その他 合計

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

取得原価

期首残高 9,115 710 809 1,519 10,634 11,795

取得及び再配分 (7)
1 0 47 47 40 34

処分 0 0 (2) (2) (2) (3)

除却
2 0 0 0 0 0 (1)

為替換算調整 (35) 3 0 3 (32) (1,190)

期末残高 9,074 713 854 1,567 10,641 10,634

償却累積額及び減損

期首残高 0 362 450 812 812 787

償却 0 34 56 90 90 105

減損 0 0 37 37 37 12

処分 0 0 0 0 0 0

除却
2 0 0 0 0 0 (1)

為替換算調整 0 4 4 8 8 (91)

期末残高 0 399 547 946 946 812

期末帳簿価額 9,074 314 307 621 9,695 9,822

1
主に2011年度に完了した２件の事業取得に関連する11百万スイス・フランの増加を含むが、IFRS第３号改訂適用前に完了した取得に係る

20百万スイス・フランの取得価額の下方修正による相殺額が上回った。追加情報に関しては、「注記35 企業結合」を参照。
2
償却済の無形資

産の除却を表している。

以下の表は、2011年12月31日終了事業年度の事業単位別ののれん及び無形資産を開示したものである。

単位：百万スイス・フラン 期首残高

取得及び

再配分 処分 償却 減損

為替換算

調整 期末残高

のれん

ウェルス・マネジメント 1,351 (20)
1 (12) 1,319

ウェルス・マネジメント・アメリカズ 3,303 (10) 3,293

グローバル・アセット・マネジメント 1,448 7 (13) 1,442

インベストメント・バンク 3,013 7 0 3,019

UBS 9,115 (7) (35) 9,074

無形資産    

ウェルス・マネジメント 100 1 (6) (31) (2) 62

ウェルス・マネジメント・アメリカズ 425 6 (48) (1) 382

グローバル・アセット・マネジメント 40 9 (7) (1) (1) 41

インベストメント・バンク 143 30 (2) (30) (4) (1) 136

UBS 707 47 (2) (90) (37) (5) 621

1
IFRS第３号改訂適用前に完了した取得に係る20百万スイス・フランの取得価額の下方修正額を反映している。

無形資産の見積償却費合計は、以下の通りである。

単位：百万スイス・フラン 無形資産
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年度別見積償却費合計：

2012年度 90

2013年度 83

2014年度 76

2015年度 75

2016年度 63

2017年度以降 212

耐用年数を確定できないため償却されないもの 22

合計 621

注記17 その他の資産

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

プライム・ブローカレッジ債権 6,103 16,395

繰延年金費用
1 3,300 3,174

決済勘定 482 708

売却目的で保有する不動産及びその他の非流動資産 183 302

未収付加価値税及びその他の税金 176 275

その他受取債権 2,222 1,827

その他の資産合計 12,465 22,681

1
追加情報に関しては、当報告書の「注記29 年金及びその他の退職後給付制度」を参照。

貸借対照表の注記：負債

注記18 銀行及び顧客預り金

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

銀行預り金 30,201 41,490

顧客預り金－普通預金及び投資勘定 114,079 104,607

その他の顧客預り金 228,330 227,694

顧客預り金合計 342,409 332,301

銀行及び顧客預り金合計 372,610 373,791

注記19 公正価値での測定を指定された金融負債及び償却原価で保有する社債

公正価値での測定を指定された金融負債

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在
1

債券及び仕組債

エクイティ・リンク債 40,104 47,810

クレジット・リンク債 10,481 13,100

金利連動債 22,561 23,462

その他 1,912 3,671

合計 75,059 88,043

仕組債－店頭 13,001 12,475

レポ契約 477 93

貸出コミットメント
2 445 145

合計 88,982 100,756
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1
2011年度に、当行は債券及び仕組債の分類を修正した。

2
貸出コミットメントは、融資が利用され、貸出金として認識されるまで、公正価値で

の測定を指定された金融負債として認識される。追加情報については、注記１a）8）の項を参照。

2011年12月31日現在、純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融負債の満期時点の約定償還額は、帳
簿価額を上回る61億スイス・フランであった。2010年12月31日現在、そのような金融負債の満期時点の約定償還
額は37億スイス・フランで、帳簿価額を上回っていた。2010年度の数値は111億スイス・フランから37億スイス・
フランに修正されている。純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融負債に関する詳細は、注記１a)
８）を参照。

社債（償却原価で保有）

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

短期社債 71,377 56,039

長期社債：

　シニア債 53,113 54,627

　劣後債 7,035 8,547

スイス地方銀行の中央債券発行機関を通じて発行された社債 7,141 8,455

ミディアム・ターム・ノート 1,951 2,605

合計
1 140,617 130,271

1
2011年12月31日現在、区分処理された組込デリバティブ（公正価値純額は955百万スイス・フラン）控除後（2010年12月31日は1,357百万

スイス・フラン）。

当グループは、一部の社債（償却原価で保有）に固有のリスクを管理するため、金利デリバティブ及び為替デ
リバティブを利用している。特定の状況において、当グループは、注記１a)15)及び「注記23 デリバティブ及び
ヘッジ会計」で説明している通り、金利リスクに対してヘッジ会計を適用している。ヘッジ会計を適用した結果
として、社債の帳簿価額は、金利動向による公正価値変動を反映して、2011年12月31日現在及び2010年12月31日現
在でそれぞれ2,051百万スイス・フラン及び913百万スイス・フラン増加していた。
当グループは、スイス・フラン建並びにそれ以外の通貨建の固定及び変動利付債を発行している。
劣後債は、当グループの無担保の債務であり、当グループの現在及び将来の全てのシニア債及び特定の他の債
務に、支払において劣後する。2011年12月31日及び2010年12月31日現在当グループには、それぞれ7,035百万スイ
ス・フラン及び8,547百万スイス・フランの劣後債がある。2011年12月31日現在の劣後債の残高の大部分は、固定
金利を支払い、それ以外は３ヶ月又は６ヶ月物のロンドン銀行間取引金利（以下「LIBOR」という。）に基づく変
動金利を支払う。固定利付債及び変動利付債のいずれも、満期日に元本を一括返済する。
2011年12月31日及び2010年12月31日現在当グループには、それぞれ137,263百万スイス・フラン及び153,730百
万スイス・フランの非劣後債がある（短期社債、店頭複合負債性商品、レポ契約及び公正価値での測定を指定さ
れた貸出コミットメントを除く）。
以下の表は、契約条件に基づいて固定利付債と変動利付債を区分したものであり、早期償還の特徴は考慮して
いない。当グループは、固定利付債の多くをヘッジするために金利スワップを利用しており、これにより固定利付
債の金利更改の特性を変動利付債の特性に変化させていることに留意が必要である。

契約上の満期日

単位：百万スイス・フラ

ン、その他の記載がある場

合を除く 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年2017-2021年以降

2011年

12月31日

現在合計

2010年

12月31日

現在合計

UBS AG（親銀行）

シニア債

　固定金利 61,96915,69410,443 8,193 4,865 20,365 5,486 127,015116,193
1

　金利（％による金利幅） 0－10.00－10.00－8.8 0－8.4 0-10.0 0-8.4 0-8.0  

　変動金利 19,62010,2446,471 6,087 4,235 6,280 11,403 64,339 81,946
1

劣後債         

　固定金利 0 0 386 1,064 1,422 2,457 1,022 6,350 6,412

　金利（％による金利幅）  3.1 2.4-7.43.1-5.9 4.1-7.46.4-8.8  

　変動金利 0 0 0 0 0 685 0 685 2,134

小計 81,58925,93817,30015,34410,522 29,78717,911 198,390206,685

子会社         

シニア債         
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　固定金利 17,961 266 137 104 713 3,411 849 23,443 14,396

　金利（％による金利幅） 0-8.2 0-2.8 0-7.6 0-7.4 0-8.3 0-8.1 0-6.2  

　変動金利 605 1,327 624 1,076 313 1,328 2,492 7,766 9,947

小計 18,5661,593 762 1,181 1,027 4,739 3,341 31,208 24,342

合計 100,15527,53118,06216,52511,548 34,52621,252 229,599231,027

1
2011年度に、固定利付シニア債と変動利付シニア債の区分を修正した。固定利付シニア債の合計は138,767百万スイス・フランから116,193

百万スイス・フランに修正された。変動利付シニア債の合計は59,372百万スイス・フランから81,946百万スイス・フランに修正された。シ

ニア債の合計額には影響なかった。

上記の表は、当グループの社債に係る固定金利クーポンを示している。これらのクーポンの高低は、通常、組込
デリバティブの分離前の仕組債に関連している。従って当該社債の表面金利は、通常、組込デリバティブが分離さ
れた後、適用可能な場合にはヘッジ会計の適用後、当グループが当該社債について支払義務を負う実効金利を反
映していない。

注記20 その他の負債

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

未払プライム・ブローカレッジ 36,746 36,383

ユニット・リンク投資契約未払額 16,481 18,125

引当金
1 1,626 1,704

決済勘定 874 961

当期税金負債 505 750

繰延税金負債
2 79 97

付加価値税その他の未払税金 492 579

未払年金負債及び退職後給付負債
3 406 395

その他の未払金
4 4,482 4,726

その他の負債合計 61,692 63,719

1
2011年度に表示を変更している。引当金の合計には貸出コミットメント及び保証に対する引当金が含まれる。追加情報に関しては、「注記

21 引当金及び偶発負債」を参照。
2
追加情報に関しては、「注記22 法人所得税」を参照。

3
追加情報に関しては、「注記29 年金及びその他の

退職後給付制度」を参照。
4
2011年度は連結リミテッド・パートナーシップにおける第三者持分14億スイス・フラン（2010年度は９億スイ

ス・フラン）及び現金決済型従業員報酬制度による負債16億スイス・フラン（2010年度は17億スイス・フラン）を含む。

注記21 引当金及び偶発負債

a）引当金

単位：百万スイス・フラン

オペレーショ

ナル・

リスク
1

訴訟及び

規制上の

問題
2 再編

貸出コミット

メント

及び保証 その他
3

2011年

12月31日

現在

2010年

12月31日

現在
4

期首残高 56 618 281 130 619 1,704 2,401

被取得企業からの取得 0 0 0 0 2 2 0

損益計算書で認識された引当金の増加 60 396 393 6 92 947 1,126

損益計算書で認識された引当金の取崩 (9) (87) (55) (28) (109) (288) (286)

指定の目的に従って使用された引当金 (50) (455)(115) (14) (82) (716) (1,341)

原状回復費用資産計上額 0 0 0 0 (2) (2) (24)

子会社の処分 0 0 0 0 (1) (1) (1)

振替 0 0 (49)
5 (2) 0 (52) 8

為替換算調整／割引の振戻し 2 10 13 1 7 32 (180)

期末残高 58 482 467 93 525 1,626 1,704

1
保証リスク及び取引過程におけるリスクにより発生する訴訟引当金が含まれる。

2
法律、責任及びコンプライアンスに関するリスクにより生

じる訴訟が含まれる。さらに、本注記のセクションc)に記載されている、UBSが販売又は証券化した米国モーゲージ・ローンの買戻請求に関

連して設定された引当金が含まれる。
3
2011年12月31日現在のリース物件改良費の原状回復費用109百万スイス・フラン（2010年12月31日現

在122百万スイス・フラン）、不利なリース契約に係る引当金、従業員給付（永年勤続報奨及び長期有給休暇）に係る引当金及びその他の項
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目を含む。
4
表示の変更は2011年度に行われた。引当金合計には今後、貸出コミットメント及び保証に対する引当金が含まれる。従前は、これ

らの引当金は「注記20 その他の負債」において個別に開示されていた。
5
株式報酬に関連する再編引当金の、資本剰余金への組替を反映し

ている。

b）訴訟及び規制上の問題
当グループは、重要な訴訟リスクにさらされる、法的及び規制的な環境で事業を営んでいる。その結果UBS（本
注記の目的上、UBS AG及び／又は１社もしくは複数の子会社を適宜指す。）は、訴訟、仲裁、及び規制当局による調
査、犯罪の捜査を含め、様々な紛争や法的手続に関与している。こうした訴訟は多くの不確実性を伴い、訴訟の初
期段階にある場合は特に、営業活動又は財務書類への影響を含め、その結果を予測し難いことが多い。一定の状況
においては、UBSは、たとえ違反行為を一切否定している場合でも、法的手続の費用や煩雑さを回避するため、費用
対効果分析に基づき和解を結ぶこともある。法的助言を求めた上で、責任を問われる可能性が高いと経営者が判
断し、金額を信頼性をもって見積ることができる場合に限り、当グループは提訴に対して引当金を積んでいる。
2011年12月31日現在、一定の潜在的に重要な法的手続又は提訴のおそれがあった手続は下記のとおりである。
一部の場合、投資家による潜在的エクスポージャーの規模の検討に役立てるために、当行は、請求された損害賠償
の金額、取引の規模又はその他の情報を提供している。現在設定している引当金の水準を超過して、特定の請求又
は訴訟手続（流出の可能性がほとんどない場合を除く。）により発生し得る財務上の影響額を見積ることは不可
能である。そのような見積りを行うことは、特異な種類の事実又は新たな法的理論に関わる、始まっていないかも
しくは裁判の初期段階にある請求及び訴訟手続、又は原告が損害賠償の請求額を明らかにしていない請求及び訴
訟手続について当行に推論的な法的評価を行うことを要求するものである。多くの場合、これらの要素の組み合
わせが当行による偶発負債の財務上の影響額の見積りを妨げている。当行はまた、そのような見積りがこれらの
問題における当行の立場を著しく毀損する可能性があると考えている。

1）地方債
2011年５月４日、UBSは米国証券取引委員会（以下「SEC」という。）、米国司法省（以下「DOJ」という。）反ト
ラスト局、米国国税庁（以下「IRS」という。）及び州司法長官のグループとの間で、地方債発行により調達した
資金の投資及び関連するデリバティブ取引の問題に関して、140.3百万米ドルで和解したことを公表した。この和
解により、2006年11月に開始した規制当局による調査は終結した。関連する複数の推定上の集団訴訟が、連邦地方
裁判所においてUBS及びその他の多数の企業に対して提起され、係属中であるが、潜在的原告に対しては、和解基
金を通じて約63百万米ドルの規制上の問題についての和解金を支払うことが可能になり、同基金を通じた支払い
により、UBSに対して集団訴訟で争われている金額の総額が減ることになる。2010年12月、３名の旧UBS従業員が反
トラスト法違反に係る調査に関連して起訴され、係属中である。

2）オークション・レート証券
2008年度の後半、UBSは、SEC、ニューヨーク州司法長官（以下「NYAG」という。）及びマサチューセッツ州証券
局との和解が成立した。これによりUBSは、資格を有する顧客からオークション・レート証券（以下「ARS」とい
う。）を買戻し、制裁金150百万米ドル(NYAGに対して75百万米ドル、その他の州に対して75百万米ドル)を支払う
申し出に同意した。これによりUBSは、すべての州と和解に至った。この和解により、2008年２月中頃からの証券業
界全体に及ぶARS市場の混乱及び関連するオークションの不成立から始まった調査は終結した。SECは、ARSの売買
及び開示に関して、UBSに関連する個人を引き続き調査している。またUBSは次の訴訟の被告となっていた。(ⅰ) 
複数の推定上の集団訴訟。(ⅱ) ARSに関連する投資家による仲裁又は訴訟の申し立て。これには、元顧客により申
し立てられた派生的損害金76百万米ドルの係属中の案件を含む。(ⅲ)発行体による仲裁又は訴訟の申し立て。こ
れには、最低でも40百万米ドルの補償的損害賠償金に、懲罰的損害賠償と三倍額賠償を加えて申し立てている、州
のコモン・ローや州の恐喝防止法に基づく係属中の案件を含む。また、州及び連邦の証券法違反を主張して最近
提起された複数の仲裁では、その他の救済として、補償的損害賠償金及び懲罰的損害賠償金を求めている。

3）クロスボーダーのウェルス・マネジメント事業に関する照会
米国でのクロスボーダー事業に関する問題の開示及び和解後、多数の国々における税務当局及び規制当局は、
UBS及びその他の金融機関が提供するクロスボーダーの資産管理サービスに関連して、それぞれの管轄区域に所
在する情報に関する照会を行い、要求を出した。UBSは、スイス連邦法及びその他の準拠法に基づく金融プライバ
シーの義務の制限を厳守した上でこれらの要求に協力している。

4） 信用危機関連問題
UBSは、信用危機並びに、とりわけモーゲージ関連証券及びその他の仕組取引やデリバティブに関連して、政府
による多数の照会及び調査に対応しているところであり、また多数の訴訟、仲裁及び紛争に関与している。特に、
SECは、2007年度第３四半期における債務担保証券（以下「CDO」という。）のスーパー・シニア・トランシェに
関するUBSの評価、2007年度第１及び第２四半期における一部のCDOについてUBSが行った組成及び引受、及び2008
年度第４四半期における、IAS第39号の修正に従ったUBSによる金融資産の分類変更を調査している。UBSはSECに
対して文書の提出及び証言を行っており、調査におけるSECへの協力を継続している。信用危機に関連する諸問題
について、UBSは、様々な政府当局及び規制当局（スイス金融市場監督機構（以下「FINMA」という。）、英国金融
庁（以下「FSA」という。）、SEC、米国金融取引業規制機構（以下「FINRA」という。）、金融危機調査委員会（以
下「FCIC」という。）、ニューヨーク州司法長官及び米国司法省を含む。）と連絡をとり、照会に対応している。こ
れらの問題は特に、UBSの(ⅰ)開示及び評価減、(ⅱ)格付会社との関わり、(ⅲ)モーゲージ関連商品のリスク管理、
評価、組成及びマーケティング、並びに(ⅳ)他の発行体のための有価証券の売出における引受会社としての役割
に関連していた。
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5）リーマンの元本確保型債券
2007年３月から2008年９月まで、UBSファイナンシャル・サービシズ・インク（以下「UBSFS」という。）は、
リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インク（以下「リーマン」という。）が発行した、額面約１十億米
ドルの仕組債を販売した。このうちの大部分は、債券からの収益は市場の指数又はその他の基準にある程度連動
しているが、投資家の元本の一部又は全部は債券の発行体であるリーマンの無条件の債務であるという事実を反
映して、「元本確保型債券」と称されていた。当該債券に係る目論見書に重大な誤解を招くおそれのある記述及
び遺漏があったことを主張し、米国証券法に基づく請求を求める推定上の集団訴訟において、UBSFSは、他の被告
とともに被告となっている。UBSFSは、多数の個人による民事訴訟及び顧客との仲裁事業（このうちの一部は、和
解又は不利な判決となった。）においても被告となり、ニューハンプシャー州の証券監督当局により提起された
訴訟に関しては、１百万米ドルで和解し、また、UBSFSの顧客へのこれらの債券の販売に関する他の州の規制当局
による調査に対応している。顧客による訴訟及び規制当局による調査は、主にUBSFSが当該債券のリスクを顧客に
対して適切に開示していたか否かに関連している。2011年４月、当該債券の販売に関して、UBSFSはFINRAと和解
し、これにより2.5百万米ドルの罰金と、米国内の限られた投資家に対する損害補填及び利息として約8.25百万米
ドルを支払うことに合意した。

6）住宅モーゲージ担保証券及びモーゲージの販売に関連する請求
2002年から2007年ごろまで、UBSは、米国の住宅モーゲージ担保証券（以下「RMBS」という。）の実質的な引受
会社及び発行体であった。UBSは、UBSが引き受けたか又は発行したRMBSの当初の額面で約45十億米ドルに関連す
る多くの訴訟において、RMBSの引受会社及び発行体としての役割に係る件で被告となっている。これらの訴訟の
多くは初期段階にあり、却下を申立てる段階より先には進展しておらず、その他は開示手続のさまざまな段階に
ある。これらの訴訟において争点となっているRMBSの当初額面のうち、約９十億米ドルは売出によって発行され
た。当該売出において、UBSの子会社は原資産であるローン（大部分は第三者のオリジネーターから購入した。）
を証券化信託に譲渡し、当該ローンに関する表明及び保証を行った（UBSがスポンサーとなっているRMBS）。これ
らの訴訟に関連するRMBSのうち、残りの36十億米ドルについては、UBSが引受会社である第三者による証券化に
よって発行された（第三者RMBS）。これらの訴訟の一部に関連して、UBSは、UBSが被った損失又は負債について、
存続する第三者発行体又はオリジネーターに対して求償権を有しているが、UBSは、この求償権を行使することで
どの程度回収できるのかを予測することはできない。
これらの訴訟は、連邦住宅抵当公庫（以下「ファニー・メイ」という。）と連邦住宅金融抵当公庫（以下「フ
レディ・マック」といい、「ファニー・メイ」と併せて「GSE」という。）の資産保全管理人として連邦住宅金融
局（以下「FHFA」という。）が提訴した訴訟を含んでおり、当初の額面価額4.5十億米ドルのUBSがスポンサーと
なっているRMBS及び当初の額面価額1.8十億米ドルの第三者RMBSに対するGSEの投資に関連するものである。これ
らの訴訟は、当初2011年７月に提訴され、2011年９月に修正されたものであり、連邦及び州の証券法並びに州のコ
モン・ローに基づき損害賠償と契約取消しを要求し、約12億米ドルの損失を主張している。FHFAはまた2011年９
月に、GSEが購入した第三者RMBSの引受会社としての役割に関連して、UBS及び他の金融機関を提訴し、連邦及び州
の証券法及び州のコモン・ローの違反を含むさまざまな法理論に基づき要求を主張している。さらに、RMBSの投
資家に支払った保険金の回収を求めるRMBSの保険会社による訴訟においてUBSは、３件の訴訟の被告となってい
る。これらの保険会社は、UBS及びその他のRMBS引受会社が、RMBSの発行体による虚偽の表示及び不正を幇助した
と主張し、エクイティ上及び契約上の代位弁済権を請求している。
2011年９月29日、ニュー・ジャージー州の連邦裁判所は、当初の額面価額26億米ドルの、UBSがスポンサーと
なっているRMBSに関連して、UBSの複数の企業に対して連邦証券法違反を主張する推定上の集団訴訟を、特に、出
訴期限を根拠として却下した。原告は2011年10月31日に修正した訴状を提出し、UBSは再度、特に、出訴期限を根拠
とした訴えの却下を申し立てた。申し立ては審理中である。
下記の「c) その他の偶発負債」で記載したように、UBSはまた、証券化信託にローンを譲渡した時点において
UBSが特定の表明を行っていた米国住宅用モーゲージ・ローンを買戻す請求を受けている。
2012年２月２日、金融保証保険会社のアシュアード・ギャランティ・ミュニシパル・コープ（以下「アシュ
アード・ギャランティ」という。）が、UBSリアル・エステート・セキュリティーズ・インク（以下「UBS RESI」
という。）をニューヨーク州裁判所において提訴した。申立てによると、不良債権化したモーゲージ・ローン（当
初の元本残高は最低997百万米ドルであり、アシュアード・ギャランティが保証したUBSがスポンサーとなってい
るRMBSの担保とされていた。）について、買戻しを行わなかったことに基づく契約違反に対する賠償と宣言的救
済を求めていた。また、アシュアード・ギャランティは、UBS RESIのモーゲージ・ローンに関しての表明・保証違
反、及びコミットメント・レターに基づく特定の義務違反があったと主張している。アシュアード・ギャラン
ティは、金額未定の損害賠償を要求しており、これにはアシュアード・ギャランティの保険契約に基づいた現在
及び将来の請求に関する支払い（現時点で総額約308百万米ドル）、補填損害額及び間接的損害額、手数料、経費
及び判決前利息が含まれる。

7）UBSの開示に関連する請求
ニューヨーク州南部地区の米国地方裁判所において、UBS、多数の現・旧の取締役及び上級役員並びにUBSの
2008年５月の株主割当発行の引受を行った特定の銀行（UBSセキュリティーズLLCを含む。）に対する推定上の併
合集団訴訟が提起されている。この訴訟は、モーゲージ関連証券のUBSのポジション及び損失、オークション・
レート証券のUBSのポジション及び損失並びに米国でのクロスボーダー事業に関するUBSの開示に関連する米国
証券法違反を主張している。2011年９月、裁判所は、米国外で行われたUBS普通株式の購入及び売却に基づく全て
の訴えを却下した。2011年12月15日、被告は、請求事項記載の欠如を理由として、米国内で行われたUBS普通株式の
購入及び売却に基づく訴えを却下する申立てを行った。UBS、多数の上級役員及び従業員並びにUBSの各種委員会
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は、UBS株式を購入したUBSの従業員退職所得保障法（以下「ERISA」という。）の下での２つの退職制度の現・旧
加入者を代表して提起された、受託者義務違反に対する推定上の併合集団訴訟においても訴えられている。2011
年３月、裁判所はERISAに係る訴えを却下した。原告は修正訴状の提出許可を求めている。

8）マドフ
バーナード・L・マドフ・インベストメント・セキュリティーズLLC（以下「BMIS」という。）の投資詐欺に関
連して、UBS AG、UBS(ルクセンブルク)SA及びその他の一部のUBS子会社は、FINMA及びルクセンブルク金融監督委
員会（以下「CSSF」という。）を含む、多数の規制当局による照会に対応してきた。これらの照会は、ルクセンブ
ルク法のもとで設定された２つの第三者ファンド（そのほぼ全ての資産はBMISに委託されている。）、及びオフ
ショア管轄区域で設定され、BMISへの直接的又は間接的なエクスポージャーを持つ特定のファンドに関するもの
であった。これらのファンドは現在深刻な損失を被っており、ルクセンブルクのファンドは清算されている。マド
フのスキームが明らかになる前の、この２つのルクセンブルクのファンドの最終報告の純資産額は、総額で約17
億米ドルであった。ただし、この数値にはBMISが報告した架空の利益が含まれている可能性が高い。両ファンドを
規定する文書は、保管会社、管理会社、運用会社、販売会社及びプロモーターを含む、様々な役割を担っているUBS
の企業を特定しており、また、UBSの従業員が取締役会のメンバーを務めていることを示している。2009年２月か
ら５月まで、UBS(ルクセンブルク)SAは、保管受託銀行としての責任に関するCSSFの非難に対応し、ルクセンブル
クの保管受託銀行に適用される専門的基準に従ってインフラストラクチャー及び内部組織を整備していること
についてCSSFの納得が得られるよう説明した。また、UBS(ルクセンブルク)SA及びその他のUBS子会社数社は、ルク
センブルグ調査当局からの照会に対応しているが、当該調査における当事者は特定されていない。2009年12月及
び2010年３月、当該ルクセンブルクの２つのファンドの清算人が、UBSの企業、UBS以外の企業及び特定の個人
（UBSの現・旧従業員を含む。）に対して訴訟を提起した。請求金額は、それぞれ約890百万ユーロ及び305百万
ユーロである。清算人は、当該ファンドがBMISの受託者に対して支払い責任が生じる可能性のある金額について
の補足的な請求を求めている。清算人の要求額はそれぞれ約564百万ユーロ及び370百万ユーロである。さらに、受
益者と称する多くの者が、マドフのスキームに関連して被ったとする損失の補償を求めて、UBSの企業（及びUBS
以外の企業）を相手に訴訟を提起した。これらの訴訟の大半は、ルクセンブルクにおいて係属中である。ルクセン
グルクでは、多くのテスト・ケースにおける主張は容認できないと判示した2010年３月の裁判所の判決を不服と
して、上訴が申立てられた。米国においては、BMISの受託者が、特にルクセンブルクの２つのファンド及びオフ
ショアのファンドの１つに関連するUBSの企業等に対して請求を申立てている。１件目の請求は、2010年11月に関
連するUBSの企業、ルクセンブルク及びオフショアのファンド並びに多数の個人（UBSの現・旧従業員を含む。）
を含む23の被告に対して申立てられた。全被告に対する請求総額は、最低２十億米ドルである。２件目の請求は、
2010年12月に関連するUBSの企業及びルクセンブルクのファンドを含む16の被告に対して申立てられた。全被告
に対する請求総額は、最低でも555百万米ドルになる。UBSの申し立てを受けて、2011年11月に地方裁判所は、UBSに
譲渡されたと主張される詐欺的譲渡の回収と優先的支払いに対する請求を除いて、受託者にはそのような訴訟を
起こす資格がないとの理由から、受託者の請求の全てを却下した。ドイツでは、UBSの一部の顧客が、第三者ファン
ド及びドイツのUBSの企業が管理するファンドを通じてマドフが運用したポジションの影響を受けている。これ
らのファンドに関して、数件の請求が申立てられている。

9）ミラノ市及びその他のイタリアの公共事業体との取引
2009年１月、ミラノ市は、2005年の債券発行及び2005年から2007年にかけて同市との間で行われた関連デリバ
ティブ取引に関して、UBSリミテッド、UBSイタリア・エス・アイ・エム・エスピーエイ及びその他の国際的な銀
行３行を相手に、民事訴訟を提起した。この主張は、関連するデリバティブについてミラノ市が好ましくないと主
張する条件で被った損害額を回収することを目的としている。もしくは、ミラノ市は当該銀行に生じたと主張さ
れる約88百万ユーロの隠匿された利益（内、UBSリミテッドは約16百万ユーロを受領したとされている。）を、最
低でも150百万ユーロの損害賠償と併せて要求している。当該主張は、当該全ての銀行に対して連帯責任を求めて
いる。４行の銀行がイタリアの裁判所の管轄権に異議を唱えて、イタリアの破毀院に訴状を提出したことを受け
て、裁判は現在中断しているが、最近の判決でイタリアの裁判所の管轄権が確認されたことにより、裁判が再開さ
れる見込みである。さらに、UBSの現従業員２名及び旧従業員１名並びに他の銀行の従業員及びミラノ市の旧役員
及びミラノ市の旧アドバイザーは、2005年の同市の債券の発行並びに関連する特定のデリバティブ取引の実施及
びその後の再編に関連する「加重詐欺」の主張について、刑事裁判に直面している。この主な主張は、UBSリミ
テッド及びその他の国際的な銀行がミラノ市とのデリバティブ契約の締結による隠匿された利益及び／又は違
法な利益を不正に取得していたというものである。この刑事裁判においてUBSリミテッドは、主張された従業員の
不正行為を回避する事業組織モデルの整備を怠ったことによる行政上の告発にも直面しており、これに対する制
裁には、イタリアにおける業務制限が含まれるおそれがある。ミラノ市はこの裁判において、別途、UBSリミテッド
及びUBSの個人に対する損害賠償請求を申立てている。UBSは、ミラノ市の申立ての和解の可能性に関して、同市と
協議している。イタリアにおける他の公共事業体である取引相手先との多数の取引は、疑惑がもたれ、あるいは、
法的手続並びに損害その他の賠償の請求の対象となっている。これらには、カラブリア州、トスカーナ州、ロンバ
ルディア州及びラツィオ州並びにフローレンス市とのデリバティブ取引が含まれる。フローレンス市及びトス
カーナ州はまた、イタリア行政法上の救済手段を行使しようとしている。その救済手段とは、公開企業が関連する
契約を締結するそれ自身の判断に異議を唱えることを認め、従って契約上の義務を無効にするものである。UBSは
このような試みに反対している。
UBS自体は、イタリアの公共事業体との種々のデリバティブ取引に関連して、ミラノ市及び他のイタリアの公開
企業に対して、英国裁判所で訴訟手続を開始した。これらの訴訟手続は、UBSが取引先と交わした英国法に準拠し
た契約の有効性と行使可能性に関し、それに関連する範囲で、UBSの取引先に関する行為が合法であるという確認
判決を得ることを目的としている。ミラノ市及びトスカーナ州に対しての英国の訴訟手続は、当事者の合意によ
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り中断している。

10）HSH Nordbank AG（以下「HSH」という。）
HSHは、ノース・ストリート・レファレンスド・リンク債、2002-4リミテッド（以下「NS4」という。）として知
られるシンセティックCDO取引においてHSHが取得した債券500百万米ドルに関連して、ニューヨーク州裁判所で
UBSに対する訴訟を提起した。当該債券は、NS4の発行体とUBSとの間のクレジット・デフォルト・スワップを通じ
て社債及び資産担保証券の参照プールに連動していた。HSHは、UBSが当該取引におけるリスクについて故意に虚
偽の表示を行い、「含み損」のある債券をHSHに販売し、特定のパラメーターの範囲内で参照プールの資産を組替
える権利を悪用したことにより、HSHに損失を負わせて不適切に利益を得た、と主張している。HSHは、補償的損害
賠償に判決前利息を加えた500百万米ドルを請求している。当該訴訟は、最初、2008年に申立てられた。2008年及び
2009年に命令（裁判所は、HSHの主張及び懲罰的損害賠償請求の大半を却下し、後に、再訴答された特定の主張を
却下する申立てを一部否認した。）が下された後、当該裁判において残る主張は、不正、契約違反及び誠実かつ公
正な取扱いに関する黙示的な契約の違反に対するものである。両当事者は、裁判所による最新の一部却下命令に
ついて上訴しており、当該上訴に対する判決は下されていない。

11）Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH （以下「KWL」という。）
2006年及び2007年に、KWLは、UBSを含むスワップ契約相手先と一連のクレジット・デフォルト・スワップ（以
下「CDS」という。）取引を締結した。KWLとUBSの間のCDS契約（最後の契約はUBSにより2010年10月に解約され
た。）に基づき、純額合計約138百万米ドルがKWLからの支払期日を迎えたが支払われていない。2010年１月に、UBS
は、KWLとUBSとの間のスワップ取引は有効であり、KWLに対して拘束力がありかつ法的強制力を持つことを立証す
るため、英国裁判所からの様々な宣言を求めて、英国高等裁判所においてKWLに対する訴訟手続を取った。2010年
10月、英国裁判所は、英国裁判所には管轄権があり審理を行う旨の裁定を下した。また、UBSは、KWLとの間の残りの
CDS取引につき早期解約することの正当性に関する宣言を求めて、さらに申立てを行った。KWLはこの裁定への異
議を取り下げ、現在は民事訴訟が英国裁判所において行われている。UBSは訴因明細書を提示し、KWLはUBSリミ
テッド及びもう１行の銀行も対象に加えた抗弁書及び反訴状を提出した。
2010年３月、KWLにはスワップ取引を締結する能力及び必要な内部承認がなく、銀行もその事実を知っていたと
いうKWLの主張に基づき、KWLは当該取引が無効であり拘束力がないと主張して、ドイツのライプチヒにおいて、
UBS及び当該契約に関与する他の銀行に対する訴訟手続を開始した。KLWは、英国における管轄権に関する上訴を
取り下げたため、UBS及びドイツの他の銀行のうちの１行に対するKWLの民事上の主張も取り下げられ、ドイツに
おいてこれらの銀行のいずれに対しても民事上の訴訟は起こされることはない。現在はKWLによる第三者の銀行
に対する訴訟手続が、ドイツ裁判所において進められている。2011年12月、ライプチヒ裁判所は、ライプチヒの訴
訟手続において、バーデン－ヴュルテンベルク州立銀行によりUBSに提示された訴訟告知についての有効性と効
力を決定するのはライプチヒ裁判所ではなくロンドン裁判所であるとの裁定を下した。
KWLとCDS取引を締結した他の２行は、UBSとバック・トゥ・バックのCDS取引を締結した。2010年４月に、UBSは、
これらの取引に基づく当事者の義務に関する宣言を求めて、スワップ契約相手先である銀行に対して、英国高等
裁判所において別個の訴訟手続を開始した。バック・トゥ・バックのCDS取引は、その後2010年４月及び６月に解
約された。当該取引に基づいて未決済であるとUBSが主張する金額の合計額は、約183百万米ドルに利息を加えた
額である。スワップ契約相手先である銀行の１行に対する訴訟手続の停止はUBSにより解除され、UBSは金銭の要
求を申立てに加えた。UBSリミテッドによる訴訟手続の停止は、その他のスワップ契約相手先である銀行により解
除され、KWLに対する請求が加えられた。当該訴訟は再開する予定である。
2011年１月に、UBS及びその他の銀行とのスワップ取引を含む一定のKWLの取引に関連して、KWLの旧マネージン
グ・ディレクター及び２名のファイナンシャル・アドバイザーが有罪判決を受けたことが報告された。
2011年11月に、SECはKWLとの取引についての調査を開始し、UBSはこの取引に関する情報をSECに提供している。

12）プエルトリコ
SECは、主に2008年及び2009年に、UBSアセット・マネジャーズ・オブ・プエルトリコが運用するクローズド・
エンド型ファンドに関して、UBSの流通市場における売買及び関連する開示について調査している。2010年11月、
SECはUBSの子会社２社に対して「Wells notice」（提訴の正式勧告前の通知）を発行した。これは、この問題に
関して同社に対する民事訴訟をSECが提起するようSEC職員が勧告を検討中であることを通知するものである。
UBSはSEC職員と和解に向けた協議に取り組んでいるが、和解に達するという保証はない。2011年10月に、UBS及び
複数の関連していない当事者もまた、プエルトリコ最高裁判所において推定される民事派生訴訟で訴えられた。
この訴訟はプエルトリコ職員退職年金基金に代わって提起され、特に、UBSが引き受けた債券の発行及びその債券
発行による手取金の投資に関連している。

13）LIBOR
SECを含むいくつかの政府機関、米国商品先物取引委員会、DOJ及びFSAが、英国銀行協会が決定するLIBORのレー
トの呈示に係る調査を実施している。当行は、当該調査が、一定の時点でのLIBORの利率を操作する、（特に）UBS
による不適切な試みがあったかどうか、自社のみで行ったのか又は他社とともに行ったのかに焦点を当てている
と考えている。さらに、スイス競争委員会（以下「WEKO」という。）は、LIBOR及びTIBOR（訳者注：東京銀行間取
引金利のこと。）参照レート及び特定のデリバティブ取引に関連した共謀に関して、多数の銀行及び金融仲介業
者についての調査を開始した。
UBSは、日本円LIBOR及びユーロ円TIBORの呈示に関する反トラスト法及び競争法の潜在的な違反に関連して、
DOJの反トラスト局及びWEKOを含む一定の管轄区の当局から条件付の軽減措置及び条件付の免責が認められた。
さらにWEKOは、スイス・フランLIBORの呈示及びスイス・フランLIBORに関連した特定の取引についての競争法違
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反の可能性に関連して、UBSに条件付免責を認めた。カナダ産業省競争政策局は、日本円LIBORの呈示についての競
争法違反の可能性に関連して、UBSに条件付免責を認めた。この条件付の措置により、当行が継続して協力するこ
とを条件として、当行は、これらの当局に報告している問題に関連して、反トラスト法及び競争法違反について、
当行が条件付免責又は軽減措置を認められた管轄区域においては、起訴、罰金又はその他の制裁の対象とならな
い。但し、当行に認められた条件付の軽減措置及び条件付の免責は、政府機関が当行に対してその他の主張を行な
うことを妨げない。さらに、DOJと合意した条件付の軽減措置により、契約範囲での行為により米国の法律に基づ
く民事上の反トラスト訴訟において損害賠償が命じられた場合でも、当行は三倍額賠償ではなく、実際の損害賠
償に対する責任を上限とすることができ、また、当行がDOJの要求を満たし、裁判所が当該民事訴訟よりも当行の
協力を優先することを条件として、これらの民事法上の反トラスト訴訟に関連した潜在的な連帯責任から解放さ
れる。但し、条件付の軽減措置及び条件付の免責の認定は、当行に対して民事上の主張を行なう個人の当事者能力
には影響を及ぼさない。
2011年12月16日、日本の金融庁は、UBS証券株式会社（以下「UBS証券」）に対して、証券取引等監視委員会
（SESC）による次の調査結果に基づき、行政処分を行った。(ⅰ)UBS証券のトレーダー１名による、ユーロ円TIBOR
（東京銀行間取引金利）及び日本円LIBORに関する不適切な行為（取引ポジションを有利にする目的で、UBS AG
東京支店及び他の銀行に対して、当該トレーダーの要請を反映したTIBORレートを呈示するよう働きかけた行為
を含む。）、及び (ⅱ)当該行為を発見できなかったUBS証券の内部管理上の重要な問題が認められること。これら
の調査結果に基づき、金融庁は、UBS証券に対して業務停止命令を下し、2012年１月10日から１月16日まで、日本円
LIBOR及びユーロ円TIBORに関連するデリバティブ取引（既存の契約の履行に伴う取引を除く）の停止を命じた。
また、金融庁はUBS証券に対して業務改善命令を下し、(ⅰ) 法令上及び規制上の義務への遵守を確実にする計画
を策定し、金融庁による行政処分で指摘された行為の再発を防止するための管理体制を構築すること、及び(ⅱ)
改善命令により要求された方策の実施状況につき、金融庁に定期的に書面で報告すること、を命じた。同日、金融
庁はUBS AG東京支店に対して、東京支店の職員がUBS証券の職員からユーロ円TIBORの呈示レートに関して継続的
に働きかけを受けており、それが不適切な行為でありながら支店の経営者に報告されていなかったという調査結
果に基づき行政処分を行った。この行政処分に従って、金融庁は、銀行法に基づき、UBS証券に対する業務改善命令
に基づき課せられた同様の内容を要求する命令を下した。
LIBORに基づいてデリバティブ取引を行なう一部の当事者を代表した多くの推定上の集団訴訟及びその他の訴
訟が、UBS及び多くの他の銀行に対して米国の連邦裁判所において提起されている。訴状は、様々な手法により、
様々な市場おいて米ドルのLIBORレート及び米ドルLIBORに基づくデリバティブの市場操作が行なわれたと主張
している。損害賠償請求が、米国商品取引法及び反トラスト法違反を含む様々な法的理論に則って主張されてい
る。

14）シノテック・エネルギー・リミテッド
2011年８月以降、シノテック・エネルギー・リミテッド（以下「シノテック」という。）、同社の役員及び取締
役、株式公開時の監査人、UBSを含む引受証券会社に対して多数の推定上の集団訴訟が提起されており、それらは
ニューヨーク州南部地区の米国地方裁判所において併合された。当該訴訟では、特に、2010年11月３日にシノテッ
クが米国預託株式168百万米ドルを新規公開した際の登録届出書及び目論見書に重大な誤解を招くおそれのある
記述及び遺漏があり、米国連邦証券法に違反していると主張された。UBSは当該公募の70%を引き受けていた。原告
は、救済の中で特に金額未定の補償的損害賠償を要求している。

15）スイスにおける手数料返還
2012年１月に、チューリッヒ高等裁判所ははじめて、第三者が発行した金融商品の販売に対して銀行が受け
取った手数料は、それが純粋な販売業務に対するものとして受領しているものでない限り、「返還すべき金額」
とみなされるべきであると判断した。返還すべき金額とみなされる手数料は、影響を受ける顧客に対して開示し
なければならず、顧客から明確な同意がない場合には、当該手数料は顧客に返還されなくてはならない。この決定
が上訴でで覆されず、他の決定でも従うことになれば、UBSは（スイスの他の銀行と同様に）特定の顧客から、過
去に受け取った手数料について返還請求を受ける可能性がある。

16）未承認取引
FINMA及びFSAは、インベストメント・バンクにおいて発生し、2011年９月に公表された未承認取引について合
同調査を行っている。また、FINMA及びFSAは本件に関して、UBSに対して強制手続を開始したことを公表した。

c）その他の偶発負債
モーゲージ及びRMBSの販売に関連する請求
米国住宅用モーゲージ・ローン市場における危機に先立つ数年間に、UBSは米国の住宅モーゲージ担保証券
（以下「RMBS」という。）の証券化のスポンサーとなり、米国住宅モーゲージの購入者であり販売者であった。
UBSの子会社であるUBS RESIは、オリジネーターから住宅用モーゲージ・ローンのプールを取得し、(関係会社を
通じて)証券化信託に預け入れた。このようにして、2004年から2007年に、UBS RESIは、発行した証券の当初元本残
高に基づく約80十億米ドルをRMBSに出資した。この期間において非公開で発行された米国RMBSの取引総額は、約
3.9兆米ドルであった。
さらに、UBS RESIは、オリジネーターから購入したローンのプールを第三者の購入者に売却した。2004年から
2007年までの期間に売却したホール・ローンは、当初元本残高で合計約19十億米ドルであった。
当行は米国の住宅ローンの重要なオリジネーターではなかった。UBSの子会社１社が、当該期間（このうち2006
年から2008年において活発であった。）に米国住宅用モーゲージ・ローンを約15億米ドル実行していたが、この
うち証券化されたものは半分もなかった。
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当行は、RMBSのスポンサー又はモーゲージの販売者となった際に、通常、原資産のローンの性質に関連して一定
の表明を行っていた。これらの表明に重大な違反が生じた場合、当行は多くの状況で関連するローンを買戻すか
又は損失に対して特定の当事者に補償する契約上の義務を負っていた。当行は、表明に違反の可能性があると、
UBSに対してその購入者がローンの買戻し又はその他の救済を要求することができることを、特定の機関購入者
並びに、GSEを含むモーゲージ・ローン及びRMBSの保険会社から通知されている。当行は、これらの機関購入者及
び保険会社のうち数社と、潜在的な請求に関して、出訴期限の期間進行停止協定を結んでいる。UBSが受領した買
戻請求及び2006年から2012年２月29日までのUBSの買戻し取引の要約が以下の表に示されている。

各年度のローン買戻請求―ローンの当初元本残高
1

百万米ドル

2006年から

2008年 2009年 2010年 2011年

2012年２月29日

まで 合計

ローン買戻実額又は合意額／UBSによる全

額支払 11.7 1.4 13.1

第三者のオリジネーターに対する求償権の

行使により解決された又は解決される見

込みの請求 77.4 1.8 46.2 5.3 130.7

訴訟において解決された請求 0.6 20.7 21.3

訴訟中の請求
2 345.6 652.1 997.1

UBSが反論しているが、契約相手先によりま

だ取り下げられていない請求 4.0 1.8 368.5 12.1 386.4

契約相手先により取り下げられた請求 110.2 99.6 18.8 8.1 236.8

UBSが検討中の請求 2.1 0.1 9.1 85.6 97.5

合計 122.5 205.1 368.21,084.1 103.11,882.9
1
複数の契約相手先より請求されたローンは１件として数えられている。これはこの表における情報について前回実施したものから変更さ

れた点である。このため、2011年度第４四半期報告書における類似の表では、二重に数えられたローン（当初の元本残高は約42.4百万米ド

ル）が含まれている。
2
(i)従前は第三者のオリジネーターに対するUBSの求償権の行使により解決された又は解決される見込みの請求に分

類されていた124.9百万米ドルの請求、及び(ⅱ)従前はローン買戻実額又は合意額／UBSによる全額支払に分類されていた47.7百万米ドルを

含む。

2011年12月31日現在の当行の貸借対照表には、2006年度以降に受けた特定のローンの買戻請求（当行が同意済
みであるか又は未解決である件及び当行が通知を受けていてローンの買取請求が予想される件）から生じる損
失の最善の見積りに基づく引当金104百万米ドル（以前に報告された93百万米ドルから修正された）が反映され
ている。2011年に、アシュアード・ギャランティは当初元本残高で最低でも900百万米ドルと見積られたローンの
買取請求を行なう意向であるとUBSに通知した。2011年度第４四半期に及び2012年２月29日までに受領したロー
ンの買戻し請求金額598百万米ドル（当初元本残高）のうち、約489百万米ドルの請求はアシュアード・ギャラン
ティから受領したものであった。「b) 訴訟及び規制上の問題」で既に述べた通り、アシュアード・ギャランティ
は、2012年２月２日に、特にこの買戻請求の一部に関連して、UBS RESIに対する訴訟を提起した。アシュアード・
ギャランティ又は他の契約相手先により、いつ、どの程度の追加請求がなされるかは明らかでない。UBSはまた、予
想されるローンの買取請求の提起及びそのような請求の解決の時期がともに不確実であるため、実際のローンの
買戻し又は清算済のローンへの支払いに関連してこの引当金がいつ、どの程度取り崩されるかについて信頼性を
もって見積ることができない。
現時点までの買取請求を解決するためのUBSによる支払は、借手に月次の支払額のオプションを与える清算済
の変動金利モーゲージ（オプションARMローン）に対するものであった。これらの支払は、オプションARMローン
の当初元本残高の約62％に相当する金額であった。他の種類のローンにおける同様の割合は、様々であると見込
まれる。UBSが買戻しに同意した未清算のオプションARMローンに関して、UBSは精算済のローンの支払に使用され
たものに類似する厳しいレートを予想している。買戻時の実際の損失には、問題となっているローンの買戻し時
点の見積価額が反映され、また、一定の場合には買戻し前の借り手による一部返済額又はサービサーによる前払
額が反映される。時期及び市場の不確実性並びに過去の請求対象のローンと比較して将来の請求対象となるロー
ンの性質が相違する可能性により、将来の補償の率及び買戻しの際の損失割合を予測することは不可能である。
当行がローンの買戻し又は虚偽の表明による損失の補償を請求される件の大半では、当行は、関連するローン
をUBSに売却する際に表明を提供した第三者のローンのオリジネーターに対する請求を主張することが可能であ
る。ただし、これらの第三者の多くは支払不能であるか、又はすでに存在しない。当行は、2004年から2007年にかけ
てUBSが売却したか又は証券化したローンの当初元本残高の総額のうち、残っている第三者のオリジネーターか
ら購入したものは50％未満であると見積っている。2010年及び2011年に受けた買戻請求に対してUBSが既に支
払った又は支払いに同意したローン（当初元本残高）の約60％について、その後UBSはオリジネーターに対して
補償又は買戻請求を主張している。当行の請求は少数しか解決しておらず、当行は未解決の請求に関する資産を、
当行の貸借対照表上に一切認識していない。UBSは、UBSに対して行われた買戻請求について、存続しているオリジ
ネーターに、UBSは損失の補填を受ける権利があることを通知し、このような請求はオリジネーターと請求を行う
当事者により直接解決されるべきであると主張している。
当行は、将来の買戻請求の水準を信頼性をもって見積ることはできない。また、このような請求についての当行
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の反証が、将来の反証の割合の有効な指標となるかは不明である。当行は、そのような請求の時期も信頼性をもっ
て見積ることはできない。
「b）訴訟及び規制上の問題」ですでに述べた通り、UBSは、RMBSの引受会社及び発行体としての役割に関連す
る訴訟又は提訴のおそれがある訴訟においても被告となっている。

次へ 
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注記22 法人所得税

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

継続事業に係る税金費用／（税務上の便益）

スイス

　当期 23 (75) 55

　繰延 1,063 668 23

国外  

　当期 83 300 462

　繰延 (246) (1,273) (983)

継続事業に係る税金費用／（税務上の便益）合計 923 (381) (443)

非継続事業に係る税金費用    

スイス 0 0 0

非継続事業に係る税金費用合計 0 0 0

税金費用／（税務上の便益）合計 923 (381) (443)

スイスの繰延税金費用純額1,063百万スイス・フランは、税務上の欠損金が事業活動から発生する課税所得に
対して使用されることによる、繰延税金資産の償却に係る税金費用949百万スイス・フランを反映している。さら
に、繰延税金資産の再評価に関連する税金費用245百万スイス・フラン（地域別利益の見込み額を織り込んだ最
新の利益予測が考慮されている。）を反映している。これは、未承認取引に関連する税効果131百万スイス・フラ
ンと一部相殺されている。
国外の繰延税金便益純額246百万スイス・フランは、米国の税務上の便益400百万スイス・フランを反映してい
る。この税務上の便益は主に、過年度にその大部分が親会社であるUBS AGにおいて発生した、米国の税務上の欠損
金に係る繰延税金資産の評価増に関連している。これは、法定税率および欠損金の相殺ルールの変更による、日本
における繰延税金資産の評価減に関連する税金費用41百万スイス・フラン、及び税務上の欠損金が様々な所在地
の課税所得に対して使用されることによる、繰延税金資産の償却に係る税金費用113百万スイス・フランにより
一部相殺された。
当期税金費用純額106百万スイス・フラン（スイスは23百万スイス・フラン、国外は83百万スイス・フラン）
は、当グループ企業の課税所得に関連する税金費用277百万スイス・フランを反映している。当該費用は、過年度
に関連する当期の税務上の便益171百万スイス・フランにより一部相殺された。過年度に関連する繰延税金費用
17百万スイス・フランにより、過年度に関連する税務上の便益純額は155百万スイス・フランまで減額した。
当グループの法人所得税の純納税額は、スイス国内外の税金を含めて、2011年度、2010年度及び2009年度に、そ
れぞれ349百万スイス・フラン、498百万スイス・フラン及び505百万スイス・フランであった。税引前営業利益の
内訳及び財務書類に計上されている税金費用とスイスの税率で計算した金額との差異の内訳は、以下の通りであ
る。

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

継続事業からの税引前営業利益 5,350 7,455 (2,561)

　内訳：

　スイス 4,743 5,999 4,871

　国外 607 1,456 (7,433)

スイスの税率（2011年度、2010年度及び2009年度は21.5％）による法人所得税1,150 1,603 (551)

   

増／（減）の内訳：    

スイスの税率と異なる適用税率 106 (49) (1,636)

未認識の損失の税効果 939 275 1,188

当期に利用された過年度未認識の税務上の欠損金 (8) (1,225) (79)
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非課税及び低税率所得 (1,189) (889) (932)

損金不算入費用及び追加的な課税所得 674 1,985 1,012

過年度調整 (155) (258) (65)

繰延税金の評価性引当額の変動 (676) (1,820) 552

税率の変更から生じる繰延税金残高に対する調整 42 11 14

その他の項目 39 (14) 55

継続事業に係る税金費用／（税務上の便益） 923 (381) (443)

繰延税金資産及び負債の変動の一部は、スイス・フラン以外の通貨建ての税金資産及び負債に係る為替レート
の変動の影響を含めて、資本に直接認識されている。特に、2011年度には218百万スイス・フランの繰延税金費用
純額が資本に直接反映された。これにはその他の包括利益に反映された税金費用498百万スイス・フラン（主に
キャッシュ・フロー・ヘッジに係るスイスの繰延税金負債の増加に関連している。）が含まれ、資本剰余金勘定
の税務上の便益280百万スイス・フラン（IFRSによる会計処理目的上資本の性質である、過年度に発生したスイ
スの税務上の欠損金の認識額の増加を主に反映している。）により一部相殺されている。
以下の表において評価性引当額は、将来の予測される課税所得が十分でないことを理由に将来の便益の実現が
見込まれない金額を表している。
UBS AGスイス並びに当グループの特定の海外支店及び子会社は、税務上の繰越欠損金及び以下の表に示したそ
の他の項目に関し、繰延税金資産を計上している。当期又は前期に損失が発生している企業について、2011年12月
31日現在564百万スイス・フラン（2010年12月31日現在、9,147百万スイス・フラン）が繰延税金資産として認識
されている。

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

繰延税金資産 総額

評価性

引当額 認識額 総額

評価性

引当額 認識額

報酬及び給付金 1,780 (1,564) 216 1,993 (1,791) 201 

税務上の繰越欠損金 27,171 (19,122)8,049 28,186
1

(19,258)
1 8,929 

トレーディング資産 880 (813) 67 1,164 (999) 165 

その他 1,641 (1,447) 194 2,002 (1,776) 226 

繰延税金資産合計 31,471 (22,946)8,526 33,345 (23,823)9,522 

繰延税金負債

報酬及び給付金 0 0 

有形固定資産 1 0 

金融投資及び関連会社 32 25 

トレーディング資産 1 1 

のれん及び無形資産 37 40 

その他 6 31 

繰越税金負債合計 79 97 

1
2011年度において、当行は2010年12月31日現在の税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産総額の表示金額を28,474百万スイス・フランか

ら28,186百万スイス・フランに、及び対応する評価性引当額の表示金額を19,546百万スイス・フランから19,258百万スイス・フランに修正

した。繰延税金資産認識額の合計には影響なかった。

税務上の欠損金に関連して2011年12月31日に認識された繰延税金資産は、５年間にわたる収益性の仮定に基づ
いている。将来の収益性の予測は、IAS第12号の認識基準を考慮の上調整された事業計画の仮定に基づいている。
将来の期間に、事業計画上の収益及び仮定が現在の仮定から大幅に乖離した場合、将来において繰延税金資産の
金額の修正が必要になる可能性がある。
2011年12月31日現在、合計52,073百万スイス・フラン（繰延税金資産として未認識）の税務上の欠損金が将来
の課税所得を相殺するために使用可能である。繰延税金資産として未認識の税務上の欠損金は以下の期間に失効
する。

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

1年以内 3 0 

2年から5年以内 29 3,184 
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6年から10年以内 85 54 

11年から20年 38,647 38,761 1

無期限 13,309 11,174 

合計 52,073 53,173 

1
2011年度において、当行は2010年12月31日現在、繰延税金資産として未認識の税務上の欠損金を36,943百万スイス・フランから38,761百万

スイス・フランに修正した。

通常、スイスの税務上の欠損金は７年、米国連邦税の税務上の欠損金は20年並びに英国及びジャージーの税務
上の欠損金は無期限に繰越可能である。
当グループは、子会社の未分配利益が無期限に投資される場合を除き、繰延税金を計上している。
2011年12月31日現在、無期限に投資されるものとして処理されている未分配利益はなかった。

注記23 デリバティブ及びヘッジ会計

デリバティブ：概要
デリバティブとは、変数（以下「基礎数値」という。）から派生した価値を自身の価値とする金融商品である。
基礎数値には、指数、為替レートもしくは金利、又は株式、コモディティ、債券もしくはその他の金融商品の価値が
含まれる。デリバティブは通常、取引に対してどちらか一方の取引相手先による当初の投資を必要としない。
大部分のデリバティブ契約では、他の金融商品について慣習的なように、通常、想定元本、期間、価格及び決済方
法について交渉が行われる。デリバティブの想定元本は、一般に、デリバティブ契約の基礎となる原商品の数量で
あり、デリバティブの価値変動を測定する基準となる。想定元本自体は、通常、当事者間で交換される価値を直接
示すものではなく、従ってリスク又は財務上のエクスポージャーの直接的な尺度とはならないが、当グループが
締結した様々な種類のデリバティブの規模を示すと考えられる。
店頭（以下「OTC」という。）契約は、UBSとUBSの相手方との間では、通常、標準化された国際スワップデリバ
ティブ協会（以下「ISDA」という。）のマスター契約（以下「MTA」という。）に従い取引されている。条件につ
いては、契約相手先と直接交渉が行われ、当該契約はISDAの定めた業界の標準的な方法で決済される。他のデリバ
ティブ契約は、想定元本額及び決済日の条件が標準化されており、これらは組織化された取引所で売買されてい
る。これらは通常、取引所取引デリバティブ（以下「ETD」という。）契約と称される。取引所は、価格決定の透明
性、標準化された価値の変動の日次決済及びその結果としての信用リスクの低減といった利点を提供する。2011
年に、業界はOTC取引の清算に関して、中央清算機関（以下「CCP」という。）の利用を継続して奨励している。CCP
での清算及び決済は、通常、システミックな信用エクスポージャーの低減を促す。
デリバティブは公正価値で測定され、通常、貸借対照表上の再調達価額－借方及び再調達価額－貸方として分
類される。取引所又は清算機関を通じて取引されるデリバティブは、通常、デリバティブに係る差入担保金又は受
入担保金に分類される。これらの商品については、その公正価値の変動額が、変動証拠金の支払いを通じて毎日経
済的に決済されるため、再調達価額には分類されない。この扱いを受ける商品は、先物契約、日次で全額の証拠金
を入れる取引所取引オプション、ロンドン清算機構との金利スワップ及び一定のクレジット・デリバティブ契約
である。
さらに、次に挙げる全ての条件が揃う場合には、当グループはその他のデリバティブ契約に関して、表示上、
IFRSのネッティングの規定の対象となる。この条件とは、契約が同一の法律上の取引相手先とのものであること、
当グループが金額を相殺する法的に実行可能な権利を有していること、契約の満期日が共通であること、かつ当
事者同士が相殺して決済する意図があってそれが現在の実務により裏付けられることである。デリバティブの再
調達価額の変動は、トレーディング収益純額に計上される。ただし、デリバティブが、「注記１a）15）デリバティ
ブ及びヘッジ会計」で述べた、一定の種類のヘッジ関係においてヘッジ手段として指定されかつ有効である場合
を除く。
デリバティブの公正価値の測定に適用される評価原則及び手法は、「注記26a）評価原則」に記載されている。
再調達価額－借方は、デリバティブ契約が貸借対照表日に全額決済された場合に、当グループが受け取る予定の
見積金額を表す。再調達価額－貸方は、当グループが貸借対照表日に原契約に関する債務について履行を要求さ
れる又は履行する権利を与えられている場合に、その債務が消滅する際の価値を示している。

デリバティブの種類
当グループは、トレーディング及びヘッジ両方の目的で、以下のデリバティブ金融商品を利用している。以下に
挙げた商品の利用を通じて、当グループは、広範で大量のマーケット・メーキング及びフロービジネスと称され
る顧客の取引を容易にするための取引に従事している。商品の種類ごとの公正価値の算定に適用される測定手法
は、「注記26c）　商品別の評価手法」に記載されている。
当グループが利用しているデリバティブの主要な種類は以下の通りである。
－オプション及びワラント：オプション及びワラントは、通常売手（ライター）が買手に、予め決めた日もしく
はその日より前に、指定数量の金融商品もしくはコモディティを予め決められた価格で買う（コール・オプ
ション）又は売る（プット・オプション）権利（義務ではない。）を付与する契約である。買手は、この権利に
ついて売手にプレミアムを支払う。より複雑な支払構造を伴うオプション取引もある。オプションはOTC市場又
は規制された取引所で取引されるが、証券（ワラント）の形態で取引されることもある。
－スワップ：スワップとは、当事者双方が予め決められた期間中に、特定の想定元本額に基づくキャッシュ・フ
ローを交換する取引である。
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－先渡及び先物：先渡及び先物とは、将来の日に、特定の価格で金融商品又はコモディティを買う又は売る契約
上の義務である。先渡契約はOTC市場において当事者間で取引されるテーラーメードの契約であり、先物契約は
規制された取引所で取引される標準化された契約である。
－クロス・カレンシー・スワップ：- クロス・カレンシー・スワップでは、２種類の異なる通貨の元本と基準金
利に基づき、利息支払を交換するものであり、通常、契約の開始時又は終了時の元本交換も伴う。クロス・カレ
ンシー・スワップの殆どはOTC市場で取引されている。
当グループが利用している主要な商品及び原契約は以下の通りである。
－金利契約：金利商品には、金利スワップ、スワップション並びにキャップ及びフロアーが含まれる。
－クレジット・デリバティブ：クレジット・デフォルト・スワップ（以下「CDS」という。）は、クレジット・デ
リバティブの最も一般的な形態であり、この契約に基づき、プロテクションの買手は、特定の第三者信用対象企
業に係る契約上定義されている信用事象が発生した後にプロテクションの売手が当該買手に対する支払を引
き受けることと交換に、当該売手に対して１回以上の支払を行う。信用事象発生後の決済は、現金正味額で行わ
れるか、信用対象企業の１又は複数の債務の現物受渡しに見合う現金で行われ、プロテクションの買手が現実
に損失を被ったか否かに関らず実施される。信用事象発生及び決済後、通常、当該契約は終了する。 クレジット
・デリバティブの詳細については、以下の別のセクションに含まれている。
－トータル・リターン・スワップ（以下「TRS」という。）：TRSは、通常は株式もしくは債券の指数、貸出金又は
債券を原資産として、インベストメント・バンクの債券及び株式の両方のトレーディング業務において使用さ
れている。TRSは、一方の当事者が設定された金利（固定又は変動）に基づく支払を行い、他方の当事者が原資
産からの収益（原資産から生じる損益と原資産の価値の変動の両方を含む。）に基づく支払を行うよう組成さ
れている。
－外国為替契約：外国為替契約には、直物、先渡、クロス・カレンシ－・スワップ及びオプション並びにワラント
が含まれる。通貨の先渡売買契約は、一般に、顧客の必要性を満たすため、並びにトレーディング及びヘッジ目
的で執行される。
－株式／株式指数契約：当グループは、シングルネーム、シングルネームの指数及びバスケット並びに指数に連
動する株式デリバティブを利用している。使用される指数は、標準的な市場の指数に基づく場合もあり、UBSが
決定する場合もある。取引される商品の種類には、標準的な上場デリバティブ、オプションと先物の両方、トー
タル・リターン・スワップ、先渡及び標準的でないOTCの契約が含まれる。
－コモディティ契約：当グループは、コモディティ・デリバティブのトレーディング業務を開始した。これには、
商品指数に係る業務、ストラクチャード・ビジネス及びフロー・ビジネスが含まれる。指数に係る業務及びス
トラクチャード・ビジネスは、商品指数に関連する取引所取引ファンド、OTCスワップ及びオプションを売買す
る、顧客の取引を容易にするための業務である。基礎をなす指数には、第三者が決定する指数及びUBSが決定す
る指数（UBSブルームバーグ・コンスタント・マチュリティ商品指数及びダウ・ジョーンズUBS商品指数等）
が含まれる。フロービジネスは投資家主導であり、原資産が農業、卑金属及びエネルギーの各分野を対象とする
ETDと標準的なOTC商品の両方を組込んでいる。フロー取引は全て、現金で決済され、原資産の実際の受渡しを伴
わない。
－貴金属：当グループは、現物取引と非現物取引の両方を組み込んだ、フローのOTC商品及び標準的でないOTC商
品において、確立された貴金属に係る業務を行っている。フロービジネスは投資家主導であり、商品にはETD、標
準的なOTC及び標準的でない一定のOTCが含まれる。標準的なOTCには、先渡、スワップ及びオプションがある。標
準的でないOTC取引は、ノン・デリバラブル・フォワードと同様の性質（すなわち原資産の現物の受渡しを伴
わない。）の現金決済による先渡契約に関連している。

デリバティブのリスク
デリバティブは多くのトレーディング・ポートフォリオで取引され、かかるポートフォリオには、デリバティ
ブのみでなく、数種類の商品が含まれるのが一般的である。デリバティブの市場リスクは、かかるポートフォリオ
の市場リスクの不可欠な要素として主に管理・統制の対象となっている。市場リスクに対する当グループのアプ
ローチについては、当報告書の監査済部分である「市場リスク」のセクションで説明している。
デリバティブは多くの異なる相手方と取引され、その殆どはその他の種類のビジネスにおける取引相手でもあ
る。デリバティブの信用リスクは、各相手方に対する当グループ全体の信用エクスポージャーとの関連で管理・
統制の対象となっている。信用リスクに対する当グループのアプローチについては、当報告書の監査済部分であ
る「信用リスク」のセクションで説明している。貸借対照表に表示された再調達価額－借方は、当グループの信
用エクスポージャーの重要な構成要素となる可能性があるが、当該相手先の再調達価額－借方が、当該相手方と
のデリバティブ取引に関する当グループの信用エクスポージャーを十分に反映することはまれであることに注
意が必要である。これは、例えば、一方では再調達価額は時間の経過とともに増加する可能性があるが（「潜在的
将来エクスポージャー」）、他方では相手方とマスター・ネッティング契約及び相互担保協定を締結することに
よって、エクスポージャーが軽減される場合があるからである。信用リスク管理のために当グループが内部で使
用するエクスポージャー測定基準、及び規制当局の課す所要自己資本はいずれも、かかる追加要因を反映してい
る。
UBSの貸借対照表に表示された再調達価額には、IFRSの要件に準拠したネッティング(「注記１ａ)35）ネッ
ティング」を参照。)が含まれている。IFRSの要件は、スイス連邦銀行法が規定するネッティングの指針より制限
的である。スイス連邦銀行法によるネッティングは通常、支払不能時に法的強制力を有する一括清算ネッティン
グ契約に基づいている。スイス連邦銀行法に従ったネッティングの指針に基づく再調達価額－借方及び再調達価
額－貸方（現金担保考慮後）は、次の頁（訳者注：原文の頁）に掲載する表の最後に表示されている。
表中の想定元本は、報告日現在における取引残高の名目上の価値を表すが、関連する将来キャッシュ・フロー
の金額又は商品の現在の公正価値を必ずしも表すものではなく、従って信用リスク又は市場リスクに対する当グ
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ループのエクスポージャーを示すものではない。

デリバティブ
1

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在
6

単位：十億スイス・フラン

PRV

合計
2

PRVに

関連する

想定元本
3

NRV

合計
4

NRVに

関連する

想定元本
3

その他の

想定元本
3,5

PRV

合計
2

PRVに

関連する

想定元本
3

NRV

合計
4

NRVに

関連する

想定元本
3

その他の

想定元本
3,5

金利契約

店頭（OTC）契約

先渡契約
7 2.0 1,610.02.3 1,637.4 0.0 1.9 1,320.7 2.3 1,233.6 0.0

スワップ 247.36,661.7226.1 6,561.515,771.7170.47,527.0154.37,423.713,076.0

オプション 46.7 1,173.248.0 1,185.2 0.0 31.2 785.3 32.5 822.8 0.0

取引所取引契約

先物 1,450.5 778.3

オプション 0.0 124.0 0.0 127.8 0.0 0.0 43.7 0.0 49.4 0.0

委託取引
8 0.1 0.1 0.2 0.2

合計 296.19,569.0276.4 9,511.917,222.2203.79,676.7189.39,529.513,854.3

クレジット・デリバティブ契

約

店頭（OTC）契約

クレジット・デフォルト・

スワップ 66.6 1,292.262.9 1,238.0172.4 52.21,189.849.81,091.2 0.0

トータル・レート・オブ・

リターン・スワップ 0.6 2.4 0.5 2.0 0.0 3.5 6.1 1.3 4.2 0.0

オプション及びワラント 0.1 3.6 0.1 4.6 0.0 0.1 11.9 0.1 9.5 0.0

合計 67.3 1,298.163.5 1,244.6172.4 55.81,207.851.21,104.9 0.0

外国為替契約

店頭（OTC）契約

先渡契約 15.7 648.3 14.9 610.5 0.0 16.3 531.1 17.1 554.1 0.0

金利及び通貨スワップ 75.7 2,177.485.5 2,165.5 0.0 88.52,279.997.02,190.5 0.0

オプション 5.8 367.8 5.8 346.4 0.0 8.7 515.1 8.8 483.4 0.0

取引所取引契約

先物 12.2 9.0

オプション 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

委託取引
8 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 97.2 3,193.7106.3 3,123.0 12.2 113.53,326.1123.03,228.1 9.0

株式／株式指数契約

店頭（OTC）契約

先渡契約 2.8 38.3 3.0 39.0 0.0 2.5 31.5 3.5 40.5 0.0

オプション 8.7 69.0 8.9 86.9 0.0 8.1 67.0 8.6 81.0 0.0

取引所取引契約

先物 14.7 23.3

オプション 3.3 84.6 3.7 85.2 0.0 3.8 94.4 3.7 98.2 0.0

委託取引
8 3.9 4.2 7.5 7.6

合計 18.8 191.8 19.8 211.1 14.7 21.9 192.9 23.4 219.7 23.3

コモディティ契約

店頭（OTC）契約

　先渡契約 2.8 29.9 2.3 21.4 0.0 2.8 19.5 3.2 21.7 0.0

　オプション 1.6 30.4 2.1 28.1 0.0 1.5 19.3 1.8 16.0 0.0

取引所取引契約

　先物 17.7 37.8

　先渡契約
9 0.1 36.7 0.2 35.0 0.0 0.0

　オプション 0.0 4.4 0.0 6.3 0.0 0.0 0.7 0.0 1.2 0.0

委託取引
8 2.3 2.4 1.7 1.7

合計 6.9 101.3 7.0 90.9 17.7 6.0 39.5 6.6 38.9 37.8
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デリバティブ以外の

金融資産の未決済の購入
10 0.2 39.8 0.2 10.7 0.0 0.2 36.5 0.1 18.8 0.0

デリバティブ以外の

金融資産の未決済の売却
10 0.1 17.9 0.2 30.2 0.0 0.1 34.9 0.1 13.0 0.0

IFRSに準拠したネッティング

に基づくデリバティブ合計 486.614,411.6473.414,222.417,439.2401.114,514.3393.814,152.913,924.4

自己資本比率規制に基づいた

再調達価額のネッティング (383.3) (383.3) (301.5) (301.5)

自己資本比率規制に基づいた

現金担保のネッティング (45.6) (28.0) (36.5) (23.9)

自己資本比率規制に準拠した

ネッティングに基づいた

デリバティブ合計
11 57.7 62.1 63.1 68.3

1
区分された組込デリバティブは、貸借対照表上で主契約と同じ項目に表示され、表から除外されている。当該デリバティブの合計は、PRV 11

億スイス・フラン（2010年度：27億スイス・フラン）（関連する想定元本248億スイス・フラン（2010年度：86億スイス・フラン））であ

り、NRV ２億スイス・フラン（2010年度：13億スイス・フラン）（関連する想定元本93億スイス・フラン（2010年度：104億スイス・フラ

ン））である。
2
PRV：再調達価額-借方　

3
2011年12月31日現在：貸借対照表上の再調達価額のネッティングの場合、デリバティブの想定元本

の総額は、ネッティングされるデリバティブのそれぞれ再調達価額総額－借方及び再調達価額総額－貸方に応じて表示される。2010年12月

31日現在：貸借対照表上の再調達価額のネッティングの場合、ネッティングされるデリバティブの想定元本の合計は、そのデリバティブに

関連する再調達価額純額－借方又は再調達価額純額－貸方に応じて表示される。　
4
NRV：再調達価額-貸方 

5
これらのデリバティブによる債

権は、当行の貸借対照表上において、銀行預け金、貸出金及びデリバティブに係る差入担保金に合計24億スイス・フラン（2010年度：７億ス

イス・フラン）認識されている。これらのデリバティブによる債務は、当行の貸借対照表上において、銀行預り金、顧客預り金及びデリバ

ティブに係る受入担保金に合計27億スイス・フラン（2010年度：27億スイス・フラン）認識されている。
6
2011年度に、当行は金利契約及び

株式／株式指数契約の想定元本を修正した。さらに、当行はPRV、NRV及び関連する想定元本の一部を株式／株式指数契約からコモディティ契

約へ組み替えた。
7
2011年12月31日現在の再調達価額－貸方は、デリバティブの貸出コミットメントに関連する２億スイス・フラン（2010年

12月31日現在：３億スイス・フラン）を含む。これらのコミットメントに関連する最大取消不能額は、2011年12月31日現在61億スイス・フ

ラン（2010年12月31日現在：10億スイス・フラン）であった。これは、想定元本の報告額には反映されていない。
8
取引所取引の委託取引の

想定元本は、著しく異なるリスク特性により開示されていない。
9
2010年度においては、これらの先渡契約はPRV及びNRVとしてではなく、貸借

対照表項目の貸出金及び顧客預り金としてそれぞれ報告された。想定元本はその他の想定元本として報告された。
10
約定日から決済日までの

間に売買したデリバティブ以外の金融資産の公正価値の変動は、再調達価額として認識されている。
11
スイス連邦銀行法に従ったネッティン

グ契約（現金担保を含む）の影響を含む。

2011年12月31日現在保有する買建及び売建信用プロテクションは、想定元本ベースで、約18％（2010年度：
10％）が１年以内に、約69％（2010年度：70％）が１年超５年以内に、約13％（2010年度：20％）が５年より後
に満期となる。2011年12月31日現在で保有するOTC金利契約の満期別の特性では、想定元本ベースで、約42％
（2010年度：45％）が１年以内に、約35％（2010年度：33％）が１年超５年以内に、23％（2010年度：22％）が
５年より後に満期となる。ロンドン清算機構と清算する金利契約の想定元本は、「その他の想定元本」として表
示されており、清算される原デリバティブ契約の契約上の満期に基づいて、満期別に分類されている。

トレーディング目的で取引されるデリバティブ
当グループの多くのデリバティブ取引は、販売及びトレーディング活動に関係している。販売活動は、顧客が現
在の又は予想されるリスクを負担したり、移転したり、修正したり、軽減したりできるよう、顧客に対しデリバ
ティブの組成及びマーケティングを行うことを含む。トレーディング業務には、マーケット・メーキング、ポジ
ショニング及び裁定取引が含まれる。マーケット・メーキングには、スプレッド及び数量に基づいて収入を獲得
することを意図して、他の市場参加者に買値及び売値を提示することが含まれる。ポジショニングとは、価格、
レート又は指標の有利な動きから利益を得ることを見込んで市場リスク・ポジションを管理することである。裁
定取引業務では、異なる市場の同一商品の間の、又は異なる商品の同一経済要因の間の価格差を特定し、そこから
利益を得ることになる。

詳細な例：クレジット・デリバティブ
UBSは、多数の発行体の有価証券に関連する、CDS及び関連商品を含む債券市場におけるディーラーである。これ
らの業務の主な目的は、マーケット・メーキング業務を通じてのUBSの顧客の利益のため、及びトレーディング勘
定のエクスポージャーに対する継続的なヘッジのためである。
マーケット・メーキング業務は、顧客のトレーディング活動を容易にするための、シングルネームCDS、イン
デックスCDS、ローンCDS及び関連して参照される現物商品の売買から成る。UBSはまた、特定の個人、セクター、又
は特定のポートフォリオへの集中を軽減することを目的として、発生貸出金ポートフォリオ及びオフバランスの
貸出金ポートフォリオ（貸出コミットメントを含む。）における特定の取引相手先の信用リスクを経済的にヘッ
ジするためにも、CDSを積極的に利用している。
さらにUBSは、純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融商品を含むOTCのデリバティブ・ポートフォ
リオにおける特定の取引相手先の信用リスクを経済的にヘッジするために、CDSを積極的に利用している。2010年
度に、市場の革新及び関連製品へのエクスポージャーに対する顧客の需要により、仕組取引業務が拡大し当行の
CDSのフロー取引が継続された。これらの業務には、インデックス、マルチネーム・インデックス、スワップ・イン
デックス・オプション及びファースト・トゥ・デフォルトCDS商品における、顧客のためのマーケット・メーキ
ングが含まれていた。2011年度においても、この顧客主導のビジネスは継続している。該当する場合には、これら
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の商品は特定のリスクに対するエクスポージャーを求める顧客との仕組取引の契約及びソリューションの一部
となる。
買建及び売建プロテクションの価値は、単独ではUBSの信用リスクの測定値とはならない。契約相手先との関係
は、現在ある信用リスクの合計（CDSに加えて他の商品とも関連する。）として、実行されている担保契約との関
連で考えられる。
2011年12月31日現在、購入したプロテクションの想定元本の合計は、1,393十億スイス・フラン（再調達価額－
借方63十億スイス・フラン、再調達価額－貸方３十億スイス・フラン）、売却したプロテクションの想定元本の
合計は、1,322十億スイス・フラン（再調達価額－借方４十億スイス・フラン、再調達価額－貸方61十億スイス・
フラン）であった。
UBSのクレジット・デリバティブは、通常、OTC契約として取引される。2009年度以降、デリバティブ業界の拡大
に伴い、取引相手先リスクの削減を目的として、OTCのCDS契約に関するCCPによるソリューションを確立するため
に多くの新しい取り組みが、米国及びヨーロッパの双方において開始された。UBSはこのような取り組みに、他の
ディーラー・メンバーと共に参加し、2011年も引き続き参加した。
UBSのクレジット・デリバティブの大部分は、UBSとその取引相手先間のISDAのMTAに従い、取引が行われてい
る。さらにUBSのCDS取引については、ISDA発行の文書化の業種別標準様式、又はカスタマイズされた契約書に記載
された同等の条件を用いて文書化される。これらの様式及び契約書では、CDSに基づき履行の要因となる信用事象
（つまり、支払不履行、破産等。以下を参照。）の種類に関連する市場慣行の基礎を形成する標準化された条件が
用いられている。当該契約書及び様式には、UBSが支払った金額（つまり、信用事象が発生し、CDS契約に従いUBSに
支払いが要求される場合。）について、第三者から回収することを可能にするリコース条項は含まれていない。
CDS契約に基づきUBSに履行が要求されることになる信用事象の種類は、取引時における当事者間の合意に従っ
たものであるが、ほぼすべての取引について、取引が関連する参照企業の種類に基づき、特定の市場慣行で適用さ
れる信用事象を用いて、取引が行われる。市場慣行に応じて適用される信用事象には、「倒産」、「支払不履行」、
「条件変更」、「債務弁済期日繰上げ」及び「履行拒絶/支払猶予」が含まれる。

デリバティブ負債の偶発的な担保及び終了の特徴
一部のデリバティブ債務は、通常の業務過程において、当グループの公表された信用格付けの引き下げをトリ
ガーとする偶発的な担保または終了の特徴を含んでいる。2011年12月31日現在のUBSの信用格付けに基づき、特定
の取引相手先との双務契約に従った追加担保又は終了時支払が、UBSの長期信用格付けが１ノッチ（段階）及び
２ノッチ（段階）引き下げとなった場合、それぞれ約７億スイス・フラン及び21億スイス・フラン要求されるこ
とになっていた。UBSの流動性所要額の評価を行う際に、UBSは、UBSの長期信用格付けが引き下げられる場合に要
求される追加の担保又は終了時支払を考慮している。

ヘッジ目的で取引されるデリバティブ
構造的ヘッジに利用されるデリバティブ
当グループは、資産、負債、予定取引、キャッシュ・フロー、及び信用エクスポージャーをヘッジすることを目的
として、デリバティブ取引を締結する。ヘッジ取引の会計処理上の取扱いは、ヘッジ対象商品の性質によって、ま
た当該ヘッジが会計処理上ヘッジ取引として適格であるかどうかによって異なる。
会計処理上ヘッジとして適格であり、かつ指定されているデリバティブ取引は、この注記の対応する項目（公
正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジ）で述べる。ヘッジ手
段としての指定及び会計処理を行うデリバティブに係る当グループの会計方針は、「注記１a) 15）デリバティ
ブ及びヘッジ会計」で説明しているが、当該注記では、以下のセクションで使用する用語について説明している。
当グループはまた、ヘッジ会計が適用されていないデリバティブを利用した様々なヘッジ戦略に取り組んでい
る。これらには日常の経済的金利リスク管理を目的とする金利スワップ及びその他の金利デリバティブ(先物な
ど)が含まれる。当グループはまた、対象となる株式と株価ボラティリティのエクスポージャーを相殺するための
様々な株式取引戦略における経済的ヘッジを目的として、株式先物取引、オプション及び、相対的に少ないがス
ワップも利用している。当グループは同様に、信用リスク・エクスポージャーの経済的ヘッジをもたらすCDSを締
結している（クレジット・デリバティブのセクションを参照）。経済的なヘッジ関係の一部ではあるがヘッジ会
計処理が認められないデリバティブの公正価値の変動は、トレーディング収益純額に報告される。ただし、外貨建
て貸出金及び預金に係る短期金利リスクを管理するために用いる一部の通貨スワップのフォワード・ポイント
は除く。

金利リスクの公正価値ヘッジ
当グループの公正価値ヘッジは、主に、市場金利の変動を原因とした固定利付商品(長期固定利付社債など)の
公正価値の変動を防ぐために利用される金利スワップからなる。公正価値ヘッジとして指定された金利スワップ
残高の公正価値について、2011年12月31日現在、2,422百万スイス・フランの資産及び16百万スイス・フランの負
債であり、2010年12月31日現在では1,171百万スイス・フランの資産及び46百万スイス・フランの負債であった。

金利リスクの公正価値ヘッジ

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

ヘッジ手段に係る利得／（損失） 1,203 402 (171)
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ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象項目に係る

利得／（損失） (1,172) (383) 182

公正価値ヘッジの非有効部分を表す純利得／（損失） 31 19 11

金利リスクのポートフォリオの公正価値ヘッジ
当グループは、モーゲージ・ローンのポートフォリオの金利リスクに対しても公正価値ヘッジ会計を適用して
いる。ヘッジ対象項目の公正価値変動は、貸借対照表上、ヘッジ対象項目とは切り離して計上され、その他の資産
に含まれている。これらのヘッジに指定された金利スワップ残高の公正価値は、2011年12月31日現在、1,389百万
スイス・フランの負債（2010年12月31日現在：972百万スイス・フランの負債）であった。

金利リスクのポートフォリオの公正価値ヘッジ
１

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

ヘッジ手段に係る利得／（損失） (461) 35 (48)

ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象項目に

係る利得／（損失） 452 (60) 11

公正価値ヘッジの非有効部分を表す純利得／（損失） (9) (25) (37)

1
ヘッジの有効性は、累積ベースで計算されている。

為替リスクの公正価値ヘッジ
当グループは、先物外国為替契約の直物の要素を用いて、特定外貨建ての非貨幣性売却可能金融投資から生じ
る為替エクスポージャーをヘッジしている。2011年12月31日現在、為替リスクの公正価値ヘッジとして指定され
たヘッジ手段の想定元本総額は、244百万スイス・フラン（2010年12月31日現在393百万スイス・フラン）であっ
た。これらのヘッジ手段の公正価値は、2011年12月31日現在、22百万スイス・フランの資産、及び2010年12月31日
現在、30百万スイス・フランの資産であった。ヘッジ手段とヘッジ対象項目に係る利得及び損失、並びにこれらの
ヘッジの非有効性は、財務書類の表示期間において、全く重要ではなかった。

予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジ
当グループは、変動金利付きの、又は将来借換もしくは再投資が予想される非トレーディング金融資産及び負
債について、将来の金利キャッシュ・フローの変動にさらされている。元本及び利息の両方のフローを示す将来
キャッシュ・フローの金額とタイミングは、契約条件、並びに期限前償還及び債務不履行に関する見積りを含め
たその他の関連要因に基づいて、金融資産及び負債のポートフォリオごとに予測されている。全ポートフォリオ
の元本残高及び金利キャッシュ・フローの総額は、当グループの非トレーディング金利リスクを特定するための
基礎を形成し、満期の上限を16年間とする金利スワップによりヘッジされている。
2011年12月31日現在、予想金利キャッシュ・フローを生ずる予定元本残高のスケジュールは、以下の通りであ
る。

予測キャッシュ・フロー

単位：十億スイス・フラン １年未満 １～３年 ３～５年 ５～10年 10年超

キャッシュ・インフロー 366 500 309 232 18

キャッシュ・アウトフロー 70 91 45 58

正味キャッシュ・フロー 296 409 264 174 18

指定されたキャッシュ・フロー・ヘッジ関係が適格となるための基準を満たす範囲で、ヘッジ手段として指定
されたデリバティブの公正価値変動の有効部分は、資本に認識される。これらの利得及び損失は、ヘッジ対象の
キャッシュ・フローが純損益に影響を与える期間と同一の期間に資本から当期損益に振替えられる。ヘッジ手段
のデリバティブの公正価値変動の非有効部分は、損益計算書で即時認識する。ヘッジの非有効性により、2011年
度、2010年度及び2009年度に、それぞれ損失38百万スイス・フラン、損失22百万スイス・フラン及び損失183百万
スイス・フランをトレーディング収益純額に認識した。
予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブ残高の公正価値は、2011年12月31日現
在、7,450百万スイス・フランの資産及び3,583百万スイス・フランの負債であった。また、2010年12月31日現在で
は、5,397百万スイス・フランの資産及び3,392百万スイス・フランの負債であった。
2011年度末及び2010年度末時点での、ヘッジ手段の指定を解除された金利スワップに関連する利得７百万スイ
ス・フラン及び18百万スイス・フランは、資本に繰り延べられていた。これについては、従来ヘッジ対象とされて
いた予定キャッシュ・フローが純損益に影響を与える時点、又は予定キャッシュ・フローが発生しないことが見
込まれた時点で、資本から除外される。ヘッジ手段の指定を解除されたスワップについて資本から受取利息純額
に振り替えられた金額は、2011年度において11百万スイス・フランの純利得、2010年度において28百万スイス・
フランの純利得、及び2009年度において40百万スイス・フランの純利得であった。
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在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
2011年度第４四半期から、当グループは、在外営業活動体に対する一部の純投資について、ヘッジ会計の適用を
開始した。2011年12月31日現在、純投資のヘッジ会計の枠組みの中で、ヘッジ手段として指定された通貨スワップ
の再調達価額－借方及び再調達価額－貸方は、それぞれ10百万スイス・フラン及び40百万スイス・フランであっ
た。対応する想定元本は合計96億スイス・フランであった。これらの通貨スワップの利得及び損失の有効部分は、
直接資本に振り替えられ、国外の支店及び子会社に対する純投資の為替換算差損益と相殺される。このように、こ
れらの通貨スワップは、個々の国外の支店及び子会社レベルでの、ひいては当グループのその他の包括利益（以
下「OCI」という。）の為替換算調整合計での、為替換算調整額の累積による構造的な為替エクスポージャーを
ヘッジしている。
また、2011年度第４四半期から、UBSは純投資のヘッジ会計の枠組みの中で、国外の支店又は子会社の一部のデ
リバティブ以外の外貨建て金融資産及び負債をヘッジ手段として指定するようになった。一方の国外企業のデリ
バティブ以外のヘッジ手段に係る資本に計上された為替換算差額は、もう一方の国外企業の構造的な為替エクス
ポージャーを相殺する。従って、当グループの資本に計上された為替換算差額の総額は、このヘッジ指定により変
動しない。2011年12月31日現在、このような純投資ヘッジにおけるヘッジ手段として指定されたデリバティブ以
外の金融資産及び負債の想定元本は、それぞれ169億スイス・フラン及び169億スイス・フランであった。2011年
度では、在外営業活動体に対する純投資のヘッジに係る重要な非有効性は、損益計算書において認識されなかっ
た。
注記１b）連結投資信託に対する持分も参照のこと。

ヘッジ関係においてヘッジ手段として指定されたデリバティブの契約上の満期
ヘッジ関係においてヘッジ手段として指定されたデリバティブの契約上の満期は、そのキャッシュ・フローの
時期を理解する上で、「不可欠」と考えられている。

ヘッジ関係において指定されたデリバティブ（割引前キャッシュ・フロー）

単位：十億スイス・フラン 要求払い

期限が

１ヶ月

以内

期限が１

～３ヶ月

の間

期限が３

～12ヶ月

の間

期限が１

～５年

の間

期限が

５年超 合計

金利スワップ
１

キャッシュ・インフロー 0 0 3 11 4 19

キャッシュ・アウトフロー 0 0 2 8 4 15

通貨スワップ／先渡

キャッシュ・インフロー 10 10

キャッシュ・アウトフロー 10 10

正味キャッシュ・フロー 0 0 0 1 3 0 4

1
当該表は、ヘッジ関係において指定された金利スワップに係るすべてのキャッシュ・インフロー及びキャッシュ・アウトフローを含む。当

該スワップは、2011年12月31日現在UBSの資産又は負債のいずれかである。

オフ・バランス・シート情報

注記24 オフ・バランス・シートの担保差入可能な有価証券

当グループは、貸借対照表に計上されていない売却又は再担保差入が可能な有価証券を保有しており、その内
訳は次の通りである。

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

売却又は再担保差入可能な受入有価証券の公正価値 551,590 573,852

リバース・レポ契約、有価証券貸借契約、デリバティブ取引及びその他の取引に基づく担

保として 550,023 571,970

無担保借入金において 1,567 1,882

上記の内、売却又は再担保差入された有価証券の公正価値 398,110 428,347

財務活動に関連 331,415 352,668

空売り取引約定の充足 39,480 54,975

デリバティブ取引及びその他取引に関連 27,216 20,705

注記25 オペレーティング・リース債務

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

181/432



2011年12月31日現在、UBSは、主に業務上使用する施設及び設備に関する多くの解約不能オペレーティング・
リース契約を締結している。重要な施設のリースには、通常、価格指標に基づく賃料調整だけでなく一般のオフィ
ス賃借市場状況に応じた更新オプション及びエスカレーション条項が含まれる。当行のリース契約は、取引高に
基づく変動リース料又はレバレッジド・リースの変動リース料による支払条項及び購入選択権は含んでおらず、
またUBSの配当金支払能力、借入による資金調達や追加リース契約締結に制限を加えていない。
施設及び設備の解約不能リースの最低契約債務及び当グループのオペレーティング・リース費用は、以下の通
りである。

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

オペレーティング・リース期限

2012年 819

2013年 705 

2014年 627 

2015年 532 

2016年 445 

2017年以降 2,591 

オペレーティング・リースの最低支払契約債務小計 5,719 

控除：解約不能リースに基づくサブリース賃貸契約債務 453 

オペレーティング・リースの最低支払契約債務純額 5,266 

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

オペレーティング・リース費用総額 837 1,057 1,191

サブリース賃貸料 84 97 57

オペレーティング・リース費用純額 754 960 1,134

注記26 金融商品の公正価値

a）評価原則

公正価値は、知識のある自発的な当事者間での独立第三者間取引として、資産が交換又は負債が決済される金
額である。トレーディング目的保有又は純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融商品及び売却可能金
融資産に分類された金融資産は、財務書類上公正価値で認識される。すべてのデリバティブは、公正価値で測定さ
れる。
公正価値は、同一の金融資産又は金融負債の活発な市場における相場価格が入手可能な場合には、当該価格か
ら算定される。活発な市場における金融資産又は金融負債の公正価値は、保有している商品の単位数に現在の買
呼値又は売呼値を乗じたものである。トレーディング・ポートフォリオが市場リスクを相殺する金融資産と金融
負債の双方を含む場合、公正価値は、通常、直近の仲値で総額のロング及びショート・ポジションを評価して見積
られ、買呼値又は売呼値の適切な方法で評価を修正するために正味のオープンのロング又はショート・ポジショ
ンがポートフォリオのレベルで調整される。
金融商品の市場が活発でない場合には、公正価値は評価手法又は価格算定モデルを用いて算定される。当該評
価手法及びモデルには、一定の見積りが含まれ、その程度は当該商品の複雑性及び市場に基づくデータの入手可
能性によって異なる。モデル・リスク、買呼値/売呼値のスプレッドに反映される流動性リスク及び信用リスクを
含む別の要因を考慮して評価調整が行われる場合がある。算定された公正価値並びにモデルの管理方針及び関連
して適用される統制・手続に基づき、経営者は、貸借対照表上公正価値で計上される金融商品の価値を適正に反
映するためには、当該評価調整は必要かつ適切であると考えている。
モデルへのインプットが市場で観察できない取引を締結する場合、その取引にかかる金融商品は、一般に公正
価値の最善の指標となる取引価格で当初認識される。これは、評価モデルから得られる値と異なる場合がある。詳
細については、「注記26d）取引初日の損益の繰延」を参照。このような公正価値の当初の相違を純損益に認識す
るタイミングは、各取引の事実関係及び状況によって異なるが、遅くとも市場データが観察可能となるまでに認
識される。

価格算定モデル及び評価手法
最も頻繁に適用される評価手法及び価格算定モデルには、割引キャッシュ・フロー・モデル、相対的価値モデ
ル及びオプション価格算定モデルが含まれる。割引キャッシュ・フロー・モデルは、資産又は負債からの予想将

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

182/432



来キャッシュ・フローをその現在価値まで割り引いた見積額で算定する。相対的価値モデルは、類似の資産又は
負債の市場価格に基づき価値を算定する。オプション価格算定モデルには、二項オプション価格算定モデルやモ
ンテカルロ法による価格算定等の確率を基礎とする手法が含まれる。
UBSでは、金利及び通貨スワップのようにそれ程複雑ではない金融商品の公正価値を算定するために、広く認識
されている評価手法を用いている。より複雑な商品の場合、評価額は、観察された取引価格、独立したプライシン
グ・サービス及び関連する相場を組み合わせて見積られることがある。相場の性質（例えば、気配値又は確定気
配値）及び裏付けのある最近の市場活動と独立したプライシング・サービスから提供された価格との関係性が
考慮される。さらに、UBSでは、内部で開発したモデルを使用するが、かかるモデルは通常、業界内で一般的に認識
されている評価モデル及び手法に基づいている。
このような評価モデルは、主として、店頭（OTC）市場で取引されるデリバティブ、非上場持分証券及び負債証
券（デリバティブが組み込まれているものを含む。）、並びに流動性が失われていた市場で公正価値で評価され
たその他の負債性商品の評価に利用される。入手可能な場合において、市場で観察可能な仮定及びインプットが
用いられ、それらは、活発な類似市場における類似資産、同等の商品についての最近の取引価格、又はその他の観
察可能な市場データから得られる。活発な市場がなく、かつ取引が秩序立てて行われていない（つまり、困難又は
強制的な）場合、公正価値を計算する際に取引価格に重点はほとんど置かれない。一部又は全てのパラメーター
について観察可能な参照データの入手が不可能なポジションについては、UBSは、過去の実績及び現在の市況に対
する知識の組合せに基づき、評価モデルに使用される市場で観察不能なインプットを決定する。評価手法及びモ
デルに利用される仮定及びインプットには、基準金利のイールド・カーブ、信用スプレッド及び割引率を見積も
る際に用いられるその他のプレミアム、債券価格及び株価、株式インデックスの基準価格、外国為替レート並びに
市場ボラティリティ及び相関の程度が含まれる。
モデルの出力データは、確実に決定できない推定値又は近似値であるのが常である。その結果、取引解消費用、
信用エクスポージャー、モデルに起因する評価調整及び取引制限について市場参加者が考慮する場合にはこれら
の要素を反映して、適宜評価の調整が行われる。

イールド・カーブ
UBSは、金融商品の評価に様々なイールド・カーブを用いる。公正価値での測定を指定された金融負債は、UBSの
資金移転価格のイールド・カーブを用いて測定される。公正価値での測定を指定された金融資産は、特定の商品
に適用されるイールド・カーブに従って評価される。無担保の信用エクスポージャーは、当行の信用リスク統制
の枠組みに基づいて評価される。無担保のデリバティブの評価について、UBSは通常、LIBORフラットのイールド・
カーブを用いる。

評価のためのイールド・カーブの変動
2011年度に、当行は、当行の有担保のデリバティブの大半を評価する、基礎的なリスク管理システムにおいて、
差別化した評価のためのイールド・カーブの使用を組み込んだ。これらのイールド・カーブは、当行の有担保の
割引エクスポージャーの大半に関して、担保契約（Credit Support Annex、CSA）の条件に連動している。この見
積りの変更により、134百万スイス・フランの税引前損失がトレーディング収益純額に計上された。

OTCデリバティブ、公正価値での測定を指定された資産に組み込まれたデリバティブ及び流通性のある負債性商
品に組み込まれたデリバティブの評価における取引相手先の信用リスク
　公正価値を見積るためには、OTCデリバティブ取引、公正価値での測定を指定された資産に組み込まれたデリバ
ティブ及び流通性のある負債性商品に組み込まれたデリバティブに内在する取引相手先の信用リスクを反映す
るために、信用評価調整（以下「CVA」という。）を行う必要がある。この金額は、UBSのOTCデリバティブのポート
フォリオ、公正価値での測定を指定された資産に組み込まれたデリバティブ及び流通性のある負債性商品に含ま
れる取引相手先からの取引相手先の信用リスクをヘッジするために必要なプロテクションの見積市場価格を表
している。CVAは、予測される将来エクスポージャー、デフォルト確率及び回収率によって決まる。CVAには、担保又
はネッティング契約、中途解約条項及びその他の契約上の要素が考慮される。

デリバティブ金融負債の評価におけるUBSの自己クレジット・リスク（再調達価額－貸方）
　当グループは、主に上述のCVAの手法と整合するようにデリバティブの評価に自己クレジットを組込むために負
債評価調整（以下「DVA」という。）を見積もる。DVAは、取引相手先がUBSのCVAの計算に用いるものと同じ手法を
適用した場合、UBSの信用リスク・エクスポージャーをヘッジする取引相手先にかかる理論上の費用又は取引相
手先がUBSへの信用リスク・エクスポージャーに対して積み立てることが合理的に期待されうる信用リスク引当
金を表す。DVAでは、デリバティブのポートフォリオに関する予測される不利なエクスポージャーのプロファイ
ル、担保、ネッティング契約、予測される将来の時価変動及びUBSのクレジット・デフォルト・スプレッドをUBSの
債券保有者の観点からUBSの取引相手先のエクスポージャーを算定するために考慮している。
　2011年及び2010年12月31日現在、デリバティブ金融商品に係るCVA及びDVA（再調達価額）は、以下の通りであ
る。

デリバティブ金融商品のCVA及びDVA

単位：十億スイス・フラン 2011年12月31日現在2010年12月31日現在

DVA

当期の利得／（損失） 0.2 0.2
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現時点までの利得／（損失） 0.8 0.5

CVA
1

当期の利得／（損失）
2 (0.8) 1.0

内、モノラインの信用プロテクション －貸方ベースの取引 (0.3) 0.7

内、モノラインの信用プロテクション －その他 (0.1) 0.1

内、その他の商品 (0.4) 0.2

現時点までの利得／（損失） (2.9) (2.2)

内、モノラインの信用プロテクション －貸方ベースの取引 (1.3) (1.1)

内、モノラインの信用プロテクション －その他 (0.2) (0.1)

内、その他の商品 (1.4) (1.0)

1
当該金額は、債務不履行に陥った相手方に対する引当金を含まない。

2
当該金額は、更改を含まない。

公正価値での測定を指定された金融負債の評価におけるUBSの自己クレジット・リスク
UBSの自己クレジット・リスクが市場参加者によって考慮されている場合、UBSの自己クレジットの変動は、公
正価値での測定を指定された金融負債の評価に反映される。自己クレジットの影響額は、全額担保された取引及
び自己クレジットの影響を含めないことが市場慣行として確立しているその他の商品の評価には反映されない。
自己クレジットの変動は、UBSの無担保資金調達商品を割引く単一の水準を提供する資金振替価格（以下
「FTP」という。）のイールド・カーブに基づいて算定される。FTPのイールド・カーブは、公正価値での測定を指
定された、無担保及び一部担保された資金調達取引の評価にUBSが使用するもので、関連する期間について、UBSの
ミディアム・ターム・ノート（以下「MTN」という。）の新規発行価額の水準を参照して設定される。FTPのイー
ルド・スプレッドは、市場参加者がUBSのMTNを購入する際に要求するプレミアムを反映した信用リスクを表わす
と考えられる。
公正価値での測定を指定された金融負債（主に発行済仕組商品）に関する自己クレジットの結果は、2011年及
び2010年12月31日現在それぞれ以下の通りであった。

公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己クレジット

現在又は終了事業年度

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

終了事業年度の利得／（損失） 合計 1,537 (548) (2,023)

内、信用スプレッド関連のみ 1,526 (471) (1,958)

現時点までの保有期間累計の利得 1,934 237 890

当期累計額は当期の変動累計額を、現時点までの保有期間累計額は当初認識後の変動累積額を反映している。
期間中の自己クレジットの変動額は以下の２つの構成要素に分解することができる。(１)期間中のUBSの信用ス
プレッドの変動に起因する公正価値の変動額、及び(２)「量的変動」の影響、すなわち、信用スプレッド以外の要
素（例えば、償還、時の経過に伴う影響、金利の変動及び第三者が発行した参照商品の価値の変動額）。開示され
る自己クレジットの金額は外国為替相場の変動による影響も反映される。
UBSの信用スプレッドがLIBORに対して１ベーシス・ポイント増えると約18.5百万スイス・フランの自己クレ
ジット利得になると予想される。

公正価値の見積りにおける市場の流動性リスクの反映
公正価値の見積りには、関連する市場における市場の流動性リスクの影響が反映される。市場の流動性リスク
とは、ポジションの解消又は市場リスクを相殺するポジションの保有のいずれかにより、ポジション又はポート
フォリオ内のエクスポージャーを軽減する際に損失が生じるリスクである。従って、流動性調整は、ポートフォリ
オ又はポジション内の市場リスクのオープン・ポジションをカバーする予想コストに対して行われる。流動性調
整は、正味のオープンのリスク・ポジションを有し、ポジションを評価するモデルが仲値にあわせて調整される
場合に行われる買呼値/売呼値の調整である。モデルに基づく評価は、流動性又はリスク・プレミアムを黙示的に
(例えば、そのようなプレミアムを織り込んだ市場価格に調整すること。)又は明示的に反映している。

公正価値の見積りにおけるモデルの不確実性の反映
　モデルに基づく評価の適用に関連する不確実性は、大部分がモデル引当金の適用により対処されている。モデル
引当金は、関係するモデル仮定条件、使用されるインプット、出力データの調整又はモデルの選択における不確実
性を反映する目的において、モデルにより直接もたらされる評価額から差し引くことが適切であるとUBSが見積
る金額を示すものである。かかる見積額を算定するに当たり、UBSは市場慣行に基づく水準、及び他の市場参加者
がこれらの不確実性についてどのように見積るかを勘案している。モデル引当金は、市場取引、価格設定機関及び
その他の関連情報筋からの情報に照らして定期的に再評価される。

評価手続
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　UBSの公正価値及びモデルの管理構造には、財務書類上報告される公正価値測定の質を最大限高めることを目的
とした多数の統制及び手続上の予防策が含まれている。新規の商品は、リスク及び財務統制に関係する利害関係
者全員によるレビュー及び承認を必要とする。金融商品を公正価値で継続して測定する責任は、事業部門にある
が、リスク及び財務統制部門が独立した評価を行っている。この評価責任が実施される際に、事業部門は、外部の
市場情報の利用可能性及び質を検討し、その公正価値の見積りに関する正当性及び論理的根拠を示すことが求め
られる。公正価値で測定される金融商品の独立した価格検証は、リスクを取る事業部門から独立したプロダクト
・コントロール部門により実施される。この独立した価格検証手続の目的は、事業部門の公正価値の見積りを入
手可能な市場情報で独立して確かめることにある。事業部門の公正価値の見積りを観察可能な市場価格又はその
他の独立した情報源をもって評価することで、当該評価に内在する評価の不確実性の程度を管理の枠組みの中で
要求されているように、評価し、管理することができる。この独立した価格検証手続の重要な点は、評価モデルか
ら算定される公正価値の見積りを生成するモデリング手法及びインプットの仮定の適正性を評価することであ
る。モデリング手法の出力データもまた、可能でありかつ適切な場合には、価格算定される特定の商品について観
察される価格及び市場水準と比較される。この調整分析を実施することで、自己の一定の市場における特定の商
品の価格を算定するモデル及びそのインプット（観察可能なヘッジ商品の価格水準の組み合わせに基づく場合
が多く、パラメーターを観察するのが難しい）の能力を評価する。独立したモデル・レビュー・グループは、定期
的に又は特定の事由が生じた場合に、UBSの評価モデルを見直し、特定の商品を評価するために承認する。このよ
うな評価統制が取られることから、独立した市場情報又は財務会計基準のいずれかに整合するように、事業部門
による公正価値の見積りに評価調整が行われる場合がある。

b）公正価値ヒエラルキー

　公正価値で測定される全ての金融商品は、年度末の時点で、当該商品の公正価値測定全体にとって重要性のある
インプットの内最下位のレベルのインプットに基づき、公正価値ヒエラルキーの３つのレベルの内の１つのレベ
ルに分類される。
－レベル１－活発な市場における同一の資産又は負債に関する（未調整の）相場価格
－レベル２－全ての重要なインプットが、直接又は間接的に市場で観察可能な場合の評価手法
－レベル３－観察可能な市場データに基づかない重要なインプットを含む評価手法

市場相場価格又は評価手法による公正価値の決定
1

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在

単位：十億スイス・フラン レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

トレーディング目的保有金融資産
2 99.4 55.7 7.8 162.8 116.1 83.0 10.8 209.9

　内、担保として差し入れられているもの 33.2 6.2 0.5 39.9 38.3 22.2 0.8 61.4

再調達価額-借方 3.4 469.2 13.9 486.6 3.6 385.1 12.4 401.1

　内、

　金利契約 0.4 294.9 0.9 296.2 0.9 201.5 1.3 203.8

　クレジット・デリバティブ契約 0.0 58.4 8.8 67.3 0.0 48.1 7.7 55.8

　外国為替契約 0.4 94.8 2.0 97.2 0.3 112.2 1.0 113.5

　株式／株式指数契約 2.6 14.2 2.2 19.1 2.3 17.5 2.4 22.2

　コモディティ契約 0.0 6.9 0.0 6.9 0.0 5.8 0.0 5.9

公正価値での測定を指定された金融資産 0.7 6.9 2.7 10.3 0.8 7.3 0.5 8.5

売却可能金融投資 34.8 17.7 0.6 53.2 52.9 21.0 0.9 74.8

資産合計 138.4 549.5 25.0 712.9 173.4 496.4 24.5 694.3

トレーディング・ポートフォリオ負債 30.4 8.4 0.6 39.5 42.9 11.8 0.3 55.0

再調達価額-貸方 3.5 459.1 10.8 473.4 3.5 379.9 10.4 393.8

　内、

　金利契約 0.4 275.7 0.3 276.5 1.0 187.8 0.7 189.4

　クレジット・デリバティブ契約 0.0 56.3 7.1 63.4 0.0 44.9 6.2 51.1

　外国為替契約 0.4 103.6 2.3 106.3 0.3 120.9 1.8 123.0

　株式／株式指数契約 2.7 16.5 0.9 20.1 2.2 20.5 1.5 24.2

　コモディティ契約 0.0 6.9 0.1 7.0 0.0 5.8 0.1 6.0

公正価値での測定を指定された金融負債 0.0 76.9 12.1 89.0 0.0 86.7 14.0 100.8

その他の負債－ユニット連動投資契約に基づく金

額

0.0 16.4 0.0 16.4 0.0 18.1 0.0 18.1

負債合計 34.0 560.8 23.5 618.2 46.4 496.5 24.7 567.6
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1
貸借対照表上で主契約と同じ項目に表示される区分された組込デリバティブは、この表から除外されている。2011年12月31日現在、公正価

値で保有される区分された組込デリバティブ資産純額合計10億スイス・フラン（内、８億スイス・フランはレベル３資産純額、２億スイス

・フランはレベル２資産純額であった。）は、当行の貸借対照表において社債に認識された。2010年12月31日現在、公正価値で保有される区

分された組込デリバティブ資産純額合計14億スイス・フラン（内、17億スイス・フランはレベル３資産純額、３億スイス・フランはレベル

２負債純額であった。）は、当行の貸借対照表において社債に認識された。
2
トレーディング目的保有金融資産には貴金属及びコモディティ

は含まれない。

公正価値ヒエラルキーのレベル１とレベル２の間の振替
　約３億スイス・フランのトレーディング資産（内、２億スイス・フランが負債性商品）及び約４億スイス・フ
ランのトレーディング負債（内、３億スイス・フランが負債性商品）が、トレーディング活動及び取扱量の増加
により、レベル２からレベル１へそれぞれ振り替えられた。
　約14億スイス・フランのトレーディング資産及び約７億スイス・フランのトレーディング負債が、レベル１か
らレベル２へ振り替えられた。振り替えられたトレーディング資産及びトレーディング負債は、それぞれ負債性
商品13億スイス・フラン及び５億スイス・フランから主に構成されていた。金融商品が活発な市場で取引されて
いるかどうかを判断する際の評価を管理するUBSの原則において定義される、平均的な市場活動の水準を実際の
市場活動が満たさなくなったため、これらのポジションは、レベル１からレベル２に振り替えられた。

レベル３の商品の変動
　以下の表は、レベル３に分類される金融商品について、重要な種類の貸借対照表価額の繰越額を含む。

レベル３の商品の変動

単位：十億スイス・フラン
トレーディング目的保有

金融資産

デリバティブ

公正価値での測定を
指定された金融負債

再調達価額
―借方

再調達価額
―貸方

2009年12月31日現在残高 12.2 23.8 17.0 10.3

損益計算書に含まれる利得／損失合計
1 0.2 1.2 1.8 0.3

トレーディング収益純額 (0.2) 1.1 1.8 0.1

その他 0.4 0.1 0.0 0.2

購入、売却、発行及び決済 0.0 (7.0) (5.4) (1.4)

購入 3.7 0.0 0.0 0.0

売却 (3.7) 0.0 0.0 0.0

発行 0.0 1.6 1.4 3.3

決済 0.0 (8.6) (6.8) (4.7)

レベル３への／からの振替 (0.4) (2.7) (1.1) 4.7

レベル３への振替 2.4 1.6 1.8 5.8

レベル３からの振替 (2.8) (4.3) (2.9) (1.1)

為替換算 (1.0) (3.0) (1.9) 0.1

2010年12月31日現在残高 10.8 12.4 10.4 14.0

2010年12月31日現在残高 10.8 12.4 10.4 14.0

損益計算書に含まれる利得／損失合計
1 (0.4) 1.9 0.7 (0.5)

トレーディング収益純額 (0.6) 1.9 0.7 (0.5)

その他 0.2 0.0 0.0 0.1

購入、売却、発行及び決済 (2.2) (1.1) (0.5) 0.4

購入 2.5 0.0 0.0 0.0

売却 (4.7) 0.0 0.0 0.0

発行 0.0 3.3 1.7 5.2

決済 0.0 (4.4) (2.2) (4.8)

レベル３への／からの振替 (0.4) 0.6 0.1 (2.0)

レベル３への振替 1.0 1.7 1.3 1.8

レベル３からの振替 (1.4) (1.1) (1.2) (3.8)

為替換算 0.1 0.1 0.1 0.0

2011年12月31日現在残高 7.8 13.9 10.8 12.0

1
期首及び期末の両方においてレベル３商品として分類された商品に関して損益計算書に含まれる利得及び損失、並びに期中においてレベ

ル３に振り替えられた商品に関する期中の利得及び損失を反映している。

レベル３の商品における重要な変動
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　2011年12月31日現在、市場で観察不能な重要なインプットを使用した評価手法によって測定された金融商品
（レベル３）には、主に以下が含まれていた。
－ビスポーク型債務担保証券（以下「CDO」という。）及びローン担保証券（以下「CLO」という。）を含む、仕組
金利及びクレジット・ポジション
－リファレンス・リンク債（以下「RLN」という。）
－米国及びヨーロッパの住宅市場並びに米国及び米国外の商業用不動産市場に連動する金融商品
－社債及び企業のクレジット・デフォルト・スワップ（以下「CDS」という。）
－貸付関連商品

トレーディング目的保有金融資産
　レベル３へ及び同レベルから振り替えられたトレーディング目的保有金融資産は、それぞれ10億スイス・フラ
ン及び14億スイス・フランであった。レベル３へ振り替えられた商品は、主に社債４億スイス・フラン、アジアの
不動産市場に連動する金融商品２億スイス・フラン、ヨーロッパの不動産市場に関連する金融商品１億スイス・
フラン、学生ローンに連動する金融商品１億スイス・フラン及び米国のRLN１億スイス・フラン（市場インプッ
トの観察可能性の低下を前提とした場合に独立した価格の検証ができなかった。）から成っていた。レベル３か
らの振替額は、主にアジアの不動産市場に連動する金融商品４億スイス・フラン、社債３億スイス・フラン、ソブ
リン債２億スイス・フラン、資産担保証券２億スイス・フラン及び貸付関連商品１億スイス・フラン（公正価値
を検証するための独立した価格情報が入手可能になったため。）から成っていた。
当期中に購入したレベル３のトレーディング目的保有金融資産は合計25億スイス・フランになった。この購入
には、主に貸付関連商品11億スイス・フラン、社債９億スイス・フラン及び米国の商業用不動産市場に連動する
金融商品２億スイス・フランが含まれていた。
トレーディング目的で保有するレベル３の金融資産の売却は47億スイス・フランであった。これには、貸付関
連商品16億スイス・フラン、米国の商業用不動産市場に連動する金融商品７億スイス・フラン、社債７億スイス
・フラン、アジアの不動産市場に連動する金融商品５億スイス・フラン、CLO３億スイス・フラン及び株式２億ス
イス・フランが含まれていた。

デリバティブ
　レベル３に振り替えられたデリバティブには、再調達価額－借方17億スイス・フラン及び再調達価額－貸方13
億スイス・フランが含まれていた。レベル３商品からの振替には、再調達価額－借方11億スイス・フラン及び再
調達価額－貸方12億スイス・フランが含まれていた。
　レベル３への振替のうち再調達価額－借方の内訳は、主に、企業のCDSポジション８億スイス・フラン（クレ
ジット・カーブ及び回収率の独立した検証ができなくなったため。）、ストラクチャード・クレジットであるビ
スポーク型CDOのポジション４億スイス・フラン（保有するポートフォリオと市場データを独立して検証するた
めに使用される代表的なマーケット・ポートフォリオとの相関関係が低下したため。）及びソブリンCDSのポジ
ション２億スイス・フラン（クレジット・カーブの独立した検証ができなくなったため。）であった。レベル３
への振替のうち再調達価額－貸方の内訳は、主に、ストラクチャード・クレジットであるビスポーク型CDOのポジ
ション７億スイス・フラン、（保有するポートフォリオと市場データを独立して検証するために使用される代表
的なマーケット・ポートフォリオとの相関性が低下したため。）、企業のCDSポジション３億スイス・フラン（ク
レジット・カーブ及び回収率の独立した検証ができなくなったため。）、及びソブリンCDSのポジション１億スイ
ス・フラン（クレジット・カーブの独立した検証ができなくなったため。）であった。
レベル３からの振替額のうち再調達価額－借方の内訳は、主に、企業のCDSポジション２億スイス・フラン（ク
レジット・カーブ及び回収率の独立した検証が可能であったため。）、米国の住宅CDSのポジション２億スイス・
フラン（基礎となる独立した市場データの信頼性が高まったため。）、株式オプション２億スイス・フラン（ボ
ラティリティの独立した検証が可能であったため。）、米国の商業用不動産CDSのポジション２億スイス・フラン
（基礎となる独立した市場データの信頼性が高まったため。）及びストラクチャード・クレジットであるビス
ポーク型のCDOのポジション１億スイス・フラン（保有するポートフォリオと市場データを独立して検証するた
めに使用される代表的なマーケット・ポートフォリオとの相関性が高まったため。）であった。レベル３からの
振替額のうち再調達価額－貸方の内訳は、主に、株式オプション４億スイス・フラン（ボラティリティの独立し
た検証が可能であったため。）、米国住宅CDSのポジション２億スイス・フラン（基礎となる独立した市場データ
の信頼性が高まったため。）、ストラクチャード・クレジットであるビスポーク型CDOのポジション２億スイス・
フラン（保有するポートフォリオと市場データを独立して検証するために使用される代表的なマーケット・
ポートフォリオとの相関関係が高まったため。）、米国の商業用不動産のCDSポジション１億スイス・フラン（基
礎となる独立した市場データの信頼性が高まったため。）及びストラクチャード・レート・ポジション１億スイ
ス・フラン（ボラティリティの独立した検証が検証が可能であったため。）であった。
レベル３の再調達価額－借方の発行額は、33億スイス・フランであった。これには、ストラクチャード・クレ
ジットであるビスポーク型CDOのポジション14億スイス・フラン、企業のCDSのポジション７億スイス・フラン及
びストラクチャード・レート・ポジション６億スイス・フランが含まれていた。レベル３の再調達価額－貸方の
発行額は、17億スイス・フランであった。これには、ストラクチャード・クレジットであるビスポーク型CDOのポ
ジション８億スイス・フラン、企業のCDSのポジション６億スイス・フラン及びストラクチャード・レート・ポ
ジション２億スイス・フランが含まれていた。
レベル３の再調達価額－借方の決済額は、44億スイス・フランであった。これには、ストラクチャード・クレ
ジット・ポジション19億スイス・フラン、ストラクチャード・レート・ポジション６億スイス・フラン、CLO CDS
ポジション５億スイス・フラン、米国の商業用不動産のCDSのポジション５億スイス・フラン及び企業のCDSのポ
ジション４億スイス・フランが含まれていた。レベル３の再調達価額－貸方の決済額は、22億スイス・フランで
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あった。これには、ストラクチャード・クレジットであるビスポーク型CDOのポジション９億スイス・フラン、ス
トラクチャード・レート取引４億スイス・フラン、株式オプション２億スイス・フラン、企業のCDSのポジション
２億スイス・フラン及びヨーロッパの不動産のCDSのポジション１億スイス・フランが含まれていた。

公正価値での測定を指定された金融資産
公正価値での測定を指定されたレベル３の金融資産のストラクチャード・ファイナンスの発行額は、約22億ス
イス・フランであった。

公正価値での測定を指定された金融負債
公正価値での測定を指定された金融負債のレベル３への振替額18億スイス・フランの内訳は主に、クレジット
・リンク債７億スイス・フラン（基礎となるクレジット・カーブを独立して検証できなくなったため。）、エク
イティ・リンク債６億スイス・フラン及び金利連動債５億スイス・フラン（組込オプションのボラティリティ
を独立して検証できなかったため。）であった。
公正価値での測定を指定された金融負債のレベル３からの振替額は、38億スイス・フランであり、これには、金
利連動債15億スイス・フラン、エクイティ・リンク債15億スイス・フラン（組込オプションのボラティリティの
独立した検証が可能であったため。）及びクレジット・リンク債５億スイス・フラン（基礎となるクレジット・
カーブの独立した検証が可能であったため。）が含まれていた。
レベル３の公正価値での測定を指定された金融負債の発行額52億スイス・フランの内訳は、主に、クレジット
・リンク債36億スイス・フラン及びエクイティ・リンク債10億スイス・フランであった。
レベル３の公正価値での測定を指定された金融負債の決済額は、約48億スイス・フランであり、この内訳は、ク
レジット・リンク債21億スイス・フラン、エクイティ・リンク債14億スイス・フラン及び金利連動債13億スイス
・フランであった。

感応度情報
　貸借対照表上公正価値で計上される金融商品の見積公正価値には、市場で観察可能な価格、レート又はその他の
インプットによる裏付けのない仮定に基づいた評価手法を用いて、公正価値の全額又は一部が見積られた商品が
含まれている。さらに、適用する評価手法もしくはモデルの選択、当該モデルに組み込まれた仮定、インプットが
市場で観察可能でない程度、又は評価手法もしくはモデルに影響を及ぼすその他の要素によって、評価に不確実
性が生じる場合がある。
　観察不能なインプットを合理的に起こりうる代替的な仮定に変更した場合の影響を明らかにするため、UBSは、
レベル３に区分された金融商品について感応度分析を実施した。当該金融商品はモデルに基づく手法を用いて評
価されており、重要性の高いモデルのインプットは、原商品が取引されている市場では観察できない。2011年12月
31日現在の、現物商品の公正価値に対して３％から20％、デリバティブの公正価値に対して１％から40％の調整
が加えられた。これらの調整は、経営者の専門的な判断によって当該商品に適切であると判断されたものである。
　以下の表における現物商品は、ロング及びショートの商品（該当する場合には商品種類別）に関連している。こ
の表示を行うためにデリバティブには、再調達価額－借方及び貸方に加えて株式デリバティブ又は金利デリバ
ティブの特徴が組み込まれた債券が含まれることになる。これらは、UBSの貸借対照表上、公正価値での測定を指
定された金融資産又は負債として表示されている。すべての金融商品にとって有利な変動とは、適切な感応度比
率を適用した結果、資産の価値が増加し、負債の価値が減少する場合をいう。不利な変動とは、各金融商品に適切
な感応度比率を適用した結果、資産の価値が減少し、負債の価値が増加する場合をいう。

レベル３の金融資産及び負債の感応度

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在

単位：十億スイス・フラン 有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動

現物商品

モーゲージ証券 0.3 (0.3) 0.3 (0.3)

債券 0.2 (0.2) 0.2 (0.2)

売買された貸出金 0.1 (0.1) 0.1 (0.1)

現物商品合計 0.6 (0.6) 0.6 (0.6)

デリバティブ

株式デリバティブ 0.1 (0.1) 0.4 (0.4)

金利デリバティブ 0.3 (0.3) 0.7 (0.7)

クレジット・デリバティブ 0.5 (0.5) 0.1 (0.1)

その他 0.2 (0.2) 0.4 (0.4)

デリバティブ合計 1.1 (1.1) 1.6 (1.6)

c）商品別の評価手法

　このセクションには、主要な商品区分及びこれらに関して当行が採用する評価手法についての説明が含まれて
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いる。

国債及び社債、短期証券並びに貸出金
　国債及び短期証券は、通常、流動性のある市場において相場価格により活発に取引されている。市場価格が入手
できない場合、当該証券は、類似の発行証券から推定されるイールド・カーブに比較して評価される。
　社債は市場価格で評価される。この市場価格は、最近の取引相場又はブローカー・ディーラー相場に基づいてい
る。直接比較可能な価格が入手できない場合、社債は、同一の発行体による他の証券から算定された利回りと比較
して判断されるか、又は類似の証券に対して優劣の関係、満期及び流動性に応じて調整された価額によって評価
されている。流動性が欠如した証券については、信用モデルが用いられることがある。このモデルでは、当該証券
の特徴が考慮され、観察可能な又は推定された信用スプレッド及び実勢金利を用いてキャッシュ・フローが割り
引かれる。
　公正価値で保有される貸出金は、最近の取引又はディーラーの相場価格を反映した市場価格で評価されている。
市場価格が入手できない流動性が欠如した貸出金については、代替的な評価手法が用いられ、この方法には、同業
他社の負債性商品又は同一の企業の異なる商品から算定された価格を用いる相対的価値をベンチマークとする
手法が含まれる。
　企業の貸出ポートフォリオは、典型的にはプロバイダーが合意した価格から直接的に観察可能な市場価格、又は
クレジット・デフォルト・スワップの価格決定モデル（信用スプレッド、回収率及び金利に係るインプットが必
要となる。）のいずれかを用いて評価されている。

持分証券、ヘッジ・ファンド及び投資信託受益証券、転換社債及びデリバティブ
　持分証券の大半は、相場価格が容易にかつ定期的に入手可能な証券取引所で取引されている。
　ヘッジ・ファンドは、公表された純資産価値（以下「NAV」という。）に基づいた公正価値で測定されている。当
行は、最終的な公正価値を算定する際には、ファンドのNAVの入手可能性、又はファンドの償還時に課される制約
を加味している。
　転換社債は、主に、観察可能な価格設定情報を用いて評価され、当該情報は、市場における取引の頻度を考慮する
と、通常は入手可能である。
　投資信託受益証券は、大半が取引所で取引されており、流動性のある市場における相場価格を有している。市場
価格が入手できない場合、当該商品は、そのNAVに基づき評価することができる。
　UBSは、取引所取引デリバティブ（以下「ETD」という。）及びOTCデリバティブの双方のポジションを有してい
る。ETDは、通常、観察可能な価格を有しており、当行は、その公正価値の評価にあたり、市場価格を考慮している。
OTCデリバティブは、業界の標準モデル又は内部で開発した独自のモデルのいずれかを用いて測定されている。

住宅モーゲージ担保証券（以下「RMBS」という。）、商業用モーゲージ担保証券（以下「CMBS」という。）、資産
担保証券（以下「ABS」という。）及び担保債務証券（以下「CDO」という。）
　RMBS、CMBS、ABS及びCDOの評価額は、入手可能な場合、取引価格及び独立して検証される市場データにより見積ら
れる。直接的な市場データがない場合には、類似の特徴を有する１つ又は複数の証券の取引価格及び相場価格、又
はベンチマーク指標もしくは三角形分割を用いて算定されている。
　プレーン・バニラ型ではあるが観察可能な市場データが限られている証券は、業界の標準的な評価モデルを用
いて評価され、構造が複雑な証券は、独自のモデル及びファンダメンタル分析を用いて評価される。当該モデルに
対する主要なインプットには、特に、現在及び将来の経済状況についての経営者の定量的及び定性的評価、そのよ
うな状況における証券の予想収益並びに市場流動性が含まれている。
　
RMBS、CMBS、ABS及びCDOに関連するクレジット・デリバティブ
　クレジット・デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップ及び残高保
証スワップの形式をとっており、指標、単名の証券又は単名の証券のバスケットを参照している。単名の証券を参
照する契約は、その価値を算定するために、主として、類似のエクスポージャーに関する信頼しうる市場データ又
は取引価格及び相場価格を用いて価格が決定される。流動性がさらに低くなるビスポーク型のクレジット・デリ
バティブは独自のモデルにより評価されており、当該モデルに対するインプットは、市場データ並びに類似取引、
参照指標及び担保への調整を通じて生じるものである。

クレジット・デリバティブ
　シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ及びインデックス・クレジット・デフォルト・スワッ
プ、並びに複雑なストラクチャード・クレジット商品に分類されうる派生商品又は複合商品は、市場から入手可
能な信用スプレッド、及びコンセンサス・プライシング・サービス又はその他の市場参加者による回収率を用い
て評価されている。これらのデータは、公正価値を算定するための業界の標準モデルに使用されている。
　複雑なストラクチャード・クレジット商品は、独自のモデルを用いて評価されており、当該モデルは入手した市
場データからのデータに調整されている。当該モデルへのインプットには、シングルネームの信用スプレッド、回
収率、インプライド相関、クレジット・ボラティリティ、キャッシュ－シンセティック・ベーシス・スプレッド、
及びクウォント・ベーシス・スプレッドが含まれる。

金利スワップ及び先渡契約
　OTCスワップ商品には、金利スワップ、ベーシス・スワップ、クロスカレンシー・スワップ、インフレーション・
スワップ及び金利先渡契約（以下「FRA」という。）が含まれている。これらの商品はすべて、利息の将来キャッ
シュ・フロー（固定及び将来の指標の両方）を見積り、かかるキャッシュ・フローを、ポートフォリオのその部
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分に対する適切な資金調達レートを反映した金利を用いて割り引くことにより、評価されている。上記の計算に
用いられている金利及び将来の指標は、典型的なOTC金利デリバティブ（スワップ・レート、ベーシス・スワップ
・スプレッド、先物価格、FRA金利）に関連する現在の市場金利を観察すること、及びこれらを、市場の標準的な
イールド・カーブ・モデルを用いてポートフォリオに固有の金利に変換することにより算定されている。

金利オプション
　金利キャップ及びフロア、スワップション、及びその他のより複雑な非線形金利商品は、市場の標準的なオプ
ション・モデルを用いて評価されている。これらのモデルには、金利イールド・カーブ、インフレーション・カー
ブ、金利ボラティリティ、為替レートのボラティリティ及びインフレーション・ボラティリティ、相関（異なる金
利間、又は金利と為替若しくはインフレ率間）が含まれている（但し、これらに限定されるものではない。）。当
該モデルは、市場で取引されている標準的なオプション商品の市場価格を回復できるように調整され、調整され
た当該モデルは、ポートフォリオの再評価を行う際に用いられている。

直物為替取引及び先物為替取引
　未決済の直物ポジション及び既決済ポジションは、為替市場の直物レートを用いて評価されている。為替の先物
ポジションについては、標準的な市場データから得られるフォワード・プライシング・ポイントに応じて調整さ
れた直物レートを用いて評価されている。

通貨オプション
　為替レートに係るOTCオプションは、市場の標準的なオプション・モデルを用いて評価されている。これらのモ
デルには、直物レート、フォワード・ポイント、為替のボラティリティ、金利のイールド・カーブ及び為替レート
と金利間の相関が含まれている（ただし、これらに限定されるものではない。）。当該モデルは、市場で取引され
ている標準的なオプション商品の市場価格を回復できるように調整され、調整された当該モデルは、ポートフォ
リオの再評価を行う際に用いられている。
→重要な評価の不確実性を有する一部の金融商品（CVAモノライン、米国及び米国以外のリファレンス・リン
ク債、SNBスタブファンドの株式を取得するオプション）に関する詳細は、「リスク、財務及び資本管理」のセ
クションを参照。

d）取引初日の損益の繰延

以下の表は、金融商品の公正価値が評価モデルを用いて見積られ、必ずしも全ての重要なインプットが市場で
観察可能ではない場合において、当該金融商品に起因する繰延損益の増減を示している。取引価格が取引初日に
評価モデルから得られた評価額と異なっていたとしても、当該金融商品は当初取引価格で認識される。基礎とな
るパラメーターが観察可能となった時点又は取引が手仕舞いとなった時点で、又は適切な償却方法で、取引初日
に繰延べられた損益は損益計算書に振り替えられ、トレーディング損益として認識される。表は、期首及び期末時
点において純損益に未だ計上されていない当該差額の合計、並びに当該残高の増減の調整（繰延べられている取
引初日損益の変動）を示している。

取引初日の損益の繰延

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日 2010年12月31日

期首残高 565 599

新規取引に係る繰延利得／(損失) 221 282

損益計算書で認識された(利得)／損失 (354) (260)

為替換算調整 1 (56)

期末残高 433 565

　2011年12月31日現在、取引初日の損益の繰延のうち、約１億スイス・フラン（2010年12月31日現在：約３億スイ
ス・フラン）は、その大半が仕組金利ポジションに関連するものであり、約３億スイス・フラン（2010年12月31
日現在：約３億スイス・フラン）は、OTC株式オプションに関連するものである。当該商品はいずれも、UBSの貸借
対照表上、再調達価額で表示されている。

e）償却原価で会計処理される金融商品

以下の表は、償却原価で会計処理されるUBSの商品の見積公正価値を反映している。「貸出金及び債権」として
分類されている金融資産及び償却原価で会計処理されている金融負債の概要については「注記28 金融資産及び
金融負債の測定カテゴリー」を参照。

償却原価で会計処理される金融商品

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在
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単位：十億スイス・フラン 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

資産

銀行預け金 23.2 23.2 17.1 17.1

貸出金 266.6 268.2 261.3 263.4

借入有価証券に係る担保金 58.8 58.8 62.5 62.5

リバース・レポ契約 213.5 213.3 142.8 142.8

デリバティブに係る差入担保金 41.3 41.3 38.1 38.1

未収収益、その他の資産 10.2 10.2 20.6 20.6

負債

銀行預り金 30.2 30.2 41.5 41.5

顧客預り金 342.4 342.4 332.3 332.5

貸付有価証券に係る担保金 8.1 8.1 6.7 6.7

レポ契約 102.4 102.4 74.8 74.7

デリバティブに係る受入担保金 67.1 67.1 58.9 58.9

社債 141.6 140.6 131.6 131.4

未払費用、その他の負債 47.2 47.2 49.2 49.2

保証／貸出コミットメント
1

保証 0.1 0.1 0.1 0.1

貸出コミットメント 0.0 0.7 0.0 0.4

1
2011年度以降、貸借対照表に認識されない貸出コミットメント及び保証のみを反映している（引当が必要な場合を除く。）。それまでは、デ

リバティブ貸出コミットメント及び公正価値での測定を指定された金融負債として会計処理される貸出コミットメントも含まれていた。過

年度は修正されている。

貸出金には、ウェルス・マネジメントの資産（主にモーゲージ・ローンであり、その公正価値は関連する帳簿
価額を34億スイス・フラン上回る。）、及びインベストメント・バンクの資産（公正価値は関連する帳簿価額を
15億スイス・フラン下回る。）が含まれている。
上表の公正価値は、開示目的のためにのみ算定されたものである。償却原価で会計処理されるUBSの金融商品の
公正価値は、後述の評価手法及び仮定により測定されている。ただし、他の金融機関では公正価値の見積りに異な
る評価方法及び仮定が用いられている場合があるため、このような公正価値の開示を他の金融機関と、必ずしも
比較できない可能性がある。UBSは、これらの公正価値の算定に重要な判断及び仮定を適用しており、当該判断及
び仮定は、UBSが確立した、公正価値で会計処理される金融商品に適用される公正価値並びにモデルに関する管理
方針及び手続よりも、全体論的で精度が低いものとなっている。これらの公正価値は、UBSの貸借対照表及び純利
益に影響を与えている。以下の原則は、償却原価で会計処理される金融商品の見積公正価値を算定する際に適用
されたものである。
－残存期間が３ヶ月超の金融商品の公正価値は、入手可能な場合には市場相場価格から算定された。
－市場相場価格が入手できなかった場合、その公正価値は、類似の信用リスク及び満期を有する商品に係る現在
の市場金利又は適切なイールド・カーブを用いて、契約上のキャッシュ・フローを割り引くことにより見積ら
れた。当該見積りには、通常、取引相手先の信用又はUBSの自己のクレジットへの調整が含まれている。
－残存期間が３ヶ月以下の短期金融商品については、その帳簿価額(貸倒引当金控除後)が、通常、公正価値の合理
的な見積額であると考えられる。償却原価で会計処理される次の金融商品は、残存期間が３ヶ月以下のもので
ある。すなわち、銀行預け金の85％、借入有価証券に係る担保金の100％、リバース・レポ契約の94％、デリバ
ティブに係る差入担保金の100％、貸出金の46％、銀行預り金の93％、貸付有価証券に係る担保金の100％、レポ
契約の98％、デリバティブに係る受入担保金の100％、顧客預り金の98％、及び社債の47％が該当する。
－償却原価で会計処理される変動利付金融商品の公正価値は、帳簿価額(貸倒引当金控除後)に近似していると
仮定され、当該公正価値には、取引相手先の信用の質又はUBSの自己のクレジットの変動による公正価値の変
動は反映されていない。
－変動及び固定利付レポ及びリバース・レポ契約の見積公正価値には、すべての満期について、商品の金利部分
の評価額が含まれている。当該商品は短期であるため、評価額に信用評価調整及び負債評価調整は含まれてい
ない。
－オフ・バランスの金融商品の見積公正価値は、類似の信用枠及び保証に関する市場価格に基づく。当該情報が
入手できない場合、公正価値は、割引キャッシュ・フロー分析を用いて見積もられる。

次へ 
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注記27 認識の中止に該当しない担保差入資産及び譲渡金融資産

主として、有価証券の貸借取引において、レポ取引及びリバース・レポ取引において、中央銀行との担保付き与
信枠のもとで、住宅金融機関からの借入金に対して、デリバティブ取引に関連して、証券取引所及び清算機関にお
ける会員資格のための預託金として、金融資産が担保として差し入れられ、又はカバード・ボンドの発行に関連
して担保目的で金融資産が譲渡されている。

担保差入資産

帳簿価額

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日現在2010年12月31日現在

トレーディング・ポートフォリオ資産として保有する金融資産の第三者向け

担保差入 58,463 79,742

内、再担保設定権付、第三者向け担保差入 39,936 61,352

売却可能金融投資の第三者向け担保差入 26,022 38,106

モーゲージ・ローン 27,841 27,119

その他の貸出金及び債権 5,971 10,235

内、再担保設定権付、第三者向け担保差入 43 559

担保差入金融資産合計 118,296 155,202

以下の表は、既に売却されているか、又は譲渡されているが認識の中止には該当しない金融資産の詳細である。
認識中止の基準については、「注記１ a) ５）金融商品の認識及び認識の中止」に記載。

認識の中止に該当しない金融資産の譲渡

継続して全額を認識する資産-総資産

単位：十億スイス・フラン 2011年12月31日現在2010年12月31日現在

取引の性質

有価証券貸付契約 22.9 30.9

レポ契約 15.6 28.6

その他の金融資産の譲渡 80.0 96.6

合計 118.5 156.1

取引は、金融市場参加者が採用する標準的な契約に従って概ね実行され、UBSの通常の信用リスク統制プロセス
が適用される取引相手との間で行われる。結果として生ずる信用リスク・エクスポージャーは、ポジションの日
次の監視と担保提供により統制される。継続して認識する金融資産は、一般的には、現金又は他の金融資産と引き
換えに譲渡される。従って関連する負債は、中央銀行に差し入れた一部のポジションを除き、譲渡された金融資産
の帳簿価額にほぼ等しいと仮定できる。
継続して全額を認識する場合は、それぞれ、UBSは実質的に譲渡資産の全てのリスク及び経済価値を留保するこ
とになる。これには、信用リスク、決済リスク、カントリー・リスク及び市場リスクが含まれることがある。
レポ契約及び有価証券貸付契約については、注記１ a) 13）及び１ a) 14）に記載している。その他の金融資
産の譲渡には、有価証券貸付契約及びレポ契約における担保差入金融資産以外の、上記の金融取引における担保
差入金融資産が含まれる。また、金融資産の売却と同じ取引相手とのトータル・リターン・スワップ契約の同時
執行も含まれる。
一部だけが継続的関与の対象となる譲渡金融資産は、2011年度、2010年度とも重要な額ではなかった。

注記28 金融資産及び金融負債の測定カテゴリー

a）金融資産及び金融負債の測定カテゴリー

以下の表は、IAS第39号で定義される金融資産及び金融負債の測定カテゴリーにおける金融商品の各クラスの
帳簿価額に関する情報を提供している。金融商品とみなされる資産及び負債のみが以下の表に含まれているた
め、一定の残高について貸借対照表上の表示と異なる場合がある。
→金融商品の公正価値の決定方法の詳細については、「注記26　金融商品の公正価値」を参照。

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日現在2010年12月31日現在
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金融資産
1

トレーディング目的保有

トレーディング・ポートフォリオ資産 162,821 209,873

内、担保として差し入れられているもの 39,936 61,352

社債
2 1,149 2,665

再調達価額－借方 486,584 401,146

合計 650,554 613,684

純損益を通じた公正価値での測定

公正価値での測定を指定された金融資産 10,336 8,504

償却原価で計上される金融資産

現金及び中央銀行預け金 40,638 26,939

銀行預け金 23,218 17,133

借入有価証券に係る担保金 58,763 62,454

リバース・レポ契約 213,501 142,790

デリバティブに係る差入担保金 41,322 38,071

貸出金 266,604 261,263

未収収益 1,464 1,404

その他の資産 8,757 19,175

合計 654,267 569,229

売却可能

売却可能金融投資 53,174 74,768

金融資産合計 1,368,331 1,266,185

金融負債

トレーディング目的保有

トレーディング・ポートフォリオ負債 39,480 54,975

社債
2 194 1,308

再調達価額－貸方 473,400 393,762

合計 513,074 450,045

純損益を通じた公正価値での測定、その他

公正価値での測定を指定された金融負債 88,982 100,756

ユニット・リンク契約未払額 16,481 18,125

合計 105,462 118,881

償却原価で計上される金融負債

銀行預り金 30,201 41,490

貸付有価証券に係る担保金 8,136 6,651

レポ契約 102,429 74,796

デリバティブに係る受入担保金 67,114 58,924

顧客預り金 342,409 332,301

未払費用 6,646 7,581

社債 141,572 131,628

その他の負債 40,512 41,622

合計 739,019 694,993

金融負債合計 1,357,555 1,263,918

1
2011年12月31日現在、貸出金の118十億スイス・フラン、銀行預け金の１十億スイス・フラン、リバース・レポ契約の１十億スイス・フラ

ン、売却可能金融投資の20十億スイス・フラン及び公正価値での測定を指定された金融資産の８十億スイス・フランは、12ヶ月経過後に回

収又は決済されると見込まれている。
2
公正価値オプションが使用されていない仕組債の組込デリバティブの構成要素を表している。再調達

価額－借方及び再調達価額－貸方としてここに示された金額は、貸借対照表上の社債に表示されている。
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b）分類変更された金融資産

2008年度第４四半期及び2009年度第１四半期において、金融資産がトレーディング目的保有から貸出金及び債
権に分類変更された（詳細については注記１a）10）を参照。）。分類変更日におけるこれらの資産の公正価値
は、それぞれ26十億スイス・フラン及び６億スイス・フランであった。
以下の表は、分類変更された残りの金融資産の商品種類別の想定元本、公正価値及び帳簿価額を示している。

貸出金及び債権に分類変更されたトレーディング目的保有資産

2011年12月31日現在

単位：十億スイス・フラン 想定元本 公正価値 帳簿価額

帳簿価額の想定

元本に

対する比率

米国学生ローン及び地方債オークション・レート証券 3.3 2.7 3.0 92%

モノラインにより保証されている資産 1.0 0.7 0.8 84%

レバレッジド・ファイナンス 0.5 0.4 0.4 78%

米国リファレンス・リンク債 0.3 0.2 0.2 69%

その他の資産 0.9 0.8 0.8 85%

合計（CMBS金利ストリップを除く。） 5.9 4.8 5.2 88%

CMBS金利ストリップ 0.1 0.1

分類変更された資産合計 5.9 4.9 5.3

貸出金及び債権に分類変更されたトレーディング目的保有資産

単位：十億スイス・フラン 2011年12月31日現在2010年12月31日現在

帳簿価額 5.3 11.9

公正価値 4.9 12.1

プロフォーマの公正価値利得／（損失） (0.4) 0.2

2011年度では、分類変更された金融資産の帳簿価額は66億スイス・フラン減少した。これは主として売却時の
帳簿価額が69億スイス・フランの資産を売却したことによるものであった。２億スイス・フランの償還及び米ド
ルに対するスイス・フラン高による２億スイス・フランにより、さらに減少することとなった。これらの金融資
産からの税引前営業利益への影響額は、７億スイス・フランの利益であった（以下の表を参照。）。仮に当該金融
資産の分類変更がなかった場合、2011年度の税引前営業利益への影響額は、約２億スイス・フランの利益となっ
たと考えられる。

分類変更された資産の損益計算書への影響

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日 2010年12月31日

受取利息純額 381 453

貸倒引当金（繰入額）／戻入額 36 (63)

その他の収益
1 306 134

税引前営業利益への影響額 723 525

1
分類変更された金融資産の処分に係る純利得を含む。

c）信用リスクに対する最大エクスポージャー及び信用度情報

　以下の表は、金融商品の種類別の信用リスクに対する当グループの最大エクスポージャーを表し、それぞれの担
保及びこれらの金融商品の種類に係る信用リスクを軽減させるその他の信用補完を表している。信用リスクに対
する最大エクスポージャーは、貸借対照表に認識された信用リスクの対象となる金融商品の帳簿価額を含み、オ
フ・バランス・シートの契約についてはの想定元本を含んでいる。
担保は、入手可能な場合、公正価値で表示されている。不動産などのその他の担保については、公正価値につい
て最善の見積額が使用されている。信用補完（クレジット・デリバティブ契約／保証）は、その想定元本で含ま
れる。両方ともに、保証対象としている信用リスクに対する最大エクスポージャーが上限となるように設定され
ている。
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「リスク管理及び統制」のセクションでは、信用リスク及び関連するエクスポージャーに対する経営者の見解
について記載されている。これらは、会計基準の要件と一定の事項において相違している。

信用リスクに対する最大エクスポージャー

2011年12月31日現在

単位：十億スイス・フラン

信用リスクに

対する

最大

エクスポー

ジャー

担保 信用補完

受入

担保金

有価証券

による

担保

不動産に

よる担保

その他の

担保
1

ネッティ

ング

クレジッ

ト・デリ

バティブ

契約 保証

貸借対照表において償却原価で測定
される金融資産

中央銀行預け金 38.6

銀行預け金 23.2 0.0 2.7 0.5 0.6

貸出金
2,3 266.611.4 53.9 148.2 16.4 0.6 2.6

借入有価証券に係る担保金 58.8 58.8

リバース・レポ契約 213.5 213.5

デリバティブに係る差入担保金
4 41.3 28.0

未収収益、その他の資産 10.2 6.2

償却原価で測定される金融資産合計 652.211.5 335.1 148.2 16.9 28.0 0.6 3.2

貸借対照表において公正価値で測定
される金融資産

再調達価格－借方
5 486.6 428.9

トレーディング・ポートフォリオ資産

－負債性商品
6,7 99.2

公正価値での測定を指定された金融資産
－負債性商品 9.6 6.7 0.2 1.4

売却可能金融投資－負債性商品 52.3

公正価値で測定される金融資産合計 647.7 0.0 6.7 0.0 0.2 428.9 1.4 0.0

貸借対照表に反映された信用リスクに
対する最大エクスポージャー合計 1,299.911.5 341.8 148.2 17.1456.9 2.0 3.2

保証 18.8 1.5 1.9 0.2 1.5 1.8 1.9

貸出コミットメント 58.2 0.3 0.4 1.1 8.8 18.1 3.0

先日付スタートの取引、リバース・
レポ契約及び有価証券借入契約 27.6 27.6

貸借対照表に反映されなかった信用
リスクに対する最大エクスポー
ジャー合計 104.6 1.8 29.9 1.3 10.3 19.8 5.0

期末合計 1,404.513.2 371.7 149.5 27.5456.921.8 8.2

1
生命保険契約、棚卸資産、売掛金、特許権及び著作権を含むが、これらに限定されない。

2
貸出金はブラックロック・ファンドに対する残高47

億米ドルを含む。この貸出金は、「その他の担保」に含まれる米国の住宅モーゲージ証券のポートフォリオによって担保されている。詳細に

ついては、本報告書の「リスク、財務及び資本管理」のセクションを参照。
3
貸出金は、2008年度第４四半期にトレーディング目的保有から貸

出金及び債権に分類変更されたモノラインにより保証されている資産を含む。これらの資産の残りの帳簿価額は、2011年12月31日現在８億

スイス・フランであった。これらの資産に関連する信用評価調整後のクレジット・デフォルト・スワップのプロテクションの公正価値は２

億スイス・フランであったが、これは「クレジット・デリバティブ契約」欄には含まれていない。詳細については、本報告書の「リスク、財

務及び資本管理」のセクションを参照。
4
デリバティブに係る差入担保金には、取引所又は清算機構へ差し入れた証拠金残高が含まれてい

る。ネッティング欄に表示されている金額は、スイス連邦銀行法に従って、関連する再調達価額－貸方と相殺した金額を表している。
5
ネッ

ティング欄に表示されている金額は、スイス連邦銀行法に従って、関連する再調達価額－貸方及び受入担保金と相殺した金額を表している。
6
これらのポジションは、一般に市場リスクのフレームワークの下で管理され、VaRに含まれている。本開示を目的として、担保及び信用補完

は考慮されなかった。
7 
ユニット・リンク投資契約及び投資信託受益証券で保有する負債性商品は含まない。

2010年12月31日現在

単位：十億スイス・フラン

信用リスクに

対する

最大

エクスポー

ジャー

担保 信用補完

受入

担保金

有価証券

による

担保

不動産に

よる担保

その他の

担保
1

ネッティ

ング

クレジッ

ト・デリ

バティブ

契約 保証
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貸借対照表において償却原価で測定
される金融資産

中央銀行預け金 24.5

銀行預け金 17.1 0.2 0.0 0.3

貸出金
2,3 261.38.4 46.3 144.3 17.2 1.1 2.3

借入有価証券に係る担保金 62.5 62.5

リバース・レポ契約 142.8 142.8

デリバティブに係る差入担保金
4 38.1 23.9

未収収益、その他の資産 20.6 16.9

償却原価で測定される金融資産合計 566.78.4 268.7 144.3 17.3 23.9 1.1 2.5

貸借対照表において公正価値で測定
される金融資産

再調達価格－借方
5 401.1 338.0

トレーディング・ポートフォリオ資産

－負債性商品
6,7 134.3

公正価値での測定を指定された金融資産
－負債性商品 7.6 3.7 0.2 1.7

売却可能金融投資－負債性商品 73.4

公正価値で測定される金融資産合計 616.50.0 3.7 0.0 0.2 338.0 1.7 0.0

貸借対照表に反映された信用リスクに
対する最大エクスポージャー合計 1,183.38.4 272.4 144.3 17.5361.9 2.8 2.5

保証 16.4 1.5 1.8 0.3 2.3 1.6 1.4

貸出コミットメント 56.9 0.2 0.2 0.9 8.1 22.5 2.4

ARS取得のための取消不能な
コミットメント 0.1

先日付スタートの取引、リバース・
レポ契約及び有価証券借入契約 39.5 39.5

貸借対照表に反映されなかった信用
リスクに対する最大エクスポー
ジャー合計 112.91.7 41.4 1.2 10.4 24.1 3.8

期末合計 1,296.110.1 313.8 145.5 27.9361.926.9 6.4

1
生命保険契約、棚卸資産、売掛金、特許権及び著作権を含むが、これに限らない。

2
貸出金はブラックロック・ファンドに対する残高57億米ド

ルを含む。この貸出金は、「その他の担保」に含まれる米国の住宅モーゲージ証券のポートフォリオによって担保されている。詳細について

は、本報告書の「リスク、財務及び資本管理」のセクションを参照。
3
貸出金は、2008年度第４四半期にトレーディング目的保有から貸出金及

び債権に分類変更されたモノラインにより保証されている資産を含む。これらの資産の残りの帳簿価額は、2010年12月31日現在53億スイス

・フランであった。これらの資産に関連する信用評価調整後のクレジット・デフォルト・スワップのプロテクションの公正価値は５億スイ

ス・フランであったが、これは「クレジット・デリバティブ契約」欄には含まれていない。詳細については、本報告書の「リスク、財務及び

資本管理」のセクションを参照。
4
デリバティブに係る差入担保金には、取引所又は清算機構へ差し入れた証拠金残高が含まれている。ネッ

ティング欄に表示されている金額は、スイス連邦銀行法に従って、関連する再調達価額－貸方と相殺した金額を表している。
5
ネッティング

欄に表示されている金額は、スイス連邦銀行法に従って、関連する再調達価額－貸方及び受入担保金と相殺した金額を表している。
6
これら

のポジションは、一般に市場リスクのフレームワークの下で管理され、VaRに含まれている。本開示を目的として、担保及び信用補完は考慮さ

れなかった。
7 
ユニット・リンク投資契約及び投資信託受益証券で保有する負債性商品は含まない。

格付別信用リスクの対象となる金融資産

単位：十億スイス・フラン 2011年12月31日現在

格付別
1 0-1 2-3 4-5 6-8 9-13

債務不履

行

格付

なし 合計

中央銀行預け金 27.3 11.2 0.0 0.0 38.6

銀行預け金 0.4 16.0 3.5 3.0 0.2 0.0 23.2

貸出金 6.9 78.6 110.6 57.4 11.9 1.1 266.6

借入有価証券に係る担保金及び

リバース・レポ契約 1.3 215.9 29.2 22.7 3.1 0.0 272.3

再調達価額－借方 11.9400.6 53.4 17.4 2.5 0.7 486.6

デリバティブに係る差入担保金 7.0 25.8 3.8 4.6 0.1 0.0 41.3

トレーディング・ポートフォリオ資産

－負債性商品
2 45.6 36.5 8.0 3.8 5.2 0.1 99.2
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売却可能金融投資－負債性商品 43.3 9.0 0.0 0.0 0.0 52.3

その他の金融商品 0.1 5.8 3.0 7.9 2.7 0.3 19.9

貸借対照表に認識されなかった金融商品
3

保証 2.0 9.9 3.2 2.7 1.1 18.8

貸出コミットメント 0.3 31.7 13.2 5.8 7.1 0.1 58.2

先日付スタートのリバース・レポ契約 0.1 26.1 0.6 0.4 27.1

先日付スタートの有価証券借入契約 0.5 0.0 0.5

合計 146.2867.6 228.5 125.734.0 2.4 0.0 1,404.5

単位：十億スイス・フラン 2010年12月31日現在

格付別
1 0-1 2-3 4-5 6-8 9-13

債務不履

行

格付

なし
４ 合計

中央銀行預け金 14.6 9.8 0.0 24.5

銀行預け金 0.3 11.7 2.6 2.3 0.2 0.0 17.1

貸出金 11.8 75.6 76.2 79.8 16.2 1.6 261.3

借入有価証券に係る担保金及び

リバース・レポ契約 59.4112.9 23.1 8.2 1.7 0.0 205.2

再調達価額－借方 15.2331.7 38.4 12.6 2.2 1.1 401.1

デリバティブに係る差入担保金 6.2 22.6 4.5 4.5 0.3 0.0 38.1

トレーディング・ポートフォリオ資産

－負債性商品
2 52.5 59.4 10.2 5.5 6.4 0.3 134.3

売却可能金融投資－負債性商品 66.8 6.6 0.0 0.0 73.4

その他の金融商品 0.1 6.1 3.7 16.3 1.6 0.3 28.2

貸借対照表に認識されなかった金融商品
3

保証 0.1 7.2 4.5 3.1 1.4 0.0 16.4

貸出コミットメント 0.7 32.8 10.3 4.8 8.1 0.1 56.9

先日付スタートのリバース・レポ契約 39.0 39.0

先日付スタートの有価証券借入契約 0.5 0.5

合計 227.9676.4 173.4 137.338.1 3.4 39.51,296.0

1
格付別の詳細については、本報告書の「リスク、財務及び資本管理」のセクションの「UBSの内部格付の尺度及び外部格付の対応関係」の

表を参照。
2
ユニット・リンク投資契約及び投資信託受益証券で保有する負債性商品は含まない。

3
2011年12月31日現在、ARS取得のためのコ

ミットメント０億スイス・フラン（2010年12月31日現在：１億スイス・フラン）を除く。
4
これらの格付は2010年度について入手できな

かった。

注記29 年金及びその他の退職後給付制度

以下の表は、確定給付型制度及び確定拠出型制度の年金費用に関連する情報を提供している。これらの費用は
人件費の一部である。

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

確定給付型制度の期間年金費用純額 534 477 742

　内、主要年金制度に関連
1 461 430 694

　内、退職後の医療及び生命保険制度に関連
2 13 22 9

　内、その他残りの制度に関連 36 25 39

　内、支払われていない未払年金費用に関連
3 24 0 0

確定拠出型制度の年金費用
4 254 246 246

年金及びその他の退職後給付制度合計 788 724 988

1
詳細については、「注記29a 確定給付年金制度」を参照。

2
詳細については、「注記29b 退職後医療及び生命保険制度」を参照。

3
2011年度に

引き継がれた事業再編計画に関連する支払われていない未払年金費用は、事業再編関連の引当金に含まれる。詳細については、「注記37 事

業再編及び処分」及び「注記21 引当金及び偶発負債」を参照。
4
詳細については、「注記29c 確定拠出型制度」を参照。
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以下の表は、繰延年金費用、未払年金及び退職後給付負債に関連する情報を提供している。これらは、貸借対照
表上、それぞれその他の資産及びその他の負債に認識されている。

繰延年金費用

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

主要な年金制度
1 3,300 3,174 3,053

繰延年金費用合計 3,300 3,174 3,053

未払年金費用及び退職後給付負債

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

2009年

12月31日現在

主要な年金制度
1 (224) (220) (251)

退職後の医療及び生命保険制度
2 (166) (158) (163)

残りの制度 (16) (17) (25)

未払年金費用及び退職後給付負債合計 (406) (395) (439)

1
詳細については、「注記29a 確定給付年金制度」を参照。

2
詳細については、「注記29b 退職後医療及び生命保険制度」を参照。

a）確定給付年金制度

UBSは、スイス内外で多様な年金制度を設立している。そのうち主要なものは、スイス、英国、米国、ドイツにあ
る。これらの国々の制度に対しては、独立した年金数理評価が必要に応じて実施されている。
UBSの確定給付年金制度の全体的な投資方針及び戦略は、支払われた掛金と共に、当該制度の様々な資金調達リ
スクに対する合理的な管理を維持するために、十分な投資利回りを達成することを指針としている。国によって、
年金基金受託者及び/又はUBSが各種資産の組み合わせや目標配分の決定に責任を負っている。実際の資産配分
は、様々な経済状況及び市場状況の現況と見通し、並びに特定の資産種類のリスク、リスクの特性及び年金制度の
満期パターンを考慮して決定される。
制度資産の長期予測利回りは、長期予測インフレ率、金利、リスク・プレミアム及び目標とする種類の資産配分
に基づき決定される。これらの見積りは、過去の資産種類の利回りを考慮し、年金制度の投資及び数理アドバイ
ザーと共に決定される。

スイスの年金制度
スイスの年金制度は、スイスの全UBS従業員を対象としており、スイスの法律が要求する最低給付を上回ってい
る。当該スイスの制度は、従業員が支払う年間掛金の水準において従業員の選択を認めている。この年金制度は、
給与の一定割合として算出された年間掛金に基づき、年金基金委員会が毎年確定する利率で利息が発生する給付
を支給している。スイスの年金制度は、スイスの年金法に基づく確定拠出型制度であるが、IAS第19号「従業員給
付」に基づく確定給付型制度として会計処理されている。
当該年金制度への掛金は、従業員及び雇用主によって支払われる。従業員掛金は、保証給与の一定割合として計
算され、月次で控除される。給与から控除される割合は、年齢に応じて、保証基本給の１％から13.5％及び保証変
動報酬の０％から９％となる。雇用主は、対象給与の１％から27.5％の間の掛金を支払う。給付内容には、退職給
付、障害、死亡及び遺族年金並びに解雇給付が含まれる。
確定給付債務を算定する際の主要な仮定は、平均余命である。2011年度において、スイスの年金制度は、BVG
2005年版の期間生命表に替わり、新しいBVG 2010年版の世代生命表を採用した。これは、スイスの年金制度に関連
する確定給付債務の全体的な増加の大きな一因となった。BVG2010年版の世代生命表では、より長い平均余命が考
慮されている。
2012年度に予定されているスイスの年金制度に対する雇用主掛金は、530百万スイス・フランである。

国外の年金制度
UBSの国外拠点では、現地の法律や慣行に適合した様々な年金制度を運営している。主たるものが確定給付型制
度の地域は、英国、米国及びドイツである。英国及び米国の確定給付型制度は新従業員の加入を受け入れていない
ため、新従業員は確定拠出型制度の対象となっている。国外における年金制度の金額は、主要な国外の制度の積立
状況の純額を反映している。
当該年金制度は、定年退職、死亡、又は障害に際し給付を提供する。提供される給付水準は、確定給付率及び報酬
水準による。当該制度は、UBSが全額積み立てている。2012年度に予定されている当該年金制度に対する雇用主掛
金は、108百万スイス・フランである。これらの制度に対する資金積立方針は、現地政府及び税務上の要件に準拠
している。
国外の年金制度で使用されている仮定は、現地の経済条件に基づいている。
→併せて注記１a)24)を参照。
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確定給付年金制度

単位：百万スイス・フラン スイス 　国　外

終了事業年度

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

期首確定給付債務 (21,299)(21,119)(21,311)(4,053)(4,353)(3,642)

勤務費用 (410) (384) (432) (33) (41) (41)

利息費用 (569) (657) (672) (210) (237) (230)

制度加入者掛金 (211) (197) (195) 0 0 00

数理計算上の差益／（損） (1,452)(149) 231 (259) (119) (471)

支払給付 985 1,252 1,314 145 148 153

解雇給付 (11) (45) (54) 0 0 0

為替換算調整 0 0 0 (4) 549 (122)

期末確定給付債務 (22,967)(21,299)(21,119)(4,414)(4,053)(4,353)

期首制度資産の公正価値 20,690 20,28619,0293,406 3,517 2,866

制度資産からの期待運用収益 715 850 846 217 237 202

数理計算上の差益／（損） (523) 54 963 (94) 163 266

雇用主掛金 495 510 513 71 86 232

雇用主掛金－解雇給付 11 45 54 0 0 0

制度加入者掛金 211 197 195 0 0 0

支払給付 (985)(1,252)(1,314)(145) (148) (153)

為替換算調整 0 0 0 3 (449) 104

期末制度資産の公正価値 20,614 20,69020,2863,458 3,406 3,517

余剰金／(不足) (2,353)(609) (833) (956) (647) (836)

未認識数理計算上の正味の差（益）／損 4,916 3,028 2,996 1,470 1,183 1,475

繰延年金費用／（未払年金負債） 2,562 2,418 2,163 514 536 639

純（負債）又は資産の変動 　  　

繰延年金費用／（未払年金負債）期首残高 2,418 2,163 2,123 536 639 548

期間年金費用純額 (362) (300) (527) (99) (130) (167)

雇用主掛金 495 510 513 71 86 232

雇用主掛金－解雇給付 11 45  54 0 0 0

為替換算調整 0 0 0 6 (59) 26

繰延年金費用／（未払年金負債） 2,562 2,418 2,163 514 536 639

貸借対照表で認識された金額

単位：百万スイス・フラン スイス 　国　外

終了事業年度

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

繰延年金費用 2,562 2,418 2,163 738 756 890

未払年金負債 0　 0 0 (224) (220) (251)

繰延年金費用／（未払年金負債） 2,562 2,418 2,163 514 536 639

期間年金費用純額の内訳

　

勤務費用 410 384 432 33 41 41

利息費用 569 657 672 210 237 230

制度資産からの期待運用収益 (715) (850) (846) (217) (237) (202)
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未認識純（利得）／損失の償却額 87 64 215 73 89 98

当期の数理計算上の正味の差（益）／損の即時認識 0 0 0 0 0 0

解雇給付 11 45 54 0 0 0

確定給付資産の制限 0　 0 0 0　 0 0

期間年金費用純額 362 300 527 99 130 167

スイスの積立型制度

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

現在

2010年

12月31日

現在

2009年

12月31日

現在

2008年

12月31日

現在

2007年

12月31日

現在

確定給付債務 (22,967)(21,299)(21,119)(21,311)(20,877)

制度資産 20,614 20,69020,28619,02922,181

余剰金／（不足） (2,353)(609) (833)(2,282)1,304

制度負債の経験利得／（損失） 0 253 214 0 0

制度資産の経験利得／（損失） (523) 54 963 (3,820)(250)

国外の積立型制度及び非積立型制度

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

現在

2010年

12月31日

現在

2009年

12月31日

現在

2008年

12月31日

現在

2007年

12月31日

現在

積立型制度からの確定給付債務 (4,174)(3,813)(4,078)(3,402)(4,654)

非積立型制度からの確定給付債務 (240) (240) (275) (240) (274)

積立型制度からの制度資産 3,458 3,406 3,517 2,866 4,579

余剰金／（不足） (956) (647) (836) (776) (349)

制度負債の経験利得／（損失） (46) (17) (12) 62 (32)

制度資産の経験利得／（損失） (94) 163 266 (1,027) (97)

スイス 　国　外

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

使用された主な年金数理上の仮定の加重平均値（％）

期末確定給付債務決定のために使用された仮定

割引率 2.3 2.8 3.3 4.8 5.4 5.7

期待昇給率 2.5 2.5 2.5 4.1 4.9 5.0

年金増加率 0.0 0.3 0.5 2.1 2.3 2.5

当期に認識された期間年金費用純額決定のために使用さ

れた仮定

割引率 2.8 3.3 3.3 5.4 5.7 6.0

制度資産の期待運用収益率 3.5 4.3 4.5 6.5 6.9 6.6

期待昇給率 2.5 2.5 2.5 4.9 5.0 4.5

年金増加率 0.3 0.5 0.5 2.3 2.5 1.9

制度資産（加重平均）

実際の制度資産配分率（％）
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スイス 国　外

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

資本性金融商品 31 32 35 39 45 46

負債性商品 53 54 51 46 38 35

不動産 14 13 13 3 3 3

その他 2 1 1 12 14 16

合計 100 100 100 100 100 100

長期目標制度資産配分率（％）

資本性金融商品 18-44 15-39 18-44 39-42 40-42 42-45

負債性商品 46-70 44-68 41-65 43-45 38-44 37-44

不動産 10-18 10-18 9-17 3-5 3-6 3-7

その他 0-5 0-5 0-5 10-13 11-15 11-12

制度資産の実際収益率（％） 1.0 4.6 9.7 3.8 11.7 15.5

制度資産の公正価値の追加詳細

UBS金融商品及びUBS銀行口座 516 258 205

UBS AG 株式
1 23 25 66

デリバティブ金融商品（契約先UBS） 20 298 25

UBSによって使用されるその他の資産 157 188 193

1
UBS AG株式数は、2011年12月31日、2010年12月31日及び2009年12月31日現在でそれぞれ2,014,000株、1,638,000株及び4,095,850株であっ

た。

主要制度のための生命表及び平均余命

男性加入者の65歳時の平均余命

現在65歳 現在45歳

国 生命表

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

スイス BVG 2010 G
1 21.1 17.9 17.9 22.8 17.9 17.9

英国 S1NA_L CMI 2010 G,（予想）
2 24.3 23.0 22.8 27.3 25.9 25.7

ドイツ ドクターK.ヒューベック 2005 G 19.4 19.3 19.1 22.1 22.0 21.9

米国
IRC第1.430(h)(3)条に基づくPPAの法定

生命表
3 19.1 19.0 18.4 19.1 19.0 18.4

女性加入者の65歳時の平均余命

現在65歳 現在45歳

国 生命表

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

スイス BVG 2010 G
1 23.6 21.0 21.0 25.3 21.0 21.0

英国 S1NA_L CMI 2010 G,（予想）
2 25.5 24.7 24.6 27.8 26.6 26.5

ドイツ ドクターK.ヒューベック 2005 G 23.5 23.4 23.3 26.1 26.0 25.8

米国
IRC第1.430(h)(3)条に基づくPPAの法定

生命表
3 21.0 20.9 20.6 21.0 20.9 20.6

1
2010年度及び2009年度においては、BVG 2005年版の生命表が使用された。生命表は５年ごとに更新される。

2
2010年度及び2009年度において

は、PA 2000 G、中間コホート（調整後）の生命表が使用された。
3
2009年度においては、RP 2000（予想）が使用された。

b）退職後の医療及び生命保険制度

UBSは米国及び英国において、一部の退職後の従業員及び受益者への医療保障に関連する退職者医療給付を提
供している。英国の制度は、新規加入を受け付けていない。退職者医療給付に加え、UBSは米国において一部の従業
員に対して退職者生命保険給付も提供している。これらの制度に係る給付債務は、2011年12月31日時点で219百万
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スイス・フラン（2010年12月31日時点：209百万スイス・フラン、2009年12月31日時点：186百万スイス・フラ
ン）であった。これらの制度に関して、保有する制度資産はない。未払退職後給付費用の合計は、2011年12月31日
時点で166百万スイス・フラン（2010年12月31日時点：158百万スイス・フラン、2009年12月31日時点：163百万
スイス・フラン）であった。2011年12月31日、2010年12月31日及び2009年12月31日終了事業年度の退職後給付期
間費用は、それぞれ13百万スイス・フラン（縮小に係る利得９百万スイス・フラン控除後)、22百万スイス・フラ
ン及び９百万スイス・フラン（縮小に係る利得８百万スイス・フラン控除後）であった。
2012年度に予定されている退職後医療制度及び生命保険制度に対する雇用主掛金は、７百万スイス・フランで
ある。

退職後の医療及び生命保険制度

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

期首退職後給付債務 (209) (186) (159)

勤務費用 0
1 (9) (7)

利息費用 (11) (11) (10)

制度加入者掛金 (2) (2) (2)

数理計算上の差益／（損） (17) (35) (31)

支払給付 9 10 10

縮小 13 0 9

為替換算調整 (2) 24 4

期末退職後給付債務 (219) (209) (186)

期首制度資産の公正価値 0 0 0

雇用主掛金 7 8 8

制度加入者掛金 2 2 2

支払給付 (9) (10) (10)

期末制度資産の公正価値 0 0 0

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

現在

2010年

12月31日

現在

2009年

12月31日

現在

2008年

12月31日

現在

2007年

12月31日

現在

確定給付債務 (219) (209) (186) (159) (190)

制度資産 0 0 0 0 0

余剰金／（不足） (219) (209) (186) (159) (190)

制度負債の経験利得／（損失） 0 6 8 3 8

1
2011年度の勤務費用９百万スイス・フランは、制度改正により生じた過去勤務費用マイナス９百万スイス・フランと相殺された。

退職後給付費用は、見積平均医療費趨勢率を用いて算定されている。2012年度における当該趨勢率は８％と見
積られ、2023年度までには徐々に減少し５％になると想定されている。医療及び生命保険制度退職後給付債務の
算出には、年金制度の確定給付債務と同じ国別の割引率を適用している。
見積平均医療費趨勢率は、医療制度の計上額に重要な影響を与える。見積医療費趨勢率が１パーセント・ポイ
ント変動した場合の米国の退職後給付債務と退職後給付期間費用に占める勤務費用及び利息費用合計の増減は、
以下の通りである。

単位：百万スイス・フラン 1％増加 1％減少

勤務費用及び利息費用合計への影響 4 (3)

退職後給付債務への影響 38 (30)

c）確定拠出型制度

さらに、UBSは、国外の拠点において多くの確定拠出型制度も提供している。確定拠出型制度を提供している主
要な拠点は、英国及び米国である。一部の制度では、従業員が拠出し、UBSから対応する掛金又は他の拠出を得るこ
とが出来る。2011年12月31日、2010年12月31日及び2009年12月31日終了事業年度に費用として認識された、これら
の制度に対する雇用主掛金の額は、それぞれ254百万スイス・フラン、246百万スイス・フラン及び246百万スイス
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・フランであった。

d）関連当事者に関する情報開示
UBSは、スイスにおけるUBSの年金基金を取り扱う主要銀行である。この機能においては、UBSは、当該年金基金に
係る銀行業務の殆どを実施している。これらに該当する業務には、トレーディング及び有価証券貸借が含まれる
ことがあるが、それらに限定されない。取引は全て、独立第三者間取引の条件で行われている。
国外のUBSの年金基金は、UBSとの間で同様の取引銀行としての関係を有していないが、UBS AGの株式及び/又は
有価証券の保有及び取引を行う場合がある。
2008年度に、UBSは銀行が占有する一定の不動産をスイスの年金基金に売却した。同時に、UBSとスイスの年金基
金は、当該不動産の一部についてリース期間25年、10年ごとの２つの更新オプション付のリース・バック契約を
締結した。2009年度において、UBSは、リース契約の１つについて再度交渉を行い、これはUBSの残存リース債務を
減少させた。
2011年12月31日現在、関連するリースに基づくスイス年金基金への最小契約債務は、約16百万スイス・フラン
（2010年12月31日現在：21百万スイス・フラン）である。
以下は、UBSがこれらの業務及び契約に関連して、年金基金から受領した又は年金基金へ支払った金額である。

関連当事者に関する情報開示

終了事業年度

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

UBSによる受取

報酬 24 21 34

UBSによる支払  

リース料 10 11 12

利息 3 3 2

UBS AG株式及びその他のUBS有価証券の取引高は、以下の通りである。

取引高－関連当事者

終了事業年度

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

年金基金が購入した金融商品

UBS AG 株式 （千株単位） 2,713 2,684 3,869

UBS 金融商品（額面　百万スイス・フラン） 7 40 35

年金基金が売却した、又は満期償還された金融商品  

UBS AG 株式（千株単位） 2,374 4,735 4,116

UBS 金融商品（額面　百万スイス・フラン） 18 10 14

確定年金制度に係る制度資産の公正価値の詳細については、「注記29a 確定給付年金制度」に開示されてい
る。さらに、UBS確定拠出年金基金は、2011年12月31日現在、UBS AG株式17,628,845株を所有しており、その市場価
値は、196百万スイス・フラン（2010年12月31日現在：UBS AG株式17,665,621株、市場価値272百万スイス・フラ
ン、2009年12月31日現在：UBS AG株式17,259,203株、市場価値278百万スイス・フラン）であった。

注記30 持株参加制度及びその他の報酬制度

a）提供されている制度

UBSは、経営幹部、マネージャー及びスタッフの利益を株主の利益とさらに整合させるために、各種持株参加制
度及びその他の報酬制度を運営している。これらの制度の一部（例えば、株式プラス及びEOP）は、約50カ国の適
格従業員に対して提供されており、提供されている各国の法律、税法及び規制要件に合致するように設定されて
いる。一部の制度は、特定の国において使用される（例えば、ウェルス・マネジメント・アメリカズのファイナン
シャル・アドバイザーに付与される報奨）か、又はグループ執行役員会（以下「GEB」という。）のメンバーにの
み提供される（例えばPEP）。UBSの報酬制度は、強制的、裁量的又は任意の制度である。以下の説明は、2011年度に
運営していた最も重要な制度、及び過年度の最も重要な制度でその費用の一部を2011年度に処理したものに関す
る条件の一般的な説明である。持株参加制度及びその他の報酬制度に係る会計方針の説明は、注記１a)25)を参
照。
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強制的な株式報酬制度
株式所有制度 (以下「EOP」という。): 一定の従業員は、年間業績連動報酬の一部（一定水準を上回る部分。）
を、UBS株式、概念上のUBS株式又はUBSパフォーマンス・シェア（すなわち、業績条件が付された概念上の株式）
といったEOP報奨の形で受領する。（2010年度の業績年度に対して）2011年度より、リスクテイカーであるEOP加
入者、インセンティブが一定水準を上回るグループ・マネージング・ディレクター又は従業員にパフォーマンス
・シェアが付与されている。これらのパフォーマンス・シェアは、権利確定予定年度の前事業年度に加入者の事
業部門が利益を上げている場合にのみ全額で権利が確定する（コーポレート・センターの加入者については、当
グループ全体として利益を上げている必要がある。）。特定の目標の達成に加えて、リスク、収益の質及び信頼性
に関する検討に基づいて、報告された収益性に修正が加えられることがある。従業員の報酬と管理するファンド
のパフォーマンスを整合させるため、グローバル・アセット・マネジメントの従業員の大半はEOP報奨を現金の
形で受領するが、その金額は、基礎となるグローバル・アセット・マネジメントの関連ファンドの権利確定時の
価額によって決定する（オルタナティブ投資商品、以下「AIV」という。）。UBS株式の報奨は、権利確定期間に議
決権及び配当請求権を与えるものであるが、概念上の株式及びパフォーマンス・シェアは、権利確定時にUBS株式
を受領する約束を表しており、権利確定期間に議決権及び配当請求権を与えるものではない。UBS株式、概念上の
UBS株式及びパフォーマンス・シェアの形で付与された報奨は、法的理由により禁止されている国を除き、権利確
定時にUBS株式の交付により決済される。AIVの形で付与された報奨は現金により決済される。EOP報奨の大半は、
引き続きUBS株式、概念上のUBS株式又はパフォーマンス・シェアにより付与される。EOP報奨は通常、３年間の権
利確定期間にわたって徐々に権利が確定する。当該報奨に対する権利は、通常、UBSにおける雇用を自己都合で終
了した時点で失効可能となる。報酬費用は、従業員が付与日に当該退職給付の受給要件を満たしている場合には、
当該業績年度に認識される。それ以外は、報酬費用は、付与日から、従業員の権利確定日又は退職の資格の取得日
のうちいずれか早い時点までの期間にわたり認識される。
上級管理者株式所有制度（以下「SEEOP」という。）：GEBのメンバーは、強制的に繰り延べられる報酬の一部
を、UBS株式又は概念上の株式で受領している。当該株式は、５年間の権利確定期間にわたって５分の１ずつ権利
が確定し、所定の条件が満たされない場合には失効の可能性がある。2011年度以降付与された報奨には、EOPに基
づいて付与されたパフォーマンス・シェアと同じ業績条件が付されている。すなわち、権利確定予定年度の前事
業年度に加入者の事業部門が利益を上げている場合にのみ全額で権利確定する（コーポレート・センターの加
入者については、当グループ全体として利益を上げている必要がある。）。2010年度において、UBSは契約上の義務
を有する一部の上級管理者に対して、SEEOP報奨を付与したのみであった。SEEOPに基づき付与された報奨は、権利
確定時にUBS株式の交付により決済される。報奨費用は、株式決済型EOP報奨と同様の基準に基づき認識される。
インセンティブ・パフォーマンス制度（以下「IPP」という。）：2010年度においてGEBのメンバー及びその他
の一定の上級管理者は、年次インセンティブの一部を、IPPに基づいて付与されたパフォーマンス・シェアの形で
受領した。付与された各パフォーマンス・シェアは、目標とする株価の達成状況に応じて、権利確定時に、１株か
ら３株までのUBS株式を受け取ることができるという条件付権利である。IPP報奨は、UBSとの継続雇用を条件に、
５年経過後の2015年に権利が確定する。報酬費用は、付与日から、従業員の権利確定日又は退職給付の受給要件を
満たした日のうちいずれか早い時点までの期間にわたり段階的に認識される。IPPは、2010年度に限り付与され
た、将来事象を考慮した１度限りの制度であった。
業績連動型株式制度（以下「PEP」という。）：2011年度及び2010年度においてGEBのメンバーは、年次インセ
ンティブの一部を、PEPに基づいて付与されたパフォーマンス・シェアの形で受領した。各パフォーマンス・シェ
アは、目標とする経済的利益（以下「EP」という。）及び株主総利回り（以下「TSR」という。）の達成状況に応
じて、権利確定時に、ゼロ株から２株までのUBS株式を受け取ることができるという条件付権利である。PEP報奨
は、３年経過後に権利が確定する。EPとは、リスク資本に係るコストを計算上含めたリスク調整後の利益尺度であ
る。TSRとは、UBSの株主に対するリターン（株価の上昇益及び配当金）の合計で測定され、銀行株価指数の構成銘
柄と比較される。権利の確定は、UBSとの継続雇用が条件となる。報酬費用は、付与日から、従業員の権利確定日又
は退職給付の受給要件を満たした日のうちいずれか早い時点までの期間にわたり段階的に認識される。

強制的な繰延現金報酬制度
　条件付変動報酬制度（以下「CVCP」という。）：2009年度において一部の従業員は、インセンティブの一部を、
業績条件が付され、３年間の権利確定期間にわたり徐々に権利が確定する強制的な繰延現金報奨の形で受領し
た。当該報奨は、権利確定時には現金で支払を受けるという条件付権利である。当該報奨は、自己都合により雇用
が終了した時点で失効可能である。報酬費用は、それぞれの業績期間にわたって認識される。報酬費用は、勤務期
間に退職給付の要件を満たすか又は取得する従業員に関して、退職給付の受給要件を満たす日まで早められる。
CVCPは、2009年度に付与された１度限りの制度であった。
　キャッシュバランス型制度（以下「CBP」という。）：2011年度及び2010年度においてグループ執行役員会（以
下「GEB」という。）のメンバーは、年間インセンティブの一部を強制的な繰延現金報酬の形で受領した。CBP報奨
は、付与年度の後の２年間に２回の均等額で支払われ、業績条件が付されている。（2010年度の業績年度に対し
て）2011年度以降に付与される報奨には、当グループの株主資本利益率による業績条件が付されているが、
（2009年の業績年度に対して）2010年度に付与された報奨には、収益性のハードルが付されている。GEBメンバー
の退職後、CBP報奨の繰延部分は失効する恐れがあり、2011年度以降CBPに基づいて付与された報奨は、GEBメン
バーが自己都合により辞任して他の金融サービス機関に参加する場合には失効する。報酬費用は業績年度（通常
は付与日の前の事業年度）に認識される。
繰延現金制度（以下「DCP」という。）：2011年度に、報酬総額が一定の基準（１百万スイス・フラン）を越え
るインベストメント・バンクの従業員にDCP報奨が付与された。DCP報奨は、付与日の後の３年間の権利確定期間
に３分の１ずつ権利が確定する。報酬費用は、権利確定期間に比例して認識される。DCPは、2011年度に付与された
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１度限りの制度であった。
長期繰延保有優先インセンティブ制度（以下「LTDRSIS」という。）：LTDRSISに基づいて付与された報奨は、
オーストラリアの従業員のみに付与され、オーストラリアの事業の収益性に基づく利益の分配額を表す。報奨の
権利が確定すると、３年間にわたり均等額で支払われるが、権利確定の前年（暦年）に事業が損失を出した場合
には、支払予定額のうち未払分について減額されることを認める契約を含んでいる。当該報奨は、通常自己都合に
よりUBSとの雇用を終了した時点で失効可能となる。報酬費用は、従業員が付与日に退職給付の受給要件を満たし
ている場合には業績年度に認識される。満たしていない場合には、報酬費用は、付与日から、従業員の権利確定日
又は退職給付の受給要件を満たす日のうちいずれか早い時点までの期間にわたり比例して認識される。

ウェルス・マネジメント・アメリカズのファイナンシャル・アドバイザーの報酬
ファイナンシャル・アドバイザーの報酬－現金支払額は、主に定式に基づく報酬制度で、事業活動の水準に比
例して変動する。
UBSは、主に採用のインセンティブとして、及びファイナンシャル・アドバイザーが一定の成果及びその他の業
績基準を達成するためのインセンティブとして、ファイナンシャル・アドバイザーと報酬契約を締結する。当該
報酬は、継続雇用の期間に稼得されて従業員に支払われるが、一定の状況において失効することがある。特定の場
合には、UBSが、これらの報酬契約に関連してファイナンシャル・アドバイザーに貸付を行う。
グロース・プラスは、2005年１月１日より前に雇用され、2009年から2012年の間に規定の基準を超える成果を
上げたファイナンシャル・アドバイザーのためのプログラムである。報酬契約は2010年度及び2011年度に付与さ
れ、2015年度及び2018年度に付与される可能性がある。費用は、７年間にわたって認識されるが、2018年度の契約
に関しては付与時から５年間にわたって認識される。特定の場合には、UBSが、このプログラムに関連してファイ
ナンシャル・アドバイザーに貸付を行う。
パートナー・プラスは、一定の従業員のための強制的な繰延現金報酬制度である。報奨（UBSの拠出）は業績年
度の規定の定式に基づいている。加入者は、UBSの拠出額の一定割合を上限として、当該年度に稼得した任意の追
加金額を拠出することもできる。報奨及び任意の拠出金には、当初の４年間に市場金利を上回る利息が、その後は
市場金利による利息が生じる。報奨は付与日後の６年から10年間に20％ずつ権利が確定する。報奨並びにUBS及び
任意の拠出金の両方に係る利息は一定の状況において失効する。報酬費用は、従業員が付与日に退職給付の受給
要件を満たしている場合には業績年度に認識される。満たしていない場合には、報酬費用は、業績年度から、従業
員の権利確定日又は退職給付の受給要件を満たす日のうちいずれか早い時点までの期間にわたり比例して認識
される。

裁量的な株式報酬制度
主要従業員株式増価受益権制度（以下「KESAP」という。）及び主要従業員株式オプション制度（以下
「KESOP」という。）：2009年度まで、主要従業員及び有能な従業員に対して、裁量的に株式で決済される株式増
価受益権（以下「SAR」という。）又はUBSのオプションが付与されていた。その行使価格は、SAR又はオプション
付与日のUBS株式の公正市場価値以上であった。SARは、付与日と行使日との間のUBS株式の市場価格の増価分に相
当する数量でUBS株式を受領する権利を、従業員に付与するものである。１オプションで、UBSの登録株式１株をオ
プション行使価格で取得する権利が与えられる。SAR及びオプションは、法的理由により禁止されている国を除
き、UBS株式の交付により決済される。本報奨は通常、UBSにおける雇用が終了した時点で失効する可能性がある。
報酬費用は、付与日から、従業員の権利確定日又は退職給付の受給要件を満たす日のうちいずれか早い時点まで
の期間にわたり段階的に認識される。2011年度及び2010年度では、KESAP及びKESOP報奨のいずれも付与されな
かった。

任意の株式報酬制度
株式プラス制度（以下「株式プラス」という。）：株式プラスは、任意の制度で、適格従業員に対して、UBS株式
を市場価値で購入し、年間の上限までは、３株購入ごとに概念上のUBS株式１株を追加費用なしに無償で受け取る
ことができる権利を付与している。賞与から年１回株式を購入する、及び/又は給与からの定額控除により四半期
に１回、株式を購入することができる。株式プラスに基づき購入した株式は、購入後最長３年間は売却が制限され
ている。株式プラス報奨は最長で３年後に権利が確定する。2010年度より前では、加入者は、この制度に基づき株
式１株を購入するごとに、概念上の株式でなく、UBSのオプション２個を受領していた。当該オプションには、オプ
ション付与日におけるUBS株式の公正市場価値に等しい行使価格が設定されるとともに、２年間の権利確定期間
が設定され、オプションは通常付与日から10年で失効していた。オプションは所定の状況において失効する可能
性があり、法的理由により禁止されている国を除き、UBS株式の交付により決済される。株式プラス制度の報酬費
用は、付与日から、従業員の権利確定日又は退職給付の受給要件を満たす日のうちいずれか早い時点までの期間
にわたり認識される。
UBSは、UBS株式を市場で購入するか新株発行を通じて、株式報酬制度に基づく株式交付義務を果たしている。
2011年12月31日現在、UBSは、自己株式約77百万株及び条件付株式資本に係る未発行株式約149百万株を保有して
いた。これらは、従業員によるオプション及びSAR報奨の行使を充当するために使用することができる。これらの
充当可能な株式で、受給権が確定しイン・ザ・マネーである（つまり権利行使可能な）従業員オプション、SAR及
び概念上の株式の全てをカバーできる。

b）損益計算書への影響

当事業年度及び将来の期間における損益計算書への影響
以下の表は、2011年12月31日終了事業年度に認識された報酬費用、及び2012年度以降の損益計算書に費用とし

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

205/432



て認識される予定の報酬費用について要約したものである。表中の繰延報酬費用には、2012年２月及び３月に付
与された権利未確定の報奨も含まれている。これは、2011年度の報酬に係るコア・サイクルに関連している。

人件費－認識及び繰延
１

2011年度人件費 2012年度以降に繰り延べられた

人件費

単位：百万スイス・フラン

2011年度の

報奨に関連

する費用

過年度の報

奨に関連す

る費用

合計
2011年度の

報奨に関連

過年度の

報奨に関連
合計

変動賞与報奨

現金による裁量的賞与 1,514 (88)1,426 0 0 0

条件付変動報酬制度（CVCP） 0 204 204 0 42 42

キャッシュバランス型（CBP）及びその他の

現金給付型制度 34 105 139 3 137 140

繰延現金給付型制度合計 34 309 343 3 179 182

株式所有制度（EOP/SEEOP/パフォーマンス）

－UBS株式 231 1,0691,300 625 641 1,266

業績連動型株式制度（PEP） 3 5 8 10 4 14

インセンティブ・パフォーマンス制度（IPP） 0 97 97 0 134 134

UBS株式制度合計 234 1,1711,405 635 779 1,414

UBS株式オプション制度（KESAP/KESOP） 0 100 100 0 15 15

株式所有制度（EOP）-AIV 25 93 118 69 48 117

裁量的賞与合計 1,807 1,5853,392 707 1,0211,728

変動報酬

変動報酬－その他
2 335 (19) 316 247 190 437

ファイナンシャル・アドバイザー報酬－現金支払額 1,695 0 1,695 0 0 0

採用したファイナンシャル・アドバイザーに関連する報酬

支払義務及び前払金 37 499 536 561 2,1312,692

グロースプラス及びその他の繰延制度 90 89 179 377 422 799

UBS株式制度 20 88 108 86 261 347

ウェルス・マネジメント・アメリカズ：ファイナンシャル

・アドバイザー報酬
3 1,842 676 2,518 1,024 2,8143,838

合計 3,984 2,2426,226 1,978 4,0256,003

1
 2011年12月31日終了事業年度に認識された株式に基づく人件費総額1,789百万スイス・フランの内訳は、UBS株式制度1,405百万スイス・

フラン、UBS株式オプション制度100百万スイス・フラン、株式所有制度－AIV118百万スイス・フラン、関連する社会保険料39百万スイス・

フラン及び変動報酬－その他127百万スイス・フランである。
2
 代替支払額121百万スイス・フラン、失効による貸方計上額マイナス215百

万スイス・フラン、新規採用保証173百万スイス・フラン、退職金216百万スイス・フラン及び雇用継続制度の支払金21百万スイス・フラ

ンが含まれている。
3
 ファイナンシャル・アドバイザー報酬は、ファイナンシャル・アドバイザーが貢献した収益で報酬対象部分に直接基

づいたグリッドベースの報酬、並びにファイナンシャル・アドバイザーの生産性、在職期間及びその他の変数を基に算定された追加的な

報酬から構成されている。これには、採用時にファイナンシャル・アドバイザーに付与した報酬支払義務及び前払金に関連する費用（権

利確定条件の対象となっている。）が含まれている。繰延費用として反映されている金額は、貸借対象日現在の繰り延べられた最大エクス

ポージャーを表す。

人件費－認識及び繰延
１

2010年度人件費 2011年度以降に繰り延べられた

人件費

単位：百万スイス・フラン

2010年度の

報奨に関連

する費用

過年度の報

奨に関連す

る費用

合計
2010年度の

報奨に関連

過年度の

報奨に関連
合計

変動賞与報奨

現金による裁量的賞与 2,079 5 2,084 0 0 0

条件付変動報酬制度（CVCP） 0 179 179 0 292 292
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キャッシュ・バランス型（CBP）及びその他の

現金給付型制　　度 64 71 135 236 19 255

繰延現金給付型制度合計 64 250 314 236 311 547

株式所有制度（EOP/SEEOP/パフォーマンス）

－UBS株式 434 852 1,286 1,249 515 1,764

業績連動型株式制度（PEP） 6 5 11 16 2 18

インセンティブ・パフォーマンス制度（IPP） 0 131 131 6 221 227

UBS株式制度合計 440 988 1,428 1,271 738 2,009

UBS株式オプション制度（KESAP/KESOP） 0 145 145 0 114 114

株式所有制度（EOP）-AIV 28 83 111 67 57 124

裁量的賞与合計 2,611 1,4714,082 1,574 1,2202,794

変動報酬

変動報酬－その他
2 399 (169) 230 337 0 337

ファイナンシャル・アドバイザー報酬－現金支払額 1,813 0 1,813 0 0 0

採用したファイナンシャル・アドバイザーに関連する報酬

支払義務及び前払金 29 570 599 388 2,1862,574

グロースプラス及びその他の繰延制度 127 35 162 221 302 523

UBS株式制度 11 82 93 89 266 355

ウェルス・マネジメント・アメリカズ：ファイナンシャル

・アドバイザー報酬
3 1,980 687 2,667 698 2,7543,452

合計 4,990 1,9896,979 2,609 3,9746,583

1
 2010年12月31日終了事業年度に認識された株式に基づく人件費総額1,843百万スイス・フランの内訳は、UBS株式制度1,428百万スイス・

フラン、UBS株式オプション制度145百万スイス・フラン、株式所有制度－AIV111百万スイス・フラン、関連する社会保険料90百万スイス・

フラン及び変動報酬－その他69百万スイス・フランである。2011年度に、当行は当行の任意の従業員株式所有制度（株式プラス）に関連

する費用を変動報酬－その他からその他の人件費に振り替えた。この変更に関して、過年度は修正されている。詳細については、「注記１

b） 会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。
2
 代替支払額107百万スイス・フラン、失効による貸方計上額マイナス167百

万スイス・フラン、新規採用保証135百万スイス・フラン、退職金69百万スイス・フラン及び雇用継続制度の支払金85百万スイス・フラン

が含まれている。
3
 ファイナンシャル・アドバイザー報酬は、ファイナンシャル・アドバイザーが貢献した収益で報酬対象部分に直接基づ

いたグリッドベースの報酬、並びにファイナンシャル・アドバイザーの生産性、在職期間、資産及びその他の変数を基に算定された追加的

な報酬から構成されている。これには、採用時にファイナンシャル・アドバイザーに付与した報酬支払義務及び前払金に関連する費用

（権利確定条件の対象となっている。）が含まれている。繰延費用として反映されている金額は、貸借対象日現在の繰り延べられた最大エ

クスポージャーを表す。

人件費－認識及び繰延
１

2009年度人件費 2010年度以降に繰り延べられた

人件費

単位：百万スイス・フラン

2009年度の

報奨に関連

する費用

過年度の報

奨に関連す

る費用

合計
2009年度の

報奨に関連

過年度の

報奨に関連
合計

変動賞与報奨

現金による裁量的賞与 2,245 (169)2,076 0 0 0

条件付変動報酬制度（CVCP） 0 19 19 0 558 558

キャッシュ・バランス型（CBP）及びその他の

現金給付型制度 44 0 44 45 12 57

繰延現金給付型制度合計 44 19 63 45 570 615

株式所有制度（EOP/SEEOP/パフォーマンス）

－UBS株式 276 283 559 1,352 97 1,449

業績連動型株式制度（PEP） 0 0 0 8 0 8

インセンティブ・パフォーマンス制度（IPP） 0 0 0 467 0 467

UBS株式制度合計 276 283 559 1,827 97 1,924

UBS株式オプション制度（KESAP/KESOP） 33 23 56 34 286 320

株式所有制度（EOP）-AIV 34 21 55 134 13 147
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裁量的賞与合計 2,632 177 2,809 2,040 966 3,006

変動報酬

変動報酬－その他
2 816 (117)699 0 0 0

ファイナンシャル・アドバイザー報酬－現金支払額 1,712 0 1,712 0 0 0

採用したファイナンシャル・アドバイザーに関連する報酬

支払義務及び前払金 127 471 598 1,198 1,7442,942

グロースプラス及びその他の繰延制度 28 (7) 21 124 241 365

UBS株式制度 0 95 95 110 236 346

ウェルス・マネジメント・アメリカズ：ファイナンシャル

・アドバイザー報酬
3 1,867 559 2,426 1,432 2,2213,653

合計 5,315 619 5,934 3,472 3,1876,659

1
 2009年12月31日終了事業年度に認識された株式に基づく人件費総額913百万スイス・フランの内訳は、UBS株式制度559百万スイス・フラ

ン、UBS株式オプション制度56百万スイス・フラン、株式所有制度－AIV55百万スイス・フラン、関連する社会保険料16百万スイス・フラン

及び変動報酬－その他227百万スイス・フランである。2011年度に、当行は当行の任意の従業員株式所有制度（株式プラス）に関連する費

用を変動報酬－その他からその他の人件費に振り替えた。この変更に関して、過年度は修正されている。詳細については、「注記１b） 会

計方針の変更、比較可能性及びその他の修正」を参照。
2
 代替支払額41百万スイス・フラン、失効による貸方計上額マイナス81百万スイス

・フラン、新規採用保証56百万スイス・フラン、退職金433百万スイス・フラン及び雇用継続制度の支払金250百万スイス・フランが含ま

れている。
3
 ファイナンシャル・アドバイザー報酬は、ファイナンシャル・アドバイザーが貢献した収益で報酬対象部分に直接基づいたグ

リッドベースの報酬、並びにファイナンシャル・アドバイザーの生産性、在職期間、資産及びその他の変数を基に算定された追加的な報酬

から構成されている。これには採用時にファイナンシャル・アドバイザーに付与した報酬支払義務及び前払金に関連する費用（権利確定

条件の対象となっている。）が含まれている。繰延費用として反映されている金額は、貸借対象日現在の繰り延べられた最大エクスポー

ジャーを表す。

強制的、裁量的及び任意の株式報酬制度（EOPに基づき付与されたAIVを含む。）に関する追加の開示
株式に基づく人件費総額は、2011年、2010年及び2009年12月31日終了事業年度において、それぞれ、1,789百万ス
イス・フラン、1,843百万スイス・フラン及び913百万スイス・フランであった。これには、過年度に発行された報
奨に係る当期の費用の償却額及び関連する社会保険料、並びに報酬の条件において、従業員が将来勤務すること
が必要でない場合の、退職給付の受給要件を満たす従業員に付与された報酬に関する業績年度の費用が含まれ
る。
過年度に関連して2011年12月31日までに付与された権利未確定の株式に基づく報奨で、今後認識される予定の
報酬費用総額は、1,319百万スイス・フランであり、加重平均残存期間2.1年にわたり人件費に計上される予定で
ある。これには、UBS株式制度、UBS株式オプション制度、株式所有制度（AIV）、その他の変動報酬制度及び株式プ
ラス制度が含まれる。2011年度の表に含まれる繰延報酬合計額はこの金額とは異なるが、それは、繰延報酬の金額
には、2011年度の報酬に係るコア・サイクルに関連して2012年２月及び３月に付与された権利未確定の報奨も含
まれているためである。
2011年、2010年及び2009年12月31日終了事業年度に係る現金決済型株式報酬制度の加入者への実際支払額
（EOPに基づき発行されたAIVとして付与された金額を含む。）は、それぞれ93百万スイス・フラン、79百万スイス
・フラン及び83百万スイス・フランであった。これらの制度に関連する負債の帳簿価額合計は、2011年12月31日
時点で262百万スイス・フランであった。

c）当期中の増減

UBS株式及びパフォーマンス・シェア報奨
　UBS株式及び概念上の株式報奨の増減は、以下の通りであった。

UBS株式報奨

2011年度株式数

付与日に

おける

加重平均

公正価値

(スイス・

フラン)

2010年度株式数

付与日に

おける

加重平均

公正価値

(スイス・

フラン)

2009年度株式数

付与日

における

加重平均

公正価値

(スイス・

フラン)

期首残高 171,085,140 18 86,888,626 31 84,736,935 53

当期株式付与 111,254,968 18 125,133,310 15 39,067,130 12

当期分配 (54,443,660) 21 (29,669,688) 42 (31,293,824) 66

当期失効 (13,197,909) 18 (11,267,108) 21 (5,621,615) 38

期末残高 214,698,539 17 171,085,140 18 86,888,626 31

　内、会計目的上権利確定した株式 59,154,235 47,366,286 40,148,461
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2011年、2010年及び2009年12月31日終了事業年度において法的に権利が確定し分配された（すなわち全ての条
件が満たされた）株式の市場価値は、それぞれ980百万スイス・フラン、421百万スイス・フラン及び346百万スイ
ス・フランであった。

IPPに基づいて付与されたパフォーマンス・シェアの増減は、以下の通りである。

インセンティブ・パフォーマンス制度

2011年度

パフォーマンス

・シェア数

付与日におけるIPP

パフォーマンス・

シェアの加重平均

公正価値
1

(スイス・フラン)

2011年度に

おける

UBS株式数
2

2010年度

パフォーマンス

・シェア数

付与日におけるIPP

パフォーマンス・

シェアの加重平均

公正価値
1

(スイス・フラン)

2010年度に

おける

UBS株式数
2

期首現在失効可能 18,157,242 22 18,157,242 0 0 0

当期付与 31,848 21 31,84819,629,916 22 19,629,916

当期分配 0 0 0 0 0 0

当期失効 (2,051,624) 22 (2,051,624)(1,472,674) 22 (1,472,674)

期末時点の条件に基づき権利確定時に

交付が見込まれるUBS株式の増加/減

少 N/A N/A 0 N/A N/A 0

期末現在失効可能 16,137,466 22 16,137,46618,157,242 22 18,157,242

内、会計目的上権利確定したパ

フォーマンス・シェア 6,727,398 6,727,3984,073,546 4,073,546

1 
評価額には、関連する業績条件、設定目標及びこれらの結果として想定される程度が考慮されている。

2 
対応する貸借対照表日現在の条件

に基づいている。

PEPに基づいて付与されたパフォーマンス・シェアの増減は、以下の通りである。

業績連動型株式制度

2011年度

パフォーマンス

・シェア数

付与日におけるPEP

パフォーマンス・

シェアの加重平均

公正価値
1

（スイス・フラン）

2011年度に

おける

UBS株式数
2

2010年度

パフォーマンス

・シェア数

付与日におけるPEP

パフォーマンス・

シェアの加重平均

公正価値
1

（スイス・フラン）

2010年度に

おける

UBS株式数
2

期首現在失効可能 518,837 16 518,837 0 0 0

当期付与 754,530 19 754,530 545,642 16 545,642

当期分配 0 0 0 0 0 0

当期失効 (62,769) 19 (62,769)(26,805) 16 (26,805)

期末時点の条件に基づき権利確定時に

交付が見込まれるUBS株式の増加/減

少 N/A N/A (732,364) N/A N/A (251,636)

期末現在失効可能 1,210,598 18 478,234 518,837 16 267,201

内、会計目的上権利確定したパ

フォーマンス・シェア 594,235 244,332 221,638 114,143

１
評価額には、関連する業績条件、設定目標及びこれらの結果として想定される程度が考慮されている。

２ 
対応する貸借対照表日現在の条件

に基づいている。

UBSオプション報奨
オプション報奨の増減は、以下の通りであった。

UBSオプション報奨

2011年度

オプション数

加重平均行使価格
1

(スイス・フラン)

2010年度

オプション数

加重平均行使価格
1

(スイス・フラン)

2009年度 

オプション数
1

加重平均行使価格
1

(スイス・フラン)

期首残高 205,545,575 42 228,623,886 43 236,055,545 47

当期付与 0 0 0 0 22,525,624 13

当期行使 (1,306,764) 12 (40,894) 14 (48,241) 16

当期失効 (810,094) 24 (5,814,986) 33 (7,245,512) 37

行使期限到来、未行使 (23,436,356) 42 (17,222,431) 54 (22,663,530) 48

期末残高 179,992,361 43 205,545,575 42 228,623,886 43

行使可能期末残高 178,008,644 43 155,302,104 48 137,797,186 51

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

209/432



1 
上記の表における一部のオプションの行使価格は、米ドル建てであり、この表作成のために、年度末の直物為替相場によりスイス・フラン

に換算されている。

以下の表は、オプションの行使、付与及び本源的価値に関する追加情報を示している。

終了事業年度

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

行使されたオプションの加重平均株価（スイス・フラン） 17 16 18

当期に行使されたオプションの本源的価値(百万スイス・フラン) 7.5 0.1 0.2

オプション付与日における加重平均公正価値（スイス・フラン） N/A N/A 6.0

以下の表は、2011年12月31日現在の発行済オプション及び行使可能オプションに係る追加情報を示している。

発行済オプション 行使可能オプション

行使価格の範囲

発行済

オプション数

加重平均

行使価格

（スイス・

フラン／

米ドル）

本源的

価値合計

（百万

スイス・

フラン／

米ドル）

加重平均残存

契約期間　

（年）

行使可能

オプション数

加重平均

行使価格

（スイス・

フラン／

米ドル）

本源的

価値合計

（百万

スイス・

フラン／

米ドル）

加重平均残

存契約期間　

（年）

スイス・フラン建て

報奨額

10.21－15.00 15,990,73711.33 9.8 7.1 13,757,43711.33 9.8 7.1

15.01－25.00 10,393,02918.76 0.0 7.3 10,348,02918.76 0.0 7.3

25.01－35.00 36,676,43831.00 0.0 5.4 36,649,90330.98 0.0 5.4

35.01－45.00 15,668,28539.90 0.0 2.1 15,720,19039.89 0.0 2.1

45.01－55.00 17,649,67649.32 0.0 3.5 17,612,70149.32 0.0 3.5

55.01－65.00 4,720,73660.15 0.0 5.0 4,720,73660.15 0.0 5.0

65.01－75.00 52,941,72467.65 0.0 4.7 53,280,72767.69 0.0 4.7

10.21－75.00 154,040,625 9.8 152,089,723 9.8

米ドル建て報奨額

15.58－25.00 9,300,90620.30 0.0 0.8 9,280,90620.30 0.0 0.8

25.01－35.00 6,442,44131.87 0.0 2.3 6,436,79531.87 0.0 2.3

35.01－40.00 7,720,18637.73 0.0 3.0 7,713,01737.73 0.0 3.0

40.01－47.12 2,488,20342.14 0.0 3.4 2,488,20342.14 0.0 3.4

15.58－47.12 25,951,736 0.0 25,918,921 0.0

UBSのSAR報奨
SAR報奨の増減は、以下の通りである。

UBSのSAR報奨

2011年度SAR数

加重平均行使価格

（スイス・

フラン）

2010年度SAR数

加重平均行使価格

（スイス・

フラン）

2009年度SAR数

加重平均行使価格

（スイス・

フラン）

期首残高 58,015,041 12 60,907,175 12 0 0

当期付与 0 0 0 0 66,126,830 12

当期行使 (44,333) 15 (160,334) 12 0 0

当期失効 (2,946,350) 11 (2,721,700) 11 (5,219,655) 11

行使期限到来、未行使 (3,120) 16 (10,100) 11 0 0

期末残高 55,021,238 12 58,015,041 12 60,907,175 12

行使可能期末残高 4,018,634 10 4,005,317 10 4,000,000 10

以下の表は、SARの行使、付与及び本源的価値に関する追加情報を示している。
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終了事業年度

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

行使されたSARの加重平均株価（スイス・フラン） 18 16 N/A

当期に行使されたSARの本源的価値(百万スイス・フラン) 0.1 0.6 N/A

SAR付与日における加重平均公正価値（スイス・フラン） N/A N/A 5.0

以下の表は、2011年12月31日現在のSARの残高に係る追加情報を示している。

SARの残高 行使可能SAR

行使価格の範囲 SARの残数

加重平均

行使価格

（スイス・

フラン）

本源的

価値合計

（百万スイス・

フラン）

加重平均残

存契約期間

（年）

行使可能SAR

の残数

加重平均

行使価格

（スイス・

フラン）

本源的

価値合計

（百万スイス・

フラン）

加重平均残

存契約期間

（年）

スイス・フラン

9.35－12.5053,508,85511.25 4.4 6.8 4,007,40010.10 4.3 2.2

12.51－15.0047,000 14.53 0.0 7.5 0 0.00 0.0 0.0

15.01－17.50181,783 16.63 0.0 7.4 10,634 16.80 0.0 7.4

17.51－20.00378,600 19.25 0.0 7.7 600 19.27 0.0 7.7

20.01－40.00905,000 40.00 0.0 7.2 0 0.00 0.0 0.0

9.35－40.0055,021,238 4,018,634

d）評価

UBS株式報奨
UBSは、付与日におけるスイス証券取引所でのUBS株式の平均株価に基づき、権利確定後の売却及びヘッジ制限、
権利確定条件でない条件及び市況を適宜考慮して、報酬費用を測定している。権利確定後の売却及びヘッジ制限
の対象となる株式報奨の公正価値は、権利確定後に制限を受ける期間を基に割り引かれ、譲渡制限期間に係る
アット・ザ・マネーの状態にあるヨーロピアンタイプのプット・オプションの購入原価が参照される。2011年度
に付与された株式及びパフォーマンス・シェア報奨に対する加重平均割引額は、UBS株式の市場価格の約13.9％
に相当する。配当請求権のない概念上のUBS株式の付与日における公正価値についても、付与日から分配までの間
に支払われる将来の予想配当額の現在価値が控除される。

UBSオプション及びSAR報奨
2010年度以降、オプション及びSARの公正価値は、標準的な閉式であるオプション評価モデルを用いて算定され
ている。各商品の予想残存期間は、株価、行使価格、権利確定期間及び当該商品の契約期間を考慮の上、従業員の権
利行使に係る過去の行動パターンに基づき計算されている。ボラティリティの期間構造は、UBSオプションの取引
価格のインプライド・ボラティリティに、長期間観察された株価のヒストリカル・ボラティリティを加味して算
定されている。将来の配当見込額は、UBSオプション又は過去の配当パターンから算定されている。2010年度及び
2011年度では、オプション及びSARのいずれも付与されなかった。
2009年度では、オプション及びSARの公正価値はモンテカルロ・シミュレーションにより算定されていた。この
シミュレーションの手法は、権利確定期間、残存期間内強制行使、権利行使の収益依存行動、権利行使の時間依存
行動など、商品が付与される条件を踏まえた上で、インプライド・ボラティリティ及びヒストリカル・ボラティ
リティに、統計データに基づく従業員による一定の権利行使行動パターンを加味したものであった。各商品の予
想残存期間は、付与から権利行使までの確率加重平均期間として算出されていた。ボラティリティの期間構造は、
UBSオプションの取引価格のインプライド・ボラティリティに、長期間観察された株価のヒストリカル・ボラ
ティリティを加味して算出されていた。将来の予想配当額は、UBSオプションの取引価格又は過去の配当パターン
から算定されていた。2009年度に付与されたオプション及びSARの公正価値は、以下の仮定を用いて算定されてい
た。

2009年12月31日現在

スイス・フラン

建て報奨額

範囲内での

最低値

範囲内での

最高値

予想ボラティリティ（％） 48.22 40.91 53.47

無リスク金利（％） 2.16 1.50 2.57

予想配当額（スイス・フラン） 0.27 0.00 0.29

行使価格（スイス・フラン） 11.88 9.35 40.00

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

211/432



株価（スイス・フラン） 11.64 9.35 19.27

インセンティブ・パフォーマンス制度（以下「IPP」という。）及び業績連動型株式制度（以下「PEP」とい
う。）
　2011年度及び2010年度に付与されたパフォーマンス・シェアについて、UBSは、付与日における市場条件に基づ
いた独立の第三者による評価額を入手した。評価手法にはモンテカルロ・シミュレーションが用いられた。イン
プット・パラメーターの決定及び権利確定後の譲渡制限に関する評価の手法は、オプションに用いられた手法と
同じである。2010年度に付与されたIPPユニット並びに2011年度及び2010年度に付与されたPEPユニットの公正価
値は、以下の仮定を用いて算定された。

2011年12月31日現在

スイス・フラン建てPEP報奨

予想TSRボラティリティ（％） 62.00

予想EPボラティリティ（％） 52.00

無リスク金利（％） 0.62

予想配当額（スイス・フラン） 0.03

株価（スイス・フラン） 18.43

2010年12月31日現在

スイス・フラン建てIPP報奨 スイス・フラン建てPEP報奨

予想TSRボラティリティ（％） 38.07 63.00

予想EPボラティリティ（％） N/A 57.00

無リスク金利（％） 1.06 0.60

予想配当額（スイス・フラン） 0.12 0.10

株価（スイス・フラン） 14.80 14.80

注記31 関連当事者

当グループは、関連会社（UBSが重要な影響力を有している企業）、UBS従業員の福利厚生用の退職後給付制度、
主要経営幹部、主要経営幹部の近親者、並びに主要経営幹部及び近親者が直接もしくは間接的に支配又は共同支
配する企業を、関連当事者と定義する。主要経営幹部は、取締役会(以下「BoD」という。)及びグループ執行役員会
(以下「GEB」という。)のメンバーとして定義される。かかる定義は、2009年11月に公表されたIAS第24号の「関連
当事者についての開示」の改訂後の規定に基づくものである。

a）主要経営幹部に対する報酬

BoDの社外取締役以外のメンバーは経営者雇用契約を締結しており、退職時には年金給付を受ける。2011年度中

に退任した者
1
を含め、BoDの社外取締役以外のメンバー及びGEBのメンバーの報酬の総額は以下の通りである。

主要経営幹部に対する報酬

単位：百万スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

基本給及びその他現金支給額 21 16 16

インセンティブ報奨 － 現金 22
3

30
3 64

雇用主による退職給付制度への掛金 1 1 2

現物給付、追加給付（市場価額） 1 1 1

持分報酬給付
2

33
4

48
4 29

合計 79 96 112

1
2011年度において、John Cryan、Oswald J. Grübel及びMaureen MiskovicはGEBより退任した。

2
付与された株式及びオプションに係る費用

は、付与日に測定され、通常、オプションについては３年間、株式については５年間の権利確定期間にわたり配分される。
3
2011年度及び2010

年度のインセンティブ報奨は即時現金及び繰延現金を含んでいる。
4
2011年度及び2010年度の持分報酬給付は、適用される英国金融庁の規則

により業績連動型株式制度、上級管理者株式所有制度及び制限付株式を含んでいる。
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BoDの社外取締役は、UBSとの間で雇用契約も役務提供契約も締結していないため、BoDに対する役務が終了する
と、給付を受ける資格がなくなる。社外取締役としての役務提供に関して個人へ支払われた総額は、2011年度に
7.0百万スイス・フラン、2010年度に6.7百万スイス・フラン及び2009年度に6.4百万スイス・フランであった。

b）株式保有

2011年

12月31日現在

2010年

12月31日現在

2009年

12月31日現在

持株参加制度でBoDの社外取締役以外のメンバー及びGEBのメンバー

が保有するストック・オプション数
1 4,800,1709,085,1949,410,280

BoDとGEBのメンバー及びそれらとの緊密な関係者が保有する株式数 3,562,7714,850,1964,180,154

1
詳細な情報は「注記30 持株参加制度及びその他の報酬制度」を参照。

2
失効条件付変動報酬制度に基づき付与された株式は除く。

2011年12月31日、2010年12月31日及び2009年12月31日現在の上記株式合計数のうちそれぞれ、5,597株、5,597株
及び０株は主要経営幹部の近親者が保有していた。2011年12月31日、2010年12月31日及び2009年12月31日現在、主
要経営幹部又はその近親者が、直接もしくは間接的に支配又は共同支配する企業が保有している株はなかった。
詳細な情報は当セクションの「注記30 持株参加制度及びその他の報酬制度」を参照。2011年12月31日現在、BoD
又はGEBのメンバーに、UBS AG株式の１％超を保有する実質株主はいない。

c）主要経営幹部に対する貸出金、前渡金及び住宅ローン残高

BoDの社外取締役以外のメンバー及びGEBのメンバーに対する貸出金、定額前渡金及び住宅ローンは、第三者に
対して提供される条件について軽減される信用リスクを調整したものに基づき、他の従業員に対して提供される
場合と同一の条件により提供された。BoDの社外取締役に対しては、一般の市場条件で貸出金及び住宅ローンが提
供される。
貸出金、前渡金及び住宅ローン残高の増減は、以下の通りである。

主要経営幹部に対する貸出金、前渡金及び住宅ローン
1

単位：百万スイス・フラン 2011年 2010年

期首残高 22 18

増加 0 8

減少 (3) (4)

期末残高 19
2 22

1
2011年度において、全ての貸出金は、45,435スイス・フランを除き、担保付貸出金である。

2
GEBのメンバーがUBSに継続して常勤であること並

びにその業績が十分かつその責務にふさわしいものであることを条件に、今後３年間にわたり３回の均等返済が認められている貸出金3.3

百万スイス・フランを含む。

d）関連会社

関連会社への全ての貸出金は独立第三者間取引の条件に基づいている。

関連会社に対する貸出金

単位：百万スイス・フラン 2011年 2010年 2009年

期首残高 259 373 301

増加 3 2 295

減少 (33) (118) (222)

貸倒引当金（繰入額）／戻入額 0 0 (1)

為替換算調整 1 2 0

期末残高 231 259 373

内、無担保貸出金 28 39 42

内、貸倒引当金 1 1 1

関連会社とのその他の取引は独立第三者間取引の条件に基づいている。

現在又は終了事業年度
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単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

商品及びサービス提供に伴う関連会社への支払い 131 139 130

関連会社へのサービス提供に伴う受取報酬 1 1 2

関連会社へのコミットメント及び偶発負債 9 68 156

重要な関連会社の概要については、「注記33 重要な子会社及び関連会社」を参照。

e）その他の関連当事者間取引

2011年度及び2010年度において、UBS は、UBSの主要経営幹部又はその近親者が、直接もしくは間接的に支配又
は共同支配する企業と、独立第三者間の取引条件で取引を行った。2011年度において、これらの企業にはH21
Macro Fund Ltd（ケイマン諸島）及びImmo Heudorf AG（スイス）が含まれる。2010年度において、UBSはH21
Macro Fund Ltd（ケイマン諸島）にサービスを提供した。2009年度において、UBSはこれらの取引を締結しなかっ
た。

その他の関連当事者間取引

単位：百万スイス・フラン 2011年 2010年 2009年

期首残高 0 0 6

増加 15 0 0

減少 (4) 0 (6)

期末残高
1 11 0 0

1
2011年度には、貸出金及び保証11百万スイス・フラン、並びに未使用の確約済与信枠０百万スイス・フランが含まれるが、未使用の未確約

運転資金枠及び未使用の保証０百万スイス・フランは含まれない。

これら関連当事者とのその他の取引には、以下が含まれる。

単位：百万スイス・フラン 2011年 2010年 2009年

UBSに対して販売された商品及び提供されたサービス 0 0 0

UBSによるサービス提供に伴う受取報酬 3 1 0

f）追加情報

UBSは、前セクションで触れた様々な関連当事者との間でトレーディング及びリスク管理取引（例えば、スワッ
プ、オプション、先渡契約など）も行っている。これらの取引は、UBSに関する信用リスク、又はUBSへの関連当事者
に関する信用リスクを生む可能性がある。通常業務の一環として、UBSは、資本性金融商品及び負債性商品のマー
ケット・メーキングにも従事しており、関連当事者の商品にポジションを保有するケースが生じることもある。
これらの取引は通常、独立第三者間の取引条件で行われる。

注記32 決算日後の状況

2012年２月７日付の2011年度第４四半期の財務報告（未監査）の公表後、経営者は後発事象を考慮して、2011
年度の業績を修正した。これらの修正によるUBS株主に帰属する当期純利益に係る正味影響額は、74百万スイス・
フランの損失であった。これにより、基本的及び希薄化後１株当たり利益が0.02スイス・フラン減少した。
2011年12月に開始した協議の後、2012年３月に当行がモノライン保険会社と締結した原則的合意により、主要
な変更が生じた。当該合意に基づき、一定のクレジット・デフォルト・スワップ契約は、契約が完了した場合、現
金の支払い（純額）と引き換えに減額される。この協議に基づいて、UBSはこれらのデリバティブ契約に関する信
用評価調整を上積みした結果、2011年度のトレーディング収益純額が167百万スイス・フラン及び関連する税務
上の便益が28百万スイス・フラン減少した。
2011年度の損益計算書に対して行われたその他の修正により、当期純利益が65百万スイス・フラン増加した。
当該修正には、ミューチュアル・ファンド手数料収入（ウェルス・マネジメント・アメリカズにおける45百万ス
イス・フランの貸方計上）、債券発行費用の償却（コーポレート・センターにおける17百万スイス・フランの貸
方計上）、人件費２百万スイス・フランの貸方計上（インベストメント・バンクにおける17百万スイス・フラン
の貸方計上及びウェルス・マネジメント・アメリカズにおける15百万スイス・フランの借方計上）並びにこれ
らのその他の調整に関連する税務上の便益純額１百万スイス・フランが含まれている。
2012年２月22日に、UBSは2022年満期でTier2資本に該当する損失吸収条項付劣後債券（以下「当該債券」とい
う。）２十億米ドルを発行した。当該債券は、最初の５年間は固定で年利7.25％のクーポンが付与され、残りの５
年間については５年物米ドルスワップ・レート仲値に当初の信用スプレッド606.1ベーシス・ポイントを加えた
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金利に更改される。UBSは、スイスの規制当局であるFINMAからの承認を条件に、当該債券を発行５年目に償還する
オプションを有している。
バーゼルⅢの自己資本規制の下、当該債券は当行のTier2資本を増加し、スイスにおける金融システム上関連す
る機関に求められるプログレッシブ・コンポーネントに加算される。定義されたトリガー事象が発生すると、当
該債券はゼロまで評価減され、繰上償還される。当該債券は負債性商品として分類され、償却原価で会計処理され
る。
2012年２月７日に、UBSはスイスの年金制度に関する一部変更を発表した。主な変更点は、年金給付率の引き下
げ及び定年年齢の引き上げであり、これらには平均余命の延びが2011年12月31日現在の確定給付債務へ与える影
響を部分的に相殺する作用がある。しかし、確定給付債務を増加（大部分が未認識の数理計算上の損失として繰
り延べられている。）せずに、この年金制度に対する変更は、2012年度第１四半期の人件費を485百万スイス・フ
ラン減少し、未認識の数理計算上の損失を245百万スイス・フラン減少する見込みである。UBSが改訂後のIAS第19
号を早期適用した場合、2012年12月31日終了事業年度において、影響額の全額730百万スイス・フランが人件費の
減少として認識される可能性がある。

注記33 重要な子会社及び関連会社

2011年12月31日現在の重要な子会社

会社名 設立管轄地域 事業部門
1

資本金

単位：百万

累積持分比率

（％）

APPIA General Partner S.à.r.l. Luxembourg, LuxembourgGlobal AMEUR 0.0 60.0 

CCR Asset Management S.A. Paris, France Global AMEUR 5.3 100.0 

Fondcenter AG Zurich, SwitzerlandGlobal AMCHF 0.1 100.0 

ING Investment Management LimitedSydney, Australia Global AMAUD 7.7 100.0 

Luxembourg Financial Group A.G. Luxembourg, LuxembourgIB EUR 2.1 100.0 

Luxembourg Financial Group Asset Management S.A.Luxembourg, LuxembourgIB EUR 0.2 100.0 

OOO UBS Bank Moscow, Russia IB RUB 3 450.0 100.0 

PT UBS Securities Indonesia Jakarta, Indonesia IB IDR 118 000.0 98.6 

Topcard Service AG Glattbrugg, SwitzerlandWM&SB CHF 0.2 100.0 

Trumbull Property Growth & Income Fund GP LLCWilmington, Delaware, USAGlobal AMUSD 0.3 100.0 

UBS (Bahamas) Ltd. Nassau, Bahamas WM&SB USD 4.0 100.0 

UBS (France) S.A. Paris, France WM&SB EUR 125.7 100.0 

UBS (Grand Cayman) Limited George Town, Cayman IslandsIB USD 0.0 100.0 

UBS (Italia) S.p.A. Milan, Italy WM&SB EUR 60.0 100.0 

UBS (Luxembourg) S.A. Luxembourg, LuxembourgWM&SB CHF 150.0 100.0 

UBS (Luxembourg) SA Austria BranchVienna, Austria WM&SB CHF 0.0 100.0 

UBS (Monaco) S.A. Monte Carlo, MonacoWM&SB EUR 9.2 100.0 

UBS AFS Controlled Subsidiary 1 Ltd.George Town, Cayman IslandsGlobal AMUSD 0.0 100.0 

UBS AFS Controlled Subsidiary 2 LtdGeorge Town, Cayman IslandsGlobal AMUSD 0.0 100.0 

UBS Alternative and Quantitative Investments LimitedLondon, Great BritainGlobal AMGBP 0.3 100.0 

UBS Alternative and Quantitative Investments LLCWilmington, Delaware, USAGlobal AMUSD 0.1 100.0 

UBS Americas Inc Wilmington, Delaware, USAIB USD 0.0 100.0 

UBS Asesores Mexico, S.A. de C.V.México City, MéxicoWM&SB MXN 233.6 100.0 

UBS Asesores SA Panama, Panama WM&SB USD 0.0 100.0 

UBS Bank (Canada) Toronto, Canada WMA CAD 8.5 100.0 

UBS Bank (Netherlands) B.V. Amsterdam, the NetherlandsWM&SB EUR 0.2 100.0 

UBS Bank Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple,

UBS Grupo Financiero

México City, MéxicoIB MXN
706.4 100.0

UBS Bank USA Salt Lake City, Utah, USAWMA USD 1 880.02 100.0 

UBS Bank, S.A. Madrid, Spain WM&SB EUR 82.2 100.0 

UBS Belgium SA / NV Brussels, Belgium WM&SB EUR 28.0 100.0 

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios LtdaSão Paulo, Brazil WM&SB BRL 46.5 100.0 

UBS Capital Securities (Jersey) LimitedSt. Helier, Jersey CC EUR 0.0 100.0 
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UBS Card Center AG Glattbrugg, SwitzerlandWM&SB CHF 0.1 100.0 

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. México City, MéxicoIB MXN 114.9 100.0 

UBS Commercial Mortgage Securitization Corp.Wilmington, Delaware, USAIB USD 0.0 100.0 

UBS Custody Services Singapore Pte. Ltd.Singapore, SingaporeWM&SB SGD 5.5 100.0 

UBS Derivatives Hong Kong LimitedHong Kong, China IB HKD 880.0 100.0 

UBS Deutschland AG Frankfurt am Main, GermanyWM&SB EUR 176.0 100.0 

1
WMA: ウェルス・マネジメント・アメリカズ、WM&SB: ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク、Global AM: グローバル・アセット・マ

ネジメント、 IB: インベストメント・バンク、 CC: コーポレート・センター　
2
資本金及び資本剰余金

重要な子会社（続き）

会社名 設立管轄地域 事業部門
1

資本金

単位：百万

累積持分比率

（％）

UBS Fiduciaria S.p.A. Milan, Italy WM&SB EUR 0.2 100.0 

UBS Finance (Curação) N.V. Willemstad, Netherlands AntillesCC USD 0.1 100.0 

UBS Finance (Delaware) LLC Wilmington, Delaware, USAIB USD 37.32 100.0 

UBS Financial Services (Uruguay) Sociedad de 

Responsabilidad Limitada

Montevideo, UruguayWMA UYU 0.1 100.0 

UBS Financial Services Inc. Wilmington, Delaware, USAWMA USD 4,172.5 2 100.0 

UBS Financial Services Incorporated of Puerto RicoHato Rey, Puerto RicoWMA USD 31.02 100.0 

UBS Fund Advisor, L.L.C. Wilmington, Delaware, USAWMA USD 0.02 100.0 

UBS Fund Management (Luxembourg) SALuxembourg, LuxembourgGlobal AMEUR 10.0 100.0 

UBS Fund Management (Switzerland) AGBasel, Switzerland Global AMCHF 1.0 100.0 

UBS Fund Services (Cayman) Ltd George Town, Cayman IslandsGlobal AMUSD 5.6 100.0 

UBS Fund Services (Ireland) LimitedDublin, Ireland Global AMEUR 1.3 100.0 

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.Luxembourg, LuxembourgGlobal AMCHF 2.5 100.0 

UBS Funds Australia Limited Sydney, Australia IB AUD 5.0 100.0 

UBS Futures Singapore Ltd. Singapore, SingaporeIB USD 39.8 2 100.0 

UBS Global Asset Management (Americas) IncWilmington, Delaware, USAGlobal AMUSD 0.0 100.0 

UBS Global Asset Management (Australia) LtdSydney, Australia Global AMAUD 40.0 100.0 

UBS Global Asset Management (Canada) IncToronto, Canada Global AMCAD 117.0 100.0 

UBS Global Asset Management (China) LimitedBeijing, China Global AMCNY 20.5 100.0 

UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbHFrankfurt am Main, GermanyGlobal AMEUR 7.7 100.0 

UBS Global Asset Management (Hong Kong) LimitedHong Kong, China Global AMHKD 25.0 100.0 

UBS Global Asset Management (Italia) SGR SpAMilan, Italy Global AMEUR 5.1 100.0 

UBS Global Asset Management (Japan) LtdTokyo, Japan Global AMJPY 2,200.0 100.0 

UBS Global Asset Management (Singapore) LtdSingapore, SingaporeGlobal AMSGD 4.0 100.0 

UBS Global Asset Management (Taiwan) LtdTaipei, Taiwan Global AMTWD 340.0 100.0 

UBS Global Asset Management (UK) LtdLondon, Great BritainGlobal AMGBP 125.0 100.0 

UBS Global Asset Management (US) IncWilmington, Delaware, USAGlobal AMUSD 17.22 100.0 

UBS Global Asset Management Funds LtdLondon, Great BritainGlobal AMGBP 26.0 100.0 

UBS Global Asset Management Holding LtdLondon, Great BritainGlobal AMGBP 151.4 100.0 

UBS Global Asset Management Life LtdLondon, Great BritainGlobal AMGBP 15.0 100.0 

UBS Global Life AG Vaduz, LiechtensteinWM&SB CHF 5.0 100.0 

UBS Global Trust Corporation St. John, Canada WM&SB CAD 0.1 100.0 

UBS Hana Asset Management Company LtdSeoul, South Korea Global AMKRW 45,000.0 51.0 

UBS Hypotheken AG Zurich, SwitzerlandWM&SB CHF 0.1 98.0 

UBS International Holdings B.V. Amsterdam, the NetherlandsCC EUR 6.8 100.0 

UBS International Hong Kong LimitedHong Kong, China WMA USD 1.7 100.0 

UBS International Life Limited Dublin, Ireland WM&SB EUR 1.0 100.0 

UBS Investment Management Canada Inc.Toronto, Canada WMA CAD 0.0 100.0 

UBS Italia SIM SpA Milan, Italy IB EUR 15.1 100.0 

UBS Leasing AG Zurich, SwitzerlandWM&SB CHF 10.0 100.0 

UBS Life AG Zurich, SwitzerlandWM&SB CHF 25.0 100.0 

UBS Life Insurance Company USA Sacramento, California, USAWMA USD 39.32 100.0 

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

216/432



UBS Limited London, Great BritainIB GBP 153.7 100.0 

UBS Loan Finance LLC Wilmington, Delaware, USAIB USD 16.72 100.0 

UBS Menkul Degerler AS Istanbul, Turkey IB TRY 30.0 100.0 

UBS New Zealand Limited Auckland, New ZealandIB NZD 7.5 100.0 

UBS O’Connor Limited London, Great BritainGlobal AMGBP 8.8 100.0 

UBS O’Connor LLC Dover, Delaware, USAGlobal AMUSD 1.0 100.0 

UBS Preferred Funding (Jersey) LimitedSt. Helier, Jersey CC EUR 0.0 100.0 

UBS Preferred Funding Company LLC IVWilmington, Delaware, USACC USD 0.0 100.0 

1
WMA: ウェルス・マネジメント・アメリカズ、WM&SB: ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク、Global AM: グローバル・アセット・マ

ネジメント、 IB: インベストメント・バンク、 CC: コーポレート・センター　
2
資本金及び資本剰余金

重要な子会社（続き）

会社名 設立管轄地域 事業部門
1

資本金

単位：百万

累積持分比率

（％）

UBS Preferred Funding Company LLC VWilmington, Delaware, USACC USD 0.0 100.0 

UBS Private Equity Komplementär GmbHBad Homburg, GermanyWM&SB EUR 0.0 100.0 

UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbHMunich, Germany Global AMEUR 7.5 94.9 

UBS Real Estate Securities Inc Wilmington, Delaware, USAIB USD 1 300.42 100.0 

UBS Realty Investors LLC Boston, Massachusetts, USAGlobal AMUSD 9.3 100.0 

UBS Saudi Arabia Riyadh, Saudi ArabiaIB SAR 110.0 73.0 

UBS Securities (Thailand) Ltd Bangkok, Thailand IB THB 500.0 100.0 

UBS Securities Asia Limited Hong Kong, China IB HKD 20.0 100.0 

UBS Securities Australia Ltd Sydney, Australia IB AUD 209.82 100.0 

UBS Securities Canada Inc Toronto, Canada IB CAD 10.0 100.0 

UBS Securities España Sociedad de Valores SAMadrid, Spain IB EUR 15.0 100.0 

UBS Securities France S.A. Paris, France IB EUR 22.9 100.0 

UBS Securities Hong Kong Limited Hong Kong, China IB HKD 430.0 100.0 

UBS Securities India Private LimitedMumbai, India IB INR 140.0 100.0 

UBS Securities International LimitedLondon, Great BritainIB GBP 18.0 100.0 

UBS Securities Israel Limited Herzliya Pituach, IsraelIB ILS 0.0 100.0 

UBS Securities Japan Ltd George Town, Cayman IslandsIB JPY 60 000.0 100.0 

UBS Securities Japan Preparation Co., Ltd.Tokyo, Japan IB JPY 8 505.0 100.0 

UBS Securities LLC Wilmington, Delaware, USAIB USD 22 205.62 100.0 

UBS Securities Malaysia Sdn. Bhd.Kuala Lumpur, MalaysiaIB MYR 80.0 100.0 

UBS Securities Philippines Inc Makati City, PhilippinesIB PHP 190.0 100.0 

UBS Securities Pte. Ltd. Singapore, SingaporeIB SGD 311.5 100.0 

UBS Securities Pte. Ltd. Seoul BranchSeoul, South Korea IB KRW 150 000.0 100.0 

UBS Service Centre (Poland) Sp. z o.o.Krakow, Poland CC PLN 1.4 100.0 

UBS South Africa (Proprietary) LimitedSandton, South AfricaIB ZAR 0.0 100.0 

UBS Swiss Financial Advisers AG Zurich, SwitzerlandWM&SB CHF 1.5 100.0 

UBS Trust Company National AssociationWilmington, Delaware, USAWMA USD 55.02 100.0 

UBS Trustees (Bahamas) Ltd Nassau, Bahamas WM&SB USD 2.0 100.0 

UBS Trustees (Cayman) Ltd George Town, Cayman IslandsWM&SB USD 2.0 100.0 

UBS Trustees (Jersey) Ltd. St. Helier, Jersey WM&SB GBP 0.0 100.0 

UBS Trustees (Singapore) Ltd Singapore, SingaporeWM&SB SGD 3.3 100.0 

UBS UK Properties Limited London, Great BritainIB GBP 132.0 100.0 

UBS Wealth Management Australia LtdSydney, Australia WM&SB AUD 53.9 100.0 

UBS Wealth Management Israel Ltd Herzliya Pituach, IsraelWM&SB ILS 3.5 100.0 

1
WMA: ウェルス・マネジメント・アメリカズ、WM&SB: ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク、Global AM: グローバル・アセット・マ

ネジメント、 IB: インベストメント・バンク、 CC: コーポレート・センター　
2
資本金及び資本剰余金

2011年度の連結範囲の変更
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新規の重要な完全連結会社 設立管轄地域 事業部門
1

資本金

単位：百万

累積持分比率

（％）

APPIA General Partner S.à.r.l. Luxembourg, LuxembourgGlobal AMEUR 0.0 60.0 

ING Investment Management Limited Sydney, Australia Global AMAUD 7.7 100.0 

Luxembourg Financial Group A.G. Luxembourg, LuxembourgIB EUR 2.1 100.0 

Luxembourg Financial Group Asset Management S.A.Luxembourg, LuxembourgIB EUR 0.2 100.0 

Trumbull Property Growth & Income Fund GP LLCWilmington, Delaware, USAGlobal AMUSD 0.3 100.0 

UBS AFS Controlled Subsidiary 1 Ltd.George Town, Cayman IslandsGlobal AMUSD 0.0 100.0 

UBS AFS Controlled Subsidiary 2 Ltd.George Town, Cayman IslandsGlobal AMUSD 0.0 100.0 

UBS Commercial Mortgage Securitization Corp.Wilmington, Delaware, USAIB USD 0.0 100.0 

UBS Financial Services (Uruguay) Sociedad de 

Responsabilidad Limitada

Montevideo, UruguayWMA UYU 0.1 100.0 

UBS Funds Australia Limited － Sydney, AustraliaSydney, Australia IB AUD 5.0 100.0 

UBS Global Asset Management (China) LimitedBeijing, China Global AMCNY 0.0 100.0 

UBS Securities Japan Preparation Co., Ltd.Tokyo, Japan IB JPY 8 505.0 100.0 

1
WMA: ウェルス・マネジメント・アメリカズ、Global AM: グローバル・アセット・マネジメント、 IB: インベストメント・バンク

重要な連結除外会社 設立管轄地域 連結除外の理由

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. Poland BranchZabierzow, Polen 清算

UBS Preferred Funding Company LLC II Wilmington, Delaware, USA 清算

2011年12月31日現在の重要な関連会社

会社名 設立管轄地域 業種 持分比率（％）

SIX Group AG 
1 Zurich, Switzerland 金融 17.3

UBS Securities Co. Limited Beijing, China 金融 20.0

1
UBSは、取締役会の役員を務める。

注記34 投資資産及び純新規資金

投資資産は、投資目的でUBSが管理する、又はUBSに預けられている顧客資産のすべてを含む。投資資産は、管理
ファンド資産、管理機関投資家資産、一任勘定及びアドバイザリー資産管理ポートフォリオ、信託預金、定期預金、
貯蓄預金及び資産管理証券又は株式委託取引口座を含む。資金管理及び取引目的のために保有する法人顧客資産
を含む、純粋な取引目的で保有する資産及び保管のみの資産はすべて、投資資産から除かれる。これは、当グルー
プは資産を管理するのみであり、かかる資産の投資方法について助言を提供しないためである。また担保可能で
ない資産（例、アート・コレクションなど）及び資金拠出又はトレーディング目的の第三者銀行からの預り金も
除かれる。
一任資産は、UBSが投資方法を決定する顧客資産として定義される。その他の投資資産は、顧客が最終的にその
資産の投資方法を決定する場合の資産である。１つの商品が、ある事業部門で生み出され、他の事業部門で販売さ
れる場合、その商品は投資管理を実施する事業部門と販売する事業部門の両方で計上される。これは、UBSの総投
資資産内での二重計上となる。その理由は、両事業部門がそれぞれの顧客に個別にサービスを提供し、価値を付加
し、収益を発生させているためである。
期中の純新規資金とは、新規顧客及び既存顧客がUBSに預託した投資資産から、既存顧客及びUBSとの取引関係
を終了した顧客が引き出した投資資産を差し引いた純額である。
純新規資金は取引に基づき、投資資産の流出入を顧客レベルで算定するという直接的な方法で算出される。投
資資産からの受取利息及び受取配当金は、純新規資金の流入としては算入されない。市場及び為替の変動、並びに
報酬、手数料及び借入金に係る利息は、UBSの子会社又は事業を取得又は処分した結果生じる影響であるため、純
新規資金には算入されない。提供されるサービスのレベル変更に伴う投資資産と管理するのみの資産との間での
分類変更は、純新規資金の流出入として取扱われる。
インベストメント・バンクは、投資資産及び純新規資金を追跡していない。しかし、顧客がインベストメント・
バンクから他の事業部門に移管された場合、顧客の資産がすでにUBSの元にあったとしても、純新規資金が生じ
る。2010年度の純新規資金には、グローバル・ファミリー・オフィスの構想の一環として、インベストメント・バ
ンクの顧客がウェルス・マネジメントに移管されたことによる37億スイス・フランの流入が含まれていたが、
2011年度においてはゼロであった。

現在又は終了事業年度
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単位：十億スイス・フラン

2011年

12月31日

2010年

12月31日

UBSの運用するファンド資産 270 282

一任資産 619 596

その他の投資資産 1,278 1,274

投資資産合計（二重計上を含む） 2,167 2,152

内、二重計上 216 225

内、取得（処分） 24.6 0.0

純新規資金（二重計上を含む） 42.4 (14.3)

注記35 企業結合

2011年度に完了した企業結合
2011年度において、UBSは、グローバル・アセット・マネジメント及びインベストメント・バンクのエクイティ
事業における取得を完了した。これらの2つの取得に係る取得費用の総額は約54百万スイス・フランとなり、この
うち、11百万スイス・フランはのれん、20百万スイス・フランは無形資産、及び23百万スイス・フランはその他の
純資産に関連している。両事業の取得からの無形資産には、顧客関係及び有益な契約が含まれていた。取得費用の
総額には、44百万スイス・フランの現金の支払い及び10百万スイス・フランの条件付対価が含まれていた。条件
付対価には、UBS AGの制限付株式８百万スイス・フランが含まれている。

2010年度の企業結合
2010年度において完了した重要な企業結合はなかった。

2009年度に完了した企業結合
AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープのコモディティ・インデックス事業の取得
2009年５月、UBSは、AIGのDJ-AIGコモディティ・インデックスへの権利を含む、AIGファイナンシャル・プロダ
クツ・コープのコモディティ・インデックス事業の取得を完了した。当該コモディティ・インデックス事業は、
コモディティ・インデックス・スワップ及びベンチマークとなるダウ・ジョーンズAIGコモディティ・インデッ
クス（以下「DJ-AIGCI」という。）に基づく長期債の商品群から構成される。企業結合の原価（直接付随取引費
用を含む。）は、合計74百万スイス・フラン（65百万米ドル）であり、このうち17百万スイス・フラン（15百万米
ドル）はクロージング時に現金で支払われた。残額の支払は、買収事業の将来の利益に基づいており、2010年度に
支払われた。本企業結合の原価の内、40百万スイス・フラン（35百万米ドル）が無形資産として、34百万スイス・
フラン（30百万米ドル）がのれんとして配分された。AIGの事業は、UBSのインベストメント・バンクに統合され
た。

注記36 非継続事業

2011年度
　2011年度において、非継続事業はなかった。

2010年度
　2010年度において、過年度に売却したプライベート・エクイティ投資によって、その後の利得２百万スイス・フ
ランが、UBSの非継続事業からの当期純利益に含められた。

2009年度
　2009年度において、過年度に売却したプライベート・エクイティ投資によって、その後の損失７百万スイス・フ
ランが、UBSの非継続事業からの当期純利益に含められた。

注記37 事業再編及び処分

2011年度の事業再編
2011年度において、当行は費用削減計画に関連して、403百万スイス・フランの事業再編費用を認識した。これ
らの費用は、従業員及び不動産の両方に関連する費用を反映している。さらに、2011年度には、グローバル・ア
セット・マネジメントにおけるINGインベストメント・マネジメント事業の取得に関連する７百万スイス・フラ
ンの事業再編費用、及び過去の事業再編関連の引当金の戻入30百万スイス・フラン（内訳はインベストメント・
バンクにおける10百万スイス・フラン、ウェルス・マネジメント・アメリカズにおける９百万スイス・フラン、
コーポレート・センターにおける８百万スイス・フラン、ウェルス・マネジメントにおける２百万スイス・フラ
ン及びグローバル・アセット・マネジメントにおける１百万スイス・フラン。）が含まれている。以下の表は、
2011年度に計上された事業再編費用の詳細な内訳を示している。
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ウェルス・マネジメント＆

スイス・バンク

ウェルス・

マネジメント・

アメリカズ

グローバル・

アセット・

マネジメント

インベスト

メント・

バンク

コーポ

レート・

センター UBS

単位：百万スイス・フラン

ウェルス・

マネジメント

リテール＆

コーポレート

2011年12月31日終了事業年度

人件費 64 29 5 19 143 2 261

一般管理費
1 16 3 2 6 55 12 93

有形固定資産減価償却費
2 2 0 2 1 18 1 26

合計 82 32 10 26 216 15 380

1
主に不利なリース契約に係る不動産関連の引当金を反映している。

2
不動産の減損を反映している。

注記38 為替換算レート

以下の表は、当行の在外営業活動体の財務情報をスイス・フランに換算するために使われた主要な為替レート
である。

直物レート 平均レート
1

現在 終了事業年度

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

１米ドル 0.94 0.93 0.88 1.04 1.08

１ユーロ 1.21 1.25 1.23 1.37 1.51

１英ポンド 1.46 1.46 1.45 1.62 1.70

100円 1.22 1.15 1.11 1.18 1.16

1
スイス・フラン以外を機能通貨としている在外営業活動体の月次の損益計算書項目は、月末の為替レートでスイス・フランに換算されて

いる。開示されている年間平均レートは、同じ機能通貨を使用しているすべての在外営業活動体における毎月の収益及び費用の総額に応じ

て加重した12ヶ月間の月末の為替レートの平均を表す。

注記39 スイス銀行法規則

UBSの連結財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。スイス金融市場
監督機構(以下「FINMA」という。)のガイドラインは、IFRSに基づく財務書類を公開する銀行に対して、IFRSとス
イスで一般に公正妥当と認められる会計原則(FINMA令08/2)及び銀行法との主な相違の説明を義務付けている。
本注記に記載されているのは、IFRSと銀行法及び銀行法の第23条から第27条に基づく財務書類報告を規定する
FINMAのガイドラインの規定との間の認識及び測定に関する主な相違である。以下の２．から９．に記載される
相違はまた親銀行の法定財務書類にも当てはまる。

１.　連　結
IFRSの下では、当グループが支配する企業は全て連結される。
スイス法の下では、銀行及び金融業を営む企業並びに不動産会社だけを、連結対象とする。一時的に保有す
る企業は、一般的に金融投資として計上される。

２.　売却可能金融投資
　IFRSでは、売却可能金融投資は、公正価値で計上される。公正価値の変動は、投資資産が売却、回収もしくは
処分されるまで、又は投資資産が減損したと判断されるまで、資本に直接計上される。売却可能投資が減損し
たと判断される時点で、それまでに資本に計上された累積未実現損失は、当期純損益に含まれる。売却可能金
融投資の処分の際に、それまでに資本に計上された累積未実現利得又は損失は、損益計算書に振替計上され
る。
　スイス法の下では、金融投資は、取得原価と市場価値のいずれか低い価額（低価法）又は減損控除後の償却
原価（測定による変動額は損益計算書に計上される。）で計上される。取得原価を下回る市場価値への減額
及び取得原価額を限度とした減額分の戻入は、売却に係る利得及び損失と共に、その他の収益に計上される。
永続的な資本性投資は、貸借対照表上、子会社及びその他の持分投資に分類され、損益計算書に計上された減
損損失控除後の原価で計上されている。

３.　キャッシュ・フロー・ヘッジ
　当グループは、変動するキャッシュ・フローからのエクスポージャーをヘッジするために、デリバティブを
利用している。IFRSでは、ヘッジ会計がこれらの商品に適用された場合、キャッシュ・フロー・ヘッジとして
指定されたデリバティブの有効な部分に係る公正価値利得又は損失は、資本に計上される。ヘッジ対象の
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キャッシュ・フローが実現した場合、累積未実現利得又は損失が実現し、損益に計上される。
　スイス法の下では、キャッシュ・フローによるエクスポージャーをヘッジするために利用されるデリバ
ティブの公正価値の変動のヘッジ有効部分は、貸借対照表上、その他の資産又はその他の負債として繰延べ
られる。繰延額は、ヘッジ対象キャッシュ・フローが発生する時に損益に計上される。

４.　投資不動産
　IFRSの下では、投資不動産は公正価値で計上され、公正価値の変動は、損益計算書で認識される。
　スイス法の下では、売却目的保有として分類されていない限り、投資不動産は償却原価から減価償却累積
額、減損損失を控除した額で計上される。売却目的保有として分類される投資不動産は低価法で計上される。

５.　公正価値オプション
　IFRSの下では、当グループは、一部の金融資産及び金融負債、主に複合負債性商品に対して、公正価値オプ
ションを適用している。公正価値オプションが適用される商品は公正価値で会計処理され、公正価値の変動
はトレーディング収益純額に計上される。加えてUBSは、一部の貸出金、貸出コミットメント及びファンド投
資を純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融資産に指定した。
　スイス会計基準の下では、債務の主契約及び分離可能な組込デリバティブで構成される発行済仕組商品を
除き、公正価値オプションは利用できない。しかし、自己クレジットの変動に起因する公正価値の変動は損益
計算書に認識されない。

６.　のれん及び無形資産
　IFRSの下では、企業結合で取得したのれんは償却されず、毎年減損テストが実施される。企業結合で取得し
た無形資産で耐用年数を確定できないものも、償却されず、毎年減損テストが実施される。
　スイス法の下では、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産は、５年以内の期間で償却される。ただし、
それより長い年数が正当と認められる場合は、20年を超えない期間で償却できる。

７.　非継続事業
　IFRSは一定の状況下において、非流動資産又は処分グループを売却目的保有に分類することを求めている。
非継続事業の基準を満たす処分グループは、損益計算書において、非継続事業からの当期純利益として独立
区分項目に表示されている。
　スイス法の下では、非継続事業の概念が存在しないため、そのような組替は行われない。

８.　特別利益及び損失
スイス法の下では、利益及び損失の特定項目が特別利益及び損失に分類されるが、当グループの損益計算

書においては、必要に応じて当該金額を営業損益に分類、又は非継続事業からの当期純利益に含めている。

９.　再調達価額のネッティング
IFRSの下では、特定の限定的条件を満たさない限りは、再調達価額は総額で表示される。スイス法の下で

は、マスター・ネッティング契約及び関連する担保契約に法的強制力がある場合、再調達価額及び関連する
現金担保は純額で表示される。

次へ 
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注記40 SEC規則に基づき義務付けられた保証会社の補足情報

ペインウェバーの有価証券の保証
ペインウェバー・グループ・インク（以下「ペインウェバー」という。）の取得後、UBS AGは、ペインウェバー
のシニア債及び劣後債並びにトラスト優先証券（以下「負債性証券」という。）に対して完全かつ無条件の保証
契約を締結した。取得前のペインウェバーはSEC登録会社であった。取得時にペインウェバーは、UBS AGの完全子
会社であるUBSアメリカズ・インクに吸収合併された。
当該保証に従い、UBSアメリカズ・インクが負債性証券の契約に基づき期日に返済することができなければ、負
債性証券の保有者又は負債性証券の受託者は、UBSアメリカズ・インクに対する請求手続なしにUBS AGからの返
済を要求することができる。劣後債の保証におけるUBS AGの債務は、UBS AGの預金及びその他の債務全ての優先
的な支払に劣後する。
本注記に表示された情報は、IFRSに準拠して作成されており、この情報が一部を形成するUBSの連結財務書類と
併せて読まれるべきである。

保証会社の補足連結損益計算書

単位：百万スイス・フラン

　　

2011年12月31日終了事業年度

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 連結処理 UBSグループ

営業収益

受取利息 15,311 2,910 2,952 (3,203) 17,969 

支払利息 (10,854) (1,102)(2,391)3,203 (11,143)

受取利息純額 4,457 1,808 561 0 6,826 

貸倒引当金（繰入額）／戻入額 (96) 18 (6) 0 (84)

貸倒引当金繰入額控除後受取利息純額 4,361 1,826 555 0 6,742 

受取報酬及び手数料純額 6,351 5,757 3,128 0 15,236 

トレーディング収益純額 4,155 (81) 269 0 4,343 

子会社からの収益 659 0 0 (659) 0 

その他の収益 1,427 728 (689) 0 1,467 

営業収益合計 16,954 8,230 3,263 (659) 27,788 

営業費用

人件費 8,712 5,216 1,664 0 15,591 

一般管理費 2,577 2,283 1,099 0 5,959 

有形固定資産減価償却費 564 117 81 0 761 

のれんの減損 0 0 0 0 0 

無形資産償却費 26 80 21 0 127 

営業費用合計 11,879 7,696 2,864 0 22,439 

継続事業からの税引前営業利益 5,075 534 399 (659) 5,350 

税金費用／（税務上の便益） 917 61 (55) 0 923 

継続事業からの当期純利益 4,159 473 454 (659) 4,426 

非継続事業からの当期純利益 0 0 0 0 0 

当期純利益 4,159 473 454 (659) 4,427 

非支配持分に帰属する当期純利益 0 2 266 0 268 

UBS株主に帰属する当期純利益 4,159 471 188 (659) 4,159 

1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。

保証会社の補足連結貸借対照表

単位：百万スイス・フラン

　　

2011年12月31日現在

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 連結処理 UBSグループ

資産

現金及び中央銀行預け金 38,094 1,977 568 0 40,638 
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銀行預け金 26,085 4,866 80,863 (88,596)23,218 

借入有価証券に係る担保金 41,783 57,893 3,040 (43,953)58,763 

リバース・レポ契約 161,663 123,923 88,167 (160,252)213,501 

トレーディング・ポートフォリオ資産 130,585 30,864 33,451 (13,374)181,525 

内：担保差入資産 50,064 2,801 609 (13,537)39,936 

再調達価額-借方 482,528 8,244 146,545 (150,732)486,584 

デリバティブに係る差入担保金 44,906 4,640 25,894 (34,118)41,322 

公正価値での測定を指定された金融資産 6,290 4,537 7,515 (8,005) 10,336 

貸出金 263,927 37,836 11,391 (46,549)266,604 

売却可能金融投資 39,431 9,877 3,866 0 53,174 

未収収益及び前払費用 1,971 4,046 872 (561) 6,327 

子会社及び関連会社投資 59,809 4 0 (59,018) 795 

有形固定資産 4,757 523 408 0 5,688 

のれん及び無形資産 329 8,172 1,194 0 9,695 

繰延税金資産 5,177 2,839 511 0 8,526 

その他の資産 12,405 2,459 1,689 (4,089) 12,465 

資産合計 1,319,740 302,699 405,971 (609,248)1,419,162 

負債

銀行預り金 63,340 41,669 13,787 (88,596)30,201 

貸付有価証券に係る担保金 16,498 32,622 2,969 (43,953) 8,136 

レポ契約 38,030 141,005 83,646 (160,252)102,429 

トレーディング・ポートフォリオ負債 32,299 8,437 5,751 (7,007) 39,480 

再調達価額-貸方 467,112 8,312 148,708 (150,732)473,400 

デリバティブに係る受入担保金 55,378 11,188 34,666 (34,118)67,114 

公正価値での測定を指定された金融負債 84,386 533 13,522 (9,459) 88,982 

顧客預り金 321,393 31,934 35,632 (46,549)342,409 

未払費用及び繰延収益 4,530 2,203 678 (561) 6,850 

社債 125,251 407 19,873 (4,914)140,617 

その他の負債 24,226 19,345 22,209 (4,089) 61,692 

負債合計 1,232,444 297,655 381,440 (550,230)1,361,309 

UBS株主に帰属する持分 87,297 5,043 20,126 (59,017)53,447 

非支配持分に帰属する持分 0 0 4,406 0 4,406 

資本合計 87,297 5,043 24,532 (59,017)57,852 

負債及び資本合計 1,319,740 302,699 405,971 (609,248)1,419,162 

1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。

保証会社の補足連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万スイス・フラン

　　

2011年12月31日終了事業年度

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 UBSグループ

営業活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） (12,251) (933) (1,057) (14,241)

投資活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

子会社、関連会社及び無形資産取得 (58) 0 0 (58)

子会社、関連会社及び無形資産処分 50 0 0 50 

有形固定資産購入 (917) (114) (98) (1,129)

有形固定資産処分 137 91 5 233 

売却可能金融投資に係る（投資）／売却純額 19,125 1,165 (9) 20,281 
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投資活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 18,336 1,142 (101) 19,377 

財務活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

短期借入債務発行／（払戻）純額 5,459 0 9,879 15,338 

自己株式及び自己持分のデリバティブ契約に係る変動純額 (1,885) 0 0 (1,885)

公正価値での測定を指定された金融負債を含む長期借入債務発行 48,844 197 3,549 52,590 

公正価値での測定を指定された金融負債を含む長期借入債務償還 (55,668) (8) (6,950) (62,626)

非支配持分増加 0 0 1 1 

非支配持分に対する配当金支払／非支配持分の減少 0 0 (748) (749)

子会社に対する投資活動純額 640 (366) (274) 0 

財務活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） (2,610) (177) 5,457 2,670 

為替変動による影響 (2,587) 299 159 (2,129)

現金及び現金同等物の増加／（減少）純額 889 333 4,457 5,678 

現金及び現金同等物期首残高 65,592 4,003 10,339 79,934 

現金及び現金同等物期末残高 66,481 4,336 14,796 85,612 

現金及び現金同等物の構成：
2

現金及び中央銀行預け金 38,094 1,977 568 40,638 

マネー・マーケット・ペーパー
3 3,804 29 67 3,900 

銀行預け金
4 24,582 2,330 14,162 41,074 

合計
2 66,481 4,336 14,796 85,612 

1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。
2
2011年度において、当行は現金及び現金同等物の定義を再考した。これに従って過年度の数値が修正されている。

詳細は「注記１ 重要な会計方針の概要」を参照。
3
マネー・マーケット・ペーパーは、貸借対照表上では、トレーディング・ポートフォリオ

資産及び売却可能金融投資に計上されている。
4
貸借対照表の銀行預け金及びデリバティブに係る差入担保金に認識されたポジションが含

まれている。

保証会社の補足連結損益計算書

単位：百万スイス・フラン

　　

2010年12月31日終了事業年度

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 連結処理 UBSグループ

営業収益

受取利息 15,732 3,388 2,723 (2,971) 18,872 

支払利息 (12,153) (1,409)(2,067)2,971 (12,657)

受取利息純額 3,579 1,980 656 0 6,215 

貸倒引当金（繰入額）／戻入額 (2) (16) (48) 0 (66)

貸倒引当金繰入額控除後受取利息純額 3,577 1,964 608 0 6,149 

受取報酬及び手数料純額 7,293 6,465 3,401 0 17,160 

トレーディング収益純額 6,979 (117) 609 0 7,471 

子会社からの収益 1,384 0 0 (1,384) 0 

その他の収益 1,515 1,296 (1,597) 0 1,214 

営業収益合計 20,749 9,608 3,022 (1,384) 31,994 

営業費用

人件費 9,220 5,850 1,850 0 16,920 

一般管理費 2,729 2,691 1,164 0 6,585 

有形固定資産減価償却費 628 172 117 0 918 

のれんの減損 0 0 0 0 0 

無形資産償却費 3 90 24 0 117 

営業費用合計 12,581 8,804 3,154 0 24,539 

継続事業からの税引前営業利益 8,168 804 (132) (1,384) 7,455 

税金費用／（税務上の便益） 633 (1,150) 136 0 (381)
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継続事業からの当期純利益 7,534 1,954 (268) (1,384) 7,836 

非継続事業からの当期純利益 0 0 2 0 2 

当期純利益 7,534 1,954 (266) (1,384) 7,838 

非支配持分に帰属する当期純利益 0 0 304 0 304 

UBS株主に帰属する当期純利益 7,534 1,954 (570) (1,384) 7,534 

1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。

保証会社の補足連結貸借対照表

単位：百万スイス・フラン

　　

2010年12月31日現在

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 連結処理 UBSグループ

資産

現金及び中央銀行預け金 26,372 69 498 0 26,939 

銀行預け金 30,941 5,038 68,198 (87,044) 17,133 

借入有価証券に係る担保金 39,315 61,314 9,572 (47,746) 62,454 

リバース・レポ契約 130,977 53,203 85,331 (126,721)142,790 

トレーディング・ポートフォリオ資産 170,106 32,265 39,814 (13,368)228,815 

内：担保差入資産 61,428 9,412 2,162 (11,649) 61,352 

再調達価額-借方 393,565 8,624 115,618 (116,661)401,146 

デリバティブに係る差入担保金 42,940 5,010 23,861 (33,740) 38,071 

公正価値での測定を指定された金融資産 4,778 4,788 8,850 (9,911) 8,504 

貸出金 258,378 37,828 12,778 (46,107)262,877 

売却可能金融投資 59,269 11,647 3,853 0 74,768 

未収収益及び前払費用 1,450 3,612 942 (538) 5,466 

子会社及び関連会社投資 62,095 6 0 (61,311) 790 

有形固定資産 4,493 614 360 0 5,467 

のれん及び無形資産 448 8,150 1,224 0 9,822 

繰延税金資産 6,054 2,897 571 0 9,522 

その他の資産 18,504 5,938 1,914 (3,675) 22,681 

資産合計 1,249,683 241,001 373,384 (546,822)1,317,247 

負債

銀行預り金 79,842 47,430 1,261 (87,044) 41,490 

貸付有価証券に係る担保金 20,374 23,613 10,410 (47,746) 6,651 

レポ契約 40,713 79,920 80,883 (126,721)74,796 

トレーディング・ポートフォリオ負債 45,191 13,433 1,215 (4,865) 54,975 

再調達価額-貸方 383,892 8,667 117,863 (116,661)393,762 

デリバティブに係る受入担保金 45,024 10,543 37,097 (33,740) 58,924 

公正価値での測定を指定された金融負債 94,864 295 18,457 (12,859)100,756 

顧客預り金 301,976 29,266 47,166 (46,107)332,301 

未払費用及び繰延収益 5,071 2,433 773 (538) 7,738 

社債 125,113 398 10,315 (5,555) 130,271 

その他の負債 23,286 20,580 23,529 (3,675) 63,719 

負債合計 1,165,349 236,578 348,968 (485,511)1,265,384 

UBS株主に帰属する持分 84,334 4,408 19,388 (61,311) 46,820 

非支配持分に帰属する持分 0 15 5,028 0 5,043 

資本合計 84,334 4,423 24,416 (61,311) 51,863 

負債及び資本合計 1,249,683 241,001 373,384 (546,822)1,317,247 
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1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。

保証会社の補足連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万スイス・フラン

　　

2010年12月31日終了事業年度

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 UBSグループ

営業活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 10,719 (2,772)5,440 13,385 

投資活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

子会社、関連会社及び無形資産取得 (75) 0 0 (75)

子会社、関連会社及び無形資産処分 307 0 0 307 

有形固定資産購入 (367) (88) (86) (541)

有形固定資産処分 196 22 24 242 

売却可能金融投資に係る（投資）／売却純額 2,123 3,474 (1,433) 4,164 

投資活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 2,185 3,408 (1,497) 4,097 

財務活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

短期借入債務発行／（払戻）純額 3,241 0 1,218 4,459 

自己株式及び自己持分のデリバティブ契約に係る変動純額 (1,456) 0 0 (1,456)

株式発行 (113) 0 0 (113)

公正価値での測定を指定された金融負債を含む長期借入債務発行 75,842 8 2,568 78,418 

公正価値での測定を指定された金融負債を含む長期借入債務償還 (65,968) (82) (11,447)(77,497)

非支配持分増加 0 0 6 6 

非支配持分に対する配当金支払／非支配持分の減少 0 (6) (2,047) (2,053)

子会社に対する投資活動純額 (122) 235 (113) 0 

財務活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 11,424 154 (9,815) 1,764 

為替変動による影響 (10,218)1,482 (3,444) (12,181)

現金及び現金同等物の増加／（減少）純額 14,110 2,272 (9,315) 7,066 

現金及び現金同等物期首残高 51,482 1,731 19,654 72,868 

現金及び現金同等物期末残高 65,592 4,003 10,339 79,934 

現金及び現金同等物の構成：
2

現金及び中央銀行預け金 26,372 69 498 26,939 

マネー・マーケット・ペーパー
3 15,798 1,190 123 17,110 

銀行預け金
4,5 23,422 2,744 9,719 35,885 

合計 65,592 4,003 10,339 79,934 

1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。
2
2011年度において、当行は現金及び現金同等物の定義を再考した。これに従って過年度の数値が修正されている。

詳細は「注記１ 重要な会計方針の概要」を参照。
3
マネー・マーケット・ペーパーは、貸借対照表上では、トレーディング・ポートフォリオ

資産及び売却可能金融投資に計上されている。2010年12月31日現在9,941百万スイス・フランが担保に供されていた。
4
貸借対照表の銀行預

け金及びデリバティブに係る差入担保金に認識されたポジションが含まれている。
5
2011年度において、当行は銀行預け金について表示され

た金額を修正した。これに関連する変動は営業活動によるキャッシュ・フローに反映された。銀行預け金はUBS AG親銀行及び子会社に関し

て、それぞれ775百万スイス・フラン及び4,669百万スイス・フラン増加し、これに対応してUBSアメリカズ・インクの金額が5,444百万スイ

ス・フラン減少した。この修正に関連してUBSグループに関して表示された金額に変更は生じなかった。

保証会社の補足連結損益計算書

単位：百万スイス・フラン

2009年12月31日終了事業年度

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 連結処理 UBSグループ

営業収益

受取利息 18,798 4,432 6,715 (6,484)23,461 

支払利息 (16,860) (1,982)(4,657)6,484 (17,016)

受取利息純額 1,939 2,450 2,058 0 6,446 
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貸倒引当金（繰入額）／戻入額 (937) (897) 2 0 (1,832)

貸倒引当金繰入額控除後受取利息純額 1,002 1,553 2,060 0 4,614 

受取報酬及び手数料純額 7,912 6,025 3,774 0 17,712 

トレーディング収益純額 (1,487) (423) 1,586 0 (324)

子会社からの収益 1,114 0 0 (1,114) 0 

その他の収益 550 (872) 921 0 599 

営業収益合計 9,092 6,282 8,341 (1,114)22,601 

営業費用

人件費 8,577 5,566 2,400 0 16,543 

一般管理費 2,351 2,512 1,385 0 6,248 

有形固定資産減価償却費 686 171 191 0 1,048 

のれんの減損 0 0 1,123 0 1,123 

無形資産償却費 3 96 101 0 200 

営業費用合計 11,617 8,345 5,200 0 25,162 

継続事業からの税引前営業利益 (2,526) (2,063)3,141 (1,114)(2,561)

税金費用／（税務上の便益） 210 (549) (104) 0 (443)

継続事業からの当期純利益 (2,736) (1,514)3,245 (1,114)(2,118)

非継続事業からの当期純利益 0 0 (7) 0 (7)

当期純利益 (2,736) (1,514)3,238 (1,114)(2,125)

非支配持分に帰属する当期純利益 0 (3) 613 0 610 

UBS株主に帰属する当期純利益 (2,736) (1,511)2,625 (1,114)(2,736)

1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。

保証会社の補足連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万スイス・フラン

2009年12月31日終了事業年度

UBS AG

親銀行
1

UBS 

アメリカズ

・インク 子会社 UBSグループ

営業活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 30,833 (1,716)57,607 86,723 

投資活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

子会社、関連会社及び無形資産取得 (42) 0 0 (42)

子会社、関連会社及び無形資産処分 296 0 0 296 

有形固定資産購入 (656) (124) (75) (854)

有形固定資産処分 104 53 6 163 

売却可能金融投資に係る（投資）／売却純額 (63,535)(15,228) 387 (78,376)

投資活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） (63,832)(15,299) 318 (78,812)

財務活動によるキャッシュ・フロー収入／（支出）

短期借入債務発行／（払戻）純額 (7,020) (1,596)(51,424)(60,040)

自己株式及び自己持分のデリバティブ契約に係る変動純額 673 0 0 673 

株式発行 3,726 0 0 3,726 

公正価値での測定を指定された金融負債を含む長期借入債務発行 64,956 0 2,106 67,062 

公正価値での測定を指定された金融負債を含む長期借入債務償還 (55,616)(1,548)(7,861) (65,024)

非支配持分増加 0 0 3 3 

非支配持分に対する配当金支払／非支配持分の減少 0 (8) (576) (583)

子会社に対する投資活動純額 (4,032) 2,419 1,614 0 

財務活動による正味キャッシュ・フロー収入／（支出） 2,686 (733) (56,136)(54,183)

為替変動による影響 5,886 574 (933) 5,529 

現金及び現金同等物の増加／（減少）純額 (24,426)(17,174) 855 (40,744)
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現金及び現金同等物期首残高 75,908 18,905 18,799 113,611 

現金及び現金同等物期末残高 51,482 1,731 19,654 72,868 

現金及び現金同等物の構成：
2

現金及び中央銀行預け金 15,177 75 5,647 20,899 

マネー・マーケット・ペーパー
3 5,927 207 194 6,327 

銀行預け金
4 30,378 1,450 13,814 45,642 

合計 51,482 1,731 19,654 72,868 

1
UBS AG親銀行はスイス銀行法に準拠して財務書類（監査済）を作成している。この欄に表示された金額は、IFRSに基づく当グループの財務

書類の作成の基礎となる。
2
2011年度において、当行は現金及び現金同等物の定義を再考した。これに従って過年度の数値が修正されている。

詳細は「注記１　重要な会計方針の概要」を参照。
3
マネー・マーケット・ペーパーは、貸借対照表上では、トレーディング・ポートフォリオ

資産及び売却可能金融投資に計上されている。2009年12月31日現在4,841百万スイス・フランが担保に供されていた。
4
貸借対照表の銀行預

け金及びデリバティブに係る差入担保金に認識されたポジションが含まれている。

その他の証券の保証
UBS AGが、米国所在の完全金融子会社を通して発行したトラスト優先証券は以下のとおりである。

その他の証券の保証

単位：十億米ドル、別掲されている場合を除く。 2011年12月31日現在の残高

発行体 証券の種類 発行日 利率（％） 金額

UBS優先ファンディング・トラストⅣ 変動金利非累積トラスト優先証券 2003年 ５月 １ヶ月物

LIBOR+0.7％

0.3

UBS優先ファンディング・トラストⅤ トラスト優先証券 2006年 ５月 6.243 1.0

UBS AGは、これらの証券に対して完全かつ無条件の保証を供与している。トラスト優先証券の保証における
UBSの債務は、UBSの預金及びその他の債務全ての優先的な支払に劣後する。2011年12月31日現在、劣後債保有者
の劣後するUBSの優先負債金額は、約1,354十億スイス・フランである。

UBSリミテッドに対する保証
UBS AGはUBSリミテッドの各取引相手先に保証を供与している。当該保証に基づき、UBS AGは、各取引相手先の
ために、UBSリミテッドが締結したあらゆる債務を取消不能かつ無条件に保証している。UBS AGは、当該保証条件
に基づき、このような負債の未払残高を取引相手先に対して要求に応じて支払うことを約束している。

次へ 
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ユービーエス・エイ・ジー（親銀行）

親銀行概況

損益計算書

UBS AG（親銀行）の当期純利益は、2010年度の6,123百万スイス・フランの利益から683百万スイス・フラン減

少し5,440百万スイス・フランとなった。

受取利息純額

受取利息純額は1,171百万スイス・フラン又は34％増加し4,597百万スイス・フランとなった。受取利息及び割

引料は、主に有価証券借入及びリバース・レポ契約による受取利息が増加したことにより、234百万スイス・フラ

ン又は２％増加した。トレーディング・ポートフォリオからの受取利息及び受取配当金は452百万スイス・フラ

ン又は10％減少した。金融投資からの受取利息及び受取配当金は、155百万スイス・フラン又は50％増加し、これ

は主に2011年度の最初の９ヶ月間における当行の戦略的投資ポートフォリオからの収益に関連している。

支払利息は、発行済債券及びトレーディング負債に係る支払利息が減少したことにより、1,235百万スイス・フ

ラン又は10％減少した。

受取報酬及び手数料純額

受取報酬及び手数料純額は931百万スイス・フラン又は13％減少し6,373百万スイス・フランとなった。

有価証券及び投資事業からの受取報酬及び手数料は1,631百万スイス・フラン又は19％減少した。引受手数料

は、資本市場のボラティリティ及び市場の報酬規模の縮小により市場全体が停滞していることから、減少した。

ポートフォリオの運用報酬及びアドバイザリー報酬並びに投資信託報酬は、主に投資対象資産の平均ベースの減

少及びスイス・フラン高により減少した。仲介手数料の減少は、取引高の減少及び顧客の取引水準の低下に伴う

市場全体の停滞によるものである。これらの減少は、合併・買収及びコーポレート・ファイナンスの報酬の増加

により一部相殺された。当該報酬の増加は、複数の大型案件の完了を含む合併・買収環境の改善を反映したもの

である。

支払報酬及び手数料は、主に支払仲介手数料が減少したため699百万スイス・フラン又は34％減少した。

トレーディング収益純額

トレーディング収益純額は、2010年度の6,501百万スイス・フランに対して3,545百万スイス・フランとなっ

た。インベストメント・バンクのエクイティ及び投資銀行業務のトレーディング収益純額は、前年度の1,890百万

スイス・フランのプラスに対して、53百万スイス・フランのマイナスとなった。これは主に2011年度の未承認取

引に関連した損失1,951百万スイス・フランを計上したことによる。インベストメント・バンクの債券事業、為替

事業及びコモディティ事業のトレーディング収益純額は、14百万スイス・フラン又は１％減少し2,312百万スイ

ス・フランとなった。その他の事業部門及びコーポレート・センターのトレーディング収益純額は、前年度の

2,285百万スイス・フランに対して1,286百万スイス・フランとなった。これは主に、SNBスタブファンドの株式を

購入する当行のオプションの評価の際、2010年度には745百万スイス・フランの利得を計上したのに対し、2011年

度では、102百万スイス・フランの損失を計上したことによるものである。

経常活動からのその他の収益

経常活動からのその他の収益は、1,336百万スイス・フラン又は62％増加し3,508百万スイス・フランとなっ

た。金融投資売却収益純額は、主に当行の戦略的投資ポートフォリオの売却益652百万スイス・フランにより、605

百万スイス・フラン増加した。子会社及びその他の持分投資からの受取配当金は、945百万スイス・フラン減少し

た。

経常活動からの雑収益は、809百万スイス・フラン又は22％増加し4,441百万スイス・フランとなった。雑収益

には、提供したサービスに対して子会社から受け取った収益3,676百万スイス・フランが含まれており、前年比

176百万スイス・フラン又は５％の増加であった。さらに、雑収益には金融資産投資の評価益464百万スイス・フ

ランが含まれており、これは主に、戦略的投資ポートフォリオで2010年度に生じた未実現損失（経常雑費として

計上）の戻入を反映したことによるものである。貸出金及び債権の処分による利得は233百万スイス・フランで

あり、前年度から189百万スイス・フラン増加した。
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経常雑費は868百万スイス・フラン又は25％減少し2,554百万スイス・フランとなった。提供を受けたサービス

に対する子会社からの請求は283百万スイス・フラン又は10％減少し2,522百万スイス・フランとなった。さらに

前年度には、主に当行の戦略的投資ポートフォリオに関連した金融投資の未実現損失573百万スイス・フランが

含まれていた。

営業費用

人件費は1,991百万スイス・フラン又は19％減少し8,309百万スイス・フランとなった。裁量的変動報酬は

1,448百万スイス・フラン減少し、1,821百万スイス・フランとなった。社会保険に係る費用は、変動報酬が減少し

たため、216百万スイス・フラン減少した。その他の人件費は239百万スイス・フラン減少した。これは主に、200百

万スイス・フランの英国の銀行賞与特別税が前年度に含まれていたためである。

子会社及びその他の持分投資の減損

子会社及びその他の持分投資の減損は1,269百万スイス・フラン又は88％減少し165百万スイス・フランと

なった。2010年度の減損は、主に米国子会社及び複数の他の国々の子会社における、外国為替の不利な影響に関連

していた。

特別利益

特別利益は2,069百万スイス・フラン又は52％減少し1,888百万スイス・フランとなった。子会社及びその他の

持分投資の売却による利得は、2011年度に売却が少なかったため、409百万スイス・フラン減少した。2011年度の

子会社及びその他の持分投資の減損損失及び引当金の戻入額は、2010年度の2,337百万スイス・フランから1,352

百万スイス・フランへと減少した。2011年度における減損損失の戻入額純額の大部分が、米国子会社の評価時の

外国為替の有利な影響に関連していた。前年度の関連する収益は968百万スイス・フランから280百万スイス・フ

ランへ減少し、これは主に株式報酬制度、ヘッジ会計及び公正価値での測定を指定された金融負債に関連してい

た。

特別損失

特別損失は、主に前年度の関連費用の増加（479百万スイス・フランの増加）並びに、主にヘッジ会計の費用、

発行済仕組商品に係る評価額修正、子会社及びその他の持分投資により、471百万スイス・フラン増加し、649百万

スイス・フランとなった。

税金費用

2011年度の税金費用は、前年度の25百万スイス・フランに対して232百万スイス・フランとなり、主に過年度に

関連した法人所得税費用192百万スイス・フラン及び資本税費用40百万スイス・フランから構成されていた。

スイス連邦銀行法に準拠して作成された親銀行の財務書類上、繰延税金資産は計上されず、報告されない。従っ

て、事業活動から生じる利益に対して使用される税務上の欠損金に係る繰延税金資産の償却はない。

貸借対照表

資産

2011年12月31日現在、UBS AG（親銀行）の資産合計は、2010年12月31日現在の863十億スイス・フランから17十

億スイス・フラン減少し846十億スイス・フランとなった。当該減少は、主にマネー・マーケット・ペーパー及び

保有トレーディング商品の減少並びに金融投資として保有されていた戦略的投資ポートフォリオの売却を反映

していた。これらの減少は銀行及び他の顧客とのリバース・レポ契約の増加並びにスイス国立銀行（以下

「SNB」という。）に預け入れている当座資産の増加により、一部相殺されている。

当座資産及びマネー・マーケット・ペーパー

2011年12月31日現在、当座資産は主にSNBへの預け入残高の増加を反映して、12十億スイス・フラン増加し38十

億スイス・フランとなった。2011年12月31日現在、マネー・マーケット・ペーパーは主にスイス国債、日本国債及

び米国国債の減少により32十億スイス・フラン減少し41十億スイス・フランとなった。

銀行預け金及び顧客貸出金

2011年12月31日現在、銀行預け金は主にUBSの銀行子会社、特に南北アメリカ及びアジアにおけるUBS銀行の子
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会社とのリバース・レポ契約の増加を反映して、25十億スイス・フラン増加し231十億スイス・フランとなった。

これは、南北アメリカ及びアジアにおけるUBSの銀行子会社の銀行預金の減少と一部相殺された。

顧客貸出金は主に、南北アメリカ及びアジアの顧客からの需要の増加により、貸出金計上額（モーゲージ・

ローンを除く）が７十億スイス・フラン増加したため、６十億スイス・フラン増加し148十億スイス・フランと

なった。顧客とのリバース・レポ契約及び借入有価証券は、全地域を通じて６十億スイス・フラン増加した。これ

らの増加は、主に南北アメリカ及びそれよりは数は劣るがヨーロッパでの顧客に起因したプライム・ブローカ

レッジ・ローン残高の減少７十億スイス・フランと一部相殺されている。

トレーディング残高及び金融投資

2011年12月31日現在、有価証券及び貴金属のトレーディング残高は、19十億スイス・フラン減少し120十億スイ

ス・フランとなった。負債性商品は12十億スイス・フラン減少した。資本性商品は３十億スイス・フラン減少し

た。

2011年12月31日現在、金融投資は、主に当行の戦略的投資ポートフォリオの売却により、15十億スイス・フラン

減少し、20十億スイス・フランとなった。

子会社への投資

2011年12月31日現在、子会社への投資は29億スイス・フラン増加し、240億スイス・フランとなった。これは、主

に正味24億スイス・フランの資本投入並びに為替換算の有利な影響に起因する14億スイス・フランの減損損失

の戻入れによるものであった。これらの増加は、各投資の資金調達のために使用された借入金のトレーティング

収益純額に計上された、為替差損による８億スイス・フランの減少及び子会社への投資の減損損失２億スイス・

フランと一部相殺されている。2011年10月31日現在のマッチ・ファンディング概念の廃止及び子会社への投資の

為替換算に関連する会計方針の変更により、２億スイス・フラン増加した。

再調達価額－借方

再調達価額－借方は、マスター・ネッティング契約及び関連する担保契約に法的強制力がある場合、純額で表

示され、65十億スイス・フランと大きな変動はなかった。

負債

2011年12月31日現在、主にウェルス・マネジメントの顧客を対象とした運用利回りの高い商品のため、発行済

マネー・マーケット・ペーパーは６十億スイス・フラン増加し57十億スイス・フランとなった。2011年12月31日

現在、銀行預り金は22十億スイス・フラン減少し125十億スイス・フランとなり、無担保の銀行間借入金が14十億

スイス・フラン減少し、貸付有価証券が４十億スイス・フラン減少したことを反映している。

トレーディング・ポートフォリオ負債は、主に負債性商品に関連して13十億スイス・フラン減少し33十億スイ

ス・フランとなった。顧客預り金は、主に当座預金、貯蓄預金及び個人の普通預金の残高が増加したことにより25

十億スイス・フラン増加し363十億スイス・フランとなった。公正価値での測定を指定された金融負債は、17十億

スイス・フラン減少した。

資本

2011年度末時点で、株主に帰属する持分合計は、親銀行の2011年度の利益54億スイス・フランにより、2010年度

末の347億スイス・フランに対して402億スイス・フランとなった。2011年12月31日現在、一般法定準備金は50億

スイス・フラン増加し、324億スイス・フランとなった。これは2010年度の利益処分45億スイス・フラン並びに自

己株式準備金から資本準備金への振替４億スイス・フランを反映している。

自己株式準備金は、株式報酬制度に関連する将来の株式交付義務に応じるために自己株式を正味46百万株購入

したため、６億スイス・フラン増加し11億スイス・フランとなった。資本準備金の４億スイス・フランは、自己株

式準備金から一般法定準備金へ振り替えられた。その他の準備金は、2010年度の利益処分16億スイス・フラン

（自己株式準備金への振替11億スイス・フランと一部相殺）を反映して、５億スイス・フラン増加した。

親銀行財務書類

損益計算書

終了事業年度 変化率
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注記 2011年12月31日 2010年12月31日
対2010年
12月31日

単位：百万スイス・フラン

百万
スイス・
フラン 億円

百万
スイス・
フラン 億円 ％

受取利息及び割引料 11,087 8,966 10,8538,777 2 

トレーディング・ポートフォリオからの

受取利息及び受取配当金
3,989 3,226 4,4413,591 (10)

金融投資からの受取利息及び受取配当金 467 378 312 252 50 

支払利息 (10,946)(8,852)(12,181)(9,851) (10)

受取利息純額 4,597 3,718 3,4262,771 34 

与信関連報酬及び手数料 326 264 295 239 11 

有価証券及び投資事業からの受取報酬及び手数料 6,802 5,501 8,4336,820 (19)

その他の受取報酬及び手数料 616 498 645 522 (4)

支払報酬及び手数料 (1,371)(1,109) (2,070)(1,674) (34)

受取報酬及び手数料純額 6,373 5,154 7,3045,907 (13)

トレーディング収益純額 ３ 3,545 2,867 6,5015,257 (45)

金融投資売却収益純額 833 674 228 184 265 

子会社及びその他の持分投資からの受取配当金 758 613 1,7031,377 (55)

保有不動産からの収益 30 24 31 25 (3)

経常活動からの雑収益 4,441 3,591 3,6322,937 22 

経常雑費 (2,554)(2,065) (3,422)(2,767) (25)

経常活動からのその他の収益 3,508 2,837 2,1721,756 62 

営業収益 18,02314,575 19,40215,690 (7)

人件費 8,309 6,719 10,3008,330 (19)

一般管理費 4,380 3,542 4,5023,641 (3)

営業費用 12,690 10,262 14,80211,970 (14)

営業利益 5,333 4,313 4,6013,721 16

子会社及びその他の持分投資の減損損失 165 133 1,4341,160 (88)

固定資産に係る減価償却費 581 470 617 499 (6)

引当金繰入額及び損失 153 124 181 146 (15)

特別項目及び税引前利益 4,434 3,586 2,3691,916 87

特別利益 ４ 1,888 1,527 3,9573,200 (52)

特別損失 ４ (649) (525) (178) (144) 265

税金費用 (232) (188) (25) (20) 828

当期純利益／（損失） 5,440 4,399 6,1234,952 (11)

貸借対照表

注記 2011年12月31日現在2010年12月31日現在

変化率
対2010年
12月31日
現在

単位：百万スイス・フラン

百万
スイス・
フラン 億円

百万
スイス・
フラン 億円 ％
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資産

当座資産 38,094 30,807 26,372 21,327 44 

マネー・マーケット・ペーパー 41,222 33,336 73,049 59,075 (44)

銀行預け金 231,401 187,134 206,162166,723 12 

顧客貸出金 148,474 120,071 142,634115,348 4 

モーゲージ・ローン 144,346 116,733 141,708114,599 2 

有価証券及び貴金属のトレーディング残高 120,312 97,296 139,685112,963 (14)

金融投資 20,193 16,330 34,788 28,133 (42)

子会社及びその他の持分投資 23,990 19,401 21,075 17,043 14 

固定資産 4,807 3,887 4,557 3,685 5 

未収収益及び前払費用 2,114 1,710 1,643 1,329 29 

再調達価額-借方 13 64,580 52,226 65,449 52,929 (1)

その他の資産 ５ 6,552 5,299 6,373 5,154 3 

資産合計 846,085684,229 863,495698,308 (2)

内、劣後資産 1,894 1,532 2,287 1,849 (17)

内、子会社からの受取債権 288,870233,609 254,762206,026 13 

　 　

負債 　 　

発行済マネー・マーケット・ペーパー 56,788 45,924 50,729 41,025 12 

銀行預り金 124,625 100,784 146,961118,847 (15)

トレーディング・ポートフォリオ負債 32,522 26,301 45,550 36,836 (29)

普通預金顧客預り金 85,393 69,057 78,322 63,339 9 

その他の顧客預り金 278,096 224,896 260,404210,589 7 

中期債 1,951 1,578 2,605 2,107 (25)

発行済社債及び中央モーゲージ機関借入金 89,361 72,266 89,860 72,670 (1)

公正価値での測定を指定された金融負債 62,976 50,929 79,847 64,572 (21)

未払費用及び繰延収益 6,671 5,395 7,634 6,174 (13)

再調達価額-貸方 13 58,994 47,708 60,723 49,107 (3)

その他の負債 ５ 7,122 5,760 4,717 3,815 51 

引当金 ８ 1,412 1,142 1,424 1,152 (1)

負債合計 805,911651,740 828,776670,231 (3)

　 　

資本 　 　

資本金 ９,10 383 310 383 310 0 

一般法定準備金 32,35026,161 27,379 22,141 18 

　内、資本準備金 42,53734,400 42,091 34,039 1 

　内、利益剰余金 (10,187)(8,238)(14,712)(11,898)(31)

自己株式準備金 1,066 862 432 349 147 

内、資本準備金 432 349 

内、利益剰余金 1,066 862 
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その他の準備金 934 755 402 325 132 

当期純利益／（損失） 5,440 4,399 6,123 4,952 (11)

株主に帰属する持分 ９ 40,17432,489 34,719 28,077 16 

負債及び資本合計 846,085684,229 863,495698,308 (2)

内、劣後債務 12,3399,979 14,689 11,879 (16)

内、子会社への支払債務 133,696108,120 129,243104,519 3 

利益処分計算書

利益剰余金処分案

取締役会は、2012年５月３日の年次株主総会(AGM)に以下の利益処分の承認議案を付議している。

事業年度末

2011年12月31日現在

単位：百万スイス・フラン
百万スイス・

フラン 億円

当期純利益 5,440 4,399

処分可能額合計 5,440 4,399

その他の準備金繰入 5,440 4,399

処分額合計 5,440 4,399

資本準備金の分配案

取締役会は、2012年５月３日のAGMに、資本準備金から１株当たり額面価格0.10スイス・フランに対し0.10

スイス・フランを支払う承認を求める議案を付議している。支払いが承認されれば、１株当たり0.10スイス

・フランの支払いが、2012年５月９日付けで登録されている株主に対して2012年５月10日に行われること

になる。当該株式は2012年５月７日時点で配当落ち株式として扱われるため、払い出しを受取る権利付きの

当該株式を取引できる最終取引日は、2012年５月４日になる。

 

事業年度末

単位：百万スイス・フラン（別掲されている場合を除く） 2011年12月31日現在  

百万スイス・
フラン 億円

 

分配案前の資本準備金額合計
42,537

1,2 34,400 

一般法定準備金における資本準備金の分配案：

配当金受取の権利付株式１株当たり0.10スイス・フラン
3 (383) (310)

 

分配案後の資本準備金合計 42,154 34,090

1
貸借対照表上に表示されている通り、資本準備金42,537百万スイス・フランは、マイナスの利益剰余金10,187百万スイス・フランを考慮後

の一般法定準備金32,350百万スイス・フランを構成している。
2
2011年１月１日付けで、スイスの源泉所得税法は、資本準備金からの支払い

は源泉所得税の対象ではないと規定している。新たな法律により、資本準備金の適格な金額及び財務書類上の開示についてスイス連邦税務

当局と企業との間で解釈の相違が生じた。従って、スイス連邦税務当局は、利益剰余金から支払う配当金に適用する源泉所得税の徴収対象と

せずに、UBSが開示された資本準備金274億スイス・フランを株主に払い戻すことが可能であると認めた。残りの金額についての判断は、今後

に持ち越されることになった。
3
配当金受取の権利付株式とは、UBS AGが保有している自己株式を除いて、基準日の2012年５月９日において

発行済のすべての株式のことである。

親銀行財務書類注記

注記１　事業活動、リスク評価、外部委託及び従業員

事業活動

UBS AGの事業活動は、本報告書の「経営環境及び戦略」のセクション（訳者注：原文の「Operating

environment and strategy」のセクションこと。以下同じ。）におけるUBSグループの活動の説明において記述

されている。
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リスク評価

UBSグループの最終的な親会社としてUBS AGは、グループ全体の内部のリスク評価プロセスに、完全に組み込ま

れており、それは本報告書の「リスク、資金及び資本管理」のセクションの監査済の部分に記述されている。

外部委託

　外部業者との契約を通じて行われるIT及びその他の業務の外部委託は、FINMA令08/７「銀行業務の外部委託」

に準拠して行われている。

従業員

親銀行の従業員は、2010年12月31日現在の36,381人に対して、2011年12月31日現在、常勤相当で36,693人であっ

た。

次へ 

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

235/432



注記２　会計方針

親銀行財務書類は、スイス連邦銀行法に準拠して作成されている。会計方針は、原則として連結財務書類の「注

記１ 重要な会計方針の概要」に説明されている概要と同様である。スイス連邦銀行法規則と国際財務報告基準

との重要な相違は、連結財務書類の「注記39 スイス銀行法規制」に記述されている。親銀行の法定財務書類に適

用された会計方針は以下に記載されている。UBS AGのリスク管理については、UBSグループのリスク管理において

記述されている。

自己株式

自己株式は、企業が保有する自社の株式である。スイス法では、自己株式は、貸借対照表上、トレーディング残高

又は金融投資として認識される。自己株式のショート・ポジションは、トレーディング・ポートフォリオ負債と

して表示される。トレーディング残高として認識された自己株式及び自己株式のショート・ポジションは、公正

価値で測定され、公正価値の再測定による未実現利得又は損失は損益計算書に計上される。金融投資として認識

された自己株式は、低価法により評価される。自己株式の売却又は取得からの実現利得又は損失は、損益計算書で

認識される。

トレーディング以外の目的で保有する自己株式準備金は、保有する自己株式の原価相当額の使途自由な準備金

からの振り替えにより、資本に計上されなければならない。トレーディング以外の目的で保有する自己株式の買

戻しは、使途自由な準備金に使用可能な十分な残高があれば、その範囲内で認められる。自己株式準備金は、株主

への配当に使用できない。

為替換算

国外支店の資産及び負債は、貸借対照表日現在の直物為替相場でスイス・フランに換算され、損益項目は、各期

間の加重平均為替相場で換算されている。為替差額はすべて損益計算書に認識される。

親銀行が使用する主要通貨の換算レートは、連結財務書類の「注記38 為替換算レート」に記載されている。

子会社及びその他の持分投資

子会社及びその他の持分投資は、親銀行の事業活動目的又は戦略的理由により保有される持分であり、UBS AG

が世界的規模で銀行業務を行うことを通じて直接保有する子会社を全て含む。当該投資は、減損控除後の取得原

価で計上される。帳簿価額は、価値の減少の兆候（重要な営業損失の負担又は当該投資を占める通貨の著しい下

落を含む）が存在する場合、減損テストの対象となる。子会社への投資が減損している場合、その価値は通常、純

資産価値に減額される。減損認識後の価値の回復は、純資産額の増加又は将来の収益性に関する経営者の予測に

おいて純資産額を帳簿価額が上回ることを裏付けている場合は、当該純資産額を超える部分に基づき、当初の取

得原価を上限として認識される。経営者が、どの程度及びどの期間において価値の回復を認識するかに関して、自

己の裁量で判断する場合がある。

減損損失の戻入額は、損益計算書の特別利益に表示される。投資の減損損失は、特別項目及び税引前利益の子会

社及びその他の持分投資の減損損失に表示される。ただし、特別利益又は損失に表示される前期に関連する金額

は除く。前期に関連する金額の特別利益又は損失への分類は、各子会社への投資が純額で減損損失の一部又は全

額が戻入れられているか（特別利益）、又は減損しているか（特別損失）によって決まる。

繰延税金

繰延税金資産は、スイス連邦銀行法に基づく親銀行の財務書類では認識されないが、繰延税金負債は将来加算

一時差異に対して認識される場合がある。繰延税金負債の変動は純損益として認識される。

持株参加制度及びその他の報酬制度

持株参加制度

スイス法では、従業員株式及びオプション報奨は報酬費用として認識され、業績評価年度（通常は付与日の前

年度である）にわたって発生する。株式決済型及び現金決済型の報奨は負債として分類される。従業員株式オプ

ション報奨は貸借対照表日毎に公正価値に再測定されるが、UBSが条件付資本からの株式にて決済する予定であ

る従業員株式オプションについては、これらの報奨はUBSの負債ではないため、報酬費用は損益計算書に認識され

ない。従業員オプションの行使時に行使価格の支払いによって受け取る現金相当額は、資本金及び一般法定準備

金に対して貸方計上される。
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その他の報酬制度

固定及び変動の繰延現金報酬は、業績評価年度にわたって報酬費用として認識される。

経常活動からの雑収益及び経常雑費

経常活動からの雑収益は、主に親銀行であるUBS AGとその子会社間の取引による費用及び収入が振り替えられ

ることから生じる利益、並びに金融投資の低価法による会計処理からの利益が含まれる。経常雑費は、主に親銀行

であるUBS AGとその子会社間の損益の振替に係る費用、並びに金融投資の低価法による会計処理からの損失が含

まれる。UBS AGとその子会社間での費用及び収益の振替は、独立第三者間の取引価格で行われ、現金で決済され

る。

法定財務書類の免除

UBSグループは、IFRSに準拠して連結財務書類を作成しているため、UBS AG（親銀行）は法定財務書類における

様々な開示を免除されている。詳細については、本報告書の「財務情報」のセクションのIFRS「連結財務書類」

を参照。

会計方針の変更、比較可能性及びその他の修正

マッチ・ファンディング概念の廃止

　マッチ・ファンディングとは、外貨建ての子会社投資からの為替リスクを同じ外貨で投資金額を借り入れるこ

とによって相殺するために、UBSが採用した概念であった。2011年10月31日現在、UBSはこの概念を廃止し、外貨建

ての子会社投資に関して、スイス・フランでの借入を開始した。

マッチ・ファンディング概念のもとでは、UBSはマッチ・ファンディングされている外貨建ての投資を、貸借対

照表日現在の直物為替相場でスイス・フランに換算していた。かかる為替差損益は、貸借対照表項目の子会社及

びその他の持分投資に反映され、損益計算書に認識された。外貨建ての借入に係る為替差損益も同様に損益計算

書に反映された。

マッチ・ファンディング概念の廃止後、UBSは子会社への投資の為替換算に関する会計方針を変更した。変更後

の会計方針のもとでは、子会社への投資は減損損失控除後の取得原価で報告され、今までのすべての為替差損益

は、当該投資が減損していると考えられない限り、子会社への投資勘定には反映されなくなった。

移行日において、子会社への投資に係る今までの為替差損益の取消と投資価値の減損額の増加の影響を結果と

して大部分相殺する金額との差異は、繰延勘定に認識され、（損失については）貸借対照表項目のその他の資産

及び（利得については）その他の負債に報告された。子会社への投資のごく一部は、前年度の取引時の為替相場

に基づく取得原価まで引き上げられた。それぞれの前年度の評価増は、損益計算書から繰延勘定へ振り替えられ

た。

この会計方針の変更は、貸借対照表に次の影響をもたらした。それは子会社及びその他の持分投資における

121百万スイス・フランの増加、その他の資産における15百万スイス・フランの増加、及びその他の負債における

176百万スイス・フランの増加である。2011年度の損益計算書への影響額は41百万スイス・フランの費用の増加

であり、子会社及びその他の持分投資の減損に表示される。

業績連動型株式報奨

　2011年度において、UBSは、実質的な将来の役務提供／権利確定条件を含む業績連動型報奨に係る報酬費用の認

識に関する会計方針を変更した。これらの報奨に係る報酬費用は、将来の役務提供期間にわたって認識されなく

なり、業績評価年度（通常は付与日の前年度である）に認識される。この会計方針の変更は、2011年12月31日現在

の貸借対照表及び損益計算書に次のような影響をもたらした。それはその他の負債及びこれに対応して人件費の

101百万スイス・フランの増加である。

貸借対照表の表示の変更－トレーディング・ポートフォリオ負債及び比較期間

　2011年度以降、UBSは透明性の向上のため、トレーディング・ポートフォリオ負債の表示を変更した。トレーディ

ング・ポートフォリオ負債は、銀行預り金からその金額を振り替えて、貸借対照表の別項目に表示される。比較数

値の表示はそれに応じて修正された。この表示の変更による損益計算書並びに総資産及び総負債への影響はな

かった。
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損益計算書の表示の変更

　2011年度以降、UBSは透明性の向上のため、損益計算書項目である関連会社投資及び固定資産に係る減価償却費

及び評価損を、２つの別の損益計算書項目（子会社及びその他の持分投資の減損と固定資産に係る減価償却費）

に分けた。比較数値の表示はそれに応じて修正された。この表示の変更による損益計算書並びに総資産及び総負

債への影響はなかった。

追加損益計算書情報

注記３　トレーディング収益純額

終了事業年度 変化率(％)

単位：百万スイス・フラン
2011年
12月31日

2010年
12月31日

対2010年
12月31日

インベストメント・バンクの株式及び投資銀行業務 (53) 1,890 

インベストメント・バンクの債券、通貨及びコモディティ 2,312 2,326 (1)

その他の事業部門及びコーポレート・センター 1,286 2,285 (44)

合計 3,545 6,501 (45)

注記４　特別損益

終了事業年度 変化率(％)

単位：百万スイス・フラン
2011年
12月31日

2010年
12月31日

対2010年
12月31日

子会社及びその他の持分投資の売却益 192 601 (68)

子会社及びその他の持分投資の減損損失及び引当金の戻入額
1 1,352 2,337 (42)

前期の関連利益
2 280 968 (71)

その他の特別利益 64 51 25

特別利益合計 1,888 3,957 (52)

子会社及びその他の持分投資の処分損 (10) (18) (44)

前期の関連損失
3 (639) (160) 299

特別損失合計 (649) (178) 265

1
2011年度には、前期に関連する調整も含む。

2
2011年度においては、主に株式報酬制度、ヘッジ会計及び公正価値で測定するものとして指定さ

れた金融負債に関連している。
3
2011年度においては、主に発行済仕組商品に係る評価修正、子会社及びその他の持分投資、ヘッジ会計及びそ

の他の評価調整、並びにその他の負債に計上された金額の取消を含む。

追加貸借対照表情報

注記５　その他の資産及びその他の負債

単位：百万スイス・フラン
2011年

12月31日現在
2010年

12月31日現在

その他の資産

繰延年金費用 2,980 2,839

決済勘定 376 499

未収付加価値税及びその他の税金 99 203

その他受取債権 3,096 2,832

その他の資産合計 6,552 6,373

その他の負債

ヘッジ手段に係る繰延ポジション 4,400 1,443

決済勘定 600 581

付加価値税その他の未払税金 360 444

その他の未払金 1,762 2,250

その他の負債合計 7,122 4,717
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注記６　自己債務に対する担保差入又は担保割当資産及び所有権留保資産

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在 変化率(％)

単位：百万スイス・フラン 帳簿価額 有効債務 帳簿価額 有効債務 帳簿価額 有効債務

マネー・マーケット・ペーパー
1 10,034 788 31,575 7,876 (68) (90)

モーゲージ・ローン
2 27,841 16,96627,119 15,706 3 8

有価証券
1 54,869 21,02760,989 26,308 (10) (20)

その他 4,897 0 5,790 0 (15)

合計 97,640 38,781125,473 49,890 (22) (22)

1
確約済だが未実行の信用枠に対して中央銀行に差し入れたポジションを含む。

2
既存の及び今後のカバード・ボンド発行に備えて、担保目的

で移管されたモーゲージ・ローンを含む。

金融資産は、主に有価証券貸借取引、レポ取引及びリバース・レポ取引において、中央銀行の有担保保証与信枠

のもと、モーゲージ機関からの借入に対して、デリバティブ取引に関連して、証券取引所及び清算機関の会員であ

ることに伴う有価証券差入として担保に供されるか、又はカバード・ボンドの発行に関連して担保目的で移管さ

れる。

注記７ UBS年金制度に対する債務

終了事業年度 変化率(％）

単位：百万スイス・フラン
2011年
12月31日

2010年
12月31日

対2010年
12月31日

UBS年金制度に対する債務 650 682 (5)

注記８　引当金

単位：百万スイス・フラン

2010年
12月31日現在

残高

特定目的に準拠
して取り崩され

た引当金

回収、
不良債権に
係る利息、

為替換算調整 引当金戻入
新規引当金

繰入

2011年
12月31日現在

残高

債務不履行リスク 964 (212) 18 (211) 243 802

訴訟リスク 151 (144) 5 (34) 122 101

オペレーショナル・リスク 25 (14) 2 (9) 17 22

退職給付制度 90 (43) 3 0 48 98

再編引当金 80 (49) (9) (40) 210 191

繰延税金 4 0 2 6

その他の引当金
1 982 (59) 4 (153) 158 931

引当金合計 2,296 (522) 23 (447) 801 2,150

資産から控除された引当金 872 738

貸借対照表上の引当金合計 1,424 1,412

1
2011年12月31日現在、UBS AGが子会社に対して、補償、サポート・レター、レター・オブ・アンダーテーキング及び類似の契約の形式で提供

する親会社支援に関連する引当金258百万スイス・フラン（2010年12月31日現在：230百万スイス・フラン）を含む。さらに、2011年12月31

日現在のリース物件改良費の原状回復費用70百万スイス・フラン（2010年12月31日現在：83百万スイス・フラン）、不利なリース契約に係

る引当金及び従業員給付（永年勤続報奨及び長期有給休暇）に係る引当金を含む。

注記９　株主持分計算書

単位：百万スイス・フラン 資本金
一般法定
準備金

自己株式
準備金

その他の
準備金

当期純利益／
（損失）

株主持分
合計

（利益分配前）

2009年12月31日現在及び2010年１月１日
現在 356 30,377 835 2,042 (5,041) 28,569 

資本金増加 1 1 

強制転換社債（MCN）の転換による資本金
増加 27 27 

利益／（損失）の配分 (2,999) (2,042) 5,041 0 

前期配当 0 
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当期純利益／（損失） 6,123 6,123 

自己株式準備金変動 (402) 402 0 

2010年12月31日現在及び2011年１月１日
現在 383 27,379 432 402 6,123 34,719

資本金増加 14 14

利益／（損失）の配分 4,525 1,598 (6,123) 0

前期配当 0

当期純利益／（損失） 5,440 5,440

自己株式準備金変動 432 634 (1,066) 0

2011年12月31日現在 383 32,3501,066 934 5,440 40,174

1
資本準備金を構成していた2010年12月31日現在の自己株式準備金432百万スイス・フランは、従業員株式報奨を決済するための自己株式の

発行を受けて、一般法定準備金に振り替えられた。2011年度に新たに株式を購入したことにより、その他の準備金から自己株式準備金へ

1,066百万スイス・フランの振替が必要となった。

注記10　資本金及び主要株主

額　面 配当順位

株式数

資本金
単位：スイス
・フラン 株式数

資本金
単位：スイス
・フラン

2011年12月31日現在

発行済及び払込済 3,882,121,899383,212,190

　内、社外流通株式 3,747,166,348374,716,6353,747,166,348374,716,635

　内、UBS AGが保有する自己株式 84,751,0968,475,110

　内、UBS AGの子会社が保有する自己株式 204,455 20,446 204,455 20,446

条件付資本 628,639,32662,863,933

2010年12月31日現在

発行済及び払込済 3,830,840,513383,084,051

　内、社外流通株式 3,791,948,482379,194,8483,791,948,482379,194,848

　内、UBS AGが保有する自己株式 38,487,0743,848,707

　内、UBS AGの子会社が保有する自己株式 404,957 40,496 404,957 40,496

条件付資本 629,920,71262,992,071

条件付資本金

2011年12月31日に、UBSの従業員株式オプション・プログラムに充当するために追加で148,639,326株が発行さ

れていた可能性があった。さらに、最大100,000,000株の条件付資本が、スイス国立銀行（以下「SNB」という。）

との取り決めに関連して、使用することが可能であった。SNBは同行が所有及び支配しているファンド（以下

「SNBスタブファンド」という。）に対して貸付を行った。UBSは当該ファンドに特定の非流動性証券及びその他

のポジションを譲渡した。この取り決めの一環として、UBSはSNBに対してワラントを付与した。これらのワラント

はSNBが当該SNBスタブファンドへの貸付に関して損失を被った場合に行使可能となる。また、2010年４月14日に、

UBS AGの年次株主総会で、社債又は同様の金融商品の発行に関連して付与された転換権／ワラントのために最大

380,000,000株の条件付資本の設定が承認された。

主要株主

UBS AG及びスイス証券取引所に提出された開示通知によると、2011年９月30日に、ノルウェー銀行（ノル

ウェー中央銀行、オスロ）は、スイス証券取引所法に基づき、UBS AGの発行済株式の3.04％の保有を公表した。

2011年４月16日に、ザ・キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（ロサンゼルス）は、スイス証券取引所

法に基づき、2010年６月８日に、UBS AGの発行済株式に対する4.90％の保有割合が３％の基準値以下に減少した

旨を公表した。2010年３月12日にシンガポール政府は実質株主として、スイス証券取引所法に基づき、シンガポー

ル政府投資公社によるUBS AGの発行済株式の6.45％の保有を公表した。2009年12月17日、ブラック・ロック・イ

ンク（ニューヨーク）は、スイス証券取引所法に基づき、UBS AGの発行済株式の3.45％の保有を公表した。上記で

示されたパーセンテージは、スイス証券取引所法に基づき、それぞれの開示通知時点のUBS AGの定款（以下「本

定款」という。）に記載された発行済株式をもとに計算された。スイス証券取引所法に基づく開示情報は、以下の

スイス証券取引所のウェブサイト「http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/
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disclosure/major_shareholders_en.html」で閲覧可能である。

当行の株主名簿によると、「主要株主」の以下の表に記載されている株主（自己の名義で又は他の投資家もし

くは実質株主のノミニーとして活動している。）は2011年及び2010年12月31日現在、発行済株式の３％以上を登

録している。

→主要株主及び株主の経営参加権の詳細については本報告書の「コーポレート・ガバナンス」のセクション

を参照。

UBSの株主名簿に発行済株式の３％以上の保有者として登録されている株主

2011年12月31日 2010年12月31日

株式数

額面合計
(百万
スイス・
フラン) 持分（％） 株式数

額面合計
(百万
スイス・
フラン) 持分（％）

チェース・ノミニーズ・リミテッド、
ロンドン 419,533,40242 10.95409,822,35341 10.70

DTC（Cede & Co.）、ニューヨーク
1 270,808,80627 7.07 280,355,68428 7.32

シンガポール政府投資公社、シンガポール 245,481,68225 6.41 245,481,68225 6.41

ノートラスト・ノミニーズ・リミテッド、
ロンドン 160,917,51316 4.20 145,038,40715 3.79

1
ニューヨークのDTC（Cede & Co.）、すなわち「デポジトリー・トラスト・カンパニー」は、米国証券清算機関である。

注記11 関連当事者との取引

　関連当事者との取引（証券取引、支払送金業務、借入及び預金補償等）は、内部で合意された移転価格で、又は独

立第三者間取引として行われる。

オフ・バランス・シート及びその他の情報

注記12 コミットメント及び偶発負債

単位：百万スイス・フラン 2011年12月31日現在2010年12月31日現在

変化率(％) 
対2010年

12月31日現在

偶発負債 131,510 102,820 28

取消不能コミットメント 90,102 106,304 (15)

先日付スタートのレポ及び有価証券貸付取引に関連する取消不能
な有価証券の引渡義務 23,279 27,215 (14)

株式及びその他の持分の償還に関する負債 126 168 (25)

確認信用状 6,151 4,278 44

上記の表には、UBS AGが子会社及び子会社の債権者のために発行した補償及び保証が含まれる。親銀行が発行

した補償の額が確定されていない場合、その補償は、子会社の支払能力又は最低資本金に関連しており、従って上

記の表に金額は含まれていない。

取消不能コミットメント及び取消不能な有価証券の引渡義務：取消不能コミットメントには、先日付スタート

のリバース・レポ契約及び有価証券借入取引による現金の支払義務が含まれている。先日付スタートのレポ及び

有価証券貸付取引に関連する取消不能な有価証券の引渡義務は、個別の項目に表示されている。

UBS AGは、付加価値税（以下「VAT」という。）の対象となるグループに属するスイスの子会社のVAT債務につ

いて連帯責任を負っている。

注記13 デリバティブ
1

2011年12月31日現在 2010年12月31日現在

単位：百万スイス・フラン PRV
2

NRV
3

想定元本額
（十億スイス
・フラン） PRV

2
NRV
3

想定元本額
（十億スイス
・フラン）

金利契約 264,146252,725 36,209176,918 166,919 32,963 

クレジット・デリバティブ契約 67,36462,704 2,73757,812 50,578 2,345 
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外国為替契約 97,158106,117 6,323113,514 122,843 6,561 

貴金属契約 4,193 3,924 99 3,784 3,755 71 

株式／株式指数契約 16,53818,105 416 16,281 19,455 483 

コモディティ契約（貴金属契約を除く） 775 1,012 110 894 927 41 

デリバティブ合計 450,173444,587 45,894369,203 364,477 42,463 

再調達価額のネッティング 385,593385,593 303,754 303,754 

ネッティング後の再調達価額 64,58058,994 65,449 60,723 

1
分離された組込デリバティブは、貸借対照表上で主契約と同じ項目に表示され、この表からは除外されている。

2
PRV：再調達価額－借方　

3

NRV：再調達価額－貸方

注記14 信託取引

単位：百万スイス・フラン
2011年

12月31日現在
2010年

12月31日現在

変化率(％)
対2010年

12月31日現在

預け金：
第三者の銀行への預け金 9,375 11,529 (19)

子会社への預け金 2,346 1,740 35

合計 11,721 13,269 (12)

取締役会及びグループ執行役員会のメンバーの報酬

グループ執行役員会メンバーの報酬合計額

単位:スイス・フラン

（別掲されている場合を除く）
a

キャッシュバランス型制度

に基づく変動現金報酬
 

氏名、役職

終了

事業

年度 基本給 即時現金
b
繰延現金

5、b

業績連動型株式

制度報奨に

基づく年間賞与
c

上級管理者株式

所有制度に

基づく年間賞与
d

現物

支給
e

退職給付

制度への

掛金
f 合計額

Sergio P.Ermotti、

グループCEO
1 2011 1,394,445553,2001,290,800922,000 1,844,000195,450150,8166,350,711

Oswald J. Grübel、

旧グループ  CEO
2 2011 2,191,667 0 0 0 0 35,971 0 2,227,638

Oswald J. Grübel、

旧グループ  CEO 2010 3,000,000 0 0 0 0 25,600 0 3,025,600 

Robert J. McCann、

ウェルス・マネジメント・

アメリカズCEO（最高支払

額） 2011 1,321,5381,869,2331,246,1551,557,6943,115,38867,0536,2649,183,325

Carsten Kengeter、

インベストメント・バンク

CEO

（最高支払額） 2010 874,626 1,002,496 2,339,158 1,670,827 3,341,654 92,547 0 9,321,308 

2011年12月31日現在で在任

中のグループ執行役員会メ

ンバー全員の総額
3 2011 15,962,73711,929,3658,874,91010,402,13720,804,2741,165,601995,29070,134,314

2010年12月31日現在で在任

中のグループ執行役員会メ

ンバー全員の総額
3 201014,705,894 15,588,145 14,451,756 15,019,951 30,039,901 381,851 843,402 91,030,900 

2011年度中に退任したグ

ループ執行役員会メンバー

全員の総額
4 2011 4,155,602509,2011,166,759 0 962,768171,95480,4997,046,783

2010年度中に退任したグ

ループ執行役員会メンバー

全員の総額
4 2010 755,950 1,380,000 920,000 0 0 78,817 118,334 3,253,101 

1
Sergio P. Ermottiは、2011年４月１日にグループ執行役員会メンバー並びにヨーロッパ、中東及びアフリカ地域のCEOに任命された。同氏

は、2011年９月24日に臨時で新グループCEOに任命され、2011年11月15日に就任が確定した。
2
Oswald J. Grübelは、2011年９月24日にグルー

プCEOを退任した。
3
グループ執行役員会メンバーの人数と配分：2011年12月31日現在で在任中のグループ執行役員会メンバーは12名、2010

年12月31日現在で在任中のグループ執行役員会メンバーは13名であった。
4
グループ執行役員会の旧メンバーの人数と配分：2011年度には、

グループ執行役員会メンバーとして５ヶ月間在任したJohn Cryan、９ヶ月間在任したOswald J. Grübel及び11ヶ月間在任したMaureen

Miskovicが含まれている。2010年度には、グループ執行役員会メンバーとして３ヶ月間在任したFrancesco Morraが含まれている。
5
2011年度

には、適用される英国金融庁の規則に基づき、Sergio P.Ermottiに対する繰延現金には制限付株式が含まれている。2010年度には、適用され
る英国金融庁の規則に基づき、John Cryan、Carsten Kengeter及びAlexander Wilmot-Sitwellに対する繰延現金には制限付株式が含まれて
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いる。

上記の表に概要が記載されたグループ執行役員会及び取締役会メンバーの報酬詳細に関する説明
a.現地通貨は、連結財務書類の注記38「外貨換算レート」に記載されている為替レートでスイス・フランに換算されている。

b.現金報奨のうち60％は即時に支払われる（グループ執行役員会メンバーの年次賞与合計額の24％相当）。残額は、20％の均等な額でその
後の２年間にわたりそれぞれ支払われ、失効の可能性がある。

c.付与時点における業績株式１株当たりの金額：2011年度の業績に関連して2012年度に付与された業績連動型株式制度報奨については
13.26スイス・フランであり、2010年度の業績に関連して2011年度に付与された業績連動型株式制度報奨については18.70スイス・フラン
である。当該金額は、業績の条件及びこれらの条件に関して想定される結果の範囲を考慮した会計目的上の評価に基づいている。

d.上級管理者株式所有制度報奨は、５年間にわたって均等額で権利確定し、失効の可能性がある。上級管理者株式所有制度に基づいて付与さ
れた株式１株当たりの付与日の会計上の価値：2011年度の業績に関連して2012年度に付与された上級管理者株式所有制度報奨について
は12.76スイス・フラン又は14.14米ドル（現物株式）及び12.36スイス・フラン又は13.70米ドル（想定上の株式）であり、2010年度の業
績に関連して2011年度に付与された上級管理者株式所有制度報奨については18.43スイス・フラン又は19.94米ドル（現物株式）及び
18.30スイス・フラン又は19.80米ドル（想定上の株式）である。

e.現物支給は全て時価評価される（例えば、健康保険・福利厚生給付及び一般経費手当）。

f.スイスの役員は、他の従業員全員と同じ年金制度に加入している。この制度において、UBSは、835,200スイス・フランを上限とする報酬を
対象とした同制度に掛金を拠出している。退職給付は年金、つなぎ年金、累積資金からの一時払いで構成されている。また、従業員も同制度
に拠出しなければならない。この数値は、雇用主に要求される社会保障拠出（老齢／遺族保険（AHV）、失業保険（ALV））を除いている
が、企業年金法令（BVG）上の法的要件による雇用主に帰属する部分は含まれている。従業員の掛金は、基本給と年間インセンティブ報酬
部分に含まれている。米国と英国の両国において、上級管理者は、他の従業員全員と同じ年金制度に加入している。米国では、他の事業部門
とは別にウェルス・マネジメント・アメリカズ向けの年金制度があり、２種類の異なる年金制度、所得制限の適用が除外される制度及び
主要な制度が存在する。所得制限の適用が除外される制度（新従業員の加入は受け入れていない。）は、（事業部門による上記の区分に基
づき）キャッシュバランス型又は勤務期間平均給与基準型のいずれかを基に運営されており、加入者は、年間250,000米ドル（ウェルス・
マネジメント・アメリカズの従業員の場合は150,000米ドル）を上限とする報酬に基づき年金を積立てている。新従業員向けの主要な制
度は確定拠出型制度である。確定拠出型制度において、UBSは、245,000米ドル（2012年１月１日からは250,000米ドル）を上限とする報酬
に基づき当該制度に掛金を拠出している。米国の経営者は、401K 確定拠出型制度（全従業員が利用可能）にも加入することができ、それ
は従業員が拠出した金額に応じて会社が一定額を拠出する制度である。2012年１月２日より、報酬が250,000米ドルを超えるウェルス・マ
ネジメント・アメリカズの従業員については、当該拠出は行われない。英国の経営者は、確定拠出型制度に基づき運用され、所得額100,000
英ポンドを上限とする主たる年金制度か、又は勤務期間の平均基本給与（それぞれの上限が2010年７月１日に導入された。）を基準に退
職年金を提供する、所得制限の適用が除外される確定給付型制度のいずれかに加入している。

2010年／2011年12月31日現在のグループ執行役員会メンバーの株式及びオプションの保有／付与状況
1

氏名、役職
終了事業
年度

権利未確定
の株式数／
失効の可能

性あり
2
権利確定済
の株式数 株式数合計

潜在的に授
与される議
決権の比率

(％)

保有オプ

ション数
3

潜在的に授与され

る議決権の比率
4　

(％)

Sergio P. Ermotti、グループ・チー
フ・エグゼクティブ・オフィサー

2011 0 0 0 0.000 0 0.000 

2010 - - - - - -

Oswald J. Grübel、旧グループ・
チーフ・エグゼクティブ・オフィ

サー
5

2011 - - - - - -

2010 0 0 0 0.000 4,000,000 0.181 

John Cryan、旧グループ・チーフ・

ファイナンシャル・オフィサー
5

2011 - - - - - -

2010221,879 185,975 407,854 0.018 382,673 0.017 

Markus U. Diethelm、グループ・ジェ
ネラル・カウンセル

2011358,04291,506 449,5480.021 0 0.000

2010178,619 75,700 254,319 0.012 0 0.000 

John A. Fraser、グローバル・アセッ
ト・マネジメント会長兼CEO　

2011460,707280,414741,1210.0341,088,795 0.050

2010326,702 316,541 643,243 0.029 1,088,795 0.049 

Lukas Gähwiler、UBSスイスCEO兼
ウェルス・マネジメント＆スイス・
バンク共同CEO

2011252,29337,517 289,8100.013 0 0.000

2010110,000 850 110,850 0.005 0 0.000 

Carsten Kengeter、インベストメント
・バンク会長兼CEO　

2011971,575556,0161,527,5910.070905,000 0.041

2010916,201 363,047 1,279,248 0.058 905,000 0.041 

Ulrich Körner、グループ・チーフ・
オペレーティング・オフィサー兼
コーポレート・センターCEO

2011389,09095,597 484,6870.022 0 0.000

2010177,592 95,597 273,189 0.012 0 0.000 

Philip J. Lofts、グループ・チーフ
・リスク・オフィサー

2011377,614150,772528,3860.024577,723 0.026

2010200,009 144,603 344,612 0.016 577,723 0.026 

Robert J. McCann、ウェルス・マネジ
メント・アメリカズCEO

2011330,047 0 330,0470.015 0 0.000

2010138,598 540,866 679,464 0.031 0 0.000 

Maureen Miskovic、旧グループ・チー

フ・リスク・オフィサー
5

2011 - - - - - -

2010 - - - - - -
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Tom Naratil、グループ・チーフ・
ファイナンシャル・オフィサー

2011221,238193,836415,0740.0191,046,122 0.048

2010 - - - - - -

Alexander Wilmot-Sitwell、グループ
・アジア・パシフィック共同会長兼
共同CEO 

2011495,553220,955716,5080.033353,807 0.016

2010274,739 213,613 488,352 0.022 353,807 0.016 

Robert Wolf、旧UBSグループ・アメリ
カズ会長兼CEO／インベストメント・
バンク　プレジデント 

2011 - - - - - -

2010242,805 635,382 878,187 0.040 948,473 0.043 

Chi-Won Yoon、グループ・アジア・パ
シフィック共同会長兼共同CEO 

2011306,515350,311656,8260.030623,253 0.029

2010184,858 318,332 503,190 0.023 623,253 0.028 

Jürg Zeltner、UBSウェルス・マネジ
メントCEO兼ウェルス・マネジメン
ト＆スイス・バンク共同CEO

2011306,48711,756 318,2430.015205,470 0.009

2010113,609 9,405 123,014 0.006 205,470 0.009 

1
本表には、関連当事者を含むグループ執行役員会メンバーの権利確定済及び権利未確定の全ての株式及びオプションを含む。　

2
失効条件付

変動報酬制度に基づいて付与された株式を含む。将来実際に権利確定する株式数は、制度の条件に基づいて計算される。両制度に関する詳細

については、当セクションの「繰延変動報酬制度」を参照。
3
詳細については、連結財務書類の「注記30 持株参加制度及びその他の報酬制

度」を参照。
4
転換権の残高はない。

5
2011年度中に退任したグループ執行役員会のメンバー。

社外取締役以外の取締役会メンバーの報酬詳細及び追加情報

単位:スイス・フラン（別掲されている場合を除く）
a

氏名、役職
1

終了
事業年度 基本給

年間賞与
（現金） 年間株式報奨 現物支給

e
退職給付制度

への掛金
f 合計額

Kaspar Villiger、会長2011 850,000 0 500,000
2 144,568 0 1,494,568 

2010 850,000 0 500,000
2 141,308 0 1,491,308 

1
Kaspar Villigerは、2011年12月31日現在及び2010年12月31日現在にそれぞれ在任中の唯一の社外取締役以外のメンバーであった。

2
これら

の株式は、４年間凍結される。

取締役会の社外取締役の報酬詳細及び追加情報

単位:スイス・フラン（別掲されている場合を除く）
a

氏名、役職
1

監査

委員会

人事

・報酬

委員会

ガバナ

ンス・

指名委

員会

企業

責任

委員会

リスク

委員会

年次

株主総会

年期 基本給

委員会

報酬

現物

支給

追加

支払 合計額

株式の

比率
2
株式数

3,4

Michel Demaré

副会長

M M 2011 / 2012325,000300,000 250,000
5 875,000 50 39,845

M M 2010 / 2011325,000300,000 250,000
5 875,000 100 52,631

David Sidwell

上級社外取締役

M C 2011 / 2012325,000500,000 250,000
5 1,075,00050 48,952

C 2010 / 2011325,000400,000 250,000
5 975,00050 30,893

Sally Bott、

旧メンバー

2011 / 2012- - - - -

C M M 2010 / 2011325,000450,000 775,00050 24,556

Rainer-Marc

Frey 、メンバー

M M 2011 / 2012325,000400,000 725,000100 62,635

M M 2010 / 2011325,000400,000 725,000100 43,583

Bruno Gehrig、

メンバー

M M 2011 / 2012325,000200,000 525,00050 23,907

M M 2010 / 2011325,000200,000 525,00050 16,634

Ann F.

Godbehere、メン

バー

M C M 2011 / 2012325,000550,000 875,00050 39,845

M M 2010 / 2011325,000250,000 575,00050 18,219

Axel P.

Lehmann、メン

バー

M M 2011 / 2012325,000250,000 575,000100 49,632

M 2010 / 2011325,000200,000 525,000100 31,519

Wolfgang

Mayrhuber、メン

バー

M C 2011 / 2012325,000200,000 525,00050 23,907

M M 2010 / 2011325,000150,000 475,00050 15,050

Helmut Panke、

メンバー

M M 2011 / 2012325,000300,000 625,00050 28,460

M M 2010 / 2011325,000300,000 625,00050 19,803

William G.

Parrett、メン

バー

C 2011 / 2012325,000300,000 625,00050 28,460

C 2010 / 2011325,000300,000 625,00050 19,803

Joseph Yam、メ

ンバー

M M 2011 / 2012325,000250,000 575,000 50 26,183

2010 / 2011- - - - - 
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2011年合計 7,000,000

2010年合計 6,700,000

説明：C＝各委員会の委員長、M=各委員会のメンバー
1
2011年12月31日現在、在任中の取締役会の社外取締役は10名であった。Joseph Yamは2011年４月28日の年次株主総会で任命され、Sally
Bottは2011年２月11日に退任した。2010年12月31日現在、在任中の取締役会の社外取締役は10名であった。Wolfgang Mayrhuberは2010年４月

14日に年次株主総会で任命され、Sergio Marchionne及びPeter Voserは2010年４月14日の年次株主総会で取締役を退任した。
2
報酬は50％が

現金、50％がUBSの制限付株式で支払われる。しかし、取締役会の社外取締役は報酬の100％をUBSの制限付株式で受け取ることを選択できる。
3
2011年度の株価は12.92スイス・フラン（スイス証券取引所における2012年２月の最終の10取引日のUBS株式の平均株価）であり、15％の
価格割引を含め、割引後の新たな価格は10.98スイス・フランとなる。これらの株式は、４年間凍結される。2010年度の株価は18.56スイス・
フラン（スイス証券取引所における2011年２月の最終の10取引日のUBS株式の平均株価）であり、15％の価格割引を含め、割引後の新たな価

格は15.78スイス・フランとなる。これらの株式は、４年間凍結される。
4
株式数は100％を選択した場合に、社会保障負担の控除のために減少

される。全ての報酬支払額は、社会保障負担／源泉徴収税が控除される。
5
当該支払いは、副会長及び上級社外取締役の役職にそれぞれ関連し

ている。

取締役会メンバー全員への支払合計額

単位:スイス・フラン（別掲されている場合を除く）
a 終了事業年度 合計

取締役会メンバー全員の総額 2011 8,494,568

2010 8,191,310

2010年／2011年12月31日現在の取締役会メンバーの株式数
1

氏名、役職 終了事業年度 保有株式数 議決権（％）

Kaspar Villiger、会長 2011 49,440 0.002

2010 22,500 0.001 

Michel Demaré、副会長 2011 76,334 0.003

2010 23,703 0.001 

David Sidwell、上級社外取締役 2011 100,247 0.005

2010 69,354 0.003 

Sally Bott、旧メンバー
2 2011 - -

2010 39,542 0.002 

Rainer-Marc Frey、メンバー 2011 100,042 0.005

2010 56,459 0.003 

Bruno Gehrig、メンバー 2011 54,409 0.002

2010 37,775 0.002 

Ann F. Godbehere、メンバー 2011 41,441 0.002

2010 23,222 0.001 

Axel P. Lehmann、メンバー 2011 89,971 0.004

2010 58,452 0.003 

Wolfgang Mayrhuber、メンバー 2011 15,050 0.001

2010 0 0.000

Helmut Panke、メンバー 2011 109,332 0.005

2010 89,529 0.004 

William G. Parrett、メンバー 2011 62,618 0.003

2010 42,815 0.002 

Joseph Yam、メンバー 2011 0 0.000

2010 - -

1
本表は、関連当事者を含む取締役会メンバーが保有する制限付及び非制限付株式を含む。2010年度及び2011年度にオプションは付与されな

かった。
2
Sally Bottは、2011年２月11日に取締役会のメンバーを退任した。

取締役会及びグループ執行役員会の旧メンバーへの支払報酬
1

単位:スイス・フラン（別掲されている場合を除く）
a

氏名、役職 終了事業年度 報酬 現物支給 合計額

Alberto Togni、取締役会旧メンバー 2011 0 0 0

2010 0 20,493 20,493 

グループ執行役員会の旧メンバー全員の総額
2 2011 0 0 0
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2010 0 57,229 57,229 

取締役会及びグループ執行役員会の旧メンバー全員の総額 2011 0 0 0

2010 0 77,722 77,722 

1
取締役会又はグループ執行役員会の旧メンバーの業務に関連する報酬であり、市場の状況に連動していない。

2
グループ執行役員会の旧メン

バーを2011年度に０名、2010年度に１名含む。

グループ執行役員会メンバーの権利確定済及び権利未確定の全株式合計
1,2

合計 内、権利確定済 内、以下の年度に権利確定

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

2011年12月31日現在の株式数 2,863,8871,988,680408,037290,63188,26988,269 0

2010年12月31日現在の株式数 4,409,345
3

2,922,411
3 582,787411,339282,754105,027105,027

1
関連当事者を含む。

2
失効条件付変動報酬制度に基づいて付与された株式を除く。

3
会長の権利確定済株式22,500株を含む。

発行済全株式の１％又はそれ以上を個人で保有するグループ執行役員会メンバーはいない

取締役会メンバーの制限付及び非制限付の全株式合計
1

合計 内、非制限付 内、以下の年度まで制限付

2012年 2013年 2014年 2015年

2011年12月31日現在の株式数 698,884 72,775 9,349 115,690 225,995 275,075

2010年12月31日現在の株式数 440,851
2

46,010
2 4,266 9,349 127,970 253,256

1
関連当事者を含む。

2
会長の権利確定済株式22,500株を除く。

発行済全株式の１％又はそれ以上を個人で保有する取締役会メンバーはいない。

2010年／2011年12月31日現在のグループ執行役員会メンバーの権利確定済及び権利未確定のオプション
1

終了事業年度 オプションの総数
2

オプション数
3 付与年度 権利確定日 権利行使期限 行使価格

Sergio P.Ermotti、グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

2011 0

2010 -

Oswald J. Grübel、旧グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
4

2011 -

2010 4,000,000 4,000,000 20092009年２月26日2014年２月25日CHF 10.10

John Cryan、旧グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
4

2011 -

2010 382,673 21,362 20022003年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

20,731 20022004年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

20,725 20022005年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

5,454 20022003年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

5,294 20022004年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

5,292 20022005年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

23,626 20032004年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

23,620 20032005年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

23,612 20032006年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

5,526 20032004年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

5,524 20032005年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

5,524 20032006年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

17,072 20042005年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

17,068 20042006年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

17,063 20042007年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

14,210 20052006年３月１日2015年２月28日CHF 47.58
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14,210 20052007年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

14,207 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

5,330 20062007年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

5,328 20062008年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

5,326 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

17,762 20072008年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

17,762 20072009年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

17,760 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

53 285 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 32.45

Markus U. Diethelm、グループ・ジェネラル・カウンセル

2011 0

2010 0

John A. Fraser、グローバル・アセット・マネジメント会長兼CEO 

2011 1,088,795 76,380 20022005年１月31日2012年１月31日USD 21.24

127,884 20022005年６月28日2012年６月28日CHF 37.90

127,884 20032006年１月31日2013年１月31日USD 22.53

170,512 20042007年３月１日2014年２月27日USD 38.13

202,483 20052008年３月１日2015年２月28日USD 44.81

213,140 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 72.57

170,512 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

2010 1,088,795 76,380 20022005年１月31日2012年１月31日USD 21.24

127,884 20022005年６月28日2012年６月28日CHF 37.90

127,884 20032006年１月31日2013年１月31日USD 22.53

170,512 20042007年３月１日2014年２月27日USD 38.13

202,483 20052008年３月１日2015年２月28日USD 44.81

213,140 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 72.57

170,512 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

Lukas Gähwiler、UBSスイスCEO兼ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク共同CEO

2011 0

2010 0

Carsten Kengeter、インベストメント・バンク会長兼CEO

2011 905,000 905,000 20092012年３月１日2019年12月27日CHF 40.00

2010 905,000 905,000 20092012年３月１日2019年12月27日CHF 40.00

Ulrich Körner、グループ・チーフ・オペレーティング・オフィサー兼コーポレート・センターCEO

2011 0

2010 0

Philip J. Lofts、グループ・チーフ・リスク・オフィサー

2011 577,723 11,445 20022003年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

11,104 20022004年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

11,098 20022005年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

1,240 20022003年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

5,464 20022004年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

1,199 20022005年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

9,985 20032004年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

9,980 20032005年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

9,974 20032006年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

1,833 20032004年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

1,830 20032005年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

1,830 20032006年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

35,524 20042005年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

35,524 20042006年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

35,521 20042007年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

117,090 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 52.32

117,227 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 72.57
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85,256 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

74,599 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

2010 577,723 11,445 20022003年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

11,104 20022004年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

11,098 20022005年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

1,240 20022003年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

5,464 20022004年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

1,199 20022005年２月28日2012年２月28日CHF 36.65

9,985 20032004年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

9,980 20032005年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

9,974 20032006年３月１日2013年１月31日CHF 27.81

1,833 20032004年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

1,830 20032005年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

1,830 20032006年３月１日2013年２月28日CHF 26.39

35,524 20042005年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

35,524 20042006年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

35,521 20042007年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

117,090 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 52.32

117,227 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 72.57

85,256 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

74,599 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

Robert J. McCann、ウェルス・マネジメント・アメリカズCEO

2011 0

2010 0

Maureen Miskovic、旧グループ・チーフ・リスク・オフィサー
4

2011 -

2010 -

Tom Naratil、グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

2011 1,046,122 35,524 20022003年１月31日2012年１月31日USD 21.24

35,524 20022004年１月31日2012年１月31日USD 21.24

35,521 20022005年１月31日2012年１月31日USD 21.24

4,262 20022004年２月29日2012年２月28日USD 21.70

63,942 20032006年１月31日2013年１月31日USD 22.53

4,262 20032005年２月28日2013年２月28日USD 19.53

145,962 20042007年３月１日2014年２月27日USD 38.13

166,010 20052008年３月１日2015年２月28日USD 44.81

142,198 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 72.57

131,277 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

181,640 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

100,000 20092012年３月１日2019年２月27日CHF 11.35

2010 -

Alexander Wilmot-Sitwell、グループ・アジア・パシフィック共同会長兼共同CEO 

2011 353,807 53,282 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

2,130 20052007年３月４日2015年３月４日 CHF 47.89

35,524 20062007年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

35,524 20062008年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

35,521 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

106,570 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

85,256 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

2010 353,807 53,282 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

2,130 20052007年３月４日2015年３月４日 CHF 47.89

35,524 20062007年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

35,524 20062008年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

35,521 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 65.97
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106,570 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

85,256 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

Robert Wolf、旧UBSグループ・アメリカズ会長兼CEO／インベストメント・バンク　プレジデント 

2011 -

2010 948,473 287,739 20032006年１月31日2013年１月31日USD 22.53

213,140 20042007年３月１日2014年２月27日USD 38.13

127,884 20052008年３月１日2015年２月28日USD 44.81

106,570 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 72.57

106,570 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 73.67

106,570 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

Chi-Won Yoon、グループ・アジア・パシフィック共同会長兼共同CEO

2011 623,253 11,577 20022002年１月31日2012年１月31日USD 21.24

11,229 20022004年１月31日2012年１月31日USD 21.24

11,227 20022005年１月31日2012年１月31日USD 21.24

2,252 20022002年２月28日2012年２月28日USD 21.70

6,446 20022004年２月29日2012年２月28日USD 21.70

2,184 20022005年２月28日2012年２月28日USD 21.70

8,648 20032004年３月１日2013年１月31日USD 20.49

8,642 20032005年３月１日2013年１月31日USD 20.49

8,635 20032006年３月１日2013年１月31日USD 20.49

4,262 20032005年２月28日2013年２月28日USD 19.53

3,374 20032004年３月１日2013年２月28日USD 19.53

3,371 20032005年３月１日2013年２月28日USD 19.53

3,371 20032006年３月１日2013年２月28日USD 19.53

6,200 20042005年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

4,262 20042006年２月27日2014年２月27日CHF 44.32

6,198 20042006年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

6,195 20042007年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

10,659 20052006年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

10,657 20052007年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

10,654 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

21,316 20062007年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

21,314 20062008年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

21,311 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

8,881 20072008年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

8,880 20072009年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

8,880 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

42,628 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 32.45

350,000 20092012年３月１日2019年２月27日CHF 11.35

2010 623,253 11,577 20022002年１月31日2012年１月31日USD 21.24

11,229 20022004年１月31日2012年１月31日USD 21.24

11,227 20022005年１月31日2012年１月31日USD 21.24

2,252 20022002年２月28日2012年２月28日USD 21.70

6,446 20022004年２月29日2012年２月28日USD 21.70

2,184 20022005年２月28日2012年２月28日USD 21.70

8,648 20032004年３月１日2013年１月31日USD 20.49

8,642 20032005年３月１日2013年１月31日USD 20.49

8,635 20032006年３月１日2013年１月31日USD 20.49

4,262 20032005年２月28日2013年２月28日USD 19.53

3,374 20032004年３月１日2013年２月28日USD 19.53

3,371 20032005年３月１日2013年２月28日USD 19.53

3,371 20032006年３月１日2013年２月28日USD 19.53

6,200 20042005年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

4,262 20042006年２月27日2014年２月27日CHF 44.32
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6,198 20042006年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

6,195 20042007年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

10,659 20052006年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

10,657 20052007年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

10,654 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

21,316 20062007年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

21,314 20062008年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

21,311 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

8,881 20072008年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

8,880 20072009年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

8,880 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

42,628 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 32.45

350,000 20092012年３月１日2019年２月27日CHF 11.35

Jürg Zeltner、UBSウェルス・マネジメントCEO兼ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク共同CEO

2011 205,470 809 2002 2003年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

784 2002 2004年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

784 2002 2005年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

4,972 2004 2007年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

7,106 20052006年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

7,103 20052007年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

7,103 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

93 20052007年３月４日2015年３月４日 CHF 47.89

161 20052007年６月６日2015年６月６日 CHF 45.97

149 20052007年９月９日2015年９月９日 CHF 50.47

127 20052007年12月５日2015年12月５日CHF 59.03

7,106 20062007年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

7,103 20062008年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

7,103 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

110 20062008年３月３日2016年３月３日 CHF 65.91

242 20062008年６月９日2016年６月９日 CHF 61.84

230 20062008年９月８日2016年９月８日 CHF 65.76

221 20062008年12月８日2016年12月８日CHF 67.63

7,105 20072008年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

7,105 20072009年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

7,103 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

223 20072009年３月２日2017年３月２日 CHF 67.08

42,628 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

90,000 20092012年３月１日2019年２月27日CHF 11.35

2010 205,470 809 20022003年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

784 20022004年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

784 20022005年１月31日2012年１月31日CHF 36.49

4,972 20042007年３月１日2014年２月27日CHF 44.32

7,106 20052006年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

7,103 20052007年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

7,103 20052008年３月１日2015年２月28日CHF 47.58

93 20052007年３月４日2015年３月４日 CHF 47.89

161 20052007年６月６日2015年６月６日 CHF 45.97

149 20052007年９月９日2015年９月９日 CHF 50.47

127 20052007年12月５日2015年12月５日CHF 59.03

7,106 20062007年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

7,103 20062008年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

7,103 20062009年３月１日2016年２月28日CHF 65.97

110 20062008年３月３日2016年３月３日 CHF 65.91

242 20062008年６月９日2016年６月９日 CHF 61.84
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230 20062008年９月８日2016年９月８日 CHF 65.76

221 20062008年12月８日2016年12月８日CHF 67.63

7,105 20072008年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

7,105 20072009年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

7,103 20072010年３月１日2017年２月28日CHF 67.00

223 20072009年３月２日2017年３月２日 CHF 67.08

42,628 20082011年３月１日2018年２月28日CHF 35.66

90,000 20092012年３月１日2019年２月27日CHF 11.35

1
本表は、関連当事者を含む、グループ執行役員会メンバーのすべてのオプションを含む。　

2
転換権の残高はない。

3
詳細については連結財務書

類の「注記30 持株参加制度及びその他報酬制度」を参照。
4
2011年度に退任したグループ執行役員会メンバー。

2010年／2011年12月31日現在でグループ執行役員会メンバーに提供した貸出金
1

単位:スイス・フラン（別掲されている場合を除く）
a

氏名、役職 終了事業年度 貸出金
2

Jürg Zeltner、UBSウェルス・マネジメントCEO、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク

共同CEO
3 2011 5,387,500

Jürg Zeltner、UBSウェルス・マネジメントCEO、ウェルス・マネジメント＆スイス・バンク

共同CEO
3 20105,739,862 

グループ執行役員会メンバー全員の総額 201117,539,601
4

201020,696,569 

1
市場慣行に合致しない条件でグループ執行役員会メンバーの関連当事者に対して提供した貸出金はない。

2
提供されたすべての貸出金は、

2011年度の45,435スイス・フランを除き、担保付貸出金である。
3
最高額の貸出金を提供されたグループ執行役員会メンバー。

4
グループ執行

役員会メンバーがUBSに引き続き常勤で雇用されていること並びにその業績が十分かつ当人の責任にふさわしいものであることを条件に、
今後３年間にわたり３回の均等返済が認められている貸出金3.3百万スイス・フランを含む。

2010年／2011年12月31日現在で取締役会メンバーに提供した貸出金
1

単位:スイス・フラン（別掲されている場合を除く）
a

氏名、役職 終了事業年度 貸出金
2

Kaspar Villiger、会長 2011 0 

2010 0 

Michel Demaré、副会長 2011 850,000 

2010 850,000 

David Sidwell、上級社外取締役 2011 0 

2010 0 

Sally Bott、旧メンバー
3 2011 - 

2010 0 

Rainer-Marc Frey、メンバー 2011 0 

2010 0 

Bruno Gehrig、メンバー
4 2011 798,000 

2010 798,000 

Ann F. Godbehere、メンバー 2011 0 

2010 0 

Axel P. Lehmann、メンバー 2011 0 

2010 0 

Wolfgang Mayrhuber、メンバー 2011 0 

2010 0 

Helmut Panke、メンバー 2011 0 

2010 0 

William　G. Parrett、メンバー 2011 0 

2010 0 

Joseph Yam、メンバー 2011 0

2010 -

取締役会メンバー全員の総額 20111,648,000 

20101,648,000 
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1
市場慣行に合致しない条件で取締役会メンバーの関連当事者に対して提供した貸出金はない。

2
提供されたすべての貸出金は担保付貸出金

である。
3
Sally Bottは、2011年２月11日に取締役会のメンバーを退任した。

4
取締役に選任される前に提供された担保付貸出金。
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

連結及び個別財務書類への注記を参照のこと。

３【その他】

(1) 決算日後の状況

以下の事象を除き、UBSの2011年度年次報告書の参照日（2011年12月31日）より後に重要な事象は発生しな

かった。以下の事象とは、2012年２月３日にUBSが発表した事象（取締役の異動－ビアトリス・ウェーダー・ディ

・マウロ及びイザベル・ロミーが年次株主総会で任命される予定であり、ブルーノ・ゲーリッグは再任に立候補

しない予定である。）、2012年２月22日にUBSが発表した事象（バーゼルⅢ準拠の損失吸収条項付債券２十億米ド

ルの発行）、2012年３月15日にUBSが発表した事象（UBSの2011年度年次報告書の公表）、2012年３月22日にUBSが

発表した事象（グループ執行役員の異動－アンドレア・オーセルが、カーステン・ケンゲターとのUBSインベス

トメント・バンク共同CEOに任命され、アジア・パシフィック地域現共同CEOであるアレックス・ウィルモット－

シットウェルがUBSインベストメント・バンク会長に任命され、ユン・チウォンが単独のアジア・パシフィック

地域会長兼CEOに任命された。）2012年５月２日にUBSが発表した事象（UBSの2012年度第１四半期報告書の公

表）及び2012年５月３日にUBSが発表した事象（年次株主総会におけるUBS株主によるUBSの取締役の再選及び新

取締役の新任－アクセル・ウェーバー、イザベル・ロミー及びビアトリス・ウェーダー・ディ・マウロ）のこと

である。

本報告書の「第６　１．財務書類」に掲載される連結財務書類に対する注記の「注記32　決算日後の状況」も

併せて参照のこと。

(2) 訴　　　　　　訟

本報告書の「第６　１．財務書類」に掲載される連結財務書類に対する注記の「注記21　引当金及び偶発負債」

を参照のこと。

４【会計原則及び会計慣行の相違】

本書記載のユービーエス・エイ・ジー（以下「UBS」という。）の連結財務書類は、国際財務報告基準（以下

「IFRS」という。）に準拠して作成されている。UBS の親銀行財務書類（いわゆる、個別財務書類）はスイス連邦

銀行法に準拠して作成されている。従って、両会計原則及び会計慣行ともに日本で一般に公正妥当と認められて

いる会計原則に基づいて作成された財務書類とは相違する部分がある。

IFRSとスイスで一般に公正妥当と認められた会計原則及び会計慣行との相違の詳細は連結財務書類への注記

39「スイス銀行法規則」を参照のこと。

IFRSと日本における会計原則及び会計慣行の主な相違点、並びにスイスと日本における会計原則及び会計慣行

の主な相違点の要約は下記のとおりである。

Ⅰ. 連結財務書類：IFRSと日本における会計原則及び会計慣行の相違

(1) 会計方針の統一

IFRSでは、連結財務書類は、類似の状況における類似の取引・その他の事象に関し、統一的な会計方針を用いて

作成される。在外子会社の財務書類は、それぞれの国で認められている会計原則を使用して作成されている場合

でも、連結に先立ち、グループが適用する会計原則に一致させるよう適切な修正が行われる。これは、連結財務書

類に適用されている会計方針とは異なる会計方針を使用している関連会社及び共同支配の企業についても同様

である。

日本では、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会

社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。ただし、実務対応報告第18号「連

結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（以下、「実務対応報告第18号の当面の

取扱い」という。）により、在外子会社の財務諸表がIFRS又は米国会計基準（US GAAP）に準拠して作成されてい

る場合は、一定の項目の修正（のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の

支出時費用処理など）を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。

関連会社についても、2010年４月１日以後開始する事業年度から企業会計基準第16号「持分法に関する会計基

準」に従い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社及び持分法を適用する被投資会社が

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

400/432



採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一することとされた。ただし、実務対応報告第24号「持分法適

用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外関連会社については、当面の間、実務対応報告第18号

で規定される在外子会社に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。

(2) 連結の範囲

IFRSでは、連結財務書類の作成に際し、グループが直接的又は間接的に支配を有する会社に対する連結法、並び

に共同支配企業及び重要な影響力を有する会社（関連会社投資）に対する持分法が適用される。支配とは、ある

企業の活動から便益を得るために、当該企業の財務方針及び営業方針を左右する力であり、重要な影響力とは、投

資先の財務方針及び営業方針を支配も共同支配もしていないが、それらの方針の決定に関与する力をいう。

また、特別目的事業体（以下「SPE」という。）については、解釈指針委員会(以下「SIC」という。)解釈指針第

12号「連結―特別目的事業体」により、企業とSPEとの実質的な関係が、企業によりSPEが支配されていることを

示している場合には、その企業はSPEを連結しなければならない。この解釈指針に準拠してUBSはそのような事業

体を連結している。

日本では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、支配を有する会社の財務諸表は連結される。また、重要

な影響力を行使することができる会社に対しては、持分法が適用される。

特別目的会社については、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の

決定に関する適用指針」に基づき、「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体

的な取扱い」において、特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発

行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切

に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社（以下

「出資者等」という。）から独立しているものと認め、出資者等の子会社に該当しないものと推定され、連結の対

象となっていない。ただし、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」

に基づき、前述で連結対象とならない特別目的会社について、出資者等は、当該特別目的会社の概要、当該特別目

的会社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額又は当該取引の期末残高等の一定の

開示が求められる。

(3) 企業結合

IFRSでは、2010年1月1日以降に完了した企業結合は、取得法を用いて会計処理されている。取得法の下では、取

得日において、取得企業は識別可能な取得した資産及び引き受けた負債を取得日公正価値で認識する。取得原価

は、取得日公正価値で測定された、移転した資産、取得企業が被取得企業の旧所有者に対して負う負債及び取得企

業により発行された資本性金融商品の合計である。取得関連費は発生時に費用処理される。

企業結合により移転された条件付対価は全て、取得日に公正価値で認識される。資産又は負債であるとみなさ

れる条件付対価の公正価値のその後の変動は純損益で認識される。条件付対価が資本に分類される場合、資本に

おいて最終的に決済されるまで再測定されない。

2010年1月1日より前に完了した企業結合に関する会計処理は、以下の点において異なっていた。

－　取得に直接起因する取得費用は、取得原価の一部を形成していた。

－　条件付対価は、取得企業に現在の債務があり、経済的な流出が発生する可能性が高く、かつ信頼できる見積り

が算定可能な場合においてのみ認識された。条件付対価のその後の修正はのれんの一部として認識された。

日本では、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、2010年４月１日以後実施される企業

結合からは、共同支配企業の形成を除き、パーチェス法のみが認められる。それ以前に実施された企業結合につい

ては、原則としてパーチェス法により会計処理され、一定の厳格な条件の下で持分の結合と識別される限られた

場合のみ、持分プーリング法による会計処理が認められていた。企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価

性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は

発生時の事業年度の費用として処理する。また、条件付取得対価の会計処理は、次のように行う。

（1）条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合には、当該対価の交付又は引渡しが

確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識する

とともに、のれん又は負ののれんを追加的に認識する。

（2）条件付取得対価が特定の株式又は社債の市場価格に依存する場合には、条件付取得対価の交付又は引渡

しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、次の処理を行う。

(ⅰ)　 追加で交付可能となった条件付取得対価を、その時点の時価に基づき認識する。

(ⅱ)　 企業結合日現在で交付している株式又は社債をその時点の時価に修正し、当該修正により生じ

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

401/432



た社債プレミアムの減少額又はディスカウントの増加額を将来にわたって規則的に償却す

る。

(4) 非支配持分

IFRSに基づき、2010年1月1日以降に完了した企業結合について、（現在の所有持分であり、清算された場合に被

取得企業の純資産に対する比例持分への権利を提供する）被取得企業に対する非支配持分は、公正価値又は被取

得企業の識別可能な純資産に対する比例持分のいずれかで測定される。2010年1月1日より前に完了した企業結合

については、非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の一部として測定された。IAS第27号「連結及び個別

財務書類」に基づき、非支配持分は連結貸借対照表上、資本に親会社持分とは別に表示される。連結損益計算書上

で表示される「純利益」には「非支配持分に帰属する純利益」及び「親会社株主に帰属する純利益」が含まれ

る。「純利益」の後に「非支配持分に帰属する純利益」及び「親会社株主に帰属する純利益」が区分して開示さ

れる。

子会社に対する親会社の所有持分の変動で支配の喪失にならないものは、資本取引として会計処理される。

日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、2010年４月１日以後実施される

企業結合から、少数株主持分は、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法（全面

時価評価法）により評価することが要求されている。それ以前に実施された企業結合については、全面時価評価

法によるほか、子会社の個別貸借対照表上の簿価純資産に少数株主持分割合を乗じて算出する方法（部分時価評

価法）も認められていた。

企業会計基準第５号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に基づき、少数株主持分は純資産の

部に計上される。連結損益計算書上では、少数株主損益は純利益前の個別項目として表示され、純利益には親会社

の株主に帰属する純利益のみが含まれる。なお、企業会計基準第22号に従って、2010年４月１日以降開始する連結

会計年度の期首より、連結損益計算書において少数株主損益調整前当期純利益の科目を表示することとなった。

支配を喪失しない子会社の親会社持分の変動は損益取引又はのれんとして会計処理される。

(5) のれん

IFRSでは、IFRS第３号「企業結合」に基づき、企業結合の際に取得したのれんは、移転された対価と非支配持分

に関して認識された金額の合計額が、識別可能な取得した資産及び引き受けた負債の純額を超過する額で当初測

定される。のれんは償却されず、毎年減損テストを実施し、さらに合理的な減損の兆候がある場合には追加的にテ

ストを実施している。

日本では、のれんは、被取得企業又は取得した事業の取得原価が、取得した資産及び引受けた負債に配分された

純額を超過する額で認識される。企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」適用（2010年４月１日以後

実施される企業結合から適用）後も、すべてののれんは20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり定額法その他の

合理的方法により規則的に償却され、必要に応じて減損処理の対象となる。

(6) ヘッジ会計

IFRSでは、デリバティブ金融商品は、会計基準により定められたヘッジ会計に指定されかつその要件を満たす

場合には、ヘッジ会計が適用され、ヘッジ対象のリスクに応じて、「公正価値ヘッジ」、「キャッシュ・フロー・

ヘッジ」又は「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」として指定され、それぞれに応じて会計処理されてい

る。

公正価値ヘッジ又はキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブに係る利得又は損失のうち

非有効部分は、純損益に認識しなければならない。

日本では、デリバティブ取引について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合には、原則と

して、「繰延ヘッジ」（時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認

識されるまで純資産の部において繰り延べる方法。）を適用し、ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動

等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合には、「時価ヘッジ」（ヘッジ対象である資産又は負

債に係る相場変動等の損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法。）を適用できる。繰延

ヘッジの場合、ヘッジ全体が有効とされたときは、ヘッジ手段に生じた損益のうち非有効となった部分について

も、繰延処理することができる。なお、非有効部分を合理的に区分できる場合には、非有効部分を繰延処理の対象

とせずに当期の損益に計上する方法を採用することができる。

(7) 公正価値評価
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IAS第39号では、トレーディング目的の金融資産及び負債（デリバティブを含む）は公正価値で測定し、公正価

値の変動を損益計算書で認識する。さらに、企業は、一定の場合に使用可能な取消不能のオプションが認められて

おり、金融資産、又は金融負債を「純損益を通じて公正価値で測定する」項目として分類し、公正価値で測定して

差額を損益計算書で認識することができる（公正価値オプション）。売却可能資産の公正価値の変動は、通常、当

該金融資産の認識が中止されるまでその他の包括利益に認識される。資産の認識が中止される際、それまでに資

本に認識された累積損益は純損益に認識される。貨幣性商品（負債証券等）に関連する為替換算差損益は、当該

商品の償却原価を参照して決定され、トレーディング収益純額に認識される。公正価値のその他の変動に関連す

る為替換算差損益はその他の包括利益に認識される。

評価モデルへの入力データが市場で観察できない取引を行う場合、その取引にかかる金融商品の当初の認識

は、一般に公正価値の最善の指標となる取引価格で行う。これは、評価モデルから得られる値と異なる場合があ

る。このような公正価値の当初の相違を収益に認識するタイミング（取引初日の損益の繰延）は、各取引それぞ

れの事実関係及び状況によって異なるが、遅くとも市場データが観察可能となる時までである。

日本では、売買目的有価証券が公正価値で測定され、公正価値の変動を損益計算書で認識している。売却可能有

価証券（その他有価証券）は、公正価値で測定し、公正価値の変動額（評価差額）は、a) 純資産に計上され、売

却、減損あるいは回収時に損益計算書へ計上される、もしくはb) 個々の証券について、公正価値が原価を上回る

場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。なお、外貨建の売却可能有価証券（その他有価

証券）の評価差額に関して、取得原価又は償却原価に係る換算差額も上記a）もしくはb)と同様に処理する。ただ

し、外貨建債券については、外国通貨による公正価値の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額につ

いては為替差損益として処理することもできる。IFRSで認められる公正価値オプションに関する会計基準はな

い。また、IFRSのような取引初日の損益を規定する基準はない。

(8) 金融保証

IFRSでは、公正価値に基づいて管理されない金融保証は、財務書類において当初公正価値で認識される。当初認

識後、これらの金融保証は、償却累計額控除後の当初認識額と貸借対照表日に当該金融債務を決済するために必

要な支出の最善の見積額のいずれか高い方の金額で測定される。保証に関連する負債の増加は、純損益に計上さ

れる

日本では、金融資産又は金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正価値で貸

借対照表に計上することは求められていない。銀行の場合には、第三者に負う保証債務は偶発債務として額面金

額を支払承諾勘定に計上し、同時に銀行が顧客から得る求償権を偶発債権として支払承諾見返勘定に計上する。

保証に起因して、将来の損失が発生する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、債

務保証損失引当金を計上する。

(9) 投資不動産

UBSは、IAS第40号「投資不動産」により、投資不動産の当初認識後の測定方法として認められている「公正価

値モデル」または「原価モデル」の内、「公正価値モデル」を選択適用している。同モデルの下では、投資不動産

は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書において認識される。

日本では、投資不動産について、その他の有形固定資産と同様に、取得原価基準による会計処理を行い、必要に

応じて減損処理を行う。ただし、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」に基づ

き、2010年３月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から賃貸等不動産を保有している企業は、以

下の事項を注記することが求められている。

　(a) 賃貸等不動産の概要

　(b) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動

　(c) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法

　(d) 賃貸等不動産に関する損益

(10) 株式に基づく報酬

IFRSでは、企業は、他の当事者に対して企業の資本性金融商品の価格に基づく金額で、当該企業の現金又は当該

企業の資本性金融商品を受領する権利を与える株式報酬契約について、権利確定期間にわたり費用を認識しなけ

ればならない。

株式決済型の株式報酬について、UBSは、付与日に算定された当該報酬の公正価値を、従業員が報奨を獲得する

ためにサービスを提供することを求められる期間にわたって報酬費用として認識する。

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

403/432



現金決済型の株式報酬について、公正価値は付与日に決定され、権利確定期間内の各報告日に再測定される。株

式決済型の株式報酬について、公正価値は付与日に決定され、その後は変更されない。

日本では、企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、会社法施行日（2006

年５月１日）以後に付与されたストック・オプションについては、ストック・オプションの付与日から権利確定

日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対

応する金額は純資産の部に新株予約権として計上される。公正な評価額は、条件変更の場合を除き、その後は見直

されない。当該会計基準は上記の会社法施行日前に付与されたストック・オプションについては適用されない。

現金決済型の株式報酬の会計基準はなく、実務上は発生時に費用（引当）処理されている。

(11) 退職後給付　

IFRSでは、確定給付型年金制度について、年金資産の公正価値と年金債務の現在価値の差額は、未認識の数理計

算上の差異とともに貸借対照表の資産又は負債として認識される。数理計算上の差異の認識について、UBSは前期

末現在における未認識数理計算上の損益純額が、a)前期末現在の確定給付債務の現在価値の10％とb) 前期末現

在の年金資産の公正価値の10％のいずれか大きい方の金額として定義されるコリドーを超過する場合、当該超過

額を制度加入従業員の予想平均残存勤務期間にわたり損益計算書で認識している（コリドー・アプローチと称

する）。過去勤務費用は、給付の権利が確定するまでの平均期間にわたり定額法によって費用として認識される。

給付の権利が確定している範囲内では過去勤務費用を直ちに費用処理しなければならない。

日本では、確定給付型退職給付制度について、過去勤務債務、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の遅延

認識が認められているため、退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額から

年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する。なお、当該未認識項目について一括して損益

処理することも選択可能である。退職給付に係る費用は、数理計算上の差異の費用処理額も含め、特定の場合を除

いて、営業費用として損益計算書に計上される。日本では、数理計算上の差異の認識に関して、前述のようなコリ

ドー・アプローチは採用されていない。過去勤務債務及び数理計算上の差異は、原則として、各期の発生額につい

て平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならない。費用処理の方法は、定

額法と定率法のいずれかを選択できるが、いったん採用した方法は正当な理由により変更する場合を除き、継続

的に適用しなければならない。

(12) 資産の減損

非金融資産の減損

IFRSでは、非金融資産は、通常、その帳簿価額を回収できない兆候を示す事象又は状況の変化がある時はいつで

も、減損について検討される。更に、のれんは年次で減損テストが行なわれる。減損損失は、資産の帳簿価額がその

回収可能価額（売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の額）を超過する額として認識される。

減損が発生した、のれん以外の非金融資産は、各報告日に減損損失の戻入れの可否について検討される。

日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産の減損の兆候が認められ、かつ割引前将来キャッ

シュ・フローの総額（20年以内の合理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収

可能価額と帳簿価額の差額につき減損損失を計上する。減損損失の戻入れは認められない。

金融資産の減損

IFRSでは、金融資産（貸出金及び債権、売却可能投資）が減損しているという客観的証拠（例えば、発行体の重

大な財政的困難、利息もしくは元本の支払不履行又は遅滞）の有無について各報告日に評価される。

貸出金及び債権：損失の額は、資産の帳簿価額とその見積将来キャッシュ・フローの現在価値との差額として

測定される。

売却可能投資：売却可能資本性投資の場合、有価証券の取得価額を下回る公正価値の著しい下落又は長期にわ

たる下落が減損の客観的証拠である。売却可能負債性投資の場合、減損の客観的証拠には、例えば、発行体又は契

約相手先の重大な財政的困難が含まれる。売却可能投資に関する客観的証拠が存在する場合、累積未実現損失は

資本から除去され、損益として当期の損益計算書に認識される。売却可能資本性投資の減損損失の戻入れは認め

られず、その他のすべての金融商品の減損損失の戻入れは、通常、損益計算書に認識される。

日本では、公正価値が入手可能な金融資産（売買目的有価証券を除く。）について、償却原価で計上される金融

資産（貸出金及び債権を除く。）の公正価値が帳簿価額（償却原価）を下回って著しく下落した場合、当該資産

の帳簿価額は公正価値まで減額される。

減損損失は当期の損失とし、減損損失の戻入れは認められない。
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売却可能有価証券（その他有価証券）について、公正価値が取得原価を著しく下落した場合、回復する見込み

があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなけれ

ばならない。

(13) 金融資産の認識の中止

IFRSでは、企業が金融資産の実質的にすべてのリスク及び経済価値を移転した場合、当該譲渡金融資産の認識

を通常中止する。

日本では、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該

金融資産の認識の中止がなされる。

(14) 非継続事業

IFRSでは、IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に基づき、売却目的で保有する非流

動資産を「売却目的保有」として分類し、複数の資産で単一の取引で１グループとして合わせて売却される予定

のものは、「処分グループ」に分類し、売却に直接関連する負債も処分グループに加えている。売却目的保有に分

類された資産又は処分グループは、帳簿価額と見積売却費用控除後の公正価値とのいずれか低い価額で測定さ

れ、貸借対照表上区分して表示する。IFRSでは、損益計算書上、非継続事業の経営成績を継続事業と区分して表示

することも要求されている。

日本では、非継続事業に関する会計基準はないが、売却又は廃棄予定の固定資産は「固定資産の減損に係る会

計基準」等に従って会計処理されることになる。

(15) 遡及修正（会計方針の変更及び誤謬の訂正）

IFRSでは、会計方針の変更及び過年度の誤謬は、遡及的な修正再表示により訂正され、比較期間についての期首

現在の貸借対照表の表示が追加的に求められる。

日本では、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に従い、2011年４月１日以

降開始する事業年度の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正による影響額は、原則として遡及

的に反映される。それ以前は、過年度の財務諸表の遡及修正に関する会計基準はなく、会計方針の変更や誤謬の訂

正による影響額は、それが生じた期間に反映されていた。

(16) 金融資産の分類変更

IAS第39号に基づき、一定の条件の充足を条件に適格となる金融資産は、企業が当面又は満期まで当該資産を保

有する意思及び能力を有する場合に「トレーディング目的保有」及び「売却可能」の区分から分類変更するこ

とができる。UBSは、2008年10月１日より当該改訂基準を適用し、適格な資産を「トレーディング目的保有」の分

類から「貸出金及び債権」の区分に分類変更した。

日本では、売買目的又は売却可能（その他有価証券）から満期保有目的への分類変更は認められず、売買目的

から売却可能（その他有価証券）への分類変更については、限られた状況（企業の経営者がトレーディング業務

の廃止を決定した場合に、当該企業は売買目的として分類した有価証券をすべて、売却可能（その他有価証券）

に分類変更することができる。）においてのみ認められている。

Ⅱ．親銀行財務書類：スイスと日本における会計原則及び会計慣行の相違

(1)売却可能金融投資

スイス連邦銀行法の下では、金融投資は、低価法又は減損控除後の償却原価（測定による変動額は損益計算書

に計上される）で計上される。原価を下回る市場価格への減額及び取得原価額を限度とした減額分の戻入は、売

却損益と共に、「その他の利益」に計上される。

日本では、その他有価証券は、原則的に期末日の時価で計上されるが、期末前１ヶ月の市場価格の平均に基づい

て算定された価額を期末の時価とする方法も継続適用を条件として認められている。評価差額は、税効果を調整

したうえで、純資産の部に計上される。

(2)キャッシュ・フロー・ヘッジ

スイス連邦銀行法の下では、キャッシュ・フロー・リスクをヘッジするために利用されるデリバティブ商品の
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公正価値の変動のヘッジ有効部分は、貸借対照表上、その他の資産又はその他の負債として繰延べられる。繰延額

は、ヘッジ対象項目からのキャッシュ・フローが発生する時に利益に計上される。

日本では、キャッシュ・フロー・ヘッジは、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ

対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法による。

(3)投資不動産

スイス連邦銀行法の下では、売却目的保有として分類されていない限り、投資不動産は償却原価から減価償却

累積額、減損損失を控除した額で計上される。売却目的保有として分類される投資不動産は低価法で計上される。

日本では、投資不動産について、その他の有形固定資産と同様に、取得原価基準による会計処理を行い、必要に

応じて減損処理を行なう。ただし、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」に基

づき、2010年３月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から、賃貸等不動産を保有している企業は、

以下の事項を注記することが求められている。

　(a) 賃貸等不動産の概要

　(b) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動

　(c) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法

　(d) 賃貸等不動産に関する損益

(4)のれん及び無形資産

スイス連邦銀行法の下では、のれん及び耐用年数が不確定な無形資産は、５年以内の期間で償却される。ただ

し、それより長い年数が正当と認められる場合は、20年を超えない期間で償却できる。

日本では、のれんは20年以内の期間にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、必要に応じ

て減損テストの対象となる。

(5)自己株式

スイス連邦銀行法の下では、自己株式は、貸借対照表上、トレーディング残高又は金融投資として認識される。

自己株式のショートポジションは、トレーディング・ポートフォリオ負債に認識される。トレーディング残高と

して認識された自己株式及び自己株式のショート・ポジションは、公正価値で測定され、公正価値による未実現

利得又は損失は損益計算書に計上される。金融投資として認識された自己株式は、低価法により評価される。自己

株式の売却又は取得に係る実現利得及び損失は損益計算書に認識される。

トレーディング以外の目的で保有する自己株式準備金は、保有する自己株式の原価相当額の使途自由な準備金

からの振り替えにより、資本に計上されなければならない。トレーディング以外の目的で保有する自己株式の買

戻しは、使途自由な準備金に使用可能な十分な残高があれば、その範囲内で認められる。自己株式準備金は、株主

への配当に使用できない。

日本では、取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除され、自己株式の処分に伴う

処分差額はその他資本剰余金に計上される。

(6)業績に基づく株式報酬

2011年度において、UBSは、実質的な将来の役務提供／権利確定条件を含む業績連動型報奨に係る報酬費用の認

識に関する会計方針を変更した。これらの報奨に係る報酬費用は、将来の役務提供期間にわたって認識されなく

なり、業績評価年度（通常は付与日の前年度である）に認識される。

日本では、企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、会社法施行日（2006

年５月１日）以後に付与されたストック・オプションについては、ストック・オプションの付与日から権利確定

日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対

応する金額は純資産の部に新株予約権として計上される。公正な評価額は、条件変更の場合を除き、その後は見直

されない。当該会計基準は上記の会社法施行日前に付与されたストック・オプションについては適用されない。
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第７　【外国為替相場の推移】

スイス・フランから円への為替相場は、国内において時事に関する事項を掲載する２以上の日刊新聞紙に最近

５年間の事業年度において掲載されているので、記載を省略する。

第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

１．日本における株式事務等の概要

当行は、平成22年３月８日、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）に当行の普通株式（以下

「当行株式」という。）に関する上場廃止を申請し、同年３月15日、取引所により上場廃止が決定された。こ

れに基づき、当行株式は、同年４月16日をもって取引所における上場が廃止された。

(1) UBSの事業年度その他株式事務に関する企業情報

(a)　決算期

　毎年12月31日

(b)　年次株主総会

　各事業年度の終了後６か月を越えない日で取締役会が決定する日に開催される。

(c)　年次株主総会の基準日

　取締役会は、株主総会の招集通知を株主総会の開催日の20日以上前に発送しなければならな

い。株主総会より前の日に「株主名簿の閉鎖」は行われない。議決権の登録及び承認は、技術的

に可能な限り、通常、株主総会の開催日の２日前までに処理される。

(d)　株式の種類

　額面0.10スイス・フラン

(e)　株主に対する特典

　なし

(2) その他株式事務に関する事項

(a)　当行株式の名義書換取扱場所、名義書換代理人及び支払代理人

　日本において当行株式の名義書換取引場所又は名義書換代理人及び支払代理人は存在しな

い。

(b)　当行株式の譲渡制限

　なし

(c)　株式に関する手数料

　日本における当行株式の取得者（以下「実質株主」という。）は、日本の証券会社に外国証券

取引口座約款（以下「約款」という。）に基づく外国証券取引口座を開設、維持するにあたり、

約款に従って年間口座管理料の支払をする必要がある。

(d)　株式の保管

　実質株主から保管の委託を受けた当行株式の保管については、取得窓口となった証券会社

（以下「窓口証券会社」という。）の指定する保管機関に委任され、当該窓口証券会社の名義

で、適用される準拠法及び慣行の下で行われる。

２．日本における実質株主の権利行使に関する手続等

(1)　日本における実質株主の議決権行使に関する手続

　窓口証券会社は、議決権の行使について、実質株主の指示に従う。ただし、実質株主が特に指示しな

い場合、議決権は行使されない。

(2)　剰余金の配当請求に関する手続

　窓口証券会社が実質株主に代わって受領し、当該実質株主に交付する。

(3)　新株予約権等の付与に関する手続

　当行株式に関し、新株予約権等が付与された場合は、原則として売却処分され、当該処分代金が窓口

証券会社を通じ実質株主に支払われる。

(4)　株式の移転に関する手続

　実質株主は、窓口証券会社の応じる範囲内で売買注文をなすことができる。実質株主と窓口証券会

社との間の決済は、円貨又は窓口証券会社が応じうる範囲内の外貨による。
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(5)　配当時に関する課税上の取扱い

　当行の実質株主である日本国の居住者である個人（以下、本項において「個人株主」という。）が

保有する当行株式についての配当及び売買損益に係る所得税・住民税並びに個人株主が保有する当

行株式について相続が開始した場合における相続税、並びに当行の実質株主である内国法人（以下、

本項において「法人株主」という。）が保有する当行株式についての配当及び売買損益に係る所得

税及び法人税に関する本邦における課税上の取扱いの概要は、以下のとおりである。ただし、所得税

・住民税に関する以下の記述は、当行株式が上場株式（日本国以外の証券取引所において上場され

ている株式を含む。）であることを前提とする。

　なお、以下の記述は、本報告書の日現在において公布されている日本の租税法令に基づくものであ

り、また、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであるに過ぎず、かつ例外規定の

適用によって以下に記述されている内容とは異なる取扱いがなされる場合がある。また、以下の記述

の内容は、適用ある諸法令の改正により変更されることがある。課税上の取扱いの詳細及び各投資家

における具体的な課税上の取扱いについては、投資家各自の税務顧問に確認されたい。

個人株主

(a)　配当

　個人株主が、日本における支払の取扱者を通じて当行株式の配当の交付を受ける場合は、スイス

において当該配当の支払の際に源泉徴収されたスイスの国又は地方公共団体の源泉徴収税額

（もしあれば）をスイスにおける当該配当の支払額から控除した後の金額に対して、一般的には

平成25年12月31日以前は10％（所得税７％及び住民税３％）、平成26年１月１日以後は20％（所

得税15％及び住民税５％）の税率で、源泉徴収（住民税については特別徴収）により課税され

る。なお、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、所得税及び住民税に加えて、復興

特別所得税（所得税額の2.1％）も併せて源泉徴収される。（配当金交付時になされるこれらの

源泉徴収（住民税については特別徴収）を、以下「支払取扱者源泉徴収」という。）

　個人株主が受領した当行株式の配当については、日本で累進税率（所得税と住民税を合計した

最高限界税率は50％であるが、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所

得税（所得税額の2.1％）も併せて課される。）により総合課税の対象となる配当所得として確

定申告を要する所得となる。ただし、支払取扱者源泉徴収がなされた場合には、個人株主のうち、

当行の発行済株式の総数の３％以上を有する個人株主以外の者が支払を受ける当該配当の金額

については確定申告を要する所得に含めないことができ（これを「配当申告不要制度」とい

う。）、かかる個人株主が当行株式について受領する配当に関しては支払取扱者源泉徴収のみで

日本における課税関係を終了させることができる。

　個人株主は、当行株式の配当を含む上場株式等の配当所得について、課税年度毎に、適用法令の

定めるところに従って、上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度（以下「配当申告分離課

税」という。）を選択することができる。配当申告分離課税が選択された場合、配当申告分離課税

の対象となる上場株式等の配当所得は、上記に記載した総合課税の対象となる課税所得には含ま

れないこととなり、後述するように、当該配当所得と上場株式等の譲渡損失との損益通算が認め

られる。他方、個人株主が、当行株式について受けた配当について上記の総合課税による課税に服

することになる場合には、当該配当と譲渡損失との損益通算は認められない。個人株主が、当行株

式の配当を含む上場株式等の配当所得について配当申告分離課税を選択した場合における税率

は、平成25年12月31日以前は10％（所得税７％及び住民税３％）、平成26年１月１日以後は20％

（所得税15％及び住民税５％）である。なお、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間

は、所得税及び住民税に加えて、復興特別所得税（所得税額の2.1％）も併せて課される。

　所得税の総合課税を受ける場合の確定申告及び配当申告分離課税を選択する場合の確定申告に

おいて、上記に述べたスイスの源泉徴収税額（もしあれば）は、適用法令に定める要件及び制限

に従って、外国税額控除の対象となり、また、日本における支払の取扱者から交付を受ける際に源

泉徴収された所得税額は、適用ある法令に定める要件及び制限に従って、申告納付すべき所得税

の額から控除される。

(b)　売買損益

　個人株主による当行株式の売却による損益に対する課税は、内国法人の上場株式の売買損益課

税と原則として同様である。

　（参考：個人株主についての、内国法人の上場株式等の売買に係る売買損益課税制度につい

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

408/432



て）

　個人株主が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等は、原則として20％（所得税15％及び住民税

５％）の税率による申告分離課税の対象となる。株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた

損失の金額があるときは、原則として当該損失の金額は生じなかったものとみなされる。ただし、

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡した場合は、上場株式等の譲渡に係る以下の特例

が適用される。

①　平成25年12月31日以前の譲渡に限り、申告分離課税の上記20％の税率は10％（所得税７％及

び住民税３％）とされる。

②　上場株式等に係る譲渡損失は、適用法令に定める要件及び制限に従って、原則として申告によ

りその譲渡日の属する年分における上場株式等の配当所得の金額（配当申告分離課税を選

択した場合に限る。）から控除することができる。そして上場株式等の配当所得の金額から

控除しきれなかった場合には、適用法令に定める要件及び制限に従って、申告を要件にこの

譲渡損失を翌年以降３年間にわたり繰り越し、株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株

式等の配当所得の金額（配当申告分離課税を選択した場合に限る。）から控除することがで

きる。

③　金融商品取引業者等における特定口座のうち源泉徴収選択口座内に保管の委託等がされてい

る上場株式等に係る譲渡所得等については、源泉徴収を受けて申告不要制度を選択すること

ができる。源泉徴収税率は、平成25年12月31日以前の譲渡に対しては10％（所得税７％及び

住民税３％）、平成26年１月１日以後の譲渡に対しては20％（所得税15％及び住民税５％）

である。なお、金融商品取引業者等における特定口座のうち源泉徴収選択口座内において上

場株式等の配当等を受け取ることを選択したときは、適用法令に定める要件及び制限に従っ

て、この源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の

金額をこの源泉徴収選択口座内における上場株式等の配当等から控除することができる。

(c)　相続税

　日本に住所を有する個人、又は日本に住所を有しない個人のうち日本国籍を有する個人（当該

個人又は相続若しくは遺贈に係る被相続人（遺贈をした者を含む。）が、相続又は遺贈に係る相

続の開始前５年以内のいずれかの時において日本に住所を有したことがある場合に限る。）が、

当行株式を相続した場合又は当行株式の遺贈を受けた場合には、原則として日本の相続税法に基

づき相続税が課されるが、一定の要件を満たしている場合には、外国税額控除が認められる場合

がある。

法人株主

(a)　配当

　法人株主（公共法人等を除く。）が、日本における支払の取扱者を通じて当行株式の配当の交付

を受ける場合は、スイスにおいて当該配当の支払の際に源泉徴収されたスイスの国又は地方公共

団体の源泉徴収税額（もしあれば）をスイスにおける当該配当の支払額から控除した後の金額

に対して、平成25年12月31日以前は７％（所得税）、平成26年１月１日以後は15％（所得税）の

税率で、源泉徴収により課税される。なお、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、

所得税に加えて、復興特別所得税（所得税額の2.1％）も併せて源泉徴収される。法人株主が受領

した当行株式の配当は、法令上非課税とされる場合を除き、法人税の課税標準である所得の金額

の計算上、益金の額に算入される。ただし、法人税の確定申告において、スイスにおいて当該配当

の支払の際に徴収された源泉徴収税額（もしあれば）については外国税額控除を、日本における

支払の取扱者から交付を受ける際に源泉徴収された所得税については所得税額控除を、それぞれ

適用ある法令に定める要件及び制限に従って受けることができる。

(b)　売買損益

　法人株主による当行株式の売却による損益に対する課税は、内国法人の上場株式の売買損益課

税と原則として同様であり、法人株主による当行株式の売却に係る譲渡利益額又は譲渡損失額

は、法令上非課税とされる場合を除き、法人税の課税標準である所得の金額の計算上、益金又は損

金の額に算入される。

(6)　その他の諸通知報告

　窓口証券会社は、当行から窓口証券会社に交付される通知書及び資料等について、その到達した日

から３年間保管し、実質株主の閲覧に供する。ただし、実質株主から請求を受けた場合は、窓口証券会

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

409/432



社は、これらを実質株主に送付する。

第９ 【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

2011年12月31日現在、当行には親会社等はない。

２【その他の参考情報】

提　　出　　書　　類 提 出 年 月 日

有価証券報告書（2010年度） 2011年５月31日

有価証券届出書 2011年８月１日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年８月22日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年８月24日

有価証券届出書 2011年９月７日

有価証券届出書 2011年９月７日

有価証券届出書 2011年９月７日

有価証券報告書（2010年度）の訂正報告書 2011年９月９日

半期報告書（2011年度中） 2011年９月９日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月９日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月９日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月９日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月13日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月13日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月13日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月16日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月16日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月16日

臨時報告書

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第９号の規定に基づく）

2011年９月26日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月26日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月26日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年９月26日

臨時報告書（2011年９月26日提出）の訂正報

告書

2011年11月17日

有価証券届出書 2011年12月２日

有価証券報告書（2010年度）の訂正報告書 2011年12月５日

臨時報告書

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第１号の規定に基づく）

2011年12月５日
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臨時報告書

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第２号の２の規定に基づく）

2011年12月５日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年12月５日

有価証券届出書の訂正届出書 2011年12月22日

有価証券届出書 2012年２月１日

臨時報告書（企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第１号の規定に基づき2011

年12月５日提出）の訂正報告書

2012年２月14日

臨時報告書

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第１号の規定に基づく）

2012年２月14日

臨時報告書

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第２号の２の規定に基づく）

2012年２月14日

有価証券届出書の訂正届出書 2012年２月14日

有価証券届出書の訂正届出書 2012年２月22日

有価証券届出書 2012年３月30日

有価証券届出書の訂正届出書 2012年４月18日

有価証券届出書の訂正届出書 2012年４月20日

発行登録書 2012年４月23日

発行登録書 2012年４月23日

発行登録追補書類 2012年５月31日

有価証券届出書 2012年６月１日

有価証券届出書の訂正届出書 2012年６月22日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第１ 【保証会社情報】
該当事項なし。

第２　【保証会社以外の会社の情報】
本「第２　保証会社以外の会社の情報」中の「１　当該会社の情報の開示を必要とする理由」及び「２　継続開

示会社たる当該会社に関する事項」の記載内容については、2012年６月28日までに公開されている情報に基づく

ものである。

１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

１．2013年７月25日満期 複数銘柄参照型 転換条項付 (ノックイン観測短縮型・早期償還ステップダウン条項

付) 円建社債 (株式会社東芝　株式会社みずほフィナンシャルグループ　日経225連動型上場投資信託)

A. 株式会社東芝

(1) 当該会社の名称及び住所

株式会社 東芝　　東京都港区芝浦一丁目１番１号

(2) 理由

当該会社の株式を含む対象銘柄の終値の水準により、利率、早期償還及び償還方法が決定されるため、

当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社

は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜

粋したものである。

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

（平成24年６月22日現在）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 4,237,602,026

東京、大阪、名古屋、ロンドンの各証券取

引所

(東京、大阪、名古屋は市場第一部)

単元株式数

1,000株

B. 株式会社みずほフィナンシャルグループ

(1) 当該会社の名称及び住所

株式会社みずほフィナンシャルグループ　　東京都千代田区丸の内二丁目５番１号

(2) 理由

当該会社の株式を含む対象銘柄の終値の水準により、利率、早期償還及び償還方法が決定されるため、

当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社

は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜

粋したものである。

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

（平成24年６月27日現在）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 24,050,993,577

東京証券取引所（市場第一部）

大阪証券取引所（市場第一部）

ニューヨーク証券取引所

（注）１．

権利内容に何ら限定

のない当該会社にお

ける標準となる株式

単元株式数100株

（注）２.３．

（注１）　米国預託証券（ADR）をニューヨーク証券取引所に上場している。

（注２）　「発行済株式数（株）」には、平成24年６月１日から平成24年６月27日までの第十一回第十一種優先株式
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の取得請求と引換えに交付された株式数は含まれていない。

（注３）　上記の株式については、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはない。

C. 日経225連動型上場投資信託

(1) 対象ETFの発行会社の名称及び住所

野村アセットマネジメント株式会社　東京都中央区日本橋一丁目12番１号

(2) 対象ETFの開示を必要とする理由

対象ETFを含む対象銘柄の終値の水準により、利率、早期償還及び償還方法が決定されるため、日経225

連動型上場投資信託に関する以下の情報の開示を必要とする。

(3) 対象ETFについての詳細

種　　　　　類：　　　証券投資信託の受益証券

受 益 権 口 数：　　　89,473,522口 (2012年６月20日現在)

上場金融商品取引所：　株式会社大阪証券取引所

２．2012年8月30日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (ソニー株式会社)

(1) 当該会社の名称及び住所

ソニー株式会社　　東京都港区港南一丁目7番1号

(2) 理由

本社債の償還は、有価証券届出書「第一部　証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事項、

２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン事由が発生した場合、発行会社によ

る額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の償還対象株式および現金調整額 (もしあれば)

の交付またはその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債

の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関

しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

（平成24年６月27日現在）

上場金融商品取引所名又は登録認可

金融商品取引業協会名
内容

普通株式 1,004,638,164
東京・大阪・ニューヨーク・

ロンドン　各証券取引所

単元株式数は100株

（注1）　東京証券取引所及び大阪証券取引所については市場第一部に上場されている。

（注2）　「発行済株式数（株）」には、平成24年６月に新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていな

い。

３．2012年9月27日満期 他社株転換条項および早期償還条項付 円建社債 (株式会社荏原製作所)

(1) 当該会社の名称及び住所

株式会社荏原製作所　　東京都大田区羽田旭町11番1号

(2) 理由

本社債の償還は、有価証券届出書「第一部　証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事項、

２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、評価価格が行使価格を下回った場合、発行会社

による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の償還対象株式および現金調整額 (もしあ

れば) の交付またはその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は

本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情

報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

（平成24年６月28日現在）

上場金融商品取引所名又は登録認可

金融商品取引業協会名
内容
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普通株式 423,027,658
東京証券取引所　市場第一部

札幌証券取引所

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない

当該会社における標準と

なる株式。

単元株式数は1,000株。

（注）　「発行済株式数（株）」には、平成24年６月１日から平成24年６月28日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれていない。

４．2013年2月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (株式会社東芝)

(1) 当該会社の名称及び住所

株式会社東芝　　東京都港区芝浦一丁目１番１号

(2) 理由

本社債の償還は、有価証券届出書「第一部　証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事項、

２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン事由が発生した場合、発行会社によ

る額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の償還対象株式および現金調整額 (もしあれば)

の交付またはその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債

の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関

しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

（平成24年６月22日現在）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 4,237,602,026

東京、大阪、名古屋、ロンドンの

各証券取引所

(東京、大阪、名古屋は市場第一部)

単元株式数

1,000株

５．2013年4月30日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (三菱重工業株式会社)

(1) 当該会社の名称及び住所

三菱重工業株式会社　　東京都港区港南二丁目16番５号

(2) 理由

本社債の償還は、有価証券届出書「第一部　証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事項、

２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン事由が発生した場合、発行会社によ

る額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の償還対象株式および現金調整額 (もしあれば)

の交付またはその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債

の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関

しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

(3) 当該会社の普通株式の内容

種類
発行済株式数（株）

（平成24年６月21日現在）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 3,373,647,813

東京、大阪、名古屋、福岡、

札幌各証券取引所

(東京、大阪、名古屋は市場第一部)

権利内容に何ら限定の

ない当該会社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は1,000

株である。

６．2014年8月29日満期 日経225ETF償還条項付 早期償還条項付 円建て社債 

(1) 対象ETFの発行会社の名称及び住所

野村アセットマネジメント株式会社　東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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(2) 対象ETFの開示を必要とする理由

対象ETFを含む対象銘柄の終値の水準により、早期償還及び償還方法が決定されるため、日経225連動型

上場投資信託に関する以下の情報の開示を必要とする。

(3) 対象ETFについての詳細

種　　　　　類：　　　証券投資信託の受益証券

受 益 権 口 数：　　　89,473,522口 (2012年６月20日現在)

上場金融商品取引所：　株式会社大阪証券取引所

７．2013年6月7日満期 日経225ETF償還条項付 早期償還条項付 円建て社債 

(1) 対象ETFの発行会社の名称及び住所

野村アセットマネジメント株式会社　東京都中央区日本橋一丁目12番１号

(2) 対象ETFの開示を必要とする理由

対象ETFを含む対象銘柄の終値の水準により、早期償還及び償還方法が決定されるため、日経225連動型

上場投資信託に関する以下の情報の開示を必要とする。

(3) 対象ETFについての詳細

種　　　　　類：　　　証券投資信託の受益証券

受 益 権 口 数：　　　89,473,522口 (2012年６月20日現在)

上場金融商品取引所：　株式会社大阪証券取引所

２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

１．2013年７月25日満期 複数銘柄参照型 転換条項付 (ノックイン観測短縮型・早期償還ステップダウン条項

付) 円建社債 (株式会社東芝　株式会社みずほフィナンシャルグループ　日経225連動型上場投資信託)

A. 株式会社東芝

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

有価証券報告書

事業年度 第173期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

平成24年６月22日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

イ．の書類の提出後、臨時報告書を平成24年６月27日に関東財務局長に提出

（金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

２の規定に基づき提出するもの）

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2) 縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

株式会社東芝　本店 東京都港区芝浦一丁目１番１号

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目８番20号

B. 株式会社みずほフィナンシャルグループ

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

有価証券報告書

事業年度　第10期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

平成24年６月27日関東財務局長に提出
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ロ．臨時報告書

該当事項なし

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2) 縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

株式会社みずほフィナンシャルグループ　本店 東京都千代田区丸の内二丁目５番１号

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

C. 日経225連動型上場投資信託

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

半期報告書

計算期間 (第11期中)　(自 平成23年７月９日 至 平成24年１月８日)

平成24年３月29日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

該当事項なし

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2) 縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

２．2012年8月30日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (ソニー株式会社)

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

有価証券報告書

事業年度　第95期　（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

平成24年６月27日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

該当事項なし

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2)　縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

ソニー株式会社　本店 東京都港区港南一丁目７番１号

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

３．2012年9月27日満期 他社株転換条項および早期償還条項付 円建社債 (株式会社荏原製作所)

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

有価証券報告書
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事業年度 第147期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

平成24年６月28日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

該当事項なし

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2)　縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

株式会社荏原製作所　本店 東京都大田区羽田旭町11番１号

株式会社荏原製作所　大阪支社 大阪市北区堂島一丁目６番20号

株式会社荏原製作所　中部支社 名古屋市中区栄三丁目７番20号

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

証券会員制法人札幌証券取引所 札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１

４．2013年2月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (株式会社東芝)

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

有価証券報告書

事業年度 第173期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

平成24年６月22日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

イ．の書類の提出後、臨時報告書を平成24年６月27日に関東財務局長に提出

（金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

２の規定に基づき提出するもの）

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2)　縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

株式会社東芝　本店 東京都港区芝浦一丁目１番１号

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目８番20号

５．2013年4月30日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (三菱重工業株式会社)

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

有価証券報告書

事業年度 平成23年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

平成24年６月21日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

イ．の書類の提出後、臨時報告書を平成24年６月25日に関東財務局長に提出

（金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

２の規定に基づき提出するもの）

ハ．訂正報告書

該当事項なし
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(2)　縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

三菱重工業株式会社　本店 東京都港区港南二丁目16番５号

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目８番20号

証券会員制法人福岡証券取引所 福岡市中央区天神二丁目14番２号

証券会員制法人札幌証券取引所 札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１

６．2014年8月29日満期 日経225ETF償還条項付 早期償還条項付 円建て社債 

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

半期報告書

計算期間 (第11期中)　(自 平成23年７月９日 至 平成24年１月８日)

平成24年３月29日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

該当事項なし

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2) 縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

７．2013年6月7日満期 日経225ETF償還条項付 早期償還条項付 円建て社債 

(1) 当該会社が提出した書類

イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書

半期報告書

計算期間 (第11期中)　(自 平成23年７月９日 至 平成24年１月８日)

平成24年３月29日関東財務局長に提出

ロ．臨時報告書

該当事項なし

ハ．訂正報告書

該当事項なし

(2) 縦覧に供する場所

　　名　　　　称 　　所　　　在　　　地

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目８番16号

３【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

該当事項なし
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第３　【指数等の情報】

１【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

（1） 理　　　由

１．当行の発行している指数にかかる有価証券

2013年２月28日満期 早期償還条項／ノックイン条項付 日経平均株価連動円建社債

2013年４月18日満期円建日経平均株価連動デジタル・クーポン社債（ノックイン型 期限前償還条項

付）

2013年６月24日満期円建東証REIT指数連動デジタル・クーポン社債（ノックイン型 期限前償還条項

付）

2013年７月24日満期円建日経平均株価連動デジタル・クーポン社債（ノックイン型 期限前償還条項

付）

2013年12月24日満期円建日経平均株価連動デジタル・クーポン社債(ノックイン型 期限前償還条項

付)

2013年12月27日満期　早期償還条項／ノックイン条項付 日経平均株価連動円建社債

2014年１月30日満期円建日経平均株価連動デジタル・クーポン社債 (ノックイン型 期限前償還条項

付) 

2014年１月30日満期円建日経平均株価連動デジタル・クーポン社債 (ノックイン型 期限前償還条項

付)

2014年６月19日満期 NZドル建早期償還条項付ノックイン型 日経平均連動デジタル・クーポン社債

(満期償還額日経平均連動型)

2014年６月25日満期 米ドル建 日経平均株価連動デジタル・クーポン社債(ノックイン型 期限前償還

条項付)

2014年７月22日満期 米ドル建 早期償還条項付ノックイン型 日経平均連動デジタル・クーポン社債

（満期償還額日経平均連動型）

２．上記各社債の満期償還額は、株価指数に連動し、かつ早期償還日には、社債所持人は、利息金額及び投資

元本の合計相当額を受け取ることになる。早期償還されない場合、満期日に社債所持人は、最終利息金

額及び満期償還額（額面金額×（株価指数終値÷基準株価指数））の合計相当額を受け取ることにな

る。従って、日経225指数及び東証REIT指数の情報は、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断さ

れる。

（2） 内　　　容

株価指数は、日本経済新聞社によって公表されている株価指数であり、選択された日本株式の株価実

績の合成値を計測するものである。株価指数は現在、東京証券取引所上場の225銘柄をベースにしてお

り、これらは日本の広範囲な産業分野を代表している。構成銘柄225種は、全て東京証券取引所の一部上

場株式であり、東京証券取引所で最も活発に取引されているものに属する。株価指数は、修正された株価

加重指数であり、構成銘柄の株価指数中に占めるウェートは、株式銘柄の発行会社の株式時価総額では

なく一株当たりの価格に基づいている。

東証REIT指数は、取引所に上場する不動産投資法人の不動産投資信託の時価総額の推移を示すため

に、株式会社東京証券取引所が算出する指数であり、取引所に上場する不動産投資信託全銘柄を対象と

した時価総額加重型の株価指数である。その計算方法は、算出対象銘柄ごとに「時価総額（指数用投資

口数（取引所に上場する不動産投資信託全銘柄数に1.00を乗じたもの）に価格を乗じる）」を算出し、

これを算出対象全銘柄で合計した「算出時の時価総額」を、「基準時の時価総額」で除した値に「基準

値」を乗じる。よって、東証REIT指数の値は、円銭表示ではなく、指数化したポイント表示であり、表示単

位は小数点以下第２位までとなっている。東証REIT指数の基準時は2003年３月31日であり、基準値は

1,000である。東証REIT指数は、取引所が算出し、相場報道システムを通じて15秒単位で全国の証券会社、

報道機関等へ配信されている。

なお、東証REIT指数の算出対象銘柄の増減や増資など、市況変動によらない時価総額の増減が発生す

る場合は、指数の連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正される。新規上場、上場廃止又は整理

銘柄への指定がこの場合に該当する。
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２【当該指数等の推移】

次表は過去５年間及び最近６か月の日経225指数及び東証REIT指数の最高・最低値を示したものである。

日経225指数

（単位：円）

最近５年間の年度別

最高・最低値

年　度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

最　高 18,300.3915,156.6610,767.0011,408.1710,891.60

最　低 14,669.856,994.907,021.288,796.458,135.79

最近６か月の月別

最高・最低値

2011年12月2012年１月2012年２月2012年３月2012年４月2012年５月

最　高 8,729.818,911.629,866.4110,255.1510,190.359,472.25

最　低 8,272.268,349.338,780.109,509.109,388.148,455.13

2012年６月20日現在、日経225指数の終値は、8,752.31円であった。

東証REIT指数（終値ベース）

過去５年間の年度別

最高・最低値

年　度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

最　高 2,612.981,815.651,025.601,130.701,156.46

最　低 1,774.18 704.46 720.96 873.28 805.64

最近６か月の月別

最高・最低値

2011年12月2012年１月2012年２月2012年３月2012年４月2012年５月

最　高 858.97 850.78 958.02 996.381,004.16972.40

最　低 826.24 819.42 847.34 942.91 957.86 902.96

2012年６月20日現在、東証REIT指数の終値は、941.47であった。
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株主総会　御中

ユービーエス・エイ・ジー（チューリッヒ及びバーゼル）

バーゼル、2012年3月13日

財務報告に係る内部統制に関する独立登録公認会計事務所の報告書

私どもは、トレッドウェイ委員会組織支援委員会が発行した「内部統制―統合的枠組み」で規定される基

準（以下、「COSO基準」）に基づき、2011年12月31日現在の財務報告に係るユービーエス・エイ・ジー及び

子会社の内部統制について監査を行った。ユービーエス・エイ・ジーの経営者は財務報告に係る有効な内

部統制の維持、及び284頁に記載された「財務報告に係る内部統制に関する経営者の報告書」に含まれる財

務報告に係る内部統制の有効性の評価について、責任を負うものである。私どもの責任は、私どもの監査に

基づき、会社の財務報告に係る内部統制の有効性についての意見を表明することである。

私どもは、公開会社会計監視委員会（米国）の基準に準拠して監査を行った。当該基準は、財務報告に係る

有効な内部統制がすべての重要な点において、維持されていたかについて合理的な保証を得るために、私ど

もが監査を計画し、実施することを要求している。私どもの監査は、財務報告に係る内部統制の理解、重要な

欠点が存在するリスクの評価、評価されたリスクに基づく設計上および運用上の内部統制の有効性の試査

と評価、並びに状況により必要と考えられる他の手続の実施を含んでいる。私どもは、実施した監査が私ど

もの意見表明のための合理的な基礎を提供しているものと考えている。

財務報告に係る会社の内部統制は、財務報告の信頼性、及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し

て外部報告目的での財務書類を作成することに関して、合理的な保証を提供するために整備されたプロセ

スである。財務報告に係る会社の内部統制には、（1）合理的な詳細さで当該会社の資産の取引及び処分を、

正確かつ公正に反映する記録の維持に関する方針及び手続、（2）一般に公正妥当と認められる会計原則に

準拠して財務書類が作成されていると認めるに足るものとして諸取引が記録されること、及び当該会社の

収入と支出が会社の経営者及び取締役の承認によってはじめて実行されることについて、合理的な保証を

提供する方針及び手続、及び（3）財務書類に重要な影響を及ぼす可能性のある会社の資産について未承認

の取得、使用または処分を防止、又は適時に発見することについて合理的な保証を提供する方針及び手続、

が含まれる。

固有の限界により、財務報告に係る内部統制は虚偽表示を防止または発見できない可能性がある。また、有

効性の評価は将来の事業年度において、状況の変化のため統制が不十分になるかもしれないリスク、又は方

針や手続への遵守の程度が低下しているかもしれないリスクにさらされている。

重要な欠陥とは、期末及び期中の財務書類の重要な虚偽表示が防止又は適時に発見されない合理的な可能

性がある、財務報告に係る内部統制の不備又は不備の組み合わせをいう。以下の重要な欠陥が指摘され、経

営者の評価に含まれた。当行のインベストメント・バンクの株式部門において、約定日から決済日までの期

間が15日を超える取引について取引相手先との相互確認を要求する統制が運用されておらず、また当該取

引が取消、再記帳又は修正された場合に、関連したモニタリング統制が有効に運用されなくなっており、か

つ、インベストメント・バンクの株式部門及びフィクスト・インカム・カレンシー・コモディティー部門

において、内部取引が正当であり、かつ当行の帳簿及び記録文書に正確に記録されていることを確保するた

めのデスク間の照合プロセスにおける統制（管理者によるレビュー、調整及び解決を要する、内部取引の取

消及び修正に係る統制を含む。）が有効に運用されていなかった。

私どもは、スイス法、スイス監査基準、国際監査基準及び公開会社会計監視委員会（米国）の基準に準拠し

て、ユービーエス・エイ・ジーの2011年及び2010年12月31日現在の連結貸借対照表、2011年12月31日に終了
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した3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動表及び連結キャッシュ

・フロー計算書、並びにそれらの注記について監査を実施した。前段落で記述された重要な欠陥は、2011年

財務書類監査に係る私どもの監査テストの内容、タイミング及び範囲の決定に際して考慮されており、この

報告書は、2011年3月13日付で私どもが無限定適正意見を表明した監査報告書に影響を与えない。

私どもの意見では、統制基準の目的の達成に係る前述の重要な欠陥の影響のため、ユービーエス・エイ・

ジー及び子会社は、COSO基準に基づき、2011年12月31日現在において、財務報告に係る有効な内部統制を維

持していないものと認める。

アーンスト・アンド・ヤング・エルティーディー

ジョナサン・ボーン

（Jonathan Bourne）

アンドレアス・ローチャー

（Andreas Loetscher）

勅許会計士（監査責任者） 勅許会計士
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To the General Meeting of

UBS AG, Zurich and Basel 

Basel, 13 March 2012

Report of independent registered public accounting firm on 

internal control over financial reporting

We have audited the internal control over financial reporting of UBS AG and its subsidiaries as of 31 December 2011,

based on criteria established in Internal Control—Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission (the COSO criteria). UBS AG’s management is responsible for maintaining

effective internal control over financial reporting, and for its assessment of the effectiveness of internal control over

financial reporting included in Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting on page 284. Our

responsibility is to express an opinion on the Company’s internal control over financial reporting based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United

States of America). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about

whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audit included

obtaining an understanding of internal control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists,

testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk, and performing

such other procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe that our audit provides a reasonable

basis for our opinion.

A company’s internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the

reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with

generally accepted accounting principles. A company’s internal control over financial reporting includes those policies and

procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the

transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded

as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and

that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and

directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized

acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Also,

projections of any evaluation of effectiveness to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate

because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

A material weakness is a deficiency, or combination of deficiencies, in internal control over financial reporting, such that

there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company’s annual or interim financial statements will

not be prevented or detected on a timely basis. The following material weakness has been identified and included in

management’s assessment. The control requiring bilateral confirmation with counterparties of trades within the Investment

Bank’s equities business with settlement dates of greater than 15 days after trade date, was not operating, and when such

trade were cancelled, re-booked or amended, the related monitoring control had ceased to operate effectively; and the

controls in the inter-desk reconciliation process within the Investments Bank’s equities and fixed income, currencies and

commodities business to ensure that internal transactions are valid and accurately recorded in the books and records,

including controls over cancellations and amendments of internal trades that require supervisor review, intervention and

resolution, did not operate effectively.
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We also have audited, in accordance with Swiss law, Swiss Auditing Standards, International Standards on Auditing and

the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States of America), the consolidated balance

sheets of UBS AG and its subsidiaries as of 31 December 2011and 2010, and the related consolidated income statements

and consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows and notes thereto for each of the

three years in the period ended 31 December 2011. The material weakness described in the preceding paragraph was

considered in determining the nature, timing and extent of audit tests applied in our audit of the 2011 financial statements

and this report does not affect our report dated 13 March 2012, which expressed an unqualified opinion on those financial

statements.

In our opinion, because of the effect of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the

control criteria, UBS AG and its subsidiaries have not maintained effective internal control over financial reporting as of

31 December 2011, based on the COSO criteria.

Ernst & Young Ltd

Jonathan Bourne Andreas Loetscher

Licensed Audit Expert

(Auditor in Charge)

Licensed Audit Expert
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株主総会　御中

ユービーエス・エイ・ジー（チューリッヒ及びバーゼル）

バーゼル、2012年3月13日

連結財務書類に関する法定監査人及び独立登録公認会計事務所の報告書

私どもは法定監査人として、289頁から410頁に記載されたユービーエス・エイ・ジー及び子会社の連結財

務書類、すなわち、2011年及び2010年12月31日現在の連結貸借対照表、2011年12月31日をもって終了する3年

間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー

計算書、並びにそれらの注記について監査を行った。

取締役会の責任

取締役会は、連結財務書類を国際会計基準審議会の発行する国際財務報告基準（以下、「IFRS」）及びスイ

ス法に準拠して作成し、適切に開示する責任を有する。これには、不正または誤謬による重要な虚偽の表示

がない連結財務書類を作成し適切に開示するために、内部統制を設計、導入及び維持する責任も含まれる。

取締役会は、さらに、適切な会計方針を選択及び適用し、合理的な会計上の見積りを行うことに関する責任

を負っている。

監査人の責任

私どもの責任は、私どもの実施した監査に基づきこれらの連結財務書類に対する意見を表明することであ

る。私どもは、スイス法、スイス監査基準、国際監査基準及び公開会社会計監視委員会（米国）の基準に準拠

して監査を行った。これらの基準は、連結財務書類に重要な虚偽の表示がないかどうかについての合理的な

保証を得るために、私どもが監査を計画し、実施することを求めている。

監査は、連結財務書類の金額及び開示に関する監査証拠を得るための手続を実施することを含んでいる。こ

れらの手続は、不正または誤謬による連結財務書類の重要な虚偽の表示のリスクの評価を含む監査人の判

断に基づき選択される。当該リスク評価に当たっては、監査人は、適切な監査手続の策定のため、重要な虚偽

の表示がない連結財務書類を作成し適切に開示するための内部統制を考慮する。また監査は、採用された会

計方針の妥当性、及び会計上の見積りについての合理性を評価すること、及び全体としての連結財務書類の

開示を評価することを含んでいる。

私どもは、入手した監査証拠が十分であり、私どもの監査意見のための合理的な基礎を与えるものであると

判断している。

監査意見

私どもの意見では、上記の連結財務書類が、国際会計基準審議会の発行するIFRSに準拠して、ユービーエス

・エイ・ジー及び子会社の2011年及び2010年12月31日現在の財政状態及び2011年12月31日終了事業年度ま

での各3年間の連結経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

おり、且つ、スイス法に準拠しているものと認める。

その他の法律上及び規制上の要件に関する報告

私どもは、スイスにて法律上要求されるAuditor Oversight Act（AOA）に準拠した資格要件及び独立性要

件（Code of Obligations（CO）第728条、及びAOA第11条）を満たしており、独立性に相反する状況が存在

しないことを確認する。
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CO第728条a第1項第3号及びスイス監査基準890に基づき、私どもは、取締役会の指針に従って連結財務書類

の作成のために設計された内部統制が存在していることを確認した。

スイス法に基づき、私どもは、株主総会に提出された連結財務書類を、承認するよう進言する。

私どもは、公開会社会計監視委員会（米国）の基準に準拠し、トレッドウェイ委員会支援組織委員会

（COSO）が「内部統制－統合的枠組み」の中で確立した基準に基づいて、ユービーエス・エイ・ジー及び

子会社の2011年12月31日現在の財務報告に係る内部統制の監査を実施し、2012年3月13日付の私どもの報告

書においてユービーエス・エイ・ジー及び子会社の財務報告に係る内部統制の有効性について不適正意見

を表明した。

アーンスト・アンド・ヤング・エルティーディー

ジョナサン・ボーン

（Jonathan Bourne）

アンドレアス・ローチャー

（Andreas Loetscher）

勅許会計士（監査責任者） 勅許会計士

（訳者注：文中の頁数は、2011年度の財務書類（英文）の該当頁を示す。）
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To the General Meeting of

UBS AG, Zurich and Basel

Basel, 13 March 2012

 
Report of the statutory auditor and the independent registered public accounting firm on the consolidated

financial statements

As statutory auditor, we have audited the consolidated financial statements of UBS AG and its subsidiaries which are

comprised of the consolidated balance sheets as of 31 December 2011 and 2010, and the related consolidated income

statements and consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows, and notes thereto, for

each of the three years in the period ended 31 December 2011 on pages 289 to 410.

Board of Directors’ responsibility

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in

accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards

Board, and the requirements of Swiss law. This responsibility includes designing, implementing and maintaining an

internal control system relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial statements that are free

from material misstatement, whether due to fraud or error. The Board of Directors is further responsible for selecting and

applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our

audit in accordance with Swiss law, Swiss Auditing Standards, International Standards on Auditing and the standards of

the Public Company Accounting Oversight Board (United States of America). Those standards require that we plan and

perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements are free from material

misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated

financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of

material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk

assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity’s preparation and fair presentation of

the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit

also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

made, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial

position of UBS AG and its subsidiaries at 31 December 2011 and 2010, and the consolidated results of operations and the

cash flows for each of the three years in the period ended 31 December 2011 in accordance with IFRS, as issued by the

International Accounting Standards Board, and comply with Swiss law.

Report on other legal and regulatory requirements

We confirm that we meet the Swiss legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight Act (AOA) and

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

427/432



independence (article 728 Code of Obligations (CO) and article 11 AOA) and that there are no circumstances incompatible 

with our independence.

In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal

control system exists, which has been designed for the preparation of consolidated financial statements in accordance with

the instructions of the Board of Directors.

In accordance with Swiss law, we recommend that the consolidated financial statements submitted to you be approved.

We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States

of America), the internal control over financial reporting of UBS AG and its subsidiaries as of 31 December 2011, based

on criteria established in Internal Control － Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations

of the Treadway Commission (COSO), and our report dated 13 March 2011 expresses an adverse opinion on the

effectiveness of UBS AG and its subsidiaries’ internal control over financial reporting. 

Ernst & Young Ltd

Jonathan Bourne Andreas Loetscher

Licensed Audit Expert

(Auditor in Charge)

Licensed Audit Expert
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株主総会　御中

ユービーエス・エイ・ジー（チューリッヒ及びバーゼル）

バーゼル、2012年3月13日

財務書類に関する法定監査人の報告書

私どもは、法定監査人として、417頁から434頁に記載された2011年12月31日をもって終了する事業年度のユービーエス・エイ

・ジーの財務書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注記について監査を行った。

取締役会の責任

取締役会は、財務書類をスイス法及び会社の定款に準拠して作成し、適切に開示する責任を有する。これには、不正または誤謬

による重要な虚偽の表示がない財務書類を作成するために、内部統制を設計、導入及び維持する責任も含まれる。取締役会は、

さらに、適切な会計方針を選択及び適用し、合理的な会計上の見積りを行うことに関する責任を負っている。

監査人の責任

　私どもの責任は、私どもの実施した監査に基づきこれらの財務書類に対する意見を表明することである。私どもは、スイス法

及びスイス監査基準に準拠して、監査を行った。これらの基準は、財務書類に重要な虚偽の表示がないかどうかについての合

理的な保証を得るために、私どもが監査を計画及び実施することを求めている。

　監査は、財務書類の金額及び開示に関する監査証拠を得るための手続を実施することを含んでいる。これらの手続は、不正ま

たは誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示のリスクの評価を含む監査人の判断に基づき選択される。当該リスク評価に当

たっては、監査人は、状況に応じた適切な監査手続の策定のため、財務書類を作成するための内部統制を考慮する。しかしこれ

は会社の内部統制の有効性に関する意見表明を目的とするものではない。また監査は、採用された会計方針の妥当性、会計上

の見積りについての合理性を評価すること、及び全体としての財務書類の開示を評価することが含まれる。私どもは、入手し

た監査証拠が十分であり、私どもの監査意見のための合理的な基礎を与えるものであると判断している。

監査意見

私どもの意見では、2011年12月31日をもって終了する事業年度の財務書類が、スイス法及び会社の定款に準拠しているものと

認める。

その他の法律上及び規制上の要件に関する報告

私どもは、スイスにて法律上要求されるAuditor Oversight Act（AOA）に準拠した資格要件及び独立性要件（Code of

Obligations（CO）第728条、及びAOA第11条）を満たしており、独立性に相反する状況が存在しないことを確認する。

CO第728条a第1項第3号及びスイス監査基準890に基づき、私どもは、取締役会の指針に従って連結財務書類の作成のために設

計された内部統制が存在していることを確認した。

私どもはさらに、利益処分案がスイス法及び会社の定款に準拠していることを確認した。私どもは、株主総会に提出された財

務書類を承認するよう進言する。

アーンスト・アンド・ヤング・エルティーディー
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ジョナサン・ボーン アンドレアス・ローチャー

（Jonathan Bourne） （Andreas Loetscher）

勅許会計士（監査責任者） 勅許会計士

（訳者注：文中の頁数は、2011年度の財務書類（英文）の該当頁を示す。）
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To the General Meeting of

UBS AG, Zurich and Basel 

Basel, 13 March 2012

Report of the statutory auditor on the financial statements

As statutory auditor, we have audited the financial statements of UBS AG which comprise the balance sheet, income

statement and notes on pages 414 to 434 for the year ended 31 December 2011. 

Board of Directors’ responsibility

The Board of Directors is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the requirements of

Swiss law and the Company’s articles of association. This responsibility includes designing, implementing and maintaining

an internal control system relevant to the preparation of financial statements that are free from material misstatement,

whether due to fraud or error. The Board of Directors is further responsible for selecting and applying appropriate

accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. 

Auditor’s responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in

accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to

obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial

statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor

considers the internal control system relevant to the entity’s preparation of the financial statements in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness

of the entity’s internal control system. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used

and the reasonableness of accounting estimates made, as well as evaluating the overall presentation of the financial

statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our

audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements for the year ended 31 December 2011 comply with Swiss law and the Company’s

articles of association.

Report on other legal requirements

We confirm that we meet the Swiss legal requirements on licensing according to the Auditor Over-sight Act (AOA) and

independence (Art. 728 Code of Obligations (CO) and Art. 11 AOA) and that there are no circumstances incompatible with

our independence.

In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal
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control system exists, which has been designed for the preparation of financial statements in accordance with the 

instructions of the Board of Directors.

We further confirm that the proposed appropriation of available earnings complies with Swiss law and the Company’s

articles of association. We recommend that the financial statements submitted to you be approved.

Ernst & Young Ltd

Jonathan Bourne Andreas Loetscher

Licensed audit expert

(Auditor in charge)

Licensed audit expert

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー(E05852)

有価証券報告書

432/432


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１本国における法制等の概要
	１会社制度等の概要
	(1)提出会社の属する国・州等における会社制度
	(2)提出会社の定款等に規定する制度

	２外国為替管理制度
	３課税上の取扱い
	４法律意見

	第２企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第３事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第４設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第５提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(3)発行済株式総数及び資本金の推移
	(4)所有者別状況
	(5)大株主の状況

	２配当政策
	３株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価

	４役員の状況
	５コーポレート・ガバナンスの状況等
	(1)コーポレート・ガバナンスの状況
	(2)監査報酬の内容等
	①外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
	②その他重要な報酬の内容
	③外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
	④監査報酬の決定方針



	第６経理の状況
	１財務書類
	２主な資産・負債及び収支の内容
	３その他
	４会計原則及び会計慣行の相違

	第７外国為替相場の推移
	第８本邦における提出会社の株式事務等の概要
	第９提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	第１保証会社情報
	第２保証会社以外の会社の情報
	１当該会社の情報の開示を必要とする理由
	２継続開示会社たる当該会社に関する事項
	３継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項

	第３指数等の情報
	１当該指数等の情報の開示を必要とする理由
	２当該指数等の推移


	監査報告書

